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第１章 事業概要 
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１．事業の背景・⽬的 
○ 平成30年度より、国は、高齢者の自立支援・重度化防止等に向けた市町村の取組や都道府県

による市町村支援の取組を支援するため、市町村及び都道府県の様々な取組の達成状況を評

価できるよう、客観的な評価指標を設定した上で、市町村等が自己評価を行い、その結果に

応じて財政的インセンティブを付与する「保険者機能強化推進交付金」を制度化した。 

○ この保険者機能強化推進交付金による財政的インセンティブについては、高齢者の自立支

援・重度化防止等に向けた市町村の取組や都道府県による市町村支援の取組の達成状況を適

切かつ効果的に評価できるよう、評価指標について毎年度、分析・検証を行い、改善を図る

というPDCAサイクルを回していくことが求められている。 

○ 特に、令和２年度から、保険者機能強化推進交付金に加え、介護保険保険者努力支援交付金

を創設し、介護予防・健康づくり等に資する取組を重点的に評価することとなったことに加

え、「介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針」（基本指

針）において明示されている、2025 年度を目途とした地域包括ケアシステムの構築に向け

た方策など、これらの取組に係る実施状況や効果等の検証がより一層求められている。 

○ 更には、年齢調整後の要介護度別認定率や一人当たり介護給付費の地域差を縮減する観点か

ら、アウトカム指標の強化や地域差縮減に寄与する自立支援・重度化防止・介護費用の適正

化に関する取組に繋がる評価指標への見直しの検討も強く求められている。 

○ このため、市町村等による自己評価結果等(令和５年度分（令和４年度に評価実施。以下同

じ。）及び令和６年度分（令和５年度に評価実施。以下同じ。）の評価指標に係る自己評価

を基本とする)について、 

 市町村等の様々な取組の達成状況を評価できる指標となっているか検証を行う。特に介護

予防・健康づくりをはじめ、2025年に向けて「地域包括ケアシステム」の構築に資する指

標の設定について検討を行う。 

 介護予防・健康づくり等に資する取組の実施状況を把握し、アウトカム（新規認定率やそ

の重度化率（新規認定者のみをフォローして把握することを想定）、介護給付費を構成す

る「年齢調整後の認定率」や「受給率」、「受給者１人あたりの介護給付費」等。以下同

じ。）との相関性を分析の上、それらの地域差縮減を見据えた評価指標の見直しや評価方

法の検討等を行う。 

  PDCA サイクルによる取組の改善を図るため、第９期介護保険事業計画及び基本方針との

連動も含め、交付金の活用方策について検討等を行う。 

○ その結果を基に、令和６年度分及び令和７年度分（令和６年度に評価実施。以下同じ。）の

評価指標の見直しの検討等を行うことを目的として実施した。 

 

２．実施概要 
○ 上記の目的を達成するため、本事業では有識者、地方公共団体職員で構成する検証委員会及

び自治体ワーキンググループを設置し、各調査の設計・結果分析・とりまとめについて検証

を行うことで、一連の業務を円滑かつ効果的に進めた。具体的には、以下の項目について取

り組んだ。 

 

■令和４年度の事業項目 

１．⾃⼰評価結果等の集計・ 
分析・検証 

・令和５年度評価指標による評価結果を中⼼に、集計・分析・検証
を⾏った。 

２．アンケート調査等の実施 ・⾼齢者の⾃⽴⽀援・重度化防⽌等に向けた市町村の取組、都道
府県による市町村⽀援の取組、交付⾦の活⽤状況を把握するため
に、市町村及び都道府県に対して悉皆調査を実施した。 

３．実地調査 ・特徴的な市町村の⾃⼰評価の体制や施策の状況を把握した。 
４．検証委員会等の設置・運営 ・検証委員会を４回、⾃治体ワーキンググループを２回、開催した。 
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■令和５年度の事業項目 

１．⾃⼰評価結果等の集計・ 
分析・検証 

・令和６年度評価指標による評価結果を中⼼に、集計・分析・検証
を⾏った。 

２．アンケート調査等の実施 ・⾼齢者の⾃⽴⽀援・重度化防⽌等に向けた市町村の取組、都道
府県による市町村⽀援の取組、交付⾦の活⽤状況を把握するため
に、市町村及び都道府県に対して悉皆調査を実施した。 
※⽯川県は調査対象から外した 

３．実地調査 ・特徴的な市町村等の⾃⼰評価の体制や施策の状況を把握した。 
４．検証委員会等の設置・運営 ・検証委員会を４回開催した。 
５．意⾒書及び報告書の作成 ・意⾒書及び報告書を作成した。 

 

 

３．分析・検証の実施体制 

（１）検証委員会の設置・運営 

○ 下記のとおり、学識経験者と実務者から構成される検証委員会を設置し、検討を行った。 

※令和４年度は、市町村職員を委員とする自治体ワーキンググループを補完的に開催 

 
■委員⼀覧 (五⼗⾳順、敬称略) 

⽒ 名 ご 所 属 
令和４年度 令和５

年度 委員会 WG 

荒井
あ ら い

 崇
た か

宏
ひ ろ

 稲城市 福祉部 ⾼齢福祉課 ⾼齢福祉係 係⻑ ― ○ ○ 

⼤夛賀
お お た が

 政
ま さ

昭
あ き

 国⽴保健医療科学院 
医療・福祉サービス研究部 主任研究官 ○ ○ ○ 

後藤
ご と う

 治彦
は る ひ こ

 ⽣駒市 福祉健康部 地域包括ケア推進課 課⻑ ― ○ ― 

⼩林
こ ば や し

 志
し
伸
の ぶ

 ⻑野県 健康福祉部 介護⽀援課 ○ ○ ○ 

篠⽥
し の だ

 浩
ひろし

 ⼤垣市 健康福祉部 部⻑ ― ○ ○ 

鈴⽊
す ず き

 朋
と も

美
み

 淡路市 健康福祉部 ⻑寿介護課 主幹 ― ― ○ 

髙
た か

⽥
だ

 陽
よ う

介
す け

 武蔵野市 健康福祉部 ⾼齢者⽀援課 
介護保険係 係⻑ 

― ― ○ 

◎筒井
つ つ い

 孝⼦
た か こ

 兵庫県⽴⼤学⼤学院 社会科学研究科 教授 ◎ ◎ ◎ 

中沢
な か ざ わ

 豊
ゆたか

 松⼾市 福祉⻑寿部 参事監 ○ ― ― 

浜
は ま

  達哉
た つ や

 駒ヶ根市 地域保健課 介護予防係 ― ○ ○ 
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⽒ 名 ご 所 属 
令和４年度 令和５

年度 委員会 WG 

東野
ひ が し の

 定律
さ だ の り

 静岡県⽴⼤学 経営情報学部 経営情報学科 教授 ○ ― ○ 

前⼭
ま え や ま

 隆史
た か ふ み

 ⻑崎県 ⻑寿社会課 地域包括ケア推進班  ○ ○ ○ 

⼭⽥
や ま だ

 剛
たけし

 武蔵野市 健康福祉部⻑ ― ○ ― 

◎ : 委員⻑。⾃治体 WG 委員⻑も兼務。所属等は令和４年度は令和５年３⽉時点、令和５年度は令和６年３⽉
時点) 
 
■厚⽣労働省 ⼀覧 (敬称略)  

⽒ 名 所属・役職 

滝澤
た き ざ わ

 明也
あ き な り

 
厚⽣労働省 ⽼健局 介護保険計画課 
  保険者機能強化推進交付⾦専⾨官（併）交付⾦審査・交付係⻑ 

菊池
き く ち

 ⼀
はじめ

 厚⽣労働省 ⽼健局 総務課 課⻑補佐 

岩崎
い わ さ き

 聡⼀郎
そ う い ち ろ う

  厚⽣労働省 ⽼健局 介護保険計画課 ※令和５年３⽉まで 

⼤久保
お お く ぼ

 美佳
み か

 厚⽣労働省 ⽼健局 介護保険計画課 ※令和５年４⽉以降 

 

■事務局 ㈱⽇本能率協会総合研究所 
 

（２）開催実績及び検討内容 

○ 次のとおり、令和４年度は、検証委員会４回、自治体ワーキンググループ２回を開催した。 

○ 令和５年度は、検証委員会４回を開催した。 

 

■開催実績 

令和４年度 

 ⽇程・場所 議事 
事前説明 令和４年６⽉〜７⽉ 

於︓委員の所属先等 
・新規委員への事業概要の説明 
・事業に対するご意⾒伺い 

第１回検証委員
会 

令和４年９⽉１⽇（⽊） 
17:00〜19:00 

於︓AP 東京⼋重洲  
O ルーム／オンライン 

１．⾃⼰紹介 
２．事業概要の説明 
３．評価指標の⾒直しに向けた検討 
４．実地調査の検討 
５．その他 

第１回⾃治体ワ
ーキンググループ 

令和４年 10 ⽉ 25 ⽇（⽕） 
17:00〜19:00 

於︓AP 東京⼋重洲 
Y2 ルーム/オンライン 

１．⾃⼰紹介 
２．論点整理 
３．評価指標の⾒直しに向けた検討 
４．実地調査の検討 
５．その他 

第２回検証委員
会 

令和４年 11 ⽉ 24 ⽇（⽊） 
17:00〜19:00 

於︓⽇本能率協会ビル 

１．論点整理 
２．評価指標の⾒直しに向けた検討 
３．その他 
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 ⽇程・場所 議事 
第２回⾃治体ワ
ーキンググループ 

令和４年 12 ⽉ 23 ⽇（⾦） 
17:00〜19:00 

於︓⽇本能率協会ビル 

１．論点整理 
２．評価指標の⾒直しに向けて 
３．アンケート調査の実施⽅針 
４．その他 

第３回検証委員
会 

令和５年 1 ⽉ 24 ⽇（⽕） 
16:00〜18:00 

於︓⽇本能率協会ビル 

１．論点整理 
２．評価指標の⾒直しに向けて 
３．実地調査の実施に向けて 
４．その他 

第４回検証委員
会 

令和５年 3 ⽉ 10 ⽇（⾦） 
17:00〜19:00 

於︓⽇本能率協会ビル 

１．論点整理 
２．評価指標の⾒直しに向けて 
３．その他 

 
令和５年度 
第１回検証委員
会 

令和５年６⽉ 29 ⽇（⽊） 
16:00〜18:00 
 於︓⼋重洲倶楽部 

１．令和４年度委託事業に係る報告 
２．令和６年度評価指標について 
３．令和５年度の論点（案） 
４．その他 

第２回検証委員
会 

令和５年 11 ⽉ 24 ⽇（⾦） 
17:00〜19:00 
 於︓⽇本能率協会ビル 

１．論点整理 
２．令和６年 該当状況調査結果（部分速報）

について 
３．アンケート調査の実施について 
４．実地調査の実施について 
５．その他 

第３回検証委員
会 

令和６年２⽉ 21 ⽇（⽔） 
18:00〜20:00 
 於︓⽇本能率協会ビル 

１．論点整理と該当状況調査（R6）結果の概
要報告 

２．アンケート調査結果（速報）について 
３．令和７年度 評価指標の⾒直しについて 
４．その他 

第４回検証委員
会 

令和６年３⽉ 14 ⽇（⽊） 
18:00〜20:00 
 於︓⽇本能率協会ビル 

１．論点整理 
２．調査結果について 
３．令和７年度 評価指標の⾒直しについて 
４．その他 

 

 

４．年度の取り扱い 
○ 評価対象となる取組年度と、評価指標との関係は下図のとおりである。 

 

■評価の実施年度と評価対象年度 

2023年2022年2021年2019年2019年2018年2017年評価対象の取組年度
2023年8-9⽉2022年8-9⽉2021年8-10⽉2020年9-10⽉2020年５⽉頃2019年４⽉頃2018年６⽉頃⾃⼰評価の実施時期
2023年12⽉末2022年12⽉末2021年12⽉末2020年12⽉末2020年７⽉頃2019年７⽉頃2018年８⽉⾒込み額の提⽰時期

H30年度
評価指標

R1年度
評価指標

R2年度
評価指標

R4年度
評価指標

2017年 2018年 2019年 2020年 2021年

R3年度
評価指標

2022年
第６期期間 第７期期間 第８期期間

主に2017年の
取組を2018年

に⾃⼰評価し、
2018年に交付

2018年
⾒込み額

提⽰

2019年
⾒込み額

提⽰

2020年
⾒込み額

提⽰

2021年
⾒込み額

提⽰

2022年
⾒込み額

提⽰

第９期期間
2023年 2024年

R5年度
評価指標

2023年
⾒込み額

提⽰
R6年度
評価指標

2024年
⾒込み額

提⽰

評価指標の体
系を⾒直し。
主に2023年の
取組を2023年
に⾃⼰評価し、
2024年に交付
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第２章 令和５年度該当状況調査結果 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－ 7 －



 

 

１．調査概要 

（１）実施概要 

○ 厚生労働省において実施された該当状況調査結果データを基に集計を行った。 

 

■調査概要 

調査対象 ①1,741 市町村（悉皆）、②47 都道府県（悉皆） 
調査系統 ①市町村︓厚⽣労働省から都道府県担当者に、市町村調査の回答依頼・とりまと

めを依頼 
②都道府県︓厚⽣労働省から都道府県担当者に調査協⼒を依頼 

主な回答者 ・保険者機能強化推進交付⾦、介護保険保険者努⼒⽀援交付⾦担当者 
調査⼿法 ・⾃記式（Excel の電⼦ファイルに回答）、メール配布・メール回収 

・根拠資料は、郵送にて提出 
調査期間 ・2022 年８⽉ 10 ⽇（⽔）〜2022 年 10 ⽉７⽇（⾦） 

※電⼦媒体の締切は９⽉ 30 ⽇（⾦） 
 

（２）評価指標の構成 

○ 令和５年度評価指標は、第８期介護保険事業計画の２年目にあたる令和４年度の該当状況調

査に用いられるものである。 

○ 市町村等の取組の継続性を確保する観点から、令和４年度評価指標を基本とした。 

○ 他方で、市町村等から「趣旨等の明確化」「地域の実情に即した取組の評価」「複数年度デ

ータでアウトカム指標の設定」などを求める意見があったこと等から、以下のような主な見

直しが行われた。 

 

■令和５年度評価指標の主な見直し事項 

（⾃⼰評価が難しい評価項⽬の趣旨の
明確化）

◇都道府県が作成すべき「⽀援⽅策」につ
いて、⽬標や⽀援内容、⽀援期間等を盛
り込んだ書⾯として、定義を明確化。

◇その他都道府県による⾃⼰評価の統⼀が
図られるよう、留意点等の⽂⾔を明確化。

（⽂書負担軽減に関する評価指標の
⾒直し）

◇規制改⾰実施計画（令和４年６⽉７⽇閣
議決定）において、厚⽣労働省の「電
⼦申請届出システム」の活⽤促進が指
摘されていることを踏まえ、評価項⽬
として「システムの活⽤による標準
化」を追加。

（平均要介護度の変化に関する評価指標
の充実）

◇現在の直近１年間の要介護度の変化率の
状況に関する評価指標に加え、より⻑期
間の要介護度の変化率の状況に関する評
価指標を追加。

（第９期計画策定に向けた各種調査に
関する指標の追加）

◇令和６年度からの第９期計画に向け、各
種調査の実施状況に関する評価指標を
追加。

（災害対策に関する評価指標の⾒直し）
◇現在の評価指標は、災害に関する訓練の

実施状況を評価するものとなっているが、
災害対策は、訓練に加え、⾮常災害計
画・BCPの策定や、関係者に対する研修
など様々な体制整備が必要となることか
ら、訓練のみならず、災害対策全体のプ
ロセスを評価する指標へと⾒直し。

（⾃⼰評価が難しい評価項⽬の趣旨の
明確化）

◇市町村による⾃⼰評価の統⼀が図られる
よう、留意点等の⽂⾔を明確化。

（平均要介護度の変化に関する評価指標
の充実）

◇現在の直近１年間の要介護度の変化率の
状況に関する評価指標に加え、より⻑期
間の要介護度の変化率の状況に関する評
価指標を追加。

（⽂書負担軽減に関する評価指標の
⾒直し）

◇規制改⾰実施計画（令和４年６⽉７⽇閣
議決定）において、厚⽣労働省の「電
⼦申請届出システム」の活⽤促進が指
摘されていることを踏まえ、評価項⽬
として「システムの活⽤による標準
化」を追加。

（⾼齢者の就労的活動に関する評価指標の
整理統合）

◇⾼齢者の就労的活動に関する評価指標に
ついて、元気⾼齢者の活躍に向けた取組
の実施状況に関する評価指標と整理統合。

【都道府県評価指標】 【市町村評価指標】

 

出典：厚生労働省（一部改変） 
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○ 令和５年度市町村評価指標は全62項目で構成され、そのうち29項目が努力支援交付金の対象

となる。保険者機能強化推進交付金及び努力支援交付金の合計得点は2,185点で、Ⅱ（７）

要介護状態の維持・改善の状況等が27.5％、Ⅱ（５）介護予防/日常生活支援総合事業が全

体の25.6％で、この２領域で全配点の半数以上を占めている。 

○ 令和４年度市町村評価指標からの主な変更点としては、Ⅲ（１）介護給付の適正化等の配点

割合が下がった点が挙げられる。 

 

■令和５年度市町村評価指標の構成 

項⽬ 配点　合計（カッコ内は満点に 項⽬ 配点　合計（カッコ内は満点に
推進 ⽀援 ⽀援 推進 ⽀援 ⽀援

6 2 150 (7.1%) 115 (8.4%) 35 7 2 170 (7.8%) 135 (10.0%) 35

Ⅱ（１）介護⽀援専⾨員・介護サービス事業所等 5 0 100 (4.8%) 100 (7.3%) 0 5 0 100 (4.6%) 100 (7.4%) 0

Ⅱ（２）地域包括⽀援センター・地域ケア会議 7 4 165 (7.8%) 105 (7.6%) 60 7 4 165 (7.6%) 105 (7.7%) 60

Ⅱ（３）在宅医療・介護連携 5 1 120 (5.7%) 100 (7.3%) 20 5 1 120 (5.5%) 100 (7.4%) 20

Ⅱ（４）認知症総合⽀援 5 2 140 (6.7%) 100 (7.3%) 40 5 2 140 (6.4%) 100 (7.4%) 40

Ⅱ（５）介護予防／⽇常⽣活⽀援 12 12 560 (26.6%) 240 (17.5%) 320 12 12 560 (25.6%) 240 (17.7%) 320

Ⅱ（６）⽣活⽀援体制の整備 5 2 90 (4.3%) 75 (5.5%) 15 5 2 90 (4.1%) 75 (5.5%) 15

Ⅱ（７）要介護状態の維持・改善の状況等 3 3 360 (17.1%) 180 (13.1%) 180 5 5 600 (27.5%) 300 (22.1%) 300

Ⅲ（１）介護給付の適正化等 7 0 260 (12.4%) 260 (18.9%) 0 7 0 120 (5.5%) 120 (8.9%) 0

Ⅲ（２）介護⼈材の確保 5 2 160 (7.6%) 100 (7.3%) 60 4 1 120 (5.5%) 80 (5.9%) 40
60 28 730 62 29 830

R4 R5

占める割合） 推進推進占める割合）

1,3752,105 2,185 1,355計

Ⅰ　ＰＤＣＡサイクルの活⽤による保険者機能の
       強化に向けた体制等の構築

 
 

○ 令和５年度都道府県評価指標は、全44項目で構成され、そのうち23項目が努力支援交付金の

対象となる。Ⅰ、Ⅱは基本的に都道府県が自己評価する項目で、Ⅲは市町村の該当状況調査

結果等から都道府県の配点が決まる項目となっている。 

○ 保険者機能強化推進交付金及び努力支援交付金の合計得点は1,825点で、Ⅲ 管内の市町村に

おける評価指標の達成状況による評価が40.5％、Ⅱ（１）地域ケア会議、介護予防・日常生

活支援総合事業に係る支援が15.6％、Ⅱ（７）介護人材の確保・生産性向上に係る支援が

15.3％を占めている。 

 

■令和５年度都道府県評価指標の構成 

項⽬ 配点　合計（カッコ内は満点 項⽬ 配点　合計（カッコ内は満点
推進 ⽀援 ⽀援 推進 ⽀援 ⽀援

5 1 150 (9.1%) 125 (12.0%) 25 5 1 150 (8.2%) 125 (11.1%) 25

5 5 285 (17.3%) 120 (11.5%) 165 5 5 285 (15.6%) 120 (10.7%) 165

Ⅱ（２）⽣活⽀援体制整備等に係る⽀援 3 1 100 (6.1%) 75 (7.2%) 25 3 1 100 (5.5%) 75 (6.7%) 25

2 2 90 (5.5%) 45 (4.3%) 45 2 2 90 (4.9%) 45 (4.0%) 45

Ⅱ（４）在宅医療・介護連携に係る⽀援 1 0 25 (1.5%) 25 (2.4%) 0 1 0 25 (1.4%) 25 (2.2%) 0

Ⅱ（５）認知症総合⽀援に係る⽀援 3 0 75 (4.6%) 75 (7.2%) 0 3 0 75 (4.1%) 75 (6.7%) 0

Ⅱ（６）介護給付の適正化に係る⽀援 2 0 75 (4.6%) 75 (7.2%) 0 2 0 55 (3.0%) 55 (4.9%) 0

Ⅱ（７）介護⼈材の確保・⽣産性向上に係る⽀援 8 1 280 (17.0%) 230 (22.0%) 50 8 1 280 (15.3%) 230 (20.4%) 50

1 0 25 (1.5%) 25 (2.4%) 0 1 0 25 (1.4%) 25 (2.2%) 0

Ⅲ　管内の市町村における評価指標の達成状況による評価 12 11 540 (32.8%) 250 (23.9%) 290 14 13 740 (40.5%) 350 (31.1%) 390
42 21 600 44 23 700計

R4

に占める割合） 推進

R5

に占める割合） 推進

1,825 1,125

Ⅰ　管内の市町村の介護保険事業に係るデータ分析等を踏まえた
　 　地域課題の把握と⽀援計画

Ⅱ（３）⾃⽴⽀援・重度化防⽌等に向けた
　　　　　リハビリテーション専⾨職等の活⽤に係る⽀援

Ⅱ（８）その他の⾃⽴⽀援・重度化防⽌等に向けた
　　　　　各種取組への⽀援事業

Ⅱ（１）地域ケア会議、介護予防・⽇常⽣活⽀援総合事業
　　　　　に係る⽀援

1,0451,645  
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２．市町村結果 
※回答分布とあわせて整理した歪度は、回答分布の偏りをみる指標。一般的に絶対値が「１」を超える

と回答分布の歪みが大きいと判断される。ただし、配点の段階（０点/５点/10点などの配点の段階が

いくつあるか）によって変わるため、絶対的な基準ではない 

※該当率は、20％以下で青色、70％以上でオレンジ、90％以上でピンクの色を付けている 

※厚労省で上位のみを評価する項目については、コメントしていない 

 

 

１）「Ⅰ ＰＤＣＡサイクルの活用による保険者機能の強化に向けた体制等の構築」 

○ 令和４年度と令和５年度の得点率をみると、令和５年度指標で新たに追加された③のほか、

⑦を除いた５項目で向上していた。 

○ ①、④は歪度が絶対値１を超えており、いずれも高得点に回答が偏っていた。 

○ 該当率をみると、「得点あり」の市町村が８割超の項目は６項目で、特に①は９割半ばと高

い。 
 

■市町村の該当数 

Ⅰ．ＰＤＣＡサイクルの活⽤による保険者機能の強化に向けた体制等の構築

評価項⽬⼀覧 配点 該当市町村数 想定順で
ない回答
数【R5】

想定順で
ない回答
数【R4】

R5得
点率

R4得
点率

① 当該地域の介護保険事業の特徴を把握しているか。 83.4 79.1

ア地域包括ケア「⾒える化」システムを活⽤している 5点 1,648 94.7% 0 -

イ保険者全体の特徴を把握している 5点 1,621 93.1% 8 8
ウ⽇常⽣活圏域別の特徴を把握している 5点 1,420 81.6% 92 84
エ特徴について住⺠や関係者に公表している 5点 1,121 64.4% 0 -

② 給付実績の計画値と実績値との乖離状況とその要因を考察しているか。 65.6 61.6

ア定期的にモニタリング（点検）を⾏っている 5点 1,524 87.5% 15 18

イ計画値と実績値との乖離状況の要因を分析している 5点 1,382 79.4% 42 50
ウモニタリング・考察結果を運営協議会等で公表している 5点 1,096 63.0% 16 22
エ結果を基に、サービス提供体制の⾒直しを⾏っている 5点 565 32.5% 0 -

③ 第９期計画作成に向けた各種調査を実施しているか。 62.8 -
ア 介護予防・⽇常⽣活圏域ニーズ調査により、⽇常⽣活圏域ごとの被保険者の⼼⾝の状況、その置かれている環境その他の事情等を把握している 5点 1,462 84.0% - -

イ在宅介護実態調査により、要介護者等の在宅⽣活の実態を把握している 5点 1,461 83.9% - -
 ウア及びイ以外の介護保険法第117 条第５項に規定する被保険者の⼼⾝の状況、置かれている環境その他の事情等を把握するための調査を実施している 5点 819 47.0% - -

エ介護⼈材実態調査等により、介護⼈材の実態を把握している 5点 630 36.2% - -
④ ⾃⽴⽀援、重度化防⽌等に資する施策について、⽬標が未達成であった場合に具体的な改善策や⽬標の⾒直し等の取組を実施しているか。 73.1 31.3

 ア年に１回以上、実績を踏まえた進捗管理を⾏っている 5点 1,521 87.4% 2 6
イ年に１回以上、評価を⾏っている 5点 1,493 85.8% 3 4
ウ改善・⾒直し等の取組を実施している 5点 1,292 74.2% 20 21

 エ進捗管理の結果をホームページ等で公開している 5点 788 45.3% 0 -

⑤ 当該地域の介護保険事業の特徴を他の地域と⽐較して分析の上、介護給付の適正化の⽅策を策定し、実施しているか。 62.3 57.7

ア当該地域の介護保険事業の特徴を他の地域と⽐較・分析し、⽅策を策定している。 5点 1,403 80.6% 57 74

イ策定した⽅策に沿って実施している 5点 1,368 78.6% 9 9
ウ⽅策の改善・⾒直し等を⾏うプロセスがある 5点 890 51.1% 12 14
エ⽅策の改善・⾒直し等の取組結果を公表する機会がある 5点 681 39.1% 0 -

⑥ 管内の住宅型有料⽼⼈ホーム、サービス付き⾼齢者向け住宅等の情報を市町村介護保険事業計画の策定等に活⽤しているか。 47.1 39.3

ア必要な情報を⼊⼿している 5点 1,507 86.6% 8 14

イ都道府県等との意⾒交換を実施している 5点 814 46.8% 128 122
ウ⼊居実態等を分析する体制がある 5点 615 35.3% 17 4
エ分析結果を計画策定に活⽤している 5点 343 19.7% 0 -

⑦︓⽀援 要介護者等に対するリハビリテーション提供体制に関して分析を踏まえ施策の改善策や⽬標の⾒直し等の取組を実施しているか。 26.5 31.3

ア市町村介護保険事業計画に⽬標を設定し、現状把握とそれを踏まえた分析を実施している。 10点 735 42.2% 3 0
イ⽬標設定はしていないが、介護保険事業計画のＰＤＣＡサイクルに沿った取組を進める中で、現状把握を踏まえた分析を実施している 10点 221 12.7% 3 0
ウ分析にあたり、医師会等の関係団体の意⾒を聞いている 10点 474 27.2% 0 0
エ分析に基づいて施策の改善・⾒直し等を実施している 10点 416 23.9% 0 -

ア→イ→ウ
→エ

エ︓イ⼜は
ウが該当

ア→イ→ウ
→エ

ア→イ→ウ
→エ

ア→イ→ウ
→エ

※ア・イはい
ずれかを選
択
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■回答分布 

カテゴリー n % カテゴリー n % カテゴリー n % カテゴリー n % カテゴリー n %
0点 63 3.6% 0点 203 11.7% 0点 175 10.1% 0点 218 12.5% 0点 282 16.2%
5点 48 2.8% 5点 125 7.2% 5点 117 6.7% 5点 27 1.6% 5点 118 6.8%

10点 138 7.9% 10点 333 19.1% 10点 554 31.8% 10点 188 10.8% 10点 458 26.3%
15点 482 27.7% 15点 544 31.2% 15点 433 24.9% 15点 541 31.1% 15点 224 12.9%
20点 1010 58.0% 20点 536 30.8% 20点 462 26.5% 20点 767 44.1% 20点 659 37.9%

計 1741 100.0% 計 1741 100.0% 計 1741 100.0% 計 1741 100.0% 計 1741 100.0%
歪度 -1.78 歪度 -0.74 歪度 -0.51 歪度 -1.22 歪度 -0.48

Ⅰ-④ Ⅰ-⑤Ⅰ-① Ⅰ-② Ⅰ-③︓⽀援

 

カテゴリー n % カテゴリー n %
0点 227 13.0% 0点 782 44.9%
5点 580 33.3% 5点 399 22.9%

10点 387 22.2% 10点 233 13.4%
15点 263 15.1% 15点 327 18.8%
20点 284 16.3%

計 1741 100.0% 計 1741 100.0%
歪度 0.31 歪度 0.62

Ⅰ-⑦︓⽀援Ⅰ-⑥︓⽀援

 
 

■該当率 

⼤ 中 ⼩
1,741 1,741

Ⅰ Ⅰ- ①⾒える化システムを活⽤して介護保険事業の特徴を把握し共通理解を深めている 58.0 96.4
Ⅰ- ②定期的にモニタリング・考察を⾏い結果を運営協議会等で公表している 30.8 88.3
Ⅰ- ③第９期計画作成に向けた各種調査を実施している 26.5 89.9
Ⅰ- ④実績を踏まえた進捗管理の上、未達成の場合には改善策や⽬標の⾒直し等の取組を実施している 44.1 87.5 ●
Ⅰ- ⑤介護給付の適正化の⽅策を策定し実施している 37.9 83.8
Ⅰ- ⑥サ⾼住等について、都道府県からの情報を活⽤して市町村介護保険事業計画の策定等に必要な分析を実施している 16.3 87.0
Ⅰ- ⑦要介護者等に対するリハビリテーション提供体制に関する取組や⽬標を設定している 18.8 55.1 ●

⽀
援
交
付
⾦
対
象

満点 得点あり
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２）「Ⅱ（１）介護支援専門員・介護サービス事業所等」 

○ 令和４年度と令和５年度の得点率をみると、全ての項目で向上していた。 

○ 歪度が絶対値１を超える項目はなかった。 

○ 該当率をみると、全ての項目で「得点あり」の市町村が８割超であった。 
 

■市町村の該当数 
（１）介護⽀援専⾨員・介護サービス事業所等

評価項⽬⼀覧 配点 該当市町村数 想定順で
ない回答
数【R5】

想定順で
ない回答
数【R4】

R5得
点率

R4得
点率

① 保険者の⽅針に沿った地域密着型サービスの整備を図るため、必要性や取組内容について計画・実⾏・改善のプロセスを実⾏しているか。 64.0 59.0

ア地域密着型サービスの現状把握の結果を踏まえ、整備の必要性を検討している 5点 1,348 77.4% 75 29

イ地域密着型サービスの整備のための取組を実施している 5点 1,239 71.2% 16 33
ウ改善・⾒直しをしている 5点 1,008 57.9% 81 72
エ検討結果や整備状況を公表している 5点 861 49.5% 0 -

② 保険者として、ケアマネジメントに関する保険者の基本⽅針を、介護⽀援専⾨員に対して伝えているか。 61.5 56.2

ア保険者として、ケアマネジメントの基本的な考え⽅について議論している 5点 1,355 77.8% 47 67

イ基本⽅針をHPや書⾯等で広く周知している 5点 1,260 72.4% 57 73
ウ基本⽅針を事業者連絡会議、研修⼜は集団指導等で対象を特定して周知している 5点 1,139 65.4% 8 6
エ周知⽅法の効果検証を⾏っている 5点 529 30.4% 0 -

③ ⾼齢者虐待防⽌にかかる体制整備を実施しているか。 60.9 52.3

ア管内の⾼齢者虐待の実態に基づいた課題を把握している 5点 1,513 86.9% 33 44
イ管内の⾼齢者虐待の実態に基づいた課題について、他機関とその防⽌対策を検討する機会・場を設定している 5点 1,274 73.2% 76 82
ウ市町村の虐待防⽌対策についての計画を策定している 5点 873 50.1% 5 7
エ計画に基づいて実施し、評価を⾏っている 5点 584 33.5% 0 -

④ 管内の介護事業所に対し、事故報告に関する⽀援を⾏っているか。 55.2 50.3

ア事故報告結果を集約する仕組みがある 5点 1,447 83.1% 47 -
   イ事故報告結果等を踏まえ、サービス提供による事故報告に関するガイドラインを策定し、⼜は当該ガイドラインの必要な⾒直しを⾏っている 5点 1,087 62.4% 0 -

ウ事故報告結果を管内の介護事業所に共有する仕組みがある 5点 781 44.9% 0 -
エ事故の内容・結果について、対応⽅法に関する議論・検証を⾏う仕組みがある 5点 531 30.5% 0 -

⑤ 管内の介護事業所に対し、⾮常災害対策に関する⽀援を⾏っているか。 50.3 36.6

ア庁内において介護保険担当部局と、防災担当部局等の関係部局とが連携を図る体制がある 5点 1,411 81.0% 45 35

イ管内の介護事業所における⾮常災害対策の実態や課題を把握している 5点 999 57.4% 33 -
ウ実態や課題を踏まえ、管内の介護事業所等と、⾮常災害対策について、検討する機会・場を設定している 5点 640 36.8% 48 -
エ実態や課題、検討結果を踏まえ、管内の介護事業所における⾮常災害対策の整備を図るため、必要な⽀援を実施している 5点 453 26.0% 0 -

ア→イ→ウ
→エ

ア→イ→ウ
→エ

ア→イ→ウ
→エ

イ︓アが該
当

イ⼜はウ⼜
はエ︓アが
該当

 
 

■回答分布 

カテゴリー n % カテゴリー n % カテゴリー n % カテゴリー n % カテゴリー n %
0点 319 18.3% 0点 340 19.5% 0点 195 11.2% 0点 248 14.2% 0点 285 16.4%
5点 190 10.9% 5点 115 6.6% 5点 221 12.7% 5点 291 16.7% 5点 451 25.9%

10点 206 11.8% 10点 205 11.8% 10点 513 29.5% 10点 444 25.5% 10点 355 20.4%
15点 250 14.4% 15点 566 32.5% 15点 251 14.4% 15点 365 21.0% 15点 258 14.8%
20点 776 44.6% 20点 515 29.6% 20点 561 32.2% 20点 393 22.6% 20点 392 22.5%

計 1741 100.0% 計 1741 100.0% 計 1741 100.0% 計 1741 100.0% 計 1741 100.0%
歪度 -0.56 歪度 -0.64 歪度 -0.31 歪度 -0.18 歪度 0.11

Ⅱ-(1)-④ Ⅱ-(1)-⑤Ⅱ-(1)-① Ⅱ-(1)-② Ⅱ-(1)-③

 
 

■該当率 

⼤ 中 ⼩
1,741 1,741

Ⅱ (1) Ⅱ-(1)- ①保険者の⽅針に沿った地域密着型サービスの整備を図るため、計画・実⾏・改善のプロセスを実⾏している 44.6 81.7
Ⅱ-(1)- ②保険者のケアマネジメントに関する基本⽅針を事業者連絡会議、研修⼜は集団指導等において周知している 29.6 80.5
Ⅱ-(1)- ③⾼齢者虐待防⽌にかかる体制整備を実施している 32.2 88.8
Ⅱ-(1)- ④管内の介護事業所に対し、事故報告に関する⽀援を⾏っている 22.6 85.8
Ⅱ-(1)- ⑤管内の介護事業所に対し、⾮常災害対策に関する⽀援を⾏っている 22.5 83.6

⽀
援
交
付
⾦
対
象

満点 得点あり

 

 

－ 12 －



 

 

３）「Ⅱ（２）地域包括支援センター・地域ケア会議」 

○ 令和４年度と令和５年度の得点率をみると、厚労省で算出する④を除いた６項目で向上して

いた。 

○ ①、③、⑥は歪度が絶対値１を超えており、いずれも満点に回答が偏っていた。 
 

■市町村の該当数 
（２）地域包括⽀援センター・地域ケア会議

評価項⽬⼀覧 配点 該当市町村数 想定順で
ない回答
数【R5】

想定順で
ない回答
数【R4】

R5得
点率

R4得
点率

① ⾃⽴⽀援・重度化防⽌等に資するケアマネジメントに関して、市町村の基本⽅針を定め、地域包括⽀援センターに周知しているか。 77.9 73.6

5点 1,356 77.9% - -

②︓⽀援 地域包括⽀援センターの体制充実による適切な包括的⽀援事業を実施しているか。 55.0 52.8

ア1,500⼈以下　 10点 1,118 64.2% 0 0

イ1,250⼈以下 10点 797 45.8% 0 0

③︓⽀援 地域包括⽀援センターの体制充実による適切な包括的⽀援事業・介護予防ケアマネジメントの実施をしているか。 76.9 75.6

ア半数以上の地域包括⽀援センターに配置 10点 1,405 80.7% 0 0

イ全ての地域包括⽀援センターに配置 10点 1,271 73.0% - -

④︓⽀援 個別事例の検討等を⾏う地域ケア会議における個別事例の検討件数割合はどの程度か。（個別事例の検討件数／受給者数） 44.1 44.5

ア全保険者の上位8割 10点 1,415 81.3% - -

イ全保険者の上位5割 10点 915 52.6% - -
ウ全保険者の上位3割 10点 573 32.9% - -
エ全保険者の上位1割 10点 170 9.8% - -

⑤ 地域ケア会議において複数の個別事例から地域課題を明らかにし、これを解決するための政策を市町村へ提⾔しているか。 68.0 60.8

ア地域ケア会議において複数の個別事例から地域課題を明らかにしている 5点 1,542 88.6% 7 14

イ地域課題を解決するための政策を市町村に提⾔している 5点 1,324 76.0% 10 17
ウ市町村が地域ケア会議から提⾔された内容に対応している 5点 1,161 66.7% 2 1
エ対応した結果が検証されている 5点 709 40.7% 0 -

⑥ 地域包括⽀援センターが夜間・早朝⼜は平⽇以外の窓⼝（連絡先）を設置し、窓⼝を住⺠にパンフレットやホームページ等で周知しているか。 79.8 73.8

ア夜間・早朝の窓⼝（連絡先）を設置している 5点 1,484 85.2% 74 72

イ平⽇以外の窓⼝（連絡先）を設置している 5点 1,522 87.4% 39 38
ウ住⺠に窓⼝を周知している 5点 1,266 72.7% 0 -
エ特に周知が必要と想定される⼈への個別周知をしている 5点 1,282 73.6% 0 -

⑦︓⽀援 地域包括⽀援センターでは、家族等の介護離職防⽌に向けた⽀援を実施しているか。 44.8 36.8

ア家族介護者等の介護離職防⽌の相談に対応している 10点 1,469 84.4% 3 2

イ家族介護者等に対し、介護離職防⽌の相談ができることを周知している 10点 947 54.4% 0 -
ウ地域に出向いて介護離職防⽌に関する相談会を実施している 10点 265 15.2% 0 -
エ専⾨職・関係機関と連携した取組を実施している 10点 442 25.4% 0 -

厚労省設
定

ー

イ︓アも得
点

イ︓アも得
点

ア→イ→ウ
→エ

ウ、エ︓ア
及びイが該
当

イ︓アが該
当

 
 

■回答分布 

カテゴリー n % カテゴリー n % カテゴリー n % カテゴリー n % カテゴリー n %
0点 385 22.1% 0点 623 35.8% 0点 336 19.3% 0点 326 18.7% 0点 192 11.0%
5点 1356 77.9% 5点 321 18.4% 5点 134 7.7% 5点 500 28.7% 5点 219 12.6%

10点 797 45.8% 10点 1271 73.0% 10点 342 19.6% 10点 177 10.2%
15点 403 23.1% 15点 449 25.8%
20点 170 9.8% 20点 704 40.4%

計 1741 100.0% 計 1741 100.0% 計 1741 100.0% 計 1741 100.0% 計 1741 100.0%
歪度 -1.35 歪度 -0.20 歪度 -1.27 歪度 0.18 歪度 -0.77

Ⅱ-(2)-⑤Ⅱ-(2)-②︓⽀援 Ⅱ-(2)-③︓⽀援 Ⅱ-(2)-④︓⽀援Ⅱ-(2)-①

 

カテゴリー n % カテゴリー n %
0点 177 10.2% 0点 259 14.9%
5点 30 1.7% 5点 479 27.5%

10点 146 8.4% 10点 551 31.6%
15点 320 18.4% 15点 266 15.3%
20点 1068 61.3% 20点 186 10.7%

計 1741 100.0% 計 1741 100.0%
歪度 -1.56 歪度 0.25

Ⅱ-(2)-⑦︓⽀援Ⅱ-(2)-⑥

 
 

－ 13 －



 

 

■該当率 

⼤ 中 ⼩
1,741 1,741

Ⅱ (2) Ⅱ-(2)- ①ケアマネジメントに関する市町村の基本⽅針を定め、地域包括⽀援センターに周知している 77.9 77.9
Ⅱ-(2)- ②担当圏域における第１号被保険者の数が1,250 ⼈以下 45.8 64.2 ●
Ⅱ-(2)- ③地域包括⽀援センターの３職種の配置(全ての地域包括⽀援センターに配置) 73.0 80.7 ●
Ⅱ-(2)- ④地域ケア会議における個別事例の検討件数割合 9.8 81.3 ●
Ⅱ-(2)- ⑤地域ケア会議において複数の個別事例から地域課題を明らかにし、これを解決するための政策を市町村へ提⾔している 40.4 89.0
Ⅱ-(2)- ⑥地域包括⽀援センターが夜間・早朝⼜は平⽇以外の窓⼝を設置し、窓⼝を住⺠にパンフレットやHP等で周知している 61.3 89.8
Ⅱ-(2)- ⑦地域包括⽀援センターでは、家族等の介護離職防⽌に向けた⽀援を実施しているか 10.7 85.1 ●

⽀
援
交
付
⾦
対
象

満点 得点あり

 

 

４）「Ⅱ（３）在宅医療・介護連携」 

○ 令和４年度と令和５年度の得点率をみると、全ての項目で向上していた。 

○ ③、④は歪度が絶対値１を超えており、いずれも満点に回答が偏っていた。 

○ 該当率をみると、全ての項目で「得点あり」の市町村が９割超と高い。 
 

■市町村の該当数 
（３）在宅医療・介護連携

評価項⽬⼀覧 配点 該当市町村数 想定順で
ない回答
数【R5】

想定順で
ない回答
数【R4】

R5得
点率

R4得
点率

① 地域の医療・介護関係者等が参画する会議において、市町村が所持するデータ等に基づき在宅医療・介護連携に関する課題を検討し、対応策が具体化されているか。 61.2 55.8

ア今後 のニーズを踏まえた過不⾜のない在宅医療と介護の提供体制の⽬指すべき姿を設定している 5点 1,552 89.1% 25 29
イ地域の⼈⼝推計を踏まえた今後のニーズや医療・介護資源、社会資源や利⽤者の情報、住⺠の意向等を定量的な情報も含めて把握している 5点 1,210 69.5% 36 29
ウアとイの差の確認等により、地域の実状に応じた課題の抽出を⾏っている 5点 996 57.2% 34 36
エ抽出された課題に基づき、地域の特性を踏まえた⽬標の設定、具体的な対応策を⽴案している 5点 868 49.9% 24 23
オ評価指標等に基づき事業の検証や必要に応じた⾒直しを⾏う仕組みを設けている 5点 704 40.4% 0 -

② 在宅医療と介護の連携について、医療・介護関係者への相談⽀援を⾏っているか。 73.0 67.5

ア医療・介護関係者が把握できるよう相談窓⼝が公表されている 5点 1,546 88.8% 36 43

イ定期的に相談内容等を取りまとめている 5点 1,343 77.1% 49 66
ウ医療・介護関係者間で共有している 5点 1,259 72.3% 6 8
エ取りまとめた相談内容に基づき、事業の検証や必要に応じた⾒直しを⾏う仕組みを設けている 5点 935 53.7% 0 -

③ 患者・利⽤者の状態の変化等に応じて、医療・介護関係者間で速やかな情報共有が実施できるよう、具体的な取組を⾏っているか。 78.1 72.7

 ア既存の情報共有ツールの活⽤状況を確認している 5点 1,549 89.0% 41 56

イ在宅での看取りや⼊退院時等に活⽤できるような医療・介護関係者の情報共有ツールを作成している 5点 1,470 84.4% 23 28
ウ活⽤に向けた⾒直し等を⾏っている 5点 1,249 71.7% 13 11
エ情報共有ツールの活⽤状況、医療・介護関係者の双⽅の意⾒等を踏まえて、改善・⾒直しを⾏っている 5点 1,170 67.2% 0 -

④︓⽀援 在宅医療・介護連携を推進するため、多職種を対象とした研修会を開催しているか。 81.3 74.7

ア企画に当たり、他の関連する研修を把握している 10点 1,513 86.9% 46 91

イ企画にあたり、医療・介護関係者のニーズを把握している 10点 1,477 84.8% 43 58
ウ在宅医療・介護連携に係る参加型の研修会を開催（⽀援）している 10点 1,437 82.5% 19 32
エ研修の結果について検証を⾏っている 10点 1,235 70.9% 0 -

⑤ 切れ⽬のない在宅医療と在宅介護の提供体制の構築を推進するため、庁内や郡市区等医師会等関係団体、都道府県等と連携を図っているか。 70.1 63.8

ア郡市区等医師会等関係団体、医療機関、介護サービス施設・事業所等と連携体制を構築している 5点 1,558 89.5% - -

イ庁内の他部⾨、関係団体等と連携し、災害・救急時の対応等に参画している 5点 1,129 64.8% - -
ウ都道府県の医療計画・地域医療構想との整合性をとるため、都道府県と連携を図っている 5点 975 56.0% - -

ア→イ→ウ
→エ→オ

ア→イ→ウ
→エ

ア→イ→ウ
→エ

ウ︓ア⼜は
イが該当
エ︓ウが該
当

並列

 
 

■回答分布 

カテゴリー n % カテゴリー n % カテゴリー n % カテゴリー n % カテゴリー n %
0点 165 9.5% 0点 159 9.1% 0点 152 8.7% 0点 170 9.8% 0点 132 7.6%
5点 338 19.4% 5点 207 11.9% 5点 122 7.0% 5点 65 3.7% 5点 326 18.7%

10点 227 13.0% 10点 161 9.2% 10点 215 12.3% 10点 98 5.6% 10点 513 29.5%
15点 168 9.6% 15点 302 17.3% 15点 122 7.0% 15点 231 13.3% 15点 770 44.2%
20点 181 10.4% 20点 912 52.4% 20点 1130 64.9% 20点 1177 67.6%
25点 662 38.0%

計 1741 100.0% 計 1741 100.0% 計 1741 100.0% 計 1741 100.0% 計 1741 100.0%
歪度 -0.28 歪度 -0.96 歪度 -1.25 歪度 -1.64 歪度 -0.72

Ⅱ-(3)-③ Ⅱ-(3)-④︓⽀援 Ⅱ-(3)-⑤Ⅱ-(3)-① Ⅱ-(3)-②

 

－ 14 －



 

 

■該当率 

⼤ 中 ⼩
1,741 1,741

Ⅱ (3) Ⅱ-(3)- ①市町村が所持するデータ等に基づき在宅医療・介護連携に関する課題を検討し、対応策が具体化している 38.0 90.5
Ⅱ-(3)- ②在宅医療と介護の連携について、医療・介護関係者への相談⽀援を⾏っている 52.4 90.9
Ⅱ-(3)- ③医療・介護関係者間で速やかな情報共有が実施できるよう、具体的な取組を⾏っている 64.9 91.3
Ⅱ-(3)- ④多職種を対象とした参加型の研修会を企画・開催（⽀援）・検証している 67.6 90.2 ●
Ⅱ-(3)- ⑤切れ⽬のない在宅医療と在宅介護の提供体制の構築を推進するため、庁内や関係団体、都道府県等と連携を図っている 44.2 92.4

⽀
援
交
付
⾦
対
象

満点 得点あり

 

 

５）「Ⅱ（４）認知症総合支援」 

○ 令和４年度と令和５年度の得点率をみると、全ての項目で向上していた。 

○ ②は歪度が絶対値１を超えており、満点に回答が偏っていた。 

○ 該当率をみると、「得点あり」の市町村が９割超の項目は５項目のうち４項目であった。 
 

■市町村の該当数 
（４）認知症総合⽀援

評価項⽬⼀覧 配点 該当市町村数 想定順で
ない回答
数【R5】

想定順で
ない回答
数【R4】

R5得
点率

R4得
点率

① 市町村介護保険事業計画⼜は市町村が定めるその他の計画等において、認知症施策の取組を定め、毎年度その進捗状況について評価しているか。 67.2 62.6

ア認知症⾼齢者について、実態を把握している 5点 1,515 87.0% 66 105

イ認知症施策の進捗を図る指標を設定している 5点 1,312 75.4% 54 46
ウ進捗状況の評価にあたり、第三者あるいは認知症当事者（認知症の⼈やその家族）の意⾒を聞いている 5点 984 56.5% 48 47
エア〜ウを踏まえて、改善・⾒直し等の検討を実施している 5点 868 49.9% 0 -

②︓⽀援 認知症初期集中⽀援チームは、定期的に情報連携する体制を構築し、⽀援を必要とする者への対応を⾏えているか。 79.9 74.1
アチームが円滑に⽀援を実施できるよう、医師会等の関係団体、かかりつけ医や介護⽀援専⾨員等と あらかじめ情報連携の体制を構築している 10点 1,575 90.5% 52 83
イチームが関係機関と連携して、⽀援対象者に対する主な⽀援機関を早急に明確にするよう検討を⾏っている。 10点 1,478 84.9% 45 64
ウ対象者の状況に応じて、他機関連携等により具体的かつ多様な⽀援を実施している 10点 1,353 77.7% 49 68
エチームの活動について、改善・⾒直し等の検討を実施している 10点 1,156 66.4% 0 -

③︓⽀援 郡市区等医師会等の医療関係団体と調整し、認知症状のある⼈に対して、専⾨医療機関との連携により、早期診断・早期対応に繋げるための体制を構築しているか 65.3 59.6

ア認知症に対応できるかかりつけ医や認知症サポート医、認知症疾患医療センター等の専⾨医療機関との連携体制がある 10点 1,555 89.3% - -

イ認知症の医療に関する相談窓⼝の周知を⾏っている 10点 1,500 86.2% - -
ウ情報連携ツール等を活⽤して、関係者間で連携ルールを策定している 10点 804 46.2% - -
エ医療・介護専⾨職によるスクリーニングを⾏っている 10点 690 39.6% - -

④ 地域における認知症⾼齢者⽀援の取組や認知症の理解促進に向けた普及啓発活動を⾏っているか。 71.8 65.7

ア認知症カフェの設置・運営の推進 5点 1,558 89.5% - -

イ認知症の⼈の⾒守りネットワーク等の体制の構築 5点 1,539 88.4% - -
 ウ本⼈ミーティング、家族介護者教室の開催やピアサポーターによる活動の⽀援 5点 995 57.2% - -

エ認知症当事者の声を踏まえながら、普及啓発を⾏っている 5点 911 52.3% - -

⑤ 認知症サポーターを活⽤した地域⽀援体制の構築及び社会参加⽀援が⾏えているか。 27.3 20.4

ア認知症サポーターステップアップ講座を実施している 5点 862 49.5% - -

イステップアップ講座を修了した認知症サポーターによる⽀援チーム等の活動グループを設置している 5点 530 30.4% 9 9
ウイによる活動ｸﾞﾙｰﾌﾟを介して、⽀援ﾆｰｽﾞに合った具体的な⽀援につながるよう、地域の担い⼿とのﾏｯﾁﾝｸﾞを⾏っている 5点 314 18.0% - -
エ認知症の⼈が希望に応じて農業、商品の製造・販売、⾷堂の運営等に参画できるよう、⽀援している 5点 198 11.4% - -

ア→イ→ウ
→エ

ア→イ→ウ
→エ

並列

並列

ウ︓イが該
当

 
 

■回答分布 

カテゴリー n % カテゴリー n % カテゴリー n % カテゴリー n % カテゴリー n %
0点 160 9.2% 0点 114 6.5% 0点 127 7.3% 0点 54 3.1% 0点 822 47.2%
5点 248 14.2% 5点 125 7.2% 5点 135 7.8% 5点 162 9.3% 5点 381 21.9%

10点 347 19.9% 10点 155 8.9% 10点 584 33.5% 10点 399 22.9% 10点 223 12.8%
15点 207 11.9% 15点 261 15.0% 15点 334 19.2% 15点 461 26.5% 15点 183 10.5%
20点 779 44.7% 20点 1086 62.4% 20点 561 32.2% 20点 665 38.2% 20点 132 7.6%

計 1741 100.0% 計 1741 100.0% 計 1741 100.0% 計 1741 100.0% 計 1741 100.0%
歪度 -0.56 歪度 -1.41 歪度 -0.47 歪度 -0.69 歪度 0.94

Ⅱ-(4)-② Ⅱ-(4)-⑤Ⅱ-(4)-③︓⽀援 Ⅱ-(4)-④︓⽀援Ⅱ-(4)-①
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■該当率 

⼤ 中 ⼩
1,741 1,741

Ⅱ (4) Ⅱ-(4)- ①計画等に認知症施策の取組を定めており、毎年度その進捗状況の評価あたり認知症当事者等の意⾒を聞いている 44.7 90.8
Ⅱ-(4)- ②認知症初期集中⽀援チームは定期的に情報連携する体制を構築し、⽀援を必要とする者への対応を⾏えている 62.4 93.5 ●
Ⅱ-(4)- ③各種専⾨医療機関との連携により、早期診断・早期対応に繋げるための体制を構築している 32.2 92.7 ●
Ⅱ-(4)- ④認知症⾼齢者⽀援の取組や認知症の理解促進に向けた普及啓発活動を⾏っている 38.2 96.9
Ⅱ-(4)- ⑤認知症サポーターを活⽤した地域⽀援体制の構築が⾏えている 7.6 52.8

⽀
援
交
付
⾦
対
象

満点 得点あり

 

 

６）「Ⅱ（５）介護予防／日常生活支援」 

○ 小項目12項目のうち、階層化を図った②について、「②ウ サービスC終了後に通いの場を

紹介する取組等を行っている」を該当として「②イ 地域ケア会議等を活用し、通いの場を

含むサービスＣ終了後のつながり先を検討する仕組みを構築している」を非該当にしている

市町村が70件以上あり、指標の設定時に想定した回答順になっていなかった。 

○ 令和４年度と令和５年度の得点率をみると、③、⑪を除いた10項目で向上していた。 

○ ⑤、⑪、⑫は歪度が絶対値１を超えており、⑤は満点、⑪、⑫はいずれも低い得点に回答が

偏っていた。 

○ 該当率をみると、「得点あり」の市町村が７割超の項目が９項目で、特に③と⑤は９割超と

高い。 

○ また、「満点」の市町村が５％未満の項目は３項目であった。 
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■市町村の該当数 
（５）介護予防／⽇常⽣活⽀援総合事業

評価項⽬⼀覧 配点 該当市町村数 想定順で
ない回答
数【R5】

想定順で
ない回答
数【R4】

R5得
点率

R4得
点率

①︓⽀援 51.7 40.4

ア多様なサービス及びその他の⽣活⽀援サービスを推進するための課題を明らかにしている 10点 1,250 71.8% 4 8

イ対応する⽅針を策定している 10点 862 49.5% 76 69
ウ課題への対応⽅針の実現に向けた具体策を実施している 10点 849 48.8% 8 6
エア〜ウを踏まえて、取組内容の⾒直しを⾏っている 10点 640 36.8% 0 -

②︓⽀援 サービス C終了後に通いの場等へつなぐ取組を実施しているか。 44.0 40.1

アサービスC（短期集中予防サービス）を実施している 10点 897 51.5% 5 4

イ地域ケア会議等を活⽤し、通いの場を含むサービスC終了後のつながり先を検討する仕組みを構築している 10点 755 43.4% 72 116
ウサービスC終了後に通いの場を紹介する取組等を⾏っている 10点 800 46.0% 8 5
エ取組結果を基に、改善・⾒直し等の取組を実施している（利⽤者がいない場合の対応含む） 10点 615 35.3% 0 -

③︓⽀援 通いの場への 65 歳以上の⽅の参加状況 71.0

ア週⼀回以上の通いの場への参加率が全国保険者の上位7割以上 15点 1,200 68.9%
イ週⼀回以上の通いの場への参加率の変化率が全国保険者の上位7割以上 15点 1,238 71.1%
ウ⽉⼀回以上の通いの場への参加率が全国保険者の上位7割以上 15点 1,254 72.0%
エ⽉⼀回以上の通いの場への参加率の変化率が全国保険者の上位7割以上 15点 1,253 72.0%

④︓⽀援 通いの場への参加促進のためのアウトリーチを実施しているか。 58.8 49.8

ア参加促進に係る課題を検討している 15点 1,418 81.4% 29 57

イ通いの場に参加していない者の健康状態や⽣活状況、医療や介護サービスの利⽤状況等を把握している 15点 1,100 63.2% 78 89
ウ居宅等へのアウトリーチを実施している 15点 1,024 58.8% 6 5
エアウトリーチ結果を分析している 15点 555 31.9% 0 -

⑤︓⽀援 ⾏政内の他部⾨や地域の多様な主体と連携し、介護予防の推進を図っているか。 78.5 69.8

ア⾏政内の他部⾨と連携して介護予防を進める体制を構築している 10点 1,573 90.4% - -

イ他部⾨が⾏う通いの場等の取組・参加状況を把握している 10点 1,336 76.7% - -
ウ地域の多様な主体と連携して介護予防を進める体制を構築している 10点 1,317 75.6% - -
エ多様な主体が⾏う通いの場等の取組・参加状況を把握している 10点 1,244 71.5% - -

⑥︓⽀援 介護予防と保健事業を⼀体的に実施しているか。 61.4 50.7

 ア通いの場における健康チェックや栄養指導・⼝腔ケア等を実施している 10点 1,405 80.7% 12 10

イ通いの場での健康チェック等の結果を踏まえて医療機関等による早期介⼊につなげる仕組みを構築している 10点 1,106 63.5% 72 56
ウ現役世代の⽣活習慣病対策と介護予防の取組について、連携した取組を実施している 10点 946 54.3% 104 69
エ事業効果の検証を⾏っている 10点 822 47.2% 0 -

⑦︓⽀援 関係団体との連携による専⾨職の関与の仕組みが構築されているか。 59.0 50.9

ア医師会等の関係団体と連携して介護予防を進める体制を構築している 10点 1,222 70.2% 31 50
イ医師会等の関係団体との連携により、介護予防の場にﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ専⾨職等が関与する仕組みを設け実⾏している 10点 1,374 78.9% 10 15
ウ医療機関等が通いの場等への参加を促す仕組みを構築している 10点 799 45.9% 143 143
エ取組内容の改善・⾒直しを⾏っている 10点 715 41.1% 0 -

⑧︓⽀援 社会福祉法⼈・医療法⼈・NPO・⺠間サービス等と連携した介護予防の取組を実施しているか。 36.0 31.6

ア多様な主体の提供する予防プログラムを通いの場等で提供している 15点 1,316 75.6% - -

イ参加前後の⼼⾝・認知機能等のデータを管理・分析している 15点 877 50.4% - -
ウ参加者の⼼⾝改善等の成果に応じて報酬を⽀払う成果連動型の委託を実施している 15点 61 3.5% - -
エ参加者の○％以上が⼼⾝・認知機能等を改善している 15点 251 14.4% - -

⑨︓⽀援 介護予防におけるデータ活⽤により、介護予防の取組に係る課題の把握を⾏っているか。 59.0 48.6

ア介護予防のケアプランや要介護認定の調査表等を確認している 10点 1,221 70.1% 150 154

イＫＤＢや⾒える化システム等の利⽤を含め既存のデータベースやシステムを活⽤している 10点 1,197 68.8% 18 23
ウデータを基に課題整理を⾏っている 10点 970 55.7% 6 3
エ課題整理を踏まえ施策に反映している 10点 721 41.4% 0 -

⑩︓⽀援 通いの場の参加者の健康状態等の把握・分析により、通いの場の施策検討を⾏っているか。 50.0 41.2

ア通いの場の参加者の健康状態を継続的・定量的に把握する体制が整っている。 10点 1,258 72.3% 15 17

イ経年的な評価や分析等を⾏っている 10点 957 55.0% 57 47
ウ⾏政以外の外部の意⾒を取り⼊れている 10点 723 41.5% 43 50
エ分析結果を施策に活⽤している 10点 545 31.3% 0 -

⑪︓⽀援 ⾃⽴⽀援・重度化防⽌に取り組む介護サービス事業所に対する評価を実施しているか。 9.9 10.2

ア仕組みの構築に向けた課題を整理している 10点 261 15.0% 7 14

イ⾏政内外の関係者と協議している 10点 217 12.5% 9 11
ウ評価を実施している 10点 110 6.3% 20 6
エ改善・⾒直し等の取組を実施している 10点 104 6.0% 0 -

⑫︓⽀援 ⾼齢者の社会参加を促すため個⼈へのインセンティブを付与しているか。 19.2 17.0

ア参加ポイント事業を実施している 15点 939 53.9% 9 6

イ⾼齢者のポイント事業参加率が当該地域の⾼齢者全体の○割を超えている 15点 154 8.8% 1 0
ウポイント事業参加者の健康状態等のデータベース化を実施している 15点 163 9.4% 22 20
エポイント事業参加者の○％以上が⼼⾝・認知機能等を維持改善している 15点 80 4.6% 1 0

エ︓ア及び
イ及びウが
該当

エ︓ア及び
イ及びウが
該当

関係機関との意⾒交換や都道府県等の継続⽀援等を踏まえ、多様なサービス等を推進するための課題を明らかにした上で対応⽅針を策定し、実現に向けた具体的な⽅策を設定・実施しているか。

ア→イ→ウ
→エ

ア→イ→ウ
→エ

並列

ア→イ→ウ
→エ

並列

イ⼜はウ⼜
はエ︓アが
該当
エ︓ウが該
当

並列

ア→イ→ウ
→エ

ア→イ→ウ
→エ

ア→イ→ウ
→エ
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■回答分布 

カテゴリー n % カテゴリー n % カテゴリー n % カテゴリー n % カテゴリー n %
0点 487 28.0% 0点 840 48.2% 0点 128 7.4% 0点 294 16.9% 0点 98 5.6%
5点 319 18.3% 5点 78 4.5% 5点 175 10.1% 5点 279 16.0% 5点 122 7.0%

10点 127 7.3% 10点 66 3.8% 10点 295 16.9% 10点 224 12.9% 10点 239 13.7%
15点 204 11.7% 15点 171 9.8% 15点 392 22.5% 15点 406 23.3% 15点 258 14.8%
20点 604 34.7% 20点 586 33.7% 20点 751 43.1% 20点 538 30.9% 20点 1024 58.8%

計 1741 100.0% 計 1741 100.0% 計 1741 100.0% 計 1741 100.0% 計 1741 100.0%
歪度 -0.02 歪度 0.21 歪度 -0.83 歪度 -0.36 歪度 -1.25

Ⅱ-(5)-③︓⽀援 Ⅱ-(5)-④︓⽀援 Ⅱ-(5)-⑤︓⽀援Ⅱ-(5)-①︓⽀援 Ⅱ-(5)-②︓⽀援

 

カテゴリー n % カテゴリー n %
0点 292 16.8% 0点 273 15.7%
5点 224 12.9% 5点 237 13.6%

10点 290 16.7% 10点 380 21.8%
15点 265 15.2% 15点 291 16.7%
20点 670 38.5% 20点 560 32.2%

計 1741 100.0% 計 1741 100.0%
歪度 -0.43 歪度 -0.32

Ⅱ-(5)-⑦︓⽀援Ⅱ-(5)-⑥︓⽀援

 

カテゴリー n % カテゴリー n % カテゴリー n % カテゴリー n % カテゴリー n %
0点 407 23.4% 0点 371 21.3% 0点 468 26.9% 0点 1473 84.6% 0点 800 46.0%
5点 464 26.7% 5点 192 11.0% 5点 270 15.5% 5点 46 2.6% 5点 654 37.6%

10点 605 34.8% 10点 263 15.1% 10点 290 16.7% 10点 102 5.9% 10点 193 11.1%
15点 229 13.2% 15点 269 15.5% 15点 219 12.6% 15点 38 2.2% 15点 80 4.6%
20点 36 2.1% 20点 646 37.1% 20点 494 28.4% 20点 82 4.7% 20点 14 0.8%

計 1741 100.0% 計 1741 100.0% 計 1741 100.0% 計 1741 100.0% 計 1741 100.0%
歪度 0.16 歪度 -0.36 歪度 0.02 歪度 2.58 歪度 1.16

Ⅱ-(5)-⑨︓⽀援Ⅱ-(5)-⑧︓⽀援 Ⅱ-(5)-⑪︓⽀援 Ⅱ-(5)-⑫︓⽀援Ⅱ-(5)-⑩︓⽀援

 
 

■該当率 

⼤ 中 ⼩
1,741 1,741

Ⅱ (5) Ⅱ-(5)- ①介護予防・⽣活⽀援サービス事業における各種サービス推進に向けた⽅針を策定・公表し、具体的な⽅策を設定・実施している 34.7 72.0 ●
Ⅱ-(5)- ②サービス C終了後に通いの場等へつなぐ取組を実施しているか 33.7 51.8 ●
Ⅱ-(5)- ③通いの場への65歳以上の⽅の参加者数 43.1 92.6 ●
Ⅱ-(5)- ④通いの場への参加促進のためのアウトリーチを実施している 30.9 83.1 ●
Ⅱ-(5)- ⑤⾏政内の他部⾨や地域の多様な主体と連携し、介護予防の推進を図っているか 58.8 94.4 ●
Ⅱ-(5)- ⑥介護予防と保健事業を⼀体的に実施している 38.5 83.2 ●
Ⅱ-(5)- ⑦関係団体との連携による専⾨職の関与の仕組みが構築されている 32.2 84.3 ●
Ⅱ-(5)- ⑧社会福祉法⼈・医療法⼈・NPO ・⺠間サービス等と連携した介護予防の取組を実施している 2.1 76.6 ●
Ⅱ-(5)- ⑨介護予防におけるデータ活⽤により、介護予防の取組に係る課題の把握を⾏っている 37.1 78.7 ●
Ⅱ-(5)- ⑩通いの場の参加者の健康状態等の把握・分析により、通いの場の施策検討を⾏っている 28.4 73.1 ●
Ⅱ-(5)- ⑪⾃⽴⽀援・重度化防⽌に取り組む介護サービス事業所に対する評価を実施している 4.7 15.4 ●
Ⅱ-(5)- ⑫⾼齢者の社会参加を促すため個⼈へのインセンティブを付与している 0.8 54.0 ●

⽀
援
交
付
⾦
対
象

満点 得点あり
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７）「Ⅱ（６）生活支援体制の整備」 

○ ②、③は歪度が絶対値１を超えており、いずれも満点に回答が偏っていた。 

○ 該当率をみると、「得点あり」の市町村が８割超の項目は３項目で、特に②、⑤は９割半ば

と高い。 
 

■市町村の該当数 

（６）⽣活⽀援体制の整備

評価項⽬⼀覧 配点 該当市町村数 想定順で
ない回答
数【R5】

想定順で
ない回答
数【R4】

R5得
点率

R4得
点率

①︓⽀援 ⽣活⽀援コーディネーターを専従で配置しているか。 87.0 48.9

10点 902 48.9% - -

② ⽣活⽀援コーディネーターに対して市町村としての⽀援を⾏っているか。 80.6 83.3

ア⽣活⽀援コーディネーターと協議の上で活動⽅針・内容を策定している 5点 1,584 91.0% 54 73

イ⽣活⽀援コーディネーターからの相談に対し、活⽤可能な制度等の情報を提供している 5点 1,586 91.1% 24 38
ウ活動の充実に向けた課題を整理している 5点 1,490 85.6% 31 44
エ⽣活⽀援コーディネーターの活動の進捗を定期的に確認し、⽀援内容を改善・⾒直している 5点 1,398 80.3% 0 -

③︓⽀援 ⽣活⽀援コーディネーターが地域ケア会議へ参加しているか。 80.6 77.4

ア半数以上の⽣活⽀援コーディネーターが１回以上参加している 10点 1,483 85.2% 0 0

イ全ての⽣活⽀援コーディネーターが１回以上参加している 10点 1,322 75.9% 0 0

④ ⽣活に困難を抱えた⾼齢者の住まいの確保・⽣活⽀援に関する⽀援を実施しているか。 30.9 24.5

ア住まい・⽣活⽀援に関する相談窓⼝を設置している 5点 1,030 59.2% - -
イ⽣活に困難を抱えた⾼齢者等に対する住まいの確保と⽣活の⼀体的な⽀援を市町村として実施している 5点 828 47.6% 2 4
ウ実施結果を分析している 5点 205 11.8% - -
エ市町村において居住⽀援協議会を設置している 5点 90 5.2% - -

⑤ ⾼齢者の移動に関する⽀援を実施しているか。 67.9 48.6

ア⾼齢者の移動に関する課題を把握している 5点 1,626 93.4% 17 10

イ公共交通部局担当者等と課題を共有している 5点 1,324 76.0% 126 35
ウ介護予防・⽣活⽀援サービス事業による移動⽀援の創設に向けて検討の場を設けている 5点 1,064 61.1% 16 -
エ介護予防・⽣活⽀援サービス事業による移動⽀援を実施している 5点 712 40.9% 0 -

並列

ア→イ→ウ
→エ

イ︓アも得
点

ウ︓イが該
当

ア→イ→ウ

 
 

■回答分布 

カテゴリー n % カテゴリー n % カテゴリー n % カテゴリー n % カテゴリー n %
0点 839 48.2% 0点 103 5.9% 0点 258 14.8% 0点 617 35.4% 0点 98 5.6%
5点 902 51.8% 5点 50 2.9% 5点 161 9.2% 5点 364 20.9% 5点 206 11.8%

10点 97 5.6% 10点 1322 75.9% 10点 530 30.4% 10点 441 25.3%
15点 150 8.6% 15点 191 11.0% 15点 346 19.9%
20点 1341 77.0% 20点 39 2.2% 20点 650 37.3%

計 1741 100.0% 計 1741 100.0% 計 1741 100.0% 計 1741 100.0% 計 1741 100.0%
歪度 -0.07 歪度 -2.17 歪度 -1.53 歪度 0.39 歪度 -0.54

Ⅱ-(6)-①︓⽀援 Ⅱ-(6)-② Ⅱ-(6)-③︓⽀援 Ⅱ-(6)-④ Ⅱ-(6)-⑤

 
 

■該当率 

⼤ 中 ⼩
1,741 1,741

Ⅱ (6) Ⅱ-(6)- ①⽣活⽀援コーディネーターを専従で配置している 51.8 51.8 ●
Ⅱ-(6)- ②⽣活⽀援コーディネーターに対して市町村としての⽀援を⾏っている 77.0 94.1
Ⅱ-(6)- ③地域ケア会議へ全ての⽣活⽀援コーディネーターが１回以上参加している 75.9 85.2 ●
Ⅱ-(6)- ④⽣活に困難を抱えた⾼齢者等の住まいの確保・⽣活⽀援に関する⽀援を実施している 2.2 64.6
Ⅱ-(6)- ⑤⾼齢者の移動に関する⽀援を実施している 37.3 94.4

⽀
援
交
付
⾦
対
象

満点 得点あり
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８）「Ⅱ（７）要介護状態の維持・改善の状況等」 

○ 結果は次のとおりであった。 
 

■市町村の該当数 

（７）⾃⽴⽀援、重度化防⽌等に資する施策の推進ー要介護状態の維持・改善の状況等

評価項⽬⼀覧 配点 該当市町村数 想定順で
ない回答
数【R5】

想定順で
ない回答
数【R4】

R5得
点率

R4得
点率

①︓⽀援    軽度【要介護１・２】（平均要介護度の変化Ⅰ）短期的な要介護認定者の平均要介護度の変化率の状況はどのようになっているか。 23.3

ａ 全保険者の上位6割 30点 795 45.7% - -

ｂ 全保険者の上位4割 30点 584 33.5% - -
ｃ 全保険者の上位3割 30点 473 27.2% - -
ｄ 全保険者の上位1割 30点 166 9.5% - -
ａ 全保険者の上位6割 30点 484 27.8% - -
ｂ 全保険者の上位4割 30点 348 20.0% - -
ｃ 全保険者の上位3割 30点 274 15.7% - -
ｄ 全保険者の上位1割 30点 124 7.1% - -

②︓⽀援  軽度【要介護１・２】（平均要介護度の変化Ⅱ）⻑期的な平均要介護度の変化率の状況はどのようになっているか 35.0

ア 全保険者の上位6割 30点 1,085 62.3% - -

イ 全保険者の上位4割 30点 676 38.8% - -
ウ 全保険者の上位3割 30点 505 29.0% - -
エ 全保険者の上位1割 30点 168 9.6% - -

③︓⽀援    中重度【要介護３〜５】（平均要介護度の変化Ⅰ）短期的な要介護認定者の平均要介護度の変化率の状況はどのようになっているか。 22.6

ａ 全保険者の上位6割 30点 847 48.7% - -

ｂ 全保険者の上位4割 30点 602 34.6% - -
ｃ 全保険者の上位3割 30点 495 28.4% - -
ｄ 全保険者の上位1割 30点 189 10.9% - -
ａ 全保険者の上位6割 30点 419 24.1% - -
ｂ 全保険者の上位4割 30点 304 17.5% - -
ｃ 全保険者の上位3割 30点 224 12.9% - -
ｄ 全保険者の上位1割 30点 70 4.0% - -

④︓⽀援  中重度【要介護３〜５】（平均要介護度の変化Ⅱ）⻑期的な平均要介護度の変化率の状況はどのようになっているか。 35.0

ア 全保険者の上位6割 30点 1,077 61.9% - -

イ 全保険者の上位4割 30点 678 38.9% - -
ウ 全保険者の上位3割 30点 516 29.6% - -
エ 全保険者の上位1割 30点 166 9.5% - -

⑤︓⽀援 健康寿命延伸の実現状況 29.6
ａ 全保険者の上位7割 30点 899 51.6% - -
ｂ 全保険者の上位5割 30点 738 42.4% - -
ｃ 全保険者の上位3割 30点 503 28.9% - -
ｄ 全保険者の上位1割 30点 170 9.8% - -
ａ 全保険者の上位7割 30点 710 40.8% - -
ｂ 全保険者の上位5割 30点 597 34.3% - -
ｃ 全保険者の上位3割 30点 382 21.9% - -
ｄ 全保険者の上位1割 30点 124 7.1% - -

厚労省算
出

厚労省算
出

厚労省算
出

厚労省算
出

厚労省算
出

 

■回答分布 

カテゴリー n % カテゴリー n % カテゴリー n % カテゴリー n % カテゴリー n %
0点 462 26.5% 0点 656 37.7% 0点 475 27.3% 0点 664 38.1% 0点 132 7.6%

15点 347 19.9% 15点 409 23.5% 15点 360 20.7% 15点 399 22.9% 15点 274 15.7%
30点 185 10.6% 30点 171 9.8% 30点 187 10.7% 30点 162 9.3% 30点 450 25.8%
45点 457 26.2% 45点 337 19.4% 45点 460 26.4% 45点 350 20.1% 45点 591 33.9%
60点 290 16.7% 60点 168 9.6% 60点 259 14.9% 60点 166 9.5% 60点 294 16.9%

計 1741 100.0% 計 1741 100.0% 計 1741 100.0% 計 1741 100.0% 計 1741 100.0%
歪度 0.05 歪度 0.54 歪度 0.09 歪度 0.53 歪度 -0.39

Ⅱ-(7)-④︓⽀援 Ⅱ-(7)-⑤︓⽀援Ⅱ-(7)-①︓⽀援 Ⅱ-(7)-②︓⽀援 Ⅱ-(7)-③︓⽀援

 

■該当率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⼤ 中 ⼩
1,741 1,741

Ⅱ (7) Ⅱ-(7)- ①軽度【要介護１・２】（平均要介護度の変化）短期的な要介護認定者の平均要介護度の変化率の状況はどのようになっているか 16.7 73.5 ●
Ⅱ-(7)- ②軽度【要介護１・２】（平均要介護度の変化Ⅱ）⻑期的な平均要介護度の変化率の状況はどのようになっているか 9.6 62.3 ●
Ⅱ-(7)- ③中重度【要介護３〜５】（平均要介護度の変化）短期的な要介護認定者の平均要介護度の変化率の状況はどのようになっているか 14.9 72.7 ●
Ⅱ-(7)- ④中重度【要介護３〜５】（平均要介護度の変化Ⅱ）⻑期的な平均要介護度の変化率の状況はどのようになっているか 9.5 61.9 ●
Ⅱ-(7)- ⑤健康寿命延伸の実現状況 16.9 92.4 ●

⽀
援
交
付
⾦
対
象

満点 得点あり
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９）「Ⅲ（１）介護給付の適正化等」 

○ ①、④、⑥は歪度が絶対値１を超えており、①、④は満点に、⑥は０点に回答が偏っていた。 

○ 該当率をみると、「得点あり」の市町村が９割超の項目は２項目で、特に①は99.5％と高い。 
 

■市町村の該当数 
（１）介護給付の適正化等

評価項⽬⼀覧 配点 該当市町村数 想定順で
ない回答
数【R5】

想定順で
ない回答
数【R4】

R5得
点率

R4得
点率

① 介護給付の適正化事業の主要５事業のうち、いくつ実施しているか。 87.9 85.5

ア３事業 5点 1,733 99.5% - -

イ４事業 5点 1,631 93.7% - -
ウ５事業 5点 1,229 70.6% - -

② ケアプラン点検をどの程度実施しているか。 41.6 41.6

ア上位8割 5点 1,379 79.2% - -

イ上位5割 5点 840 48.2% - -
ウ上位3割 5点 506 29.1% - -
エ上位1割 5点 173 9.9% - -

③ 医療情報との突合結果をどの程度点検しているか。（全保険者の上位を評価） 69.9 68.2

ア上位8割 5点 1,385 79.6% - -

イ上位5割 5点 1,161 66.7% - -
ウ上位3割 5点 1,161 66.7% - -
エ上位1割 5点 1,161 66.7% - -

④ 縦覧点検 10 帳票のうち、いくつの帳票の点検を実施しているか。 85.3 81.2

ア３帳票 5点 1,615 92.8% - -

イ４帳票 5点 1,561 89.7% - -
ウ５帳票以上 5点 1,278 73.4% - -

⑤ 福祉⽤具貸与や住宅改修の利⽤に関し、リハビリテーション専⾨職等が関与する仕組みを設けているか。 37.5 33.3

ア地域ケア会議に、リハビリテーション専⾨職が出席し、福祉⽤具貸与計画の点検を⾏う仕組みがある 5点 751 43.1% 0 94

イ貸与開始後、⽤具が適切に利⽤されているか否かをリハビリテーション専⾨職が点検する仕組みがある 5点 485 27.9% 0 -
ウ被保険者から提出された住宅改修費⽀給申請書の市町村における審査の際に、専⾨職等により点検を⾏う仕組みがある 5点 713 41.0% 95 129
エ住宅改修の実施前⼜は実施の際に、実際に改修を⾏う住宅をﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ専⾨職等が訪問し、点検を⾏う仕組みがある 5点 661 38.0% 0 -

⑥ 有料⽼⼈ホームやサービス付き⾼齢者向け住宅において、必要な指導を⾏っているか。 25.5 19.7

ア家賃や介護保険外のサービス提供費⽤等を情報収集している 5点 676 38.8% 33 33

イ介護サービス相談員等から情報収集している 5点 475 27.3% 80 77
ウ不適切な介護保険サービスの提供の可能性がある場合の検査・指導の指針がある 5点 311 17.9% 82 93
エア〜ウ等を踏まえて、利⽤者のケアプラン点検を⾏っている。 5点 313 18.0% 0 -

⑦ 所管する介護サービス事業所について、指定の有効期間中に⼀回（16.6％）以上の割合で実地指導を実施しているか。 37.6 40.3

ア実地指導の実施率（実施数÷対象事業所数）が 16.6％（６年に１回）以上 5点 973 55.9% 1 0

イ実地指導の実施率（実施数÷対象事業所数）が33.3％（３年に１回）以上 5点 337 19.4% - -

ウ︓ア及び
イも得点

厚労省設
定

厚労省設
定

ウ︓ア及び
イも得点

イ︓アが該
当
エ︓ウが該
当

エ︓ア及び
イ及びウが
該当

イ︓アも得
点

 
 

■回答分布 

カテゴリー n % カテゴリー n % カテゴリー n % カテゴリー n % カテゴリー n %
0点 8 0.5% 0点 362 20.8% 0点 356 20.4% 0点 126 7.2% 0点 663 38.1%
5点 102 5.9% 5点 539 31.0% 5点 224 12.9% 5点 54 3.1% 5点 305 17.5%

10点 402 23.1% 10点 334 19.2% 20点 1161 66.7% 10点 283 16.3% 10点 292 16.8%
15点 1229 70.6% 15点 333 19.1% 15点 1278 73.4% 15点 203 11.7%

20点 173 9.9% 20点 278 16.0%
計 1741 100.0% 計 1741 100.0% 計 1741 100.0% 計 1741 100.0% 計 1741 100.0%
歪度 -1.60 歪度 0.33 歪度 -0.79 歪度 -2.02 歪度 0.49

Ⅲ-(1)-③ Ⅲ-(1)-④ Ⅲ-(1)-⑤Ⅲ-(1)-① Ⅲ-(1)-②

 

カテゴリー n % カテゴリー n %
0点 978 56.2% 0点 768 44.1%
5点 241 13.8% 5点 636 36.5%

10点 221 12.7% 10点 337 19.4%
15点 112 6.4%
20点 189 10.9%

計 1741 100.0% 計 1741 100.0%
歪度 1.09 歪度 0.45

Ⅲ-(1)-⑦Ⅲ-(1)-⑥
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■該当率 

⼤ 中 ⼩
1,741 1,741

Ⅲ (1) Ⅲ-(1)- ①介護給付の適正化事業の主要５事業の実施 70.6 99.5
Ⅲ-(1)- ②ケアプラン点検の実施 9.9 79.2
Ⅲ-(1)- ③医療情報との突合結果の点検 66.7 79.6
Ⅲ-(1)- ④縦覧点検10帳票のうちいくつの帳票の点検を実施している 73.4 92.8
Ⅲ-(1)- ⑤福祉⽤具貸与や住宅改修の利⽤に関し、リハビリテーション専⾨職が関与する仕組みを設けている 16.0 61.9
Ⅲ-(1)- ⑥有料⽼⼈ホームやサービス付き⾼齢者向け住宅において、必要な指導を⾏っている 10.9 43.8
Ⅲ-(1)- ⑦実地指導の実施率が33.3％以上 19.4 55.9

⽀
援
交
付
⾦
対
象

満点 得点あり

 

 

10）「Ⅲ（２）介護人材の確保」 

○ 歪度が絶対値１を超える項目はなかった。 

○ ②、③は想定順でない回答がやや多い。 

○ 該当率をみると、④は「得点あり」の市町村が97.0％と高い。 
 

■市町村の該当数 
（２）介護⼈材の確保

評価項⽬⼀覧 配点 該当市町村数 想定順で
ない回答
数【R5】

想定順で
ない回答
数【R4】

R5得
点率

R4得
点率

① 介護⼈材の確保に向け、介護サービス事業者・教育関係者等と連携して⾏う取組等の実施 44.5 37.4

ア介護サービス事業者・教育関係者等との連携体制の構築 5点 1,034 59.4% 29 43

イ取組等の実施 5点 975 56.0% 3 3
ウ取組結果を踏まえた、確保に関する課題整理 5点 607 34.9% 5 4
エ改善・⾒直し等の取組の実施 5点 484 27.8% 0 -

② 介護⼈材の定着に向けた取組の実施 39.7 31.6

ア必要機関との連携体制の構築 5点 886 50.9% 67 79

イ取組の実施 5点 892 51.2% 2 2
ウ取組結果を踏まえた、定着に関する課題整理 5点 549 31.5% 6 5
エ改善・⾒直し等の取組の実施 5点 435 25.0% 0 -

③︓⽀援 多様な⼈材・介護助⼿等の元気⾼齢者の活躍に向けた取組を実施しているか 41.8 34.3

ア現状分析・課題整理をしている 15点 819 47.0% 120 140

イ関係団体の意⾒を聞いている 15点 796 45.7% 108 139
ウ多様な⼈材・介護助⼿等の元気⾼齢者の活躍に向けた取組を実施している 15点 813 46.7% 3 3
エ改善・⾒直し等の取組の実施 15点 481 27.6% 0 -

④ ⽂書負担軽減に係る取組を実施しているか。 56.8 69.9

ア押印の⾒直しによる簡素化 1点 1,525 87.6% - -

イ提出⽅法（持参・郵送等）の⾒直しによる簡素化 1点 1,133 65.1% - -
ウ⼈員配置に関する添付資料の簡素化 1点 1,311 75.3% - -
エ施設・設備・備品等の写真の簡素化 1点 1,120 64.3% - -
オ運営規程等への職員の員数の記載⽅法の簡素化 1点 1,205 69.2% - -
カ変更届の標準添付書類の対応 1点 1,449 83.2% - -
キ更新申請における提出書類の簡素化 1点 1,234 70.9% - -
ク併設事業所の申請における提出書類の簡素化 1点 918 52.7% - -
ケ実地指導の「標準化・効率化指針」を踏まえた標準化 5点 1,459 83.8% - -
コ指定申請書等の様式例の活⽤やホームページにおけるダウンロード等 2点 1,507 86.6% - -
サ システムの活⽤による標準化 5点 223 12.8% - -

ア→イ→ウ
→エ

ア→イ→ウ
→エ

ア→イ→ウ
→エ

並列
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■回答分布 

カテゴリー n % カテゴリー n % カテゴリー n %
0点 679 39.0% 0点 789 45.3% 0点 802 46.1%
5点 108 6.2% 5点 112 6.4% 5点 127 7.3%

10点 345 19.8% 10点 294 16.9% 10点 118 6.8%
15点 134 7.7% 15点 122 7.0% 15点 230 13.2%
20点 475 27.3% 20点 424 24.4% 20点 464 26.7%

計 1741 100.0% 計 1741 100.0% 計 1741 100.0%
歪度 0.20 歪度 0.40 歪度 0.29

Ⅲ-(2)-① Ⅲ-(2)-② Ⅲ-(2)-③︓⽀援

 

カテゴリー n % カテゴリー n % カテゴリー n %
0点 52 3.0% 7点 62 3.6% 14点 200 11.5%
1点 34 2.0% 8点 90 5.2% 15点 244 14.0%
2点 23 1.3% 9点 90 5.2% 16点 11 0.6%
3点 38 2.2% 10点 113 6.5% 17点 22 1.3%
4点 28 1.6% 11点 136 7.8% 18点 23 1.3%
5点 47 2.7% 12点 177 10.2% 19点 36 2.1%
6点 42 2.4% 13点 187 10.7% 20点 86 4.9%

計 1741 100.0%
歪度 -0.53

Ⅲ-(2)-④

 
 

■該当率 

⼤ 中 ⼩
1,741 1,741

Ⅲ (2) Ⅲ-(2)- ①介護⼈材の確保に向け介護サービス事業者・教育関係者等と連携して⾏う取組等の実施 27.3 61.0
Ⅲ-(2)- ②介護⼈材の定着に向けた取組の実施 24.4 54.7
Ⅲ-(2)- ③多様な⼈材・介護助⼿等の元気⾼齢者の活躍に向けた取組を実施している 26.7 53.9 ●
Ⅲ-(2)- ④⽂書負担軽減に係る取組を実施している 4.9 97.0

⽀
援
交
付
⾦
対
象

満点 得点あり
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３．都道府県結果 
※回答分布とあわせて整理した歪度は、回答分布の偏りをみる指標。一般的に絶対値が「１」を超える

と回答分布の歪みが大きいと判断される。ただし、配点の段階（０点/５点/10点などの配点の段階が

いくつあるか）によって変わるため、絶対的な基準ではない 

※該当率は、20％以下で青色、70％以上でオレンジ、90％以上でピンクの色を付けている 

※厚労省で上位のみを評価する項目については、コメントしていない 

 

 

１）「Ⅰ 管内の市町村の介護保険事業に係るデータ分析等を踏まえた 

地域課題・地域差の把握と支援計画」 
○ いずれの項目も得点率が50％を超えていた。 

○ ②は歪度が絶対値１を超えており、高得点に回答が偏っていた。 

○ 該当率をみると、全ての項目で「得点あり」の都道府県が８割を超えており、特に②は100.0％

と高い。 
 

■都道府県の該当数 

Ⅰ．管内の市町村の介護保険事業に係るデータ分析等を踏まえた地域課題・地域差の把握と⽀援計画

評価項⽬⼀覧 得点率
Ⅰ-① 地域課題の解決や地域差の改善に向けた市町村別の⽀援を実施している 71.7
①分析・計画 情

報 ア地域課題 や地域差の分析を基に、市町村と対応策について検討する機会・場を設けている 43 91.5%
①分析・計画 計

画 イ市町村別に、地域課題や地域差に対する⽀援⽅策を策定している　（⽀援対象は抽出した市町村で良い） 33 70.2%
②実⾏（⽀援） ⽀

援 ウ対応策に基づき、保険者による地域課題に対する対応、地域差の改善、介護保険事業計画の進捗管理を⽀援している 38 80.9%
③評価・改善 評

価 エ助⾔・⽀援により地域差が改善されている 23 48.9%
③評価・改善 改

善 オ地域差の改善状況を基に、各市町村に⽀援結果と改善が必要な場合はその改善内容を伝えるプロセスを有している 30 63.8%
Ⅰ-②︓⽀援 管内の保険者が⾏っている⾃⽴⽀援・重度化防⽌等に係る取組の実施状況及び課題を把握し、市町村⽀援を実施している 88.1
①分析・計画 分

析 ア有識者を交えた検討会等で各保険者の課題を踏まえて⽀援⽅策を検討している 42 89.4%
①分析・計画 情

報 イ各保険者の取組状況・課題・⽀援⽅策を管内保険者へ横展開するなど、保険者に共有している 47 100.0%
②実⾏（⽀援） ⽀

援 ウ⽀援⽅策を基に、管内の保険者における課題に対する対応策について⽀援を実施している 44 93.6%
市町村評価 評

価 エ【市町村該当状況調査】市町村の達成率（Ⅰ③） 42 89.4%
③評価・改善 改

善 オエの評価結果を基に、各保険者に⽀援結果と改善が必要な場合はその結果を伝えるプロセスを有している 32 68.1%
Ⅰ-③ 保険者機能強化推進交付⾦の評価結果を⽤いた他の都道府県・市町村との⽐較・課題分析、⽀援を実施している 63.8
①分析・計画 分

析 ア過年度の評価結果を⽐較・課題分析し、市町村に対して情報提供している 40 85.1%
①分析・計画 計

画 イ市町村⽀援に係る都道府県の⽬標を市町村とともに検討する機会・場を設けている 34 72.3%
①分析・計画 計

画 ウ市町村別の⽀援⽅策（⽀援対象は抽出した市町村で良い）で、⽀援について⽬標と取組内容の設定をしている 30 63.8%
②実⾏（⽀援） ⽀

援 エ市町村別の⽀援⽅策に基づいて⽀援を実施している 29 61.7%
市町村評価 評

価 オ【市町村該当状況調査】都道府県が策定する⽀援⽅策を当該⽀援対象市町村が把握している 17 36.2%
Ⅰ-④ 介護医療院への移⾏に関して、保険者に対して情報提供等の意思決定⽀援を⾏っている 62.1
①分析・計画 計

画 ア保険者への⽀援⽅策を介護保険事業⽀援計画に盛り込んでいる 29 61.7%
①分析・計画 情

報 イ保険者向け研修会を開催し ている。 22 46.8%
①分析・計画 情

報 ウ関係保険者と定期的に意⾒交換を⾏っている 22 46.8%
①分析・計画 情

報 エ医療療養病床からの転換意向の結果を関係保険者に情報提供している 38 80.9%
①分析・計画 情

報 オ医療療養病床からの移⾏による介護医療院開設の申請等の情報を関係保険者に提供している 35 74.5%
Ⅰ-⑤ 都道府県に届出される住宅型有料や登録されるサ⾼住について、保険者の介護保険事業計画の検討等に必要な⽀援を実施している 54.5
①分析・計画 情

報 ア市町村が介護保険事業計画の検討等にあたり、事前に⽀援ニーズを把握している 32 68.1%
②実⾏（⽀援） ⽀

援 イ事前に把握した⽀援ニーズを基に、情報を提供している 30 63.8%
②実⾏（⽀援） ⽀

援 ウ市町村が⼊居実態等を分析するための⽀援をしている 31 66.0%
市町村評価 評

価 エ【市町村該当状況調査】管内市町村のⅠ⑤の得点状況 23 48.9%
③評価・改善 改

善 オエの評価結果を基に、各保険者に⽀援結果と改善が必要な場合は、その結果を伝えるプロセスを有している 12 25.5%

該当都道府県数
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■回答分布 

カテゴリー n % カテゴリー n % カテゴリー n % カテゴリー n % カテゴリー n %
0点 2 4.3% 0点 0 0.0% 0点 5 10.6% 0点 4 8.5% 0点 5 10.6%
5点 2 4.3% 5点 0 0.0% 5点 5 10.6% 5点 5 10.6% 5点 10 21.3%

10点 7 14.9% 10点 1 2.1% 10点 6 12.8% 10点 7 14.9% 10点 6 12.8%
15点 5 10.6% 15点 6 12.8% 15点 4 8.5% 15点 9 19.1% 15点 6 12.8%
20点 19 40.4% 20点 13 27.7% 20点 14 29.8% 20点 10 21.3% 20点 12 25.5%
25点 12 25.5% 25点 27 57.4% 25点 13 27.7% 25点 12 25.5% 25点 8 17.0%

計 47 100.0% 計 47 100.0% 計 47 100.0% 計 47 100.0% 計 47 100.0%
歪度 -0.97 歪度 -1.11 歪度 -0.61 歪度 -0.45 歪度 -0.16

Ⅰ-① Ⅰ-②︓⽀援 Ⅰ-③ Ⅰ-④ Ⅰ-⑤

 
 

■該当率 

⼤ 中 ⼩ 47 47
Ⅰ ①地域課題の解決や地域差の改善に向けた市町村別の⽀援を実施している 25.5 95.7

②管内の保険者が⾏っている⾃⽴⽀援・重度化防⽌等に係る取組の実施状況及び課題を把握し、市町村⽀援を実施している 57.4 100.0 ●

③保険者機能強化推進交付⾦の評価結果を⽤いた他の都道府県・市町村との⽐較・課題分析、⽀援を実施している 27.7 89.4

④介護医療院への移⾏に関して、保険者に対して情報提供等の意思決定⽀援を⾏っている 25.5 91.5

⑤都道府県に届出される住宅型有料や登録されるサ⾼住について、保険者の介護保険事業計画の検討等に必要な⽀援を実施している 17.0 89.4

⽀
援
交
付
⾦
対

象満点 得点
あり

 
 

２）「Ⅱ（１）地域ケア会議、介護予防・日常生活支援総合事業に係る支援」 

○ いずれの項目も得点率が60％を超えていた。 

○ ①、②、④、⑤は歪度が絶対値１を超えており、いずれも高得点に回答が偏っていた。 

○ 該当率で「得点あり」の都道府県をみると、全５項目のうち４項目は100.0％、１項目は97.9％

と高い。 
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■都道府県の該当数 

Ⅱ－（１）．地域ケア会議、介護予防・⽇常⽣活⽀援総合事業に係る⽀援

評価項⽬⼀覧 得点率
Ⅱ-(1)-①︓⽀援 地域ケア会議に関し、⾃⽴⽀援、重度化防⽌等に資するものとなるよう、市町村への研修事業やアドバイザー派遣事業等を⾏っているか 88.9
①分析・計画 計

画 ア市町村に対する⽀援⽅策を策定している（⽀援対象は抽出した市町村で良い） 46 97.9%
②実⾏（⽀援） ⽀

援 イ市町村に対する⽀援⽅策に基づき、⽀援を実施している 44 93.6%
②実⾏（⽀援） ⽀

援 ウ都道府県医師会等関係団体と協⼒して、郡市区等医師会等関係団体の管理職・管理者、担当者に対して研修会等を実施している 42 89.4%
市町村評価 評

価 エ【市町村該当状況調査】管内市町村の評価指標Ⅱ(２)④の達成状況が上位8割以上の場合 37 78.7%
③評価・改善 改

善 オ市町村の意⾒を踏まえ、⽀援内容を改善するプロセスを有している 40 85.1%
Ⅱ-(1)-②︓⽀援 ⼀般介護予防事業における通いの場の⽴ち上げ等、介護予防を効果的に実施するための市町村への⽀援を⾏っている 88.9
①分析・計画 計

画 ア市町村別の⽀援⽅策（研修事業やアドバイザー派遣など）を策定している（⽀援対象は抽出した市町村で良い） 43 91.5%
②実⾏（⽀援） ⽀

援 イ介護予防に従事する市町村職員や関係者に対し、技術的⽀援に係る研修会や情報交換の場の設定等を実施している 47 100.0%
②実⾏（⽀援） ⽀

援 ウ実地⽀援を含め、アドバイザーを派遣している 45 95.7%
②実⾏（⽀援） ⽀

援 エ市町村のデータ活⽤に対する⽀援を実施している 35 74.5%
③評価・改善 改

善 オ市町村の意⾒を踏まえ、⽀援内容を改善するプロセスを有している 39 83.0%
Ⅱ-(1)-③︓⽀援 保健事業との⼀体的実施に向けた環境整備を実施している 65.1
①分析・計画 計

画 ア各市町村の介護予防や保健事業の取組状況を把握し、⼀体実施に向けた課題を検討している 46 97.9%
①分析・計画 計

画 イ各市町村と相談しつつ、市町村別の⽀援⽅策を決めている（⽀援対象は抽出した市町村で良い） 29 61.7%
②実⾏（⽀援） ⽀

援 ウ⽀援⽅策を基に、管内の保険者における課題に対する対応策について⽀援を実施している 28 59.6%
市町村評価 評

価 エ【市町村該当状況調査】○割超の市町村で介護予防と保健事業を⼀体的に実施している 29 61.7%
③評価・改善 改

善 オ各市町村に⽀援結果と改善が必要な場合は改善内容を伝えるプロセスを有している 21 44.7%
Ⅱ-(1)-④︓⽀援 管内市町村の地域ケア会議、介護予防・⽇常⽣活⽀援総合事業の推進に向けて、都道府県単位での関係機関との連携体制の構築に取り組んでいる 83.0
①分析・計画 計

画 ア関係機関と定期的に開催される会議を設置するなどの連携体制を構築している。 46 97.9%
②実⾏(⽀援) 実

⾏ イ関係機関と連携して、管内市町村の取組状況や課題を把握している。 45 95.7%
②実⾏（⽀援） ⽀

援 ウ連携協定を締結するなど、関係機関と連携し管内市町村の取組の実施を⽀援している 33 70.2%
③評価・改善 改

善 エ関係機関と連携して、管内市町村の取組状況の評価や改善の提⾔をしている 32 68.1%
Ⅱ-(1)-⑤︓⽀援 介護予防・⽇常⽣活⽀援総合事業に係る継続的な市町村⽀援を実施している 92.8
①分析・計画 計

画 ア各市町村の取組状況を把握している 47 100.0%
①分析・計画 計

画 イ市町村別の⽀援⽅策を策定している（⽀援対象は抽出した市町村でよい） 44 93.6%
②実⾏（⽀援） ⽀

援 ウ⽀援⽅策に基づいて、継続的な⽀援を実施している 44 93.6%
②実⾏（⽀援） ⽀

援 エ市町村の進捗状況を把握している 44 93.6%
③評価・改善 改

善 オ市町村の進捗状況に応じて、⽀援内容を改善している 39 83.0%

該当都道府県数

 

■回答分布 

カテゴリー n % カテゴリー n % カテゴリー n % カテゴリー n % カテゴリー n %
0点 0 0.0% 0点 0 0.0% 0点 0 0.0% 0点 1 2.1% 0点 0 0.0%
5点 0 0.0% 5点 0 0.0% 5点 11 23.4% 5点 1 2.1% 5点 2 4.3%

10点 3 6.4% 10点 1 2.1% 10点 8 17.0% 10点 7 14.9% 10点 1 2.1%
15点 2 4.3% 15点 4 8.5% 15点 3 6.4% 15点 11 23.4% 15点 1 2.1%
20点 13 27.7% 20点 15 31.9% 20点 8 17.0% 20点 27 57.4% 20点 4 8.5%
25点 29 61.7% 25点 27 57.4% 25点 17 36.2% 25点 39 83.0%

計 47 100.0% 計 47 100.0% 計 47 100.0% 計 47 100.0% 計 47 100.0%
歪度 -1.63 歪度 -1.24 歪度 -0.24 歪度 -1.42 歪度 -2.89

Ⅱ-(1)-④︓⽀援 Ⅱ-(1)-⑤︓⽀援Ⅱ-(1)-①︓⽀援 Ⅱ-(1)-②︓⽀援 Ⅱ-(1)-③︓⽀援

 
 

■該当率 

⼤ 中 ⼩ 47 47
Ⅱ (1) (1)①地域ケア会議に関し、⾃⽴⽀援、重度化防⽌等に資するものとなるよう、市町村への研修事業やアドバイザー派遣事業等を⾏っているか 61.7 100.0 ●

(1)②⼀般介護予防事業における通いの場の⽴ち上げ等、介護予防を効果的に実施するための市町村への⽀援を⾏っている 57.4 100.0 ●

(1)③保健事業との⼀体的実施に向けた環境整備を実施している 36.2 100.0 ●

(1)④管内市町村の地域ケア会議、介護予防・⽇常⽣活⽀援総合事業の推進に向けて、都道府県単位での関係機関との連携体制の構築に取り組んでいる 57.4 97.9 ●

(1)⑤介護予防・⽇常⽣活⽀援総合事業に係る継続的な市町村⽀援を実施している 83.0 100.0 ●

⽀
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付
⾦
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象満点 得点
あり

 
 

－ 26 －



 

 

３）「Ⅱ（２）生活支援体制整備等に係る支援」 

○ 歪度が絶対値１を超えている項目はなかった。 

○ 該当率をみると、①は全ての都道府県で「得点あり」であった。 

○ ②は、「満点」の都道府県は１割未満であった。 
 

■都道府県の該当数 

Ⅱ－（２）．⽣活⽀援体制整備等に係る⽀援

評価項⽬⼀覧 得点率
Ⅱ-(2)-①︓⽀援 ⽣活⽀援体制の整備に関し、市町村の進捗状況を把握し、広域的調整に関する⽀援を⾏っている 84.3
①分析・計画 計

画 ア市町村の課題等を把握し、市町村⽀援の⽬標・取組内容を設定している 44 93.6%
②実⾏（⽀援） ⽀

援 イ研修等の実施により⽣活⽀援コーディネーターを養成している 47 100.0%
②実⾏（⽀援） ⽀

援 ウ市町村、ＮＰＯ、ボランティア、⺠間サービス等を対象とした普及啓発活動を実施している 41 87.2%
②実⾏（⽀援） ⽀

援 エ⽣活相談⽀援体制の整備に関する市町村の課題に応じて、関係機関につないでいる 43 91.5%
市町村評価 成

果 オ【市町村該当状況調査】市町村の達成率（Ⅱ（６）②） 23 48.9%
Ⅱ-(2)-② ⾼齢者の住まいの確保・⽣活⽀援に関する市町村の取組に対する⽀援を実施している 40.9
①分析・計画 分

析 ア⽣活に困難を抱えた⾼齢者等に対する住まいの確保と⽣活の⼀体的な⽀援に関する市町村の取組状況・課題を把握している 33 70.2%
①分析・計画 計

画 イ都道府県の⽬標を市町村とともに検討する機会・場を設定している 28 59.6%
①分析・計画 計

画 ウ市町村別の⽀援⽅策を策定している（⽀援対象は抽出した市町村で良い） 12 25.5%
②実⾏（⽀援） ⽀

援 エ⽀援⽅策に基づき、⽀援を⾏っている 15 31.9%
市町村評価 評

価 オ【市町村該当状況調査】⾼齢者の住まいの確保・⽣活⽀援に関する課題を共有し、取組⽅針を定めた 8 17.0%
Ⅱ-(2)-③ ⾼齢者の移動⽀援に関する市町村の取組に対する⽀援を実施している 62.1
①分析・計画 分

析 ア市町村の取組状況を把握し、課題を検討している 42 89.4%
①分析・計画 計

画 イ市町村別の⽀援⽅策を策定している（⽀援対象は抽出した市町村で良い） 28 59.6%
②実⾏（⽀援） ⽀

援 ウ市町村別の⽀援⽅策に基づき、⽀援を⾏っている 29 61.7%
市町村評価 成

果 エ【市町村該当状況調査】Ⅱ（６）⑤の得点状況 23 48.9%
③評価・改善 改

善 オ各市町村に⽀援結果と改善が必要な場合は改善内容を伝えるプロセスを有している 24 51.1%

該当都道府県数

 
 

■回答分布 

カテゴリー n % カテゴリー n % カテゴリー n %
0点 0 0.0% 0点 9 19.1% 0点 3 6.4%
5点 0 0.0% 5点 11 23.4% 5点 10 21.3%

10点 2 4.3% 10点 11 23.4% 10点 5 10.6%
15点 5 10.6% 15点 4 8.5% 15点 3 6.4%
20点 21 44.7% 20点 9 19.1% 20点 13 27.7%
25点 19 40.4% 25点 3 6.4% 25点 13 27.7%

計 47 100.0% 計 47 100.0% 計 47 100.0%
歪度 -0.90 歪度 0.34 歪度 -0.40

Ⅱ-(2)-①︓⽀援 Ⅱ-(2)-② Ⅱ-(2)-③

 
 

■該当率 

⼤ 中 ⼩ 47 47
Ⅱ (2) (2)①⽣活⽀援体制の整備に関し、市町村の進捗状況を把握し、広域的調整に関する⽀援を⾏っている 40.4 100.0 ●

(2)②⾼齢者の住まいの確保・⽣活⽀援に関する市町村の取組に対する⽀援を実施している 6.4 80.9

(2)③⾼齢者の移動⽀援に関する市町村の取組に対する⽀援を実施している 27.7 93.6

⽀
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あり
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４）「Ⅱ（３）自立支援・重度化防止等に向けたリハビリテーション専門職等の活用 

に係る支援」 
○ 得点率をみると①は88.9％、②は62.2％であった。 

○ 歪度が絶対値１を超えている項目はなかった。 

○ 該当率をみると、①は「得点あり」の都道府県が100.0％と高い。 
 

■都道府県の該当数 

Ⅱ－（３）．⾃⽴⽀援・重度化防⽌等に向けたリハビリテーション専⾨職等の活⽤に係る⽀援

評価項⽬⼀覧 得点率
Ⅱ-(3)-①︓⽀援 ⾃⽴⽀援、重度化防⽌等に向けた市町村の取組⽀援のため、リハビリテーション専⾨職等の確保や派遣等を関係団体と連携して取り組んでいる 88.9
①分析・計画 分

析 ア都道府県医師会等関係団体と連携し、市町村に対する地域リハビリテーション⽀援体制に関する協議会を設けている 38 80.9%
①分析・計画 分

析 イ都道府県医師会等関係団体と協議し、リハビリテーション専⾨職等の派遣に関するルールを作成し、派遣調整をする機関を設置している 45 95.7%
②実⾏（⽀援） ⽀

援 ウ市町村及びリハビリテーション専⾨職等に対して、派遣に際して必要となる知識の習得に関する研修会を実施している 43 91.5%
②実⾏（⽀援） ⽀

援 エリハビリテーション専⾨職等を派遣する医療機関等を確保している 43 91.5%
③評価・改善 改

善 オリハビリテーション専⾨職の確保・派遣等の課題を市町村と共有し、取組内容の改善・⾒直しを⾏っている 40 85.1%
Ⅱ-(3)-②︓⽀援 要介護者等に対するリハビリテーション提供体制に関する分析を踏まえて取組を評価・改善している 62.2
①分析・計画 分

析 ア市町村の取組状況を把握し、課題を検討している 35 74.5%
①分析・計画 分

析 イ都道府県介護保険事業計画に⽬標を設定し、現状把握とそれを踏まえた分析等⾏っている 22 46.8%
①分析・計画 分

析 ウ都道府県介護保険事業計画に⽬標を設定していないが、現状把握とそれを踏まえた分析等を⾏っている 14 29.8%
③評価・改善 評

価 エ分析等を踏まえて、取組結果を評価している 25 53.2%
③評価・改善 改

善 オエの評価結果を基に、取組内容を改善している 21 44.7%

該当都道府県数

 

■回答分布 

カテゴリー n % カテゴリー n %
0点 0 0.0% 0点 7 14.9%
5点 0 0.0% 5点 7 14.9%

10点 0 0.0% 10点 8 17.0%
15点 7 14.9% 15点 6 12.8%
20点 12 25.5% 20点 19 40.4%
25点 28 59.6%

計 47 100.0% 計 47 100.0%
歪度 -0.93 歪度 -0.41

Ⅱ-(3)-①︓⽀援 Ⅱ-(3)-②︓⽀援

 
 

■該当率 

⼤ 中 ⼩ 47 47
Ⅱ (3) (3)①⾃⽴⽀援、重度化防⽌等に向けた市町村の取組⽀援のため、リハビリテーション専⾨職等の確保や派遣等を関係団体と連携して取り組んでいる 59.6 100.0 ●

(3)②要介護者等に対するリハビリテーション提供体制に関する分析を踏まえて取組を評価・改善している 40.4 85.1 ●
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５）「Ⅱ（４）在宅医療・介護連携に係る支援」 

○ 得点率をみると約９割であった。 

○ 歪度が絶対値１を超えており、満点に回答が偏っていた。 
 

■都道府県の該当数 

Ⅱ－（４）．在宅医療・介護連携に係る⽀援

評価項⽬⼀覧 得点率
Ⅱ-(4)-① 在宅医療・介護連携に係る市町村⽀援の観点から、各市町村の実情に応じた在宅医療・介護連携推進のための技術的⽀援等を⾏っている 89.4
①分析・計画 情

報 ア他市町村における取組事例等の情報提供を⾏っている。 44 93.6%
②実⾏(⽀援) ⽀

援 イ市町村が必要とするデータの分析・活⽤について⽀援を⾏っている 43 91.5%
②実⾏(⽀援) ⽀

援 ウ市町村と関係団体等（広域的な医療機関や地域の介護関係者を含む）との連携体制の構築に向けた⽀援を⾏っている 47 100.0%
②実⾏(⽀援) ⽀

援 エ地域医療構想の取組との連携や医療計画との整合を図るため、市町村間連携を含めて市町村と協議等を⾏っている 39 83.0%
③評価・改善 改

善 オ複数市町村で取り組むべき課題を共有し、取組内容を改善している 37 78.7%

該当都道府県数
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■回答分布 

カテゴリー n %
0点 0 0.0%
5点 3 6.4%

10点 0 0.0%
15点 3 6.4%
20点 7 14.9%
25点 34 72.3%

計 47 100.0%
歪度 -2.27

Ⅱ-(4)-①

 
 

■該当率 

⼤ 中 ⼩ 47 47
Ⅱ (4) (4)①在宅医療・介護連携に係る市町村⽀援の観点から、各市町村の実情に応じた在宅医療・介護連携推進のための技術的⽀援等を⾏っている 72.3 100.0
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６）「Ⅱ（５）認知症総合支援に係る支援」 

○ いずれの項目も得点率が70％を超えていた。 

○ ①、②は歪度が絶対値１を超えており、いずれも満点に回答が偏っていた。 

○ 該当率をみると、全ての項目について「得点あり」の都道府県が100.0％と高い。 
 

■都道府県の該当数 

Ⅱ－（５）．認知症総合⽀援に係る⽀援

評価項⽬⼀覧 得点率
Ⅱ-(5)-① 都道府県の認知症施策の推進に関し、現状把握、計画の策定、評価・改善を⾏っている 90.6
①分析・計画 分

析 ア⾃県の認知症施策に関する取組について現状を把握した上で、各年度における都道府県の具体的な計画を定めている 46 97.9%
①分析・計画 計

画 イ認知症介護実践者等養成事業に基づく⼈材育成研修について、計画を策定し、実施状況、成果に対する確認及びその評価を⾏っている 42 89.4%
①分析・計画 計

画 ウ各種の認知症対応⼒向上を⽬的とした⼈材育成研修の実施にあたり、研修の希望者数を踏まえ、適切な受講枠の確保を⾏っている 41 87.2%
③評価・改善 評

価 エ認知症施策の進捗状況の点検・評価・改善にあたり、第三者あるいは認知症当事者（認知症の⼈やその家族）の意⾒を聞いている 45 95.7%
③評価・改善 改

善 オア〜エの取組状況を踏まえて、⾃県の認知症施策等の内容を⾒直している 39 83.0%
Ⅱ-(5)-② 認知症の⼈がその状態に応じた適切な⽀援を受けられるようにするための取組を⾏っている 84.7
①分析・計画 分

析 ア若年性認知症の⼈の実態調査及び若年性認知症の⼈本⼈や家族のヒアリング等による⽀援ニーズの把握を⾏っている 41 87.2%
②実⾏（⽀援） 実

⾏ イ若年性認知症の⼈の社会参加活動の⽀援を⾏っている 43 91.5%
②実⾏（⽀援） 実

⾏
ウ若年性認知症の⼈が適切な⽀援が受けられるよう、医療・介護・福祉・雇⽤の関係者が連携し、理解促進を図るﾈｯﾄﾜｰｸ構築及び研修を⾏っている 37 78.7%

②実⾏（⽀援） 実
⾏ エ不安を抱えている認知症の⼈に対して⾏われる認知症当事者によるピアサポート活動の⽀援を実施している 41 87.2%

③評価・改善 改
善 オア〜エの取組状況を踏まえて、⾃県の認知症の⼈がその状態に応じた適切な⽀援を受けられるようにするための取組を⾒直している 37 78.7%

Ⅱ-(5)-③ 市町村の認知症施策に関する取組について、都道府県内の全市町村の取組状況を把握し、市町村別の⽀援を⾏っている 72.3
①分析・計画 情

報 ア市町村の取組状況を把握している 47 100.0%
①分析・計画 情

報 イ市町村の取組状況⼀覧を公表（⾃治体ＨＰに掲載する等）し、進捗管理している。 40 85.1%
①分析・計画 情

報 ウ市町村の取組内容の課題を整理し、市町村別に伝えている 29 61.7%
②実⾏（⽀援） ⽀

援 エ課題を抱えた市町村を⽀援するための具体的な取組を⾏っている 39 83.0%
市町村評価 成

果 オ【市町村該当状況調査】都道府県から得た⾃市町村の認知症施策の⽀援⽅策や助⾔に基づき、⾃市町村の取組内容の改善を⾏った 15 31.9%

該当都道府県数

 

■回答分布 

カテゴリー n % カテゴリー n % カテゴリー n %
0点 0 0.0% 0点 0 0.0% 0点 0 0.0%
5点 0 0.0% 5点 2 4.3% 5点 2 4.3%

10点 2 4.3% 10点 4 8.5% 10点 8 17.0%
15点 5 10.6% 15点 4 8.5% 15点 8 17.0%
20点 6 12.8% 20点 8 17.0% 20点 17 36.2%
25点 34 72.3% 25点 29 61.7% 25点 12 25.5%

計 47 100.0% 計 47 100.0% 計 47 100.0%
歪度 -1.68 歪度 -1.42 歪度 -0.53

Ⅱ-(5)-② Ⅱ-(5)-③Ⅱ-(5)-①
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■該当率 

⼤ 中 ⼩ 47 47
Ⅱ (5) (5)①都道府県の認知症施策の推進に関し、現状把握、計画の策定、評価・改善を⾏っている 72.3 100.0

(5)②認知症の⼈がその状態に応じた適切な⽀援を受けられるようにするための取組を⾏っている 61.7 100.0

(5)③市町村の認知症施策に関する取組について、都道府県内の全市町村の取組状況を把握し、市町村別の⽀援を⾏っている 25.5 100.0
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７）「Ⅱ（６）介護給付の適正化に係る支援」 

○ ２項目とも得点率が70％を超えていた。 

○ ②は歪度が絶対値１を超えており、満点に回答が偏っていた。 

○ 該当率をみると、「得点あり」の都道府県が①は100.0％、②は91.5％と高い。 
 

■都道府県の該当数 

Ⅱ－（６）．介護給付の適正化に係る⽀援

評価項⽬⼀覧 得点率
Ⅱ-(6)-① 介護給付の適正化に関し、市町村に対する必要な⽀援を⾏っている 71.1
①分析・計画 分

析 ア各市町村の実施内容、管内の利⽤者やサービスの特徴等の地域分析を実施している 45 95.7%
①分析・計画 計

画 イ地域分析に基づき、市町村別に⽬標と取組内容の設定をしている 36 76.6%
②実⾏（⽀援） ⽀

援 ウイに基づき、市町村に対して必要な⽀援を実施している 41 87.2%
③評価・改善 評

価 エ【市町村該当状況調査】管内市町村の「医療情報との突合」「縦覧点検」「ケアプラン点検」の達成状況 41 87.2%
③評価・改善 改

善 オ市町村に対して定期的な（１回/年程度）フォローアップを実施している 43 91.5%
Ⅱ-(6)-② 有料⽼⼈ホームに対する適切な指導の実施体制を確保している 79.6
①分析・計画 分

析 ア現状分析をしている 33 70.2%
①分析・計画 計

画 イ計画や⽅針等を策定している 40 85.1%
①分析・計画 情

報 ウ市町村に必要な情報提供を⾏っている 36 76.6%
②実⾏（⽀援） 実

⾏ エ計画等に沿った指導をしている 39 83.0%
③評価・改善 改

善 オ計画等に沿った改善の確認をしている 39 83.0%

該当都道府県数

 
 

■回答分布 

カテゴリー n % カテゴリー n % カテゴリー n %
0点 0 0.0% 30点 12 25.5% 0点 4 8.5%
5点 0 0.0% 35点 3 6.4% 5点 2 4.3%

10点 2 4.3% 10点 2 4.3%
15点 3 6.4% 15点 5 10.6%
20点 7 14.9% 20点 4 8.5%
25点 20 42.6% 25点 30 63.8%

計 47 100.0% 計 47 100.0%
歪度 -0.65 歪度 -1.44

Ⅱ-(6)-① Ⅱ-(6)-②

 
 

■該当率 

⼤ 中 ⼩ 47 47
Ⅱ (6) (6)①介護給付の適正化に関し、市町村に対する必要な⽀援を⾏っている 6.4 100.0

(6)②有料⽼⼈ホームに対する適切な指導の実施体制を確保している 63.8 91.5

⽀
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８）「Ⅱ（７）介護人材の確保・生産性向上に係る支援」 

○ ⑤、⑥は歪度が絶対値１を超えており、⑤は高得点に、⑥は満点に回答が偏っていた。 

○ 該当率をみると、全ての項目で「得点あり」の都道府県が９割を超えていた。 
 

■都道府県の該当数 

Ⅱ－（７）．介護⼈材の確保・⽣産性向上に係る⽀援

評価項⽬⼀覧 得点率
Ⅱ-(7)-① 2025 年度並びに第８期計画期間における介護⼈材の将来推計を⾏い、具体的な⽬標を掲げた上で、必要な施策を企画⽴案している 83.0
①分析・計画 分

析 ア2025年度、第８期計画期間における介護⼈材の推計に対する実績を基に、必要な施策を企画⽴案している 47 100.0%
①分析・計画 分

析 イ市町村と⼈材確保の課題について話し合う協議会を設置している 35 74.5%
②実⾏(⽀援) 実

⾏ ウ定量的な⽬標及び実施時期を定めて取組を実施している 46 97.9%
③評価・改善 評

価 エ⽬標を達成している 25 53.2%
③評価・改善 改

善 オエの評価結果を基に、施策の⾒直し・改善を⾏っている 42 89.4%
Ⅱ-(7)-② 介護⼈材の質の向上に関し、当該地域における課題を踏まえ、必要な事業を実施している 57.9
②実⾏（⽀援） 実

⾏ ア⼈材育成に取り組む介護事業所の認証・評価制度を実施している 36 76.6%
②実⾏（⽀援） 実

⾏ イ教員向け研修を実施している 20 42.6%
③評価・改善 評

価 ウ「介護に関する⼊⾨的研修」の実施状況（研修修了者に対するマッチング件数の割合が○割超の場合） 13 27.7%
③評価・改善 評

価 エ59 時間研修修了者数が対前年度⽐で増加⼜は130 時間研修修了者数が対前年度⽐で増加 30 63.8%
③評価・改善 改

善 オア〜エの取組状況を踏まえて、施策の⾒直し・改善を⾏っている 37 78.7%
Ⅱ-(7)-③ 介護⼈材の確保・定着に向けた事業を実施している 66.0
②実⾏（⽀援） 実

⾏ ア介護の魅⼒を伝えるイベントの開催を⾏っている 43 91.5%
②実⾏（⽀援） 実

⾏ イ介護⼈材の定着に向けて、事業所向け研修会の開催等、事業所の職場環境の向上に向けた取組を⾏っている 47 100.0%
②実⾏（⽀援） 実

⾏ ウ介護⼈材の定着に向けて、相談体制の構築等、介護職員の抱える問題の解決に向けた取組を⾏っている 41 87.2%
②実⾏（⽀援） 実

⾏ エ利⽤者等からのハラスメント対策として、事業所からの相談に応じる窓⼝の設置や事業所向けの研修を実施している 33 70.2%
②実⾏（⽀援） 実

⾏ オ関係団体との連携体制を構築している 40 85.1%
③評価・改善 評

価 カ介護福祉⼠等修学資⾦貸し付け件数（対前年度伸び率が○％超を評価） 37 78.7%
③評価・改善 評

価 キ福祉⼈材センターにおけるマッチング件数（同上） 32 68.1%
③評価・改善 評

価 ク同センタ－に対する介護福祉⼠の届出件数（同上） 37 78.7%
市町村評価 成

果 ケ【市町村該当状況調査】】市町村の得点状況（Ⅲ（２）①②） 23 48.9%
③評価・改善 改

善 コア〜クの取組状況を踏まえて、取組内容の⾒直し・改善を⾏っている 38 80.9%
Ⅱ-(7)-④ 介護サービスの質を向上しつつ介護ニーズの増加に対応するための⽣産性向上の取組⽀援を実施している 42.8
①分析・計画 分

析 ア関係団体や有識者等で構成する都道府県版介護現場⾰新会議を設置している。 19 40.4%
①分析・計画 計

画 イ⾰新会議において対応⽅針を策定している。 14 29.8%
②実⾏（⽀援） 実

⾏ ウサービスの質の向上・⽣産性向上の好事例の横展開に取り組んでいる 25 53.2%
②実⾏（⽀援） 実

⾏
エ業務改善⽀援事業を活⽤し、⽣産性向上ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ等を活⽤した第三者⽀援を受けながら業務改善に取り組む介護事業所に⽀援している 13 27.7%

②実⾏（⽀援） 実
⾏ オサービスの質の向上及び⽣産性向上に向けた研修会を開催している 30 63.8%

②実⾏（⽀援） 実
⾏

カ基⾦活⽤ICT導⼊⽀援事業所のうち、LIFEのCSV連携標準仕様に準じたデータ出⼒機能を有する/事業所間データ連携を⾏う事業所５割以上 32 68.1%
②実⾏（⽀援） ⽀

援 キ管内市町村に対して、⽂書量削減に係る取組を⽀援している 17 36.2%
Ⅱ-(7)-⑤ 外国⼈介護⼈材の受⼊れに関する事業を実施している 74.0
②実⾏（⽀援） 実

⾏ ア外国⼈介護⼈材の受け⼊れに向けた体制整備等に関する取組を実施している 45 95.7%
②実⾏（⽀援） 実

⾏ イ１号特定技能外国⼈⼜は外国⼈留学⽣の受⼊れのためのマッチング⽀援を実施している 16 34.0%
②実⾏（⽀援） 実

⾏ ウ外国⼈留学⽣を対象に奨学⾦の⽀援⼜は介護福祉⼠修学資⾦等貸付事業を実施している 43 91.5%
③評価・改善 評

価 エ取組内容を評価している 35 74.5%
③評価・改善 改

善 オエの評価結果を基に、取組内容の⾒直し・改善を⾏っている 35 74.5%
Ⅱ-(7)-⑥︓⽀援 介護施設や通いの場等において元気⾼齢者等の多様な者が活躍する仕組みを構築している 81.3
②実⾏（⽀援） 実

⾏ アボランティア養成を実施している。 33 70.2%
②実⾏（⽀援） 実

⾏ イ介護施設と就労希望者とのマッチングを実施している。 45 95.7%
②実⾏（⽀援） 実

⾏ ウ介護助⼿等の育成・就労等に係る⽀援を実施している 44 93.6%
③評価・改善 評

価 エ取組内容を評価している 35 74.5%
③評価・改善 改

善 オエの評価結果を基に、取組内容の⾒直し・改善を⾏っている 34 72.3%
Ⅱ-(7)-⑦ 衛⽣部局及び関係機関と連携し、管内の介護事業所に対し感染症及び⾷中毒の予防及びまん延の防⽌のための⽀援を⾏っている 57.0
②実⾏（⽀援） 実

⾏ ア衛⽣部局及び関係機関との連携体制を構築している 40 85.1%
②実⾏（⽀援） 実

⾏ イ感染症及び⾷中毒の予防及びまん延の防⽌のための定期的な研修会を実施している 33 70.2%
②実⾏（⽀援） 実

⾏ ウ感染症流⾏時の危機管理の計画を策定している 24 51.1%
②実⾏（⽀援） 実

⾏ エ感染症流⾏時の広域的な市町村・保健所・協⼒医療機関等との連携体制を協議している 28 59.6%
②実⾏（⽀援） 実

⾏ オウの計画に基づく訓練を実施している 9 19.1%

該当都道府県数
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Ⅱ-(7)-⑧ ⽂書負担軽減に係る取組を実施している 73.3
②実⾏（⽀援） 実

⾏ ア押印の⾒直しによる簡素化 44 93.6%
②実⾏（⽀援） 実

⾏ イ提出⽅法（持参・郵送等）の⾒直しによる簡素化 31 66.0%
②実⾏（⽀援） 実

⾏ ウ⼈員配置に関する添付資料の簡素化 31 66.0%
②実⾏（⽀援） 実

⾏ エ施設・設備・備品等の写真の簡素化 35 74.5%
②実⾏（⽀援） 実

⾏ オ運営規程等への職員の員数の記載⽅法の簡素化 39 83.0%
②実⾏（⽀援） 実

⾏ カ変更届の標準添付書類の簡素化 37 78.7%
②実⾏（⽀援） 実

⾏ キ更新申請における提出書類の簡素化 35 74.5%
②実⾏（⽀援） 実

⾏ ク併設事業所の申請における提出書類の簡素化 29 61.7%
②実⾏（⽀援） 実

⾏ ケ介護保険施設等実地指導指針「第5 指導⽅法等」を踏まえた標準化 45 95.7%
②実⾏（⽀援） コ指定申請書等の様式例の活⽤やホームページにおけるダウンロード等 47 100.0%
②実⾏（⽀援） 実

⾏ サシステムの活⽤による標準化 25 53.2%  
 

■回答分布 

カテゴリー n % カテゴリー n % カテゴリー n % カテゴリー n %
0点 0 0.0% 0点 0 0.0% 0点 0 0.0% 30点 3 6.4%
5点 0 0.0% 5点 6 12.8% 5点 0 0.0% 35点 12 25.5%

10点 3 6.4% 10点 10 21.3% 10点 0 0.0% 40点 15 31.9%
15点 6 12.8% 15点 17 36.2% 15点 0 0.0% 45点 10 21.3%
20点 19 40.4% 20点 11 23.4% 20点 1 2.1% 50点 5 10.6%
25点 19 40.4% 25点 3 6.4% 25点 1 2.1%

計 47 100.0% 計 47 100.0% 計 47 100.0%
歪度 -0.87 歪度 -0.08 歪度 -0.51

Ⅱ-(7)-② Ⅱ-(7)-③Ⅱ-(7)-①

 

カテゴリー n % カテゴリー n % カテゴリー n %
0点 4 8.5% 12点 0 0.0% 23点 6 12.8%
3点 1 2.1% 15点 2 4.3% 25点 2 4.3%
5点 4 8.5% 16点 3 6.4% 27点 2 4.3%
6点 1 2.1% 17点 0 0.0% 28点 2 4.3%
7点 1 2.1% 18点 2 4.3% 29点 0 0.0%
8点 4 8.5% 19点 1 2.1% 35点 2 4.3%

10点 4 8.5% 20点 2 4.3% 計 47 100.0%
11点 3 6.4% 22点 1 2.1% 歪度 0.19

Ⅱ-(7)-④

カテゴリー n % カテゴリー n % カテゴリー n %
0点 1 2.1% 0点 0 0.0% 0点 4 8.5%
5点 3 6.4% 5点 2 4.3% 5点 7 14.9%

10点 7 14.9% 10点 7 14.9% 10点 8 17.0%
15点 2 4.3% 15点 4 8.5% 15点 9 19.1%
20点 19 40.4% 20点 7 14.9% 20点 11 23.4%
25点 15 31.9% 25点 27 57.4% 25点 8 17.0%

計 47 100.0% 計 47 100.0% 計 47 100.0%
歪度 -1.00 歪度 -1.04 歪度 -0.26

Ⅱ-(7)-⑥︓⽀援 Ⅱ-(7)-⑦Ⅱ-(7)-⑤

カテゴリー n % カテゴリー n % カテゴリー n %
0点 0 0.0% 8点 2 4.3% 16点 2 4.3%
1点 0 0.0% 9点 3 6.4% 17点 2 4.3%
2点 0 0.0% 10点 0 0.0% 18点 3 6.4%
3点 0 0.0% 11点 2 4.3% 19点 3 6.4%
4点 0 0.0% 12点 6 12.8% 20点 10 21.3%
5点 0 0.0% 13点 4 8.5%
6点 0 0.0% 14点 3 6.4% 計 47 48.9%
7点 3 6.4% 15点 4 8.5% 歪度 -0.23

Ⅱ-(7)-⑧
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■該当率 

⼤ 中 ⼩ 47 47
Ⅱ (7) (7)①2025 年度並びに第８期計画期間における介護⼈材の将来推計を⾏い、具体的な⽬標を掲げた上で、必要な施策を企画⽴案している 40.4 100.0

(7)②介護⼈材の質の向上に関し、当該地域における課題を踏まえ、必要な事業を実施している 6.4 100.0

(7)③介護⼈材の確保・定着に向けた事業を実施している 10.6 100.0

(7)④介護サービスの質を向上しつつ介護ニーズの増加に対応するための⽣産性向上の取組⽀援を実施している 4.3 91.5

(7)⑤外国⼈介護⼈材の受⼊れに関する事業を実施している 31.9 97.9

(7)⑥介護施設や通いの場等において元気⾼齢者等の多様な者が活躍する仕組みを構築している 57.4 100.0 ●

(7)⑦衛⽣部局及び関係機関と連携し、管内の介護事業所に対し感染症及び⾷中毒の予防及びまん延の防⽌のための⽀援を⾏っている 17.0 91.5

(7)⑧⽂書負担軽減に係る取組を実施している 21.3 100.0

⽀
援
交
付
⾦
対

象満点 得点
あり

 

 

９）「Ⅱ（８）その他の自立支援・重度化防止等に向けた各種取組への支援事業」 

○ 得点率は69.8％であった。 

○ 該当率をみると、「得点あり」が97.9％と高い。 
 

■都道府県の該当数 

Ⅱ－（８）．その他の⾃⽴⽀援・重度化防⽌等に向けた各種取組への⽀援事業

評価項⽬⼀覧 得点率
Ⅱ-(8)-① ⾼齢者虐待防⽌の体制整備に関し、市町村に対する⽀援を実施している 69.8
①分析・計画 分

析 ア⾼齢者虐待防⽌の体制整備に関する市町村の取組状況・課題を把握している 45 95.7%
①分析・計画 計

画 イ都道府県の⽬標を市町村とともに検討する機会・場を設定している 34 72.3%
①分析・計画 情

報 ウ市町村の状況に応じた⽀援⽅策を策定している 30 63.8%
②実⾏(⽀援) ⽀

援 エ⽀援⽅策に基づき⽀援を⾏っている 31 66.0%
③評価・改善 評

価 オ市町村に対して定期的なフォローアップを実施し、（1回／年程度）⽀援の効果の評価を⾏っている 24 51.1%

該当都道府県数

 
 

■回答分布 

カテゴリー n %
0点 1 2.1%
5点 4 8.5%

10点 12 25.5%
15点 4 8.5%
20点 6 12.8%
25点 20 42.6%

計 47 100.0%
歪度 -0.43

Ⅱ-(8)-①

 
 

■該当率 

⼤ 中 ⼩ 47 47
Ⅱ (8) (8)①⾼齢者虐待防⽌の体制整備に関し、市町村に対する⽀援を実施している 42.6 97.9

⽀
援
交
付
⾦
対

象満点 得点
あり
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10）「Ⅲ 管内の市町村における評価指標の達成状況による評価」 

○ 結果は次のとおりであった。 
 

■都道府県の該当数 

Ⅲ．管内の市町村における評価指標の達成状況による評価

評価項⽬⼀覧 得点率
Ⅲ-①︓⽀援 都道府県における管内市町村の評価指標の達成状況の平均に関する分野毎の状況 41 - -
Ⅲ-② 都道府県における管内市町村の評価指標の得点が著しく低い市町村 0 - -
Ⅲ-③︓⽀援 管内の要介護認定率（要介護１〜５）の地域差改善 31.9

Ⅲ-③-ア管内市町村間の地域差が⼩さい上位10位以上 10 21.3%
Ⅲ-③-イ管内市町村間の地域差が⼩さい上位20位以上 20 42.6%

Ⅲ-④︓⽀援 軽度【要介護１・２】（平均要介護度の変化Ⅰ）短期的変化 72.8
Ⅲ-④-ア変化率が上位10位以上 10 21.3%
Ⅲ-④-イ変化率が上位20位以上 10 21.3%
Ⅲ-④-ウア及びイは満たさないが、令和２年度から令和４年度までの平均要介護度が連続して改善している 27 57.4%
Ⅲ-④-エアからウまでは満たさないが、平均要介護度が前年度よりも改善している 0 0.0%
Ⅲ-④-オアからエまでは満たさないが、平均要介護度が令和２年度から令和４年度までの平均要介護度の平均値よりも改善している 0 0.0%

Ⅲ-⑤︓⽀援 軽度【要介護１・２】（平均要介護度の変化Ⅰ）⻑期的変化 34.0
Ⅲ-⑤-ア変化率が上位10位以上 10 21.3%
Ⅲ-⑤-イ変化率が上位20位以上 10 21.3%

Ⅲ-⑥︓⽀援 中重度【要介護３〜５】（平均要介護度の変化Ⅰ）短期的 66.8
Ⅲ-⑥-ア変化率が上位10位以上 10 21.3%
Ⅲ-⑥-イ変化率が上位20位以上 10 21.3%
Ⅲ-⑥-ウア及びイは満たさないが、令和２年度から令和４年度までの平均要介護度が連続して改善している 21 44.7%
Ⅲ-⑥-エアからウまでは満たさないが、平均要介護度が前年度よりも改善している 0 0.0%
Ⅲ-⑥-オアからエまでは満たさないが、平均要介護度が令和２年度から令和４年度までの平均要介護度の平均値よりも改善している 4 8.5%

Ⅲ-⑦︓⽀援 中重度【要介護３〜５】（平均要介護度の変化Ⅱ）⻑期的 34.0
Ⅲ-⑦-ア変化率が上位10位以上 10 21.3%
Ⅲ-⑦-イ変化率が上位20位以上 10 21.3%

Ⅲ-⑧︓⽀援 健康寿命延伸の実現状況 59.0
Ⅲ-⑧-アa認定率_上位7割 27 57.4%
Ⅲ-⑧-アb認定率_上位5割 22 46.8%
Ⅲ-⑧-アc認定率_上位3割 14 29.8%
Ⅲ-⑧-アd認定率_上位1割 4 8.5%
Ⅲ-⑧-イa認定率の変化率_上位7割 16 34.0%
Ⅲ-⑧-イb認定率の変化率_上位5割 14 29.8%
Ⅲ-⑧-イc認定率の変化率_上位3割 10 21.3%
Ⅲ-⑧-イd認定率の変化率_上位1割 4 8.5%

Ⅲ-⑨︓⽀援 通いの場への参加状況 48.9
Ⅲ-⑨-ア 通いの場（週１以上）への参加率が全国上位の保険者の割合が上位5割以上 23 48.9%
Ⅲ-⑨-イ 通いの場（週１以上）への参加率の変化率が全国上位の保険者の割合が上位5割以上 23 48.9%
Ⅲ-⑨-ウ 通いの場（⽉１以上）への参加率が全国上位の保険者の割合が上位5割以上 23 48.9%
Ⅲ-⑨-エ 通いの場（⽉１以上）への参加率の変化率が全国上位の保険者の割合が上位5割以上 23 48.9%

Ⅲ-⑩︓⽀援 管内市町村の9割以上において、週１回以上の通いの場の実施 15 31.9% 31.9
Ⅲ-⑪︓⽀援 管内市町村の2%超において、成果に応じて報酬を⽀払う成果連動型の委託実施 20 42.6% 42.6
Ⅲ-⑫︓⽀援 管内市町村の86％超において、地域包括⽀援センターにおける家族介護者等への⽀援の充実 24 51.1% 51.1
Ⅲ-⑬︓⽀援 管内市町村の●52％超において、多様な⼈材や介護助⼿等を⾏う元気⾼齢者の活躍に向けた取組実施 24 51.1% 51.1
Ⅲ-⑭︓⽀援 52％超の市町村で参加ポイント付与の仕組み実施 27 57.4% 57.4

該当都道府県数
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■回答分布 

カテゴリー n % カテゴリー n % カテゴリー n % カテゴリー n % カテゴリー n %
0点 6 12.8% -10点 0 0.0% 0点 27 57.4% 0点 0 0.0% 0点 27 57.4%
5点 5 10.6% 0点 47 100.0% 10点 10 21.3% 10点 0 0.0% 10点 0 0.0%

10点 9 19.1% 20点 10 21.3% 20点 0 0.0% 20点 0 0.0%
15点 3 6.4% 30点 27 57.4% 30点 10 21.3%
20点 3 6.4% 40点 10 21.3% 40点 0 0.0%
25点 1 2.1% 50点 10 21.3% 50点 10 21.3%
30点 3 6.4%
35点 2 4.3%
40点 9 19.1%
45点 6 12.8%

計 47 100.0% 計 47 100.0% 計 47 100.0% 計 47 100.0% 計 47 100.0%
歪度 0.13 歪度 - 歪度 0.75 歪度 0.75 歪度 0.58

Ⅲ-①︓⽀援 Ⅲ-② Ⅲ-③︓⽀援 Ⅲ-④︓⽀援 Ⅲ-⑤︓⽀援

 

カテゴリー n % カテゴリー n % カテゴリー n % カテゴリー n % カテゴリー n %
0点 2 4.3% 0点 27 57.4% 0点 4 8.5% 0点 6 12.8% 0点 32 68.1%

10点 4 8.5% 10点 0 0.0% 10点 7 14.9% 5点 14 29.8% 5点 15 31.9%
20点 0 0.0% 20点 0 0.0% 20点 12 25.5% 10点 10 21.3%
30点 21 44.7% 30点 10 21.3% 30点 16 34.0% 15点 10 21.3%
40点 10 21.3% 40点 0 0.0% 40点 8 17.0% 20点 7 14.9%
50点 10 21.3% 50点 10 21.3%

計 47 100.0% 計 47 100.0% 計 47 100.0% 計 47 100.0% 計 47 100.0%
歪度 -0.77 歪度 0.58 歪度 -0.41 歪度 0.14 歪度 0.78

Ⅲ-⑧︓⽀援 Ⅲ-⑨︓⽀援 Ⅲ-⑩︓⽀援Ⅲ-⑥︓⽀援 Ⅲ-⑦︓⽀援

 

カテゴリー n % カテゴリー n % カテゴリー n % カテゴリー n %
0点 27 57.4% 0点 23 48.9% 0点 23 48.9% 0点 20 42.6%
5点 20 42.6% 5点 24 51.1% 5点 24 51.1% 5点 27 57.4%

計 47 100.0% 計 47 100.0% 計 47 100.0% 計 47 100.0%
歪度 0.30 歪度 -0.04 歪度 -0.04 歪度 -0.30

Ⅲ-⑬︓⽀援Ⅲ-⑪︓⽀援 Ⅲ-⑫︓⽀援 Ⅲ-⑭︓⽀援

 
 

■該当率 

⼤ 中 ⼩ 47 47
Ⅲ ①都道府県における管内市町村の評価指標の達成状況の平均に関する分野毎の状況 12.8 87.2 ●

②都道府県における管内市町村の評価指標の得点が著しく低い市町村

③管内の要介護認定率（要介護１〜５）の地域差改善 21.3 42.6 ●

④軽度【要介護１・２】（平均要介護度の変化） 21.3 100.0 ●

⑤軽度【要介護１・２】（平均要介護度の変化Ⅱ）管内市町村における⻑期的な平均要介護度の変化率の状況はどのようになっているか 21.3 42.6 ●

⑥中重度【要介護３〜５】（平均要介護度の変化） 21.3 95.7 ●

⑦中重度【要介護３〜５】（平均要介護度の変化Ⅱ）管内市町村における⻑期的な平均要介護度の変化率の状況はどのようになっているか 21.3 42.6 ●

⑧健康寿命延伸の実現状況 17.0 91.5 ●

⑨通いの場への参加状況 14.9 87.2 ●

⑩管内市町村における、週１回以上の通いの場の実施状況 31.9 31.9 ●

⑪管内市町村における、成果に応じて報酬を⽀払う成果連動型の委託実施状況 42.6 42.6 ●

⑫管内市町村における、地域包括⽀援センターにおける家族介護者等への⽀援の充実状況 51.1 51.1 ●

⑬管内市町村における、多様な⼈材や介護助⼿等を⾏う元気⾼齢者の活躍に向けた取組実施状況 51.1 51.1 ●

⑭市町村における、参加ポイント付与の仕組み実施状況 57.4 57.4 ●

⽀
援
交
付
⾦
対

象満点 得点
あり
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第３章 令和６年度評価指標の策定に向けた検証・検討 
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１．検証・検討の内容 
○ 令和４年度は、高齢者の自立支援・重度化防止等に向けた市町村の取組や都道府県による市

町村支援の取組を支援できるように、また、財務省による予算執行調査や秋レビューの動向

及び介護保険制度の見直し内容等を踏まえ、次の４つを論点とし、検証委員会において検

証・検討を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 各論点の過年度事業を通じて得られた議論や検討・把握事項等と、本事業における取組内容

は次のとおりとした。 

 

■令和４年度事業における論点 

論点 これまでの議論／検討・把握事項等 本事業における取組内容  
ⅰ. 評価指

標の整
理・構造
化、アウ
トカムの
検討 

 
ー評価体系の⾒直し 
 評価指標の構造化を図るべきではないか 
 アウトカム強化に向けて、令和６年度指標

から領域（特定テーマ）指標を設けてはど
うか 

 【中⻑期の検討事項】保険者機能強化の
アウトカムをどのように考えるか 

 
ーおさえるべき国の動向など 
 「新経済・財政再⽣計画改⾰⼯程表

2020」や「⾻太⽅針 2021」において、⼀
⼈当たり介護費の地域差縮減が政府⽅針
として掲げられており、アウトカム指標の中に
新たに指標を設定することも含めた位置づ
けの検討が必要 

 
【令和４年度内】 

 現⾏のアウトカム指標、その他の指標をベー
スとした、構造化・保険者機能の検討<該当
状況調査結果> 

 既存データ等を基に、領域別指標の設定を
検討＜既存統計データ、先⾏研究＞ 

 保険者が介護保険事業計画等で設定して
いる既存のアウトカム指標の再整理＜アンケート
結果＞ 

 検討した領域別指標案のプレ調査＜アンケー
ト・実地調査＞ 

 
【令和５年度以降、継続】 

 領域別指標案の再検証、構造化した新規
指標案の検証<該当状況調査・アンケート調査等> 

 
ⅱ. PDCA

サ イ ク ル
の推進 

 
ー⾃⼰評価結果の活⽤ 
 保険者機能強化の意義や評価結果の活

⽤等を含め、評価指標が市町村等の取組
を推進する役割を担えるよう、検討が必要
ではないか 

 評価結果の活⽤を進めるためには、⾃⼰評
価の平準化もあわせて進めていくべきではな
いか 

 ⾃⼰評価結果の“更なる⾒える化”を図る
べきではないか 

 
ー交付⾦の活⽤ 

 
【令和４年度内】 

 ⾃⼰評価結果の活⽤状況、⾃⼰評価結
果・交付⾦活⽤に係る好事例の把握<該当
状況調査・アンケート調査等> 

 分析ツールの改修等を通した経年⽐較や振
り返りの提案 

 更なる⾒える化を図る際の課題整理、必要
な取組の把握<アンケート調査・実地調査等> 

 
【令和５年度以降、継続】 

 指標の変更に伴う経年⽐較の留意点の整

i. 評価指標の整理・構造化、アウトカムの検討 
ii. PDCA サイクルの推進 
iii. 市町村規模等による差の検証 
iv. 市町村⽀援の質の向上を⽬指した都道府県評価指標の設定 
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論点 これまでの議論／検討・把握事項等 本事業における取組内容 
 交付⾦の更なる活⽤に向けて、好事例の

提供が必要ではないか
 地域差等の検証結果を基に、交付⾦の配

分⽅法の検討が必要ではないか

理<該当状況調査・アンケート調査等> 

 交付⾦の配分⽅法の検討

ⅲ. 市町村
規模等に
よる差の
検証 

 令和２年度、令和３年度評価結果では
市町村規模による差がみられたが、⼈⼝増
減率や資源状況、体制など、他の理由も
整理すべきではないか

 市町村の実情を踏まえた地域区分と評価
指標の設定が必要ではないか

 都道府県を含めた地域カテゴリーの検討が
必要ではないか

【令和４年度内】 

 市町村、都道府県の地域カテゴリーの検討<
オープンデータ等の分析、アンケート調査、実地調査>

 地域カテゴリーを⽤いた⾃⼰評価結果の差
の検証<該当状況調査>

【令和５年度以降、継続】 

 地域カテゴリー案の再検証<該当状況調査・アン

ケート調査等>

ⅳ. 市町村
⽀援の
質の向
上を⽬指
した都道
府県評
価指標
の設定 

 都道府県の市町村⽀援プロセスの整理が
必要ではないか

 都道府県と市町村の双⽅が、⾃⽴⽀援・
重度化防⽌の取組の充実に向けて取り組
めるような評価指標が必要ではないか

【令和４年度内】 

 ⽀援プロセスの再検討<実地調査等>

 市町村による都道府県評価、相互評価を
⾏う場合に検討すべき事項の整理<該当状況
調査・アンケート調査等>

【令和５年度以降、継続】 

 都道府県評価（相互評価）の指標案のプ
レ調査<アンケート調査等>
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２．検証・検討の結果 

（１）評価指標の整理・構造化、アウトカムの検討

１）構造化に向けた分析・検証方法

○ 令和４年度における予算執行調査や秋レビューでは、アウトカムに関連するプロセス指標の

重点化や、評価指標の縮減などが求められた。

○ このため、保険者機能強化推進交付金等の自己評価に用いる評価指標の整理と更なる構造化

を図ることを目的として、分析・検証を行った。具体的には、次のような流れで検証を行う

こととした。

○ なお、検証では主に令和４年度の評価結果のデータを用いた。

【検証を進める手順】 

1. 令和４年度評価指標について、質の異なる項目や令和５年度指標として既に廃止が決

まっている項目などを整理し、分析対象とする項目を決定する

2. 評価指標について因子分析1を行い、評価指標の背後に共通して存在するいくつかの

因子を抽出する

3. 共通因子と、共通因子と相関の高い評価指標を基に、指標の縮減が可能かどうかを定

量・定性の両面から検証委員会で検討し、現行指標を整理する

■評価指標とアウトカム指標の構造化モデルイメージ

1 多数の評価項目の背後に潜在的に存在する要素(因子)を探る分析手法。評価項目のうち、いくつかの項目同士で高い相関

がみられる場合、それらの項目の背後に何らかの共通的な因子が存在すると考えられる。因子分析を行うことで、評価項目の

性質を少ない因子で表すことができ、また、因子と評価項目の相関関係をみることで、相関の低い評価項目を縮減対象の候

補として検討することも可能となる 

－ 40 －



２）現行評価指標の因子分析の結果

○ 令和４年度評価指標は60項目で構成されているが、この中にはアウトカム・アウトプットに

近い性質を持つ指標等が含まれていることから、それらを除いた51項目で因子分析を行った。 

○ 因子分析の結果、５つの因子が抽出され、５つの因子と相関のみられる評価指標は27項目で

あった。

■因子分析の結果：５因子と 27 項目2

①
保険者として
の分析・⽅針
の決定、持
続可能な運

営

②
⾃⽴⽀援、
地域づくりの

推進

③
認知症施策

の推進

④
在宅医療・
介護連携の
推進、重度

化防⽌

⑤
介護⼈材、
多様な⼈材

の活躍

Ⅰ-④ 0.776 0.001 -0.109 0.027 -0.027 当該地域の介護保険事業の特徴を他の地域と⽐較して分析の上、介護給付の適正化の⽅策を策定し、実施している

Ⅰ-② 0.717 -0.074 -0.008 -0.011 -0.021 給付実績の計画値と実績値との乖離状況とその要因を考察している

Ⅰ-① 0.635 0.081 -0.128 -0.033 -0.065 当該地域の介護保険事業の特徴を把握している

Ⅰ-③ 0.600 -0.048 0.144 0.066 -0.099 ⾃⽴⽀援、重度化防⽌等に資する施策について、⽬標が未達成であった場合に具体的な改善策や⽬標の⾒直し等の取組を実施している

Ⅰ-⑤ 0.576 -0.042 -0.070 0.047 0.113 管内の住宅型有⽼ホーム、サ⾼住宅等の情報を市町村介護保険事業計画の策定等に活⽤している

Ⅱ-(1)-① 0.557 -0.137 0.246 -0.036 0.087 保険者の⽅針に沿った地域密着型サービスの整備を図るため、必要性や取組内容について計画・実⾏・改善のプロセスを実⾏している

Ⅱ-(1)-② 0.552 0.086 0.048 -0.009 -0.032 保険者として、ケアマネジメントに関する保険者の基本⽅針を、介護⽀援専⾨員に対して伝えている

Ⅰ-⑥ 0.441 0.190 -0.073 -0.070 0.128 要介護者等に対するリハビリテーション提供体制に関して分析を踏まえ施策の改善策や⽬標の⾒直し等の取組を実施している

Ⅱ-(5)-⑨ 0.053 0.742 -0.034 -0.045 -0.034 介護予防におけるデータ活⽤により、介護予防の取組に係る課題の把握を⾏っている

Ⅱ-(5)-④ -0.054 0.678 0.010 0.047 -0.025 通いの場への参加促進のためのアウトリーチを実施している

Ⅱ-(5)-⑥ 0.020 0.665 -0.111 0.029 -0.030 介護予防と保健事業を⼀体的に実施している

Ⅱ-(5)-⑩ -0.064 0.637 0.026 0.003 0.036 通いの場の参加者の健康状態等の把握・分析により、通いの場の施策検討を⾏っている

Ⅱ-(5)-⑤ 0.008 0.521 0.140 0.013 0.026 ⾏政内の他部⾨や地域の多様な主体と連携し、介護予防の推進を図っている

Ⅱ-(5)-⑦ 0.022 0.488 0.219 0.022 0.010 関係団体との連携による専⾨職の関与の仕組みが構築されている

Ⅱ-(4)-④ -0.074 -0.018 0.728 -0.013 0.016 地域における認知症⾼齢者⽀援の取組や認知症の理解促進に向けた普及啓発活動を⾏っている

Ⅱ-(4)-② -0.008 -0.016 0.697 0.015 -0.077 認知症初期集中⽀援チームは、定期的に情報連携する体制を構築し、⽀援を必要とする者への対応を⾏えている

Ⅱ-(4)-③ -0.009 0.081 0.583 0.092 -0.042 郡市区等医師会等の医療関係団体と調整し、認知症状のある⼈に対して、専⾨医療機関との連携により、早期診断・早期対応に繋げるための体制を
構築している

Ⅱ-(4)-⑤ -0.055 -0.012 0.565 -0.069 0.084 認知症サポーターを活⽤した地域⽀援体制の構築及び社会参加⽀援が⾏えている

Ⅱ-(4)-① 0.038 0.031 0.562 0.088 0.039 市町村介護保険事業計画⼜は市町村が定めるその他の計画等において、認知症施策の取組を定め、毎年度その進捗状況について評価している

Ⅱ-(3)-② 0.071 -0.055 0.008 0.735 -0.048 在宅医療と介護の連携について、医療・介護関係者への相談⽀援を⾏っている

Ⅱ-(3)-③ -0.041 -0.010 -0.037 0.669 0.005 患者・利⽤者の状態の変化等に応じて、医療・介護関係者間で速やかな情報共有が実施できるよう、具体的な取組を⾏っている

Ⅱ-(3)-⑤ 0.010 0.127 -0.115 0.657 0.030 切れ⽬のない在宅医療と在宅介護の提供体制の構築を推進するため、庁内や郡市区等医師会等関係団体、都道府県等と連携を図っている

Ⅱ-(3)-④ -0.057 -0.079 0.203 0.619 -0.012 在宅医療・介護連携を推進するため、多職種を対象とした研修会を開催している

Ⅱ-(3)-① 0.026 0.101 0.021 0.564 0.072 地域の医療・介護関係者等が参画する会議において、市町村が所持するデータ等に基づき在宅医療・介護連携に関する課題を検討し、対応策が具体
化されている

Ⅲ-(2)-② -0.022 -0.023 -0.085 0.049 0.857 介護⼈材の定着に向けた取組の実施

Ⅲ-(2)-① -0.012 -0.033 0.040 -0.037 0.798 介護⼈材の確保に向け、介護サービス事業者・教育関係者等と連携して⾏う取組等の実施

Ⅲ-(2)-③ 0.088 0.077 0.125 -0.001 0.465 多様な⼈材・介護助⼿等の元気⾼齢者の活躍に向けた取組を実施している

評価指標

因⼦

○ 各因子と相関のみられる評価指標をみると、因子①は、Ⅰ（ＰＤＣＡサイクルの活用による

保険者機能の強化に向けた体制等の構築）の全項目＋Ⅱ(1)（介護支援専門員・介護サービ

ス）のうち保険者の方針の項目と相関がみられる因子であった。そのため、「保険者として

の分析・方針の決定、持続可能な運営」とした。

○ 因子②はⅡ(5)（介護予防／日常生活支援総合事業）の12項目のうち６項目と相関のみられ

る因子であった。そのため、「自立支援、地域づくりの推進」とした。

○ 因子③はⅡ(4)（認知症総合支援）の全項目で構成されていたため、「認知症施策の推進」

とした。

○ 因子④はⅡ(3)（在宅医療・介護連携）の全項目で構成されていたため、「在宅医療・介護

連携の推進、重度化防止」とした。

○ 因子⑤はⅢ(2)（介護人材の確保）の全項目（Ｒ５で統合された④就労的コーディネーター、

文書負担軽減除く）で構成されていたため、「介護人材、多様な人材の活躍」とした。

○ 他方で、因子分析の結果、いずれの因子とも相関の低い項目は24項目であった。これらも保

険者機能として必要なものが含まれ得ることから、これを選り分けるために、24項目の特徴

2 因子分析に用いた因子抽出法は主因子法、回転法はプロマックス法にて実施した。各因子と相関の高い項目は、因子負荷量

(因子と評価指標項目の相関係数)0.4 以上の項目とした 
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をまとめ、検証委員会において検討を行った。 

■因子分析の結果：５因子と相関の低い 24 項目とその特徴の整理

Ⅱ(1) ③ ⾼齢者虐待防⽌にかかる体制整備を実施しているか。

Ⅱ(1) ④ 管内のすべての介護事業所に対し、事故報告に関する⽀援を⾏っ
ているか。 ※Ⅰ④・⑤、Ⅱ(1)①・②と0.4以上

Ⅱ(1) ⑤ 管内の介護事業所と定期的に災害に関する必要な訓練を⾏って
いるか。

Ⅱ(2) ① ⾃⽴⽀援・重度化防⽌等に資するケアマネジメントに関して、市町
村の基本⽅針を定め、地域包括⽀援センターに周知しているか。
Ⅱ(2) ②︓⽀援 地域包括⽀援センターの体制充実による適切な包括的⽀援
事業を実施しているか。

Ⅱ(2) ③︓⽀援 地域包括⽀援センターの体制充実による適切な包括的⽀援
事業・介護予防ケアマネジメントの実施をしているか。

Ⅱ(2) ⑤ 地域ケア会議において複数の個別事例から地域課題を明らかにし、
これを解決するための政策を市町村へ提⾔しているか。
Ⅱ(2) ⑥ 地域包括⽀援センターが夜間・早朝⼜は平⽇以外の窓⼝（連絡
先）を設置し、窓⼝を住⺠にパンフレットやホームページ等で周知しているか。

Ⅱ(2) ⑦︓⽀援 地域包括⽀援センターでは、家族等の介護離職防⽌に向け
た⽀援を実施しているか。

Ⅱ(5) ①︓⽀援 関係機関との意⾒交換や都道府県等の継続⽀援等を踏ま
え、多様なサービス等を推進するための課題を明らかにした上で対応⽅針を策定
し、実現に向けた具体的な⽅策を設定・実施しているか。
※Ⅱ(4)①、Ⅱ(5)④・⑦・⑨と0.4以上

Ⅱ(5) ②︓⽀援 サービス C終了後に通いの場等へつなぐ取組を実施しているか。

Ⅱ(5) ⑧︓⽀援 社会福祉法⼈・医療法⼈・NPO・⺠間サービス等と連携した
介護予防の取組を実施しているか。

Ⅱ(5) ⑪︓⽀援 ⾃⽴⽀援・重度化防⽌に取り組む介護サービス事業所に対
する評価を実施しているか。
Ⅱ(5) ⑫︓⽀援 ⾼齢者の社会参加を促すため個⼈へのインセンティブを付与し
ているか。

Ⅱ(6) ①︓⽀援 ⽣活⽀援コーディネーターを専従で配置しているか。

Ⅱ(6) ② ⽣活⽀援コーディネーターに対して市町村としての⽀援を⾏って
いるか。

Ⅱ(6) ③︓⽀援 ⽣活⽀援コーディネーターが地域ケア会議へ参加しているか。

Ⅱ(6) ④ ⽣活に困難を抱えた⾼齢者の住まいの確保・⽣活⽀援に関する⽀
援を実施しているか。
Ⅱ(6) ⑤ ⾼齢者の移動に関する⽀援を実施しているか。

Ⅲ(1) ① 介護給付の適正化事業の主要５事業のうち、いくつ実施している
か。

Ⅲ(1) ⑤ 福祉⽤具貸与や住宅改修の利⽤に関し、リハビリテーション専⾨職
等が関与する仕組みを設けているか。

Ⅲ(1) ⑥ 有料⽼⼈ホームやサービス付き⾼齢者向け住宅において、必要な
指導を⾏っているか。

Ⅲ(1) ⑦ 所管する介護サービス事業所について、指定の有効期間中に⼀回
（16.6％）以上の割合で実地指導を実施しているか。
Ⅲ(2) ⑤ ⽂書負担軽減に係る取組を実施しているか。

包括機能評価と相関あり/類似
■相関0.4以上

■類似項⽬

実施率が⾼い／低い
■実施率が⾼い（全体８割以上/ア〜エ７割以上）

■実施率が低い（全体２割未満）

他部署が主体となるような取組

特定の事業や⼈を評価する項⽬

5因⼦27項⽬との相関あり

取組有無や数値を評価

その他

○ 以上をまとめると、次のような結果となった。

■分析の流れと分析結果

１．R４評価指標 ≪60項⽬≫

 アウトカム
Ⅱ(7)①軽度 平均要介護度の変化
Ⅱ(7)②中重度 平均要介護度の変化
Ⅱ(7)③健康寿命延伸の実現状況

 アウトプット
Ⅱ(2)④個別事例の検討件数割合
Ⅱ(5)③通いの場の参加者数
Ⅲ(1)②ケアプラン点検 実施状況
Ⅲ(1)③医療情報との突合結果の点検状況
Ⅲ(1)④縦覧点検10帳票の実施件数

 令和5年度指標で整理統合
Ⅲ(2)④就労的活動への参加に向けた取組

分析対象外 ≪9項⽬≫
質の異なる項⽬、R5で整理・統合した項⽬

整理
２．分析対象

≪51項⽬≫ 因⼦分析
３．分析結果
≪５因⼦27項⽬≫

 Ⅱ(1)３つ
 Ⅱ(2)６つ
 Ⅱ(5)５つ
 Ⅱ(6)５つ
 Ⅲ(1)４つ
 Ⅲ(2)１つ

5因⼦と
相関の低い

24項⽬

• 全指標が横並び
• 推進・⽀援の機能分担がされていない
• 類似項⽬が多く、負担感が⼤きい
• ⾼得点であることが何を意味するのか

整理しづらい（他⽅で、所謂、先進市
町村と呼ばれるところは⾼順位クラス
に位置する）

• 評価指標の重複感を解消す
るための基礎資料とする

• ５因⼦を基に、推進と⽀援
の機能（役割）を整理する
ための基礎資料とする

参考
R6
評価指標

○ 次に、51項目の評価指標を27項目に縮約した場合、市町村の評価順位に大きな変化が生じる

かを確認するため、それぞれの合計得点で並べた市町村の順位の変動を検証した。

○ 51項目と27項目の関連性の比較を合計点と得点率それぞれで確認したところ、合計点、得点

率ともに非常に相関が高く(相関係数0.95以上)、また、順位の変動をみても、およそ±50位

程度の変動幅に収まる市町村が多かった。
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■評価指標 51 項目と因子分析にて縮約された 27 項目合計点の順位の関連性

y = 0.9773x + 13.705
R² = 0.9548

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

0 500 1000 1500 2000

27
項

⽬
合

計
点

の
順

位

51項⽬合計点の順位

51項⽬合計点の順位 × 27項⽬合計点の順位

-400-375-350-325-300-275-250-225-200-175-150-125-100 -75 -50 -25 0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425

0

50

100

150

200

250

順位差の分布(得点)

■評価指標 51 項目と因子分析にて縮約された 27 項目得点率の順位の関連性

y = 0.9774x + 14.164
R² = 0.9548
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○ これらの結果から、51項目の評価項目は27項目で代替できると言える。

○ なお、５因子と27項目合計得点との関連性を一つの構造モデルで表すと、「在宅医療・介護

連携の推進、重度化防止」（因子④）と「介護人材、多様な人材の活躍」（因子⑤）の影響

が弱まることから、因子①～③と因子④～⑤を分割した構造モデルで検証を重ねた。

○ また、「自立支援、地域づくりの推進」（因子②）と「認知症施策の推進」（因子③）は事

業実施に関わる評価指標の因子であり、かつ因子間の相関が高いことから因子を統合する形

とした。

○ まず、「保険者としての分析・方針の決定、持続可能な運営」（因子①）と「予防／自立支

援／地域づくり認知症施策／重度化防止」（因子②＋因子③）では、予防や認知症に関する

事業を推進していることが合計得点の高低に影響することが分かった。また、「保険者とし

ての分析・方針の決定、持続可能な運営」（因子①）は、「因子②＋因子③」との関連が強

いことから、予防や認知症に関する事業を推進するための準備、下支えの位置づけであると

考えられる。

○ 「在宅医療・介護連携の推進、重度化防止」（因子④）と「介護人材、多様な人材の活躍」

（因子⑤）では、因子④の方が合計得点への影響が強く、医療・介護関係者との連携ができ

ているか否かも合計点の高低に影響することが分かった。
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■因子と合計得点との関係構造
当該地域の介護保険事業の特徴を他の地域と⽐較して分析の
上、介護給付の適正化の⽅策を策定し、実施している

保険者としての分析・
⽅針の決定、

持続可能な運営

給付実績の計画値と実績値との乖離状況とその要因を考察して
いる

当該地域の介護保険事業の特徴を把握している
⾃⽴⽀援、重度化防⽌等に資する施策について、⽬標が未達
成であった場合に具体的な改善策や⽬標の⾒直し等の取組を
実施している
管内の住宅型有⽼ホーム、サ⾼住宅等の情報を市町村介護保
険事業計画の策定等に活⽤している
保険者の⽅針に沿った地域密着型サービスの整備を図るため、
必要性や取組内容について計画・実⾏・改善のプロセスを実⾏し
ている
保険者として、ケアマネジメントに関する保険者の基本⽅針を、介
護⽀援専⾨員に対して伝えている

要介護者等に対するリハビリテーション提供体制に関して分析を
踏まえ施策の改善策や⽬標の⾒直し等の取組を実施している

.69

.63

.53

.64

.61

.67

.61

.55

.43

27項⽬合計点

Ⅰ④

Ⅰ②

Ⅰ①

Ⅰ③

Ⅰ⑤

Ⅱ1①

Ⅱ1②

Ⅰ⑥

.70
予防／⾃⽴⽀援／

地域づくり
認知症施策／重度

化防⽌

介護予防におけるデータ活⽤により、介護予防の取組に係る課
題の把握を⾏っている

通いの場への参加促進のためのアウトリーチを実施している

介護予防と保健事業を⼀体的に実施している

通いの場の参加者の健康状態等の把握・分析により、通いの場
の施策検討を⾏っている

⾏政内の他部⾨や地域の多様な主体と連携し、介護予防の推
進を図っている

関係団体との連携による専⾨職の関与の仕組みが構築されてい
る

地域における認知症⾼齢者⽀援の取組や認知症の理解促進に
向けた普及啓発活動を⾏っている

認知症初期集中⽀援チームは、定期的に情報連携する体制を
構築し、⽀援を必要とする者への対応を⾏えている
郡市区等医師会等の医療関係団体と調整し、認知症状のある
⼈に対して、専⾨医療機関との連携により、早期診断・早期対
応に繋げるための体制を構築している
認知症サポーターを活⽤した地域⽀援体制の構築及び社会参
加⽀援が⾏えている
市町村介護保険事業計画⼜は市町村が定めるその他の計画
等において、認知症施策の取組を定め、毎年度その進捗状況に
ついて評価している

.61

.61

.54

.60

.63

.67

.59

.59

.65

.49

.66

Ⅱ5⑨

Ⅱ5④

Ⅱ5⑥

Ⅱ5⑩

Ⅱ5⑤

Ⅱ5⑦

Ⅱ4④

Ⅱ4②

Ⅱ4③

Ⅱ4⑤

Ⅱ4①

因⼦1

因⼦2+3

.58

介護⼈材、多様な
⼈材の活躍

在宅医療・介護連携
の推進、重度化防⽌

在宅医療と介護の連携について、医療・介護関係者への相談⽀
援を⾏っている

患者・利⽤者の状態の変化等に応じて、医療・介護関係者間で
速やかな情報共有が実施できるよう、具体的な取組を⾏っている
切れ⽬のない在宅医療と在宅介護の提供体制の構築を推進す
るため、庁内や郡市区等医師会等関係団体、都道府県等と連
携を図っている
在宅医療・介護連携を推進するため、多職種を対象とした研修
会を開催している
地域の医療・介護関係者等が参画する会議において、市町村が
所持するデータ等に基づき在宅医療・介護連携に関する課題を
検討し、対応策が具体化されている

介護⼈材の定着に向けた取組の実施

介護⼈材の確保に向け、介護サービス事業者・教育関係者等と
連携して⾏う取組等の実施

多様な⼈材・介護助⼿等の元気⾼齢者の活躍に向けた取組を
実施している
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○ 実際の市町村における取組等との関係については、検証委員会の場で検討し、次のような意

見を得られた。

【検証委員会における主なご意見】 

≪分析結果に対して≫ 

 地域包括支援センター指標との重複指標は分けても良いのではないか。また、地域

包括支援センター指標の平均得点をアウトカム候補と考えても良いのではないか

 評価指標の見直しを図ってきたことで、因子分析の結果はきれいに出ている

 27 項目に生活支援体制整備事業が入っていないが、恐らく市町村格差が激しい、あ

るいは体制がないために外れてしまったと考えられる。本交付金が創設された理念

因子（因子①～③）と

合計得点との関係構造 

適合度指標 

RMSEA=.056 

CFI=.939 

２因子（因子④、⑤）と

合計得点との関係構造 

適合度指標 

RMSEA=.063 

CFI=.974 
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を踏まえると、復活させた方が良いのではないか 

 27 項目だけを取り組めば良いという受け止め方をされないような工夫が必要であ

る。生活支援コーディネーターと特出しなければ生活支援がないと思われることは

良くないため、オプション項目として残すことは案として考えられる

 市町村は、地域支援事業系、計画系、給付適正化系などで担当が分かれるため、納

得感は得やすいのではないか。また、推進は基盤整備、支援はアウトカム評価のた

めに作られた性質を持っているため、そのような意味合いからの整理も考えられる

 因子①と因子②＋③は相関があると感じる。因子②＋③を一生懸命に取り組もうと

すると保険者として因子①も頑張らないといけないということは納得感がある

≪両交付金の役割分担、アウトカムについて≫ 

 推進交付金、支援交付金で重複評価している点は整理した方が簡素化にもつながる

ため賛成

 介護保険制度でできる範囲は限られる。地域で暮らし続けるには、在宅施策を充実

させる必要があるが、介護保険制度だけでは限定的になる。本来的にはまち全体と

して地域包括ケアシステムを作っていくというイメージを持つことも重要な１つ

の要素と言える

 保険者機能を発揮すると恐らく、地域包括ケアシステムだけはなく、周辺への波及

効果もあると考える。障害、共生社会など周辺に与えるインパクトも大きいはずで

ある。推進交付金は、地域包括ケアシステムのベースになる部分に加え、他施策と

も連携するような公共部門が抱える様々な問題を解決するためのベースになるも

のと考えられる。努力支援交付金は、そのような方針のもとに事業を実施するイメ

ージと捉えられるのではないか

 市町村としては、認定率の改善、介護費用の抑制という表現は受け入れがたい。適

切なサービスを使うという面では給付費はかかる。抑制すれば良いという考え方自

体が良くない。また、認定率は一度改善したとしても、さらなる改善は難しく、維

持が限界になる。高齢化が進展すれば維持も難しくなる。そのようなときにこの指

標が合わなくなるのではないか。認定をとらせないような方向になるのではないか

との懸念も出される恐れがある

○ こうした検証・検討結果を踏まえ、令和６年度評価指標については、この５因子27項目や検

証委員会における議論を基礎に、政策的要素も加味しつつ、厚生労働省において見直し案を

作成することとされた。

３）継続的な検討課題

○ 令和４年度事業における分析では、令和４年度評価指標のうちアウトカム・アウトプット等

を除いた51項目を因子分析によって27項目に縮約でき、項目を減らしても、市町村の得点順

位は大きな変動がないことが確認された。

○ また、27項目は５つの因子で表すことができ、予防や認知症に関する事業の推進、医療・介

護関係者との連携ができているか否かといったことが合計得点の高低に影響することが分

かった。

○ 中間アウトカム、最終アウトカムは試行的に検証したが、特に現行のアウトカム指標である

平均要介護度や認定率は様々な要因で構成されるとともに、個々の取組によるアウトプット

がアウトカムに作用するまでには一定のタイムラグがあるなど、個々の取組との時間軸も異

なるものであることから、現状の評価指標の構造のままでは直接的な関係性がみられない。 

○ また、市町村（保険者）は、地域の基盤や住民特性、これまでの予防関連施策の蓄積の違い

等から、施策効果を一様・一律に評価することは難しい面がある。

○ 今後のデータ環境の充実やデータの蓄積を踏まえ、継続的な検証が必要である。
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【参考：アウトカム指標を含めた構造化に向けた試行的・探索的な検討】 

 合計得点を上げることでアウトカム指標が改善される構造を作るため、試行的・探索的な検討を

重ねた。

 なお、合計得点を上げることの効果として、「総給付費の伸び」との関連性の分析を試みたが、関

連性が低い結果となった。そこで、「後期高齢者・給付費指数(※1) (2017年→2020年)」の変化と

の関連性をみたところ、27項目合計得点と弱い相関（相関係数0.18）がみられた。

 「後期高齢者・給付費指数」と、現行のアウトカム指標である認定率増加率（変化をみる区間は

2017年→2020年に合わせた）との関連をみたが、相関が低かった。

 そこで、総給付費が大幅に伸びていないということは、要介護認定者数の伸びが緩やかという関

係があると仮定し、「健康寿命（要介護２以上の割合の伸び率）（2017年→2020年）」を用いて分析

したところ、弱い相関がみられた（相関係数-0.36）。

 次に、最終アウトカムに認定率増加率（2017年→2020年）をおいて、分析したところ、「健康寿命

（要介護２以上の割合の伸び率）（2017年→2020年）」との相関がみられた（相関係数0.61）。

 これらの結果から、評価指標27項目の合計得点が高いと、後期高齢者・給付費指数が改善され、

健康寿命の伸びにつながり、認定率の増加率も低くなるという関係構造のモデルとなった。

(※1) 「後期高齢者・給付費指数」は、オープンデータである「後期高齢者数」、「総給付費」ともに2017年

を基準として、2020年時点の伸びを指数化し(100を超えると増加、100を下回ると減少)、後期高齢者指数を

総給付費指数で除算して指数化したものである。変化がない場合100となり、100を超えると給付費が後期高

齢者の伸びよりも低く抑えられていることとなる。

当該地域の介護保険事業の特徴を他の地域と⽐較して分析の
上、介護給付の適正化の⽅策を策定し、実施している

保険者としての分析・
⽅針の決定、

持続可能な運営

給付実績の計画値と実績値との乖離状況とその要因を考察して
いる

当該地域の介護保険事業の特徴を把握している
⾃⽴⽀援、重度化防⽌等に資する施策について、⽬標が未達
成であった場合に具体的な改善策や⽬標の⾒直し等の取組を
実施している
管内の住宅型有⽼ホーム、サ⾼住宅等の情報を市町村介護保
険事業計画の策定等に活⽤している
保険者の⽅針に沿った地域密着型サービスの整備を図るため、
必要性や取組内容について計画・実⾏・改善のプロセスを実⾏し
ている
保険者として、ケアマネジメントに関する保険者の基本⽅針を、介
護⽀援専⾨員に対して伝えている

要介護者等に対するリハビリテーション提供体制に関して分析を
踏まえ施策の改善策や⽬標の⾒直し等の取組を実施している

.67

.60

.52

.63

.58

.67

.62

.55 .43

27項⽬合計点

Ⅰ④

Ⅰ②

Ⅰ①

Ⅰ③

Ⅰ⑤

Ⅱ1①

Ⅱ1②

Ⅰ⑥

.67

予防／⾃⽴⽀援／
地域づくり

認知症施策／重度
化防⽌

介護予防におけるデータ活⽤により、介護予防の取組に係る課
題の把握を⾏っている

通いの場への参加促進のためのアウトリーチを実施している

介護予防と保健事業を⼀体的に実施している

通いの場の参加者の健康状態等の把握・分析により、通いの場
の施策検討を⾏っている

⾏政内の他部⾨や地域の多様な主体と連携し、介護予防の推
進を図っている

関係団体との連携による専⾨職の関与の仕組みが構築されてい
る

地域における認知症⾼齢者⽀援の取組や認知症の理解促進に
向けた普及啓発活動を⾏っている

認知症初期集中⽀援チームは、定期的に情報連携する体制を
構築し、⽀援を必要とする者への対応を⾏えている
郡市区等医師会等の医療関係団体と調整し、認知症状のある
⼈に対して、専⾨医療機関との連携により、早期診断・早期対
応に繋げるための体制を構築している
認知症サポーターを活⽤した地域⽀援体制の構築及び社会参
加⽀援が⾏えている
市町村介護保険事業計画⼜は市町村が定めるその他の計画
等において、認知症施策の取組を定め、毎年度その進捗状況に
ついて評価している

.60

.60

.53

.58

.61

.67

.58

.58

.63

.49

.65

Ⅱ5⑨

Ⅱ5④

Ⅱ5⑥

Ⅱ5⑩

Ⅱ5⑤

Ⅱ5⑦

Ⅱ4④

Ⅱ4②

Ⅱ4③

Ⅱ4⑤

Ⅱ4①

因⼦1

因⼦2+3

.69

後期⾼齢者・
給付費指数

(2017→2020)

健康寿命
(要介護2以上の
割合の伸び率)

(2017→2020).18 -.36

アウトカム指標

評価指標得点とアウトカム指標の関連性

認定率増加率
(2017→2020)

.61

27項⽬合計点
後期⾼齢者・
給付費指数

(2017→2020)

健康寿命
(要介護2以上の
割合の伸び率)

(2017→2020).18 -.36

アウトカム指標

評価指標得点とアウトカム指標の関連性

認定率増加率
(2017→2020)

.61
介護⼈材、多様な⼈

材の活躍

在宅利⽤・介護連携
の推進、重度化防⽌

在宅医療と介護の連携について、医療・介護関係者への相談⽀
援を⾏っている

患者・利⽤者の状態の変化等に応じて、医療・介護関係者間で
速やかな情報共有が実施できるよう、具体的な取組を⾏っている
切れ⽬のない在宅医療と在宅介護の提供体制の構築を推進す
るため、庁内や郡市区等医師会等関係団体、都道府県等と連
携を図っている
在宅医療・介護連携を推進するため、多職種を対象とした研修
会を開催している
地域の医療・介護関係者等が参画する会議において、市町村が
所持するデータ等に基づき在宅医療・介護連携に関する課題を
検討し、対応策が具体化されている

介護⼈材の定着に向けた取組の実施

介護⼈材の確保に向け、介護サービス事業者・教育関係者等と
連携して⾏う取組等の実施

多様な⼈材・介護助⼿等の元気⾼齢者の活躍に向けた取組を
実施している

.71

.58

.67

.67

.70

.43
.78

.77

.66

Ⅱ3②

Ⅱ3③

Ⅱ3⑤

Ⅱ3④

Ⅱ3①

Ⅲ2②

Ⅲ2①

Ⅲ2③

.66

因⼦4

因⼦5

適合度指標 

RMSEA=.051 

CFI=.934 

適合度指標 

RMSEA=.053 

CFI=.965 
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（２）PDCA サイクルの推進

１）PDCA サイクルの推進に向けた検討内容

○ 次の視点で検討を行った。主にアンケート調査で市町村等の取組状況や課題を把握し、検証

委員会等で今後の対応方針等を検討した。

【検討内容】 

1. 評価結果の活用の推進と、そのために自己評価の平準化を進めるにはどのような取組

が必要か

2. 交付金の更なる活用に向けて、どのような取組が必要か

２）自己評価結果の活用と評価方法の平準化

○ 該当状況調査結果の得点クラス別に自己評価が難しい場合の対応をみると、いずれの評価結

果クラス別でも「自治体内で解釈して判断した」が最も高く、クラス間の差はみられない。 

○ クラス“下位層”では「非該当にした」が他のクラスと比較して高く、“上位層”、“中位

層：上”では 「都道府県に疑義照会を行った」が高い。

○ “下位層”の市町村では、一次評価内容の変更は３割程度で他のクラスと比較して低く、変

更の経緯・理由として「都道府県からの助言・指摘で、見直した」が８割超と高い。また、

“上位層”では、変更の経緯・理由は「打合せや会議等で、協議した」が３割近くで、“下

位層”と比べて高い。

○ “上位層”では、疑義照会の実施や市町村内の協議の場の設置など、評価の質を高めること

への積極性や質を高めるプロセスを有していることが伺える。

■自己評価が難しい場合の対応（複数回答）

⾃治体内で解釈して判断した

他の市町村等に相談した

都道府県に疑義照会を⾏った

国・地⽅厚⽣局に疑義照会を⾏った

その他

⾮該当にした

曖昧な定義など、⾃⼰評価しづらい評価項⽬は
なかった

80.6

12.5

26.6

0.4

3.0

20.5

3.8

83.7

16.3

32.9

0.3

6.2

13.8

3.1

80.1

21.2

37.3

0.6

5.4

13.3

2.5

83.3

17

40.5

1.6

11.6

4.5

2.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

下位層(n=263)
中位層︓下(n=289)
中位層︓上(n=316)
上位層(n=311)

■評価結果クラスの考え方

【評価結果クラス】
全市町村の総得点率（推進＋⽀援）を
４カテゴリーに分類したもの

・下位層（44.2％未満）
・中位層︓下（53.6％未満）
・中位層︓上（61.9％未満）
・上位層（61.9％以上）
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■一次評価からの変更状況

前年度の評価結果と⽐較した

決裁の過程で、⾒直しがあった

打合せや会議等で、協議した

他の市町村の評価結果と⽐較した

都道府県からの助⾔・指摘で、⾒直した

その他

20.8

22.2

13.9

8.3

81.9

1.4

20.4

19.4

20.4

9.7

76.7

1

24.4

24.4

17.8

10.4

77.8

3

26.5

28.6

27.2

15.6

66.7

4.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

下位層(n=72)
中位層︓下(n=103)
中位層︓上(n=135)
上位層(n=147)

27.4

35.6

42.7

47.3

62.0

58.1

51.3

49.8

10.6

5.9

6.0

2.9

-

0.3

-

-

0% 20% 40% 60% 80% 100%

下位層(n=263)

中位層︓下(n=289)

中位層︓上(n=316)

上位層(n=311)

変更があった 変更はなかった 分からない 無回答

変更の経緯・理由
（複数回答）

○ 令和４年度結果よりも令和５年度結果の得点率が上昇した最大の理由として、４割超が取組

の推進（「既存事業の見直し」及び「新規事業の開始」）を挙げた。

○ また、評価結果の上位群（上位層・中位層）は下位層と比べて、「指標の解釈を改めた」が

低く、「既存事業の見直し」が高い。

○ ２割超は指標の解釈を改めたことによって得点率が上昇していることから、指標の明確化と

合わせ、解釈を補助する情報提供が求められる。

■得点率が上昇した理由 ※無回答を除いて集計

10.5

22.6

14.0

6.7

8.5

33.3

6.5

30.0

43.8

34.0

10.5

3.2

16.0

7.9

12.3

23.2

45.2

22.0

21.3

18.9

17.0

22.6

14.0

13.5

19.8

5.4

-

4.0

6.7

6.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=276)

下位層(n=31)

中位層︓下(n=50)

中位層︓上(n=89)

上位層(n=106)

新規事業の開始（予定含む）
既存事業の⾒直し（予定含む）
⾃⼰評価の体制や⽅法の変更
指標の解釈を改めた
国が⽰す評価指標や配点の変更
その他

○ 評価制度に係る各事項について、“役立っている”と捉えている市町村、“役立っていない”

と捉えている市町村のそれぞれの評価結果（平均得点）を比較した。

○ 全ての項目について、役立っていると捉えている市町村の方が平均得点が高かった。

○ 評価得点が高い市町村では、評価制度を活用し、取組状況の見える化やPDCAサイクルの推進

に役立てられていることが伺える。
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■制度が役立っていること（複数回答）の回答別の該当状況調査平均点

【自己評価結果の活用、自己評価の平準化に係る検証委員会における主なご意見】 

 保険者機能強化の意義や評価結果の活用等を含め、評価指標が市町村等の取組を推進

する役割を担えるよう、検討が必要ではないか

 自己評価結果が、事業の検討や計画の策定・進捗管理に活用される工夫が必要

 令和４年度から第９期介護保険事業（支援）計画の策定準備に入ることを踏まえ、

事業検討や計画策定等に活用できるように工夫することが必要

 経年的な達成状況の把握や活用方法の工夫が必要

 評価結果の活用を進めるためには、自己評価の平準化もあわせて進めていくべきでは

ないか

 都道府県は、市町村の得点が好転するような技術的助言はできたとしても、明ら

かな場合を除き、市町村が○と自己評価した内容を×と言うことは難しいだろ

う。地方厚生局の役割を検討してはどうか

 正しい評価を行う仕組み（組織体制）や、自己評価結果を次の取組につなげる仕

組み（組織体制）が重要

３）交付金の活用、配分方法について

○ 交付金の新規事業や既存事業の拡充への活用は４割程度（前年度と比べて微増）で、活用し

ていない理由は、“具体的な取組アイデアを見出せない”が多く、好事例の展開が引き続き

求められていた。

○ そのため、検証委員会ではアンケート調査でどのように交付金の活用事例を把握するかを中

心に検討を行った。

○ また、どのような交付金の配分方法が考えられるか、検討を行った。
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■保険者機能強化推進交付金等の活用（予定）状況（複数回答）

「新規事業」もしくは「既存事業の拡充」に、
活⽤した（活⽤する予定がある）

「新規事業」もしくは「既存事業の拡充」に、
活⽤していない（活⽤する予定はない）

「新規事業」もしくは「既存事業の拡充」に、
活⽤できなかったが活⽤したい事業があった

無回答

38.3

55.9

5.3

1.0

0% 20% 40% 60%

(n=1,695)

n

「新規事業」
もしくは「既
存事業の拡
充」に、活用
した（活用す
る予定があ
る）

「新規事業」
もしくは「既
存事業の拡
充」に、活用
していない
（活用する予
定はない）

「新規事業」
もしくは「既
存事業の拡
充」に、活用
できなかっ
たが活用し
たい事業が
あった

無回答

全体 1,695 38.3 55.9 5.3 1.0
3 千人未満 425 33.2 59.1 6.1 2.1
1万人未満 526 38.4 55.5 5.5 1.0
5万人未満 600 41.5 53.7 5.2 0.3
10万人未満 82 40.2 57.3 2.4 1.2
10万人以上 62 38.7 58.1 3.2 -

第１号
被保険
者数

【交付金に係る検証委員会における主なご意見】 

≪交付金の活用事例≫ 

 好循環の取組は、自治体に元々のポテンシャルがあることが大きいと感じる。取組の

特徴を示すだけでなく、どのような要素があって取り組めているのかが分かると良

い。また、交付金のなかで得点率が低い項目に焦点を当てて示す方が、新しい施策を

一度に載せるより良いのではないか

 把握すべきはニーズ。しっかりと捉えたニーズの解決策（障壁をクリアする）になる

ような好事例を抽出する必要がある。ニーズへの解決策にしっかりと取り組んだこと

が評価されるような指標にすべき

 保険者機能強化推進交付金は１号保険料に補填する市町村が多い。保健福祉事業に活

用している点を条件に設定するなど、交付金の使途を踏まえる視点もある

 交付金の活用状況をみると新規事業や事業拡充が低く、既に会計検査院から指摘を受

けた市町村もあると聞く。交付金の活用について検討を深めるべきであり、都道府県

の役割が非常に重要である。実態として都道府県の関わり度合いにはばらつきがある

ため、アプローチの仕方が重要である

≪交付金の配分≫ 

 人口規模の大きい自治体の配分が多いため、手法の見直しは必要。ただし、既に配分

を見込んで事業展開している自治体もあるため、配慮が必要である。また、小規模自

治体では担当１人で事業展開することもあるため、都道府県が一緒に取り組むなど、

地域づくりが本当に必要な地域が意欲的に取り組めるような工夫が必要

 アウトカムにだけ着目すると、既に成果が出ているような自治体だけが評価され、地

理的な要因等で成果が伴わない自治体の意欲を低下させてしまう可能性もある。アウ

トカムが出るまでは一定条件を満たせば達成できるような設計上の工夫も考えられ

る

 もしチャレンジ枠を設定するのであれば、①自治体単独、②都道府県とペア、③都道

府県指定枠など、チャレンジ度合いを引き上げるような設定も考えられる

４）継続的な検討課題

○ 評価結果は、県内の位置づけの確認や自市町村の特徴の把握などに活用されているが、特に

該当状況調査結果が上位層である方が、結果の活用が進んでいることが分かった。

○ 令和５年度は、第９期介護保険事業計画の策定年度にあたるため、市町村全体としては活用

が低調な事業検討や計画策定などでどのような活用がなされているか確認し、更なる展開が

求められる。

○ 交付金の活用については、引き続き活用事例の収集、蓄積を図る必要がある。
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（３）市町村規模等による差の検証

１）自治体属性による評価指標得点差

○ 過年度の本事業では、第１号被保険者数規模で得点差のみられた項目が多かった。

○ 令和４年度事業では、第１号被保険者数規模以外の属性で得点差がみられるかを調べるため、

以下の様々な自治体情報（オープンデータ）を用いて、属性による評価指標の得点差（令和

４年度評価指標である60項目）を確認した。

■属性情報として利用した自治体情報

※類似団体区分は、市町村の態様を決定する要素のうちで最もその度合いが強く、しかも容易、かつ客観的に

把握できる「人口」と「産業構造」により設定された類型により、大都市、特別区、中核市、特例市、都市、

町村ごとに団体を分別したもの。

○ 第１号被保険者数に加えて、過疎区分（過疎／非過疎／政令指定都市）や、類似団体区分で

も得点差がみられるが、単独の項目だけでは傾向を捉えるには至らなかった。

○ そこで、過疎区分と類似団体区分を組み合わせた区分で得点差がみられる分類を作ったとこ

ろ、「過疎(第１号被保険者数１万人未満)」、「町村Ⅰ～Ⅳ(類似団体区分)」、「都市Ⅰ～

Ⅳ(類似団体区分)」、「政令指定都市・特別区・中核市」の４区分でみると、得点差がみら

れた。

■過疎地域・類似団体区分の組み合わせ区分
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過疎(1万⼈未満) 町村Ⅰ〜Ⅳ
(類似団体区分)

都市Ⅰ〜Ⅳ
(類似団体区分)

政令指定都市・
特別区・中核市

評価点合計(評価指標60項⽬)の⽐較(過疎・類似団体区分別)

合計点 得点率

(％)(点)

・第１号被保険者数 ・介護給付費の伸び（予防除く）
・過疎区分(過疎／⾮過疎／政令指定都市) ・予防給付費等の伸び
・類似団体区分(※) ・通いの場の箇所数（⾼齢者 1000 ⼈あたり）
・⼀⼈当たり介護給付費 ・⼈⼝ 10 万対病床数(2015)
・施設給付費割合 ・⼈⼝ 10 万対医師数(2020)
・⾼齢化率 ・健康診査受診率(2019)
・後期⾼齢化率 ・⼀⼈当たり医療費（3 か年平均）(2019)
・産業構造 ・平成 22 年と令和２年の総⼈⼝増減率
・3 次産業に占める医療、福祉の割合 ・財政⼒指数
・医療費地域差指数 ・ラスパイレス指数
・総給付費等の伸び ・介護給付費準備基⾦
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○ 評価指標の10領域ごとの得点差、得点率をみると、多くの領域で差がみられた。

■過疎地域・類似団体区分の組み合わせ区分による比較
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Ⅰ計 Ⅱ(1)計 Ⅱ(2)計 Ⅱ(3)計 Ⅱ(4)計 Ⅱ(5)計 Ⅱ(6)計 Ⅱ(7)計 Ⅲ(1)計 Ⅲ(2)計

領域別評価点合計の⽐較(過疎・類似団体区分別)

過疎(1万⼈未満) 町村Ⅰ〜Ⅳ(類似団体区分) 都市Ⅰ〜Ⅳ(類似団体区分) 政令指定都市・特別区・中核市

(点)

○ ４区分の市町村の自治体情報の違いをみると、以下の表のとおり、「過疎(１万人未満)」か

ら「政令指定都市・特別区・中核市」にかけて高くなる／低くなる傾向がみられた。

○ 「過疎(１万人未満)」は、第１号被保険者数が少なく、人口の減少率が高い市町村で、新規

認定者のうち後期高齢者が占める割合が高い。また、財政力指数が低く、総給付費の伸びも

比較的低い。

■過疎・類似団体区分でみた自治体情報の特徴

過疎
(1万⼈未満)

町村Ⅰ〜Ⅳ
(類似団体区分)

都市Ⅰ〜Ⅳ
(類似団体区分)

政令指定都市・
特別区・中核市

(n=633) (n=352) (n=655) (n=101)
36.4% 20.2% 37.6% 5.8%

第１号被保険者数 3407.77 5360.98 25248.28 150571.32

平成22年と令和２年の総⼈⼝増減率 -17.37 -4.68 -5.26 2.21

調整済み認定率(2016年) 15.80 15.95 16.84 19.01

調整済み認定率増減率(2012→2016) -4.05 -0.55 0.77 3.54

新規前期(2018) 13.92 17.84 18.11 20.70

新規後期(2018) 86.08 82.16 81.89 79.30

施設給付費割合(H30) 45.29 38.78 36.02 29.02

総給付費等の伸び(H26→R1) 7.31 14.22 14.46 17.21

介護給付費の伸び（予防除く）(H26→R1) 7.77 14.56 14.84 17.75

財政⼒指数 0.26 0.65 0.65 0.76

課税対象所得（納税義務者1⼈当たり）【千円】 2650.84 2932.67 3011.20 3799.72
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領域別評価点の得点率⽐較(過疎・類似団体区分別)

過疎(1万⼈未満) 町村Ⅰ〜Ⅳ(類似団体区分) 都市Ⅰ〜Ⅳ(類似団体区分) 政令指定都市・特別区・中核市

(％)
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２）評価指標得点による自治体区分

○ 評価指標27項目の各得点を用いてクラスター分析を行い、得点により自治体を区分すると、

４つの区分に分けられた。

○ 合計点、得点率で差がみられ、また27項目すべての得点においてもクラスター間で差がみら

れた。

■得点比較：得点クラスター別
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■領域得点比較：得点クラスター別
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(点)

○ 得点クラスター区分で自治体情報の違いをみると、以下の表のとおり、「クラスター１(低

得点群)」から「クラスター４（高得点群）」にかけて高くなる／低くなる傾向がみられた。

○ 「クラスター１(低得点群)」は、27項目合計点が最も低い。第１号被保険者規模が小さく、

総人口増減率が最も高い。また、認定率(2019)、認定率増減(2012→2016)、後期高齢者の認

定割合が高く、一人当たり介護給付費も高い自治体であった。

○ 「クラスター４(高得点群)」は、27項目合計点が最も高い。第１号被保険者規模が大きく、

総人口増減率が最も低い。また、認定率増減、一人当たり介護給付費は比較的低いが、介護

給付費の伸びは最も高い自治体であった。
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■評価指標 27 項目の得点クラスター区分でみた自治体情報の特徴

クラスター1 クラスター2 クラスター3 クラスター4
(n=496) (n=557) (n=395) (n=293)
28.5% 32.0% 22.7% 16.8%

27項⽬合計点(平均) 192.3 350.6 496.8 659.9

第1号被保険者数(平均) 6,223 9,931 21,267 43,531

総⼈⼝増減率(H22→R2) -14.0 -10.7 -7.1 -6.3

⾼齢化率(前期⾼齢) 38.0 36.3 33.3 32.5
⾼齢化率(後期⾼齢) 20.4 19.3 17.5 17.1
認定率(2019) 18.5 18.0 17.7 17.9

認定率増減(2012→2016) 4.64 3.41 2.76 2.51

新規認定(前期⾼齢) 15.5 15.9 17.3 17.7

新規認定(後期⾼齢) 84.5 84.1 82.7 82.3

⼀⼈当たり介護給付費(R1) 295.3 294.9 286.2 286.0

総給付費等の伸び(H26→R1) 10.6 11.3 12.6 12.9

介護給付費の伸び(予防除く)(H26→R1) 11.2 11.7 13.0 13.3

予防給付費等の伸び(H26→R1) 7.5 6.3 9.5 9.8

 包括機能評価(市町村票) 37.7 42.7 47.4 50.2

⼈⼝10万対病床数(2015) 819.1 1066.9 1149.2 1249.8

⼈⼝10万対医師数(2020) 142.8 153.3 197.8 221.1

【検証委員会における主なご意見】 

 小規模自治体からは、交付金によるインセンティブが弱いため、評価に対するモチベ

ーションが低い傾向がみられる

 人口規模をはじめ市町村は大きく異なるため、一律の評価基準で測ることは難しい。

某県では、一律の評価だけでなく、実際に市町村としてどこまでの工夫を行っている

のかを把握し、市町村間の「○」の質的な違いについても補足できるようにしている

 点数が低い場合でも、その市町村にとっては 100 点であることを都道府県が理解し、

支援できるかが重要になる

 小規模自治体からは、他の市町村と同じ指標で評価しても意味がないという意見はよ

く聞かれる。１つの基準で実情の異なる市町村を比較しないように配慮することは良

い

 交付金が配分されるから事業に取り組むという話ではなく、取り組んだ結果が評価さ

れる必要がある。他方で、人口規模の小さい自治体は都道府県からの支援がうけられ

るように、その財政的な担保ができると良いのではないか

３）継続的な検討課題

○ 令和６年度評価指標が大きく見直されることから、引き続き地域差を把握する。

○ また、地域差の是正に向けて、都道府県の役割をどのように考えるか検討を続ける必要があ

る。

－ 54 －



（４）市町村支援の質の向上を目指した都道府県評価指標の設定

１）都道府県評価指標の見直しに向けた検討内容

○ 第２章でとりまとめた令和５年度該当状況調査結果及び新しい評価指標案を基に、検証委員

会において検討を行った。

○ 令和６年度評価指標の見直しにあたっては、管内市町村の実情を踏まえた市町村支援を行う

プロセスを中心に議論を行い、都道府県の独自の取組（各市町村の課題に沿った支援）が評

価されるような指標となるように検討を行った。

【検証委員会における主なご意見】 

≪都道府県指標の体系化、評価区分の考え方≫ 

 市町村と同様に、推進と支援に分けて重複感のないように評価できると良い

 評価体系は、市町村指標と整合性を図る必要がある

 構成市町村数の違いは考慮されると良いが、広域化の推進という観点も考える必要が

ある

 市町村の区分のように、都道府県も規模や構成市町村数で重みがつけられると良い

≪都道府県で評価対象とすべき視点≫ 

 都道府県は施設整備やサービスの指定・指導などを所管するが、指標の関連業務とし

ては市町村支援が占める割合が高い。市町村の評価結果が現状よりも反映されると良

いのではないか

 市町村が都道府県を評価する項目はある程度主観が入る。配点を変えるよりも、支援

結果の配点割合を高くする方が良い

 割合や上位ということだけではなく、管内格差の是正を図るための計画的な支援を評

価する仕組みが考えられる

 都道府県が市町村を支援する場合、現場を見に来て、一緒に分析して検討するような

市町村が求める支援に即した内容である必要がある

 都道府県には支援内容を市町村と話し合って明文化することがまずは必要である。な

ぜ支援を行うのか道筋がみえるようにする必要がある

２）継続的な検討課題

○ 市町村の取組が好循環を生むように、市町村評価指標との連動を図った都道府県評価指標と

なるように検討を行う必要がある。

（５）令和６年度評価指標に対する意見

○ （１）～（４）のほかに、令和６年度評価指標の見直しに当たり、評価指標の設定趣旨や今

後の改善点に対するご意見として、次のような内容が挙げられた。

【検証委員会における主なご意見】 

≪全般≫ 

【自治体規模に対して考慮すべき事項】 

 専門職やサービスの有無に依存してしまうような指標は、別の評価軸を入れるなど工

夫が必要

 小規模保険者では評価できない内容については取扱いを整理することが必要
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【活動指標群について】 

 「今年度の評価得点」や、市町村の平均得点、著しく得点の低い市町村がないという

指標は、令和６年度以降に改善状況などの動きを付けた（変化を評価する）指標に置

き換わっていくと良い

 管内市町村の地域ケア会議における個別事例の検討割合は、開催回数分の事例数のカ

ウントになると、会議のレベル感（内容、開催頻度等）が市町村によって異なるため、

実態に即していない部分がある

 活動指標群の内容が適切かどうかも重要であり、今後の議論として重要な事項と考え

る。現在は、活動指標群の内容にばらつきがみられるが、事業ごとのアウトカムに近

いようなアウトプットを設定できるかどうかも重要。医介連携事業であれば、介護報

酬上の情報連携加算のほかにも、診療報酬・介護報酬上のデータの活用余地がある

≪市町村の評価指標≫ 

【介護給付費適正化事業の効果的な実施に関する指標】 

 適正な給付ができていれば指摘事項が上がることはない。「過誤が多いこと」＝「適

正化の効果的な実施」ではない。「前年度を上回る」という表現は、制度趣旨として

本末転倒である

 「効果的」な取組を評価するのであれば、何をもって効果的とするのか、評価者に「基

準」を示すことが必要

 単純に事業数を評価するという基準については、引き続き検討してほしい

【介護人材の確保・定着に関する指標】 

 市町村が介護人材確保に取り組んでも費用対効果が低い。介護人材の確保は都道府県

が取り組み、市町村は生活支援体制整備事業も含めて裾野を広げるところに注力すべ

きではないか

 市町村にとっては、有資格者に資格が必要な業務に就いてもらえるように、多様な人

材が参画できるようにする観点が重要ではないか

 確保よりも定着をメインに考える方が良い。また、近隣市町村が人材を奪い合うよう

なことになりかねないため、都道府県が広域的な調整の役割を担ってもらえると良い

 基金自体は県が管理しているため、市町村が医療介護総合確保基金を活用して何か事

業をすることは県内ではあまりない。「独自の取組」という言葉で逃げ道はあるが、

ハードルがやや高い

 離島や過疎地域では将来推計で需要が明らかになったとしても、都市部に人材が流れ

てしまい、維持できていない。将来需要を目標値としても達成は非常に厳しい。人材

が増えることだけをアウトカムにするのではなく、指標の段階の設定の仕方や表現に

配慮が必要

【庁内連携、庁外連携に関する指標】 

 予防等の各施策の基盤として評価するのであれば簡素な内容とし、連携のアウトカム

としてどのように取組が変わったかを聞くことで連動を図る方が良いのではないか

 連携の結果としてどうなったのかを評価することは難しい。庁内連携ができなければ

庁外との連携はできないため、その段階は明確。施策によって連携先のターゲットを

絞ることはあり得る

 重層的支援体制整備事業は、事業として実施されているかどうかだけではなく、小規

模市町村では事業化されていない場合も結果として機能しているところもある。再整

理する際、住民に重層的な支援をする庁内の連携体制を評価するという視点を意識す

ると良い

 庁外連携で考えると、市町村レベルでは地域ケア推進会議といった、介護予防や認知

症施策、在宅医療・介護連携など様々な各施策をつなげて市町村の課題を話し合い、

各施策に還元する役割を果たす位置づけの会議体が想定される。留意事項などで、こ
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ういった会議が想定されるといった例示を記載できると良い 

【多様なサービスの推進に関する指標】 

 「多様なサービスの実施状況を定量的に把握」は、具体例があると良い

 サービス要素の強い総合事業の中だけでは賄い切れないインフォーマルな部分など

を含めようと、総合事業から一般介護予防事業の中の住民主体の活動に落とし込んで

いる市町村が増えている。本人の自立度を高めることにつながっているかという本質

に立ち戻ると、サービス量や種類だけで判断しない工夫が必要。生活支援や地域の支

え合い、助け合いといった視点も入れる必要がある

 生活支援コーディネーターの活動が生活支援サービスに限定されるようなイメージ

がある。多様なサービスに限定した指標と、インフォーマルサービスや住民主体の内

容を生活支援体制で包含できるような指標とで、棲み分けできると良いのではないか

≪都道府県の評価指標≫ 

【伴走支援に関する指標】 

 伴走支援など特色ある取組や都道府県として力を入れていることが評価されるよう

に、全体に係る項目として指標が盛り込まれると良い

 県が捉える課題と、市町村が捉えている課題は必ずしも一致しない。「オーダーメイ

ド型」という市町村の要望のみを受けるような表現ではなく、県と市町村が相互に協

議するプロセスで気づきが生まれ、良い支援につながるような表現がなされると良い

【地域課題の解決や地域差の把握・分析に関する指標】 

 市町村間の 1 人当たりの介護給付費の適正な基準も分からないなか、ばらつきの改善

はできない。要介護認定率も、要介護認定の方法が全国一律という制度は評価すべき

ことだが、認定率のばらつきは何を目指すのかが分からない

 介護給付費にばらつきがあることが悪いとは思わない。都道府県がデータや数字だけ

で判断するのではなく、伴走型で現場に話を聞くなど、構成市町村の現状・特徴、課

題、改善方策の案（例えば他の都道府県で展開している事例など）をもって一緒に取

り組むような場合に評価されると良い

 人口構成も含めて地域特性がある。その点を把握して５年後に何を目指して取り組む

かは考えられるかもしれないが、その瞬間瞬間で判断することは難しい

【在宅医療・介護連携に関する指標】 

 活動指標群にある「管内の在宅死亡率」はアウトカムに近く、他の指標とのレベル感

が異なる。他の指標群と色合いが異なるため、今後整理が必要ではないか

（６）令和４年度事業における主なご意見まとめ

○ 令和４年度事業で出された主なご意見と対応内容は次頁以降のとおりであった。
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8

介
護

⼈
材

、多
様

な
⼈

材
の

活
躍

在
宅

医
療

・介
護

連
携

の
推

進
、重

度
化

防
⽌

在
宅

医
療

と介
護

の
連

携
に

つ
い

て
、医

療
・介

護
関

係
者

へ
の

相
談

⽀
援

を
⾏

って
い

る

患
者

・利
⽤

者
の

状
態

の
変

化
等

に
応

じて
、医

療
・介

護
関

係
者

間
で

速
や

か
な

情
報

共
有

が
実

施
で

き
るよ

う、
具

体
的

な
取

組
を⾏

って
い

る
切

れ
⽬

の
な

い
在

宅
医

療
と在

宅
介

護
の

提
供

体
制

の
構

築
を

推
進

す
る

た
め

、庁
内

や
郡

市
区

等
医

師
会

等
関

係
団

体
、都

道
府

県
等

と連
携

を
図

って
い

る
在

宅
医

療
・介

護
連

携
を

推
進

す
る

た
め

、多
職

種
を

対
象

とし
た

研
修

会
を

開
催

して
い

る
地

域
の

医
療

・介
護

関
係

者
等

が
参

画
す

る会
議

に
お

い
て

、市
町

村
が

所
持

す
るデ

ー
タ等

に
基

づ
き

在
宅

医
療

・介
護

連
携

に
関

す
る

課
題

を
検

討
し、

対
応

策
が

具
体

化
され

て
い

る

介
護

⼈
材

の
定

着
に

向
け

た
取

組
の

実
施

介
護

⼈
材

の
確

保
に

向
け

、介
護

サ
ー

ビス
事

業
者

・教
育

関
係

者
等

と
連

携
して

⾏
う取

組
等

の
実

施

多
様

な
⼈

材
・介

護
助

⼿
等

の
元

気
⾼

齢
者

の
活

躍
に

向
け

た
取

組
を

実
施

して
い

る
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令
和

４
年

度
事

業
に

お
け

る
主

な
ご

意
⾒


【中

⻑
期

の
検

討
事

項
】保

険
者

機
能

強
化

の
ア

ウ
トカ

ム
を

どの
よ

うに
考

え
る

か


保
険

者
や

都
道

府
県

が
、地

域
⽀

援
事

業
や

介
護

保
険

外
の

多
様

な
サ

ー
ビス

を
マネ

ジ
メン

トす
る

こと
で

、⼀
⼈

当
た

り介
護

給
付

費
な

どに
介

⼊
す

る余
地

が
あ

る
の

か
整

理
が

必
要


施

策
の

対
象

が
、加

齢
に

伴
って

状
態

が
徐

々
に

悪
化

す
る

⾼
齢

者
で

あ
り、

後
期

⾼
齢

者
の

場
合

は
改

善
が

難
しい

こと
をど

の
よ

うに
捉

え
る

か
。⼈

⼝
構

成
、都

市
・地

⽅
・⼭

間
部

な
ど地

域
特

性
に

よ
って

も異
な

る


今
後

も
介

護
給

付
費

の
増

加
が

想
定

され
る

な
か

、持
続

可
能

な
制

度
運

営
等

の
観

点
か

ら、
保

険
者

機
能

とし
て

何
を測

る
か

整
理

が
必

要


Q
O

Lの
視

点
も

考
え

られ
るの

で
は

な
い

か


現
⾏

の
事

業
体

系
で

の
評

価
か

ら離
れ

、保
険

者
の

“機
能

”を
測

る指
標

とし
て

の
整

理
を試

み
て

は
どう

か
。そ

の
際

、統
計

的
な

意
味

だ
け

で
な

く、
市

町
村

が
納

得
感

も
持

て
る

よ
うな

表
現

が
重

要


都
道

府
県

、市
町

村
の

独
⾃

戦
略

を評
価

す
る

指
標

を
⼀

部
盛

り込
む

べ
きで

は
な

い
か


⼩

規
模

保
険

者
も

含
め

、何
をも

って
イン

セ
ンテ

ィブ
とす

る
か

検
討

が
必

要
。現

状
、格

差
を

広
げ

る
⽅

向
とな

って
い

る
可

能
性

が
あ

る


保
険

者
が

取
り組

む
事

業
等

は
、ど

の
くら

い
の

期
間

で
成

果
が

得
られ

る
と想

定
で

き得
る

の
か

検
討

し、
中

間
ア

ウト
カム

の
設

定
も

視
野

に
⼊

れ
る

べ
き（

視
点

とし
て

、介
護

保
険

事
業

計
画

期
間

との
整

合
が

考
え

られ
る

）


⽇
常

⽣
活

圏
域

ご
との

サ
ー

ビス
基

盤
整

備
、地

域
包

括
⽀

援
セ

ンタ
ー

の
機

能
が

効
い

て
い

る
か

とい
った

視
点

で
の

検
討

も
必

要


地
域

包
括

⽀
援

セ
ンタ

ー
機

能
評

価
は

、別
枠

とす
る

な
ど重

複
感

を整
理

す
べ

き
で

は
な

い
か


推

進
交

付
⾦

は
、地

域
包

括
ケ

アの
ベ

ー
ス

だ
け

で
な

く、
共

⽣
社

会
等

の
公

共
部

⾨
が

抱
え

る
様

々
な

問
題

の
解

決
の

ベ
ー

ス
に

も
な

る


推

進
・⽀

援
の

両
交

付
⾦

は
分

け
て

整
理

す
べ

き
で

は
な

い
か


施

策
別

、基
盤

整
備

・ア
ウト

カム
、因

⼦
分

析
結

果
の

活
⽤

、加
点

⽅
式

な
ど、

整
理

⽅
法

は
幾

つ
か

考
え

られ
る


交

付
⾦

の
使

途
範

囲
も

留
意

しな
が

ら、
項

⽬
の

精
査

や
ア

ウト
カム

の
検

討
を

⾏
うこ

と
が

必
要

ー
今

後
、更

な
る

知
⾒

の
蓄

積
が

必
要

な
点


強

化
す

べ
き

ア
ウト

カム
の

考
え

⽅


令

和
６

年
度

評
価

指
標

よ
り、

推
進

、⽀
援

の
２

つ
の

機
能

に
分

化

※
⾚

⽂
字

は
、特

に
今

後
の

論
点

とし
て

重
要

な
事

項


ア

ウ
トカ

ム
強

化
に

向
け

て
、令

和
６

年
度

指
標

か
ら領

域
（

特
定

テ
ー

マ
）

指
標

を
設

け
て

は
どう

か


回
答

負
担

の
軽

減
、指

標
の

変
更

を極
⼒

減
らす

⽅
向

で
、オ

ー
プ

ンデ
ー

タに
よる

設
定

が
必

要
で

は
な

い
か


地

域
包

括
⽀

援
セ

ンタ
ー

機
能

評
価

との
連

動
も

必
要

で
は

な
い

か


新
規

認
定

者
の

年
齢

と、
その

後
の

状
態

の
変

化
をみ

られ
る

と良
い

の
で

は
な

い
か


住

⺠
満

⾜
度

や
介

護
給

付
費

と各
取

組
の

関
係

は
遠

い
。因

⼦
分

析
結

果
等

を
踏

まえ
、

よ
り近

い
中

間
指

標
の

検
討

も
必

要


何
を⽬

標
に

す
るの

か
地

域
関

係
者

で
規

範
的

統
合

を図
る

内
容

の
⽅

が
、現

段
階

で
は

PD
CA

サ
イク

ル
は

うま
くま

わ
る

可
能

性
が

あ
る


健

康
寿

命
、事

業
の

頑
張

り度
、事

業
費

の
少

な
さ、

⾼
齢

者
を

多
く抱

え
る保

険
者

な
ど、

アウ
トカ

ム
をど

こに
お

くか
で

指
標

は
変

わ
る


中

間
アウ

トカ
ム

候
補

を仮
置

きで
きる

の
で

あ
れ

ば
、相

関
の

み
られ

る
項

⽬
を考

え
て

い
く⽅

が
説

明
⼒

が
⾼

い


適
切

な
活

動
指

標
群

の
設

定
が

重
要


R6

指
標

よ
り、

「ア
ウト

カム
指

標
」「

活
動

指
標

群
」「

体
制

・取
組

指
標

群
」の

３
カテ

ゴ
リー

を設
け

、「
活

動
指

標
群

」と
して

新
た

に
オ

ー
プン

デ
ー

タに
よる

指
標

を
盛

り込
ん

だ


活
動

指
標

群
とし

て
、包

括
機

能
評

価
の

結
果

を
盛

り込
ん

だ
ー

今
後

、更
な

る
知

⾒
の

蓄
積

が
必

要
な

点


強
化

す
べ

き
ア

ウト
カム

の
考

え
⽅


適

切
な

活
動

指
標

群
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令
和

４
年

度
事

業
に

お
け

る
主

な
ご

意
⾒

②
PD

CA
サ

イク
ル

の
推

進
（

⾃
⼰

評
価

結
果

の
活

⽤
・交

付
⾦

の
活

⽤
に

よ
る

、“
取

組
の

好
循

環
”）

ー
⾃

⼰
評

価
結

果
の

活
⽤


保

険
者

機
能

強
化

の
意

義
や

評
価

結
果

の
活

⽤
等

を
含

め
、評

価
指

標
が

市
町

村
等

の
取

組
を

推
進

す
る

役
割

を
担

え
る

よ
う、

検
討

が
必

要
で

は
な

い
か


⾃

⼰
評

価
結

果
が

、事
業

の
検

討
や

計
画

の
策

定
・進

捗
管

理
に

活
⽤

され
る

⼯
夫

が
必

要


令
和

４
年

度
か

ら第
９

期
介

護
保

険
事

業
(⽀

援
)計

画
の

策
定

準
備

に
⼊

る
こと

を
踏

まえ
、事

業
検

討
や

計
画

策
定

等
に

活
⽤

で
きる

よう
に

⼯
夫

す
る

こと
が

必
要


経

年
的

な
達

成
状

況
の

把
握

や
活

⽤
⽅

法
の

⼯
夫

が
必

要

ー
交

付
⾦

の
活

⽤


交
付

⾦
の

更
な

る
活

⽤
に

向
け

て
、好

事
例

の
提

供
が

必
要

で
は

な
い

か


交
付

⾦
に

よ
る

継
続

的
・安

定
的

な
事

業
運

営
が

難
しい

との
意

⾒
が

あ
る

。活
⽤

の
しづ

らさ
に

係
る

問
題

整
理

と好
事

例
の

周
知

を
図

る
べ

き


保
険

者
機

能
の

強
化

に
よ

って
交

付
⾦

を
得

て
、さ

らに
保

険
者

機
能

を強
化

す
る

取
組

を
推

進
す

る
とい

う好
循

環
を

⽣
み

出
す

た
め

の
モ

デ
ル

ケ
ー

ス
が

必
要

。得
点

率
の

低
い

項
⽬

に
関

す
る

取
組

が
良

い
の

で
は

な
い

か


使
途

制
限

に
関

わ
らず

活
⽤

意
向

の
あ

る
事

業
内

容
の

把
握

が
必

要


交
付

⾦
の

活
⽤

の
しづ

らさ
か

ら、
新

規
・拡

充
で

は
な

く、
介

護
保

険
料

の
抑

制
に

活
⽤

して
い

る
可

能
性

も
あ

る


広
域

連
合

に
よ

って
交

付
⾦

の
配

分
⽅

法
が

異
な

り、
構

成
市

町
村

に
配

分
され

て
い

な
い

ケ
ー

ス
も

あ
る


取

組
が

進
ん

で
い

な
い

市
町

村
の

底
上

げ
が

図
られ

る
仕

組
み

が
必

要
で

は
な

い
か


取

組
の

特
徴

だ
け

で
な

く、
⾃

治
体

の
ポ

テ
ンシ

ャル
な

ど、
どの

よ
うな

要
素

が
あ

って
取

り
組

め
て

い
る

の
か

を
⽰

す
こと

も
必

要


窓
⼝

や
包

括
か

ら住
⺠

等
の

ニー
ズ

を
把

握
して

お
り、

そ
の

ニー
ズ

に
対

す
る

解
決

策
とし

て
の

好
事

例
とい

う位
置

づ
け

が
前

提
とし

て
必

要


毎
年

度
、実

態
を

把
握


国

⽴
保

健
医

療
科

学
院

開
催

「保
険

者
機

能
強

化
中

央
研

修
」に

お
い

て
、管

内
市

町
村

の
結

果
⼀

覧
等

を
確

認
で

き
る

分
析

ツー
ル

の
活

⽤
が

可
能


評

価
結

果
の

活
⽤

を
進

め
る

た
め

に
は

、⾃
⼰

評
価

の
平

準
化

も
あ

わ
せ

て
進

め
て

い
くべ

き
で

は
な

い
か


都

道
府

県
は

、市
町

村
の

得
点

が
好

転
す

る
よう

な
技

術
的

助
⾔

は
で

きた
とし

て
も

、
明

らか
な

場
合

を
除

き、
市

町
村

が
○

と⾃
⼰

評
価

した
内

容
を×

と⾔
うこ

とは
難

し
い

だ
ろ

う。
地

⽅
厚

⽣
局

の
役

割
を

検
討

して
は

どう
か


正

しい
評

価
を⾏

う仕
組

み
や

評
価

結
果

を次
の

取
組

に
つ

な
げ

る
仕

組
み

が
重

要


⾃

⼰
評

価
結

果
の

“更
な

る
⾒

え
る

化
”を

図
る

べ
き

で
は

な
い

か


⾃
⼰

評
価

結
果

に
つ

い
て

、住
⺠

や
地

域
の

関
係

者
とと

も
に

⾃
⽴

⽀
援

・重
度

化
防

⽌
に

取
り組

め
る

よう
に

公
表

範
囲

の
拡

⼤
を図

る
こと

が
必

要
。更

な
る

⾒
え

る
化

を通
じて

、
地

域
関

係
者

との
対

話
が

進
み

、⾃
⼰

評
価

の
平

準
化

が
進

む
と良

い


更
な

る
⾒

え
る

化
を

図
る

に
は

、“
保

険
者

機
能

”を
測

る
指

標
とし

て
の

成
熟

度
を⾼

め
る

こと
が

必
要


得

点
や

順
位

の
詳

細
を公

表
す

る
場

合
、上

位
とな

って
い

る
市

町
村

群
の

特
徴

な
どが

明
らか

に
な

る
と良

い
。例

え
ば

、分
野

別
の

得
点

・順
位

の
良

い
市

町
村

の
取

組
内

容
や

特
徴

が
分

か
る

と参
考

に
な

る


評
価

項
⽬

で
求

め
られ

て
い

る
機

能
は

満
た

して
い

て
も

、評
価

基
準

に
該

当
しな

け
れ

ば
×

とな
る

。代
替

機
能

を
保

有
して

い
る

こと
を

備
考

で
記

載
で

きる
な

ど、
公

表
に

あ
た

って
は

住
⺠

⽬
線

で
の

対
応

も
必

要


地

域
差

等
の

検
証

結
果

を
基

に
、交

付
⾦

の
配

分
⽅

法
の

検
討

が
必

要
で

は
な

い
か


⾼

得
点

を
とっ

た
⼩

規
模

⾃
治

体
の

交
付

⾦
額

が
現

状
で

は
少

額
とな

る
配

分
⽅

法
の

現
状

も
含

め
、イ

ンセ
ンテ

ィブ
の

考
え

⽅
を

整
理

す
る

こと
が

必
要

。意
欲

的
に

取
り組

む
市

町
村

を
⽀

援
で

き
る

よ
うな

枠
組

み
の

検
討

も
必

要


令

和
６

年
度

指
標

よ
り、

厚
⽣

労
働

省
HP

で
全

項
⽬

が
公

表
され

る
予

定


毎

年
度

、ア
ンケ

ー
ト結

果
よ

り好
事

例
を収

集
。引

き
続

き
、収

集
を

⾏
う


市

町
村

の
底

上
げ

が
図

られ
る

仕
組

み
に

つ
い

て
は

、都
道

府
県

分
の

指
標

、交
付

⾦
の

活
⽤

も
含

め
て

今
後

の
検

討
が

必
要


毎

年
度

、ア
ウト

カム
指

標
の

配
点

割
合

を⾼
め

改
善

が
図

られ
て

い
る

ほ
か

、R
6

指
標

か
らは

「ア
ウト

カム
指

標
配

分
枠

」「
保

険
者

機
能

強
化

推
進

枠
」を

新
設


今

後
、意

欲
的

な
市

町
村

を
⽀

援
す

る
枠

組
み

の
検

討
が

必
要
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令
和

４
年

度
事

業
に

お
け

る
主

な
ご

意
⾒

③
地

域
差

等
に

係
る

検
証

④
市

町
村

⽀
援

の
質

の
向

上
を⽬

指
した

都
道

府
県

評
価

指
標

の
設

定


R2
、R

3評
価

結
果

で
は

市
町

村
規

模
に

よ
る

差
が

み
られ

た
が

、⼈
⼝

増
減

率
や

資
源

状
況

、体
制

な
ど、

他
の

理
由

も
整

理
す

べ
き

で
は

な
い

か


総
合

的
な

視
点

で
⾃

⼰
評

価
を

⾏
え

る
か

どう
か

で
、得

点
状

況
に

違
い

が
み

られ
る


総

合
事

業
の

上
限

枠
の

協
議

状
況

な
ど、

実
態

把
握

が
必

要


特
定

事
業

及
び

取
組

の
実

施
を

評
価

の
前

提
とす

る
指

標
や

、個
別

事
例

の
検

討
な

ど
の

市
町

村
規

模
に

よ
って

明
らか

に
達

成
が

困
難

な
指

標
に

つ
い

て
は

、⾒
直

しが
必

要


過
疎

地
域

、都
市

分
類

な
どを

検
証

して
は

どう
か


同

規
模

保
険

者
で

評
価

結
果

に
差

が
あ

る
場

合
、差

が
⽣

じる
理

由
を

把
握

す
る

こと
が

必
要


都

道
府

県
の

市
町

村
⽀

援
プ

ロ
セ

ス
の

整
理

が
必

要
で

は
な

い
か


現

状
で

は
、各

事
業

で
市

町
村

⽀
援

が
⾏

わ
れ

て
お

り、
統

⼀
的

な
プ

ロセ
ス

は
整

理
され

て
い

な
い


専

⾨
的

・技
術

的
⽀

援
な

ど、
市

町
村

⽀
援

の
機

能
の

再
整

理
が

必
要

で
は

な
い

か


市
町

村
⽀

援
は

幅
が

広
く、

市
町

村
に

よっ
て

求
め

る
⽀

援
内

容
・レ

ベ
ル

も
異

な
る

。⽀
援

側
の

認
識

と市
町

村
側

の
⽀

援
の

受
け

取
り⽅

に
乖

離
が

⽣
じて

い
る

可
能

性
が

あ
る


市

町
村

が
⽀

援
を

受
け

られ
る

よう
、都

道
府

県
は

プロ
セ

ス
を

検
討

し、
⽰

す
こと

が
必

要


都
道

府
県

が
管

内
市

町
村

の
底

上
げ

を
図

る
⽅

針
の

場
合

、先
進

的
な

市
町

村
を

⽀
援

対
象

と考
え

な
い

場
合

も
あ

る


交
付

⾦
要

綱
は

、取
組

内
容

（
⼿

段
）

が
⽬

的
化

され
か

ね
な

い
た

め
、⾒

直
しが

必
要

で
は

な
い

か


伴
⾛

⽀
援

な
ど特

⾊
あ

る
取

組
や

⼒
を

⼊
れ

て
い

る
こと

が
評

価
され

る
よ

うな
、全

体
に

係
る

項
⽬

を
設

け
て

は
どう

か


市

町
村

の
実

情
を

踏
ま

え
た

地
域

区
分

と評
価

指
標

の
設

定
が

必
要

で
は

な
い

か


⼈
⼝

動
態

や
ソ

ー
シ

ャル
キ

ャピ
タル

の
醸

成
状

況
な

ど、
市

町
村

の
実

情
に

応
じて

、取
り

組
む

べ
き

施
策

は
異

な
る

。全
市

町
村

が
評

価
す

る
共

通
指

標
と、

各
市

町
村

が
必

要
な

内
容

が
選

択
で

き
る

オ
プシ

ョン
指

標
を組

み
合

わ
せ

られ
る

と良
い

の
で

は
な

い
か


決

算
カー

ドで
使

⽤
され

て
い

る
都

市
分

類
等

の
区

分
が

参
考

に
な

る
の

で
は

な
い

か


特

定
事

業
及

び
取

組
実

施
を

評
価

の
前

提
とす

る
指

標
に

つ
い

て
は

、R
6評

価
指

標
で

⼀
定

の
⾒

直
しが

図
られ

た


R6
指

標
の

⾒
直

し結
果

を
踏

ま
え

、都
市

分
類

な
ど市

町
村

の
類

型
化

や
類

型
別

の
評

価
枠

組
み

(配
点

枠
組

み
)に

つ
い

て
、引

き続
きの

検
討

が
必

要


都

道
府

県
を

含
め

た
地

域
カ

テ
ゴ

リー
の

検
討

が
必

要
で

は
な

い
か


管

内
市

町
村

数
や

規
模

、⽂
化

的
背

景
な

ど、
都

道
府

県
も

管
内

市
町

村
の

実
情

に
応

じた
地

域
カテ

ゴ
リー

の
設

定
を

検
討

す
る

こと
が

必
要


層

別
評

価
が

⾏
え

る
と良

い


都

道
府

県
と市

町
村

の
双

⽅
が

、⾃
⽴

⽀
援

・重
度

化
防

⽌
の

取
組

の
充

実
に

向
け

て
取

り組
め

る
よ

うな
評

価
指

標
が

必
要

で
は

な
い

か


R4
指

標
か

ら盛
り込

ん
だ

市
町

村
に

よ
る

都
道

府
県

評
価

の
更

な
る

検
証

が
必

要


市
町

村
・都

道
府

県
が

相
互

に
評

価
す

る
仕

組
み

も
考

え
られ

る
の

で
は

な
い

か


市
町

村
・都

道
府

県
との

相
互

評
価

を
⾏

う場
合

に
は

、指
標

の
趣

旨
や

評
価

の
考

え
⽅

を
⼯

夫
す

る
こと

が
必

要


市
町

村
の

評
価

結
果

に
よ

る
得

点
割

合
を

⾼
め

て
は

どう
か


介

護
⼈

材
確

保
は

都
道

府
県

、⽣
活

⽀
援

体
制

整
備

を
含

め
裾

野
を

広
げ

る
取

組
は

市
町

村
と整

理
して

は
どう

か


伴

⾛
⽀

援
な

ど特
⾊

あ
る

取
組

に
つ

い
て

、R
6指

標
に

新
た

に
盛

り込
ん

だ


R6
指

標
に

よ
る

評
価

結
果

も
踏

まえ
、今

後
の

検
討

が
必

要


市

町
村

に
よ

る
都

道
府

県
評

価
は

、R
6指

標
で

は
削

除
。相

互
評

価
に

つ
い

て
は

、評
価

⽅
法

・実
施

可
否

も
含

め
、今

後
の

検
討

が
必

要


R6
指

標
で

は
、介

護
⼈

材
確

保
な

どは
都

道
府

県
指

標
を

中
⼼

とし
て

設
定


R6

指
標

の
⾒

直
し結

果
も

踏
ま

え
、今

後
の

検
討

が
必

要

※
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⽂
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第４章 令和６年度該当状況調査結果 
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１．調査概要 

（１）実施概要 

○ 厚生労働省において実施された該当状況調査結果データを基に集計を行った。 

 

■調査概要 

調査対象 ①1,741 市町村（悉皆）、②47 都道府県（悉皆） 
調査系統 ①市町村︓厚⽣労働省から都道府県担当者に、市町村調査の回答依頼・とりまと

めを依頼 
②都道府県︓厚⽣労働省から都道府県担当者に調査協⼒を依頼 

主な回答者 ・保険者機能強化推進交付⾦、介護保険保険者努⼒⽀援交付⾦担当者 
調査⼿法 ・⾃記式（Excel の電⼦ファイルに回答）、メール配布・メール回収 

・根拠資料は、郵送にて提出 
調査期間 ・2023 年８⽉８⽇（⽕）〜2023 年 10 ⽉６⽇（⾦） 

※電⼦媒体の締切は９⽉ 29 ⽇（⾦） 
 

（２）令和６年度評価指標の見直し内容 

○ 保険者機能強化推進交付金等については、令和４年度における本事業の検証・検討結果等も

踏まえつつ、社会保障審議会介護保険部会による意見書の内容に沿って、保険者機能強化に

一層資するものとなるよう、令和５年度（令和６年度評価）から、以下のような見直しが行

われた。 

 

 

■保険者機能強化推進交付金等の見直しの全体像 
 
① 保険者機能強化推進交付金と介護保険保険者努力支援交付金の役割分担の明確化 

② プロセス評価指標の重点化（既存評価指標の廃止縮減、評価指標の体系見直し） 

③ 中間アウトカム・アウトプット指標の創設等のアウトカム指標の強化 

④ アウトカム指標による交付金配分枠の創設 

⑤ 保険者機能強化に意欲的に取り組む自治体に対する配分枠の創設 

⑥ 評価結果の見える化のさらなる推進 

 

※ 上記のほか、見える化のさらなる推進を図るため、市町村の評価結果について、評価項目毎の得点獲得状況についても公表。【上記⑥】

【交付⾦の役割分担の⾒直し】 【評価指標の⾒直し】 【交付⾦配分基準の⾒直し】

介護保険保険者努力支援
交付金評価指標

保険者機能強化推進
交付金評価指標

体制・取組（プロセス）指標群

活動（中間アウトカム・アウト
プット）指標群

成果（アウトカム）指標群
アウトカム指標に応じた

配分枠の創設

保険者機能強化に意欲的に
取り組む自治体に配慮する

ための配分枠の創設

● 各交付金の目的を明確化し、評価指標に
ついてもそれぞれを区分することで、PDCAサ
イクルを強化。【上記①】

● 各交付金に係る評価指標について、プロ
セス指標は極力縮減するとともに、プロセス、
アウトプット、アウトカムの３群に体系化を図
り、アウトカムとプロセスの関連付けを強化。
【上記②・③】

● 現在、第一号被保険者数ごとに配分枠を
設けているが、保険者の取組を促し、メリハ
リの利いた配分を行うため、配分基準を見
直し。【上記④・⑤】

※ 介護予防・生活支援等、地域包括ケアの構
築状況を評価し、その改善等に交付金を活用

※ PDCAサイクルの構築状況等、地域包括ケアを支え
る基盤の状況を評価し、その改善等に交付金を活用

※ 体制・取組について、①現状分析、②取組
実施、③取組状況把握、④見直しの必要性の
検証等のプロセスができているかを評価

※ 通いの場の実施状況等、既存データを活
用しつつ、プロセスに応じた活動量を評価

※ 要介護認定率や平均要介護度の変化率等
を評価

 
出典：厚生労働省（一部改変） 
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１）保険者機能強化推進交付金と介護保険保険者努力支援交付金の役割分担の明確化 

○ 両交付金については、最終的な政策目標を「高齢者がその状況に応じて可能な限り自立した

日常生活を営む」とし、保険者機能強化推進交付金は“地域包括ケアを進めていくうえでの

基盤”、介護保険保険者努力支援交付金は“地域包括ケアの実施体制”を評価する内容へと

役割分担の明確化が図られた。 

○ 具体的には、現在の評価項目を踏まえつつ、次のような柱建てとされた。 
   

 
≪保険者機能強化推進交付金≫ 

① 持続可能な地域のあるべき姿をかたちにする 

② 公正・公平な給付を行う体制を構築する 

③ 介護人材の確保その他のサービス提供基盤の整備を推進する 

 

≪介護保険保険者努力支援交付金≫ 

① 介護予防/日常生活支援を推進する 

② 認知症総合支援を推進する 

③ 在宅医療・在宅介護連携の体制を構築する 
  

 

■保険者機能強化推進交付金と介護保険保険者努力支援交付金の役割分担 

⾼齢化等が進展する中、地域における⼈⼝動態等の変化を⾒据えながら、
保険者機能を強化し、政策⽬標の実現を図ることが必要

高齢者がその状況に応じて
可能な限り自立した日常生活を営む

介護予防/日常生
活支援を推進す

る

認知症総合支援
を推進する

在宅医療・在宅
介護連携の体制

を構築する

持続可能な地域のあるべき
姿をかたちにする

〈地域包括ケアの実施体制〉

努
⼒
⽀
援
交
付
⾦
で
評
価

推
進
交
付
⾦
で
評
価

〈地域包括ケアを進めていく上での基盤〉

〈最終的な政策⽬標〉

質の高い介護
サービスを提供

する
※ 制度的なシステムが確立

しているため評価の対象外

公正・公平な給付を行う体制を構
築する

介護人材の確保その他のサービス提供基
盤の整備を推進する

 

出典：厚生労働省（一部改変） 

 

 ２）令和６年度評価指標の見直しのポイント 

○ １）のような全体的な体系化を図るとともに、評価指標は、「体制・取組指標群」「活動指

標群」「成果指標群」の３つに再編された。 

○ このうち、「活動指標群」については、各取組の進捗度合いを「見える化」するとともに、

当該取組とアウトカム指標との関連性を明らかにする観点から、既存のデータを最大限に活

用し、アウトプット・中間アウトカムに係る評価指標として位置付け、その充実を図ること

とされた。 

○ また、再編にあたり、「災害対策等の介護保険の保険者固有の業務とは言えないもの」、「規

制や行政指導によるべきもの」、「アウトカムとの関連性が特に乏しいと考えられるもの」

などの評価指標は縮減され、保険者等における自己評価に係る負担軽減が図られた。 
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■令和６年度評価指標のポイント 

（地域包括⽀援センター事業評価結果の活⽤）

○ 地域包括支援センター事業評価の結果を活用して
評価を行うことにより、地域包括支援センターに係る
評価項目を整理・縮減。

（評価指標の整理・縮減）

○ 評価指標について、①災害対策等介護保険の保
険者固有の業務とは言えないもの、②規制や行政指
導によるべきもの、③アウトカムとの関連性が特に乏
しいと考えられるもの等は整理・縮減（都道府県指標
約３割、市町村指標約４割の項目を縮減）。

※ 既存の評価指標「管内の介護事業所に対し、⾮常災害対
策に関する⽀援を⾏っているか。」は、保険者固有の業務
とはいえないことから、縮減対象とするなど。

（推進交付⾦・努⼒⽀援交付⾦の評価指標の区分）

○ 推進交付金・努力支援交付金について、各交付金
の目的を明確化し、当該目的に沿って、それぞれの
評価指標を明確に区分。

※ 推進交付⾦は、「地域包括ケアの構築に向けた基盤整備
の推進を図るもの」とする⼀⽅、努⼒⽀援交付⾦は、「地
域包括ケアに関する取組の充実を図るもの」として位置付
け、評価指標もこれに合わせて整理。

※ 既存の評価指標「地域包括⽀援センターが夜間・早朝⼜
は平⽇以外の窓⼝（連絡先）を設置し、窓⼝を住⺠にパン
フレットやホームページ等で周知しているか。」は、セン
ター事業評価の指標にも位置付けられているため、縮減対
象とするなど。

（評価指標の体系化）

○ 評価指標を、「体制・取組指標群」、「活動指標群」、
「成果指標群」の３つに体系化を図り、個々の取組の
有無に加え、その進捗状況であるアウトプット・中間ア
ウトカムや、最終アウトカムへの影響等の関係性を見
える化。

※ 「通いの場の参加者の健康状態等の把握」（体制・取組
使⽤）⇒「通いの場等において⼼⾝・認知機能を改善した
者の割合」（活動指標）⇒「平均要介護度の変化率」（成
果指標）など。

 
出典：厚生労働省（一部改変） 

 

（３）評価指標の構成 

○ 令和６年度市町村評価指標は、体制・取組指標群21項目、活動指標群22項目、アウトカム指

標群５項目で構成されている。 

○ 両交付金とも目標Ⅰ～Ⅳで構成されており（目標Ⅳがアウトカム指標で、両交付金で同一内

容を評価している）、配点はそれぞれ100点満点、合計で800点となる。 
 

■令和６年度市町村評価指標の構成 

１ 短期的な要介護認定者の
平均要介護度（１・２）の
変化率

２ ⻑期的な要介護認定者の
平均要介護度（１・２）の
変化率

３ 短期的な要介護認定者の
平均要介護度（３〜５）の
変化率

４ ⻑期的な要介護認定者の
平均要介護度（３〜５）の
変化率

５ 要介護２以上の認定率、
認定率の変化率の状況

１ 介護の魅⼒伝達研修等の修了者1⼈当たり⾼齢者数
２ 定着、資質向上が⽬的の研修修了者1⼈当たり⾼齢者数
３ 介護⽀援専⾨員を対象としたケアマネジメントの質の向上に

関する研修の総実施⽇数

１ 地域の介護保険事業の特徴の把握
２ 介護保険事業計画の進捗状況の分析
３ ⾃⽴⽀援、重度化防⽌等に関する施策について、実施状況把握、必要な改善
４ 評価結果の共有、⾃⽴⽀援、重度化防⽌等に関する施策の遂⾏への活⽤

１ 介護給付費の適正化に向けた⽅策の策定
２ 介護給付費適正化事業の効果的な実施

１ 介護⼈材の確保・定着のために必要な取組の実施
２ 庁内・庁外における関係者との連携体制の確保

成果指標群
（アウトカム指標）

最終的な政策⽬標︓⾼齢者が
その状況に応じて可能な限り⾃
⽴した⽇常⽣活を営む

活動指標群（アウトプット指標）

１ ケアプラン点検の実施割合
２ 医療情報との突合の実施割合

１ 今年度の評価得点
２ ⾼齢化率と給付費の伸び率の⽐較
３ PFSによる事業委託件数

⽬標Ⅰ 持続可能な地域のあるべき姿をかたちにする

⽬標Ⅱ 公正・公平な給付を⾏う体制を構築する

⽬標Ⅲ 介護⼈材の確保その他のサービス提供基盤の整備を推進する

⽬標Ⅰ 介護予防/⽇常⽣活⽀援を推進する

⽬標Ⅱ 認知症総合⽀援を推進する

⽬標Ⅲ 在宅医療・在宅介護連携の体制を構築する

推
進

⽀
援

１ 包括の配置３職種１⼈当たり⾼齢者数
２ 包括 事業評価の達成状況
３ 地域ケア会議における個別事例の検討割合
４ 通いの場への65歳以上⾼齢者の参加率
５ ⾼齢者のポイント事業への参加率
６ ⼼⾝・認知機能を改善した者の割合
７ SC１⼈当たり⾼齢者数
８ SCの地域ケア会議への参加割合
９ 総合事業における多様なサービスの実施状況

体制・取組指標群（プロセス指標）

１ 介護予防等の実施に当たり、データを活⽤した課題把握の実施
２ アウトリーチ等の取組の実施
３ 介護予防等と保健事業の⼀体的実施の実施
４ 通いの場の参加者の健康状態等の把握・分析による、総合事業の検討
５ 地域におけるリハビリテーションの推進に向けた具体的な取組
６ SCの活動等による、地域ニーズを踏まえた介護予防・⽣活⽀援の体制の確保
７ 多様なサービスの活⽤の推進に向けた、実施状況の調査・分析・評価

１ 認知症初期集中⽀援ﾁｰﾑの定期的な情報連携の体制構築、必要な活動の実施
２ 早期診断・早期対応に繋げるための体制構築
３ 認知症サポーター等を活⽤した地域⽀援体制の構築・社会参加⽀援の実施

１ データ等に基づいた、医・介連携に関する課題の検討、対応策の具体化
２ 在宅医療と介護の連携の強化・推進に向けた、具体的な取組の実施
３ 患者・利⽤者の状態変化等に応じた、医療・介護関係者間の情報共有の仕組み

１ 認知症サポーター1⼈当たり⾼齢者数
２ 認知症ｻﾎﾟｰﾀｰｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟ講座修了者1⼈当たり⾼齢者数
３ 認知症地域⽀援推進員の業務の状況

１ ⼊退院⽀援の実施状況
２ 看取りの実施状況

≪４項⽬・64点≫

≪２項⽬・68点≫

≪２項⽬・64点≫

≪７項⽬・52点≫

≪３項⽬・64点≫

≪３項⽬・68点≫

≪３項⽬・36点≫

≪２項⽬・32点≫

≪３項⽬・36点≫

≪９項⽬・48点≫

≪３項⽬・36点≫

≪２項⽬・32点≫

≪21項⽬・380点≫ ≪22項⽬・220点≫
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○ 令和６年度都道府県評価指標は、体制・取組指標群16項目、活動指標群31項目、アウトカム

指標群５項目で構成されている。 

○ 両交付金とも目標Ⅰ～Ⅳで構成されており（目標Ⅳがアウトカム指標で、両交付金で同一内

容を評価している）、配点はそれぞれ100点満点、合計で800点となる。 
 

■令和６年度都道府県評価指標の構成 

１ 短期的な要介護認定者の
平均要介護度（１・２）の
変化率

２ ⻑期的な要介護認定者の
平均要介護度（１・２）の
変化率

３ 短期的な要介護認定者の
平均要介護度（３〜５）の
変化率

４ ⻑期的な要介護認定者の
平均要介護度（３〜５）の
変化率

５ 要介護２以上の認定率、
認定率の変化率の状況

１ ⾼齢者⼈⼝当たり介護職員数
２ 介護職員離職率
３ 介護職員関係職種の有効求⼈倍率
４ ⾼齢者⼈⼝当たり59時間研修・130時間研修 修了者数
５ ⾼齢者⼈⼝当たり介護に関する⼊⾨的研修 修了者数
６ ｹｱﾏﾈ対象のｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄの質向上に資する研修 総実施⽇数
７ ⽣産年齢⼈⼝に占める介護福祉⼠修学資⾦等貸付件数割合

１ 管内の地域課題の解決や地域差の把握・分析、改善に向けた市町村⽀援
２ 評価結果を活⽤した市町村間⽐較、課題分析、改善に向けた取組

１ 管内の介護給付費の適正化に向けた市町村⽀援

１ 介護⼈材の将来推計、⼈材確保に向けた具体的な⽬標設定
２ 介護⼈材の確保のための取組の実施
３ 介護⼈材の定着・質の向上に向けた取組の実施
４ ⾃⽴⽀援等の推進に当たっての、庁内・庁外における連携体制の確保

成果指標群
（アウトカム指標）

最終的な政策⽬標︓⾼齢者が
その状況に応じて可能な限り⾃
⽴した⽇常⽣活を営む

活動指標群（アウトプット指標）

１ ケアプラン点検の実施割合
２ 医療情報との突合の実施割合
３ 縦覧点検の実施状況

１ 今年度の評価得点
２ 今年度の管内市町村全体の平均得点
３ 1⼈当たり給付費の差の状況
４ 年齢調整後要介護認定率の差の状況
５ 市町村⽀援の実施状況

⽬標Ⅰ 持続可能な地域のあるべき姿をかたちにする

⽬標Ⅱ 公正・公平な給付を⾏う体制を構築する

⽬標Ⅲ 介護⼈材の確保その他のサービス提供基盤の整備を推進する

⽬標Ⅰ 介護予防/⽇常⽣活⽀援を推進する

⽬標Ⅱ 認知症総合⽀援を推進する

⽬標Ⅲ 在宅医療・在宅介護連携の体制を構築する

推
進

⽀
援

１ ⾼齢者⼈⼝当たり包括の配置３職種⼈数
２ 包括 事業評価の達成状況
３ 地域ケア会議における個別事例の検討割合
４ 通いの場への65歳以上⾼齢者の参加率
５ ⾼齢者のポイント事業への参加率
６ ⼼⾝・認知機能を改善した者の割合
７ ⾼齢者⼈⼝当たりSC数
８ SCの地域ケア会議への参加割合
９ 多様なサービスの実施状況
10 介護予防と保健事業の⼀体的実施の実施状況

体制・取組指標群（プロセス指標）

１ 地域ケア会議の活性化︓課題の把握・分析、改善に向けた市町村⽀援
２ 通いの場の⽴ち上げ等、介護予防を効果的なものとするための市町村⽀援
３ 介護予防等と保健事業の⼀体的実施に向けた環境整備
４ リハビリテーション等の専⾨職の確保に向けた環境整備
５ ⽣活⽀援体制整備の推進︓課題の分析・把握、改善に向けた市町村⽀援

１ 都道府県における認知症施策の推進︓現状把握、計画の策定、評価・改善
２ 認知症状のある⼈が状態に応じた適切な⽀援を受けられるようにするための取組
３ 管内保険者における認知症施策の取組状況を把握し、市町村⽀援を実施

１ 管内保険者における医介連携に関する取組状況の把握、市町村⽀援

１ ⾼齢者⼈⼝当たり認知症サポーター数
２ ⾼齢者⼈⼝当たり認知症ｻﾎﾟｰﾀｰｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟ講座修了者数
３ チームオレンジ設置市町村数（割合）
４ ⾼齢者⼈⼝当たり認知症カフェ箇所数

１ ⼊退院⽀援の実施状況
２ ⼈⽣の最終段階における⽀援の実施状況

≪２項⽬・60点≫

≪１項⽬・64点≫

≪４項⽬・72点≫

≪５項⽬・48点≫

≪３項⽬・68点≫

≪１項⽬・68点≫

≪５項⽬・40点≫

≪３項⽬・36点≫

≪７項⽬・28点≫

≪10項⽬・52点≫

≪４項⽬・32点≫

≪２項⽬・32点≫

≪16項⽬・380点≫ ≪31項⽬・220点≫
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２．市町村結果 

（１）保険者機能強化推進交付金 

１）「Ⅰ．持続可能な地域のあるべき姿をかたちにする」 

○ 得点率をみると、体制・取組指標群の指標１、２、３では70％超と高い。 

○ 体制・取組指標群の指標１、２、３は歪度が絶対値１を超えており、特に指標１、２は市町

村の半数以上が満点で、回答が偏っていた。 

○ 該当率をみると、体制・取組指標群の指標４は「得点なし」の市町村が29.7％であった。 
 

■市町村の該当数：体制・取組指標群 

【推進】⽬標Ⅰ　持続可能な地域のあるべき姿をかたちにする

評価項⽬⼀覧 歪度 配点 得点率

ⅰ 1 地域の介護保険事業の特徴を把握しているか。 -1.91 16点 86.7%
ⅰ ア　「地域包括ケア「⾒える化」システム」を活⽤し、サービス資源や給付費等の現状把握・分析等を⾏っている 4点 1,684 96.7 431 96.4
ⅰ イ　⽇常⽣活圏域別の特徴を把握・整理している 4点 1,582 90.9 409 91.5
ⅰ● ウ　地域の介護保険事業の特徴を踏まえ、相談窓⼝やサービスの種類・内容、利⽤⼿続などについて、住⺠に周知を⾏っている 4点 1,563 89.8 405 90.6
ⅰ● エ　地域の介護保険事業の特徴を公表している 4点 1,212 69.6 274 61.3
ⅰ 2 介護保険事業計画の進捗状況（計画値と実績値の乖離状況）を分析しているか。 -1.11 16点 77.2%
ⅰ ア　毎年度、計画値と実績値の乖離状況について、モニタリングを⾏っている 4点 1,652 94.9 407 91.1
ⅰ● イ　モニタリングの結果を外部の関係者と共有し、乖離の要因やその対応策について、外部の関係者を含む議論の場で検証を⾏っている 4点 1,487 85.4 354 79.2
ⅰ● ウ　モニタリングの結果やイの検証を踏まえ、サービス提供体制について必要な⾒直しを⾏っている 4点 1,153 66.2 250 55.9
ⅰ● エ　モニタリングの結果を公表している 4点 1,086 62.4 217 48.5
ⅰ 3 ⾃⽴⽀援、重度化防⽌等に関する施策について、実施状況を把握し、必要な改善を⾏っているか。 -1.03 16点 74.8%
ⅰ ア　毎年度、次の施策分野ごとに事業の実施状況を定量的に把握し、データとして整理している 4点 1,661 95.4 393 87.9
ⅰ● イ　次の施策分野ごとに事業の効果を検証するための評価指標を定めている 4点 1,508 86.6 309 69.1
ⅰ● ウ　イの指標に対する実績等を踏まえ、毎年度、次の施策分野ごとに課題の分析、改善・⾒直し等を⾏っている 4点 1,426 81.9 276 61.7
ⅰ● エ　次の施策分野ごとにイの指標の達成状況を含む取組の成果を公表している 4点 1,158 66.5 191 42.7

　①　介護予防・⽣活⽀援サービス 4点 72.5%
ア　毎年度、次の施策分野ごとに事業の実施状況を定量的に把握し、データとして整理している 1点 1,588 91.2 373 83.4

● イ　次の施策分野ごとに事業の効果を検証するための評価指標を定めている 1点 1,290 74.1 264 59.1
● ウ　イの指標に対する実績等を踏まえ、毎年度、次の施策分野ごとに課題の分析、改善・⾒直し等を⾏っている 1点 1,199 68.9 233 52.1
● エ　次の施策分野ごとにイの指標の達成状況を含む取組の成果を公表している 1点 973 55.9 168 37.6

　②　⼀般介護予防事業 4点 80.0%
ア　毎年度、次の施策分野ごとに事業の実施状況を定量的に把握し、データとして整理している 1点 1,641 94.3 387 86.6

● イ　次の施策分野ごとに事業の効果を検証するための評価指標を定めている 1点 1,463 84.0 300 67.1
● ウ　イの指標に対する実績等を踏まえ、毎年度、次の施策分野ごとに課題の分析、改善・⾒直し等を⾏っている 1点 1,375 79.0 269 60.2
● エ　次の施策分野ごとにイの指標の達成状況を含む取組の成果を公表している 1点 1,089 62.6 183 40.9

　③　認知症総合⽀援 4点 77.4%
ア　毎年度、次の施策分野ごとに事業の実施状況を定量的に把握し、データとして整理している 1点 1,592 91.4 359 80.3

● イ　次の施策分野ごとに事業の効果を検証するための評価指標を定めている 1点 1,404 80.6 273 61.1
● ウ　イの指標に対する実績等を踏まえ、毎年度、次の施策分野ごとに課題の分析、改善・⾒直し等を⾏っている 1点 1,325 76.1 245 54.8
● エ　次の施策分野ごとにイの指標の達成状況を含む取組の成果を公表している 1点 1,070 61.5 176 39.4

　④　在宅医療・介護連携 4点 69.4%
ア　毎年度、次の施策分野ごとに事業の実施状況を定量的に把握し、データとして整理している 1点 1,467 84.3 316 70.7

● イ　次の施策分野ごとに事業の効果を検証するための評価指標を定めている 1点 1,223 70.2 226 50.6
● ウ　イの指標に対する実績等を踏まえ、毎年度、次の施策分野ごとに課題の分析、改善・⾒直し等を⾏っている 1点 1,171 67.3 207 46.3
● エ　次の施策分野ごとにイの指標の達成状況を含む取組の成果を公表している 1点 973 55.9 159 35.6

ⅰ 4
保険者機能強化推進交付⾦等に係る評価結果を関係者間で共有し、⾃⽴⽀援、重度化防⽌等に関する施策の遂
⾏に活⽤しているか。 -0.08 16点 50.9%

ⅰ ア　年に１回以上、評価結果を庁内の関係者間で説明・共有する場がある 4点 1,212 69.6 287 64.2
ⅰ● イ　アの場には、庁内のみならず、外部の関係者が参画している 4点 841 48.3 182 40.7
ⅰ● ウ　アの場における意⾒を、施策の改善・⾒直し等に活⽤している 4点 939 53.9 195 43.6
ⅰ エ　市町村において全ての評価結果を公表している 4点 550 31.6 91 20.4

3千⼈未満
該当市町村該当市町村数

 
 

－ 68 －



 

 

■回答分布：体制・取組指標群 

カテゴリー n % カテゴリー n % カテゴリー n %
0点 30 1.7% 0点 87 5.0% 0点 517 29.7%
4点 51 2.9% 4点 142 8.2% 4点 194 11.1%
8点 138 7.9% 8点 267 15.3% 8点 226 13.0%

12点 374 21.5% 12点 278 16.0% 12点 320 18.4%
16点 1148 65.9% 16点 967 55.5% 16点 484 27.8%

計 1741 100.0% 計 1741 100.0% 計 1741 100.0%
歪度 -1.91 歪度 -1.11 歪度 -0.08

Ⅰ-ⅰ-4Ⅰ-ⅰ-1 Ⅰ-ⅰ-2

 

カテゴリー n % カテゴリー n % カテゴリー n % カテゴリー n %
0点 78 4.5% 5点 19 1.1% 10点 65 3.7% 15点 40 2.3%
1点 6 0.3% 6点 55 3.2% 11点 40 2.3% 16点 791 45.4%
2点 17 1.0% 7点 24 1.4% 12点 216 12.4%
3点 40 2.3% 8点 83 4.8% 13点 85 4.9%
4点 93 5.3% 9点 47 2.7% 14点 42 2.4%

計 1741 100.0%
歪度 -1.03

Ⅰ-ⅰ-3

 

カテゴリー n % カテゴリー n % カテゴリー n % カテゴリー n %
0点 151 8.7% 0点 95 5.5% 0点 142 8.2% 0点 258 14.8%
1点 264 15.2% 1点 156 9.0% 1点 167 9.6% 1点 204 11.7%
2点 123 7.1% 2点 110 6.3% 2点 106 6.1% 2点 122 7.0%
3点 272 15.6% 3点 328 18.8% 3点 292 16.8% 3点 242 13.9%
4点 931 53.5% 4点 1052 60.4% 4点 1034 59.4% 4点 915 52.6%

計 1741 100.0% 計 1741 100.0% 計 1741 100.0% 計 1741 100.0%
歪度 -0.90 歪度 -1.41 歪度 -1.26 歪度 -0.81

Ⅰ-ⅰ-3　① Ⅰ-ⅰ-3　② Ⅰ-ⅰ-3　③ Ⅰ-ⅰ-3　④

 

■市町村の該当数：活動指標群 
【推進】⽬標Ⅰ　持続可能な地域のあるべき姿をかたちにする

評価項⽬⼀覧 歪度 配点 得点率

ⅱ 1 今年度の評価得点 0.27 12点 40.1%
ⅱ ア　上位７割 3点 1,220 70.1 217 48.5
ⅱ イ　上位５割 3点 870 50.0 130 29.1
ⅱ ウ　上位３割 3点 528 30.3 71 15.9
ⅱ エ　上位１割 3点 176 10.1 26 5.8
ⅱ 2 後期⾼齢者数と給付費の伸び率の⽐較 0.27 12点 39.9%
ⅱ ア　上位７割 3点 1,218 70.0 270 60.4
ⅱ イ　上位５割 3点 870 50.0 196 43.8
ⅱ ウ　上位３割 3点 520 29.9 131 29.3
ⅱ エ　上位１割 3点 173 9.9 52 11.6
ⅱ 3   PFS（成果連動型⺠間委託契約⽅式）による委託事業数 6.68 12点 1.8%
ⅱ ア　上位７割 3点 65 3.7 17 3.8
ⅱ イ　上位５割 3点 34 2.0 10 2.2
ⅱ ウ　上位３割 3点 23 1.3 6 1.3
ⅱ エ　上位１割 3点 6 0.3 1 0.2

3千⼈未満
該当市町村該当市町村数

 
■回答分布：活動指標群 

カテゴリー n % カテゴリー n % カテゴリー n %
0点 521 29.9% 0点 523 30.0% 0点 1676 96.3%
3点 350 20.1% 3点 348 20.0% 3点 31 1.8%
6点 342 19.6% 6点 350 20.1% 6点 11 0.6%
9点 352 20.2% 9点 347 19.9% 9点 17 1.0%

12点 176 10.1% 12点 173 9.9% 12点 6 0.3%
計 1741 100.0% 計 1741 100.0% 計 1741 100.0%
歪度 0.27 歪度 0.27 歪度 6.68

Ⅰ-ⅱ-1 Ⅰ-ⅱ-2 Ⅰ-ⅱ-3

 

■該当率 

 

 

 

 

 

評価項⽬⼀覧 得点率 満点
　全体

3千⼈未
満

1万⼈未
満

5万⼈未
満

10万⼈
未満

10万⼈
以上

得点なし
　全体

3千⼈未
満

1万⼈未
満

5万⼈未
満

10万⼈
未満

10万⼈
以上

ⅰ 1 地域の介護保険事業の特徴を把握しているか。 86.7% 65.9% 59.1 63.3 70.1 76.2 82.8 1.7% 1.1 2.1 2.3 0.0 0.0
ⅰ 2 介護保険事業計画の進捗状況（計画値と実績値の乖離状況）を分析しているか。 77.2% 55.5% 42.7 52.1 62.1 78.6 81.3 5.0% 8.9 4.9 3.3 1.2 0.0
ⅰ 3 ⾃⽴⽀援、重度化防⽌等に関する施策について、実施状況を把握し、必要な改善を⾏っているか。 74.8% 45.4% 29.5 41.8 55.4 58.3 75.0 4.5% 12.1 3.2 1.1 0.0 0.0

ⅰ 4 保険者機能強化推進交付⾦等に係る評価結果を関係者間で共有し、⾃⽴⽀援、重度化防⽌等に関する施策の遂
⾏に活⽤しているか。 50.9% 27.8% 17.2 26.2 33.5 36.9 48.4 29.7% 35.8 28.7 28.6 21.4 17.2

ⅱ 1 今年度の評価得点 40.1% 10.1% 5.8 7.1 13.6 13.1 28.1 29.9% 51.5 32.0 18.0 9.5 3.1
ⅱ 2 後期⾼齢者数と給付費の伸び率の⽐較 39.9% 9.9% 11.6 11.4 9.0 3.6 3.1 30.0% 39.6 30.0 25.0 23.8 20.3
ⅱ 3   PFS（成果連動型⺠間委託契約⽅式）による委託事業数 1.8% 0.3% 0.2 0.4 0.5 0.0 0.0 96.3% 96.2 97.2 95.6 97.6 93.8

－ 69 －



 

 

２）「Ⅱ 公正・公平な給付を行う体制を構築する」 

○ 得点率をみると、体制・取組指標群の指標１は65.5％、指標２は59.4％であった。 

○ 歪度が絶対値１を超える項目はなかった。 

○ 該当率をみると、体制・取組指標群の指標２は、「得点なし」の市町村がほぼない。 
 

■市町村の該当数：体制・取組指標群 

【推進】⽬標Ⅱ　公正・公平な給付を⾏う体制を構築する

評価項⽬⼀覧 歪度 配点 得点率

ⅰ 1 介護給付費の適正化に向けた⽅策を策定しているか。 -0.62 32点 65.5%
ⅰ ア　地域のサービス資源や給付費等の動向を把握し、他の地域とも⽐較・分析の上、介護給付費の適正化⽅策を策定している 8点 1,386 79.6 331 74.0
ⅰ● イ　介護給付費の適正化⽅策に基づく取組の効果を検証するための評価指標を定めている 8点 1,249 71.7 271 60.6
ⅰ● ウ　イの指標に対する実績等を踏まえ、毎年度、取組の課題の分析、改善・⾒直し等を⾏っている 8点 1,085 62.3 241 53.9
ⅰ● エ　イの指標の達成状況を含む取組の成果を公表している 8点 842 48.4 157 35.1
ⅰ 2 介護給付費適正化事業を効果的に実施しているか。 0.05 36点 59.4%
ⅰ ア　介護給付費適正化事業のうち、いくつを実施しているか 6点 1,736 99.7 444 99.3
ⅰ イ　縦覧点検10帳票のうち、効果が⾼いと期待される４帳票をいくつ点検しているか 6点 1,632 93.7 406 90.8
ⅰ ウ　ケアプラン点検の実施に当たって、有料⽼⼈ホームやサービス付き⾼齢者向け住宅の⼊居者に係るものも含めている 8点 811 46.6 137 30.6
ⅰ エ　福祉⽤具の貸与後に、リハビリテーション専⾨職等が⽤具の適切な利⽤がなされているかどうかを点検する仕組みがある 8点 591 33.9 135 30.2
ⅰ オ　福祉⽤具購⼊費・住宅改修費の申請内容について、リハビリテーション専⾨職等がその妥当性を検討する仕組みがある 8点 899 51.6 200 44.7

該当市町村数 3千⼈未満
該当市町村

 

■回答分布：体制・取組指標群 

カテゴリー n % カテゴリー n % カテゴリー n % カテゴリー n % カテゴリー n %
0点 263 15.1% 0点 1 0.1% 10点 123 7.1% 20点 314 18.0% 30点 6 0.3%
8点 203 11.7% 2点 15 0.9% 12点 296 17.0% 22点 16 0.9% 32点 7 0.4%

16点 232 13.3% 4点 25 1.4% 14点 12 0.7% 24点 19 1.1% 34点 63 3.6%
24点 277 15.9% 6点 41 2.4% 16点 21 1.2% 26点 87 5.0% 36点 260 14.9%
32点 766 44.0% 8点 54 3.1% 18点 77 4.4% 28点 304 17.5%

計 1741 100.0% 計 1741 100.0%
歪度 -0.62 歪度 0.05

Ⅱ-ⅰ-1 Ⅱ-ⅰ-2

 
 

■市町村の該当数：活動指標群 

【推進】⽬標Ⅱ　公正・公平な給付を⾏う体制を構築する

評価項⽬⼀覧 歪度 配点 得点率

ⅱ 1  ケアプラン点検の実施割合 0.27 16点 40.0%
ⅱ ア　上位７割 4点 1,218 70.0 315 70.5
ⅱ イ　上位５割 4点 870 50.0 248 55.5
ⅱ ウ　上位３割 4点 522 30.0 174 38.9
ⅱ エ　上位１割 4点 174 10.0 64 14.3
ⅱ 2  医療情報との突合の実施割合 -0.82 16点 69.1%
ⅱ ア　上位７割 4点 1,218 70.0 308 68.9
ⅱ イ　上位５割 4点 1,199 68.9 305 68.2
ⅱ ウ　上位３割 4点 1,199 68.9 305 68.2
ⅱ エ　上位１割 4点 1,199 68.9 305 68.2

該当市町村数 3千⼈未満
該当市町村

 

■回答分布：活動指標群 

カテゴリー n % カテゴリー n %
0点 523 30.0% 0点 523 30.0%
4点 348 20.0% 4点 19 1.1%
8点 348 20.0% 8点 0 0.0%

12点 348 20.0% 12点 0 0.0%
16点 174 10.0% 16点 1199 68.9%

計 1741 100.0% 計 1741 100.0%
歪度 0.27 歪度 -0.82

Ⅱ-ⅱ-2Ⅱ-ⅱ-1

 
 

■該当率 

評価項⽬⼀覧 得点率 満点
　全体

3千⼈未
満

1万⼈未
満

5万⼈未
満

10万⼈
未満

10万⼈
以上

得点なし
　全体

3千⼈未
満

1万⼈未
満

5万⼈未
満

10万⼈
未満

10万⼈
以上

ⅰ 1 介護給付費の適正化に向けた⽅策を策定しているか。 65.5% 44.0% 30.6 39.9 51.8 63.1 71.9 15.1% 19.2 13.1 14.4 13.1 12.5
ⅰ 2 介護給付費適正化事業を効果的に実施しているか。 59.4% 14.9% 7.8 12.7 18.3 23.8 39.1 0.1% 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0
ⅱ 1  ケアプラン点検の実施割合 40.0% 10.0% 14.3 10.9 8.0 2.4 1.6 30.0% 29.5 28.7 29.6 34.5 43.8
ⅱ 2  医療情報との突合の実施割合 69.1% 68.9% 68.2 71.9 68.5 59.5 64.1 30.0% 31.1 27.0 30.2 39.3 34.4  

－ 70 －



 

 

３）「Ⅲ 介護人材の確保その他のサービス提供基盤の整備を推進する」 

○ 得点率をみると、体制・取組指標群の指標１は49.7％、指標２は55.6％であった。 

○ 活動指標群の指標１、２は歪度が絶対値１を超えており、０点に回答が偏っていた。 

○ 該当率をみると、体制・取組指標群は２項目とも「満点」の市町村は１割～１割半ばであっ

た。 
 

■市町村の該当数：体制・取組指標群 

【推進】⽬標Ⅲ　介護⼈材の確保その他のサービス提供基盤の整備を推進する

評価項⽬⼀覧 歪度 配点 得点率

ⅰ 1 地域における介護⼈材の確保・定着のため、都道府県等と連携しつつ、必要な取組を実施しているか。 -0.02 30点 49.7%
ⅰ ア  地域における介護⼈材の現状や課題を把握し、これを都道府県や関係団体と共有している 6点 1,238 71.1 308 68.9
ⅰ イ　都道府県や関係団体の取組と協働した取組を⾏っている 6点 1,008 57.9 187 41.8
ⅰ ウ　市町村としての独⾃事業を実施している 6点 1,067 61.3 218 48.8
ⅰ● エ　イ⼜はウの取組の成果を公表している 6点 718 41.2 124 27.7
ⅰ オ　地域における介護⼈材の将来的な必要数の推計を⾏い、これを公表している 6点 299 17.2 42 9.4

ⅰ 2
地域におけるサービス提供体制の確保や、⾃⽴⽀援・重度化防⽌、介護⼈材確保に関する施策等の推進に当たって、
庁内・庁外における関係者との連携体制が確保されているか。 -0.44 34点 55.6%

ⅰ ア　介護・福祉関係部局や医療、住まい、就労関係部局など、⾼齢者の⾃⽴⽀援・重度化防⽌等に向けた庁内の連携を確保するための場⼜は規程がある 6点 1,272 73.1 294 65.8
ⅰ イ　都道府県や事業者、関係団体、専⾨職等外部の関係者との連携を確保するための場がある 6点 1,381 79.3 307 68.7
ⅰ● ウ　ア及びイの連携体制を、次の施策分野ごとの取組に活⽤している 10点 1,337 76.8 300 67.1

　➀　介護予防・⽣活⽀援サービス 2点 1,065 61.2 245 54.8
　②　⼀般介護予防事業 2点 1,143 65.7 259 57.9
　③　認知症総合⽀援 2点 1,168 67.1 253 56.6
　④　在宅医療・介護連携 2点 1,189 68.3 253 56.6
　⑤　介護⼈材確保等 2点 806 46.3 169 37.8

ⅰ● エ　ア及びイによる連携体制を活⽤し、⾼齢者の住まいの確保と⽣活の⼀体的⽀援に関する取組を実施している 6点 527 30.3 126 28.2
ⅰ● オ　ア及びイによる連携体制を、重層的⽀援体制整備事業の実施や地域の誰もが参画できる場づくりなど、介護保険事業に留まらない地域づくりにも活⽤している　 6点 517 29.7 93 20.8

該当市町村数 3千⼈未満
該当市町村

 
 

■回答分布：体制・取組指標群 

カテゴリー n % カテゴリー n % カテゴリー n % カテゴリー n %
0点 252 14.5% 0点 298 17.1% 12点 66 3.8% 24点 37 2.1%
6点 307 17.6% 2点 5 0.3% 14点 69 4.0% 26点 116 6.7%

12点 300 17.2% 4点 1 0.1% 16点 104 6.0% 28点 201 11.5%
18点 329 18.9% 6点 47 2.7% 18点 87 5.0% 30点 16 0.9%
24点 329 18.9% 8点 27 1.6% 20点 164 9.4% 32点 39 2.2%
30点 224 12.9% 10点 23 1.3% 22点 195 11.2% 34点 246 14.1%

計 1741 87.1% 計 1741 60.8%
歪度 -0.02 歪度 -0.44

Ⅲ-ⅰ-1 Ⅲ-ⅰ-2

 
 

■市町村の該当数：活動指標群 
【推進】⽬標Ⅲ　介護⼈材の確保その他のサービス提供基盤の整備を推進する

評価項⽬⼀覧 歪度 配点 得点率

ⅱ 1  ⾼齢者⼈⼝当たりの地域住⺠に対する介護の仕事の魅⼒を伝達するための研修の修了者数 1.99 12点 13.4%
ⅱ ア　上位７割 3点 491 28.2 55 12.3
ⅱ イ　上位５割 3点 245 14.1 53 11.9
ⅱ ウ　上位３割 3点 147 8.4 47 10.5
ⅱ エ　上位１割 3点 49 2.8 21 4.7
ⅱ 2  ⾼齢者⼈⼝当たりの介護⼈材（介護⽀援専⾨員を除く。）の定着、資質向上を⽬的とした研修の修了者数 1.76 12点 15.4%
ⅱ ア　上位７割 3点 565 32.5 85 19.0
ⅱ イ　上位５割 3点 282 16.2 73 16.3
ⅱ ウ　上位３割 3点 169 9.7 56 12.5
ⅱ エ　上位１割 3点 56 3.2 28 6.3
ⅱ 3 介護⽀援専⾨員を対象としたケアマネジメントの質の向上に関する研修（介護⽀援専⾨員法定研修を除く。）の総実施 0.67 12点 31.3%
ⅱ ア　上位７割 3点 1,068 61.3 169 37.8
ⅱ イ　上位５割 3点 617 35.4 82 18.3
ⅱ ウ　上位３割 3点 387 22.2 54 12.1
ⅱ エ　上位１割 3点 107 6.1 17 3.8

該当市町村数 3千⼈未満
該当市町村
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■回答分布：活動指標群 

カテゴリー n % カテゴリー n % カテゴリー n %
0点 1250 71.8% 0点 1176 67.5% 0点 673 38.7%
3点 246 14.1% 3点 283 16.3% 3点 451 25.9%
6点 98 5.6% 6点 113 6.5% 6点 230 13.2%
9点 98 5.6% 9点 113 6.5% 9点 280 16.1%

12点 49 2.8% 12点 56 3.2% 12点 107 6.1%
計 1741 100.0% 計 1741 100.0% 計 1741 100.0%
歪度 1.99 歪度 1.76 歪度 0.67

Ⅲ-ⅱ-1 Ⅲ-ⅱ-2 Ⅲ-ⅱ-3

 
 

■該当率：活動指標群 

評価項⽬⼀覧 得点率 満点
　全体

3千⼈未
満

1万⼈未
満

5万⼈未
満

10万⼈
未満

10万⼈
以上

得点なし
　全体

3千⼈未
満

1万⼈未
満

5万⼈未
満

10万⼈
未満

10万⼈
以上

ⅰ 1 地域における介護⼈材の確保・定着のため、都道府県等と連携しつつ、必要な取組を実施しているか。 49.7% 12.9% 6.9 11.4 14.1 21.4 43.8 14.5% 20.4 17.0 11.1 1.2 1.6

ⅰ 2
地域におけるサービス提供体制の確保や、⾃⽴⽀援・重度化防⽌、介護⼈材確保に関する施策等の推進に当たって、
庁内・庁外における関係者との連携体制が確保されているか。 55.6% 14.1% 8.7 11.2 16.0 27.4 40.6 17.1% 23.9 19.9 13.1 4.8 1.6

ⅱ 1  ⾼齢者⼈⼝当たりの地域住⺠に対する介護の仕事の魅⼒を伝達するための研修の修了者数 13.4% 2.8% 4.7 3.6 1.3 1.2 0.0 71.8% 87.7 78.3 63.2 38.1 32.8
ⅱ 2  ⾼齢者⼈⼝当たりの介護⼈材（介護⽀援専⾨員を除く。）の定着、資質向上を⽬的とした研修の修了者数 15.4% 3.2% 6.3 2.8 2.0 1.2 0.0 67.5% 81.0 75.3 59.3 47.6 14.1
ⅱ 3 介護⽀援専⾨員を対象としたケアマネジメントの質の向上に関する研修（介護⽀援専⾨員法定研修を除く。）の総実施 31.3% 6.1% 3.8 6.6 5.4 6.0 26.6 38.7% 62.2 37.1 27.0 31.0 9.4  
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（２）介護保険保険者努力支援交付金 

１）「Ⅰ 介護予防/日常生活支援を推進する」 

○ 得点率をみると、体制・取組指標群の指標１、３は得点率が７割を超えており、半数以上の

市町村が満点であった。 

○ 活動指標群の指標５、６は歪度が絶対値１を超えており、低い得点に回答が偏っていた。 

○ 該当率をみると、体制・取組指標群の指標７は「得点なし」の市町村が27.7％で、やや高い。 
 

■市町村の該当数：体制・取組指標群 
【⽀援】⽬標Ⅰ　介護予防/⽇常⽣活⽀援を推進する

評価項⽬⼀覧 歪度 配点 得点率

ⅰ 1   介護予防・⽣活⽀援サービス・⼀般介護予防事業の実施に当たって、データを活⽤して課題の把握を⾏っているか。 -0.77 6点 70.2%
ⅰ ア　介護予防のケアプランや要介護認定の調査票等を確認している 1点 1,405 80.7 388 86.8
ⅰ イ　ＫＤＢや⾒える化システム等既存のデータベースやシステムを活⽤している 1点 1,423 81.7 358 80.1
ⅰ● ウ　毎年度、ア⼜はイのデータを活⽤して課題の分析を⾏っている 2点 1,228 70.5 281 62.9
ⅰ● エ　データに基づく課題分析等の結果を施策の改善・⾒直し等に活⽤している 2点 1,027 59.0 215 48.1
ⅰ 2 通いの場やボランティア活動その他の介護予防に資する取組の推進を図るため、アウトリーチ等の取組を実施しているか。 -0.32 9点 56.4%
ⅰ ア　通いの場への参加促進を図るための課題を把握・分析している 1点 1,557 89.4 376 84.1
ⅰ● イ　通いの場に参加していない者の健康状態や⽣活状況、医療や介護サービスの利⽤状況等を定量的に把握し、データとして整理している 2点 1,135 65.2 294 65.8
ⅰ● ウ　通いの場を含む介護予防に資する取組に対して、次のような具体的なアプローチを⾏っている 4点 1,447 83.1 341 76.3
ⅰ 　➀　通いの場に参加していない者の居宅等へのアウトリーチに関する取組 1点 1,216 69.8 296 66.2
ⅰ 　②　医療機関等が通いの場等への参加を促す仕組みの構築 1点 870 50.0 184 41.2
ⅰ 　③　介護予防に資する取組やボランティアへの参加に対するポイント付与の実施 1点 932 53.5 194 43.4
ⅰ 　④　③のポイント事業参加者の健康状態等のデータベース化 1点 308 17.7 69 15.4
ⅰ● エ　ウの取組の成果を分析し、取組の改善・⾒直し等を⾏っている 2点 843 48.4 170 38.0
ⅰ 3 介護予防等と保健事業を⼀体的に実施しているか。 -0.96 7点 73.1%
ⅰ ア　通いの場における健康チェックや栄養指導・⼝腔ケア等を実施している 1点 1,584 91.0 383 85.7
ⅰ● イ　 通いの場での健康チェック等の結果を踏まえて医療機関等による早期介⼊（個別⽀援）につなげる仕組みを構築している 2点 1,311 75.3 307 68.7
ⅰ ウ　現役世代の⽣活習慣病対策と、介護予防とが連携した取組を実施している 2点 1,166 67.0 235 52.6
ⅰ● エ　⼀体的実施の成果を分析し、取組の改善・⾒直し等を⾏っている 2点 1,188 68.2 208 46.5

ⅰ 4 通いの場の参加者の健康状態等の把握・分析により、介護予防・⽣活⽀援サービス・⼀般介護予防事業の内容等の
検討を⾏っているか。

-0.52 7点 63.8%

ⅰ ア　通いの場の参加者の健康状態を継続的・定量的に把握する体制が整っている 1点 1,424 81.8 346 77.4
ⅰ● イ　毎年度、経年的な評価や分析等を⾏っている 2点 1,188 68.2 267 59.7
ⅰ ウ　⾏政以外の外部の関係者の意⾒を取り⼊れている 2点 1,057 60.7 224 50.1
ⅰ● エ　分析結果等をサービス内容の充実等に活⽤している 2点 928 53.3 191 42.7
ⅰ 5 地域におけるリハビリテーションの推進に向けた具体的な取組を⾏っているか。 -0.29 7点 54.7%
ⅰ ア　国が⽰すリハビリテーションサービス提供体制に関する指標を現状把握や施策の検討に活⽤し、リハビリテーションに関する⽬標を市町村介護保険事業計画に設定している 1点 751 43.1 154 34.5
ⅰ イ　郡市区医師会等の関係団体と連携して協議の場を設置し、介護予防の場や介護事業所にリハビリテーション専⾨職等が関与する仕組みを設けている 2点 1,218 70.0 241 53.9
ⅰ● ウ　リハビリテーション専⾨職を含む医療専⾨職を介護予防の場や地域ケア会議等に安定的に派遣するための具体的な内容を議論するなど、イの協議の場を活⽤している 2点 1,062 61.0 198 44.3
ⅰ エ　取組内容の成果を分析し、改善・⾒直し等を⾏っている 2点 677 38.9 126 28.2
ⅰ 6 ⽣活⽀援コーディネーターの活動等により、地域のニーズを踏まえた介護予防・⽣活⽀援の体制が確保されているか。 -0.22 9点 57.1%
ⅰ ア　地域における介護予防・⽣活⽀援サービス等の提供状況、地域資源、利⽤者数の推移、⼼⾝及び⽣活状況の傾向、⾼齢者の地域の担い⼿としての参画状況等を把握し、デ 1点 1,405 80.7 303 67.8
ⅰ● イ　アで整理したデータを、地域住⺠や関係団体等に提供・説明している 2点 1,211 69.6 241 53.9
ⅰ● ウ　アで整理したデータを踏まえ、⽣活⽀援コーディネーターとともに、協議体を活⽤しながら、地域の課題を分析・評価している 2点 1,106 63.5 228 51.0
ⅰ● エ　ウの分析・評価を踏まえ、市町村として、介護予防・⽣活⽀援サービスの推進⽅策を策定し、関係者に周知している 2点 770 44.2 158 35.3
ⅰ● オ　エで策定した市町村としての推進⽅策を定期的に⾒直し、関係者に周知する仕組みがある 2点 681 39.1 128 28.6
ⅰ 7 多様なサービスの活⽤の推進に向け、実施状況の調査・分析・評価を⾏っているか。 0.03 7点 51.0%
ⅰ ア　介護予防・⽇常⽣活⽀援総合事業のサービスの実施状況、地域資源、利⽤者数の推移、⼼⾝及び⽣活状況の傾向のほか、現状では対応が困難な地域の困り事等を把握し 1点 1,257 72.2 280 62.6
ⅰ● イ　アで整理したデータを踏まえ、多様なサービスの推進に向け、地域の課題を分析・評価している 2点 1,038 59.6 226 50.6
ⅰ● ウ　イの分析・評価を踏まえ、多様なサービスの推進に向け、市町村としての推進⽅策を策定し、関係者に周知している 2点 767 44.1 149 33.3
ⅰ● エ　ア〜ウのプロセスを踏まえ、ウで策定した市町村としての推進⽅策を定期的に改善・⾒直し等を⾏う仕組みがある 2点 677 38.9 126 28.2

該当市町村数 3千⼈未満
該当市町村

 
 

■回答分布：体制・取組指標群 

カテゴリー n % カテゴリー n % カテゴリー n % カテゴリー n % カテゴリー n %
0点 167 9.6% 0点 121 7.0% 8点 216 12.4% 0点 133 7.6% 0点 283 16.3%
1点 157 9.0% 1点 166 9.5% 9点 197 11.3% 1点 118 6.8% 1点 180 10.3%
2点 174 10.0% 2点 125 7.2% 2点 19 1.1% 2点 30 1.7%
3点 60 3.4% 3点 95 5.5% 3点 216 12.4% 3点 184 10.6%
4点 172 9.9% 4点 195 11.2% 4点 5 0.3% 4点 2 0.1%
5点 101 5.8% 5点 181 10.4% 5点 330 19.0% 5点 231 13.3%
6点 910 52.3% 6点 163 9.4% 6点 0 0.0% 6点 2 0.1%

7点 282 16.2% 7点 920 52.8% 7点 829 47.6%
計 1741 100.0% 計 1741 100.0% 計 1741 100.0% 計 1741 100.0%
歪度 -0.77 歪度 -0.32 歪度 -0.96 歪度 -0.52

Ⅰ-ⅰ-2︓⽀援 Ⅰ-ⅰ-4︓⽀援Ⅰ-ⅰ-3︓⽀援Ⅰ-ⅰ-1︓⽀援
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カテゴリー n % カテゴリー n % カテゴリー n % カテゴリー n %
0点 402 23.1% 0点 331 19.0% 8点 0 0.0% 0点 482 27.7%
1点 82 4.7% 1点 113 6.5% 9点 652 37.4% 1点 219 12.6%
2点 99 5.7% 2点 4 0.2% 2点 0 0.0%
3点 77 4.4% 3点 234 13.4% 3点 273 15.7%
4点 283 16.3% 4点 1 0.1% 4点 1 0.1%
5点 179 10.3% 5点 298 17.1% 5点 91 5.2%
6点 206 11.8% 6点 0 0.0% 6点 1 0.1%
7点 413 23.7% 7点 108 6.2% 7点 674 38.7%

計 1741 100.0% 計 1741 100.0% 計 1741 100.0%
歪度 -0.29 歪度 -0.22 歪度 0.03

Ⅰ-ⅰ-6︓⽀援 Ⅰ-ⅰ-7︓⽀援Ⅰ-ⅰ-5︓⽀援

 
 

■市町村の該当数：活動指標群 

【⽀援】⽬標Ⅰ　介護予防/⽇常⽣活⽀援を推進する

評価項⽬⼀覧 歪度 配点 得点率

ⅱ 1 ⾼齢者⼈⼝当たりの地域包括⽀援センターに配置される３職種の⼈数 0.27 4点 40.0%
ⅱ ア　上位７割 1点 1,218 70.0 438 98.0
ⅱ イ　上位５割 1点 870 50.0 420 94.0
ⅱ ウ　上位３割 1点 522 30.0 385 86.1
ⅱ エ　上位１割 1点 174 10.0 171 38.3
ⅱ 2 地域包括⽀援センター事業評価の達成状況 0.20 12点 42.6%
ⅱ ア　家族介護者⽀援を含む総合相談⽀援・権利擁護業務 4点 1,296 74.4 240 53.7
ⅱ イ　介護予防の推進・包括的・継続的ケアマネジメント⽀援業務・事業間連携に関する業務 4点 1,226 70.4 207 46.3
ⅱ ウ　地域ケア会議に関する業務 4点 1,228 70.5 236 52.8
ⅱ 3  地域ケア会議における個別事例の検討割合（個別事例の検討件数／受給者数） 0.27 4点 40.0%
ⅱ ア　上位７割 1点 1,218 70.0 358 80.1
ⅱ イ　上位５割 1点 870 50.0 305 68.2
ⅱ ウ　上位３割 1点 522 30.0 242 54.1
ⅱ エ　上位１割 1点 174 10.0 106 23.7
ⅱ 4 通いの場への65歳以上⾼齢者の参加率 -0.12 8点 40.1%
ⅱ ア　週⼀回以上の通いの場への参加率 4点 1,218 70.0 273 61.1
ⅱ イ　週⼀回以上の通いの場への参加率の変化率 4点 1,218 70.0 244 54.6
ⅱ 5 ⾼齢者のポイント事業への参加率 1.00 4点 26.2%
ⅱ ア　上位７割 1点 960 55.1 206 46.1
ⅱ イ　上位５割 1点 480 27.6 157 35.1
ⅱ ウ　上位３割 1点 288 16.5 112 25.1
ⅱ エ　上位１割 1点 96 5.5 43 9.6
ⅱ 6 通いの場等において⼼⾝・認知機能を維持・改善した者の割合 1.02 4点 27.2%
ⅱ ア　上位７割 1点 977 56.1 266 59.5
ⅱ イ　上位５割 1点 488 28.0 161 36.0
ⅱ ウ　上位３割 1点 294 16.9 107 23.9
ⅱ エ　上位１割 1点 137 7.9 59 13.2
ⅱ 7 ⾼齢者⼈⼝当たりの⽣活⽀援コーディネーター数 0.27 4点 40.0%
ⅱ ア　上位７割 1点 1,218 70.0 376 84.1
ⅱ イ　上位５割 1点 870 50.0 376 84.1
ⅱ ウ　上位３割 1点 522 30.0 318 71.1
ⅱ エ　上位１割 1点 174 10.0 141 31.5
ⅱ 8 ⽣活⽀援コーディネーターの地域ケア会議への参加割合 -0.58 4点 64.9%
ⅱ ア　上位７割 1点 1,247 71.6 305 68.2
ⅱ イ　上位５割 1点 1,091 62.7 297 66.4
ⅱ ウ　上位３割 1点 1,091 62.7 297 66.4
ⅱ エ　上位１割 1点 1,091 62.7 297 66.4
ⅱ 9 総合事業における多様なサービスの実施状況 -0.27 4点 56.5%
ⅱ ア　第⼀号訪問事業及び第⼀号通所事業実施事業所・団体数に占める多様なサービス実施事業所・団体数の割合 4点 576 33.1 160 35.8
ⅱ イ　第⼀号訪問事業及び第⼀号通所事業の実利⽤者数に占める多様なサービスに係る実利⽤者数の割合 4点 294 16.9 48 10.7
ⅱ ウ　第⼀号訪問事業及び第⼀号通所事業の事業費に占める多様なサービスに係る事業費の割合 4点 537 30.8 109 24.4
ⅱ エ　⼈⼝１万⼈未満の市町村であって、⽣活⽀援体制整備事業を活⽤し、インフォーマルサービス（住⺠主体の⽀え合い活動を含む 1点 22 1.3 17 3.8

該当市町村数 3千⼈未満
該当市町村

 
 

■回答分布：活動指標群 

カテゴリー n % カテゴリー n % カテゴリー n % カテゴリー n % カテゴリー n %
0点 523 30.0% 0点 225 12.9% 5点 171 9.8% 10点 104 6.0% 0点 523 30.0%
1点 348 20.0% 1点 146 8.4% 6点 154 8.8% 11点 62 3.6% 1点 348 20.0%
2点 348 20.0% 2点 140 8.0% 7点 130 7.5% 12点 79 4.5% 2点 348 20.0%
3点 348 20.0% 3点 127 7.3% 8点 135 7.8% 3点 348 20.0%
4点 174 10.0% 4点 153 8.8% 9点 115 6.6% 4点 174 10.0%

計 1741 100.0% 計 1741 100.0% 計 1741 100.0%
歪度 0.27 歪度 0.20 歪度 0.27

Ⅰ-ⅱ-1︓⽀援 Ⅰ-ⅱ-2︓⽀援 Ⅰ-ⅱ-3︓⽀援
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カテゴリー n % カテゴリー n %
0点 389 22.3% 5点 325 18.7%
1点 78 4.5% 6点 177 10.2%
2点 153 8.8% 7点 68 3.9%
3点 240 13.8% 8点 18 1.0%
4点 293 16.8%

計 1741 100.0%
歪度 -0.12

Ⅰ-ⅱ-4︓⽀援

 

カテゴリー n % カテゴリー n % カテゴリー n % カテゴリー n % カテゴリー n %
0点 781 44.9% 0点 764 43.9% 0点 523 30.0% 0点 494 28.4% 0点 312 17.9%
1点 480 27.6% 1点 489 28.1% 1点 348 20.0% 1点 156 9.0% 1点 234 13.4%
2点 192 11.0% 2点 194 11.1% 2点 348 20.0% 2点 0 0.0% 2点 363 20.9%
3点 192 11.0% 3点 157 9.0% 3点 348 20.0% 3点 0 0.0% 3点 353 20.3%
4点 96 5.5% 4点 137 7.9% 4点 174 10.0% 4点 1091 62.7% 4点 479 27.5%

計 1741 100.0% 計 1741 100.0% 計 1741 100.0% 計 1741 100.0% 計 1741 100.0%
歪度 1.00 歪度 1.02 歪度 0.27 歪度 -0.58 歪度 -0.27

Ⅰ-ⅱ-9︓⽀援Ⅰ-ⅱ-5︓⽀援 Ⅰ-ⅱ-6︓⽀援 Ⅰ-ⅱ-7︓⽀援 Ⅰ-ⅱ-8︓⽀援

 
 

■該当率：活動指標群 

評価項⽬⼀覧 得点率 満点
　全体

3千⼈未
満

1万⼈未
満

5万⼈未
満

10万⼈
未満

10万⼈
以上

得点なし
　全体

3千⼈未
満

1万⼈未
満

5万⼈未
満

10万⼈
未満

10万⼈
以上

ⅰ 1   介護予防・⽣活⽀援サービス・⼀般介護予防事業の実施に当たって、データを活⽤して課題の把握を⾏っているか。 70.2% 52.3% 45.9 49.6 57.2 56.0 67.2 9.6% 9.4 9.7 9.6 13.1 4.7
ⅰ 2 通いの場やボランティア活動その他の介護予防に資する取組の推進を図るため、アウトリーチ等の取組を実施しているか。 56.4% 11.3% 8.3 9.4 13.6 11.9 26.6 7.0% 11.4 6.4 5.6 1.2 1.6
ⅰ 3 介護予防等と保健事業を⼀体的に実施しているか。 73.1% 52.8% 34.2 52.1 63.6 65.5 70.3 7.6% 12.5 6.7 6.0 3.6 1.6

ⅰ 4 通いの場の参加者の健康状態等の把握・分析により、介護予防・⽣活⽀援サービス・⼀般介護予防事業の内容等の
検討を⾏っているか。 63.8% 47.6% 36.5 46.1 54.6 52.4 65.6 16.3% 21.3 15.7 14.1 14.3 9.4

ⅰ 5 地域におけるリハビリテーションの推進に向けた具体的な取組を⾏っているか。 54.7% 23.7% 16.3 21.5 28.4 32.1 37.5 23.1% 39.1 21.5 16.2 9.5 7.8
ⅰ 6 ⽣活⽀援コーディネーターの活動等により、地域のニーズを踏まえた介護予防・⽣活⽀援の体制が確保されているか。 57.1% 37.4% 26.8 35.8 42.6 48.8 60.9 19.0% 32.2 16.5 13.2 11.9 12.5
ⅰ 7 多様なサービスの活⽤の推進に向け、実施状況の調査・分析・評価を⾏っているか。 51.0% 38.7% 28.0 35.2 46.4 42.9 64.1 27.7% 37.4 28.1 22.7 20.2 14.1
ⅱ 1 ⾼齢者⼈⼝当たりの地域包括⽀援センターに配置される３職種の⼈数 40.0% 10.0% 38.3 0.6 0.0 0.0 0.0 30.0% 2.0 31.6 45.9 45.2 40.6
ⅱ 2 地域包括⽀援センター事業評価の達成状況 42.6% 4.5% 2.7 4.3 4.9 9.5 9.4 12.9% 28.2 11.6 5.4 3.6 1.6
ⅱ 3  地域ケア会議における個別事例の検討割合（個別事例の検討件数／受給者数） 40.0% 10.0% 23.7 7.1 4.7 1.2 0.0 30.0% 19.9 25.5 34.5 56.0 62.5
ⅱ 4 通いの場への65歳以上⾼齢者の参加率 40.1% 1.0% 1.8 1.3 0.5 0.0 0.0 22.3% 36.7 22.1 16.0 4.8 7.8
ⅱ 5 ⾼齢者のポイント事業への参加率 26.2% 5.5% 9.6 6.2 2.6 3.6 1.6 44.9% 53.9 44.0 41.8 40.5 23.4
ⅱ 6 通いの場等において⼼⾝・認知機能を維持・改善した者の割合 27.2% 7.9% 13.2 7.3 5.1 9.5 0.0 43.9% 40.5 45.1 44.9 45.2 45.3
ⅱ 7 ⾼齢者⼈⼝当たりの⽣活⽀援コーディネーター数 40.0% 10.0% 31.5 4.5 1.3 1.2 0.0 30.0% 15.9 18.5 42.3 59.5 68.8
ⅱ 8 ⽣活⽀援コーディネーターの地域ケア会議への参加割合 64.9% 62.7% 66.4 65.4 59.6 51.2 57.8 28.4% 31.8 31.1 26.6 20.2 9.4
ⅱ 9 総合事業における多様なサービスの実施状況 56.5% 27.5% 31.8 27.7 25.5 17.9 28.1 17.9% 25.3 17.6 13.4 19.0 10.9  

 

－ 75 －



 

 

２）「Ⅱ 認知症総合支援を推進する」 

○ 得点率をみると、体制・取組指標群の指標１は85.9％、指標２は72.4％と高い。 

○ 体制・取組指標群の指標１は歪度が絶対値１を超えており、「満点」の市町村が約７割と回

答が偏っていた。 
 

■市町村の該当数：体制・取組指標群 

【⽀援】⽬標Ⅱ　認知症総合⽀援を推進する

評価項⽬⼀覧 歪度 配点 得点率

ⅰ 1 認知症初期集中⽀援チームが定期的に情報連携する体制を構築し、必要な活動が⾏えているか。 -2.00 20点 85.9%
ⅰ ア　チームが円滑に⽀援を実施できるよう、医師会等の関係団体、かかりつけ医、認知症疾患医療センター等や介護⽀援専⾨員、地域包括⽀援センター等とあらかじめ情報連携を 5点 1,628 93.5 392 87.7
ⅰ イ　医療・介護サービスにつながっていない認知症と思われる⾼齢者に対し、チームが関係機関と連携して、⽀援対象者に対する主な⽀援機関を早急に明確にする検討ができるよう、 5点 1,569 90.1 358 80.1
ⅰ ウ　対象者の状況に応じて、他機関連携等により、⽀援対象者が抱える複合的課題に対して、具体的かつ多様な⽀援を実施している 5点 1,485 85.3 314 70.2
ⅰ● エ　チームの活動について、過去の実績等との⽐較等も⾏いつつ、事業運営の改善・⾒直し等の検討を⾏っている 5点 1,301 74.7 230 51.5
ⅰ 2 認知症状のある⼈に対して、専⾨医療機関との連携により、早期診断・早期対応に繋げるための体制を構築しているか。 -0.72 19点 72.4%
ⅰ ア　認知症に対応できるかかりつけ医や認知症サポート医、認知症疾患医療センター等の認知症に関わる医療機関や認知症初期集中⽀援チームの周知を⾏っている 4点 1,627 93.5 366 81.9
ⅰ イ　認知症に対応できるかかりつけ医や認知症サポート医、認知症疾患医療センター等の医療機関と連携した取組を⾏っている 5点 1,561 89.7 353 79.0
ⅰ ウ　情報連携ツール等を活⽤して、関係者間で連携ルールを策定している 5点 923 53.0 164 36.7
ⅰ● エ　アからウまでを踏まえ、医療・介護専⾨職による早期対応や早期診断に繋げる体制づくりを構築した上で、実際に運⽤を図っている 5点 1,007 57.8 189 42.3
ⅰ 3 認知症サポーター等を活⽤した地域⽀援体制の構築及び社会参加⽀援が⾏えているか 0.24 25点 46.0%
ⅰ ア　認知症の⼈の声を聞く機会（本⼈ミーティング、活動場所への訪問など）を設けている 5点 1,167 67.0 213 47.7
ⅰ イ　成年後⾒制度利⽤⽀援事業に関し、対象を市町村⻑申⽴や⽣活保護受給者に限定しない要綱等を整備している 5点 1,130 64.9 224 50.1
ⅰ ウ　認知症サポーター等による⽀援チーム等の活動グループ（チームオレンジなど）を設置している 5点 856 49.2 113 25.3
ⅰ エ　認知症の⼈やその家族の⽀援ニーズに合った具体的な⽀援につながるよう、イによる活動グループを含む地域の担い⼿とのマッチングを⾏っている 5点 529 30.4 59 13.2
ⅰ オ　認知症の⼈が希望に応じて農業、商品の製造・販売、⾷堂の運営、地域活動やマルシェの開催等に参画できるよう、⽀援している 5点 319 18.3 37 8.3

該当市町村数 3千⼈未満
該当市町村

 
 

■回答分布：体制・取組指標群 

カテゴリー n % カテゴリー n % カテゴリー n % カテゴリー n % カテゴリー n %
0点 74 4.3% 0点 72 4.1% 14点 349 20.0% 0点 211 12.1% 25点 183 10.5%
5点 70 4.0% 4点 87 5.0% 15点 4 0.2% 5点 391 22.5%

10点 110 6.3% 5点 32 1.8% 19点 773 44.4% 10点 400 23.0%
15点 255 14.6% 9点 418 24.0% 0.0% 15点 329 18.9%
20点 1232 70.8% 10点 6 0.3% 0.0% 20点 227 13.0%

計 1741 100.0% 計 1741 100.0% 計 1741 100.0%
歪度 -2.00 歪度 -0.72 歪度 0.24

Ⅱ-ⅰ-2︓⽀援Ⅱ-ⅰ-1︓⽀援 Ⅱ-ⅰ-3︓⽀援

 

■市町村の該当数：活動指標群 
【⽀援】⽬標Ⅱ　認知症総合⽀援を推進する

評価項⽬⼀覧 歪度 配点 得点率

ⅱ 1 ⾼齢者⼈⼝当たりの認知症サポーター数 0.27 12点 39.9%
ⅱ ア　上位７割 3点 1,217 69.9 274 61.3
ⅱ イ　上位５割 3点 869 49.9 205 45.9
ⅱ ウ　上位３割 3点 522 30.0 136 30.4
ⅱ エ　上位１割 3点 174 10.0 63 14.1
ⅱ 2 ⾼齢者⼈⼝当たりの認知症サポーターステップアップ講座修了者数 2.20 12点 11.7%
ⅱ ア　上位７割 3点 429 24.6 34 7.6
ⅱ イ　上位５割 3点 214 12.3 33 7.4
ⅱ ウ　上位３割 3点 128 7.4 32 7.2
ⅱ エ　上位１割 3点 42 2.4 15 3.4
ⅱ 3 認知症地域⽀援推進員が⾏っている業務の状況 0.00 12点 49.1%
ⅱ ア　上位７割 3点 1,367 78.5 304 68.0
ⅱ イ　上位５割 3点 1,068 61.3 232 51.9
ⅱ ウ　上位３割 3点 659 37.9 125 28.0
ⅱ エ　上位１割 3点 324 18.6 60 13.4

該当市町村数 3千⼈未満
該当市町村

 
■回答分布：活動指標群 

カテゴリー n % カテゴリー n % カテゴリー n %
0点 524 30.1% 0点 1312 75.4% 0点 374 21.5%
3点 348 20.0% 3点 215 12.3% 3点 299 17.2%
6点 347 19.9% 6点 86 4.9% 6点 409 23.5%
9点 348 20.0% 9点 86 4.9% 9点 335 19.2%

12点 174 10.0% 12点 42 2.4% 12点 324 18.6%
計 1741 100.0% 計 1741 100.0% 計 1741 100.0%
歪度 0.27 歪度 2.20 歪度 0.00

Ⅱ-ⅱ-2︓⽀援Ⅱ-ⅱ-1︓⽀援 Ⅱ-ⅱ-3︓⽀援
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■該当率：活動指標群 

評価項⽬⼀覧 得点率 満点
　全体

3千⼈未
満

1万⼈未
満

5万⼈未
満

10万⼈
未満

10万⼈
以上

得点なし
　全体

3千⼈未
満

1万⼈未
満

5万⼈未
満

10万⼈
未満

10万⼈
以上

ⅰ 1 認知症初期集中⽀援チームが定期的に情報連携する体制を構築し、必要な活動が⾏えているか。 85.9% 70.8% 47.7 69.1 83.2 92.9 98.4 4.3% 9.6 4.1 1.1 2.4 0.0
ⅰ 2 認知症状のある⼈に対して、専⾨医療機関との連携により、早期診断・早期対応に繋げるための体制を構築しているか。 72.4% 44.4% 27.7 43.1 51.0 65.5 81.3 4.1% 11.6 2.2 1.3 0.0 0.0
ⅰ 3 認知症サポーター等を活⽤した地域⽀援体制の構築及び社会参加⽀援が⾏えているか 46.0% 10.5% 3.6 6.9 13.4 22.6 45.3 12.1% 26.4 9.7 6.2 3.6 0.0
ⅱ 1 ⾼齢者⼈⼝当たりの認知症サポーター数 39.9% 10.0% 14.1 11.8 7.8 0.0 0.0 30.1% 38.7 29.8 24.5 27.4 29.7
ⅱ 2 ⾼齢者⼈⼝当たりの認知症サポーターステップアップ講座修了者数 11.7% 2.4% 3.4 3.7 1.1 0.0 0.0 75.4% 92.4 79.6 64.1 56.0 54.7
ⅱ 3 認知症地域⽀援推進員が⾏っている業務の状況 49.1% 18.6% 13.4 16.5 20.4 33.3 35.9 21.5% 32.0 20.8 17.6 9.5 6.3  

 

３）「Ⅲ 在宅医療・在宅介護連携の体制を構築する」 

○ 得点率をみると、体制・取組指標群の指標２は79.6％、指標３は79.4％と高い。歪度も絶対

値１を超えており、満点に回答が偏っていた。 
 

■市町村の該当数：体制・取組指標群 
【⽀援】⽬標Ⅲ　在宅医療・在宅介護連携の体制を構築する

評価項⽬⼀覧 歪度 配点 得点率

ⅰ 1
地域の医療・介護関係者等が参画する会議において、市町村が所持するデータ等に基づき、在宅医療・介護連携に関
する課題を検討し、対応策が具体化されているか。 -0.21 26点 61.1%

ア  今後のニーズを踏まえ、①⽇常の療養⽀援、②⼊退院⽀援、③急変時の対応、④看取りの４つの場⾯ごとに、在宅医療と介護の提供体制の⽬指すべき姿を設定している 5点 973 55.9 226 50.6
ⅰ イ　在宅医療と介護の提供体制の⽬指すべき姿を介護保険事業計画に記載している 6点 1,532 88.0 369 82.6
ⅰ ウ　地域の⼈⼝推計を踏まえた今後のニーズや医療・介護資源、社会資源や利⽤者の情報、住⺠の意向等を定量的な情報も含めて把握している 5点 1,166 67.0 240 53.7
ⅰ● エ　アとウの差の確認等により抽出された課題を踏まえ、地域の特性を踏まえた⽬標の設定、具体的な対応策を⽴案している 5点 756 43.4 134 30.0
ⅰ オ　評価指標等に基づき事業の検証や必要に応じた⾒直しを⾏う仕組みを設けている 5点 798 45.8 136 30.4
ⅰ 2 在宅医療と介護の連携の強化・推進に向け、相談⽀援、研修会の開催といった具体的取組を⾏っているか。 -1.28 21点 79.6%
ⅰ ア　在宅医療と介護の連携の強化・推進に向け、医療・介護関係者のニーズを把握している 5点 1,584 91.0 369 82.6
ⅰ● イ　医療・介護関係者のニーズを踏まえ、次のような取組を実施している。 6点 1,638 94.1 380 85.0

　①　医療・介護関係者に対する相談窓⼝の設置 2点 1,541 88.5 340 76.1
　②　定期的な相談内容等の取りまとめ、その結果の医療・介護関係者間での共有 2点 1,340 77.0 291 65.1
　③　多職種を対象とした参加型の研修会の実施 2点 1,501 86.2 302 67.6

ⅰ● ウ　取組の実施状況を踏まえ、課題分析等を⾏っている 5点 1,274 73.2 235 52.6
ⅰ● エ　課題分析や医療・介護関係者の双⽅の意⾒等を踏まえ、必要に応じて取組の改善・⾒直し等を⾏っている 5点 1,211 69.6 219 49.0

ⅰ 3 患者・利⽤者の状態の変化等に応じて、医療・介護関係者間で速やかな情報共有が実施できるよう、具体的な取組を
⾏っているか。

-1.32 21点 79.4%

ⅰ ア  医療・介護関係者の情報共有の実施状況を把握している 5点 1,589 91.3 396 88.6
ⅰ● イ　実施状況等を踏まえ、在宅での看取りや⼊退院時等に活⽤できるような医療・介護関係者の情報共有ツールの作成等情報共有円滑化のための取組を実施している 6点 1,505 86.4 351 78.5
ⅰ● ウ　取組の実施状況を踏まえ、課題分析等を⾏っている 5点 1,226 70.4 235 52.6
ⅰ● エ　課題分析や医療・介護関係者の双⽅の意⾒等を踏まえ、必要に応じて情報共有ツール等の改善・⾒直し等を⾏っている 5点 1,185 68.1 234 52.3

該当市町村数 3千⼈未満
該当市町村

 
 

■回答分布：体制・取組指標群 

カテゴリー n % カテゴリー n % カテゴリー n % カテゴリー n % カテゴリー n %
0点 117 6.7% 15点 18 1.0% 0点 76 4.4% 7点 64 3.7% 14点 21 1.2%
5点 43 2.5% 16点 238 13.7% 2点 30 1.7% 9点 107 6.1% 16点 67 3.8%
6点 242 13.9% 20点 13 0.7% 4点 20 1.1% 10点 0 0.0% 17点 32 1.8%

10点 18 1.0% 21点 198 11.4% 5点 27 1.6% 11点 128 7.4% 19点 108 6.2%
11点 326 18.7% 26点 528 30.3% 6点 8 0.5% 12点 12 0.7% 21点 1041 59.8%

計 1741 100.0% 計 1741 100.0%
歪度 -0.21 歪度 -1.28

Ⅲ-ⅰ-2︓⽀援Ⅲ-ⅰ-1︓⽀援

 

カテゴリー n % カテゴリー n %
0点 124 7.1% 15点 3 0.2%
5点 103 5.9% 16点 101 5.8%
6点 16 0.9% 21点 1143 65.7%

10点 6 0.3%
11点 245 14.1%

計 1741 100.0%
歪度 -1.32

Ⅲ-ⅰ-3︓⽀援
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■市町村の該当数：活動指標群 

【⽀援】⽬標Ⅲ　在宅医療・在宅介護連携の体制を構築する

評価項⽬⼀覧 歪度 配点 得点率

ⅱ 1 ⼊退院⽀援の実施状況 0.31 16点 40.0%
ⅱ ア　⼊院時情報連携加算算定者数割合 8点 1,218 70.0 293 65.5
ⅱ イ　退院・退所加算算定者数割合 8点 1,218 70.0 209 46.8
ⅱ 2 ⼈⽣の最終段階における⽀援の実施状況 0.28 16点 40.0%
ⅱ ア　在宅ターミナルケアを受けた患者数割合（管内在宅死亡者数における割合） 8点 1,218 70.0 156 34.9
ⅱ イ　在宅での看取り加算算定者数割合（管内在宅死亡者数における割合） 8点 1,218 70.0 149 33.3

該当市町村数 3千⼈未満
該当市町村

 
 

■回答分布：活動指標群 

カテゴリー n % カテゴリー n % カテゴリー n % カテゴリー n %
0点 250 14.4% 10点 181 10.4% 0点 451 25.9% 10点 75 4.3%
2点 250 14.4% 12点 140 8.0% 2点 106 6.1% 12点 288 16.5%
4点 220 12.6% 14点 109 6.3% 4点 263 15.1% 14点 33 1.9%
6点 258 14.8% 16点 66 3.8% 6点 102 5.9% 16点 151 8.7%
8点 267 15.3% 8点 272 15.6%

計 1741 100.0% 計 1741 100.0%
歪度 0.31 歪度 0.28

Ⅲ-ⅱ-1︓⽀援 Ⅲ-ⅱ-2︓⽀援

 
 

■該当率：活動指標群 

評価項⽬⼀覧 得点率 満点
　全体

3千⼈未
満

1万⼈未
満

5万⼈未
満

10万⼈
未満

10万⼈
以上

得点なし
　全体

3千⼈未
満

1万⼈未
満

5万⼈未
満

10万⼈
未満

10万⼈
以上

ⅰ 1
地域の医療・介護関係者等が参画する会議において、市町村が所持するデータ等に基づき、在宅医療・介護連携に関
する課題を検討し、対応策が具体化されているか。 61.1% 30.3% 20.8 22.3 40.0 42.9 54.7 6.7% 13.6 4.1 5.2 2.4 0.0

ⅰ 2 在宅医療と介護の連携の強化・推進に向け、相談⽀援、研修会の開催といった具体的取組を⾏っているか。 79.6% 59.8% 38.7 57.1 71.2 83.3 89.1 4.4% 10.7 3.9 1.1 0.0 0.0

ⅰ 3 患者・利⽤者の状態の変化等に応じて、医療・介護関係者間で速やかな情報共有が実施できるよう、具体的な取組を
⾏っているか。 79.4% 65.7% 49.0 65.4 73.4 82.1 89.1 7.1% 9.6 7.9 6.2 1.2 0.0

ⅱ 1 ⼊退院⽀援の実施状況 40.0% 3.8% 4.5 4.1 3.4 1.2 3.1 14.4% 26.2 13.5 8.5 7.1 4.7
ⅱ 2 ⼈⽣の最終段階における⽀援の実施状況 40.0% 8.7% 4.7 7.5 10.0 16.7 23.4 25.9% 59.7 27.3 6.2 0.0 0.0  
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（３）成果指標群（両交付金共通） 

○ 結果は次のとおりであった。 
 

■市町村の該当数 
【推進＆⽀援】⽬標Ⅳ　⾼齢者がその状況に応じて可能な限り⾃⽴した⽇常⽣活を営む

評価項⽬⼀覧 歪度 配点 得点率

ⅲ 1  軽度【要介護１・２】（平均要介護度の変化Ⅰ）短期的な要介護認定者の平均要介護度の変化率の状況はどのよう -0.25 20点 53.6%
ⅲ ア　変化率の状況 20点 745 42.8 197 44.1
ⅲ イ　変化率の差 20点 687 39.5 161 36.0
ⅲ 2  軽度【要介護１・２】（平均要介護度の変化Ⅱ）⻑期的な平均要介護度の変化率の状況はどのようになっているか。 0.27 20点 40.3%
ⅲ ア　全保険者の上位７割 5点 1,237 71.1 258 57.7
ⅲ イ　全保険者の上位５割 5点 870 50.0 200 44.7
ⅲ ウ　全保険者の上位３割 5点 522 30.0 149 33.3
ⅲ エ　全保険者の上位１割 5点 176 10.1 67 15.0
ⅲ 3  中重度【要介護３〜５】（平均要介護度の変化Ⅰ）短期的な要介護認定者の平均要介護度の変化率の状況はどの -0.13 20点 50.9%
ⅲ ア　変化率の状況 20点 756 43.4 159 35.6
ⅲ イ　変化率の差 20点 668 38.4 179 40.0
ⅲ 4  中重度【要介護３〜５】（平均要介護度の変化Ⅱ）⻑期的な平均要介護度の変化率の状況はどのようになっているか 0.27 20点 40.0%
ⅲ ア　全保険者の上位７割 5点 1,218 70.0 230 51.5
ⅲ イ　全保険者の上位５割 5点 870 50.0 155 34.7
ⅲ ウ　全保険者の上位３割 5点 745 42.8 197 44.1
ⅲ エ　全保険者の上位１割 5点 174 10.0 64 14.3
ⅲ 5  健康寿命延伸の実現状況要介護２以上の認定率、認定率の変化率の状況はどのようになっているか。 -0.36 20点 58.3%
ⅲ ア　認定率 20点 771 44.3 124 27.7
ⅲ イ　認定率の変化率 20点 813 46.7 269 60.2

該当市町村数 3千⼈未満
該当市町村

 
■回答分布 

カテゴリー n % カテゴリー n % カテゴリー n % カテゴリー n % カテゴリー n %
0点 309 17.7% 0点 504 28.9% 0点 317 18.2% 0点 523 30.0% 0点 157 9.0%
5点 256 14.7% 5点 367 21.1% 5点 314 18.0% 5点 348 20.0% 5点 309 17.7%

10点 369 21.2% 10点 348 20.0% 10点 369 21.2% 10点 348 20.0% 10点 386 22.2%
15点 492 28.3% 15点 346 19.9% 15点 472 27.1% 15点 348 20.0% 15点 575 33.0%
20点 315 18.1% 20点 176 10.1% 20点 269 15.5% 20点 174 10.0% 20点 314 18.0%

計 1741 100.0% 計 1741 100.0% 計 1741 100.0% 計 1741 100.0% 計 1741 100.0%
歪度 -0.25 歪度 0.27 歪度 -0.13 歪度 0.27 歪度 -0.36

Ⅳ-3 Ⅳ-4Ⅳ-1 Ⅳ-2 Ⅳ-5

 

■該当率 

評価項⽬⼀覧 得点率 満点
　全体

3千⼈未
満

1万⼈未
満

5万⼈未
満

10万⼈
未満

10万⼈
以上

得点なし
　全体

3千⼈未
満

1万⼈未
満

5万⼈未
満

10万⼈
未満

10万⼈
以上

ⅲ 1  軽度【要介護１・２】（平均要介護度の変化Ⅰ）短期的な要介護認定者の平均要介護度の変化率の状況はどのように 53.6% 18.1% 28.9 19.3 12.3 7.1 3.1 17.7% 19.9 16.5 17.5 16.7 17.2
ⅲ 2  軽度【要介護１・２】（平均要介護度の変化Ⅱ）⻑期的な平均要介護度の変化率の状況はどのようになっているか。 40.3% 10.1% 15.0 12.2 6.2 2.4 6.3 28.9% 42.3 28.8 20.4 22.6 26.6
ⅲ 3  中重度【要介護３〜５】（平均要介護度の変化Ⅰ）短期的な要介護認定者の平均要介護度の変化率の状況はどのよ 50.9% 15.5% 17.0 15.4 17.0 7.1 1.6 18.2% 24.4 18.4 14.9 10.7 15.6
ⅲ 4  中重度【要介護３〜５】（平均要介護度の変化Ⅱ）⻑期的な平均要介護度の変化率の状況はどのようになっているか。 40.0% 10.0% 14.3 8.4 9.6 4.8 3.1 30.0% 48.5 33.7 17.5 11.9 14.1
ⅲ 5  健康寿命延伸の実現状況要介護２以上の認定率、認定率の変化率の状況はどのようになっているか。 58.3% 18.0% 28.9 15.7 15.0 9.5 1.6 9.0% 12.1 9.0 7.0 6.0 10.9  
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（４）第１号被保険者規模別の結果 

○ 第１号被保険者規模別に得点状況をみると、総得点、体制・取組指標群、活動指標群で、第

１号被保険者数規模の小さいグループで得点が低くなる傾向がみられた。 

○ 他方で、成果指標群（Ⅳ）では、規模別の得点で大きな差はみられなかった。 
 

■第１号被保険者規模別：総得点、推進・支援別 

422 371 416 451 469 498 

0点

200点

400点

600点

800点

206 217 
183 188 202 214 218 233 228 241 246 253 

0点

200点

400点

全体(N=1,741) 3千⼈未満(n=447) 1万⼈未満(n=534)
5万⼈未満(n=612) 10万⼈未満(n=84) 10万⼈以上(n=64)

総得点

推進 ⽀援

48.6 47.5 48.0 50.8 46.6 43.2 

0点

50点

100点 推進・⽀援Ⅳ

 
 

59.8 54.7 60.0 62.0 63.9 68.0 

0点

50点

100点 推進Ⅱ

56.2 48.2 55.6 60.3 63.3 68.2 

0点

50点

100点 推進Ⅰ

41.0 33.0 38.5 44.7 
54.1 

66.1 

0点

50点

100点 推進Ⅲ

51.5 47.9 51.0 53.5 53.8 59.2 

0点

50点

100点 ⽀援Ⅰ

54.5 
43.0 

54.3 60.1 65.1 69.7 

0点

50点

100点 ⽀援Ⅱ

62.1 
49.4 

60.7 68.8 75.4 80.6 

0点

50点

100点 ⽀援Ⅲ

 
 

■第１号被保険者規模別：体制・取組指標群、活動指標群別 

122.5 
105.3 119.5 130.5 146.3 161.5 

0点

50点

100点

150点

200点 推進ⅰ体制・取組指標群

34.5 30.6 34.5 36.5 35.0 40.8 

0点

50点

100点 推進ⅱ活動指標

123.1 
100.1 

121.5 134.6 145.1 158.5 

0点

50点

100点

150点

200点 ⽀援ⅰ体制・取組指標群

45.0 40.2 44.5 47.7 49.2 51.0 

0点

50点

100点 ⽀援ⅱ活動指標

245.7 
205.4 

241.0 265.1 291.4 320.0 

0点

100点

200点

300点

400点 推進・⽀援ⅰ体制・取組指標群

79.5 70.8 79.1 84.2 84.3 91.8 

0点

50点

100点

150点 推進・⽀援ⅱ活動指標
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（５）体制・取組指標群と活動指標群の相関 

○ 体制取組指標群（各項目と小計）と活動指標群（小計）の相関関係をみた。また、活動指標

群の各項目間の相関関係をみることで、活動指標群の各項目で評価対象の重複がないかを確

認した。 

○ 推進の目標Ⅰは、体制・取組指標群の各項目、小計ともに活動指標群（小計）との相関がみ

られた。また、活動指標群の各項目間で相関はみられなかった。 

○ 推進の目標Ⅱは、体制・取組指標群の各項目、小計ともに活動指標群（小計）との相関はみ

られなかった。また、活動指標群の各項目間でも相関はみられなかった。 

○ 推進の目標Ⅲは、体制・取組指標群の各項目、小計ともに活動指標群（小計）との相関がみ

られた。また、活動指標群の各項目間では、指標２について指標１及び指標３と相関がみら

れた。 

○ 支援の目標Ⅰは、指標３（介護予防等と保健事業を一体的に実施しているか）を除き、体制・

取組指標群の各項目、小計ともに活動指標群（小計）との相関がみられた。また、活動指標

群の各項目間では、指標１と指標７、指標１と指標３、指標３と指標７に相関がみられた。 

○ 支援の目標Ⅱは、体制・取組指標群の小計と活動指標群（小計）との相関がみられた。また、

活動指標群の各項目間で相関はみられなかった。 

○ 支援の目標Ⅲは、体制・取組指標群の小計と活動指標群（小計）との相関がみられた。また、

活動指標群の各項目間で相関はみられなかった。 
 

■指標間の関係（相関係数） ⅰ体制・取組指標群×ⅱ活動指標群 ＜推進＞ 
≪推進≫⽬標Ⅰ　持続可能な地域のあるべき姿をかたちにする

Ⅰ-ⅱ-1 Ⅰ-ⅱ-2 Ⅰ-ⅱ-3
今年度の
評価得点

後期⾼齢
者数と給
付費の伸
び率の⽐

較

PFSによ
る委託事

業数

Ⅰ-ⅰ-1 地域の介護保険事業の特徴を把握しているか。 0.42 0.03 0.01 0.29

Ⅰ-ⅰ-2 介護保険事業計画の進捗状況（計画値と実績値の乖離状
況）を分析しているか。 0.51 0.02 0.03 0.35

Ⅰ-ⅰ-3 ⾃⽴⽀援、重度化防⽌等に関する施策について、実施状況を把
握し、必要な改善を⾏っているか。 0.57 0.06 0.02 0.41

Ⅰ-ⅰ-4 保険者機能強化推進交付⾦等に係る評価結果を関係者間で共有
し、⾃⽴⽀援、重度化防⽌等に関する施策の遂⾏に活⽤しているか。 0.53 0.00 0.07 0.36

0.69 0.04 0.05 0.48

Ⅰ-ⅱ-1 今年度の評価得点 1.00 0.12 0.07 0.74

Ⅰ-ⅱ-2 後期⾼齢者数と給付費の伸び率の⽐較 0.12 1.00 0.00 0.72

Ⅰ-ⅱ-3 PFS（成果連動型⺠間委託契約⽅式）による委託事業数 0.07 0.00 1.00 0.25

ⅰ体制取組指標群　　計

指標内容
指標
番号

ⅱ.活動
指標群

計

 

 
≪推進≫⽬標Ⅱ　公正・公平な給付を⾏う体制を構築する

Ⅱ-ⅱ-1 Ⅱ-ⅱ-2
ケアプラン
点検の実
施割合

医療情報
との突合
の実施割

合

Ⅱ-ⅰ-1 介護給付費の適正化に向けた⽅策を策定しているか。 0.14 0.04 0.11

Ⅱ-ⅰ-2 介護給付費適正化事業を効果的に実施しているか。 0.18 0.07 0.16

0.19 0.06 0.16

Ⅱ-ⅱ-1 ケアプラン点検の実施割合 1.00 0.10 0.64

Ⅱ-ⅱ-2 医療情報との突合の実施割合 0.10 1.00 0.82

指標
番号 指標内容

ⅰ体制取組指標群　　計

ⅱ.活動
指標群

計

 

0.2-0.4
0.4-0.7
0.7-強い相関あり

相関あり
弱い相関あり
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≪推進≫⽬標Ⅲ　介護⼈材の確保その他のサービス提供基盤の整備を推進する
Ⅲ-ⅱ-1 Ⅲ-ⅱ-2 Ⅲ-ⅱ-3
⾼齢者⼈
⼝当たり
の地域住
⺠に対す
る介護の
仕事の魅
⼒を伝達
するため
の研修の
修了者数

⾼齢者⼈
⼝当たり
の介護⼈
材の定

着、資質
向上を⽬
的とした
研修の修
了者数

介護⽀援
専⾨員を
対象とし

たケアマネ
ジメントの
質の向上
に関する
研修の総
実施⽇数

Ⅲ-ⅰ-1 地域における介護⼈材の確保・定着のため、都道府県等と連携
しつつ、必要な取組を実施しているか。 0.32 0.30 0.32 0.44

Ⅲ-ⅰ-2
地域におけるサービス提供体制の確保や、⾃⽴⽀援・重度化防
⽌、介護⼈材確保に関する施策等の推進に当たって、庁内・庁
外における関係者との連携体制が確保されているか。

0.24 0.28 0.28 0.37

0.32 0.34 0.35 0.47

Ⅲ-ⅱ-1 ⾼齢者⼈⼝当たりの地域住⺠に対する介護の仕事の魅⼒を伝
達するための研修の修了者数 1.00 0.39 0.16 0.68

Ⅲ-ⅱ-2 ⾼齢者⼈⼝当たりの介護⼈材の定着、資質向上を⽬的とした
研修の修了者数 0.39 1.00 0.30 0.76

Ⅲ-ⅱ-3 介護⽀援専⾨員を対象としたケアマネジメントの質の向上に関す
る研修の総実施⽇数 0.16 0.30 1.00 0.73

ⅱ.活動
指標群

計

指標
番号 指標内容

ⅰ体制取組指標群　　計

■指標間の関係（相関係数） ⅰ体制・取組指標群×ⅱ活動指標群 ＜支援＞
≪⽀援≫⽬標Ⅰ　介護予防/⽇常⽣活⽀援を推進する

Ⅰ-ⅱ-1 Ⅰ-ⅱ-2 Ⅰ-ⅱ-3 Ⅰ-ⅱ-4 Ⅰ-ⅱ-5 Ⅰ-ⅱ-6 Ⅰ-ⅱ-7 Ⅰ-ⅱ-8 Ⅰ-ⅱ-9
⾼齢者⼈
⼝当たり
の地域包
括⽀援セ
ンターに
配置され
る３職種
の⼈数

地域包括
⽀援セン
ター事業
評価の達
成状況

地域ケア
会議にお
ける個別
事例の検
討割合

通いの場
への65歳
以上⾼齢
者の参加

率

⾼齢者の
ポイント事
業への参

加率

通いの場
等におい
て⼼⾝・

認知機能
を維持・
改善した
者の割合

⾼齢者⼈
⼝当たり
の⽣活⽀
援コーディ
ネーター

数

⽣活⽀援
コーディ
ネーター
の地域ケ
ア会議へ
の参加割

合

総合事業
における
多様な
サービス
の実施状

況

Ⅰ-ⅰ-1 介護予防・⽣活⽀援サービス・⼀般介護予防事業の実施に当
たって、データを活⽤して課題の把握を⾏っているか -0.10 0.24 0.07 0.15 0.07 0.11 -0.06 0.06 0.10 0.24

Ⅰ-ⅰ-2 通いの場やボランティア活動その他の介護予防に資する取組の推
進を図るため、アウトリーチ等の取組を実施しているか。 -0.07 0.28 0.10 0.16 0.26 0.19 -0.05 0.07 0.11 0.34

Ⅰ-ⅰ-3 介護予防等と保健事業を⼀体的に実施しているか。 -0.18 0.23 0.03 0.12 0.10 0.07 -0.14 0.02 0.09 0.16

Ⅰ-ⅰ-4
通いの場の参加者の健康状態等の把握・分析により、介護予
防・⽣活⽀援サービス・⼀般介護予防事業の内容等の検討を
⾏っているか。

-0.10 0.25 0.07 0.16 0.10 0.16 -0.08 0.05 0.07 0.25

Ⅰ-ⅰ-5 地域におけるリハビリテーションの推進に向けた具体的な取組を
⾏っているか。 -0.18 0.32 0.02 0.15 0.09 0.06 -0.10 0.05 0.08 0.24

Ⅰ-ⅰ-6 ⽣活⽀援コーディネーターの活動等により、地域のニーズを踏まえ
た介護予防・⽣活⽀援の体制が確保されているか。 -0.15 0.32 0.05 0.13 0.11 0.07 -0.09 0.11 0.11 0.27

Ⅰ-ⅰ-7 多様なサービスの活⽤の推進に向け、実施状況の調査・分析・
評価を⾏っているか。 -0.13 0.29 0.04 0.12 0.10 0.12 -0.10 0.09 0.16 0.27

-0.18 0.39 0.08 0.19 0.17 0.16 -0.12 0.09 0.15 0.36

Ⅰ-ⅱ-1 ⾼齢者⼈⼝当たりの地域包括⽀援センターに配置される３職種
の⼈数 1.00 -0.21 0.29 -0.08 0.07 0.09 0.43 0.06 0.04 0.28

Ⅰ-ⅱ-2 地域包括⽀援センター事業評価の達成状況 -0.21 1.00 0.01 0.15 0.04 0.04 -0.18 0.10 0.13 0.60

Ⅰ-ⅱ-3 地域ケア会議における個別事例の検討割合 0.29 0.01 1.00 0.04 0.06 0.05 0.23 0.16 0.13 0.44

Ⅰ-ⅱ-4 通いの場への65歳以上⾼齢者の参加率 -0.08 0.15 0.04 1.00 0.03 0.01 -0.06 0.06 0.05 0.44

Ⅰ-ⅱ-5 ⾼齢者のポイント事業への参加率 0.07 0.04 0.06 0.03 1.00 0.07 0.05 0.00 0.04 0.28

Ⅰ-ⅱ-6 通いの場等において⼼⾝・認知機能を維持・改善した者の割合 0.09 0.04 0.05 0.01 0.07 1.00 0.08 0.02 0.07 0.30

Ⅰ-ⅱ-7 ⾼齢者⼈⼝当たりの⽣活⽀援コーディネーター数 0.43 -0.18 0.23 -0.06 0.05 0.08 1.00 -0.08 0.05 0.24

Ⅰ-ⅱ-8 ⽣活⽀援コーディネーターの地域ケア会議への参加割合 0.06 0.10 0.16 0.06 0.00 0.02 -0.08 1.00 0.04 0.40

Ⅰ-ⅱ-9 総合事業における多様なサービスの実施状況 0.04 0.13 0.13 0.05 0.04 0.07 0.05 0.04 1.00 0.39

ⅱ.活動
指標群

計

指標
番号 指標内容

ⅰ体制取組指標群　　計

0.2-0.4
0.4-0.7
0.7-強い相関あり

相関あり
弱い相関あり

－ 82 －



 

 

≪⽀援≫⽬標Ⅱ　認知症総合⽀援を推進する
Ⅱ-ⅱ-1 Ⅱ-ⅱ-2 Ⅱ-ⅱ-3
⾼齢者⼈
⼝当たり
の認知症

サポー
ター数

⾼齢者⼈
⼝当たり
の認知症
ｻﾎﾟｰﾀｰｽ
ﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟ
講座修了

者数

認知症地
域⽀援推
進員が

⾏っている
業務の状

況

Ⅱ-ⅰ-1 認知症初期集中⽀援チームが定期的に情報連携する体制を構
築し、必要な活動が⾏えているか。 0.08 0.10 0.17 0.19

Ⅱ-ⅰ-2 認知症状のある⼈に対して、専⾨医療機関との連携により、早
期診断・早期対応に繋げるための体制を構築しているか。 0.05 0.11 0.20 0.19

Ⅱ-ⅰ-3 認知症サポーター等を活⽤した地域⽀援体制の構築及び社会
参加⽀援が⾏えているか。 0.11 0.29 0.29 0.35

0.10 0.24 0.29 0.33

Ⅱ-ⅱ-1 ⾼齢者⼈⼝当たりの認知症サポーター数 1.00 0.11 0.11 0.68

Ⅱ-ⅱ-2 ⾼齢者⼈⼝当たりの認知症サポーターステップアップ講座修了者
数 0.11 1.00 0.10 0.53

Ⅱ-ⅱ-3 認知症地域⽀援推進員が⾏っている業務の状況 0.11 0.10 1.00 0.69

ⅱ.活動
指標群

計

ⅰ体制取組指標群　　計

指標
番号 指標内容

 

 
≪⽀援≫⽬標Ⅲ　在宅医療・在宅介護連携の体制を構築する

Ⅲ-ⅱ-1 Ⅲ-ⅱ-2
⼊退院⽀
援の実施

状況

⼈⽣の最
終段階に
おける⽀
援の実施

状況

Ⅲ-ⅰ-1
地域の医療・介護関係者等が参画する会議において、市町村が
所持するデータ等に基づき、在宅医療・介護連携に関する課題を
検討し、対応策が具体化されているか。

0.10 0.17 0.19

Ⅲ-ⅰ-2 在宅医療と介護の連携の強化・推進に向け、相談⽀援、研修
会の開催といった具体的取組を⾏っているか。 0.08 0.24 0.23

Ⅲ-ⅰ-3
患者・利⽤者の状態の変化等に応じて、医療・介護関係者間で
速やかな情報共有が実施できるよう、具体的な取組を⾏っている
か。

0.13 0.15 0.20

0.13 0.23 0.25

Ⅲ-ⅱ-1 ⼊退院⽀援の実施状況 1.00 0.04 0.67

Ⅲ-ⅱ-2 ⼈⽣の最終段階における⽀援の実施状況 0.04 1.00 0.77

ⅱ.活動
指標群

計

ⅰ体制取組指標群　　計

指標
番号 指標内容

 
 

0.2-0.4
0.4-0.7
0.7-強い相関あり

相関あり
弱い相関あり

－ 83 －



 

 

３．都道府県結果 

（１）保険者機能強化推進交付金 

１）「Ⅰ．持続可能な地域のあるべき姿をかたちにする」 

○ 得点率をみると、体制・取組指標群の指標１は86.9％、指標２は73.2％と高い。歪度も絶対

値１を超えており、高得点に回答が偏っていた。 

○ 体制・取組指標群のうち、指標２は「得点なし」の都道府県があった。 
 

■都道府県の該当数 

【推進】⽬標Ⅰ　持続可能な地域のあるべき姿をかたちにする

評価項⽬⼀覧 歪度 配点 該当数 得点率 満点 得点なし

ⅰ 1 管内における地域課題の解決や地域差（管内市町村間の⼀⼈当たり給付費の差）の把握・分析、その改善に向けた市町村⽀援を実施しているか。 -1.6 33点 86.9% 61.7% 0.0%

ⅰ ア　都道府県として管内市町村が抱える地域課題や地域差の分析を⾏っている 5点 47 100.0%

ⅰ ● イ　地域課題や地域差の分析結果について、管内市町村に対して共有している 5点 42 89.4%

ⅰ ● ウ　地域課題や地域差の改善に向けた都道府県としての⽬標を定めている 5点 39 83.0%

ⅰ ● エ　ウの⽬標を踏まえ、管内市町村における地域課題の解決や地域差の改善、介護保険事業計画の進捗管理を⽀援するための
具体的な取組（研修事業、アドバイザー派遣等）を実施している

6点 40 85.1%

ⅰ ● オ　アの都道府県による分析に加え、特定地域の地域課題や地域差について、対象市町村と⼀緒に議論し、検討を⾏っている 6点 42 89.4%

ⅰ ● カ　オのプロセスを経て、個々の市町村の要望を踏まえ、伴⾛⽀援を実施している 6点 36 76.6%

ⅰ 2 　保険者機能強化推進交付⾦等に係る評価結果を活⽤し、管内市町村間の⽐較、課題分析、その改善に向けた取組を実施しているか。 -1.2 27点 73.2% 19.1% 2.1%
ⅰ ア　管内市町村における評価結果について、過年度及び地域間の⽐較・課題分析を⾏っている 5点 46 97.9%

ⅰ ● イ　アの課題分析等は、外部の関係者も参画して⾏っている 5点 21 44.7%

ⅰ ● ウ　評価結果の課題分析結果等を踏まえ、管内市町村の評価結果の改善に向け、情報共有、研修等の⽀援を実施している 5点 42 89.4%

ⅰ ● エ　市町村⽀援の実施に当たって、評価結果を活⽤している 6点 36 76.6%

ⅰ オ　ア〜エの取組の結果、今年度の評価結果において管内に著しく得点の低い市町村がない 6点 28 59.6%

ⅱ 1 　今年度の評価得点 0.3 8点 39.4% 10.6% 31.9%
ⅱ ア　上位７割 2点 32 68.1%

ⅱ イ　上位５割 2点 23 48.9%

ⅱ ウ　上位３割 2点 14 29.8%

ⅱ エ　上位１割 2点 5 10.6%

ⅱ 2 　今年度の管内市町村全体の平均得点 0.3 8点 38.8% 8.5% 31.9%
ⅱ ア　上位７割 2点 32 68.1%

ⅱ イ　上位５割 2点 23 48.9%

ⅱ ウ　上位３割 2点 14 29.8%

ⅱ エ　上位１割 2点 4 8.5%

ⅱ 3 　管内市町村における１⼈当たり給付費の差の状況 0.3 8点 38.8% 8.5% 31.9%
ⅱ ア　上位７割 2点 32 68.1%

ⅱ イ　上位５割 2点 23 48.9%

ⅱ ウ　上位３割 2点 14 29.8%

ⅱ エ　上位１割 2点 4 8.5%

ⅱ 4 　管内市町村における年齢調整後要介護認定率の差の状況 0.3 8点 38.8% 8.5% 31.9%
ⅱ ア　上位７割 2点 32 68.1%

ⅱ イ　上位５割 2点 23 48.9%

ⅱ ウ　上位３割 2点 14 29.8%

ⅱ エ　上位１割 2点 4 8.5%

ⅱ 5 　市町村⽀援の実施状況 0.3 8点 38.8% 8.5% 31.9%
ⅱ ア　上位７割 2点 32 68.1%

ⅱ イ　上位５割 2点 23 48.9%

ⅱ ウ　上位３割 2点 14 29.8%

ⅱ エ　上位１割 2点 4 8.5%  

 

■回答分布 

カテゴリー n % カテゴリー n % カテゴリー n % カテゴリー n % カテゴリー n %
0点 0 0.0% 15点 0 0.0% 27点 3 6.4% 0点 1 2.1% 15点 0 0.0%
5点 0 0.0% 16点 3 6.4% 28点 6 12.8% 5点 1 2.1% 16点 11 23.4%
6点 0 0.0% 17点 0 0.0% 33点 29 61.7% 6点 0 0.0% 17点 0 0.0%

10点 3 6.4% 18点 0 0.0% 0.0% 10点 1 2.1% 21点 11 23.4%
11点 0 0.0% 21点 2 4.3% 0.0% 11点 2 4.3% 22点 11 23.4%
12点 0 0.0% 22点 1 2.1% 0.0% 12点 0 0.0% 27点 9 19.1%

計 47 100.0% 計 47 100.0%
歪度 -1.64 歪度 -1.18

Ⅰ-ⅰ-2Ⅰ-ⅰ-1

－ 84 －



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）「Ⅱ 公正・公平な給付を行う体制を構築する」 

○ 得点率をみると、体制・取組指標群の指標１は87.5％と高い。歪度も絶対値１を超えており、

満点に回答が偏っていた。 

○ 体制・取組指標群で「得点なし」の都道府県はなかった。 
 

■都道府県の該当数 

【推進】⽬標Ⅱ　公正・公平な給付を⾏う体制を構築する

評価項⽬⼀覧 歪度 配点 該当数 得点率 満点 得点なし
ⅰ 1 　管内の介護給付費の適正化に向け、市町村⽀援を実施しているか。 -1.7 64点 87.5% 61.7% 0.0%
ⅰ ア　管内市町村における介護給付費の特徴や適正化に向けた取組の実施状況を分析の上、課題を把握している 12点 46 97.9%

ⅰ ● イ　アの課題を解決するため、都道府県としての改善⽬標を定めている 13点 44 93.6%

ⅰ ● ウ　イに加え、市町村別の⽬標と取組内容の設定を⾏っている 13点 31 66.0%

ⅰ ● エ　イ〜ウを踏まえ、都道府県として介護給付費の適正化に向けた具体的な取組を実施している 13点 47 100.0%

ⅰ ● オ　個別の市町村に対して定期的な（１回/年程度）フォローアップを実施している 13点 38 80.9%

ⅱ 1 　管内市町村のケアプラン点検の実施割合 0.3 12点 38.8% 8.5% 31.9%
ⅱ ア　上位７割 3点 32 68.1%

ⅱ イ　上位５割 3点 23 48.9%

ⅱ ウ　上位３割 3点 14 29.8%

ⅱ エ　上位１割 3点 4 8.5%

ⅱ 2 　管内市町村の医療情報との突合の実施割合 0.3 12点 39.4% 10.6% 31.9%
ⅱ ア　上位７割 3点 32 68.1%

ⅱ イ　上位５割 3点 23 48.9%

ⅱ ウ　上位３割 3点 14 29.8%

ⅱ エ　上位１割 3点 5 10.6%

ⅱ 3 　管内市町村の縦覧点検の実施状況 0.4 12点 41.0% 17.0% 31.9%
ⅱ ア　上位７割 3点 32 68.1%

ⅱ イ　上位５割 3点 23 48.9%

ⅱ ウ　上位３割 3点 14 29.8%

ⅱ エ　上位１割 3点 8 17.0%  
 

■回答分布 

カテゴリー n % カテゴリー n %
0点 0 0.0% 39点 0 0.0%

12点 0 0.0% 51点 11 23.4%
13点 1 2.1% 64点 29 61.7%
25点 2 4.3%
26点 0 0.0%
38点 4 8.5%

計 47 100.0%
歪度 -1.73

Ⅱ-ⅰ-1

 

カテゴリー n % カテゴリー n % カテゴリー n %
0点 15 31.9% 0点 15 31.9% 0点 15 31.9%
3点 9 19.1% 3点 9 19.1% 3点 9 19.1%
6点 9 19.1% 6点 9 19.1% 6点 9 19.1%
9点 10 21.3% 9点 9 19.1% 9点 6 12.8%

12点 4 8.5% 12点 5 10.6% 12点 8 17.0%
0.0% 0.0% 0.0%

計 47 100.0% 計 47 100.0% 計 47 100.0%
歪度 0.29 歪度 0.32 歪度 0.37

Ⅱ-ⅱ-3Ⅱ-ⅱ-1 Ⅱ-ⅱ-2

 

 

カテゴリー n % カテゴリー n % カテゴリー n % カテゴリー n % カテゴリー n %
0点 15 31.9% 0点 15 31.9% 0点 15 31.9% 0点 15 31.9% 0点 15 31.9%
2点 9 19.1% 2点 9 19.1% 2点 9 19.1% 2点 9 19.1% 2点 9 19.1%
4点 9 19.1% 4点 9 19.1% 4点 9 19.1% 4点 9 19.1% 4点 9 19.1%
6点 9 19.1% 6点 10 21.3% 6点 10 21.3% 6点 10 21.3% 6点 10 21.3%
8点 5 10.6% 8点 4 8.5% 8点 4 8.5% 8点 4 8.5% 8点 4 8.5%

計 47 100.0% 計 47 100.0% 計 47 100.0% 計 47 100.0% 計 47 100.0%
歪度 0.32 歪度 0.29 歪度 0.29 歪度 0.29 歪度 0.29

Ⅰ-ⅱ-2 Ⅰ-ⅱ-3 Ⅰ-ⅱ-4Ⅰ-ⅱ-1 Ⅰ-ⅱ-5

－ 85 －



 

 

３）「Ⅲ 介護人材の確保その他のサービス提供基盤の整備を推進する」 

○ 得点率をみると、体制・取組指標群の指標１は93.2％、指標２は94.3％、指標３は87.0％、

指標４は73.5％といずれも高い。 

○ 指標１、２、３は歪度が絶対値１を超えており、高得点に回答が偏っていた。 

○ 体制・取組指標群で「得点なし」の都道府県はなかった。 
 

■都道府県の該当数 

【推進】⽬標Ⅲ　介護⼈材の確保その他のサービス提供基盤の整備を推進する

評価項⽬⼀覧 歪度 配点 該当数 得点率 満点 得点なし
ⅰ 1 　介護⼈材の将来推計を⾏い、⼈材確保に向けた具体的な⽬標を設定しているか。 -3.0 15点 93.2% 87.2% 0.0%
ⅰ ア  第８期介護保険事業計画に基づく介護⼈材の受給推計に基づき、必要な介護⼈材確保対策を企画⽴案している 3点 47 100.0%

ⅰ イ　介護⼈材の確保・定着の課題について市町村及び地域の関係団体等との情報交換・協議を⾏う会議体を設置している 3点 43 91.5%

ⅰ ● ウ　イにおける検討を踏まえ、都道府県として具体的な取組を実施している 3点 43 91.5%

ⅰ ● エ　ウの実施に当たって、⽬標及び実施時期を定めている 3点 42 89.4%

ⅰ ● オ　取組の実施状況等を踏まえ、毎年度、取組の課題の分析、改善・⾒直し等を⾏っている 3点 44 93.6%

ⅰ 2 　介護⼈材の確保のための取組を実施しているか。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -2.0 16点 94.3% 63.8% 0.0%
ⅰ  ア　介護⼈材確保に関し、次の取組を実施している 4点 47 100.0%

　①　介護の仕事の魅⼒を伝える広域的なイベント（アクティブシニアなど地域住⺠の幅広い層を対象としたセミナーや職業体験会等）の開催 1点 45 95.7%
　②　就職に際して影響⼒がある教員及び保護者に対して介護の仕事のイメージアップや基礎知識に関する研修や広報等の実施 1点 43 91.5%

　③　外国⼈介護⼈材の受⼊れに関する⽀援 1点 47 100.0%

　④　その他 1点 40 85.1%

ⅰ ● イ　アの取組の実施に当たって、市町村や関係団体と協働している 3点 47 100.0%

ⅰ ウ　介護⼈材確保に関する取組の効果を検証するための評価指標を定めている 3点 46 97.9%

ⅰ ● エ　ウの指標に対する実績等を踏まえ、毎年度、取組の課題の分析、改善・⾒直し等を⾏っている 3点 46 97.9%

ⅰ オ　取組の成果を公表している 3点 39 83.0%

ⅰ 3 　介護⼈材の定着・質の向上に向けた取組を実施しているか。　　　　 -2.1 19点 87.0% 23.4% 0.0%
ⅰ ア　介護⼈材の定着・質の向上に関し、次の取組を実施している 7点 47 100.0%

　➀　⼈材育成や就労環境等の改善に取り組む介護事業所の認証・評価制度の実施 1点 38 80.9%
　②　介護サービス・介護⼈材の質の向上に向けた各種研修の実施 1点 47 100.0%
　③　事業所の管理者等に対する労働法規や休暇・休職制度に関する説明会等の開催 1点 31 66.0%
　④　多様な⼈材が働きやすい環境作り⽀援 1点 44 93.6%
　⑤　⽣産性向上のための環境整備の⽀援 1点 45 95.7%
　⑥　介護職員の抱える悩みの解決に向けた相談体制の構築 1点 31 66.0%
　⑦　その他 1点 31 66.0%

ⅰ ● イ　アの取組の実施に当たって、市町村や関係団体と協働している 3点 46 97.9%

ⅰ ウ　介護⼈材の定着・質の向上に向けた取組の効果を検証するための評価指標を定めている 3点 43 91.5%

ⅰ ● エ　ウの指標に対する実績等を踏まえ、毎年度、取組の課題の分析、改善・⾒直し等を⾏っている 3点 42 89.4%

ⅰ オ　取組の成果を公表している 3点 39 83.0%

ⅰ 4 　管内における⾃⽴⽀援、重度化防⽌、介護⼈材確保に関する施策等の推進に当たって、庁内・庁外における連携体制が確保されているか。 -0.7 22点 73.5% 29.8% 0.0%
ⅰ ア　介護・福祉関係部局や医療、住まい、就労関係部局など、⾼齢者の⾃⽴⽀援・重度化防⽌等に向けた庁内の連携を確保するための場⼜は規程がある 3点 38 80.9%

ⅰ イ　市町村や事業者、関係団体、専⾨職等外部の関係者との連携を確保するための場がある 3点 47 100.0%

ⅰ ● ウ　ア及びイの連携体制を、次の施策分野ごとの取組に活⽤している 5点 45 95.7%

　①　介護予防・⽣活⽀援サービス 1点 39 83.0%

　②　⼀般介護予防事業 1点 43 91.5%

　③　認知症総合⽀援 1点 42 89.4%

　④　在宅医療・介護連携 1点 42 89.4%

　⑤　介護⼈材確保等 1点 41 87.2%

ⅰ ● エ　ア及びイの連携体制の活⽤等により、管内市町村の取組状況や課題を把握し、専⾨職派遣等の市町村⽀援を実施している 3点 38 80.9%

ⅰ ● オ　ア及びイによる連携体制を活⽤し、⾼齢者の住まいの確保と⽣活の⼀体的⽀援に関する取組に係る市町村⽀援を実施している 4点 27 57.4%

ⅰ ● カ　ア及びイによる連携体制を、介護保険事業に留まらない地域づくりや重層的⽀援体制整備事業等を⾏う市町村の⽀援にも活⽤している 4点 19 40.4%  
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【推進】⽬標Ⅲ　介護⼈材の確保その他のサービス提供基盤の整備を推進する

評価項⽬⼀覧 歪度 配点 該当数 得点率 満点 得点なし
ⅱ 1 　管内の⾼齢者⼈⼝当たりの介護職員数 0.3 4点 38.8% 8.5% 31.9%
ⅱ ア　上位７割 1点 32 68.1%

ⅱ イ　上位５割 1点 23 48.9%

ⅱ ウ　上位３割 1点 14 29.8%

ⅱ エ　上位１割 1点 4 8.5%

ⅱ 2 　管内の介護職員離職率 0.2 4点 40.4% 8.5% 31.9%
ⅱ ア　上位７割 1点 32 68.1%

ⅱ イ　上位５割 1点 23 48.9%

ⅱ ウ　上位３割 1点 17 36.2%

ⅱ エ　上位１割 1点 4 8.5%

ⅱ 3 　管内の介護職員関係職種の有効求⼈倍率 0.3 4点 38.8% 8.5% 31.9%
ⅱ ア　上位７割 1点 32 68.1%

ⅱ イ　上位５割 1点 23 48.9%

ⅱ ウ　上位３割 1点 14 29.8%

ⅱ エ　上位１割 1点 4 8.5%

ⅱ 4 　管内における⾼齢者⼈⼝当たりの59時間研修（⽣活援助従事者研修）及び130時間研修（介護職員初任者研修）の修了 0.3 4点 38.8% 8.5% 31.9%
ⅱ ア　上位７割 1点 32 68.1%

ⅱ イ　上位５割 1点 23 48.9%

ⅱ ウ　上位３割 1点 14 29.8%

ⅱ エ　上位１割 1点 4 8.5%

ⅱ 5 　管内における⾼齢者⼈⼝当たりの「介護に関する⼊⾨的研修」修了者数 0.3 4点 38.8% 8.5% 31.9%
ⅱ ア　上位７割 1点 32 68.1%

ⅱ イ　上位５割 1点 23 48.9%

ⅱ ウ　上位３割 1点 14 29.8%

ⅱ エ　上位１割 1点 4 8.5%

ⅱ 6  　介護⽀援専⾨員を対象としたケアマネジメントの質の向上に関する研修（介護⽀援専⾨員法定研修を除く。）の総実施⽇数 0.2 4点 41.0% 10.6% 31.9%
ⅱ ア　上位７割 1点 32 68.1%

ⅱ イ　上位５割 1点 24 51.1%

ⅱ ウ　上位３割 1点 16 34.0%

ⅱ エ　上位１割 1点 5 10.6%

ⅱ 7 　⽣産年齢⼈⼝に占める介護福祉⼠修学資⾦等貸付件数割合 0.3 4点 38.8% 8.5% 31.9%
ⅱ ア　上位７割 1点 32 68.1%

ⅱ イ　上位５割 1点 23 48.9%

ⅱ ウ　上位３割 1点 14 29.8%

ⅱ エ　上位１割 1点 4 8.5%  

■回答分布 

カテゴリー n % カテゴリー n % カテゴリー n % カテゴリー n % カテゴリー n %
0点 0 0.0% 0点 0 0.0% 11点 1 2.1% 0点 0 0.0% 12点 3 6.4%
3点 2 4.3% 1点 0 0.0% 12点 2 4.3% 4点 0 0.0% 13点 1 2.1%
6点 2 4.3% 2点 0 0.0% 13点 5 10.6% 5点 1 2.1% 14点 0 0.0%
9点 0 0.0% 3点 0 0.0% 14点 0 0.0% 6点 0 0.0% 15点 1 2.1%

12点 2 4.3% 4点 0 0.0% 15点 8 17.0% 7点 0 0.0% 16点 7 14.9%
15点 41 87.2% 5点 0 0.0% 16点 30 63.8% 8点 1 2.1% 17点 8 17.0%

6点 0 0.0% 9点 1 2.1% 18点 13 27.7%
8点 0 0.0% 10点 0 0.0% 19点 11 23.4%
9点 1 2.1% 11点 0 0.0%

10点 0 0.0%
計 47 100.0% 計 47 100.0% 計 47 100.0%
歪度 -3.00 歪度 -2.03 歪度 -2.09

Ⅲ-ⅰ-1 Ⅲ-ⅰ-2 Ⅲ-ⅰ-3

 

カテゴリー n % カテゴリー n %
0点 0 0.0% 14点 5 10.6%
1点 0 0.0% 15点 1 2.1%
3点 2 4.3% 16点 0 0.0%
7点 2 4.3% 17点 1 2.1%
8点 0 0.0% 18点 13 27.7%
9点 2 4.3% 19点 0 0.0%

10点 3 6.4% 20点 0 0.0%
11点 2 4.3% 21点 0 0.0%
12点 0 0.0% 22点 14 29.8%
13点 2 4.3%

計 47 100.0%
歪度 -0.73

Ⅲ-ⅰ-4
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カテゴリー n % カテゴリー n % カテゴリー n % カテゴリー n % カテゴリー n %
0点 15 31.9% 0点 15 31.9% 0点 15 31.9% 0点 15 31.9% 0点 15 31.9%
1点 9 19.1% 1点 9 19.1% 1点 9 19.1% 1点 9 19.1% 1点 9 19.1%
2点 9 19.1% 2点 6 12.8% 2点 9 19.1% 2点 9 19.1% 2点 9 19.1%
3点 10 21.3% 3点 13 27.7% 3点 10 21.3% 3点 10 21.3% 3点 10 21.3%
4点 4 8.5% 4点 4 8.5% 4点 4 8.5% 4点 4 8.5% 4点 4 8.5%

計 47 100.0% 計 47 100.0% 計 47 100.0% 計 47 100.0% 計 47 100.0%
歪度 0.29 歪度 0.19 歪度 0.29 歪度 0.29 歪度 0.29

Ⅲ-ⅱ-3 Ⅲ-ⅱ-4 Ⅲ-ⅱ-5Ⅲ-ⅱ-1 Ⅲ-ⅱ-2

 

カテゴリー n % カテゴリー n %
0点 15 31.9% 0点 15 31.9%
1点 8 17.0% 1点 9 19.1%
2点 8 17.0% 2点 9 19.1%
3点 11 23.4% 3点 10 21.3%
4点 5 10.6% 4点 4 8.5%

計 47 100.0% 計 47 100.0%
歪度 0.21 歪度 0.29

Ⅲ-ⅱ-7Ⅲ-ⅱ-6
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（２）介護保険保険者努力支援交付金 

１）「Ⅰ 介護予防/日常生活支援を推進する」 

○ 得点率をみると、体制・取組指標群の指標１は88.9％、指標２は86.3％、指標３は71.9％、

指標４は76.6％、指標５は86.6％といずれも高い。 

○ 指標１、２、４、５は歪度が絶対値１を超えており、高得点に回答が偏っていた。 

○ 体制・取組指標群で「得点なし」の都道府県はなかった。 
 

■都道府県の該当数 

【⽀援】⽬標Ⅰ　介護予防/⽇常⽣活⽀援を推進する

評価項⽬⼀覧 歪度 配点 該当数 得点率 満点 得点なし
ⅰ 1 　地域ケア会議の活性化を図るため、課題の把握・分析を⾏いつつ、その改善に向けた市町村⽀援を実施しているか。 -1.7 5点 88.9% 68.1% 0.0%
ⅰ ア　管内市町村の地域ケア会議の実施状況を把握・分析している 1点 46 97.9%

ⅰ ● イ　管内における地域ケア会議の分析結果等を管内市町村に対して共有している 1点 45 95.7%

ⅰ ● ウ　地域ケア会議の活性化に向け、市町村に対する⽀援⽅策を策定している 1点 42 89.4%

ⅰ ● エ　⽀援⽅策に基づき、都道府県医師会等関係団体と協⼒して、郡市区等医師会等関係団体の管理職・管理者、担当者に
対する研修会等の実施その他の市町村⽀援を実施している

1点 36 76.6%

ⅰ ● オ　市町村の意⾒を踏まえ、⽀援内容を改善するプロセスを有している 1点 40 85.1%

ⅰ 2 　通いの場の⽴ち上げ等、介護予防を効果的なものとするため、市町村⽀援を実施しているか。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -1.3 12点 86.3% 46.8% 0.0%
ⅰ ア　介護予防・⽇常⽣活総合事業をはじめとする管内市町村における介護予防の取組状況を把握・分析している 1点 46 97.9%

ⅰ ● イ　アの分析結果等を管内市町村に対して共有している 2点 45 95.7%

ⅰ ● ウ　介護予防の効果的な実施に向け、市町村に対する⽀援⽅策を策定している 2点 40 85.1%

ⅰ ● エ　⽀援⽅策に基づき、次のような市町村⽀援を実施している 5点 47 100.0%
　➀　介護予防に従事する市町村職員や関係者に対し、技術的⽀援に係る研修会や情報交換の場（介護予防の取組に係る好事例の発信を含む） 1点 47 100.0%

　②　都道府県による実地⽀援 1点 39 83.0%

　③　専⾨職等のアドバイザー派遣 1点 46 97.9%

　④　データ活⽤に対する⽀援 1点 34 72.3%

　⑤　その他 1点 27 57.4%

ⅰ ● オ　市町村の意⾒を踏まえ、⽀援内容を改善するプロセスを有している 2点 39 83.0%

ⅰ 3 　介護予防等と保健事業の⼀体的実施に向けた環境整備を実施しているか。 -0.8 9点 71.9% 48.9% 0.0%
ⅰ ア　管内市町村における介護予防等と保健事業との⼀体的実施の実施状況を把握・分析している 1点 46 97.9%

ⅰ ● イ　 管内における介護予防等と保健事業の⼀体的実施の分析結果等を管内市町村に対して共有している 2点 34 72.3%

ⅰ ● ウ　介護予防等と保健事業との⼀体的実施の環境整備を図るため、市町村に対する⽀援⽅策を策定している 2点 31 66.0%

ⅰ ● エ　⽀援⽅策に基づき、市町村⽀援を実施している 2点 33 70.2%

ⅰ ● オ　市町村の意⾒を踏まえ、⽀援内容を改善するプロセスを有している 2点 31 66.0%

ⅰ 4 　リハビリテーション等の専⾨職の確保に向けた環境整備を実施しているか。 -1.2 12点 76.6% 25.5% 0.0%
ⅰ ア　都道府県医師会等関係団体と連携し、市町村に対する地域リハビリテーション⽀援体制に関する協議会を設けている 2点 33 70.2%

ⅰ イ　 国が⽰すリハビリテーションサービス提供体制に関する指標を現状把握や施策の検討に活⽤している 2点 23 48.9%

ⅰ
ウ　都道府県医師会等関係団体と協議し、リハビリテーション専⾨職等の派遣に関するルールを作成するとともに、都道府県リハビリ
テーション⽀援センター等の派遣調整をする機関を設置している

2点 37 78.7%

ⅰ ● エ　ウの機関において、リハビリテーション専⾨職等を派遣する医療機関等を確保している 2点 37 78.7%

ⅰ オ　市町村及びリハビリテーション専⾨職等に対して、派遣に際して必要となる知識の習得に関する研修会を実施している 2点 46 97.9%

ⅰ カ　リハビリテーション専⾨職等の確保・派遣等の課題を市町村と共有し、取組内容の改善・⾒直し等を⾏っている 2点 40 85.1%

ⅰ 5 　⽣活⽀援体制の整備の推進を図るため、課題の分析・把握を⾏いつつ、その改善に向けた市町村⽀援を実施しているか。　　　　 -1.2 10点 86.6% 44.7% 0.0%
ⅰ ア　管内市町村の⽣活⽀援体制整備の状況を把握・分析している 1点 47 100.0%

ⅰ ● イ　管内における⽣活⽀援の実施状況の分析結果等を管内市町村に対して共有している 2点 46 97.9%

ⅰ ● ウ　⽣活⽀援体制整備の推進に向け、市町村に対する⽀援⽅策を策定している 2点 42 89.4%

ⅰ ● エ　⽀援⽅策に基づき、次のような市町村⽀援を実施している 3点 47 100.0%

　➀　⽣活⽀援コーディネーターに対する研修の実施 1点 47 100.0%

　②　⽣活⽀援コーディネーターの活動を⽀援するための市町村、ＮＰＯ、ボランティア、⺠間サービス事業者等との連携・協働の場の設置 1点 33 70.2%

　③　その他 1点 32 68.1%

ⅰ ● オ　市町村の意⾒を踏まえ、⽀援内容を改善するプロセスを有している 2点 36 76.6%  
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【⽀援】⽬標Ⅰ　介護予防/⽇常⽣活⽀援を推進する

評価項⽬⼀覧 歪度 配点 該当数 得点率 満点 得点なし
ⅱ 1 　管内市町村の⾼齢者⼈⼝当たりの地域包括⽀援センターに配置される３職種の⼈数 0.3 4点 38.8% 8.5% 31.9%
ⅱ ア　上位７割 1点 32 68.1%
ⅱ イ　上位５割 1点 23 48.9%
ⅱ ウ　上位３割 1点 14 29.8%
ⅱ エ　上位１割 1点 4 8.5%
ⅱ 2 　管内市町村の地域包括⽀援センター事業評価の達成状況 0.1 12点 38.8% 2.1% 21.3%
ⅱ ア　家族介護者⽀援を含む総合相談⽀援・権利擁護業務 4点 32 68.1%
ⅱ イ　介護予防の推進・包括的・継続的ケアマネジメント⽀援業務・事業間連携に関する業務 4点 32 68.1%
ⅱ ウ　地域ケア会議に関する業務 4点 32 68.1%
ⅱ 3 　管内市町村の地域ケア会議における個別事例の検討割合（個別事例の検討件数／受給者数） 0.3 4点 38.8% 8.5% 31.9%
ⅱ ア　上位７割 1点 32 68.1%
ⅱ イ　上位５割 1点 23 48.9%
ⅱ ウ　上位３割 1点 14 29.8%
ⅱ エ　上位１割 1点 4 8.5%
ⅱ 4 　管内市町村の通いの場への65歳以上⾼齢者の参加率 -0.2 8点 38.8% 0.0% 8.5%
ⅱ ア　管内市町村の週⼀回以上の通いの場への参加率 4点 32 68.1%
ⅱ イ　管内市町村の週⼀回以上の通いの場への参加率の変化率 4点 32 68.1%
ⅱ 5 　管内市町村の⾼齢者のポイント事業への参加率 0.3 4点 38.8% 8.5% 31.9%
ⅱ ア　上位７割 1点 32 68.1%
ⅱ イ　上位５割 1点 23 48.9%
ⅱ ウ　上位３割 1点 14 29.8%
ⅱ エ　上位１割 1点 4 8.5%
ⅱ 6 　管内市町村の通いの場等において⼼⾝・認知機能を維持・改善した者の割合 0.3 4点 38.8% 8.5% 31.9%
ⅱ ア　上位７割 1点 32 68.1%
ⅱ イ　上位５割 1点 23 48.9%
ⅱ ウ　上位３割 1点 14 29.8%
ⅱ エ　上位１割 1点 4 8.5%
ⅱ 7 　管内市町村の⾼齢者⼈⼝当たりの⽣活⽀援コーディネーター数 0.3 4点 38.8% 8.5% 31.9%
ⅱ ア　上位７割 1点 32 68.1%
ⅱ イ　上位５割 1点 23 48.9%
ⅱ ウ　上位３割 1点 14 29.8%
ⅱ エ　上位１割 1点 4 8.5%
ⅱ 8 　管内市町村の⽣活⽀援コーディネーターの地域ケア会議への参加割合 0.3 4点 38.8% 8.5% 31.9%
ⅱ ア　上位７割 1点 32 68.1%
ⅱ イ　上位５割 1点 23 48.9%
ⅱ ウ　上位３割 1点 14 29.8%
ⅱ エ　上位１割 1点 4 8.5%
ⅱ 9 　管内市町村の多様なサービスの実施状況 0.3 4点 38.8% 8.5% 31.9%
ⅱ ア　上位７割 1点 32 68.1%
ⅱ イ　上位５割 1点 23 48.9%
ⅱ ウ　上位３割 1点 14 29.8%
ⅱ エ　上位１割 1点 4 8.5%
ⅱ 10 　管内市町村における介護予防等と保健事業の⼀体的実施の実施状況 0.3 4点 38.8% 8.5% 31.9%
ⅱ ア　上位７割 1点 32 68.1%
ⅱ イ　上位５割 1点 23 48.9%
ⅱ ウ　上位３割 1点 14 29.8%
ⅱ エ　上位１割 1点 4 8.5%  

■回答分布 

カテゴリー n % カテゴリー n % カテゴリー n % カテゴリー n % カテゴリー n %
0点 0 0.0% 0点 0 0.0% 10点 5 10.6% 0点 0 0.0% 0点 0 0.0%
1点 0 0.0% 1点 0 0.0% 11点 8 17.0% 1点 7 14.9% 2点 2 4.3%
2点 4 8.5% 2点 0 0.0% 12点 22 46.8% 2点 0 0.0% 4点 4 8.5%
3点 3 6.4% 3点 0 0.0% 3点 6 12.8% 6点 2 4.3%
4点 8 17.0% 4点 0 0.0% 4点 0 0.0% 8点 7 14.9%
5点 32 68.1% 5点 3 6.4% 5点 2 4.3% 10点 20 42.6%

6点 2 4.3% 6点 1 2.1% 12点 12 25.5%
7点 2 4.3% 7点 8 17.0%
8点 1 2.1% 8点 0 0.0%
9点 4 8.5% 9点 23 48.9%

計 47 100.0% 計 47 100.0% 計 47 100.0% 計 47 100.0%
歪度 -1.66 歪度 -1.34 歪度 -0.80 歪度 -1.20

Ⅰ-ⅰ-1︓⽀援 Ⅰ-ⅰ-4︓⽀援Ⅰ-ⅰ-3︓⽀援Ⅰ-ⅰ-2︓⽀援

 

カテゴリー n % カテゴリー n %
0点 0 0.0% 10点 21 44.7%
1点 0 0.0%
2点 0 0.0%
3点 0 0.0%
4点 1 2.1%
5点 2 4.3%
6点 3 6.4%
7点 5 10.6%
8点 5 10.6%
9点 10 21.3%

計 47 100.0%
歪度 -1.17

Ⅰ-ⅰ-5︓⽀援
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カテゴリー n % カテゴリー n % カテゴリー n % カテゴリー n %
0点 15 31.9% 0点 10 21.3% 7点 4 8.5% 0点 15 31.9%
1点 9 19.1% 1点 4 8.5% 8点 3 6.4% 1点 9 19.1%
2点 9 19.1% 2点 0 0.0% 9点 4 8.5% 2点 9 19.1%
3点 10 21.3% 3点 2 4.3% 10点 2 4.3% 3点 10 21.3%
4点 4 8.5% 4点 7 14.9% 11点 1 2.1% 4点 4 8.5%

5点 4 8.5% 12点 1 2.1%
6点 5 10.6%

計 47 100.0% 計 47 100.0% 計 47 100.0%
歪度 0.29 歪度 0.12 歪度 0.29

Ⅰ-ⅱ-1︓⽀援 Ⅰ-ⅱ-3︓⽀援Ⅰ-ⅱ-2︓⽀援

 

カテゴリー n % カテゴリー n %
0点 4 8.5% 7点 0 0.0%
1点 4 8.5% 8点 0 0.0%
2点 9 19.1%
3点 8 17.0%
4点 13 27.7%
5点 6 12.8%
6点 3 6.4%

計 47 100.0%
歪度 -0.24

Ⅰ-ⅱ-4︓⽀援
カテゴリー n % カテゴリー n % カテゴリー n %

0点 15 31.9% 0点 15 31.9% 0点 15 31.9%
1点 9 19.1% 1点 9 19.1% 1点 9 19.1%
2点 9 19.1% 2点 9 19.1% 2点 9 19.1%
3点 10 21.3% 3点 10 21.3% 3点 10 21.3%
4点 4 8.5% 4点 4 8.5% 4点 4 8.5%

計 47 100.0% 計 47 100.0% 計 47 100.0%
歪度 0.29 歪度 0.29 歪度 0.29

Ⅰ-ⅱ-5︓⽀援 Ⅰ-ⅱ-6︓⽀援 Ⅰ-ⅱ-7︓⽀援

 

カテゴリー n % カテゴリー n % カテゴリー n %
0点 15 31.9% 0点 15 31.9% 0点 15 31.9%
1点 9 19.1% 1点 9 19.1% 1点 9 19.1%
2点 9 19.1% 2点 9 19.1% 2点 9 19.1%
3点 10 21.3% 3点 10 21.3% 3点 10 21.3%
4点 4 8.5% 4点 4 8.5% 4点 4 8.5%

計 47 100.0% 計 47 100.0% 計 47 100.0%
歪度 0.29 歪度 0.29 歪度 0.29

Ⅰ-ⅱ-10︓⽀援Ⅰ-ⅱ-8︓⽀援 Ⅰ-ⅱ-9︓⽀援
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２）「Ⅱ 認知症総合支援を推進する」 

○ 得点率をみると、体制・取組指標群の指標１は97.5％、指標２は92.4％、指標３は84.6％と

いずれも高い。 

○ 体制・取組指標群のいずれの指標も歪度が絶対値１を超えており、満点に回答が偏っていた。 

○ 体制・取組指標群で「得点なし」の都道府県はなかった。 
 

■都道府県の該当数 

【⽀援】⽬標Ⅱ　認知症総合⽀援を推進する

評価項⽬⼀覧 歪度 配点 該当数 得点率 満点 得点なし
ⅰ 1 　都道府県における認知症施策の推進に関し、現状把握、計画の策定、評価・改善を⾏っているか。 -3.8 22点 97.5% 91.5% 0.0%

ⅰ
ア　⾃県の認知症施策に関する取組について現状を把握した上で、各年度における都道府県の具体的な計画（事業内容、実
施（配置）予定数、受講予定⼈数等）を定めている

4点 47 100.0%

ⅰ
イ　認知症介護実践者等養成事業に基づく⼈材育成研修について、認知症介護研修推進計画を策定し、計画の実施状況、
成果に対する確認及びその評価を⾏っている

4点 45 95.7%

ⅰ ウ　各種の認知症対応⼒向上を⽬的とした⼈材育成研修の実施に当たり、研修の希望者数を踏まえ、適切な受講枠の確保を⾏っている 4点 45 95.7%

ⅰ エ　認知症施策の進捗状況の点検・評価・改善に当たり、第三者あるいは認知症当事者（認知症の⼈やその家族）の意⾒を聞いている 5点 47 100.0%

ⅰ ● オ　ア〜エの取組状況を踏まえて、⾃県の認知症施策等の内容を⾒直している 5点 45 95.7%

ⅰ 2 　認知症状のある⼈（若年性認知症の⼈を含む。）がその状態に応じた適切な⽀援を受けられるようにするための取組を⾏っているか。 -2.0 23点 92.4% 70.2% 0.0%
ⅰ ア　若年性認知症の⼈の実態調査及び若年性認知症の⼈本⼈や家族のヒアリング等による⽀援ニーズの把握を⾏っている 4点 45 95.7%

ⅰ
イ　若年性認知症の⼈が適切な⽀援が受けられるよう、医療・介護・福祉・雇⽤の関係者が連携し、⽀援に携わる者の理解促進
を図るためのネットワーク構築及び研修を⾏っている

4点 46 97.9%

ⅰ ウ　医療・介護従事者を対象とした研修において、「認知症の⼈の⽇常⽣活・社会⽣活における意思決定⽀援ガイドライン」の内容を盛り込んでいる 5点 39 83.0%

ⅰ エ　不安を抱えている認知症の⼈（若年性認知症の⼈を含む）に対して⾏われる認知症当事者によるピアサポート活動の⽀援を実施している 5点 42 89.4%

ⅰ ● オ　ア〜エの取組状況を踏まえて、⾃県の認知症の⼈（若年性認知症の⼈を含む）がその状態に応じた適切な⽀援を受けられるようにするための取組を⾒直している 5点 46 97.9%

ⅰ 3 　管内保険者における認知症施策に関する取組状況を把握し、市町村⽀援を実施しているか。 -1.2 23点 84.6% 66.0% 0.0%
ⅰ ア　市町村の取組状況を把握している 4点 47 100.0%

ⅰ ● イ　市町村の取組状況⼀覧を公表（⾃治体ホームページに掲載する等）し、進捗管理している 4点 43 91.5%

ⅰ ● ウ　市町村の取組内容の課題を整理し、市町村別に伝えている 5点 36 76.6%

ⅰ ● エ　課題を抱えた市町村を⽀援するための具体的な取組を⾏っている 5点 42 89.4%

ⅰ ● オ　市町村の意⾒を踏まえ、⽀援内容を改善するプロセスを有している 5点 33 70.2%

ⅱ 1 　管内市町村の⾼齢者⼈⼝当たりの認知症サポーター数 0.3 8点 38.8% 8.5% 31.9%
ⅱ ア　上位７割 2点 32 68.1%

ⅱ イ　上位５割 2点 23 48.9%

ⅱ ウ　上位３割 2点 14 29.8%

ⅱ エ　上位１割 2点 4 8.5%

ⅱ 2 　管内市町村の⾼齢者⼈⼝当たりの認知症サポーターステップアップ講座修了者数 0.3 8点 38.8% 8.5% 31.9%
ⅱ ア　上位７割 2点 32 68.1%

ⅱ イ　上位５割 2点 23 48.9%

ⅱ ウ　上位３割 2点 14 29.8%

ⅱ エ　上位１割 2点 4 8.5%

ⅱ 3 　管内のチームオレンジ設置市町村数（割合） 0.3 8点 38.8% 8.5% 31.9%
ⅱ ア　上位７割 2点 32 68.1%

ⅱ イ　上位５割 2点 23 48.9%

ⅱ ウ　上位３割 2点 14 29.8%

ⅱ エ　上位１割 2点 4 8.5%

ⅱ 4 　管内の⾼齢者⼈⼝当たりの認知症カフェ箇所数 0.3 8点 38.8% 8.5% 31.9%
ⅱ ア　上位７割 2点 32 68.1%

ⅱ イ　上位５割 2点 23 48.9%

ⅱ ウ　上位３割 2点 14 29.8%

ⅱ エ　上位１割 2点 4 8.5%  
 

■回答分布 

カテゴリー n % カテゴリー n % カテゴリー n % カテゴリー n %
0点 0 0.0% 12点 0 0.0% 0点 0 0.0% 13点 1 2.1%
4点 0 0.0% 13点 2 4.3% 4点 0 0.0% 14点 0 0.0%
5点 0 0.0% 14点 0 0.0% 5点 0 0.0% 15点 0 0.0%
8点 0 0.0% 17点 0 0.0% 8点 0 0.0% 18点 10 21.3%
9点 0 0.0% 18点 2 4.3% 9点 1 2.1% 19点 2 4.3%

10点 0 0.0% 22点 43 91.5% 10点 0 0.0% 23点 33 70.2%
計 47 100.0% 計 47 100.0%
歪度 -3.77 歪度 -2.03

Ⅱ-ⅰ-2︓⽀援Ⅱ-ⅰ-1︓⽀援Ⅱ-ⅰ-1︓⽀援

 

カテゴリー n % カテゴリー n %
0点 0 0.0% 13点 3 6.4%
4点 0 0.0% 14点 1 2.1%
5点 0 0.0% 15点 0 0.0%
8点 5 10.6% 18点 4 8.5%
9点 2 4.3% 19点 1 2.1%

10点 0 0.0% 23点 31 66.0%
計 47 100.0%
歪度 -1.24

Ⅱ-ⅰ-3︓⽀援
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カテゴリー n % カテゴリー n % カテゴリー n % カテゴリー n %
0点 15 31.9% 0点 15 31.9% 0点 15 31.9% 0点 15 31.9%
2点 9 19.1% 2点 9 19.1% 2点 9 19.1% 2点 9 19.1%
4点 9 19.1% 4点 9 19.1% 4点 9 19.1% 4点 9 19.1%
6点 10 21.3% 6点 10 21.3% 6点 10 21.3% 6点 10 21.3%
8点 4 8.5% 8点 4 8.5% 8点 4 8.5% 8点 4 8.5%

計 47 100.0% 計 47 100.0% 計 47 100.0% 計 47 100.0%
歪度 0.29 歪度 0.29 歪度 0.29 歪度 0.29

Ⅱ-ⅱ-4︓⽀援Ⅱ-ⅱ-1︓⽀援 Ⅱ-ⅱ-2︓⽀援 Ⅱ-ⅱ-3︓⽀援

 
 

３）「Ⅲ 在宅医療・在宅介護連携の体制を構築する」 

○ 得点率をみると、体制・取組指標群の指標１は94.4％で高く、歪度も絶対値１を超えており、

満点に回答が偏っていた。 

○ 「得点なし」の都道府県はなかった。 
 

■都道府県の該当数 

【⽀援】⽬標Ⅲ　在宅医療・在宅介護連携の体制を構築する

評価項⽬⼀覧 歪度 配点 該当数 得点率 満点 得点なし
ⅰ 1 　管内保険者における在宅医療・介護連携に関する取組状況を把握し、市町村⽀援を実施しているか。 -3.2 68点 94.4% 85.1% 0.0%
ⅰ ア  他市町村における取組事例等の情報提供を⾏っている 13点 46 97.9%

ⅰ イ　市町村が必要とするデータの分析・活⽤について⽀援を⾏っている 13点 46 97.9%

ⅰ ウ　市町村と関係団体等（広域的な医療機関や地域の介護関係者を含む）との連携体制の構築に向けた⽀援を⾏っている 14点 46 97.9%

ⅰ エ　地域医療構想の取組との連携や医療計画との整合を図るため、複数市町村で取り組むべき事項について市町村間連携を含
めて市町村と協議等を⾏っている

14点 44 93.6%

ⅰ ● オ　複数市町村で取り組むべき課題を共有し、取組内容を改善している 14点 40 85.1%

ⅱ 1 　管内市町村の⼊退院⽀援の実施状況 0.2 16点 38.8% 2.1% 21.3%
ⅱ ア　管内市町村の⼊院時情報連携加算算定者数割合 8点 32 68.1%

ⅱ イ　管内市町村の退院・退所加算算定者数割合 8点 32 68.1%

ⅱ 2 　管内市町村の⼈⽣の最終段階における⽀援の実施状況 0.3 16点 38.8% 8.5% 29.8%
ⅱ ア　管内市町村の在宅ターミナルケアを受けた患者数割合（管内死亡者数における割合） 8点 32 68.1%

ⅱ イ　管内市町村の看取り加算算定者数割合（管内死亡者数における割合） 8点 32 68.1%  
 

■回答分布 

カテゴリー n % カテゴリー n % カテゴリー n %
0点 0 0.0% 0点 10 21.3% 0点 14 29.8%

13点 0 0.0% 2点 7 14.9% 2点 2 4.3%
14点 1 2.1% 4点 5 10.6% 4点 7 14.9%
26点 0 0.0% 6点 4 8.5% 6点 2 4.3%
27点 0 0.0% 8点 5 10.6% 8点 7 14.9%
28点 0 0.0% 10点 5 10.6% 10点 2 4.3%
40点 3 6.4% 12点 6 12.8% 12点 9 19.1%
41点 0 0.0% 14点 4 8.5% 14点 0 0.0%
42点 0 0.0% 16点 1 2.1% 16点 4 8.5%
54点 3 6.4%
55点 0 0.0%
68点 40 85.1%

計 47 100.0% 計 47 100.0% 計 47 100.0%
歪度 -3.23 歪度 0.24 歪度 0.30

Ⅲ-ⅱ-2︓⽀援Ⅲ-ⅰ-1︓⽀援 Ⅲ-ⅱ-1︓⽀援
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（３）成果指標群（両交付金共通） 

○ 結果は次のとおりであった。 
 

■都道府県の該当数 

【推進＆⽀援】⽬標Ⅳ　⾼齢者がその状況に応じて可能な限り⾃⽴した⽇常⽣活を営む

評価項⽬⼀覧 配点 該当数 得点率 満点 得点なし
ⅲ 1  軽度【要介護１・２】（平均要介護度の変化Ⅰ）　管内市町村における短期的な平均要介護度の変化率の状況はどのようになっているか。 -0.5 20点 61.2% 17.0% 6.4%
ⅲ ア　変化率の状況 20点 24 51.1%

ⅲ イ　変化率の差 20点 20 42.6%

ⅲ 2  軽度【要介護１・２】（平均要介護度の変化Ⅱ）　管内市町村における⻑期的な平均要介護度の変化率の状況はどのようになっているか。 0.3 20点 38.8% 8.5% 31.9%
ⅲ ア　上位７割 5点 32 68.1%

ⅲ イ　上位５割 5点 23 48.9%

ⅲ ウ　上位３割 5点 14 29.8%

ⅲ エ　上位１割 5点 4 8.5%

ⅲ 3  中重度【要介護３〜５】（平均要介護度の変化Ⅰ）　管内市町村における短期的な平均要介護度の変化率の状況はどのようになっているか -0.2 20点 50.5% 14.9% 19.1%
ⅲ ア　変化率の状況 20点 17 36.2%

ⅲ イ　変化率の差 20点 21 44.7%

ⅲ 4  中重度【要介護３〜５】（平均要介護度の変化Ⅱ）　管内市町村における⻑期的な平均要介護度の変化率の状況はどのようになっているか。 0.3 20点 38.8% 8.5% 31.9%
ⅲ ア　上位７割 5点 32 68.1%

ⅲ イ　上位５割 5点 23 48.9%

ⅲ ウ　上位３割 5点 14 29.8%

ⅲ エ　上位１割 5点 4 8.5%

ⅲ 5  健康寿命延伸の実現状況　管内市町村における要介護２以上の認定率、認定率の変化率の状況はどのようになっているか。 -0.3 20点 56.9% 14.9% 8.5%
ⅲ ア　認定率 20点 24 51.1%

ⅲ イ　認定率の変化率 20点 19 40.4%  
 

■回答分布 

カテゴリー n % カテゴリー n % カテゴリー n % カテゴリー n % カテゴリー n %
0点 3 6.4% 0点 15 31.9% 0点 9 19.1% 0点 15 31.9% 0点 4 8.5%
5点 6 12.8% 5点 9 19.1% 5点 7 14.9% 5点 9 19.1% 5点 8 17.0%

10点 13 27.7% 10点 9 19.1% 10点 12 25.5% 10点 9 19.1% 10点 13 27.7%
15点 17 36.2% 15点 10 21.3% 15点 12 25.5% 15点 10 21.3% 15点 15 31.9%
20点 8 17.0% 20点 4 8.5% 20点 7 14.9% 20点 4 8.5% 20点 7 14.9%

計 47 100.0% 計 47 100.0% 計 47 100.0% 計 47 100.0% 計 47 100.0%
歪度 -0.49 歪度 0.29 歪度 -0.15 歪度 0.29 歪度 -0.32

Ⅳ-4 Ⅳ-5Ⅳ-1 Ⅳ-2 Ⅳ-3
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第５章 令和７年度評価指標の策定に向けた検証・検討 
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１．検証・検討の内容 
○ 令和５年度は、次の４つを論点とし、検証委員会において検証・検討を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 各論点の現状と課題、本事業における取組内容は次のとおりとした。 

 

■令和５年度事業における論点 

論点 現状・課題 本事業における取組内容  
ⅰ. 令和６

年度評
価指標に
おける⾒
直しの影
響の把
握 

 
 R6 指標からは、推進・⽀援の 2 つの交付⾦の役割分

担を図ったうえで、客観性の担保及び“評価の負担感”
の軽減の観点から、項⽬の半数は実績データを⽤いて
評価する活動指標群として設定 

 R6 指標より、評価内容、項⽬数、配点等が変更とな
るため、回答分布や順位（上位層・中位層・下位層
等）に変動が⽣じることが⾒込まれる 

【課題】 
 指標の⾒直しや、推進・⽀援の機能分化による評価結

果の変化について、どのような検証が必要か 
 評価における負担感の軽減・曖昧さの解消など、評価

⽅法に係る変化について、どのような検証が必要か 

 
【令和５年度内】 

 体制・取組指標群を中⼼に、過年度
評価結果との変動を整理。体制・取組
指標群は、これまで同様に順序性や実
施率の⾼低で検証＜該当状況調査結果＞ 

 ⾃⼰評価の難しい指標について把握<
アンケート調査> 

 実際に⼤きく変動した市町村等の実態
を把握<実地調査> 

 
【令和６年度以降、継続】 

 検証結果を踏まえて、R7 指標で更な
る⾒直しが必要か検討（継続性を担保しつ
つ、具体的な到達点を明確にするなどの修正をして
はどうか） 

 
ⅱ.アウトカ

ム 指 標 ・
活 動 指
標 群 等
の検証 

 
 R6 指標から新たに活動指標群が設定され、推進・⽀

援それぞれについて、『アウトカム指標群』 『活動指標
群』 『体制・取組指標群』で機能分化された 

 他⽅で、市町村における利⽤者（住⺠）個々の状態
変化に着⽬した評価指標の設定や分析は低調。また、
全国統⼀的にデータを整備することは現状では困難 

 
【課題】 
 ３指標群間の関係性の検証に向けて、アウトカム指標

群、活動指標群、体制・取組指標群の本年度結果の
精査が必要。その際、『今』を評価する体制・取組指標
群、『過去』の取組結果を評価する活動指標群及びア
ウトカム指標であるという前提を踏まえることが必要 

 より適切な指標を設定するために、どのようなオープンデ

 
【令和５年度内】 

 活動指標群の精査。体制・取組指標
群と活動指標群の関係について概観を
把握＜該当状況調査結果＞ 

 都道府県が⽀援対象の市町村を選定
する基礎資料とするなど、次の施策展
開へとつながるような視点を持って整理
＜該当状況調査結果＞ 

 
【令和６年度以降、継続】 

 検証結果を踏まえて、R7 指標で更な
る⾒直しが必要か検討（継続性を担保しつ
つ、具体的な到達点を明確にするなどの修正をして
はどうか） 

i. 令和６年度評価指標における⾒直しの影響の把握 
ii. アウトカム指標・活動指標群等の検証 
iii. PDCA サイクルの推進 
   ー評価結果の活⽤・交付⾦の活⽤・都道府県指標との連動による、“取組の好循環” 

iv. 地域差等の把握と是正に向けた検討 
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論点 現状・課題 本事業における取組内容 
ータの組合せや市町村等への調査が考えられるか 

 個⼈データを分析し、施策の検討や評価に活⽤するサ
イクルや住⺠・事業所の意⾒を施策に反映するプロセス
は、指標にどのように反映できるか 

 体制・取組指標群、活動指標群、アウ
トカム指標との関係性の検証 

 
ⅲ. PDCA

サ イ ク ル
の推進 

 
 評価結果は、県内の位置づけの確認や⾃市町村の特

徴の把握などに活⽤されているが、事業検討や計画策
定などの PDCA サイクルの推進に関する事項では低調 

 R4 年度結果と同様、R5 年度交付額も第１号被保
険者数との相関が⾼い。R6 結果からは、「アウトカム指
標配分枠」と「保険者機能強化推進枠」が設定される
予定 

 
【課題】 

 第９期計画の策定における活⽤内容（あるいは、活
⽤できなかった理由）を把握したうえで、今後どのような
活⽤⽅法の提⽰が考えられるか 

 R6結果から導⼊される配分枠の結果を踏まえ、更なる
⾒直しが必要か検討してはどうか 

 交付⾦の活⽤について、引き続き、好事例を収集して
はどうか 

 
【令和５年度内】 

 第９期計画の策定状況と、インセンテ
ィブ交付⾦評価結果の活⽤状況の把
握＜アンケート調査、実地調査＞ 

 交付⾦の活⽤事例について、テーマを
絞って収集<アンケート調査> 

 
【令和６年度以降、継続】 

ー 

 
ⅳ.地域差

等 の 把
握と是正
に向けた
検討 

 

 
 ⼩規模市町村は下位層の割合が⾼いが、⾼得点をと

っている⼩規模市町村もある 
 区分を検討するうえでは、過疎、⼈⼝増減率、認定率

（割合そのもの、増減率、後期⾼齢者の割合）等の
組み合わせが挙げられる 

 
【課題】 

 R6 指標の⾒直し後も⽣じると⾒込まれる地域差につい
て、どのような観点での把握が考えられるか 

 地域差の是正に向けて、都道府県の役割をどのように
考えるか 

 
【令和５年度内】 

 取組・体制指標群を中⼼に、過年度
評価結果との変動を整理＜該当状況調
査結果＞ 

【令和６年度以降、継続】 

 検証結果を踏まえて、R7 指標で更な
る⾒直しが必要か検討（継続性を担保しつ
つ、具体的な到達点を明確にするなどの修正をして
はどうか） 
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２．検証・検討の結果 

（１）令和６年度評価指標における見直しの影響の把握 

１）影響を把握するための検討内容 

○ 令和６年度評価指標の見直しの影響について、下記内容を基に今後の対応方針等の検討を行

った。 
 

【検討内容】 

1. 該当状況調査結果による順位等の変動状況 

2. アンケート調査による評価方法や評価の考え方の把握 

3. 実地調査及び検証委員会における意見交換 

 

○ また、令和６年度評価指標の結果を踏まえ、検証委員会においては、体制・取組指標群の各

指標で評価の難しい指標の改善や階層化が図られていなかった指標の改善など、令和７年度

評価指標で見直すべき点を検討した。 

 

 

２）該当状況調査結果による順位等の変動状況 

○ 令和５年度と令和６年度の総合得点率の相関係数は0.70で強い相関がみられた。 

○ 総合得点の順位変動をみたところ、±200位以内におさまっている市町村が４割超であった。 

○ 令和６年度の体制・取組指標群の得点率と令和５年度のアウトカム指標を除いた得点率の相

関係数は0.76で強い相関がみられた。 

○ 順位変動をみたところ、±200位以内におさまっている市町村が半数を超えていた。 
 

■令和５年度と令和６年度の総合得点率（順位）の比較 

R² = 0.4884
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■令和５年度と令和６年度の体制取組指標群の得点率（順位）の比較  

R² = 0.5829
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３）アンケート調査による評価方法や評価の考え方の把握 

○ 「評価しづらくなった」という否定的な意見は、市町村、都道府県ともに１割程度で、都道

府県の４割半ばが「評価しやすくなった」と肯定的な回答であった。 
 

■評価のしやすさ 

22.4

46.3

36.4

22.0

10.7

9.8

26.0

22.0

4.4

-

0% 20% 40% 60% 80% 100%

市 町 村 (n=1,025)

都道府県(n=    41)

評価しやすくなった 特に、変化はなかった 評価しづらくなった
分からない 無回答

 
 

○ 評価指標で見直すべき点を聞いたところ、市町村は、「指標の内容が曖昧で、評価者によっ

て解釈が異なる」「評価項目数が多い」がトップ２に挙げられており、上位は前年度と同様

の傾向であった。一方で、曖昧な解釈や項目数の多さ等の指摘は、前年度と比べると減少し

た。 

○ 都道府県は、「毎年指標が変更されるため進捗が測れない」「指標の内容が曖昧で、評価者

によって解釈が異なる」がトップ２に挙げられているが、昨年度は上位だった「評価項目数

が多い」は改善した。 
 

■評価指標の改善点（複数回答） 

毎年指標が変更されるため進捗が測れない

指標の内容が曖昧で、評価者によって解釈が異なる

指標で求められる取組⽔準が⾼い

評価項⽬数が多い

指標で使われる語句が分かりづらい

求められる根拠資料が多い、難しい

指標が都道府県による市町村⽀援の実態に即していない

客観的な評価指標が少ない

その他

特にない

無回答

65.9

63.4

19.5

17.1

17.1

12.2

9.8

7.3

12.2

7.3

2.4

56.8

72.7

38.6

65.9

27.3

20.5

13.6

15.9

18.2

2.3

-

0% 20% 40% 60% 80%

R4結果(n=44)
R5結果(n=41)

指標の内容が曖昧で、評価者によって解釈が異なる

評価項⽬数が多い

指標が変更されるため進捗が測れない

指標で求められる取組⽔準が⾼い

指標が地域の実情や⾃治体の規模に即していない

求められる根拠資料が多い、難しい

指標で使われる語句が分かりづらい

客観的な評価指標が少ない

その他

特にない

無回答

58.5

44.6

36.3

35.8

35.5

33.7

23.1

8.3

2.5

8.6

0.1

67.9 

58.9 

45.0 

34.5 

43.4 

34.0 

27.8 

14.0 

2.2 

5.3 

0.3 

0% 20% 40% 60% 80%

R4結果(n=1,179)
R5結果(n=1,025)

市町村 都道府県

 
※令和４年度は「自己評価（該当状況調査）の調査期間が短い」、「指標が、新型コロナウイルス感染症の拡大など非常時の実態

に即していない」も聞いている 

 

４）実地調査及び検証委員会における意見交換 

○ 評価指標の見直しによって、経年比較ができなくなったとの指摘はあるものの、評価のしや

すさに対しては肯定的な意見が多い。 

 

【実地調査における主なご意見】 
 

 該当状況調査の実施は本年度が２回目だったため、前年度との照らし合わせができると考えて

いた。しかし、回答様式が大きく変更され、どれとどれを照らし合わせられるのかを検討する

ところからスタートしたため、例年よりも手間と時間がかかった 

 ４回目になるが、これまでで最も○×が付けやすかった印象がある。項目数が減った点、また、

内容としても○×を付けやすくなったと感じている 
  

 

【検証委員会における主なご意見】 
 

 指標の見直しの影響を踏まえ、何らかの激変緩和措置が考えられないか 
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 見直しによる回答のしやすさ、体系化による指標の位置づけの分かりやすさは改善した。他方

で、該当率の高い指標や特異な得点変遷の市町村等などの精査、また、結果の振り返りに至っ

ていない市町村へのフォローが必要 

 曖昧な指標の厳格化には限界がある。評価者研修など、評価の視点の統一性を担保する取組が

必要ではないか 

 保険者機能として必要な項目は、該当率が高い場合でも残した方が良い。モニター項目やベー

スラインとする考えもある 

 取組内容の深さで評価できると良い 

 都道府県は取り組まなければいけない内容が多く、該当率は高くなる。厳格化よりも、市町村

が取組の推進を図れているかで評価されると良い 

 体制・取組指標群は１年間で結果を変えることができる内容。市町村側の慢性的な原因か、都

道府県による介入が難しいのか、検証が必要 
  

 

５）継続的な検討課題 

○ 今後も自己評価の難しい評価指標については改善を重ねる必要があるが、令和６年度評価指

標の見直しによって、一定の改善が図られたと言える。 

○ 指標の厳格化には限界があることから、今後は評価の視点の統一化や評価結果を用いた施策

等の検討に向けた支援などに注力する必要がある。 

 

（２）アウトカム指標・活動指標群等の検証 

○ 活動指標群が盛り込まれて初めての評価結果であることから、令和５年度事業では令和６年

度評価結果の概要を押さえるとともに、アンケート調査及び実地調査によって市町村等の評

価者の意見、検証員会の議論を集約し、今後のデータ蓄積とあわせて検証を図ることとした。 

○ 令和５年度事業における調査では、活動指標群に対する肯定的な意見が多かったが、他方で、

量的・質的な指標が混在している点、活動指標群やアウトカム指標を向上させるための取組

が分かりづらい点、独自の取組が評価されるような代替指標を追加する点など、改善要望も

あった。これらの指摘を踏まえ、算出方法や評価の在り方など、今後の精査が必要である。 

○ また、都道府県が市町村支援を検討する際の基礎資料とするために、体制・取組指標群と活

動指標群を組み合わせた結果の活用是非などを検討した。 

 

■活動指標群 

  ・保険者機能強化推進交付金８項目  ・介護保険保険者努力支援交付金 14 項目 

 ※赤文字は、該当状況調査の実施時に、市町村が実数を計上する項目 

１ 介護の魅⼒伝達研修等の修了者1⼈当たり⾼齢者数
２ 定着、資質向上が⽬的の研修修了者1⼈当たり⾼齢者数
３ 介護⽀援専⾨員を対象としたケアマネジメントの

質の向上に関する研修の総実施⽇数

１ ケアプラン点検の実施割合
２ 医療情報との突合の実施割合

１ 今年度の評価得点
２ ⾼齢化率と給付費の伸び率の⽐較
３ PFSによる事業委託件数

１ 包括の配置３職種１⼈当たり⾼齢者数
２ 包括 事業評価の達成状況
３ 地域ケア会議における個別事例の検討割合
４ 通いの場への65歳以上⾼齢者の参加率
５ ⾼齢者のポイント事業への参加率
６ ⼼⾝・認知機能を改善した者の割合
７ SC１⼈当たり⾼齢者数
８ SCの地域ケア会議への参加割合
９ 総合事業における多様なサービスの実施状況

１ 認知症サポーター1⼈当たり⾼齢者数
２ 認知症ｻﾎﾟｰﾀｰｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟ講座修了者1⼈当たり⾼齢者数
３ 認知症地域⽀援推進員の業務の状況

１ ⼊退院⽀援の実施状況
２ 看取りの実施状況  
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○ 活動指標群の設定に対し、都道府県の約９割、市町村の６割近くが肯定的であった。同時に、

評価向上につながる効果的な取組を求める意見も市町村では３割近く、都道府県では約４割

みられた。 
 

■「活動指標群」に対して当てはまるもの 

Q. 「活動指標群」として、厚労省が主に既存データ
を活⽤して評価することになった点について、当ては
まるものをお選びください。（複数回答）
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57.3

17.3
42.2

20.4 27.7
3.7 1.7

14.5 13.0

0%
20%
40%
60%
80%

100% 肯定的な意⾒の内訳 市町村

都道府県

 
 

【アンケート調査及び実地調査で得られた主な意見】 
 

≪データの算出方法やデータの代替性に関する意見≫ 

 活動指標は国がデータで判定するため効率的だが、地域独自の取組が評価されない。代替活動

がある場合、評価してもらいたい 

 市町村独自の取組を指標化することは難しいかもしれないが、現状としては指標の目的に沿っ

た機能を有していても、指標の定義から外れて評価されない 

 毎年、評価指標も、評価ウェイトも変わってしまうため、市町村負担が増えないよう市町村が

随時報告している介護保険事業状況報告や各種補助金の実績報告のデータを活用してほしい 

 保険者の取組で介護予防が進んでいるのか、地域の特性で介護予防が進んでいるのか判別が難

しい。アウトカム指標重視ではなく、保険者の取組重視での配分も検討してほしい 

 成果指標群の点数は取組を行ってすぐ成果として表れるものではない。推進及び支援のそれぞ

れに配点され、合計点への影響が大きいため、加算の仕方などを再検討してほしい 
 

≪指標群の関係性を明らかにしてほしい≫ 

 「体制・取組指標群」や「活動指標群」の改善が、「成果指標群」の改善に寄与しているか示

してほしい 

 得点のために数を増やせば良いと捉えられかねない指標もあり、本来の趣旨とは異なるのでは

ないか。質や取り組んでいくプロセスを評価される方が良いものもある 

 活動指標、成果指標が各都道府県の取組の程度と関連があるかどうか検証してほしい。認定率

は、管内市町村でも取組に力を入れている市町村が必ず低いという状況でもない。給付費の差

についても、従来の介護サービスの種別によって差が生じているものと思われ、市町村の取組

で劇的に改善するものではない。交付額が減れば事業規模を縮小せざるを得ないため、成果を

出すことがさらに困難になると懸念している 
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【検証委員会における主なご意見】 
 

 活動指標群には、アウトプットや中間アウトカムなど、様々なレベル感がある。今後、充実に

向けて精査できると良い 

 個人データの分析が可能となったとしても、分析結果を基にどのように施策に反映するか道筋

を示す必要がある 

 一般会計で取り組んでいること、市町村が先進的・独自に取り組んでいること、地域独自のま

ちづくりに関することは現行の活動指標群では評価されない場合もある。一定基準を満たせば

評価されるような代替指標について今後検討が必要である 

 インセンティブとして、体制・取組指標群は得点割合に応じた配点や、得点バランスの悪いと

ころには配点しないなどの条件設定も考えられる 

 都道府県指標は市町村支援によって市町村がどう動いたか、市町村指標はその取組によって住

民や地域がどう変わったか、がアウトカムとして評価できると良い 

 活動指標群の導入初年度としては、全体的には体制・取組指標群との相関がみられたが、相関

のみられなかった一部指標については検討の余地がある 

 給付の抑制に向かうような指標は設定しないという姿勢は継続すべきである 
  

 

（３）PDCA サイクルの推進 

１）PDCA サイクルの推進に向けた検討内容 

○ 次の視点で検討を行った。主にアンケート調査で市町村等の取組状況や課題を把握し、検証

委員会等で今後の対応方針等を検討した。 
 

【検討内容】 

1. 第９期計画策定年にあたる活用状況の把握と、更なる評価結果の活用の推進に向け

て、どのような取組が必要か 

2. 交付金の更なる活用に向けて、どのような取組が必要か 

 

２）自己評価結果の活用 

○ 計画策定や進捗管理への活用は令和５年度アンケート結果でも２割未満と低調ではあるが、

令和４年度アンケート結果と比べて改善した。 

 

■自己評価結果の活用状況（複数回答、経年比較） 

⾃市町村の都道府県内の位置づけの確認

得点率などから、⾃市町村の取組内容の特徴の確認

前年度からの取組の進捗状況の確認

⾃市町村の全国の位置づけの確認

既存事業の⾒直し

新規事業の検討

介護保険事業計画等の計画策定

介護保険事業計画等の進捗管理

その他

特に活⽤していない

無回答

74.7

43.6

42.0

35.5

34.7

19.2

16.2

12.7

1.1

7.3

-

69.8

43.3

42.9

37.6

34.4

22.5

6.1

6.5

0.6

9.2

0.1

0% 20% 40% 60% 80%

R5結果(n=1,025)
R4結果(n=1,179)  

－ 102 －



 

 

【アンケート調査結果及び検証委員会における主なご意見】 
 

≪アンケート調査：評価方法の工夫≫ 

 異動してきたばかりの職員が評価するのは難しい。マニュアル整備など、どの事業を実施すれ

ば該当するのか明確化してほしい 

 交付金担当者及び事業担当者の間で、精度や指標の趣旨が理解されているほど、該当状況調査

が適切な結果になると思われる。本年度は厚生労働省の行政説明動画を調査実施期間中に視聴

できる機会があったが、令和６年度以降も可能であれば調査開始前に動画配信等を検討し、全

県・市町村で共通理解が得られると良い 
 
≪アンケート調査：結果の公表方法≫ 

 評価結果を見える化システムで確認できるだけでなく、レーダーチャート等のフォーマットで

出力できるようにしてほしい 

 課題と想定される対応策の例示（他市好事例）等があるとより良い 
  
《検証委員会：評価結果の活用》 

 指標設定には政策誘導の側面もある。指標内容の実施が目的化されないよう、目的に向かって

現状を踏まえて保険者として判断し実行していく流れを評価対象とすることが必要 

 結果の活用事例や進捗状況を測ることが可能な指標を提示できると、活用が進むのではないか 

 計画の進捗管理と連動できると良い。半ば強制となるが、厚労省のマニュアル等に活用するよ

う記載することも一案ではないか 

 市町村が目指す姿・あるべき姿と現状とのギャップが課題。都道府県が、ビジョン設定や展望

を描けていない市町村に介入し、一緒に目指す姿を明らかにしていくことが支援としては重要 

 取組の強弱を過年度の状況を含めて共有するコミュニケーションツールとしての活用が期待

される 
 

 

３）交付金の活用、配分方法について 

○ ８割半ばの市町村で、既存事業費（第１号保険料相当額）に充当していた。 

○ 理由として、“具体的な取組のアイデアを見出すことができなかった”、“制度面・運用面

での制約があった”が挙げられており、例年と同様の傾向だった。 

○ そのため、検証委員会ではアンケート調査で把握すべき交付金の活用事例について、また、

把握した事例をどのように市町村等に情報提供していくかという点を中心に検討を行った。 
 

■保険者機能強化推進交付金等の活用（予定）状況（複数回答） 

既存事業費（第１号保険料相当額）に充当した
（充当する予定）

「既存事業の拡充」に活⽤した（活⽤する予定）

「新規事業」に活⽤した（活⽤する予定）

その他

無回答

84.8

13.4

4.7

2.9

0.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(n=1,025)

「新規事業」もしくは「既存事業の拡充」に
活⽤しない理由（複数回答）

新規事業、既存事業の拡充は必要だが、具体的な取
組のアイデアを⾒出すことができなかった

新規事業、既存事業の拡充は必要だが、制度⾯・運
⽤⾯での制約があって活⽤できなかった

内⽰が出る時期が遅く予算化できなかった

新型コロナウイルス感染症の影響で、活⽤を⾒送った
（事業実施が⾒込めなかった）

予算要求したが認められなかった

その他

新規事業、既存事業の拡充は必要ない

無回答

43.7

19.8

10.1

5.8

1.3

21.0

10.2

1.2

0% 20% 40% 60%

(n=894)
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【交付金の活用事例に関する検証委員会における主なご意見】 
 

《交付金の活用事例》 

 交付金の活用を推進するために、都道府県の関わりも含めて検討が必要 

 新たな配分枠に加え、チャレンジ枠など更なる充実を検討してはどうか 

 結果のデータを公表する場合は、自治体の問題点や今後の取組を考える方向にリードできるよ

うな内容が望ましい 

 データベース化し、検索機能を高められると良い 
  

 

４）今後の継続的な課題 

○ 交付金の使途のみならず、評価結果の活用方法やPDCAサイクルの中での位置づけ、活用事例

のデータベース化など、交付金の枠組を活用して、保険者機能を高める多様な手段を提供し

ていくことが求められる。 

○ 今後に向けては、例えば、体制・取組評価指標群と活動指標群の得点状況を４象限で区分し、

これらの関係性を切り口に、分析を深めていくことなどが考えられる。 

○ また、都道府県指標は、市町村が目指す姿に向けたビジョンや展望を描けるよう、一緒に検

討する機会等を評価する趣旨を明確にすることが必要であり、どのように評価指標として設

定が可能かについて検討が必要である。 

 

（４）地域差等の把握と是正に向けた検討 

○ 第４章でとりまとめた令和６年度該当状況調査結果を基に、検証委員会で検討を行った。 

○ 小規模市町村の得点状況が低くなる傾向については、第４章（５）で整理した内容と変わり

はなかった。 

○ 検証委員会における検討では、体制・取組指標群及び活動指標群の関係など、都道府県が評

価結果等を用いて、市町村に対して目指すべき地域水準を示し、一緒に同じデータをみて考

える機会づくりについて言及があった。 

○ 第８期計画における都道府県の関わりが、各施策の充実につながった市町村は３割前後で、

該当状況調査で上位層の市町村の方が充実したと評価した。 

○ 今後は、市町村が目指す姿に向けたビジョンや展望を描けるような支援となるよう、都道府

県指標の更なる充実が必要である。 
 

■都道府県支援による市町村の各施策の充実状況：該当状況調査結果の上位・下位別 
 

介護予防施策の推進

 充実計 ⾮充実計

全体(n=1,024) 30.6 6.6

該当状況調査
　≪下位層(n=211)≫

24.2 6.6

該当状況調査
　≪上位層(n=297)≫

36.7 5.7

第８期⽀援の充実度

6.4

2.4

10.4

24.1

21.8

26.3

43.8

51.7

40.7

5.0

4.7

3.7

1.7

1.9

2.0

18.9

17.5

16.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

充実した やや充実した どちらともいえない
あまり充実につながらなかった 充実につながらなかった 特に関わりはなかった
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在宅医療・介護連携の推進

 充実計 ⾮充実計

全体(n=1,023) 29.4 10.8

該当状況調査
　≪下位層(n=107)≫

16.8 13.1

該当状況調査
　≪上位層(n=291)≫

34.0 9.6

第８期⽀援の充実度

5.2

3.7

8.2

24.2

13.1

25.8

45.9

52.3

44.7

7.7

8.4

7.2

3.0

4.7

2.4

13.9

17.8

11.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

充実した やや充実した どちらともいえない
あまり充実につながらなかった 充実につながらなかった 特に関わりはなかった

 
 

【検証委員会における主なご意見】 
 

≪該当状況調査にあたって≫ 

 交付額が相対的に少ない被保険者規模の小さい町村の意欲の低さはみられた 

 小規模自治体は、都道府県支援を求めている 

 広域化の観点では、小規模であることをもって有利な指標を設定することには慎重にな

るべきではないか 
 

≪都道府県による支援との連動≫ 

 都道府県が、評価結果を用いて、目指すべき地域水準を示せると良い 

 都道府県と市町村が、同じデータをみて一緒に考える機会がつくられると良い 
  

 

 

３．今後の改善に向けた提⾔（意⾒書） 
○ 次のとおり、今後の改善に向けた提言（意見書）をとりまとめた。 

 

 

認知症総合⽀援の推進

 充実計 ⾮充実計

全体(n=1,023) 34.8 7.9

該当状況調査
　≪下位層(n=76)≫

26.3 7.9

該当状況調査
　≪上位層(n=338)≫

43.8 6.5

第８期⽀援の充実度

5.6

‐

9.8

29.2

26.3

34.0

41.7

52.6

34.0

6.3

5.3

5.0

1.7

2.6

1.5

15.5

13.2

15.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

充実した やや充実した どちらともいえない
あまり充実につながらなかった 充実につながらなかった 特に関わりはなかった
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を
把
握
す
べ
き

【
第
10
期
に
向
け
て
中
⻑
期
的
に
検
討
す
べ
き
事
項
】

•
⼩
規
模
⾃
治
体
の
評
価
の
在
り
⽅
に
つ
い
て
、
都
道
府
県
に
よ
る
支
援
と
あ
わ

せ
て
検
討
す
べ
き

【
次
年
度
に
向
け
て
短
期
的
に
検
討
す
べ
き
事
項
】

•
継
続
性
の
担
保
に
配
慮
し
な
が
ら
、
留
意
点
等
の
⾒
直
し
や
得
点
率
の
⾼
い
項

目
の
配
点
の
⾒
直
し
な
ど
で
対
応
す
べ
き

【
第
10
期
に
向
け
て
中
⻑
期
的
に
検
討
す
べ
き
事
項
】

•
デ
ー
タ
蓄
積
を
図
り
、
そ
の
解
釈
・
活
用
手
法
を
開
発
す
る
と
と
も
に
、
よ
り

保
険
者
の
取
組
を
測
る
の
に
相
応
し
い
指
標
へ
と
⾒
直
し
を
検
討
す
べ
き

【
次
年
度
に
向
け
て
短
期
的
に
検
討
す
べ
き
事
項
】

•
活
動
指
標
群
等
の
算
出
の
元
デ
ー
タ
の
公
表
と
あ
わ
せ
、
都
道
府
県
を
中
心
に

デ
ー
タ
活
用
の
推
進
を
図
る
べ
き

【
次
年
度
に
向
け
て
短
期
的
に
検
討
す
べ
き
事
項
】

•
交
付
⾦
の
使
途
の
み
な
ら
ず
、
評
価
結
果
の
活
用
⽅
法
や
PD
CA
サ
イ
ク
ル
の

中
で
の
位
置
づ
け
、
活
用
事
例
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
な
ど
、
交
付
⾦
の
枠
組
を

活
用
し
て
、
保
険
者
機
能
を
⾼
め
る
多
様
な
手
段
の
提
供
を
図
る
べ
き

•
都
道
府
県
指
標
は
、
市
町
村
が
目
指
す
姿
に
向
け
た
ビ
ジ
ョ
ン
や
展
望
を
描
け

る
よ
う
、
一
緒
に
検
討
す
る
機
会
等
を
評
価
す
る
趣
旨
を
明
確
に
す
べ
き

【
第
10
期
に
向
け
て
中
⻑
期
的
に
検
討
す
べ
き
事
項
】

•
市
町
村
が
課
題
を
抽
出
し
、
課
題
解
決
に
向
け
て
取
り
組
め
る
よ
う
な
結
果
の

活
用
⽅
策
や
交
付
⾦
の
配
分
⽅
法
を
検
討
す
べ
き


令
和
６
年
度
指
標
が
⼤
幅
な
⾒
直
し
と
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
第
９
期
介
護
保
険
事
業
計
画
期
間
は
基
本
的
に
同
じ
評
価
項
目
を
前
提
と
し
て
運
用
し
、
取
組
の
達

成
状
況
を
継
続
的
に
測
れ
る
よ
う
に
す
る
一
⽅
、
得
点
率
が
極
端
に
⾼
い
項
目
な
ど
に
つ
い
て
一
定
の
改
善
を
図
る


あ
わ
せ
て
、
評
価
結
果
等
の
デ
ー
タ
の
蓄
積
を
図
り
、
第
10
期
計
画
期
間
に
向
け
た
中
⻑
期
的
な
指
標
の
改
善
・
充
実
に
向
け
た
検
証
を
重
ね
る
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自
市

町
村

の
都

道
府

県
内

の
位

置
づ

け
の

確
認

得
点

率
な

どか
ら、

自
市

町
村

の
取

組
内

容
の

特
徴

の
確

認

前
年

度
か

らの
取

組
の

進
捗

状
況

の
確

認

自
市

町
村

の
全

国
の

位
置

づ
け

の
確

認

既
存

事
業

の
⾒

直
し

新
規

事
業

の
検

討

介
護

保
険

事
業

計
画

等
の

計
画

策
定

介
護

保
険

事
業

計
画

等
の

進
捗

管
理

そ
の

他

特
に活

用
して

い
な

い

無
回

答
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総
得
点

推
進

支
援

1

令
和
６
年
度
評
価
指
標
の
見
直
し
結
果
と
今
後
の
充
実
ポ
イ
ン
ト
①

R²
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相
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Q
.「

活
動

指
標

群
」と

して
、厚

労
省

が
主

に
既

存
デ

ー
タ

を
活

用
して

評
価

す
る

こと
に

な
った

点
に

つ
い

て
、当

て
は

ま
る

も
の

を
お

選
び

くだ
さい

。（
複

数
回

答
）

○
指

標
の

⾒
直

し前
後

で
、自

⼰
評

価
項

目
の

得
点

率
に

⼤
き

な
乖

離
は

み
られ

な
い

市
町
村

市
町
村

Q
.貴

自
治

体
で

は
、自

⼰
評

価
点

や
県

内
順

位
な

ど
の

自
⼰

評
価

結
果

を
どの

よ
うに

活
用

して
い

ま
す

か
。

（
複

数
回

答
）

○
デ

ー
タを

用
い

た
指

標
の

設
定

に
対

して
、都

道
府

県
・市

町
村

とも
に

肯
定

的

•⾒
直

し前
の

R5
、⾒

直
し後

の
R6

の
得

点
率

に
は

相
関

が
み

られ
、⼤

き
な

乖
離

は
み

られ
な

い
•他

方
で

、小
規

模
市

町
村

の
得

点
は

⼤
規

模
市

町
村

と比
べ

て
低

く、
解

消
す

べ
き

地
域

差
の

検
証

が
必

要

○
評

価
結

果
の

活
用

状
況

は
、計

画
策

定
等

を
中

心
に

充
実

が
図

られ
て

い
る

•計
画

へ
の

活
用

は
２

割
未

満
と低

調
で

は
あ

る
が

、前
年

度
結

果
と比

べ
て

充
実

して
い

る
•今

後
、計

画
の

進
捗

管
理

等
へ

の
活

用
の

質
的

な
充

実
が

求
め

られ
る

•活
動

指
標

群
の

設
定

に
対

し、
都

道
府

県
の

約
９

割
、市

町
村

の
６

割
近

くが
肯

定
的

で
あ

った
•同

時
に

、評
価

向
上

に
つ

な
が

る
効

果
的

な
取

組
や

、地
域

の
実

情
に

応
じた

指
標

に
向

け
た

改
善

も
必

要

市
町
村

肯 定 的 な 意 ⾒

 評 価 体 系 が

 分 か り や す く な っ た

 デ ー タ の 活 用 に よ り 、

 評 価 の 負 担 が

 軽 減 さ れ た

 デ ー タ の 活 用 に よ り 、

 評 価 の 客 観 性 が

 高 ま っ た

ど の よ う な 取 組 が 活 動 指

標 群 の 評 価 の 向 上 に つ な

が る か 分 か り づ ら い

地 域 の 実 情 に 応 じ た 、 よ

り 適 切 な 活 動 指 標 群 の 指

標 を 採 用 す べ き

そ の 他

特 に な い

分 か ら な い
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肯
定
的
な
意
⾒
の
内
訳

市
町
村

都
道
府
県

○
活

動
指

標
群

は
、デ

ー
タの

蓄
積

を
図

りつ
つ

、今
後

の
精

査
が

必
要

•量
的

・質
的

な
指

標
が

混
在

して
い

る
た

め
、算

出
方

法
や

評
価

の
在

り方
を

含
め

、精
査

が
必

要

１
介

護
の

魅
⼒

伝
達

研
修

等
の

修
了

者
1人

当
た

り高
齢

者
数

２
定

着
、資

質
向

上
が

目
的

の
研

修
修

了
者

1人
当

た
り高

齢
者

数
３

介
護

支
援

専
門

員
を対

象
とし

た
ケ

アマ
ネ

ジ
メン

トの
質

の
向

上
に

関
す

る
研

修
の

総
実

施
日

数

１
ケ

ア
プ

ラン
点

検
の

実
施

割
合

２
医

療
情

報
との

突
合

の
実

施
割

合

１
今

年
度

の
評

価
得

点
２

高
齢

化
率

と給
付

費
の

伸
び

率
の

比
較

３
PF

Sに
よ

る
事

業
委

託
件

数

１
包

括
の

配
置

３
職

種
１

人
当

た
り高

齢
者

数
２

包
括

事
業

評
価

の
達

成
状

況
３

地
域

ケ
ア

会
議

に
お

け
る個

別
事

例
の

検
討

割
合

４
通

い
の

場
へ

の
65

歳
以

上
高

齢
者

の
参

加
率

５
高

齢
者

の
ポ

イン
ト事

業
へ

の
参

加
率

６
心

身
・認

知
機

能
を改

善
した

者
の

割
合

７
SC

１
人

当
た

り高
齢

者
数

８
SC

の
地

域
ケ

ア
会

議
へ

の
参

加
割

合
９

総
合

事
業

に
お

け
る

多
様

な
サ

ー
ビス

の
実

施
状

況

１
認

知
症

サ
ポ

ー
ター

1人
当

た
り高

齢
者

数
２

認
知

症
ｻﾎ

ﾟｰ
ﾀｰ

ｽﾃ
ｯﾌ

ﾟｱ
ｯﾌ

ﾟ講
座

修
了

者
1人

当
た

り高
齢

者
数

３
認

知
症

地
域

支
援

推
進

員
の

業
務

の
状

況

１
入

退
院

支
援

の
実

施
状

況
２

看
取

りの
実

施
状

況

【活
動

指
標

群
】

・保
険

者
機

能
強

化
推

進
交

付
⾦

８
項

目
・介

護
保

険
保

険
者

努
⼒

支
援

交
付

⾦
14

項
目

※
赤

文
字

は
、該

当
状

況
調

査
の

実
施

時
に

、市
町

村
が

実
数

を
計

上
す

る
項

目
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毎
年

指
標

が
変

更
され

るた
め

進
捗

が
測

れ
な

い

指
標

の
内

容
が

曖
昧

で
、評

価
者

に
よ

って
解

釈
が

異
な

る

指
標

で
求

め
られ

る取
組

水
準

が
高

い

評
価

項
目

数
が

多
い

指
標

で
使

わ
れ

る
語

句
が

分
か

りづ
らい

求
め

られ
る根

拠
資

料
が

多
い

、難
しい

指
標

が
都

道
府

県
によ

る市
町

村
支

援
の

実
態

に即
して

い
な

い

客
観

的
な

評
価

指
標

が
少

な
い

その
他

特
にな

い

無
回

答
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結

果
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R5
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果
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41
)

指
標

の
内

容
が

曖
昧

で
、評

価
者

によ
って

解
釈

が
異

な
る

評
価

項
目

数
が

多
い

指
標

が
変

更
され

るた
め

進
捗

が
測

れ
な

い

指
標

で
求

め
られ

る
取

組
水

準
が

高
い

指
標

が
地

域
の

実
情

や
自

治
体

の
規

模
に即

して
い

な
い

求
め

られ
る根

拠
資

料
が

多
い

、難
しい

指
標

で
使

わ
れ

る語
句

が
分

か
りづ

らい

客
観

的
な

評
価

指
標

が
少

な
い

そ
の

他

特
にな

い

無
回

答
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R4
結

果
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17
9)

R5
結

果
(n

=
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02
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2

令
和
６
年
度
評
価
指
標
の
見
直
し
結
果
と
今
後
の
充
実
ポ
イ
ン
ト
②

○
都

道
府

県
支

援
に

よ
る

施
策

の
充

実
と、

都
道

府
県

指
標

との
更

な
る

連
動

が
必

要

Q
.貴

自
治

体
で

は
、①

介
護

予
防

施
策

の
推

進
、②

認
知

症
総

合
支

援
の

推
進

、③
在

宅
医

療
・介

護
連

携
の

推
進

の
３

分
野

の
取

組
を

進
展

させ
る

た
め

に
、都

道
府

県
に

どの
よ

うな
こと

に
取

り組
ん

で
ほ

しい
で

す
か

。①
〜

③
それ

ぞ
れ

に
つ

い
て

、A
.第

8期
計

画
期

間
の

都
道

府
県

の
関

わ
り方

（
支

援
）

に
よ

って
、市

町
村

の
取

組
が

充
実

した
か

、教
え

て
くだ

さい
。

※
該

当
状

況
調

査
結

果
の

クラ
ス

分
け

は
、下

位
層

は
下

位
25

％
、上

位
層

は
上

位
25

％
で

、そ
れ

ぞ
れ

ア
ンケ

ー
ト調

査
の

回
答

の
あ

った
市

町
村

とし
た

•第
８

期
計

画
に

お
け

る
都

道
府

県
の

関
わ

りが
、各

施
策

の
充

実
に

つ
な

が
った

市
町

村
は

３
割

前
後

で
、該

当
状

況
調

査
で

上
位

層
の

市
町

村
の

方
が

充
実

した
と評

価
した

•市
町

村
が

目
指

す
姿

に
向

け
た

ビジ
ョン

や
展

望
を

描
け

る
よ

うな
支

援
とな

る
よ

う、
都

道
府

県
指

標
の

更
な

る
充

実
が

必
要

介
護
予
防
施
策
の
推
進
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第６章 アンケート調査結果 
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Ⅰ 調査概要 

１．⽬的 
○ 高齢者の自立支援・重度化防止等に向けた市町村の取組や都道府県による市町村支援の取組

状況、保険者機能強化推進交付金等の評価指標や制度に関する意見、交付金の活用状況等を

把握することを目的として、令和４年度及び令和５年度にそれぞれ実施した。 

 

 

２．令和４年度の調査概要 
○ 上記目的を達成するため、下記のとおり調査を実施した。 

 

■調査概要 

調査対象 ①1,741 市町村（悉皆） 
②47 都道府県（悉皆） 

調査系統 ①市町村 
・厚⽣労働省から都道府県担当者に、市町村調査へ配付を依頼、事務局に提出 
②都道府県 
・厚⽣労働省から都道府県担当者に、メールにて調査を依頼、事務局に提出 

主な回答者 ・保険者機能強化推進交付⾦、介護保険保険者努⼒⽀援交付⾦担当者 
調査⼿法 ・⾃記式（Excel の電⼦ファイルに回答）、メール配布・メール回収 
調査期間 ・2023 年２⽉９⽇（⽊）〜2023 年２⽉ 27 ⽇（⽉） 

 ※集計は、３⽉ 15 ⽇回収分（都道府県は３⽉ 16 ⽇）までを対象とした 
備考 ・問合せには、電話（フリーダイヤル）及びメールで対応した 

 

○ 都道府県は44票（93.6％）、市町村は1,179票（67.7％）を回収した。詳細は下表のとおり

であった。 

管内市
町村数

回収数 回収率 管内市
町村数

回収数 回収率 管内市
町村数

回収数 回収率

北海道 ○ 179 116 64.8% ⽯川県 ○ 19 14 73.7% 岡⼭県 ○ 27 21 77.8%

⻘森県 ○ 40 33 82.5% 福井県 ○ 17 10 58.8% 広島県 ○ 23 16 69.6%
岩⼿県 ○ 33 26 78.8% ⼭梨県 ○ 27 21 77.8% ⼭⼝県 ○ 19 13 68.4%
宮城県 ○ 35 28 80.0% ⻑野県 ○ 77 43 55.8% 徳島県 ○ 24 19 79.2%
秋⽥県 ○ 25 18 72.0% 岐⾩県 ○ 42 28 66.7% ⾹川県 ○ 17 15 88.2%
⼭形県 ○ 35 24 68.6% 静岡県 ○ 35 25 71.4% 愛媛県 - 20 16 80.0%
福島県 ○ 59 36 61.0% 愛知県 ○ 54 39 72.2% ⾼知県 ○ 34 14 41.2%
茨城県 ○ 44 35 79.5% 三重県 ○ 29 21 72.4% 福岡県 ○ 60 43 71.7%
栃⽊県 ○ 25 21 84.0% 滋賀県 ○ 19 13 68.4% 佐賀県 ○ 20 13 65.0%
群⾺県 ○ 35 23 65.7% 京都府 ○ 26 16 61.5% ⻑崎県 ○ 21 19 90.5%
埼⽟県 ○ 63 46 73.0% ⼤阪府 ○ 43 35 81.4% 熊本県 ○ 45 19 42.2%
千葉県 ○ 54 39 72.2% 兵庫県 ○ 41 32 78.0% ⼤分県 ○ 18 7 38.9%
東京都 - 62 48 77.4% 奈良県 ○ 39 12 30.8% 宮崎県 ○ 26 15 57.7%
神奈川県 - 33 19 57.6% 和歌⼭県 ○ 30 25 83.3% ⿅児島県 ○ 43 28 65.1%
新潟県 ○ 30 22 73.3% ⿃取県 ○ 19 12 63.2% 沖縄県 ○ 41 17 41.5%

富⼭県 ○ 15 10 66.7% 島根県 ○ 19 14 73.7% 合計 44(93.6%) 1,741 1,179 67.7%

市町村票市町村票市町村票都道府県
票

都道府県
票

都道府県
票
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【参考】回答有無別の該当状況調査結果の得点 

総得点 Ⅰ Ⅱ Ⅲ 下位層 中位層︓
下

中位層︓
上

上位層

回答あり 1,179 1,175点 106点 948点 122点 22.3% 24.5% 26.8% 26.4%

回答なし 562 1,115点 100点 905点 110点 30.4% 25.8% 21.4% 22.4%

n

R5総得点率R5平均点

 
 

 

３．令和５年度の調査概要 
○ 上記目的を達成するため、下記のとおり調査を実施した。 

○ なお、石川県並びに石川県管内市町村及び令和６年能登半島地震の対応に注力している都道

府県・市町村は回答不要とした。 

 

■調査概要 

調査対象 ①1,722 市町村（⽯川県管内市町村を除いて悉皆） 
②46 都道府県（⽯川県を除いて悉皆） 

調査系統 ①市町村 
・厚⽣労働省から都道府県担当者に、市町村調査へ配付を依頼、事務局に提出 
②都道府県 
・厚⽣労働省から都道府県担当者に、メールにて調査を依頼、事務局に提出 

主な回答者 ・保険者機能強化推進交付⾦、介護保険保険者努⼒⽀援交付⾦担当者 
調査⼿法 ・⾃記式（Excel の電⼦ファイルに回答）、メール配布・メール回収 
調査期間 ・2024 年１⽉ 15 ⽇（⽉）〜2024 年２⽉９⽇（⾦） 

 ※３⽉１⽇回収分までを対象とした 
備考 ・問合せには、電話（フリーダイヤル）及びメールで対応した 

 

○ 都道府県は46都道府県のうち41票（89.1％）、市町村は1,722市町村のうち1,025票（59.5％）

を回収した。詳細は下表のとおりであった。 

管内市
町村数

回収数 回収率 管内市
町村数

回収数 回収率 管内市
町村数

回収数 回収率

北海道 ○ 179 111 62.0% ⽯川県 岡⼭県 ○ 27 16 59.3%

⻘森県 ○ 40 22 55.0% 福井県 ○ 17 9 52.9% 広島県 ○ 23 13 56.5%
岩⼿県 ○ 33 21 63.6% ⼭梨県 ○ 27 10 37.0% ⼭⼝県 ○ 19 13 68.4%
宮城県 ○ 35 28 80.0% ⻑野県 ○ 77 27 35.1% 徳島県 ○ 24 14 58.3%
秋⽥県 ○ 25 16 64.0% 岐⾩県 ○ 42 29 69.0% ⾹川県 ○ 17 15 88.2%
⼭形県 ○ 35 19 54.3% 静岡県 ○ 35 22 62.9% 愛媛県 ○ 20 12 60.0%
福島県 ○ 59 23 39.0% 愛知県 ○ 54 38 70.4% ⾼知県 ○ 34 10 29.4%
茨城県 - 44 28 63.6% 三重県 ○ 29 20 69.0% 福岡県 ○ 60 43 71.7%
栃⽊県 - 25 19 76.0% 滋賀県 ○ 19 10 52.6% 佐賀県 ○ 20 11 55.0%
群⾺県 ○ 35 16 45.7% 京都府 ○ 26 15 57.7% ⻑崎県 ○ 21 16 76.2%
埼⽟県 ○ 63 48 76.2% ⼤阪府 ○ 43 34 79.1% 熊本県 ○ 45 22 48.9%
千葉県 ○ 54 28 51.9% 兵庫県 ○ 41 28 68.3% ⼤分県 ○ 18 14 77.8%
東京都 ○ 62 47 75.8% 奈良県 ○ 39 16 41.0% 宮崎県 ○ 26 10 38.5%
神奈川県 ○ 33 19 57.6% 和歌⼭県 - 30 18 60.0% ⿅児島県 ○ 43 27 62.8%
新潟県 - 30 19 63.3% ⿃取県 ○ 19 12 63.2% 沖縄県 ○ 41 20 48.8%

富⼭県 ○ 15 3 20.0% 島根県 - 19 14 73.7% 合計 41(89.1%) 1,722 1,025 59.5%

市町村票市町村票市町村票都道府県
票

都道府県
票

都道府県
票
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【参考】回答有無別の該当状況調査結果の得点 

総得点

計 Ⅰ Ⅱ Ⅲ 計 Ⅰ Ⅱ Ⅲ
回答あり 1,025 435.3 256.5 80.7 49.1 212.3 58.4 61.7 43.2 223.0 52.9 56.6 64.5
回答なし 716 403.8 230.2 77.8 47.9 196.1 53.0 57.2 38.0 207.7 49.6 51.6 58.6

⽀援推進
n

成果指
標群

ⅱ活動
指標群

体制取組
指標群
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Ⅱ 市町村調査結果 

※ 以下の調査結果は、令和５年度実施分に加え、令和４年度実施分と共通する項⽬を経年⽐較する形
で取りまとめている。 

 

１．保険者機能強化推進交付⾦等の⾃⼰評価⽅法・結果の活⽤状況について 

（１）自己評価方法 

１）自己評価が難しい場合の対応 

Q1.貴自治体では、保険者機能強化推進交付金・介護保険保険者努力支援交付金の自己評価において、評価指

標の曖昧な定義などで自己評価を行うことが難しい場合に、どのような対応をとりましたか。（複数回答） 

 
○ 令和５年度結果をみると、「自治体内で解釈して判断した」が83.3％で最も高く、次いで「都

道府県に疑義照会を行った」が28.0％で、前回調査（それぞれ81.9％、34.7％）と同様に上

位であった。 

○ 「曖昧な定義など、自己評価しづらい評価項目はなかった」は3.6％であった。 

○ 令和４年度結果と比較すると、「都道府県に疑義照会を行った」が低くなっている。 
 

図表.自己評価が難しい場合の対応（複数回答）≪経年比較≫ 

⾃治体内で解釈して判断した

都道府県に疑義照会を⾏った

他の市町村等に相談した

国・地⽅厚⽣（⽀）局に疑義照会を⾏った

その他

⾮該当にした

曖昧な定義など、⾃⼰評価しづらい評価項⽬はなかった

無回答

83.3

28.0

14.9

0.4

7.7

10.0

3.6

-

81.9

34.7

17.0

0.8

6.7

12.7

3.1

-

0% 20% 40% 60% 80% 100%

R5結果(n=1,025)
R4結果(n=1,179)  

○その他の主な内容（令和５年度結果） 

 Ｑ＆Ａを参考にした／確認した 

 前年度の結果を参考にした 

 都道府県の通知や説明会・研修資料を参考にした 

 広域連合・構成市町村と協議した 

 都道府県担当者に相談した／都道府県のヒアリング内容や疑義照会結果を参考にした 

 
【第１号被保険者数別、令和５年度結果】 

 

 

 

 

 

 

 

 

調査数

自治体内
で解釈して
判断した

都道府県
に疑義照
会を行った

他の市町
村等に相
談した

国・地方厚
生（支）局
に疑義照
会を行った

その他 非該当にし
た

曖昧な定
義など、自
己評価しづ
らい評価項
目はなかっ
た

無回答

全体 1,025 83.3 28.0 14.9 0.4 7.7 10.0 3.6 -

3千人未満 199 73.4 25.1 21.1 - 9.5 15.1 6.0 -

1万人未満 297 82.8 23.6 22.2 0.3 7.1 10.8 4.4 -
5万人未満 423 87.2 30.0 9.2 0.5 6.6 8.7 2.4 -
10万人未満 58 89.7 34.5 5.2 - 13.8 3.4 - -
10万人以上 48 85.4 41.7 6.3 2.1 6.3 4.2 4.2 -

第１号
被保険
者数
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２）自己評価方法に対する都道府県支援 

Q2. 貴自治体では、令和６年度分の自己評価結果の提出前後で、都道府県（支所・地方事務所等含む。以下

同じ）から、自己評価方法に関する支援がありましたか。（複数回答） 

 
○ 令和５年度結果をみると、「参考資料やデータの提供があった」が45.5％で最も高かった。

自己評価結果の提出前後で都道府県から自己評価方法に関する支援について、“関わりがあ

った計”は６割超となっている。 

○ 他方で、「特に関わりはなかった」は37.2％で、令和４年度結果よりも高い。 
 

図表. 自己評価方法に対する都道府県支援（複数回答）≪経年比較≫ 

参考資料やデータの提供があった

説明会が⾏われた

ヒアリングがあった

その他

特に関わりはなかった

無回答

45.5

13.1

11.3

5.3

37.2

0.3

47.8

9.5

14.6

8.7

32.8

0.1

0% 20% 40% 60%

R5結果(n=1,025)
R4結果(n=1,179)

 

○その他の主な内容（令和５年度結果） 

○他市町村との情報交換の場の設定 

 担当者会の開催 

 情報交換会の開催 

 圏内の他保険者との意見交換会の開催 

○評価結果に対する助言 

 提出後の助言があった 

 提出後に、昨年度と比較しての照会があった 

○情報提供、疑義照会の実施 

 評価の考え方についてアドバイスがあった 

 県内市町村の評価結果の共有があり、参考とした 

 都道府県の取組によって市町村が○にできる項目について情報提供があった 

 第 9 期介護保険計画ヒアリングの際に都道府県より助言を受ける機会があった 

 疑義照会について迅速に回答してもらえた 
 
 

【第１号被保険者数別、令和５年度結果】 

調査数

参考資料
やデータの
提供があっ
た

説明会が
行われた

ヒアリング
があった

その他 特に関わり
はなかった

無回答

全体 1,025 45.5 13.1 11.3 5.3 37.2 0.3
3千人未満 199 44.2 21.1 14.1 3.5 31.7 0.5
1万人未満 297 41.8 13.8 12.8 5.7 39.1 0.7
5万人未満 423 49.6 9.7 10.6 5.9 35.5 -
10万人未満 58 50.0 12.1 6.9 - 41.4 -
10万人以上 48 31.3 6.3 2.1 10.4 58.3 -

第１号
被保険
者数

 

 

－ 114 －



 

 

３）自己評価結果に対する都道府県支援 

Q3. 貴自治体では、令和６年度分の自己評価結果の提出後に、自己評価結果に対する都道府県による関わり

がありましたか。（複数回答） 

 
○ 令和５年度結果をみると、「記入漏れやエラーデータの確認があった」が43.3％で最も高く、

「該当しないと回答している場合、該当しているのではないかと確認があった」が31.2％、

「該当すると回答している場合、該当と判断した根拠の確認があった」が15.9％であった。 

○ 「特に関わりはなかった」は４割近くで、令和４年度結果よりも高い。 
 

図表. 自己評価結果に対する都道府県支援（複数回答）≪経年比較≫ 

記⼊漏れやエラーデータの確認があった

該当しないと回答している場合、該当し
ているのではないかと確認があった

該当すると回答している場合、該当と判
断した根拠の確認があった

その他

特に関わりはなかった

無回答

43.3

31.2

15.9

3.5

38.2

0.1

45.5

37.3

17.6

3.1

33.4

0.3

0% 20% 40% 60%

R5結果(n=1,025)
R4結果(n=1,179)  

 

 

○その他の主な内容（令和５年度結果） 

○評価結果に対する確認・照会等の実施 

 他回答と整合性のとれていない回答や添付資料の確認があった 

 全て×である理由の報告依頼があった 

 前年度と異なる回答をした際に確認があった 

 取り組めそうな内容についての確認や解釈について確認があった 

 指標の解釈について市町村によるバラツキがあったため、県→国への疑義照会を行い、その結果のフィード

バック及び修正依頼があった 

○情報提供 

 別の会議の際、評価等の解釈について補足的に説明をうけた 

 他自治体の回答状況の提供があり、参考とすることができた 

 該当しないと回答した項目について、他保険者の記載例の情報提供があった 

○その他 

 今後、ヒアリング等が行われる予定 

 
【第１号被保険者数別、令和５年度結果】 

調査数

記入漏れ
やエラー
データの確
認があった

該当しない
と回答して
いる場合、
該当してい
るのではな
いかと確認
があった

該当すると
回答してい
る場合、該
当と判断し
た根拠の
確認があっ
た

その他 特に関わり
はなかった

無回答

全体 1,025 43.3 31.2 15.9 3.5 38.2 0.1
3千人未満 199 42.2 33.7 19.6 2.0 39.7 -
1万人未満 297 43.4 32.0 13.8 4.0 37.4 -
5万人未満 423 46.1 30.3 15.4 4.3 36.6 0.2
10万人未満 58 29.3 32.8 15.5 1.7 43.1 -
10万人以上 48 39.6 22.9 18.8 2.1 45.8 -

第１号
被保険
者数

 

－ 115 －



 

 

（２）評価結果の活用状況 

１）自己評価結果の活用状況 

Q4. 貴自治体では、自己評価点や県内順位などの自己評価結果をどのように活用していますか。（複数回答） 

 
○ 令和５年度結果をみると、「自市町村の都道府県内の位置づけの確認」が74.7％で最も高く、

次いで「得点率などから、自市町村の取組内容の特徴の確認」が43.6％、「前年度からの取

組の進捗状況の確認」が42.0％で上位に挙げられていた。 

○ 令和４年度結果と比較すると、「介護保険事業計画等の計画策定」、「介護保険事業計画等

の進捗管理」に活用している市町村の割合が高い。 
 

図表. 自己評価結果の活用状況（複数回答）≪経年比較≫ 

⾃市町村の都道府県内の位置づけの確認

得点率などから、⾃市町村の取組内容の特徴の確認

前年度からの取組の進捗状況の確認

⾃市町村の全国の位置づけの確認

既存事業の⾒直し

新規事業の検討

介護保険事業計画等の計画策定

介護保険事業計画等の進捗管理

その他

特に活⽤していない

無回答

74.7

43.6

42.0

35.5

34.7

19.2

16.2

12.7

1.1

7.3

-

69.8

43.3

42.9

37.6

34.4

22.5

6.1

6.5

0.6

9.2

0.1

0% 20% 40% 60% 80%

R5結果(n=1,025)
R4結果(n=1,179)  

○その他の主な内容（令和５年度結果） 

 同規模・類似団体（政令指定都市、中核市、東京 23 区など）内の位置づけの確認 

 順位等は活用していないが、未実施の箇所などは、新規事業等の対応を検討した 

 今後、不足している取組について確認予定 

 地域包括支援センター運営協議会で活用し助言を仰ぐ 

 推進会議等への報告検討 

 市の取組状況について、議会に対する説明に活用 

 

【第１号被保険者数別、令和５年度結果】 

調査数

自市町村
の都道府
県内の位
置づけの
確認

得点率など
から、自市
町村の取
組内容の
特徴の確
認

前年度か
らの取組
の進捗状
況の確認

自市町村
の全国の
位置づけ
の確認

既存事業
の見直し

新規事業
の検討

介護保険
事業計画
等の計画
策定

介護保険
事業計画
等の進捗
管理

その他 特に活用し
ていない

無回答

全体 1,025 74.7 43.6 42.0 35.5 34.7 19.2 16.2 12.7 1.1 7.3 -
3千人未満 199 64.3 30.7 44.2 21.1 24.6 13.1 8.5 4.0 0.5 13.1 -
1万人未満 297 69.0 41.8 43.4 27.3 33.7 18.9 14.5 12.1 0.3 9.4 -
5万人未満 423 82.7 47.3 41.4 39.7 39.0 20.8 20.1 16.5 0.9 4.7 -
10万人未満 58 81.0 53.4 37.9 56.9 37.9 20.7 19.0 13.8 1.7 1.7 -
10万人以上 48 75.0 64.6 35.4 83.3 41.7 31.3 20.8 16.7 8.3 - -

第１号
被保険
者数

 
 

 

－ 116 －



 

 

２）計画策定・計画の進捗管理における具体的な活用内容 

Q4-1.具体的な活用内容をご教示ください。（複数回答） 

 
○ 介護保険事業計画等の計画策定・進捗管理に活用していると回答している市町村（204件）

に具体的な内容を聞いたところ、７割半ばの市町村が「第９期計画を策定する上での現状・

課題の把握」に活用していた。 
 

図表.計画策定・計画の進捗管理における具体的な活用内容（複数回答） 

第９期計画を策定する上での現状・課題の把握

第８期計画の評価

第９期計画期間の事業の検討

第９期計画に設定する指標の検討

第９期計画を策定する上での関係者（職能団体、事
業者、住⺠など）への説明

財務部局との協議等

その他

無回答

74.0

49.0

46.6

45.1

21.6

3.4

2.0

0.5

0% 20% 40% 60% 80%

(n=204)
 

 
○その他の主な内容 

 本市が「着手できていないこと」の気づきを与える存在であり、介護保険事業計画策定時には、その「着手でき

ていないこと」を計画に盛り込むべきかの議論のきっかけとなっている。また、策定した介護保険事業計画の

中には、保険者機能強化推進交付金等の指標に近い目標を設定しているものがあり、指標の自己評価の際

には計画の進捗状況の確認を行うことになる 

 自己評価で得点の低い項目について、計画策定部会で改善検討を行っている。評価指標を経年で確認し自己

評価の点数が上昇したものや据え置きのものについて情報共有し、計画策定の資料とする 

 各種計画策定時の評価等 

 地域包括支援センター運営推進委員会での報告など 

 

【第１号被保険者数別、令和５年度結果】 

調査数

第９期計画
を策定する
上での現
状・課題の
把握

第８期計画
の評価

第９期計画
期間の事
業の検討

第９期計画
に設定する
指標の検
討

第９期計画
を策定する
上での関
係者（職能
団体、事業
者、住民な
ど）への説
明

財務部局と
の協議等

その他 無回答

全体 204 74.0 49.0 46.6 45.1 21.6 3.4 2.0 0.5
3千人未満 19 78.9 36.8 42.1 57.9 10 .5 5.3 - -
1万人未満 54 77.8 50.0 55.6 44.4 27.8 1.9 1.9 -
5万人未満 106 69.8 50.9 45.3 44.3 20.8 1.9 0.9 0.9
10万人未満 14 71.4 42.9 28.6 35.7 14.3 14.3 7.1 -
10万人以上 11 90.9 54.5 45.5 45.5 27.3 9.1 9.1 -

第１号
被保険
者数

 

 

 

－ 117 －



 

 

３）自己評価結果を活用していない理由 

Q4-2.自己評価結果を活用していない理由をご教示ください。（複数回答） 

 
○ 自己評価結果を「特に活用していない」と回答した市町村（75件）にその理由を聞いたとこ

ろ、「人材や時間が不足しているため」が49.3％で最も高く、次いで「活用方法が分からな

いため」が33.3％で続く。 

○ 「自市町村の取組等が正しく評価されていないため」は4.0％であった。 
 

図表.自己評価結果を活用していない理由（複数回答） 

⼈材や時間が不⾜しているため

活⽤⽅法が分からないため

評価結果の解釈が難しいため

⾃市町村の取組等が正しく評価されていないため

独⾃の評価指標や他の評価指標を活⽤しているため

その他

活⽤の機会がないため／活⽤を考えたことがないため

無回答

49.3

33.3

26.7

4.0

2.7

2.7

30.7

1.3

0% 20% 40% 60%

(n=75)
 

 

○その他の主な内容 

 評価の手段が複雑すぎる。作成に時間がかかる 

 自己評価が基本であるため、自治体担当者個人の考えに委ねられる部分が大きい 

 
【第１号被保険者数別、令和５年度結果】 

調査数

人材や時
間が不足し
ているため

活用方法
が分からな
いため

評価結果
の解釈が
難しいため

自市町村
の取組等
が正しく評
価されてい
ないため

独自の評
価指標や
他の評価
指標を活
用している
ため

その他 活用の機
会がない
ため／活
用を考えた
ことがない
ため

無回答

全体 75 49.3 33.3 26.7 4.0 2.7 2.7 30.7 1.3
3千人未満 26 50.0 23.1 19.2 - 3.8 - 38.5 -
1万人未満 28 46.4 32.1 21.4 7.1 3.6 3.6 32.1 3.6
5万人未満 20 50.0 50.0 45.0 5.0 - 5.0 20.0 -
10万人未満 1 100.0 - - - - - - -
10万人以上 - - - - - - - - -

第１号
被保険
者数

 
 

－ 118 －



 

 

（３）第９期計画期間に設定する予定の指標 

Q5. 貴自治体では、介護保険サービスおよび高齢者保健福祉施策の評価・改善のために第９期介護保険事業

計画で次のような指標を設定する予定はありますか。定性・定量かは問いません。（複数回答） 

 
○ 第９期計画において設定する指標を聞いたところ、「通いの場に関連する指標」（72.5％）、

「事業参加者数・率に関連する指標」（64.6％）が上位に挙げられている。 

○ 「上記のような指標の設定は特に予定していない」は１割未満であった。 
 

図表.第９期計画期間に設定する予定の指標（複数回答） 

通いの場に関連する指標（通いの場の数、参加者数
など）

事業参加者数・率に関連する指標（ボランティアや介
護予防教室など）

介護サービス量、利⽤率に関連する指標

介護給付費に関連する指標

元気⾼齢者や要介護認定者数・率に関連する指標
（新規認定者数や⾃⽴期間を含む）

⾼齢者の主観的健康観や幸福感に関連する指標

要介護認定者等の状態の維持・改善・悪化に関連す
る指標

その他

上記のような指標の設定は特に予定していない

未定

無回答

72.5

64.6

47.0

43.5

42.9

24.7

21.5

5.8

6.6

3.8

0.3

0% 20% 40% 60% 80%

(n=1,025)
 

 

○その他の主な内容（令和５年度結果） 

○高齢者の状態改善に係る指標 

 咀嚼機能リスクを有する高齢者の割合 

 低栄養傾向（BMI20 以下）高齢者の割合 

 新規介護認定平均年齢＝2030 年 85 歳達成 目標 

 健康寿命 

○生活支援体制整備事業や社会参加に係る指標 

 第 2 層協議体（生活支援体制整備事業）の開催回数など 

 生活支援サービス等の利用者数 

 就労している人の割合 

 社会参加の割合 

 高齢者の活動団体等の登録者数 

 地域等での役割期待度 

○認知症、成年後見制度に係る指標 

 認知症の相談支援数、サポーター養成者数等 

 認知症サポーター養成講座 受講者数 

 成年後見制度における市長申立件数 

○介護人材確保や生産性向上に係る指標 

 介護現場の生産性向上に関連する指標 

 入門的研修修了者数等 

 人材不足感の改善 

－ 119 －



 

 

 介護職員の離職率 

○サービスの満足度や認知度に係る指標 

 介護サービスの満足度 

 介護保険サービスの満足度（各種サービスの平均） 

 地域包括支援センターの認知度等 

○給付適正化に係る指標 

 給付適正化 

○その他 

 地域ケア会議の事例検討数 

 在宅等での看取り率 

 在宅生活の支援のための各種サービス（緊急通報装置貸与数等）利用者数等 

 個別避難計画作成率 

 健康未把握者に対する訪問と状態把握 
 
【第１号被保険者数別、令和５年度結果】 

調査数

通いの場
に関連する
指標（通い
の場の数、
参加者数
など）

事業参加
者数・率に
関連する
指標（ボラ
ンティアや
介護予防
教室など）

介護サー
ビス量、利
用率に関
連する指
標

介護給付
費に関連
する指標

元気高齢
者や要介
護認定者
数・率に関
連する指
標（新規認
定者数や
自立期間
を含む）

高齢者の
主観的健
康観や幸
福感に関
連する指
標

要介護認
定者等の
状態の維
持・改善・
悪化に関
連する指
標

その他 上記のよう
な指標の
設定は特
に予定して
いない

未定 無回答

全体 1,025 72.5 64.6 47.0 43.5 42.9 24.7 21.5 5.8 6.6 3.8 0.3
3千人未満 199 63.3 49.2 51.8 49.7 44.7 18.6 22.6 1.0 10.6 6.5 -
1万人未満 297 70.4 56.9 48.1 47.1 40.1 19.2 16.2 4.0 7.7 5.7 0.7
5万人未満 423 75.4 74.0 43.0 38.8 40.9 27.7 21.3 6.1 5.0 2.1 0.2
10万人未満 58 79.3 72.4 46.6 39.7 50.0 36.2 31.0 13.8 3.4 - -
10万人以上 48 89.6 83.3 56.3 41.7 62.5 43.8 39 .6 22.9 2.1 - -

第１号
被保険
者数

 

－ 120 －



 

 

（４）自己評価結果・交付金等の公表状況 

１）公表状況 

Q6. 貴自治体では、自己評価結果・分析結果や交付金額等を公表している、あるいは、今後、公表の予定は

ありますか。令和５年度分の評価結果（令和４年度に評価した結果）について教えてください。（複数回答） 

 
○ 自己評価結果・分析結果等の公表状況を聞いたところ、令和５年度結果では「特に公表・報

告していない」が67.2％で、令和４年度結果（81.8％）と比較して低い。 

○ 公表している市町村は３割超で、「介護保険運営協議会等の会議の場で報告している」が

23.9％であった。 
 

図表. 公表状況（複数回答）≪経年比較≫ 

介護保険運営協議会等の会議の場で報告している

⾃市町村のホームページで公表している

町会や通いの場など、地域の集まりの場で報告している

広報誌等の配布物で公表している

その他

特に公表・報告していない

無回答

23.9

13.7

0.7

0.2

3.5

67.2

0.1

13.9

3.9

0.3

0.1

2

81.8

0.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

R5結果(n=1,025)
R4結果(n=1,179)  

○その他の主な内容（令和５年度結果） 

 第９期介護保険事業計画に掲載予定 

 予算書、決算書に掲載している 

 庁内情報コーナーで閲覧できる 

 交付金額については市議会で報告している 

 庁内予算会議等で報告している 

 地域包括支援センター運営協議会の場で報告している 

 今後、公表予定 

 

【第１号被保険者数別、令和５年度結果】 

調査数

介護保険
運営協議
会等の会
議の場で
報告してい
る

自市町村
のホーム
ページで公
表している

町会や通
いの場な
ど、地域の
集まりの場
で報告して
いる

広報誌等
の配布物
で公表して
いる

その他 特に公表・
報告してい
ない

無回答

全体 1,025 23.9 13.7 0.7 0.2 3.5 67.2 0.1
3千人未満 199 17.1 5.0 0.5 - - 78.4 -
1万人未満 297 23.6 8.4 1.0 0.3 2.7 71.7 -
5万人未満 423 26.2 15.8 0.7 0.2 4.7 63.6 0.2
10万人未満 58 22.4 29.3 - - 6.9 60.3 -
10万人以上 48 35.4 43.8 - - 8.3 33.3 -

第１号
被保険
者数

 

 

－ 121 －



 

 

２）公表内容 

Q6-1. どのような内容を公表（あるいは公表予定と）していますか。（複数回答） 

 
○ 自己評価結果・分析結果や交付金額等を公表している市町村（335件）に公表内容を聞いた

ところ、「自己評価得点・得点率：総合得点、Ⅰ・Ⅱ・Ⅲの総合得点、Ⅱ(1)～(7)・Ⅲ(1)

～(2)の合計得点」（55.8％）、「交付金額」（51.9％）が上位に挙げられた。 

○ 「交付金の使途内容」を公表している市町村は15.2％であった。 
 

図表.公表内容（複数回答） 

⾃⼰評価得点・得点率︓総合得点、Ⅰ・Ⅱ・Ⅲの総
合得点、Ⅱ(1)〜(7)・Ⅲ(1)〜(2)の合計得点

交付⾦額

該当している項⽬の具体的な取組内容

交付⾦の使途内容

該当しなかった項⽬、満点ではなかった項⽬

⾃⼰評価得点・得点率︓Ⅰ①のレベル

⾃⼰評価得点・得点率︓Ⅰ①ア〜エのレベル

その他

無回答

55.8

51.9

24.2

15.2

13.4

9.9

7.5

5.4

0.3

0% 20% 40% 60%

(n=335)
 

○その他の主な内容（令和５年度結果） 

 全国・県の平均点、県内順位 

 該当している項目等の他市町村等との比較 

 地域分析・検討結果シート（地域包括ケア「見える化」システム） 

 実績等と計画を独自に比較分析し、介護保険事業計画検討委員会等で報告 

 事業ごとの目標を設定し、評価及び改善内容を報告 

 交付額は介護保険運営委員会のみ公表 

 計画に基づく達成状況 

 給付と認定における計画値と実績値の分析結果 
 
【第１号被保険者数別、令和５年度結果】 

調査数

自己評価
得点・得点
率：総合得
点、Ⅰ・Ⅱ・
Ⅲの総合
得点、Ⅱ
(1)～(7)・
Ⅲ(1)～(2)
の合計得
点

交付金額 該当してい
る項目の
具体的な
取組内容

交付金の
使途内容

該当しな
かった項
目、満点で
はなかった
項目

自己評価
得点・得点
率：Ⅰ①の
レベル

自己評価
得点・得点
率：Ⅰ①ア
～エのレベ
ル

その他 無回答

全体 335 55.8 51.9 24.2 15.2 13.4 9.9 7.5 5.4 0.3
3千人未満 43 30.2 44.2 44.2 20.9 9.3 4.7 2.3 - -
1万人未満 84 41.7 56.0 34.5 16.7 13.1 8.3 7.1 3.6 -
5万人未満 153 66.7 51.6 17.0 14.4 12.4 13.1 9.2 6.5 0.7
10万人未満 23 60.9 47.8 17.4 8.7 26.1 4.3 8.7 13.0 -
10万人以上 32 71.9 56.3 9 .4 12.5 15.6 9.4 6.3 6.3 -

第１号
被保険
者数

 

 

－ 122 －



 

 

（５）介護給付費の適正化に向けた方策の策定に必要な支援 

Q7. 貴自治体では、「推進 目標Ⅱ-ⅰ-１ 介護給付費の適正化に向けた方策を策定しているか」のアを非該

当（「×」）と回答されていました。本指標に該当するために必要な支援内容があれば教えてください。（複数

回答） 

（参考）令和６年度市町村評価指標 

目標Ⅱ-ⅰ-１ 介護給付費の適正化に向けた方策を策定しているか。 

 ア 地域のサービス資源や給付費等の動向を把握し、他の地域とも比較・分析の上、介護給付費の適正化 

   方策を策定している 

 イ 介護給付費の適正化方策に基づく取組の効果を検証するための評価指標を定めている 

 ウ イの指標に対する実績等を踏まえ、毎年度、取組の課題の分析、改善・見直し等を行っている 

 エ イの指標の達成状況を含む取組の成果を公表している 

 
○ 該当状況調査において、「介護給付費の適正化に向けた方策を策定しているか」のアを非該

当としていた市町村（回答のあった市町村のうち対象となる181件）に、策定にあたり必要

な支援を聞いたところ、半数の市町村が「介護給付費の適正化方策を策定するための情報提

供」と回答した。 
 

図表.介護給付費の適正化に向けた方策の策定に必要な支援（複数回答） 

介護給付費の適正化⽅策を策定するための情報提供

他の地域の動向との⽐較・分析

介護給付費の適正化⽅策を策定するためのノウハウの
提供（専⾨家の派遣等）

地域のサービス資源や給付費等の動向の把握

介護給付費の適正化⽅策を策定するための財政的な
⽀援

その他

⽀援は特に必要ない

該当にする必要性を感じない

既に該当している（令和６年度 該当状況調査の回
答が異なる）

無回答

52.5

37.6

28.7

28.2

16.6

7.2

9.4

7.7

3.3

0.6

0% 20% 40% 60%

(n=181)
 

○その他の主な内容（令和５年度結果） 

 同規模自治体の取組等の事例提供 

 専門家の派遣に加えポイント解説等の研修会の実施 

 職員不足で対応できないため、人を雇う予算が必要 

 広域連合が対応している 

 他業務と兼務のため、適正化に向けた方策の策定に時間がなかなか取れない 

 
【第１号被保険者数別、令和５年度結果】 

調査数

介護給付
費の適正
化方策を
策定するた
めの情報
提供

他の地域
の動向との
比較・分析

介護給付
費の適正
化方策を
策定するた
めのノウハ
ウの提供
（専門家の
派遣等）

地域の
サービス資
源や給付
費等の動
向の把握

介護給付
費の適正
化方策を
策定するた
めの財政
的な支援

その他 支援は特
に必要な
い

該当にする
必要性を
感じない

既に該当し
ている（令
和６年度
該当状況
調査の回
答が異な
る）

無回答

全体 181 52.5 37.6 28.7 28.2 16.6 7.2 9.4 7.7 3.3 0.6
3千人未満 42 42.9 28.6 16.7 26.2 16.7 9.5 19.0 9.5 2.4 2.4
1万人未満 45 48.9 31.1 24.4 26.7 22.2 15.6 8.9 15.6 4.4 -
5万人未満 79 59.5 44.3 38.0 29.1 12.7 2.5 2.5 3.8 3.8 -
10万人未満 9 66.7 44.4 22.2 22.2 22.2 - 22.2 - - -
10万人以上 6 33.3 50.0 33.3 50.0 16.7 - 16.7 - - -

第１号
被保険
者数

 

－ 123 －



 

 

２．制度について 

（１）制度見直しの影響 

１）評価のしやすさの変化 

Q8. 令和６年度評価指標では、評価項目の縮減や評価項目の体系化など、次のような見直しを実施しました。

令和５年度評価指標と比較して、令和６年度評価指標による評価のしやすさはいかがでしたか。 

 
○ 令和６年度評価指標による評価のしやすさを聞いたところ、「評価しやすくなった」は22.4％、

「特に、変化はなかった」は36.4％であった。 

○ 「評価しづらくなった」という否定的な意見は、約１割であった。 
 

図表.評価のしやすさの変化 

評価しやすくなった
22.4%

特に、変化はなかった
36.4%

評価しづらくなった
10.7%

分からない
26.0%

無回答
4.4%

n=1,025

 

【第１号被保険者数別、令和５年度結果】 

 

調査数
評価しやす
くなった

特に、変化
はなかった

評価しづら
くなった

分からない 無回答

全体 1,025 22.4 36.4 10.7 26.0 4.4
3千人未満 199 14.6 32.7 10.1 35.7 7.0
1万人未満 297 21.2 35.7 12.1 25.6 5.4
5万人未満 423 26.0 37.6 9.9 23.4 3.1
10万人未満 58 24.1 44.8 10.3 19.0 1.7
10万人以上 48 29.2 35.4 12.5 20.8 2.1

第１号
被保険
者数

－ 124 －



 

 

２）活動指標群の設定 

Q9. 令和６年度評価指標の見直しにより、保険者機能強化推進交付金と介護保険保険者努力支援交付金の指

標がそれぞれ、「体制・取組指標群」「活動指標群」「成果指標群」の３群に体系化されました。「活動指標群」

として、厚労省が主に既存データを活用して評価することになった点について、当てはまるものをお選びく

ださい。（複数回答） 

 
○ 活動指標群として厚労省が主に既存データを活用して評価することになった点については、

「データの活用により、評価の負担が軽減された」が４割超であった。 
 

図表.活動指標群の設定（複数回答） 

データの活⽤により、評価の負担が軽減された

どのような取組が、
活動指標群の評価の向上につながるか分かりづらい

データの活⽤により、評価の客観性が⾼まった

評価体系が分かりやすくなった

地域の実情に応じた、
より適切な活動指標群の指標を採⽤すべき

その他

特にない

分からない

無回答

42.1

27.6

20.4

17.3

3.7

1.7

14.4

12.4

0.2

0% 20% 40% 60%

(n=1,025)
 

○その他の主な内容（令和５年度結果） 

 回答者の手間は大きく変わっていない 

 介護人材の研修など自治体規模でかなり左右されると考えられる評価項目がある 

 体系は分かりやすくなったが一つ一つに質問が答えにくい。人材資源は変わらない現場で事業への取組は年

度により強弱をつけて実施しているが、そのグラデーションの表現が難しい 

 画一的な評価指標に修正され、独自性の希薄化につながるのではないかと感じた 

 アウトプット評価はできるが、アウトカム指標では評価しづらい点がある 

 体制・取組指標群の評価が活動指標の結果とどう連動するかが見えない項目が多い 

 実績結果をフィードバックしてほしい 

 方向性やブラッシュアップは理解するが、指標や実際の額の上下の大きさに戸惑う 
 
【第１号被保険者数別、令和５年度結果】 

調査数

データの活
用により、
評価の負
担が軽減さ
れた

どのような
取組が、活
動指標群
の評価の
向上につ
ながるか
分かりづら
い

データの活
用により、
評価の客
観性が高
まった

評価体系
が分かりや
すくなった

地域の実
情に応じ
た、より適
切な活動
指標群の
指標を採
用すべき

その他 特にない 分からない 無回答

全体 1,025 42.1 27.6 20.4 17.3 3.7 1.7 14.4 12.4 0.2
3千人未満 199 30.2 19.1 13.1 13.6 6.0 1.5 21.1 17.6 0.5
1万人未満 297 39.7 25.9 14.1 18.2 3.7 1.0 16.2 15.8 0.3
5万人未満 423 46.1 32.4 25.1 18.4 2.8 1.9 11.3 8.0 -
10万人未満 58 53.4 29.3 24.1 12.1 3.4 5.2 12.1 10.3 -
10万人以上 48 58.3 29.2 43.8 22.9 2.1 - 6.3 10.4 -

第１号
被保険
者数

      

－ 125 －



 

 

３）より適切な活動指標群の内容 

Q9-1. より適切と考える活動指標群の指標について、具体的に教えてください。（自由回答） 

 
○ 主に事業量を評価する活動指標群では、市町村の取組を評価しづらい分野や取組に関する意

見のほか、自治体規模や自治体特性に応じた評価指標の設定に関する意見がみられた。 
 

○具体的な内容（自由回答） 

○地域課題の把握とその対応を評価してほしい 

 地域課題を把握し、どう対応しているか。地域資源の把握や創造ができているか、生活支援コーディネーター

と地域のつながりや専門職と市の連携を評価してほしい 

 求められるものが高くなり、各自治体の課題対応が問われている（介護保険事業計画等）にも関わらず一律の

評価を求められることに違和感がある。各自治体の課題を明確にできているか問い、効果的な取組や評価改

善ができているかを問うものが必要 

 5 千人規模の自治体と 10 万人、100 万人規模の自治体では職員配置数に違いがあり、できる業務にも限界が

ある。実施の有無を聞く指標では、配置人数が多い方が実施していることが多い。本来の目的である高齢者

に対する満足度が高いかどうかは別問題ではないか。各自治体が抱える問題は、隣市町村でも違うため、ま

ずはそこを理解して調査を実施してほしい 

○人材確保や育成に係る評価を改善してほしい 

 介護人材の確保や育成にかかる活動指標については、介護人材が市町村をまたいで養成研修を受講し、就

労している実情を踏まえると、単独市町村ごとの研修参加者数と高齢者人口での単純比較・評価は適切でな

い。人材確保の量的な評価は県単位など広域での評価が妥当で、市町村単位では具体的な取組があるかど

うか、またどのような分野と連携しているか、多様な主体を巻き込んでいるかなど地域特性に合わせた質的な

取組を評価すべき 

 現在の活動指標は、研修を実施しただけになるため意味がない。まちづくりとして、自分たちで考えることが体

制・取組指標として有用。人材確保は、地域の創意工夫の見せ所でもあり、まちづくりとして推進する必要もあ

る。事業所と一緒に打開策を考え、まちづくりとしてアイデアで乗り越えようとすることで地域支援事業と連動し

やすくなる。その過程が非常に重要であり、そうした動きや実施事業を評価してほしい 

○自治体規模・自治体特性によって変動が大きい・不公平な点を改善してほしい 

 ケアプラン点検の実施割合や地域ケア会議の検討など、被保険者数が多い大規模自治体では割合を上げに

くい項目がある。自治体規模ごとの指標設定を検討してほしい 

 通いの場の人数等は把握しているものもあれば、住民主体で実施しているものも多く、把握できていないもの

もある。また、平均自立期間は KDB で指標を確認しているが、市町村の人数が少ないため、変動も大きい 

 アウトカム指標、例えば要介護１・２の人の状態改善などは各市町村の年齢層が影響していると考えており、

比較的若い市町村はこれから要介護の人が増えてくるので、改善は難しい。アウトカム指標は分かりやすい

が、公平とは言いづらい 

 介護医療院に入所するために介護認定の区分変更が多く、介護予防に力を入れたとしても、認定区分では

「悪化している人の割合」が高くなり、活動指標群の指標に大きな影響があると思われる。単純に全国で比較

できるものでないので、地域の実情に応じた指標を考えてほしい 

○自治体規模に応じた評価制度にしてほしい 

 大規模自治体と小規模自治体で比較することは疑問。大規模層、中規模層、小規模層のグループ分けで評価

が望ましい 

 過疎自治体で、職員数も限られており、できる事業にも限りがある。広く浅くではなく、効果のある重点項目に

限らなければ、大きい自治体のようにはできない。その中で、実施率や効果を測定できるものにしてほしい 

 人口数千人規模の自治体が毎年のように新たな活動を行うことは現実的ではない。自治体希望に応じた設問

にしてほしい 

○その他 

 重症化が予防されている状況を評価してほしい 

 そもそも介護予防効果の数値化は困難。「地域特性に合わせた、地域共生社会の実現を目指す」のであれ

ば、指標は国一律とはならない。圏域毎の事業計画策定及び計画の達成度を評価する支援制度であるべき 
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（２）評価の難しい項目 

Q10. 保険者機能強化推進交付金・介護保険保険者努力支援交付金の評価指標のうち、体制・取組指標群につ

いて、貴自治体で評価を行うことが難しかった項目を選び、理由を回答してください。（３つまで選択） 

 

○ 1,025市町村のうち、自己評価の難しい評価指標を１つ以上選択した市町村は619件であった。 

○ このうち100市町村以上が自己評価の難しい評価指標として挙げたのは、以下の５項目であ

った。 

 

○ 推進Ⅰ３ ⾃⽴⽀援、重度化防⽌等に関する施策について、実施状況を把握し、必要な改善を⾏
っているか。 

○ 推進Ⅲ１ 地域における介護⼈材の確保・定着のため、都道府県等と連携しつつ、必要な取組を実
施しているか。 

○ 推進Ⅲ２ 地域におけるサービス提供体制の確保や、⾃⽴⽀援・重度化防⽌、介護⼈材確保に関
する施策等の推進に当たって、庁内・庁外における関係者との連携体制が確保されているか。 

○ ⽀援Ⅰ２ 通いの場やボランティア活動その他の介護予防に資する取組の推進を図るため、アウトリー
チ等の取組を実施しているか。 

○ ⽀援Ⅰ７ 多様なサービスの活⽤の推進に向け、実施状況の調査・分析・評価を⾏っているか。 

 

○ 自己評価の難しい理由としては、推進Ⅰ３、推進Ⅲ１、支援Ⅰ７は「分析や改善など、求め

られている取組の質と市町村の取組が合致しているか分かりづらい」、推進Ⅲ２は「連携先

や実施対象など、取組の範囲が分かりづらい」、支援Ⅰ２は「根拠資料が用意できない／負

担がかかる」が上位に挙げられた。 
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（３）都道府県による市町村支援 

Q11. 貴自治体では、①介護予防施策の推進、②認知症総合支援の推進、③在宅医療・介護連携の推進の３分

野の取組を進展させるために、都道府県にどのようなことに取り組んでほしいですか。①～③それぞれにつ

いて、A.第 8 期計画期間の都道府県の関わり方（支援）によって、市町村の取組が充実したか、B.第 9 期計

画期間における、都道府県の関わり（支援）の必要性、C.第８期計画と比べた、第９期計画における自市町

村の取組の重視度、を教えてください。また、Bの「5.市町村への個別支援」で「1.とても必要としている」

あるいは「2.やや必要としている」を選択された場合、D.希望する具体的な内容、を教えてください。 

 

１）A～Dの結果 

A） 第８期計画期間の都道府県の関わり方（支援）による市町村の取組の充実状況 

○ いずれの施策でも、「どちらともいえない」が４割超で最も高い。 

○ 都道府県の関わり方（支援）による市町村の取組の充実状況をみると、各施策の充実計（「充

実した」と「やや充実した」の合計）は、３割前後であった。 
 

図表.市町村の取組の充実状況＜第８期計画期間＞ 
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①介護予防施策の推進

②認知症総合⽀援の推進

③在宅医療・介護連携の推進

充実した やや充実した どちらともいえない
あまり充実につながらなかった 充実につながらなかった 特に関わりはなかった
無回答
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B） 第９期計画期間における、都道府県の関わり（支援）の必要性 

○ 都道府県の関わり（支援）の必要計（「とても必要としている」と「やや必要としている」

の合計）をみると、いずれの分野全体でも７割半ばから８割程度と高い。 

○ 個別の支援メニューをみると、「5.市町村への個別支援（伴走支援）」の必要計は３割程度

となっている。なお、この割合の低さは、回答した各市町村が「市町村への個別支援（伴走

支援）」の具体的な支援内容を想起できなかったことも要因の一つと想定される。今後、実

際の個別支援の内容を整理し、定義を提示したうえで調査を実施する必要がある。 
 

図表.都道府県の関わりの必要性＜介護予防＞ 

必要計 不要計
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1.都道府県が実施する市町村⽀援の⽅策・取組の提⽰

2.好事例等の情報提供

3.市町村職員に対する研修・情報交換会の実施

4.専⾨職や地域関係者に対する研修・情報交換会の実施

5.市町村への個別⽀援（伴⾛⽀援）

6.関係団体間の意⾒調整や連携の場の設定

7.財政⽀援

とても必要としている やや必要としている どちらともいえない あまり必要としていない 全く必要としていない 無回答
 

図表.都道府県の関わりの必要性＜認知症＞ 

必要計 不要計
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38.8 14.0
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35.0
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0.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

分野全体

1.都道府県が実施する市町村⽀援の⽅策・取組の提⽰

2.好事例等の情報提供

3.市町村職員に対する研修・情報交換会の実施

4.専⾨職や地域関係者に対する研修・情報交換会の実施

5.市町村への個別⽀援（伴⾛⽀援）

6.関係団体間の意⾒調整や連携の場の設定

7.財政⽀援

とても必要としている やや必要としている どちらともいえない あまり必要としていない 全く必要としていない 無回答
 

図表.都道府県の関わりの必要性＜在宅医療・介護連携＞ 

必要計 不要計

77.2 2.0

79.0 2.9

76.9 4.2

77.9 2.8

76.2 2.8

36.4 14.7

56.3 8.7

57.7 8.7

25.6

33.0

27.5

28.2

26.8

9.9

22.7

32.7

51.6

46.0

49.4

49.7

49.4

26.5

33.6

25.0

19.1

17.6

18.4

18.8

20.5

48.4

34.5

33.1

1.8

2.3

3.8

2.4

2.6

14.0
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0.5

0.5
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0.5
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

分野全体

1.都道府県が実施する市町村⽀援の⽅策・取組の提⽰

2.好事例等の情報提供

3.市町村職員に対する研修・情報交換会の実施

4.専⾨職や地域関係者に対する研修・情報交換会の実施

5.市町村への個別⽀援（伴⾛⽀援）

6.関係団体間の意⾒調整や連携の場の設定

7.財政⽀援

とても必要としている やや必要としている どちらともいえない あまり必要としていない 全く必要としていない 無回答
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C） 各分野の重視度 

○ 市町村の第９期計画期間の各分野の重視度をみると、①介護予防施策の推進及び②認知症総

合支援の推進は、「とても重視している」が３割超であった。 
 

図表.各分野の重視度＜第９期計画期間＞ 

重視計

61.5

67.6

51.8

31.5

35.3

21.9

30.0

32.3

30.0

35.2

29.4

44.7

0.7

0.6

0.7

2.0

1.9

2.2

0.6

0.6

0.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①介護予防施策の推進

②認知症総合⽀援の推進

③在宅医療・介護連携の推進

とても重視している やや重視している 同じ程度 あまり重視していない 分からない 無回答
 

 

D） 個別支援（伴走支援）で希望する内容 

○ 第９期計画期間における都道府県の関わり（支援）として“5.市町村への個別支援（伴走支

援）”を必要と回答した市町村に希望する支援内容を聞いたところ、いずれの分野でも「デ

ータ分析等による現状・課題の把握」が６割前後で最も高い。 
 

図表.個別支援（伴走支援）で希望する内容（複数回答）＜介護予防＞ 

データ分析等による現状・課題の把握

現在取り組んでいる事業等の評価

プル型⽀援

事業の企画（既存事業の統廃合も含む）

事業の実施（既存事業の統廃合の⽀援も含む）

プッシュ型⽀援

その他

無回答

63.9

48.5

41.4

39.2

30.4

23.4

1.1

1.4

0% 20% 40% 60% 80%

(n=355)
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図表.個別支援（伴走支援）で希望する内容（複数回答）＜認知症＞ 

データ分析等による現状・課題の把握

プル型⽀援

現在取り組んでいる事業等の評価

事業の企画（既存事業の統廃合も含む）

事業の実施（既存事業の統廃合の⽀援も含む）

プッシュ型⽀援

その他

無回答

58.3

43.7

41.5

37.4

29.4

23.1

2.8

2.0

0% 20% 40% 60% 80%

(n=398)

 

 

図表.個別支援（伴走支援）で希望する内容（複数回答）＜在宅医療・介護連携＞ 

データ分析等による現状・課題の把握

現在取り組んでいる事業等の評価

事業の企画（既存事業の統廃合も含む）

プル型⽀援

事業の実施（既存事業の統廃合の⽀援も含む）

プッシュ型⽀援

その他

無回答

66.2

44.5

39.1

34.0

33.0

23.3

2.7

2.4

0% 20% 40% 60% 80%

(n=373)
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【参考】市町村結果と都道府県結果 

 
図表.市町村の施策の重視度と都道府県の支援の重視度とのギャップ＜介護予防＞ 

1都道府県が実施する市町村
⽀援の⽅策・取組の提⽰

2好事例等の情報提供
3市町村職員に対する研
修・情報交換会の実施

4専⾨職や地域関係者に対する
研修・情報交換会の実施

5市町村への個別⽀援
（伴⾛⽀援）

6関係団体間の意⾒調整
や連携の場の設定

7財政⽀援

2.2

2.4

2.6

2.8

3

3.2

1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0

【都道府県】実施予定の⽀援策の重視度スコア

︻
市
町
村
︼
都
道
府
県
भ
関
ॎ
ॉ
︵
⽀
援
︶
भ
必
要
性
५
॥
॔

 
 

図表.市町村の施策の重視度と都道府県の支援の重視度とのギャップ＜認知症＞ 

1都道府県が実施する市町村
⽀援の⽅策・取組の提⽰

2好事例等の情報提供

3市町村職員に
対する研修・情

報交換会の実施

4専⾨職や地域関係者に対する
研修・情報交換会の実施

5市町村への個別⽀援
（伴⾛⽀援）

6関係団体間の意⾒調整
や連携の場の設定

7財政⽀援
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図表.市町村の施策の重視度と都道府県の支援の重視度とのギャップ＜在宅医療介護連携＞ 

1都道府県が実施する市町村
⽀援の⽅策・取組の提⽰

2好事例等の情報提供
3市町村職員に
対する研修・情

報交換会の実施

4専⾨職や地域関係者に対
する研修・情報交換会の実施

5市町村への個別⽀援
（伴⾛⽀援）

6関係団体間の意⾒調整や
連携の場の設定

7財政⽀援
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（４）評価指標に関する改善点 

Q12. 保険者機能強化推進交付金・介護保険保険者努力支援交付金の評価指標について、令和６年度指標の見

直しを踏まえた上で、更なる改善点があればご教示ください。（複数回答） 

 

○ 令和５年度結果をみると、「指標の内容が曖昧で、評価者によって解釈が異なる」（58.5％）、

「評価項目数が多い」（44.6％）が上位に挙げられたが、いずれも令和４年度結果と比較す

ると改善していた。 
 

図表. 評価指標に関する改善点（複数回答）≪経年比較≫ 

指標の内容が曖昧で、評価者によって解釈が異なる

評価項⽬数が多い

指標が変更されるため進捗が測れない

指標で求められる取組⽔準が⾼い

指標が地域の実情や⾃治体の規模に即していない

求められる根拠資料が多い、難しい

指標で使われる語句が分かりづらい

客観的な評価指標が少ない

その他

特にない

無回答

58.5

44.6

36.3

35.8

35.5

33.7

23.1

8.3

2.5

8.6

0.1

67.9 

58.9 

45.0 

34.5 

43.4 

34.0 

27.8 

14.0 

2.2 

5.3 

0.3 

0% 20% 40% 60% 80%

R5結果(n=1,025)
R4結果(n=1,179)  

○その他の主な内容（令和５年度結果） 

○指標の算出方法などの改善が必要 

 指標に関するデータの把握・収集困難 

 「定量的な情報」や「仕組みの概要」などの記載は記載量が増え、負担になる 

 取組実績数値の積算方法が他の国調査と異なるものがあり、負担になる 

○評価指標の改善が必要 

 達成水準が分かりづらい 

 一つの事柄が複数の指標にまたがっており、同じことを記載することになる 

 指標によるがやや画一的な施策を要件とするものがある 

○該当となった事例を提供してほしい 

 できている市町村が行っている例を挙げてほしい 

 他市町村の事例などが提示されると参考になる 

○調査方法を改善してほしい 

 エクセルが横に広がり過ぎて入力・印刷がしづらい 

 評価シートが見づらい 

 該当状況調査の調査期間が短い 

 Ｑ＆Ａが五月雨式に送付され、評価事務の手戻りが発生する 

○その他 

 交付金の予算額が年度によって変動し、前年度より努力したとしても、歳入額が相対的に減額となる。当該交

付金をあてて行われるべき総合事業の充実は、実質的に不可能。インセンティブ感も損なわれる 

 毎年評価指標が変わると過年度との比較がしづらい 
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【第１号被保険者数別、令和５年度結果】 

調査数

指標の内
容が曖昧
で、評価者
によって解
釈が異な
る

評価項目
数が多い

指標が変
更されるた
め進捗が
測れない

指標で求
められる取
組水準が
高い

指標が地
域の実情
や自治体
の規模に
即していな
い

求められる
根拠資料
が多い、難
しい

指標で使
われる語
句が分かり
づらい

客観的な
評価指標
が少ない

その他 特にない 無回答

全体 1,025 58.5 44.6 36.3 35.8 35.5 33.7 23.1 8.3 2.5 8.6 0.1
3千人未満 199 48.2 47.7 21.1 33.7 53.3 35.2 28.1 6.5 0.5 10.1 -
1万人未満 297 55.9 45.8 35.4 43.1 39.1 36.0 23.6 7.1 1.7 8.4 -
5万人未満 423 63.4 40.2 40.2 33.1 25.5 32.4 20.6 9.2 3.3 7.6 0.2
10万人未満 58 65.5 44.8 53.4 25.9 27.6 27.6 13.8 12.1 3.4 10.3 -
10万人以上 48 66.7 62.5 50.0 35.4 37.5 31.3 33 .3 10.4 8.3 10.4 -

第１号
被保険
者数

 
 

（５）制度に対する意見 

Q13. 保険者機能強化推進交付金等の制度について、ご意見等がございましたら、ご記入ください。（自由回

答） 

 
○ 91市町村から有効回答があった。 

○ 地域の実情や自治体規模に即した見直しや、新たに設定された活動指標群の充実・改善、事

務負担の軽減を求める意見が多くみられた。 

○ 予算が２年連続で減額となったことを受けて、財源の安定的な確保、制度の継続を求める意

見がみられた。 

 

図表.制度に対する意見：改善してほしい点（自由回答） ※抜粋 

項目 具体的な意見 

制度趣旨、ア

ウトカム強化

への意見 

 認定率や高齢化率からみる介護予防の効果など客観的で元気な高齢者の多い目指すべき

姿に近い自治体に交付金割合を高くし、その自治体の動向を追うような形の補助金にでき

ないか 

 得点と順位ばかりが目立ってしまい、点数が低い自治体は取組が甘い・熱心に取り組んで

いないと認識されることに対し、小規模自治体の担当者は疲弊している 

 交付金を市町村に交付していただけることは有難いが、その一方で、評価のために事業を

実施することが起きていないか不安を感じる。規模の小さな自治体にとっては、地域の実情

に合わない取組をやるように言われることが大きな負担となっている 

 交付金があるために総花的な対応を求められ、評価に手間がかかり、国のこだわりのため

に地方が自分の地域のことを自分たちなりに考えて高齢者福祉を行う動機を阻害している 

 「体制・取組指標群」や「活動指標群」の改善が、「成果指標群」の改善に寄与しているか示

してほしい 

小 規 模 自 治

体・地域の実

情への配慮 

 分析・評価・改善・見直しを重視する評価項目が多く、小規模自治体では人員不足により、

対応できないこともある。指標を満たせないことにより交付金が減少するのでは、保険者機

能強化推進の目的と逆行している 

 町村レベルでは関係機関同士の距離感が近いことから、人口規模の多い自治体で求めら

れる調整機能等をそもそも必要としないものもある。評価指標として設定されていると必然

的に該当しないため、点数が得られない 

 制度の趣旨は理解することはできるが、財政や人員に比較的余裕のある自治体の方が指

標に沿う事業を多く行える。そのため、規模の小さい自治体は指標に沿った事業を行うこと

が難しく、結果、交付額が少なくなるという問題がある 

 人口が少なく専門職も少ない地方小規模自治体にとっては、難易度が高い 

評価指標の明

確化、算出デ

ータの公表 

 令和５年度評価指標までは、自己評価での回答が多かったため得点を獲得するこができ

た。令和６年より調査票の変更により、厚生労働省の算定が増え、これまで同様に自己評

価での得点は高いが、厚生労働省の算定部分が低いことにより得点が伸びなかった。今後

の活用のためにも、厚生労働省部分の算定根拠を示してほしい 

 活動指標は国データによる判定で効率的である反面、地域独自の取組が評価されない。代

替活動がある場合、それを評価してほしい 

該 当 状 況 調

査、項目数、

評価時点の改

善、事務負担

 自治体規模、及び評価指標の該当状況調査事務の調整に要する所管の負担に比べて、交

付額が非常に少ない 

 評価指標の項目が多く、根拠資料の準備等、依然としてかなりの事務負担になっている。 

 指標の内容が曖昧である上に、設問数が非常に多く負担が大きい 
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項目 具体的な意見 

の軽減  事務負担が多いため簡素化が必要 

 評価の軽減として、評価表に前年度記載内容が表示されたり、それを複写できるような仕組

みがあると、前年度の進捗管理にもつながり、効果的かつ効率的な評価につながる 

 様々な評価指標が手引きやガイドライン等にあふれている。マクロとミクロの指標を行ったり

来たりと独自に調査したり選んだりしなければならない場面が多すぎる。保険者シート1本で

見える化することで良いのではないか。保険者シートのロジックを見える化し、丁寧な取組工

程を示してはどうか 

 制度に関して、新任者等のために制度の研修等を簡単でよいので開催してほしい 

 異動してきたばかりの職員が評価するのは難しい。マニュアル整備など、どの事業を実施す

れば該当するのか明確化してほしい 

評価指標の継

続性 

 毎年度のように評価指標が変わるため、自己評価するにあたっての内容の理解に時間を要

し、指標に基づく継続的な取組ができない 

 毎年度修正されるので、比較が困難。また、評価を基に次年度の取組に生かす予定が、次

年度指標から外れていることもあり、取組が評価されない 

 毎年、指標を変えてしまうと、今年度未達成項目をせっかく予算化までして次年度取り組ん

でも次年度には指標が変わり点数がもらえなかったというケースがいくつかあった。介護保

険事業計画期間である３年間は同じ指標とし、計画の最終年度に次期計画に向けた指標を

提示してはどうか。そうすれば計画にも反映でき、３年間は一貫した取組が期待できる 

交付金の活用

方法・範囲 

 年度によって、交付金額が大きく変更されるため、使いにくい 

 地域支援事業に活用する場合、市町村負担割合分にも充当できるようにしてほしい 

 取組自体は推進していても、国の予算の都合で交付額が縮小され、当該交付金からの充当

を見込んだ事業の構築が困難である 

 機能強化と努力支援を分けてあることが使いづらい。限られた職員がどの事業にも携わり、

対象者も限定的なため、どちらをどの事業に使えるのかを考えるのが難しい。特に、大きな

取組がない小さい自治体には、定量的な評価自体が困難 

 ２つの交付金に制度を分けることの意義が曖昧で分かりづらい。２つに分けることにより事

務が煩雑になっている。また、小規模自治体にとって、毎年変わる評価指標への対応が大

きな負担になっているので、抜本的な制度改正を望む 

 高齢者に係る事業及び制度そのものが複雑であることや複数の課で事業を実施しているた

め、書類作成に係る事務的負担がとても大きい。地域支援事業、保険者機能強化交付金と

交付金を複数設けるのではなく、統一していただけると有難い 

制度の継続性

の担保 

 交付金の国予算が減少していて、事業の継続のために市町村の自主財源を使う必要があ

り、市町村の負担額が増える 

 予算の減額、梯子外しが発生しないようお願いしたい。既にこの収入を見込んでスタートし

ている、ないしまた新たな施策を開始する際に歳入として見込む保険者も多くいる 

 保険者の機能、活動を評価し、市町村の課題解決に向けた活動費となっているため、予算

の維持と事業の継続をお願いしたい 

 指標を充実させても、国の全体予算額で配分が変化するのでやりがいを感じられない 

 令和５、６年度分と、年々予算が減額されている状況のため、地方自治体としては財源の確

保が厳しくなっている。安定した介護保険事業の運営のため、予算の確保をお願いしたい 

 介護保険事業の実施方針や方法について、保険者がより一層考える機会となるが、国の予

算額が簡単に削減されるため、保険者の努力が交付金額に直接反映されない。保険者機

能の向上を目指し、前年度より点数を上げても、その結果が相対的に低くなる場合もあり、

実績が反映されない点がある 

 本交付金は、計画のサービス見込量等の推計で、３年間の交付金を見込んでいるため、計

画期間中（３年間）は、大幅な評価指標の見直しや予算の減額等は避けてほしい 

その他  事業内容が多岐にわたるため、担当者が変わると、調査内容を理解するまでにかなりの時

間を要し、正確に回答するのが難しい 

 多くの所管をまたいだ調整・確認となるため、調査期間が短くならないように配慮してほしい 

 市町村独自の取組を活発化するために、総合事業の各市町村の事業一覧等を県も情報提

供してほしい。また、国は好事例を基にレクチャーしてほしい 
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３．保険者機能強化推進交付⾦等の活⽤状況等について 

（１）活用（予定）状況 

Q14. 貴自治体における、保険者機能強化推進交付金・介護保険保険者努力支援交付金（令和５年度の交付決

定分）の活用状況を教えてください。（複数回答） 

 

○ 「既存事業費（第１号保険料相当額）に充当した（充当する予定）」が84.8％で最も高い。 

○ 「「既存事業の拡充」に活用した（活用する予定）」は13.4％、「「新規事業」に活用した

（活用する予定）」が4.7％であった。 
 

図表.活用（予定）状況（複数回答） 

既存事業費（第１号保険料相当額）に充当した
（充当する予定）

「既存事業の拡充」に活⽤した（活⽤する予定）

「新規事業」に活⽤した（活⽤する予定）

その他

無回答

84.8

13.4

4.7

2.9

0.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(n=1,025)
 

 

○その他の主な内容 

 第１号保険料相当額として新規事業等に活用する予定 

 昨年度までに交付金で立ち上げた事業に有効活用している 

 広域連合において采配 

 

【第１号被保険者数別、令和５年度結果】 

調査数

既存事業
費（第１号
保険料相
当額）に充
当した（充
当する予
定）

「既存事業
の拡充」に
活用した
（活用する
予定）

「新規事
業」に活用
した（活用
する予定）

その他 無回答

全体 1,025 84.8 13.4 4.7 2.9 0.2
3千人未満 199 80.9 15.6 1.5 3.0 -
1万人未満 297 81.1 13.8 7.1 3.0 0.3
5万人未満 423 86.5 13.2 4.7 3.1 0.2
10万人未満 58 93.1 10.3 1.7 1.7 -
10万人以上 48 97.9 6.3 6.3 2.1 -

第１号
被保険
者数
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（２）「新規事業」もしくは「既存事業の拡充」の内容 

１）該当する事業 

Q15.「新規事業」もしくは「既存事業の拡充」について、その概要をご記入ください。 

※複数ある場合は、新規事業や交付金の活用額が大きい事業を優先してご教示ください。 

 

○ 対象となる166市町村に対し、該当する事業の詳細を聞いた。 

○ 該当する事業のテーマは、「高齢者の介護予防・生活支援に関する事業」が84.9％であった。 
 

図表.該当する事業（複数回答） 

⾼齢者の介護予防・⽣活⽀援に
関する事業

⾼齢者の状態像を継続的に把握
する事業

介護⼈材確保・定着等に関する
事業

分野横断的な地域づくりに関する
事業

上記以外

無回答

84.9

13.3

6.6

7.2

6.6

1.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(n=166)
 

【第１号被保険者数別、令和５年度結果】 

調査数

高齢者の
介護予防・
生活支援
に関する事
業

高齢者の
状態像を
継続的に
把握する
事業

分野横断
的な地域
づくりに関
する事業

介護人材
確保・定着
等に関する
事業

上記以外 無回答

全体 166 84.9 13.3 7.2 6.6 6.6 1.8
3千人未満 33 84.8 21.2 15.2 12.1 3.0 3.0
1万人未満 55 85.5 10.9 1.8 1.8 9.1 1.8
5万人未満 66 83.3 13.6 9.1 7.6 7.6 1.5
10万人未満 7 85.7 - - 14.3 - -
10万人以上 5 100.0 - - - - -

第１号
被保険
者数

 

 

 

２）交付金を活用した事業の概要 

○ 挙げられた事例は、「新規事業」が25.3％、「既存事業の拡充」が72.9％であった。 

○ 継続性をみると、「継続的な事業として想定」が９割超となっている。 

○ 会計等の区分をみると、「地域支援事業」が５割超、「一般会計事業」が３割超となってい

る。「地域支援事業」のうち７割超が「介護予防・日常生活支援総合事業」であった。 

○ 事業の対象をみると、「要支援・要介護認定者、総合事業対象者」が６割半ば、「高齢者（要

支援・要介護認定者、総合事業対象者を除く）」が６割近くであった。 

○ 事業実施に至った背景、課題意識を持つきっかけ・ニーズ把握の方法をみると、「社会動向」

が３割半ば、「高齢者の相談窓口や地域包括支援センターの相談事例」が約３割で上位に挙

げられていた。 

○ 見込んでいる成果をみると、「元気高齢者や新規認定者に係る内容」「要支援・要介護認定

者に係る内容」がともに５割超で上位に挙げられていた。 
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新規事業
25.3%

既存事業の拡充
72.9%

無回答
1.8%

(n=166)

単年度事業
として想定

6.0%

継続的な事業として想定
（予算の裏付けや財源の

種類は問わない）
92.2%

無回答
1.8%

(n=166)

介護予防・⽇常⽣
活⽀援総合事業

71.9%
包括的・継続的ケアマネジ

メント⽀援事業
13.5%

在宅医療・介護
連携推進事業

-

⽣活⽀援体制
整備事業
7.9%

認知症総合
⽀援事業
5.6%

無回答
1.1%

n=89

 図表.分類               図表.継続性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表.事業開始年度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表.会計等の区分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和元年度以前
28.9%

令和２年度
4.8%

令和３年度
12.7%

令和４年度
13.3%

令和５年度
24.1%

不明・無回答
16.3%

n=166

市町村特別給付
1.8%

保健福祉事業
10.2%

地域⽀援事業
53.6%

⼀般会計
事業

31.9%

無回答
2.4%

n=166
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図表.該当する令和５年度評価指標の分野（複数回答） 

Ⅱ（５）介護予防／⽇常⽣活⽀援

Ⅱ（６）⽣活⽀援体制の整備

Ⅱ（４）認知症総合⽀援

Ⅰ PDCAサイクルの活⽤による保険者機能の強化に向
けた体制等の構築

Ⅱ（２）地域包括⽀援センター・地域ケア会議

Ⅲ（１）介護給付の適正化等

Ⅲ（２）介護⼈材の確保

Ⅱ（３）在宅医療・介護連携

Ⅱ（１）介護⽀援専⾨員・介護サービス事業所等

該当する指標はない

無回答

59.0

13.3

12.0

6.0

6.0

4.2

4.2

3.6

3.0

9.6

3.0

0% 20% 40% 60% 80%

(n=166)
 

 

図表.事業の対象（複数回答） 

要⽀援・要介護認定者、総合事業対象者

⾼齢者（上記を除く）

住⺠

介護を⾏っている家族等

医療・介護従事者

⾏政・地域包括⽀援センターの体制整備

医療・介護事業者

その他

無回答

64.5

58.4

26.5

12.0

10.2

10.2

6.6

7.2

2.4

0% 20% 40% 60% 80%

(n=166)
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図表.事業実施に至った背景、課題意識を持つきっかけ・ニーズ把握の方法（複数回答） 

社会動向

⾼齢者の相談窓⼝や地域包括⽀援センターの相談事例

データ分析結果

地域ケア会議等における議論

他事業によるニーズの把握

国・都道府県の政策

その他

特になし

無回答

34.3

30.7

27.7

24.7

22.3

18.1

13.3

4.8

3.0

0% 20% 40%

(n=166)
 

 

図表.見込んでいる成果（複数回答） 

元気⾼齢者や新規認定者に係る内容

要⽀援・要介護認定者に係る内容

⾼齢者の主観的な評価に係る内容

介護給付費、⼀⼈当たり介護給付費に係る内容

医療・ケア従事者・事業所に係る内容

サービス利⽤期間に係る内容

その他

特になし

無回答

52.4

50.6

33.1

25.9

12.0

8.4

13.9

3.0

2.4

0% 20% 40% 60%

(n=166)
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（３）活用していない市町村 

１）活用しない理由 

Q16.保険者機能強化推進交付金・介護保険保険者努力支援交付金を、「新規事業」もしくは「既存事業の拡充」

に活用しない理由について、ご回答ください。（複数回答） 

 
○ 保険者機能強化推進交付金等を「新規事業」もしくは「既存事業の拡充」に活用していない

市町村（894件）に理由を聞いたところ、「新規事業、既存事業の拡充は必要だが、具体的

な取組のアイデアを見出すことができなかった」が43.7％で最も高く、次いで「新規事業、

既存事業の拡充は必要だが、制度面・運用面での制約があって活用できなかった」が19.8％

であった。 
 

図表.活用しない理由（複数回答） 

新規事業、既存事業の拡充は必要だが、具体的な取
組のアイデアを⾒出すことができなかった

新規事業、既存事業の拡充は必要だが、制度⾯・運
⽤⾯での制約があって活⽤できなかった

内⽰が出る時期が遅く予算化できなかった

新型コロナウイルス感染症の影響で、活⽤を⾒送った
（事業実施が⾒込めなかった）

予算要求したが認められなかった

その他

新規事業、既存事業の拡充は必要ない

無回答

43.7

19.8

10.1

5.8

1.3

21.0

10.2

1.2

0% 20% 40% 60%

(n=894)
 

○その他の主な内容 

○新規事業の実施、既存事業の拡充の予定がない／できない 

 予算や職員数等との関係から新規事業や事業の拡充まで手が回らない 

 体制整備の困難さや、費用対効果から事業を拡充していない 

 人員不足により、新規事業や事業拡充ができなかった 

 新規事業の開始の準備段階だったため 

○安定的な財源として活用しづらい 

 例年より予算も減らされたため、介護保険料に充当することが妥当と判断したため 

 毎年度、交付額が異なるため安定的な財源とはなりえない 

 新規事業を予算化したが、充当しきれる交付額でないため 

 新規事業、既存事業に回せるほど交付金の額が多くないため 

 継続費は出ないため長期的観点から考え導入を見送ってしまう 

○保険者機能強化推進交付金等の活用の必要がなかった 

 地域支援事業費の範囲内で、新規事業及び既存事業の拡充を行っている 

 他の補助金を利用し、新規事業を拡充するため 

 新規事業、既存事業の拡充は行っているが、既予算内で実施 

○その他 

 交付金額の決定が遅く、新年度の当初予算編成に間に合わない 

 地域支援事業交付金の上限額により、拡充が難しい 

 第１号保険料相当額として新規事業等に活用する予定 

 新規事業や既存事業の拡充を行う場合、相応の市負担分が必要となるため、財政当局との折衝が難しい 

 新規事業等は実施したが、当該交付金は保険料負担額の大きい事業に充当することとしている 

 保険者機能強化推進交付金等によって事業の実施を決めているわけではない 

 広域連合として、決めているため 
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【第１号被保険者数別】 

調査数

新規事業、
既存事業
の拡充は
必要だが、
具体的な
取組のアイ
デアを見出
すことがで
きなかった

新規事業、
既存事業
の拡充は
必要だが、
制度面・運
用面での
制約があっ
て活用でき
なかった

内示が出
る時期が
遅く予算化
できなかっ
た

新型コロナ
ウイルス感
染症の影
響で、活用
を見送った
（事業実施
が見込め
なかった）

予算要求し
たが認めら
れなかった

その他 新規事業、
既存事業
の拡充は
必要ない

無回答

全体 894 43.7 19.8 10.1 5.8 1.3 21.0 10.2 1.2
3千人未満 167 43.1 19.8 6.6 9.0 1.2 19.8 12.0 1.2
1万人未満 249 45.4 20.1 8.8 4.8 0.8 17.7 12.9 0.4
5万人未満 376 44.4 20.5 11.4 5.9 1.1 21.5 6.9 1.9
10万人未満 55 40.0 12.7 9.1 1.8 5.5 30.9 14.5 -
10万人以上 47 36.2 21.3 19.1 4.3 2.1 27.7 10.6 2.1

第１号
被保険
者数

 
 

２）具体的な取組のアイデアの参考とするために改善すべき点 

Q16-1.具体的な取組のアイデアの参考になるためには、どのような情報提供が望ましいですか。改善すべき

点をご教示ください。（複数回答） 

 
○ １）で「新規事業、既存事業の拡充は必要だが、具体的な取組のアイデアを見出すことがで

きなかった」と回答した市町村（391件）に改善すべき点を聞いたところ、「好事例の提供

が必要」が84.1％で最も高く、次いで「交付金を活用するための事務手続きの周知が必要」

が31.7％であった。 
 

図表.具体的な取組のアイデアの参考とするために改善すべき点（複数回答） 

好事例の提供が必要

交付⾦を活⽤するための事務⼿続きの周知が必要

より詳細な情報が必要

周知⽅法の⼯夫が必要

その他

特になし

無回答

84.1

31.7

3.3

0.8

1.0

7.7

0.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(n=391)
 

 

○その他の主な内容 

 各自治体規模に応じた事例の提供 

 情報提供を受けて自保険者で活用するスキルとマンパワー 

 事例立上げスキームのパッケージ提供が必要 

 庁内及び地域住民等を含めた関係者との調整が困難 

 

○「より詳細な情報が必要」と回答した市町村の具体的な内容（自由回答） ※抜粋 

 予算額や、実施市町村が行った議会での説明内容の情報提供、成果 

 一般会計に繰り出して行う事業の実例 

 近隣市町村の具体的な事業の取組内容等 

 交付金の取扱いがわかりにくいため、その資料や説明が必要 

 県等による伴走支援 
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【第１号被保険者数別】 

調査数

好事例の
提供が必
要

交付金を
活用するた
めの事務
手続きの
周知が必
要

より詳細な
情報が必
要

周知方法
の工夫が
必要

その他 特になし 無回答

全体 391 84.1 31.7 3.3 0.8 1.0 7.7 0.3
3千人未満 72 84.7 23.6 4.2 - - 13.9 -
1万人未満 113 82.3 26.5 3.5 1.8 1.8 8.0 -
5万人未満 167 83.8 40.1 3.6 0.6 - 5.4 0.6
10万人未満 22 90.9 36.4 - - 9.1 4.5 -
10万人以上 17 88.2 11.8 - - - 5.9 -

第１号
被保険
者数

 
 

３）制度面・運用面での制約内容【活用意向はあったが、活用できなかった】 

Q16-2.新規事業、既存事業の拡充に活用できなかった、制度面・運用面での制約内容をご教示ください。（複

数回答） 

 

○ １）で「新規事業、既存事業の拡充は必要だが、制度面・運用面での制約があって活用でき

なかった」と回答した市町村（177件）に制約内容を聞いたところ、「交付金の使途対象が

限定されている」（48.0％）が最も高い。 
 

図表.制度面・運用面での制約内容【活用意向はあったが、活用できなかった】（複数回答） 

交付⾦の使途対象が限定されている

制度の継続性が不明なため、新規事業にためらいがある

市町村の持ち出しがある

地域⽀援事業の上限がある

２つの交付⾦で使途対象が異なるため、活⽤しづらい

その他

特になし

無回答

48.0

45.8

42.4

36.2

33.9

9.0

4.0

2.8

0% 20% 40% 60%

(n=177)
 

○その他（自由回答） 

 

【第１号被保険者数別】 

調査数

交付金の
使途対象
が限定され
ている

制度の継
続性が不
明なため、
新規事業
にためらい
がある

市町村の
持ち出しが
ある

地域支援
事業の上
限がある

２つの交付
金で使途
対象が異
なるため、
活用しづら
い

その他 特になし 無回答

全体 177 48.0 45.8 42.4 36.2 33.9 9.0 4.0 2.8
3千人未満 33 57.6 42.4 45.5 54.5 45 .5 21.2 6.1 -
1万人未満 50 48.0 46.0 34.0 26.0 36.0 8.0 6.0 2.0
5万人未満 77 45.5 46.8 46.8 29.9 28.6 6.5 1.3 5.2
10万人未満 7 42.9 14.3 28.6 85.7 - - 14.3 -
10万人以上 10 40.0 70.0 50.0 40.0 50 .0 - - -

第１号
被保険
者数

 

 対象の事業において、新規参入事業者がいなかったため 

 人材不足で、事業を絞る必要がある。また新規に取り組んでも費用が必要とは限らない 

 事業を企画したり従事したりする人員を確保しづらい 

 マンパワー不足で新規事業立上げ、既存事業の拡充が困難 
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（４）今後、交付金を活用したい事業内容 

Q17.貴自治体では、高齢者の自立支援・重度化防止等に資する取組を行うために、新規事業として、保険者機能強

化推進交付金・介護保険保険者努力支援交付金の活用を検討していることはありますか。これまでの交付額では実

施が困難な場合についても、検討している場合は「ある」として回答してください。 

 

○ 今後、交付金を活用したい事業が「ある」は8.6％、「ない」は67.1％、「分からない」は23.6％

であった。 
 

図表.今後、交付金を活用したい事業の有無 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【第１号被保険者数別】 

調査数 ある ない 分からない 無回答
全体 1,025 8.6 67.1 23.6 0.7
3千人未満 199 5.5 64.3 28.6 1.5
1万人未満 297 9.4 63.6 26.6 0.3
5万人未満 423 9.0 69.7 20.8 0.5
10万人未満 58 8.6 69.0 20.7 1.7
10万人以上 48 12.5 75.0 12.5 -

第１号
被保険
者数

 

 

○活用を検討している具体的な内容（自由回答） ※抜粋 

○介護予防の取組の充実、新規実施 

 要介護認定の有無に関わらない、介護予防・自立支援・重度化防止に資する市町村内高齢者向けの介護予防等事

業のメニューを検討中 

 比較的若い年代（～７０歳程度）の方の介護予防 

 高齢者ドライバーへの介護予防事業に活用したかった 

 介護予防講座の開催：高齢者が、それぞれの年齢層や性別、健康状態、関心などに応じて参加できる、多様性のあ

る介護予防講座を開催し、社会参加活動を通じた介護予防の展開に努める 

 モデル地区を設定して開始したフレイル予防の取組を市町村全体に広げていく 

 保健福祉事業として、介護予防拠点支援事業を予定 

 一般会計での地域での介護予防の運動教室開催の人件費 

○通いの場を活用した事業 

 通いの場のデジタル化による地域介護予防活動の推進 

 通いの場での健康状態、参加状況などの把握 

 新たな居場所づくりを兼ねた常設型サロンを設置し、新たな介護予防の拠点として運用を図る予定 

 フレイルサポーターの養成、通いの場の新規開拓 

○ポイント制度、個人へのインセンティブ付け 

 有償ボランティアポイント制度事業 

 通所 C 利用者のケアマネジャー（ケアプラン）へのインセンティブ 

○配食、移動等のその他のサービス 

 買物支援をつけた介護予防教室 

ある
8.6%

ない
67.1%

分からない
23.6%

無回答
0.7%

n=1,025
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 高齢者の移動支援を行う事業者への補助金交付 

 移動スーパーの導入、地域支え合い事業の拡充 

 社会資源管理システムの導入（生活支援体制整備事業） 

○認知症施策への活用 

 認知症無償診断事業（新規の保健福祉事業）を検討している 

 「認知機能健診事業」を行う予定。認知症の予備軍と言われる MCI（軽度認知障害）の方を早期発見し、適切な対応

を行うことで、認知症の重症化を予防する。市医師会と連携して事業を行う 

○介護支援専門員や地域包括支援センターへの支援 

 介護従事者・事業者への専門職の伴走支援 

 複雑化する困難ケースにおいて、ケアマネへの技術支援として公認心理士による事例検討会を行う 

 人材確保に関する取組みとして、主任介護支援専門員の資格を新規で取得、更新した場合に奨励金を支給する 

 介護職員初任者研修受講支援事業助成金交付 

 介護職員に対する家賃助成金交付 

○その他 

 聴力低下により日常生活を営むのに支障がある高齢者に対し，補聴器購入助成費の一部を助成する 

 就労的活動支援コーディネーターを配置し，元気高齢者の介護現場への参入を支援する 

 独居世帯が国及び県と比較して割合が高いことから、ネットワーク付きタブレットを配布し、市町村からの情報発信と

個人の生活の確認、家族との情報連携等に活用できないか検討中 

 総合事業において、従前相当サービスのみであったため、新たなサービスの創出への活用を検討している 

 介護給付適正化事業の給付適正化について、国保連合会システム以外の分析関係、ケアプラン点検業務の委託

について検討中 
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（５）交付金の活用や配分にあたり、希望する支援や改善内容 

Q18. 貴自治体では、保険者機能強化推進交付金・介護保険保険者努力支援交付金の活用や交付金の配分にあたり、

国や都道府県に支援してほしいことや改善してほしいことはありますか。 

 

○ 交付金の活用や交付金の配分にあたり、国や都道府県に支援してほしいことや改善してほしいこ

とが「ある」と回答した市町村は17.9％、「ない」は41.8％、「分からない」は39.6％であった。 
 

図表.交付金の活用や配分に当たり、希望する支援や改善内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【第１号被保険者数別】 

調査数 ある ない 分からない 無回答
全体 1,025 17.9 41.8 39.6 0.8
3千人未満 199 17.6 36.7 44.2 1.5
1万人未満 297 16.8 39.4 43.4 0.3
5万人未満 423 18.9 42.3 37.8 0.9
10万人未満 58 15.5 51.7 32.8 -
10万人以上 48 18.8 60.4 20.8 -

第１号
被保険
者数

 

 

○具体的な内容（自由回答） ※抜粋 

○予算の維持・確保、制度の維持 

 予算が限られているためやむを得ないことは承知しているが、前年度に比べて達成度が高いにも関わらず交付金

は減少傾向である。市町村で事業を維持向上させていくためにも、予算確保や交付金の配分の充実をお願いしたい 

 保険者機能強化推進交付金等による市町村の取組への財政支援を継続してほしい 

 保険者機能強化推進交付金を活用した事業を展開しているため、継続実施できるよう予算水準を維持してほしい 

 大幅な指標変更や国の予算削減による交付金の減額があると、今までの指標達成に向けた取組をしていても交付

額が減額になる。このため制度を活用した新規・拡大事業の実施は庁内の理解が得られない 

 国の予算削減に伴う交付金額の減額が行われているため、活用に見通しを立てづらい 

○交付金の使途対象の拡大、柔軟化 

 交付金の配分方法が分かりづらい 

 保健福祉事業拡充に向けて取り組んでいるが、一方で、充当できる保険者機能強化推進交付金は予算規模が減

額され、交付額も縮小している。再度、両交付金の充当できる事業及び交付配分の検討をお願いしたい 

 多くの交付金が配分された場合でも、できるだけ支出を抑えるよう工夫したり、予算化しているものの対象者がいな

かったため支出されない場合がある（例えば任意事業での成年後見に関する事業など）。実績によって返還となる場

合が想定されるが、事情を踏まえて差額は基金に充当しても良いなどの対応ができると良い 

 交付金の活用について、介護保険特別会計内で実施する事業に対して、１号被保険者の保険料分だけではなく、市

負担分についても充当できるようにしてほしい。市の負担の有無によって、事業の実施可能性が大きく変わる 

 年度をまたいだ繰越ができると良い 

 小規模町村では事業費が少額のため、突発的なことで事業費が減少して要件から外れることもある。また、拡充あ

るいは新規事業を毎年継続は難しい。支援交付金の基本的な考えとしての拡充あるいは新規事業が要件であるこ

とは、小規模町村では困難な要件であることを考慮し、町村でも活用しやすい交付金の要件の検討をお願いしたい 

ある
17.9%

ない
41.8%

分からない
39.6%

無回答
0.8%

n=1,025
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 交付金の制度・運用面において、使途対象が限定されていたり、市費持ち出し分もあり上限があるため、活用しづら

い面がある。使途対象の拡大や上限額の引き上げ等を検討してほしい 

 交付金の種類を増やすのではなく、ひとつの交付金で広く活用できる制度にしてほしい 

○活用事例や取組方法など、やり方や情報を提供してほしい 

 改善に向けた検討のため、活動指標の具体的内容を開示してほしい 

 類似団体毎や財政規模・人口規模に応じた事例集を作成してほしい 

 対象となる事業や、対象外経費について読み解くのが難しく文章量も多いため、事例の多い対象外経費の一覧や、

具体的にどの事業が対象となるかを分かりやすくまとめた資料などがあると良い 

 小規模市町村でも取り組みやすい活用方法など一緒に検討してほしい。どのように活用してよいか分かりやすくして

ほしい 

 好事例だけではなく、交付金の取組を進めたことによって、保険料を下げることができた、給付費や要介護認定者数

の増加を抑えることができた、介護に従事する者の数が増えたなど、具体的な効果を挙げている自治体があれば参

考としたい 

 交付金を活用するための事務手続きについての情報提供（支援）をしてほしい 

 交付金の活用先や、評価の内容が複雑なため、市町村の担当者が変更になった場合に理解に苦労すると思われ

るため、説明会や紙媒体での説明などがあると良い 

○交付金の算定方法を改善してほしい 

 保険者機能強化推進交付金等は、調整交付金とは異なり、算定基礎の一部が単なる「被保険者数」の規模となって

いる。75 歳以上・85 歳以上の人口が急増するなか、自立支援・重度化防止に向けた取組を一層推進していくことが

求められる。単なる被保険者数の多寡での配分は市町村の実情に見合わない。75 歳以上の多寡も十分に勘案し、

算定に組み込み、改善してほしい 

 人口規模の小さい自治体にとって、高い評価点を取っても交付金の配分が少ないため、配慮してもらいたい 

○その他 

 交付金配分額の考え方など現在よりも早い時期に示してほしい 

 一般会計事業の有無及び対象事業内容等が、自治体の予算編成時期に提示されると、新規事業及び既存事業の

拡充に利用しやすい 

 毎年度評価指標が変更になる為、過年度の評価指標について改善を行っても翌年度の評価対象にならない場合も

ある。評価指標によって事業内容等の不備や改善点に気づくことができるが、評価指標が変更になることで財源見

込が立てづらく事業の組立が困難な面があるため、評価指標は一定にしてほしい 

 小規模自治体は、人材不足により行政・民間も既存サービスの提供体制の維持すらも危うい。一人一人が担う役割

は多岐に渡り、そういった動きを一人一人にしてもらわなければ行政も民間も回らない。離島・中山間地域のような

小規模自治体にまで大規模自治体と同じことを国からあれこれ求められても対応できず、人材不足により手が回ら

ずできないことが多い中で結果として評価が低くなり交付金が減らされると、ますます何もできなくなり島の存続すら

危ぶまれる。職種に限らず一人一人がマルチで柔軟な動きができるための規制緩和や高齢者のみに限らない財政

支援等や仕組みの簡素化、人材派遣など、有人国境離島として離島が生き残るために支援してほしい 

 保険者の取組で介護予防が進んでいるのか、地域の特性で介護予防が進んでいるのか判別が難しいため、アウト

カム指標の重視ではなく、保険者の取組重視での配分も検討してほしい 
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Ⅲ 都道府県調査結果 

※ 以下の調査結果は、令和５年度実施分に加え、令和４年度実施分と共通する項⽬を経年⽐較する形で取
りまとめている。 

 

１．保険者機能強化推進交付⾦等の⾃⼰評価⽅法・結果の活⽤状況について 

（１）自己評価が難しい場合の対応 

Q1.貴都道府県では、保険者機能強化推進交付金・介護保険保険者努力支援交付金の自己評価において、評価指標の

曖昧な定義などで自己評価を行うことが難しい場合に、どのような対応をとりましたか。（複数回答） 

 
○ 令和５年度結果をみると、「都道府県内で解釈して判断した」が87.8％で最も高く、次いで「国・

地方厚生（支）局に疑義照会を行った」が39.0％であった。 

○ 「曖昧な定義など、自己評価しづらい評価項目はなかった」は4.9％であった。 

○ また、令和４年度結果と比較しても、大きな違いはなかった。 
 

図表. 自己評価が難しい場合の対応（複数回答）≪経年比較≫ 

都道府県内で解釈して判断した

国・地⽅厚⽣（⽀）局に疑義照会を⾏った

他の都道府県等に相談した

その他

⾮該当にした

曖昧な定義など、⾃⼰評価しづらい評価項⽬は
なかった

無回答

87.8

39.0

-

2.4

2.4

4.9

-

90.9

43.2

6.8

4.5

6.8

6.8

-

0% 20% 40% 60% 80% 100%

R5結果(n=41)
R4結果(n=44)

 

 

－ 149 －



 

 

（２）自己評価結果の活用状況 

１）活用状況 

Q2.貴都道府県では、自己評価点や全国順位などの貴都道府県の自己評価結果をどのように活用していますか。（複

数回答） 

 
○ 令和５年度結果をみると、「全国の位置づけの確認」が97.6％で最も高く、次いで「得点率など

から、自都道府県の取組内容の特徴の確認」が70.7％であった。 

○ 「前年度からの取組の進捗状況の確認」は43.9％であった。 

○ 令和４年度結果と比較すると、「既存事業の見直し」が高くなっている。 
 

図表. 自己評価結果の活用状況（複数回答）≪経年比較≫ 

全国の位置づけの確認

得点率などから、⾃都道府県の取組内容の特徴の確
認

前年度からの取組の進捗状況の確認

既存事業の⾒直し

新規事業の検討

介護保険事業⽀援計画等の計画策定

介護保険事業⽀援計画等の進捗管理

その他

特に活⽤していない

無回答

97.6

70.7

43.9

41.5

29.3

14.6

14.6

2.4

2.4

-

97.7

72.7

47.7

20.5

27.3

15.9

9.1

2.3

-

-

0% 20% 40% 60% 80% 100%

R5結果(n=41)
R4結果(n=44)

 
 

２）具体的な活用内容 

Q2-1.具体的な活用内容をご教示ください。（自由回答） 

 
○ 取組内容の現状分析・見直し・改善や、計画の目標設定の参考として活用されていた。 

 
○具体的な活用内容（自由回答） 

 取組内容を把握するとともに、県として重点的に取り組む事業を計画に反映させるなど 

 市町村への支援に対する充実度を評価結果により評価 

 計画上の数値目標とした 

 第８期計画(介護保険事業支援計画)において、全国と比べた得点(平均以上)を目標値としているため、当該年度で

達成状況を評価している 

 保険者機能強化推進交付金等の評価結果を活用し、市町村の実情及び地域課題の分析を行い、高齢者の自立支

援及び重度化防止等に向けた取組を支援している 

 県評価指標を県計画の目標値として直接的に設定しているものではないが、市町村支援の取組を計画上位置付け

ている。次期県計画では、市町村評価指標の一部を目標値として設定する予定である 

 市町村の自己評価結果とともに県の介護保険事業支援計画策定に活かしている 
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（３）市町村への支援 

１）自己評価方法に関する支援 

Q3.管内市町村に対し、令和６年度分の市町村の自己評価結果の提出前後で、市町村の自己評価方法に関する支援を

行いましたか。（複数回答） 

 
○ 令和５年度結果をみると、「参考資料やデータを提供した」が58.5％で最も高く、次いで「ヒア

リングを行った」が26.8％で続く。 

○ 「特に支援はしなかった」は２割弱であった。 

○ また、令和４年度結果と比較しても、大きな違いはなかった。 
 

図表. 自己評価方法に関する支援（複数回答）≪経年比較≫ 

参考資料やデータを提供した

ヒアリングを⾏った

説明会や意⾒交換会を開催した

その他

特に⽀援はしなかった

無回答

58.5

26.8

22.0

19.5

17.1

-

61.4

31.8

18.2

13.6

20.5

-

0% 20% 40% 60% 80%

R5結果(n=41)
R4結果(n=44)  

 

○その他の主な内容（令和５年度結果） 

 市町村からの疑義照会に対応した（７件） 

 市町村の自己評価結果の提出前、市町村の自己評価結果については、県での確認だけでなく、国民健康保険団体

連合会にも提供し、市町村の自己評価について確認を依頼。得点できそうな項目については、市町村へ情報提供

し、県内市町村の得点向上につなげている 
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２）自己評価結果に関する支援 

Q4.管内市町村に対し、令和６年度分の自己評価結果の提出を受けた後に、市町村の自己評価結果に対する確認を行

いましたか。（複数回答） 

 
○ 令和5年度結果をみると、「記入漏れやエラーデータを確認した」が97.6％で最も高く、次いで

「該当しないと回答している場合、該当している可能性がないか確認した」が75.6％で続く。 

○ また、令和４年度結果と比較しても、大きな違いはなかった。 
 

図表. 自己評価結果に関する支援（複数回答）≪経年比較≫ 

記⼊漏れやエラーデータを確認した

該当しないと回答している場合、該
当している可能性がないか確認した

該当すると回答している場合、該当と
判断した根拠を確認した

その他

特に関わりはなかった

無回答

97.6

75.6

39.0

7.3

-

-

97.7

75.0

43.2

9.1

2.3

-

0% 20% 40% 60% 80% 100%

R5結果(n=41)
R4結果(n=44)

 

 

３）解釈に係るばらつきの内容 

Q4-1.管内市町村の令和６年度該当状況調査において、市町村間でみられた指標の解釈にばらつきがあればその内容

を教えてください。（複数回答） 

 
○ 令和５年度結果をみると、市町村の自己評価結果に対する確認を行った都道府県（41件）に指標

の解釈のばらつき状況を聞いたところ、「分析や改善など、取組の質」が73.2％、「指標の趣旨

や目的」が48.8％で上位に挙げられている。 

○ 「特に、ばらつきはみられなかった」は１割未満であった。 

○ 令和４年度結果と比較すると、「連携先や実施対象など、取組の範囲」が高くなっている。 
 

図表. 解釈に係るばらつきの内容（複数回答）≪経年比較≫ 

分析や改善など、取組の質

指標の趣旨や⽬的

連携先や実施対象など、取組の範囲

その他

特に、ばらつきはみられなかった

分からない

無回答

73.2

48.8

43.9

-

2.4

9.8

-

65.1

55.8

18.6

4.7

9.3

4.7

-

0% 20% 40% 60% 80%

R5結果(n=41)
R4結果(n=43)

 

 

－ 152 －



 

 

（４）市町村の自己評価結果の活用内容 

１）活用状況 

Q5.貴都道府県では、管内市町村の自己評価結果をどのように活用していますか。（複数回答） 

 
○ 回答のあった全ての都道府県で、管内市町村の自己評価結果を何らか活用している（「特に活用

していない」都道府県はなかった）。 

○ 「市町村の取組内容を把握するための資料」が90.2％で最も高く、次いで「市町村への支援内容

を検討する際の資料」が63.4％で続く。 

○ また、令和４年度結果と比較しても、大きな違いはなかった。 
 

図表. 活用状況（複数回答）≪経年比較≫ 

市町村の取組内容を把握するための資料

市町村への⽀援内容を検討する際の資料

市町村⽀援の対象を選定する資料

研修やセミナー等の会議資料

介護保険事業⽀援計画等の進捗管理

市町村の介護保険事業計画等の計画策定への助⾔

介護保険事業⽀援計画等の計画策定

その他

特に活⽤していない

無回答

90.2

63.4

46.3

34.1

17.1

14.6

12.2

2.4

-

-

95.5

54.5

34.1

43.2

15.9

13.6

9.1

4.5

-

-

0% 20% 40% 60% 80% 100%120%

R5結果(n=41)
R4結果(n=44)

 
 

 

２）活用内容 

Q5-1.次期計画の策定過程や進捗管理に向けた、具体的な活用内容をご教示ください。（自由回答） 

 
○ 市町村の取組の現状・進捗把握や、目標設定、市町村支援に活用されていた。 

 
○具体的な活用内容（自由回答） 

 第９期計画(介護保険事業支援計画)において、管内市町村の平均得点率が全国平均を上回ることを目標値として

いる 

 市町村評価指標の一部を、次期県計画の目標値として設定する。未達成の市町村を重点的に支援対象とする予定

である 

 介護予防等の推進の取組が充実している市町村数を評価結果により評価 

 計画策定に係る目標設定の際の、管内市町村の取組状況の確認 

 市町村の取組等の進捗管理に関するヒアリングの際活用している 

 市町村の自己評価結果とともに県の介護保険事業支援計画策定に活かしている 
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３）市町村の取組状況と評価結果の乖離 

Q6.貴都道府県では、令和６年度評価において管内市町村の取組状況と評価結果で乖離を感じることがありました

か。（複数回答） 

 
○ 「取組内容と得点は概ね一致している」が58.5％で最も高い。 

○ また、令和４年度結果と比較しても、大きな違いはなかった。 
 

図表. 市町村の取組状況と評価結果の乖離（複数回答）≪経年比較≫ 

取組内容と得点は概ね⼀致している

よく取り組んでいる市町村の得点が低く
なる傾向がみられる

それほど取組が進んでいない市町村の得
点が⾼くなる傾向がみられる

その他

無回答

58.5

7.3

-

39.0

-

65.9

11.4

2.3

34.1

-

0% 20% 40% 60% 80%

R5結果(n=41)
R4結果(n=44)  

 

○その他の主な内容（令和５年度結果） 

○評価に差がある 

 真面目な担当者ほど、よく取り組んでいるにも関わらず求められる取組に至っていないのではないかと悩み、得点

が低くなる傾向がある 

 評価が甘い保険者と厳しい保険者の差が生じている 

 同程度の取組を行っている自治体であっても、自己評価を前向きに行う自治体とそうではない自治体とで評価に差

を感じることがあった 

 同じ取組内容でも、回答にあたり厳格な判断をする市町村の得点が低くなる。事前に全県で統一的な見解を持つこ

と、またそれを周知することが難しかった 

 同じ医師会に委託をして実施している事業にもかかわらず、当該医師会管内の市町村間で評価に少しばらつきが

みられる 

○傾向はみられない 

 指標のハードルを高く解釈している保険者が一定数おり、そういったところは評価が低くなる。保険者毎の解釈のバ

ラツキによるため、乖離は感じるが傾向があるわけではない 

 取組状況と評価結果に相関はみられない。よく取り組んでいる市町村が高得点であれば、低得点の場合もある 

○その他 

 第１号被保険者規模別区分２・区分３で得点率が全国平均を下回る市町村が傾向的に多い 

 結果との乖離については分析中 

 現時点で不明 

 自己評価が低すぎる市町村がある 
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（５）評価指標の設定状況 

Q7. 貴都道府県では、持続可能な介護保険制度の運営のために、次期介護保険事業支援計画で、次のような指標を

設定する予定はありますか。都道府県全体あるいは市町村別（一部の市町村の場合も含む）の設定予定を教えてく

ださい。定性・定量かは問いません。（複数回答） 

 

○ 都道府県全体の評価指標の設定内容をみると、「通いの場に関連する指標（通いの場の数、参加

者数など）」が８割半ばで最も高い。 
 

図表.評価指標の設定状況（都道府県全体）（複数回答） 

通いの場に関連する指標（通いの場の数、参加者数など）

事業参加者数・率（ボランティアや介護予防教室など）

元気⾼齢者や要介護認定者数・率に関連する指標（新規認
定者数や⾃⽴期間を含む）

介護サービス量、利⽤率に関連する指標

介護給付費に関連する指標

要介護認定者等の状態の維持・改善・悪化に関連する指標

⾼齢者の主観的健康観や幸福感に関連する指標

その他

上記のような指標の設定は特に予定していない

未定

無回答

85.4

56.1

51.2

41.5

34.1

19.5

12.2

17.1

4.9

-

2.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(n=41)
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図表.評価指標の設定状況（市町村別）（複数回答） 

元気⾼齢者や要介護認定者数・率に関連する指標
（新規認定者数や⾃⽴期間を含む）

⾼齢者の主観的健康観や幸福感に関連する指標

通いの場に関連する指標（通いの場の数、参加者数な
ど）

事業参加者数・率（ボランティアや介護予防教室など）

介護給付費に関連する指標

要介護認定者等の状態の維持・改善・悪化に関連する
指標

介護サービス量、利⽤率に関連する指標

その他

上記のような指標の設定は特に予定していない

未定

無回答

9.8

7.3

7.3

7.3

7.3

4.9

4.9

2.4

29.3

7.3

48.8

0% 20% 40% 60%

(n=41)

 

 

○その他の主な内容 

 居宅における看取り数、県内の介護職員数、ノーリフティングケア先進施設指定数等 

 介護ロボットの導入を支援した施設数、ＩＣＴの導入を支援した施設数 等 

 保険者機能強化推進交付金等市町村分評価指標の得点率 

 認知症の相談窓口を知っている県民の割合、チームオレンジを整備する市町村数、本人ミーティング等に取り組む

市町村数、認知症サポーターの養成数 

 総合事業（短期集中サービス）の立上状況、地域ケア会議等においてデータ等から明らかにした地域課題を解決す

るための施策や効果検証の実施状況、SC と共に協議体等を活用し地域課題の分析・評価の実施状況、ケアラー支

援を担う人材育成数 等 

 地域包括ケアシステムの深化・推進の視点から、「住み慣れた場所で最後まで暮らせた人の割合」、未病改善の取

組の推進の視点から、「平均自立期間」、認知症施策の総合的な推進の観点から、「県のアンケート調査において、

認知症の人が「周りのすべての人が認知症を正しく理解してくれている。」と答えた割合など指標として設定 

 第 1 号被保険者一人当たりの介護保険給付費県平均の対全国平均比、認知症に関連する指標、介護職員数など 
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（６）公表状況 

１）公表状況 

Q8. 貴都道府県では自己評価結果・分析結果や交付金額等を公表している、あるいは、今後、公表の予定はありま

すか。令和５年度分の評価結果（令和４年度に評価した結果）について教えてください。（複数回答） 

 

○ 「特に公表・報告していない」が63.4％であった。 

○ 公表している都道府県では、「会議の場で報告している」が34.1％であった。 

○ また、令和４年度結果と比較しても、大きな違いはなかった。 
 

図表. 自己評価結果の公表状況（複数回答）≪経年比較≫ 

会議の場で報告している

ホームページで公表している

広報誌等の配布物で公表している

その他

特に公表・報告していない

無回答

34.1

-

-

7.3

63.4

-

36.4

2.3

-

4.5

61.4

-

0% 20% 40% 60% 80%

R5結果(n=41)
R4結果(n=44)  

 

２）公表内容 

Q8-1.どのような内容を公表（あるいは公表予定と）していますか。（複数回答） 

 
○ 公表ないし公表予定とした都道府県（34件）に公表内容を聞いたところ、「管内市町村の結果」

が12件であった。 
 

図表.自己評価結果の公表内容（複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

管内市町村の結果

⾃⼰評価得点・得点率︓総合得点、Ⅰ・Ⅱ・Ⅲの総
合得点、Ⅱ(1)〜(8)・Ⅲの合計得点

交付⾦額

交付⾦の使途内容

該当しなかった項⽬、満点ではなかった項⽬

⾃⼰評価得点・得点率︓Ⅰ①のレベル

該当している項⽬の具体的な取組内容

⾃⼰評価得点・得点率︓Ⅰ①ア〜オのレベル

その他

無回答

12 

8 

6 

3 

2 

1 

1 

-

1 

-

0件 20件

(n=34)
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２．制度について 

（１）制度見直しの影響 

１）評価のしやすさの変化 

Q9. 令和６年度評価指標では、評価項目の縮減や評価項目の体系化など、次のような見直しを実施しました。令和

５年度評価指標と比較して、令和６年度評価指標による評価のしやすさはいかがでしたか。 

 

○ 令和６年度評価指標による評価のしやすさを聞いたところ、「評価しやすくなった」が46.3％、

「特に、変化はなかった」が22.0％、「評価しづらくなった」が9.8％であった。 
 

図表.評価のしやすさの変化 

評価しやすくなった
46.3%

特に、変化は
なかった
22.0%

評価しづらくなった
9.8%

分からない
22.0%

無回答
-

(n=41)
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２）活動指標群の設定 

Q10. 令和６年度評価指標の見直しにより、保険者機能強化推進交付金と介護保険保険者努力支援交付金の指標がそ

れぞれ、「体制・取組指標群」「活動指標群」「成果指標群」の３群に体系化されました。「活動指標群」として、厚

労省が主に既存データを活用して評価することになった点について、当てはまるものをお選びください。（複数回答） 

＜「地域の実情に応じた、より適切な活動指標群の指標を採用すべき」を選択した都道府県＞Q10-1. より適切と

考える指標について、具体的に教えてください。（自由回答） 

 
○ 活動指標群として厚労省が主に既存データを活用して評価することになった点については、「デ

ータの活用により、評価の負担が軽減された」が７割強で最も高く、次いで「データの活用によ

り、評価の客観性が高まった」が46.3％で続いている。 

○ 「どのような取組が、活動指標群指標の評価の向上につながるか分かりづらい」は39.0％であっ

た。 

 

図表.活動指標群の設定（複数回答） 

データの活⽤により、評価の負担が軽減された

データの活⽤により、評価の客観性が⾼まった

どのような取組が、活動指標群指標の評価の向上につ
ながるか分かりづらい

評価体系が分かりやすくなった

その他

地域の実情に応じた、より適切な活動指標群の指標を
採⽤すべき

特にない

分からない

無回答

73.2

46.3

39.0

29.3

9.8

7.3

-

-

-

0% 20% 40% 60% 80%

(n=41)
 

○その他の主な内容 

 自治体の自主的な取組の結果が全体の評価に反映されにくくなった 

 要介護度の維持改善評価など、範囲のとり方により評価が大きく変わる。データの扱いに注意が必要 

 取組と指標群との関連性に疑問がある 

 

○「より適切な活動指標群の指標を採用すべき」を選択した都道府県：より適切と考える指標 

 介護職員数、介護職員離職率、地域包括支援センターに配置される３職種の人数等、人材確保に係る指標につい

ては、都市部と地方とで差異が生じるのではないかと思われ、自治体の取組のみによって都市部を超える成果を達

成することが困難と思料。このため、あくまで県の取組状況を評価する指標のみに留めてほしい 

 特に小規模保険者においては、事務処理能力の限界や被保険者総数の少なさ等に起因し、大規模保険者に比して

活動指標群による評価がぶれやすくなることを懸念する。保険者としての規模や、地理的条件に応じて得点の補正

や評価基準の調整なども検討すべきではないか 

 本県の介護保険広域連合の加入市町村は多く、地域的にも飛び地となっている。広域連合の数値を全て適用する

のは、市町村の実情からかけ離れる恐れがあり、適切ではない 
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（２）伴走支援の実施にかかる指標 

Q11. 令和６年評価指標では、次のとおり「個々の市町村の要望を踏まえ、伴走支援を実施している」ことが評価の

視点に加わりました。「①支援対象の選定」にあたっての課題（自由回答）と「②個々の市町村の要望を踏まえた伴

走支援の実施」にあたっての困りごと（複数回答）についてご教示ください。 

 

１）支援対象の選定 

○ 支援対象の選定に当たっての課題としては、市町村側の体制や地域課題の把握・姿勢のほか、都

道府県が想定する支援の必要な市町村から支援の希望がない点、市町村のニーズに応える都道府

県側の体制等の不足などが挙げられた。 
 

○課題（自由回答） 

○市町村の体制に関する課題 

 支援の必要性を感じる市町村へアプローチしても、人員不足や業務量過多を理由に支援を断られることがある 

 支援が必要と思われる市町村はマンパワー不足によって、ぎりぎりの微妙なバランスの中で業務を行っている状

況。そのため、評価指標の得点につながらない現状がある。県から市町村に伴走支援を申し出ることが市町村の最

低限実施しなければならない業務の妨げになることが予測される。市町村が自主的に支援を申し出られるような支

援事業を組み立て、啓発を行っている 

 「課題意識はあるが、他業務に忙殺、疲弊などして支援を受けられない市町村」「課題を十分に認識できておらず、

支援の必要性を感じていない市町村（介入の必要性はあり）」に対しての、伴走支援に至るまでの合意形成 

 意見交換等により課題を認識していても、業務多忙や人手不足等により、受入れ体制が整わず、伴走支援が困難

な市町村もある 

 募集型としているが、市町村のマンパワー等の理由から希望する市町村が少なく、対象が決まりづらい 

 総合事業の見直しを含めた地域の在り方を考えたいと思っている市町村担当者はいるが、伴走支援の紹介時に新

たな事業に取り組む余裕はないとの回答が多く、担当部署のマンパワーの問題が壁となっている 

 県で支援が必要と考える自治体こそ、日常業務に追われて支援を受ける余力がない 

 小規模の町村が多く、業務多忙等を理由に伴走支援を希望する市町村が少ない 

 市町村によっては、伴走支援自体が業務負担と考えており、断られることがある 

 市町村からの手上げ方式により支援対象を選定しているが、コロナ禍や計画策定年などを理由に手上げする市町

村が少なく、支援対象が少ない 

 地域課題分析の伴走支援の実施に当たり、分析が進んでいない保険者であったり、給付費に特徴が見られる保険

者に対してプッシュ型の支援を実施したいが、過去には平常業務の多忙等を理由に保険者側の支援受入れの人員

体制が整わず、伴走支援の選定を断念した例もあり、低調な保険者の底上げに苦慮している 

 市町村自体の課題に向き合う体制が不足（マンパワー等）していること 

○地域の課題把握・課題に対する姿勢に関する課題 

 市町村が地域を把握し、具体的な目標を設定し、目標設定に対する取組について伴走支援をしないとうまくいかな

い 

 課題認識が明確な市町村からの手上げになりがち 

 市町村により取組に対しての課題感等の姿勢が異なること 

○都道府県が考える支援の必要な市町村と、支援を希望する市町村との不一致に関する課題 

 県が支援を必要と考える市町村と、支援を希望する市町村が合致しない。積極的にあれもこれも支援してほしいと

いう前向きな市町村は支援しなくても取り組めるため、県としては取り組めていない市町村への支援の優先順位を

あげることになる。ただ、後者は支援を受けられる体制にないことも多く、支援の必要性を十分に理解いただいた上

で介入する必要がある 

 希望する市町村に対して伴走支援を実施しているため、課題を抱えながら希望しない市町村に対して支援すること

が難しい 

 プッシュ型支援とする条件等の設定が困難であるためプル型支援としているが、支援を希望する保険者（市町村）に

偏りが生じている 

 支援すべき市町村ほど、規模が小さく人員も少ない等の理由から、支援を受ける体制が整っていないため、支援困

難である点。市町村の取組意欲に差がある点。当該交付金の評価指標の他の各種データ（地域包括支援センター

の事業評価や、県独自で実施している進捗度調査等）も組み合わせて各市町村の状況を把握し選定する必要があ

ると考えるが、どのように分析・検討したらよいか分からない 
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 様々な照会結果や日々の関わりの中で把握している課題に対して伴走支援を提案するが、プル型支援では手上げ

がない。アドバイザー派遣による伴走支援はとても有効であるが、その良さをわかっていない自治体からは、積極的

な介入は業務負担があるとのことで敬遠される。なんとかアドバイザー派遣型の伴走支援をしているが、県職員によ

る機会を捉えた相談対応による伴走支援の方が受け入れられる 

○市町村のニーズに応える体制ノウハウの不足 

 市町村のニーズを聞き取っても、それに応えられる支援体制の構築が不十分である 

 希望する市町村を選定するため、市町村が具体的な課題意識を持つように、どのような働きかけをしていくかが課

題である 

○その他 

 希望市町村からの手上げにより選定 

 「伴走支援」といっても、保険者からすると指導を受けるような身構えがあり、業務量も増すため、保険者からの希望

がなく、半ばお願いする形で支援することになる 

 管内全ての保険者を対象とした支援内容は実施できることが限られており、また、個別の保険者を対象とした場合

には、どのような支援が有効であるのかの判断が困難であり、結果の評価も難しい。県で支援対象を選定しても、選

定した市町村が能動的に動いてくれなければ支援に入れない 
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２）伴走支援の実施にあたっての困りごと 

○ 伴走支援の実施にあたっての困りごとを聞いたところ、「市町村の要望に応えられる専門家やノ

ウハウがない」（34.1％）、「市町村の庁内関係者の協力が得られない」（29.3％）、「市町村

から具体的な要望がない」（29.3％）が上位に挙げられた。 
 

図表.伴走支援の実施にあたっての困りごと（複数回答） 

市町村の要望に応えられる専⾨家やノウハウが
ない

市町村の庁内関係者の協⼒が得られない

市町村から具体的な要望がない

⽀援の⽬標や指標が設定できない

市町村⽀援の財源がない

継続的な取組にならない

課題や⽀援⽅策について、市町村と共通理解
が図れない

⺠間事業者や職能団体等、地域関係者の協
⼒が得られない

その他

特にない

無回答

34.1

29.3

29.3

26.8

24.4

24.4

19.5

7.3

22.0

17.1

2.4

0% 20% 40%

(n=41)
 

 

○その他の主な内容 

○人員やノウハウの不足（３件） 

 データ分析に関する専門家の助言を受けているが、分析のノウハウが浸透しない 

 県職員の人的リソース不足 

○個別事業に捉われない支援が必要 

 個別の事業の改善に向けた支援を求められがちになる。また、支援を受ける市町村が主体となって伴走課題に取り

組む姿勢が見られず、受け身になることもある 

 市町村の要望が「地域包括ケアシステム構築に資する」ものではない 

 単一事業ではなく、市町村の他事業と連動した取組になるよう俯瞰的に地域を診る意識付けが必要 

○その他 

 伴走支援の対象としたい市町村への啓発の方法を他県ではどのようにしているか知りたい 

 市町村担当者の人事異動により、今までの支援や成果がリセットされてしまうことが多い 

 伴走支援で全ての課題を網羅できるものではないため、どこにポイントを絞って支援すべきかの判断が難しい  
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（３）市町村支援の実施予定 

１）A、Bの結果 

Q12. 貴都道府県では、管内市町村の①介護予防施策、②認知症総合支援、③在宅医療・介護連携の３分野の取組

を推進するために、第９期計画期間では、どのような市町村支援策を実施する予定ですか。①～③それぞれについ

て、「A.実施予定の支援策の重視度」と、そのうち「最も注力する内容」を教えてください。また、Aで「5.市町村

への個別支援」を選択された場合、「B.具体的な内容」を教えてください。（複数回答） 

 

A） 実施予定の支援策の重視度と最も注力する内容 

○ 第９期計画期間に実施予定の支援策の重視度を聞いたところ、認知症及び在宅医療・介護連携で

は “市町村職員に対する研修・情報交換会の実施”及び“専門職や地域関係者に対する研修・

情報交換会”が「とても重視している」の割合が高く、最も注力する内容としても上位に挙げら

れている。 

○ 介護予防では、“市町村職員に対する研修・情報交換会の実施”及び“市町村への個別支援（伴

走支援）”が上位に挙げられている。 
 

図表.実施予定の支援策の重視度＜介護予防＞ 

重視計
85.4

92.7

95.1

92.7

92.7

82.9

19.5

31.7

48.8

78.0

61.0

65.9

34.1

9.8

53.7

43.9

17.1

31.7

26.8

48.8

9.8

9.8

2.4

2.4

4.9

2.4

14.6

22.0

‐

2.4

‐

‐

‐

‐

9.8

2.4

‐

‐

‐

2.4

‐

46.3

2.4

2.4

2.4

2.4

2.4

2.4

2.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

市町村⽀援の⽅策・取組の市町村への提⽰

好事例等の情報提供

市町村職員に対する研修・情報交換会の実施

専⾨職や地域関係者に対する研修・情報交換会の実施

市町村への個別⽀援（伴⾛⽀援）

関係団体間の意⾒調整や連携の場の設定

財政⽀援

とても重視している やや重視している 同じ程度 あまり重視していない ⽀援等の予定はない 無回答  

図表.実施予定の支援策の重視度＜認知症＞ 

重視計
82.9

90.2

97.6

87.8

65.9

73.2

22.0

29.3

58.5

80.5

68.3

36.6

36.6

9.8

53.7

31.7

17.1

19.5

29.3

36.6

12.2

9.8

2.4

‐

4.9

17.1

14.6

14.6

‐

2.4

‐

‐

‐

‐

12.2

4.9

2.4

‐

4.9

14.6

9.8

48.8

2.4

2.4

2.4

2.4

2.4

2.4

2.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

市町村⽀援の⽅策・取組の市町村への提⽰

好事例等の情報提供

市町村職員に対する研修・情報交換会の実施

専⾨職や地域関係者に対する研修・情報交換会の実施

市町村への個別⽀援（伴⾛⽀援）

関係団体間の意⾒調整や連携の場の設定

財政⽀援

とても重視している やや重視している 同じ程度 あまり重視していない ⽀援等の予定はない 無回答
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図表.実施予定の支援策の重視度＜在宅医療・介護連携＞ 

重視計
65.9

78.0

87.8

82.9

43.9

68.3

22.0

19.5

39.0

63.4

56.1

26.8

43.9

7.3

46.3

39.0

24.4

26.8

17.1

24.4

14.6

22.0

7.3

2.4

7.3

14.6

17.1

12.2

‐

7.3

‐

‐

7.3

2.4

4.9

9.8

4.9

7.3

7.3

31.7

9.8

58.5

2.4

2.4

2.4

2.4

2.4

2.4

2.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

市町村⽀援の⽅策・取組の市町村への提⽰

好事例等の情報提供

市町村職員に対する研修・情報交換会の実施

専⾨職や地域関係者に対する研修・情報交換会の実施

市町村への個別⽀援（伴⾛⽀援）

関係団体間の意⾒調整や連携の場の設定

財政⽀援

とても重視している やや重視している 同じ程度 あまり重視していない ⽀援等の予定はない 無回答
 

 

図表.実施予定の支援策の重視度と最も注力する内容 

 

市町村⽀援の⽅策・取組の市町村への提⽰

好事例等の情報提供

市町村職員に対する研修・情報交換会の実施

専⾨職や地域関係者に対する研修・情報交換会の実施

市町村への個別⽀援（伴⾛⽀援）

関係団体間の意⾒調整や連携の場の設定

財政⽀援

その他

無回答

4.9

2.4

39.0

12.2

29.3

7.3

-

-

4.9

2.4

2.4

43.9

34.1

4.9

7.3

-

2.4

2.4

-

4.9

29.3

26.8

12.2

14.6

2.4

2.4

7.3

0% 20% 40% 60%

介護予防(n=41)

認知症(n=41)

医介連携(n=41)
 

○その他の主な内容 

 県民への普及啓発 

 ③在宅医療・介護連携の推進⇒市町村支援につなげる前提の地区医師会への財政支援 
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B） 市町村への個別支援の具体的な内容 

○ 市町村への個別支援の具体的な内容としては、介護予防、認知症では「プル型支援」、在宅医療・

介護連携では「データ分析等による現状・課題の把握」が７割超で最も高い。 
 

図表.市町村への個別支援の具体的な内容（複数回答）＜介護予防＞ 

プッシュ型⽀援

プル型⽀援

データ分析等による現状・課題の把握

現在取り組んでいる事業等の評価

事業の企画（既存事業の統廃合も含む）

事業の実施（既存事業の統廃合の⽀援も含む）

その他

無回答

20.5

84.6

61.5

30.8

20.5

15.4

2.6

2.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(n=39)

 
※プッシュ型支援：指名・勧奨型。特定の市町村に参加を促すような直接的なアプローチ 

※プル型支援：募集型。不特定の市町村に支援方策等を示し、市町村の手挙げを待つアプローチ 

 

 

図表.市町村への個別支援の具体的な内容（複数回答）＜認知症＞ 

プッシュ型⽀援

プル型⽀援

データ分析等による現状・課題の把握

現在取り組んでいる事業等の評価

事業の企画（既存事業の統廃合も含む）

事業の実施（既存事業の統廃合の⽀援も含む）

その他

無回答

17.6

76.5

23.5

20.6

17.6

23.5

2.9

8.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(n=34)

 
※プッシュ型支援：指名・勧奨型。特定の市町村に参加を促すような直接的なアプローチ 

※プル型支援：募集型。不特定の市町村に支援方策等を示し、市町村の手挙げを待つアプローチ 
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図表.市町村への個別支援の具体的な内容（複数回答）＜在宅医療・介護連携＞ 

プッシュ型⽀援

プル型⽀援

データ分析等による現状・課題の把握

現在取り組んでいる事業等の評価

事業の企画（既存事業の統廃合も含む）

事業の実施（既存事業の統廃合の⽀援も含む）

その他

無回答

18.5

55.6

70.4

33.3

14.8

18.5

3.7

3.7

0% 20% 40% 60% 80%

(n=27)

 
※プッシュ型支援：指名・勧奨型。特定の市町村に参加を促すような直接的なアプローチ 

※プル型支援：募集型。不特定の市町村に支援方策等を示し、市町村の手挙げを待つアプローチ 

 

○その他の主な内容 

 各市町村事業に係る専門職派遣費用負担（補助金） 

 オレンジチューターの現地支援を含む指導・助言の実施 

 

○「プッシュ型支援」が○の場合：支援対象の市町村を選定する条件や理由（自由回答） 

○具体的なテーマや事業を設定して選定する 

 短期集中予防サービス実施市町村の中から、ICTを活用した介護予防ケアマネジメント及び地域マネジメントの伴走 

 支援をモデル的に実施する 

 チームオレンジ設置に向けた支援を検討している。チームオレンジ未設置市町村を優先的に選定する予定。ピアサ

ポート活動事業を軸として、認知症施策事業の横串を刺す事業展開を検討中 

 認知症施策に積極的に取り組んでいる。市町村からの要望がある 

○調査結果を基に選定数 

 保険者機能該当状況調査結果の点数の低い市町村を優先的に選定 

 該当状況調査をもとに得点等を総合的に判断し選定予定 

 県が実施している調査，インセンティブ交付金の評価，地域振興局等からの意見等を踏まえて，支援が必要な市町

村を検討している 

 当該交付金の評価指標の得点や、その他データを含めて総合的に取組進捗度が低い市町村 

 アンケートで具体的な要望が挙げられた市町村にヒアリングを実施し、支援内容を検討・提案する 

 地域づくり加速化事業等に参加した市町村へのフォローアップ。保険者機能強化推進交付金等評価、各種事業実

施状況調査等の結果を参考に、支援が必要と思われる市町村を選定 

○効果的な支援結果が得られる市町村を選定する 

 他地域に参考となる取組を実施しており、好事例的に横展開できると考えられる市町村および、取組に課題があり、

支援を入れることで取組が前進すると考えられる市町村 

 保険料が突出して高い場合や、アドバイザーを活用した伴走支援が効果的だと思われる市町村に対してアプローチ

する  
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２）支援にあたっての困りごと、課題 

Q12-1. ①～③それぞれの支援にあたり、困りごとや課題があれば、具体的に教えてください。（自由回答） 

 

○ 支援にあたっての困りごと、課題として、各施策ともに市町村の体制等の不足、地域の実情に即

した支援の在り方、都道府県側の支援体制やノウハウ・情報の不足、施策の成果や実績に基づく

取組に関して挙げられていた。 

 

○困りごと：①介護予防施策の推進（自由回答） 

○市町村の体制等の不足に係る困りごと、課題 

 人口規模の小さい市町村では一人の職員が多くの業務を担っており、介護予防、認知症対策、在宅医療・介護連携

事業、地域包括支援センター職員としてケアプランの作成、虐待対応まで行っている。県から特定の市町村に「支援

をします」と声をかけることが、市町村の業務の妨げになることがあるので、悩ましい 

 地域包括ケアを担う人員の不足や担当職員の異動など。介護予防事業の推進にあたり、必要な分析を行うための

データの不足 

 保健師等のマンパワーやノウハウ、社会資源に地域差があり、十分な事業実施体制の確保が困難な保険者（市町

村）に対する支援に苦慮している 

 市町村ごとの取組内容や意欲にばらつきがあり、意欲があまり高くない市町村を動かすのは難しい 

 市町村が，自らデータや状況を分析して課題を設定し，課題を解決することができない。市町村の課題を庁内全体

や地域の関係者等に共有することができない 

○地域の実情に即した支援に係る困りごと、課題 

 市町村によって人的資源や物的資源にばらつきがあるため、研修会で先進的な地域の好事例を共有しても、自市

町村の業務の参考にするのは難しいとの反応をされることがある 

 県内各市町村で同様の事業を行っていても、取組状況に差があり、地域資源等の偏りもある。介護予防事業で課題

があるものの、県の支援等に手挙げがない場合の介入が難しい 

 市町村によって取組内容や人員体制等に濃淡があり、県としてどのような支援を行うことが効果的か悩ましい 

 地域の実情に応じた様々な取組みが進められてきているが、事業の実施等の課題を抱えている市町村も多く見ら

れ、実際に提供しているサービス内容や体制づくり等の状況も差がみられる。伴走支援を通してアドバイザー派遣を

行っているが、伴走支援を希望する市町村は少ない 

 市町村が地域の実情に応じて実施する総合事業に対して、現在も従前相当サービスの割合が高く、多様な主体に

よる多様なサービスの展開に課題を感じている 

○支援体制やノウハウ、情報の不足に係る困りごと、課題 

 通いの場に世代交代が生じても、継続して活動してもらうため、具体的な取組等の事例の情報不足（事例を分析し、

ノウハウを市町村に提供し、継続した取組につなげていきたい） 

 新型コロナウイルス感染症感染拡大を受けて、地方機関である保健福祉事務所が所をあげて新型コロナウイルス

対応を行っていたため、その管内市町村との関係性が乏しくなっているところ。令和 5 年度から保健福祉事務所を中

心とした管内市町村支援体制を改めて構築している 

 市町村の具体的な現状や課題を把握しきれていない。効果的な把握方法が分からない 

 市町村にアドバイザー派遣を行う伴走型支援を実施しているものの、県内の波及のため、横展開としてどのような内

容を実施していくか課題になっている 

 アドバイザーの派遣による一時的な支援にとどまり、継続的な取組につながらない 

 多様な主体による取組体制の推進が求められているが、市町村を支援できる人材やノウハウが不足している 

 市町村の「何となく上手くいっていない」という思いから、課題を明確にすることが難しい。地域包括ケアシステムの取

組が一般介護予防や総合事業等多岐に渡ることや、県は実務まで把握しきれていないためである。通いの場の評

価方法や、短期集中サービス C の立上げ等が課題だと感じている市町村が多いが、効果的な支援ができていない 

 希望する市町村にリハビリテーション専門職を派遣し、地域ケア会議の運営や保健事業と介護予防の一体的実施

に関する助言等を実施しているが、派遣を希望していない市町村の状況を把握し、当事業の活用を促すことが課題 

○介護予防施策の成果や実績に係る困りごと、課題 

 生活機能の改善が見込まれる高齢者の選定及び、適切なサービスへつなぐ体制を多職種連携のもと地域の実情

に応じた方策で取り組んでいく必要がある 

 各市町村ともに介護予防施策には取り組んでいるものの、十分な事業効果が上がっているとは言い難く、また、事

業の見直し等を呼びかけるが、業務多忙であることから、事業の見直し等に着手する余力がない。市町村支援にあ
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たっての県職員のノウハウ不足 

 介護予防の取組が身体的機能の維持に終始してしまう自治体が多い。住民主体、地域巻き込みの必要性は認識し

ているが、他部門との連携には二の足を踏むことが多く、議論が広がらない 

○その他 

 総合事業について、従前相当のサービス体制が大半を占め、多様な主体のサービスが導入できていない市町村が

多い。事業所や住民の理解を得たり、参入事業所や担い手の確保が困難な状況が多く、県内の好事例の共有や個

別支援等により、支援を行っている 

 データ活用が不十分である 

 市町村側に事業を通じて実現したい目標や明確なビジョンがないと単発的な支援で終わってしまい成果につながら

ない 

 人員不足 

 

 

○困りごと：②認知症総合支援の推進（自由回答） 

○市町村の体制等の不足に係る困りごと、課題 

 市町の取組状況に差がある 

 小規模地域であるほど、キーパーソン（地域の医師、看護師等）が不在、又は退職があると地域の支援ネットワーク

が途切れる現状があるので、支援体制が属人化しすぎないために、どのような仕組み作りをすればよいか悩んでい

る 

○地域の実情に即した支援に係る困りごと、課題 

 社会資源の偏りや人材不足（他の業務との兼務職員が多い）等があり、市町村によって必要な支援が異なる 

 認知症に関する相談体制等、各市町村における認知症施策には温度差があること。広域自治体として、市町村に

対し好事例等の情報共有や横展開を促しても、市町村において職員のマンパワー等の根本的な問題がある場合、

取組が進まず支援方策が難しい 

 市町村が地域の実情に応じて実施するため、同等水準のサービス体制構築が難しい 

 市町村によって取組内容や人員体制等に濃淡があり、県としてどのような支援を行うことが効果的か悩ましい 

 市町村によって、取組状況等に温度差があるため、研修等の実施方法も含め、どのように市町村への支援を行って

いくかが課題と感じている 

○支援体制やノウハウ、情報の不足に係る困りごと、課題 

 市町村へアドバイザー派遣をする際、適任のアドバイザーの選定・県外の好事例等の情報不足 

 認知症施策推進大綱において、令和 7 年度末までに各市町村にチームオレンジを設置することが KPI とされている

が、進んでいない状況である。好事例の情報提供や、市町村の意見交換の場の設定などの支援が必要と考える 

 チームオレンジの立上げに係る支援方法 

 市町村の取組が進まない要因として人員不足が要因との意見がある。一方で、地域支援事業交付金により、市町

村には手厚い財政的な支援があり、都道府県はそのような財政的な支援がない中で、市町村支援の事業を新たに

実施する必要性を財政当局に対して説明し、予算を獲得している。市町村の取組を進めるためには、人員を増やす

必要があること、また地域支援事業交付金の用途が多岐に渡っていることを考慮すると、一般財源化することが適

当と考えらえる 

 地域版希望大使やピアサポーターとなり得る方の掘り起こしに苦慮している 

 チームオレンジや認知症カフェは地域住民の意識や社会資源などによりアプローチ方法が異なるため、伴走支援が

重要。一方、幅広い取組が求められており、伴走支援にあたっては知見を有する支援者の確保が課題 

 市町村職員を対象とした研修会への参加率の向上。市町村のメリットとなる研修アイデア 

 共生社会の実現に向け、認知症のネガティブイメージの払拭につながる普及啓発の手法 

○認知症施策の成果や実績に係る困りごと、課題 

 現状、予防に関する事業は県・市町村ともに少なく、適切な取り組み方がわからない。新薬承認の流れから今後必

要性が高まると思われるが、自治体レベルの取組について具体的な方向性やモデルケースを示してほしい 

 認知症サポーターに対する最新の知見等を踏まえたフォローアップや活動機会の増加が必要 

○その他 

 認知症施策推進大綱のKPIとなっているチームオレンジの構築では、市町村の実情が様々であるが、県も市町村の

抱える課題を把握しオレンジチューター派遣事業等の活用を促し、伴走的に支援していく必要を感じている 

 現状把握を進める必要がある 

 チームオレンジの設置に課題を抱えている保険者（市町村）が多い 
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 認知症施策推進大綱で目標として定められているチームオレンジの取組が進んでいない 

 設置にこだわるわけではないが、チームオレンジの立上げが進まない 

 地域版希望大使と若年性認知症の方の就労支援体制づくりが課題 

 令和７年度末までの全市町村でのチームオレンジ設置に向け、計画どおり設置市町村数が増えているものの、現在

の未設置市町村の中には、チームオレンジの設置意義やその手法が十分に浸透していない市町村も存在する 

 人員不足 

 

○困りごと：③在宅医療・介護連携の推進（自由回答） 

○市町村の体制等の不足に係る困りごと、課題 

 人口規模の小さい市町村では一人の職員が多くの業務を担っており、介護予防、認知症対策、在宅医療・介護連携

事業、地域包括支援センター職員としてケアプランの作成、虐待対応まで行っている。県から特定の市町に「支援を

します」と声をかけることが、市町村の業務の妨げになることがあるので、悩ましい 

 在宅医療・介護連携を推進していくために、医療と介護の多職種が集まり、課題や取組を検討する機会が必要と思

われるが、市町村によっては多くの業務の中で優先度が低いなどの理由から取組の実施に至っていないところがあ

り、課題を感じている 

○地域の実情に即した支援に係る困りごと、課題 

 各市町村によって地域差が大きい。医介連携が進む要因の１つに市町村と地元医師会の連携が密であることが見

受けられる。さらには、特定の医師がリーダーシップを発揮している様子がある。地域において医師会との連携をど

う強化していくのか、キーパーソンとなる人材をどう発掘するか、難しい課題である 

 事業としての規模や実施の優先順位等が各市町村で異なり、在宅医療・介護連携の取組状況について地域差が大

きい課題がある。また、医師の高齢化が課題となっており、訪問看護師等に求められていることが大きくなっている 

 在宅医療介護の中長期的な需要予測や、医療・介護資源や人材には地域差があることなど、それぞれの地域課題

について、関係者間における共通理解が進んでいない 

 独自性高く先進的に事業を進めている市町村とあまり熱心に取り組んでいない市町村の差が大きく、プル型支援で

底上げを図るのは限界があると感じている。一方で、より支援が必要と思われる市町村に対して、例えばプッシュ型

で支援を行うことは財政当局に対する説明が困難な部分もあり、結果として一律の支援メニューや研修を提示して

募集をかけることとなってしまっている 

 市町村によって取組内容や人員体制等に濃淡があり、県としてどのような支援を行うことが効果的か悩ましい 

 個別の地域、市町村の課題に応じた支援は、保健所中心に実施するのが望ましいが、地域ごとに取組状況に差が

ある。また、本庁も保健所も医介連携に関して支援のノウハウがない 

 在宅医療・介護に係る地域資源やマンパワーの偏在が大きく、過疎地においては、在宅医療介護連携の体制を構

築することが困難となっている 

 医療資源の状況や地域の医師の熱意に左右され、介護側が主導して変えていくことが難しい 

○支援体制やノウハウ、情報の不足に係る困りごと、課題 

 市町村の進捗状況に応じた支援（個別支援）ができていない。市町村において、医療介護連携のための地域におけ

る取組が、自分事として捉えられていない場合がある 

 在宅医療の４つの場面において各市町村取組を進めているが、県内の多くの市町村が、在宅医療・介護連携推進

事業実施のためのノウハウ不足を課題として感じており、県として市町村支援をしていきたいが、講師等の選定など

研修会の組立が難しい 

 市町村が事業実施のためのノウハウ不足や指標評価等の事業評価のしにくさに課題を抱えていることは分かって

いるが、どの部分で困りがあるのか把握しきれておらず、その支援方法（個別支援や伴走支援等）が不明確 

 市町村への伴奏支援の実施にかかるノウハウが不足している。（厚生労働省の都道府県・市町村連携支援の事業

を活用させてほしい） 

 地域の実情に応じて各市町村が取り組んでおり、地域性や取組の進捗、市町村の実施体制が一律でなく、また予

算規模が限られている中で、県が実施すべきことが見えていない 

 新型コロナウイルス感染症感染拡大を受けて、地方機関である保健福祉事務所が所をあげて新型コロナウイルス

対応を行っていたため、その管内市町村との関係性が乏しくなっているところ。令和 5 年度から保健福祉事務所を中

心とした管内市町村支援体制を改めて構築している 

 「現状分析や課題整理ができていない」との声があるが、県が支援するにあたり、データ分析等をどのような機関や

講師に依頼をしたらよいか選定が難しい 

 支援する県職員の事務理解や市町村の課題把握。市町村のニーズに応じた好事例の把握 

 市町村支援における保健所の役割について 

 市町村のほとんどが郡市医師会等に事業を委託しており、そこで配置されているコーディネーターが各地域で事業

に取り組んでいるが、コーディネーター向け研修や、コーディネーターから意見を聞く場が整えられていない点が課
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題 

 医療と介護の両分野に跨り範囲が広いことから、保健医療担当部局との住み分けや役割分担が不明確である。そ

れに伴い、連携も課題である。県内市町村では連携の仕組みが一定程度構築されたことから、その後県の介護部

門としてできる支援は何か、ニーズを踏まえて検討する必要がある 

 医療計画の連携拠点決定や庁内連携が課題 

 圏域を超えた入退院や転院に対する医療・介護連携の課題の把握及び対策 

○医介連携の成果や実績に係る困りごと、課題 

 医療と介護の連携の進捗を測定するのに適切なアウトカム指標の設定について、保険者（市町村）、県ともに苦慮し

ている。また、保険者（市町村）においては、在宅医療と介護の提供体制の目指すべき姿について、在宅医療・介護

連携の４つの場面ごとの目指すべき姿の設定に特に苦慮している。事業や取組が非常に進んでいる市町村とそうで

ない・遅れている市町村の差が大きい。後者においては、事業に対し、漠然としており何をすれば良いか分からない

といった苦手感がある。人事異動により担当者が変わるごとに取組にバラつきが生まれている 

 事業評価のしにくさ 

 事業の全体像がイメージしづらい、伝えづらい。行き着く課題が「看取りに協力的な医師の不足」になってしまう 

 市町村によって、ニーズが異なるため県下で一律のアウトプット指標を定めづらく、支援の効果検証が困難である。

自治体によって事業の優先順位が異なり、取組内容の質にばらつきがある 

 大部分の市町村において在宅医療・介護連携推進事業自体は実施されているが，事業評価を課題と挙げる市町村

が多い等，ＰＤＣＡサイクルに基づく事業展開が十分ではない。また，事業の委託が進む中，市町村と事業者の連携

や市町村の役割であるマネジメントのスキルが重要となるが，一部市町村では委託先に任せきりにしているところ

や，旗振り役として委託先と連携した事業運営の難しさを感じているところがある 

○その他 

 アンケートでは協議や目指すべき姿が設定されているが、本質的な意味で機能しているのか、実態がつかみづらい

ことに課題を感じている 

 現状把握を進める必要がある 

 人員不足 
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（４）評価指標に関する改善点 

Q13. 保険者機能強化推進交付金・介護保険保険者努力支援交付金の都道府県分の評価指標について令和６年度指

標の見直しを踏まえた上で、更なる改善点があればご教示ください。（複数回答） 

 

○ 令和５年度結果をみると、該当状況調査に関する改善点としては、「毎年指標が変更されるため

進捗が測れない」（65.9％）、「指標の内容が曖昧で、評価者によって解釈が異なる」（63.4％）

が上位に挙げられている。 

○ 令和４年度結果と比較すると、「評価項目数が多い」が低くなっている。 
 

図表. 評価指標に関する改善点（複数回答）≪経年比較≫ 

毎年指標が変更されるため進捗が測れない

指標の内容が曖昧で、評価者によって解釈が異なる

指標で求められる取組⽔準が⾼い

評価項⽬数が多い

指標で使われる語句が分かりづらい

求められる根拠資料が多い、難しい

指標が都道府県による市町村⽀援の実態に即していない

客観的な評価指標が少ない

その他

特にない

無回答

65.9

63.4

19.5

17.1

17.1

12.2

9.8

7.3

12.2

7.3

2.4

56.8

72.7

38.6

65.9

27.3

20.5

13.6

15.9

18.2

2.3

-

0% 20% 40% 60% 80%

R5結果(n=41)

R4結果(n=44)
 

 

○その他の主な内容（令和５年度結果） 

 根拠資料等が紙媒体で提出を求められているが、必要性が感じられない上、事務負担が多い 

 活動指標・成果指標は単なる年齢調整だけでない補正が必要 

 県の取組ではなく、高齢化率や認定率に左右される指標（介護職員関係職種の有効求人倍率）や認定率が比較的

低い自治体が評価されにくい指標（認定率の変化率）の再検討 

 取組と指標との関連性に疑問がある 

 活動指標群がどの程度交付金の配分に影響するか分かりづらい 
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（５）制度に対する意見 

Q14. 保険者機能強化推進交付金・介護保険保険者努力支援交付金の都道府県指標や制度について、ご意見等がご

ざいましたら、ご記入ください。（自由回答） 

 

○ 令和６年度指標の見直しについて、見直しによる影響の検証を求める意見が挙げられている。 

○ また、該当状況調査に係る事務負担の軽減や、結果の公表を求める意見があった。 

○ 交付金については、継続的・安定的な予算の確保、見込額の提示時期について、見直しを求める

意見がみられる。 
 

○制度に対する意見（自由回答） 

○令和６年度指標の見直しについて 

 指標見直しにより、これまで得点順位の上位に位置していた自治体が軒並み順位を落としている。激変緩和措置が

見込まれない令和 7 年度以降は、事業内容を大幅に縮小せざるを得ない状況となっているため、今後、順位が下が

った要因を分析し、対策について検討予定。評価指標見直しによる全国的な影響については、国で分析し、情報提

供をお願いしたい。成果指標群の点数は取組を行ってすぐに成果として表れるものではなく、予測不能であるにも関

わらず、保険者機能強化推進交付金・介護保険保険者努力支援交付金の合計点それぞれに足しあわされており得

点への影響が大きいため、加算の仕方などを再検討してほしい。要因分析の資料として使用したいので、活動指標

群・成果指標群の点数の根拠となる詳細なデータを公開してほしい 

 指標の変更は、市町村分指標も含め、各計画期間で最小限にしてほしい。経年で同じ指標で測る意義はあると思わ

れる 

 市町村分も含め、今回の結果について「体制・取組指標」→「活動指標」→「成果指標」に順次強い連関があったの

かを分析結果として示していただければ、市町村への支援（呼びかけ・促し）や取組の活発化につなげやすい。ま

た、低評価となった結果、交付金確保ができず、事業縮小せざるを得ず、さらに取組が停滞する、といった悪循環と

ならないよう、引き続き一定の配慮をお願いしたい 

 都道府県指標の評価結果には、管内市町村の実績の評価も含まれていることから、都道府県の交付金の一部を市

町村に再交付できるような柔軟な仕組み。今回から活動指標群が追加されたが、人口や年齢層、医療資源など、市

町村によって異なるため、全国と比較して順位付けすることで、取組の評価が正しくできているとは思えない。交付

金を介護人材の確保・生産性向上を支援する事業に活用できるようになるとよい。紙での提出を廃止する 

○該当状況調査の実施、結果の公表について 

 交付金担当者および各事業担当者の間で、制度や指標の趣旨が理解されているほど、該当状況調査が適切な結

果になると思われる。今年度は厚生労働省の行政説明動画を調査実施期間中に視聴できる機会があったが、令和

６年度以降も可能であれば調査開始前に動画配信等を検討いただき、全県・市町村で共通理解が得られると良い 

 当県では市町村への伴走支援について、評価結果公表後に支援対象市町村を選定しているため、可能であれば評

価結果の発出時期をもう少し早めてほしい 

 本県では、R3老健事業成果物の平準化マニュアルを参照しつつ、自己評価の平準化と管内保険者が取り組む事業

内容の共有を図る観点から、一度保険者から取りまとめた自己評価結果（記載欄への記載事項も含む）について、

国に提出する前に保険者へフィードバックをしている。他県の市町村支援の取組内容を学ぶ観点から、厚労省にて

取りまとめた各都道府県の自己評価結果（都道府県分）の回答についても、記載欄への記載事項を含め、提供して

ほしい 

○評価指標について 

 一体的実施については、市町村の保健分野が主であり、都道府県としての関与の仕方が難しい。内容も抽象的で

あり、求められている指標は厳しいと感じる 

 活動指標、成果指標が各都道府県の取組の程度と関連があるかどうか検証してほしい。認定率は、管内市町村で

も取組に力を入れている市町村が必ず低いという状況でもないように見受けられる。また、給付費の差についても、

従来の介護サービスの種別によって差が生じているものと思われ、市町村の取組で劇的に改善するものではない。

まして、都道府県の市町村支援でどの程度成果が現れるものか疑問を感じる。交付額が減れば事業規模を縮小せ

ざるを得ないため、成果を出すことがさらに困難になると懸念している 

 活動指標群と成果指標群が相関していない部分があるため、活動指標群の得点どおりに成果指標群の得点が得ら

れず、本県では全体の得点が向上していかない現状がある 

○交付金について 

 予算の安定的及び継続的な確保をお願いしたい 
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 保険者機能強化推進交付金全体の予算が減額されたことで、予定していた事業の内容を縮小して実施せざるを得

ない状況のため、継続して事業が実施できるよう財源を確保してほしい 

 次年度事業については、予算要求の関係で、前年９月ごろに決定しないといけないが、本交付金の交付額の内示

が前年末のため、交付金を活用した事業設計に苦慮している。交付額の内示時期を都道府県の予算要求時期に合

わせるか、一定の見込額が都道府県の予算要求時に把握できるようにしてほしい 

 指標の評価を交付金の額に反映させるというコンセプトは理解できるが、交付金額の見込が示されるタイミングが遅

すぎ、予算協議がほぼ終了しているタイミングとなっており、そこからの修正ができない。また、令和５年度に続き、令

和６年度も前触れなく予算総額の減額が示され、予算協議がほぼ終了した段階で事業の縮減を迫られるなど、安定

的な運営を行うことができなくなっている。国の予算措置が確定しなければ配分額が示せないのであれば、例えば、

評価結果を交付金の額に反映させるタイミングを一年度後ろにずらすなどにより、自治体において安定的な事業運

営ができるように配慮する必要があるのではないか 

 国庫 10/10 の財源は必要であるが、毎年の財源の増減が大きく、事業を拡充することができない。順位にかかわら

ず、一定の安定財源（3,000 万円程度）を担保してほしい 

 評価指標が毎年変わる問題に加え、保険者機能強化推進交付金の予算総額が２年連続で減額になったことで、令

和６年度の県予算にも影響が出ている。安定的な制度運営がなされるよう希望する 

 交付見込額調査が年末となるため、県の次年度予算編成に間に合わない。継続的な事業のみならず、新規拡充事

業にむけた予算化が難しい 

 保険者機能強化推進交付金における国の予算額が２年続けて大幅な減少となったが、これだけ交付額の変動があ

ると県での当初予算を編成するうえで予定が立てにくい 

 市町村支援等の財源として活用しているものの、毎年の大幅な予算削減により、特に保険者機能強化推進交付金

を活用した事業の継続的な実施が難しい状況であるため、配分予算の最低保障額（例：対前年比○％を保障）を定

める等、継続した事業実施にむけて、制度の安定化を図ってほしい 

 指標の変更や国予算の縮減、割振りの変更等が毎年度行われているために、県として国庫補助を財源とした事業

の新規実施・継続的実施が困難となっている。長期的な目標設定を増やすことや、一定額内において「最低保証」的

な交付枠設定により、積極的な事業実施を行いやすくするなど、財政上の配慮をしてほしい 

 県当初予算要求時（５月以降）に交付見込額が不明であることから、財源として見込みにくく、新規事業を創設するこ

とが困難である。また、評価指標の得点（他自治体の状況にも影響を受ける）や、昨今の国予算の減により、交付額

が変動することから、財源として非常に不安定であり、予算要求が困難である。早期に交付額を明らかにしていただ

くとともに、安定的な財源としてほしい 

○その他 

 制度の簡略化・効果の明確化を図ってほしい 
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３．保険者機能強化推進交付⾦等の活⽤状況等について 

（１）活用（予定）状況 

１）活用状況 

Q15.貴都道府県における、保険者機能強化推進交付金・介護保険保険者努力支援交付金（令和５年度の交付決定分）

の活用状況を教えてください。 

 
○ 推進交付金は「『新規事業』もしくは『既存事業の拡充』に、活用していない（活用する予定は

ない）」が５割半ば、支援交付金は「「新規事業」もしくは「既存事業の拡充」に、活用した（活

用する予定がある）」が約６割となっている。 

 

図表.保険者機能強化推進交付金          図表.介護保険保険者努力支援交付金 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「新規事業」もしくは「既存
事業の拡充」に、活⽤した
（活⽤する予定がある）

34.1%

「新規事業」もしくは「既存事
業の拡充」に、活⽤していな
い（活⽤する予定はない）

56.1%

「新規事業」もしくは「既存事
業の拡充」に、活⽤できなかっ
たが活⽤したい事業があった

9.8%

無回答
-

n=41 「新規事業」もしくは「既存
事業の拡充」に、活⽤した
（活⽤する予定がある）

58.5%

「新規事業」もしくは「既存事
業の拡充」に、活⽤していな
い（活⽤する予定はない）

39.0%

「新規事業」もしくは「既存事
業の拡充」に、活⽤できなかっ
たが活⽤したい事業があった

2.4%

無回答
-

n=41
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２）活用内容 

Q15-1.「新規事業」もしくは「既存事業の拡充」について、その概要をご記入ください。 

※3件以上ある場合には、データ分析に係る事業及び介護人材確保に係る事業を優先してご回答ください。 

 
○ 28都道府県から40事業の回答があった。 

○ 分類をみると「新規事業」が24件、「既存事業の拡充」が15件であった。 

○ 継続性をみると「継続的な事業として想定」が31件であった。 

○ 会計等の区分をみると、保険者機能強化推進交付金（14件）では「その他市町村のニーズに応じ

た支援事業」が６件、介護保険保険者努力支援交付金（28件）では「介護予防・日常生活支援総

合事業を支援する事業」が15件であった。 

○ 支援対象の市町村をみると、「管内全市町村」が25件、「一部市町村」が９件であった。 

○ 見込んでいる成果をみると、「元気高齢者や新規認定者に係る内容」が12件、「介護給付費、一

人当たり介護給付費に係る内容」が10件であった。 
 

    図表.分類                  図表.継続性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表.事業の開始年度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新規事業
24件

既存事業の拡充
15件

無回答
1件

n=40

単年度事業として想定
7件

継続的な事業として想定（予算の裏
付けや財源の種類は問わない）

31件

無回答
2件

n=40

令和元年度以前
9件

令和２年度
1件

令和３年度
4件

令和４年度
1件

令和５年度
21件

不明・無回答
4件

n=40
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図表.会計等の区分（複数回答） 

保険者機能強化推進交付金 

総括的事業

現状分析、実情把握、地域課題分析、実績評価⽀援事業

⾃⽴⽀援・重度化防⽌等に向けた
地域ケア会議、介護予防に関する市町村⽀援事業

⽣活⽀援体制整備の推進事業

リハビリテーション専⾨職等の活⽤⽀援事業

介護給付適正化事業の推進⽀援事業

その他市町村のニーズに応じた⽀援事業

無回答

1

4

2

-

1

2

6

-

0件 20件

(n=14)
 

介護保険保険者努力支援交付金 

介護予防・⽇常⽣活⽀援総合事業を⽀援する事業

包括的・継続的ケアマネジメント⽀援業務を⽀援する事業

在宅医療・介護連携推進事業を⽀援する事業

⽣活⽀援体制整備事業を⽀援する事業

認知症総合⽀援事業を⽀援する事業

無回答

15

3

4

7

10

-

0件 20件

(n=28)
 

 

図表.該当する令和５年度評価指標の分野（複数回答） 

Ⅰ 管内の市町村の介護保険事業に係るデータ分析等を
踏まえた地域課題・地域差の把握と⽀援計画

Ⅱ（１）地域ケア会議、
介護予防・⽇常⽣活⽀援総合事業に係る⽀援

Ⅱ（２）⽣活⽀援体制整備等に係る⽀援

Ⅱ（３）⾃⽴⽀援・重度化防⽌等に向けた
リハビリテーション専⾨職等の活⽤に係る⽀援

Ⅱ（４）在宅医療・介護連携に係る⽀援

Ⅱ（５）認知症総合⽀援に係る⽀援

Ⅱ（６）介護給付の適正化に係る⽀援

Ⅱ（７）介護⼈材の確保・⽣産性向上に係る⽀援

該当する指標はない

無回答

9

15

7

6

4

10

3

1

2

1

0件 20件

(n=40)
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図表.支援対象の市町村 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表.見込んでいる成果（複数回答） 

元気⾼齢者や新規認定者に係る内容

要介護認定者に係る内容

⾼齢者の主観的な評価に係る内容

介護給付費、⼀⼈当たり介護給付費に係る内容

サービス利⽤期間に係る内容

医療・ケア従事者・事業所に係る内容

保険者機能強化推進交付⾦等の評価結果

その他

特になし

無回答

12

9

1

10

3

9

9

17

1

2

0件 20件

(n=40)

 
 

 

 

 

管内全市町村
25件

⼀部市町村
9件

その他
3件

無回答
3件

n=40
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（２）交付金を活用していない都道府県 
１）活用しない理由 

Q15-2.今年度末までに、保険者機能強化推進交付金等を、「新規事業」もしくは「既存事業の拡充」に活用しない理

由について、ご回答ください。（複数回答） 

 

○ 「新規事業、既存事業の拡充は必要だが、具体的な取組のアイデアを見出すことができなかった」

が26.9％であった。 
 

図表.活用しない理由（複数回答） 

新規事業、既存事業の拡充は必要だが、具体
的な取組のアイデアを⾒出すことができなかった

新規事業、既存事業の拡充は必要だが、制度
⾯・運⽤⾯での制約があって活⽤できなかった

内⽰が出る時期が遅く予算化できなかった

予算要求したが認められなかった

その他

新規事業、既存事業の拡充は必要ない

無回答

26.9

19.2

15.4

3.8

23.1

15.4

7.7

0% 20% 40%

(n=26)
 

 

 

○その他の主な内容 

 継続事業への充当で予算を使い切った 

 交付額の予測がつかず、事業の組立ができない 

 財源として不安定であり、事業の継続性が担保できない 

 交付金減により既存事業の縮小が生じたため 

 新規事業等を実施するまでのマンパワーと財源が不足している 

 介護保険保険者努力支援交付金では新規事業を実施 

 計画期間内は継続事業が多いため（新規・拡充は計画策定時になる） 

 

－ 178 －



 

 

２）制度面・運用面での制約内容【活用意向はあったが、活用できなかった】 

Q15-3.新規事業、既存事業の拡充に活用できなかった、制度面・運用面での制約内容をお答えください。 

 

○ 活用できなかった制度面・運用面での制約内容（回答対象５件）は、「制度の継続性が不明なた

め、新規事業にためらいがある」が５件であった。 
 

図表.制度面・運用面での制約内容（複数回答） 

制度の継続性が不明なため、新規事業にためら
いがある

交付⾦の使途対象が限定されている

都道府県の持ち出しがある

２つの交付⾦で使途対象が異なるため、活⽤し
づらい

その他

特になし

無回答

5 

2 

1 

0 

1 

0 

0 

0件 5件 10件

(n=5)

 

 

○その他の主な内容 

 制度開始後新規事業を複数開始した結果、新規で事業を開始するだけの交付金の余剰はなくなっており、既存の

交付金充当事業を縮小・廃止する必要が出てくるため 
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（３）今後、交付金を活用したい事業内容等 

Q16.貴都道府県及び管内市町村において、高齢者の自立支援・重度化防止等に資する取組を行うために、今後、保

険者機能強化推進交付金・介護保険保険者努力支援交付金を活用したい事業内容をご教示ください。活用に当たり、

現行制度における制約内容がありましたら、あわせてご教示ください。（自由回答） 

 
○ 制約内容については、予算の確保、使途範囲の拡大についての意見がみられた。 

 
○今後、交付金を活用したい事業内容と制約内容（自由回答） ※抜粋 

【活用したい事業内容】 

 県内の各老人福祉圏域において、市町村を中心に、リハビリテーション専門職等の多職種、多様な地域関係者で高

齢者の自立支援・重度化等に資する取組を行うための協議の場の設置へ向けた連携推進事業 

 県地域リハビリテーション協議会及びセンターの立上げ、リハ職・歯科衛生士・栄養士らの研修事業 

 管内市町村へのアウトリーチ支援、伴走支援に係る事業 

 管内市町村の地域分析スキルを向上させる事業 

 介護人材確保対策事業 

 地域密着型サービスの普及に向けた取組、ケアラー支援 

【制約内容】 

 交付金額が事前に見込めないこと、また、制度がいつまで継続されるのか確定していないことから、財源確保の見

通しが立てづらく、活用が難しい。令和 5 年度は本交付金を活用した事業を構築したが、想定していた金額が交付さ

れなかったため他の財源の獲得等を行わなければならず、対応に苦慮した 

予算額自体に変動があることにより、県予算の見直しが必要となることがある 

 推進交付金を活用したく考えているが、同交付金の減額が続いており十分な財源を確保できない 

 指標の変更や国予算の縮減、割振りの変更等が毎年度行われているために、予算化が難しく、県として国庫補助を

財源とした事業の新規実施・継続的実施が困難となっている。長期的な目標設定を増やすことや、一定額内におい

て「最低保証」的な交付枠設定により、積極的な事業実施を行いやすくするなど、財政上の配慮をしてほしい 

 交付金の指標が毎年異なり、評価によって金額に変動が生じるため、活用しづらい 

 指標が変わることにより交付額に大きく影響が出ることがある 

 現行制度だと、取組ができていない自治体が新規事業を実施しようとしても、交付額が少ないため実施が難しい。取

組が進んでいる自治体は交付額が多く、さらに取組を充実できるようになり、自治体間の格差が広がるのではない

かと懸念される。また、予算編成時点で交付額が見込めないため事業検討が難しい 

 交付金の用途について、「機能強化推進交付金」と「努力支援交付金」を分けずに、同一としてほしい（最終的に、自

立支援・重度化防止につながれば、用途を限定せず、自由度を高めてほしい） 

 交付見込額を踏まえて次年度事業の検討をしたいため、見込額の提示時期を９月上旬頃に早めてほしい 

 新たな取組や事業拡充に活用できる旨、市町村には周知しているが、財源や人手不足を理由に、積極的な活用に

つながっていない 

 地域の実情に合わせた交付金の活用が可能となるよう，交付金の使途対象の要件緩和を図ってほしい 
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（４）交付金活用に係る市町村支援 

Q17.貴都道府県で、市町村が保険者機能強化推進交付金等を「新規事業」や「既存事業の拡充」に活用できるよう

に工夫している取組があればご教示ください。（自由回答） 

 

○ ヒアリングや研修等の機会を活かした周知、先行事業・モデル事業の実施・展開を行っている都

道府県があった。 

 

○交付金活用に係る市町村支援（自由回答） ※抜粋 

 市町村ヒアリングや研修等において、本交付金の活用についてアナウンスしている 

 市町村からの新規事業立案及び既存事業の拡充に際し、当該交付金の活用の可否について疑義照会があった際

に個別対応している 

 研修会の実施や他県市町村事業の紹介、市町村ごと課題の掘り起こし等 

 新しい取組・手法を県がモデル的に実施することにより、市町村での導入・横展開を図る 

 介護予防現場における「介護ロボット（リハビリテーション機器）」の利活用推進について、県において同交付金等を

活用して先行的に取り組み、今後、同交付金を財源に市町村が新規に事業化できるように取組状況等の情報共有

を行っている 

 

 

（５）市町村支援にあたり、国や地方厚生（支）局から受けたい支援 

Q18. 貴都道府県では、市町村支援にあたり、国や地方厚生（支）局から受けたい支援はありますか。（自由回答） 

 

○ 研修や人材育成、伴走支援の実施、専門家の派遣、情報提供が挙げられた。 

 

○希望する支援内容（自由回答） ※抜粋 

○研修、人材育成の実施 

 異動直後で介護（予防含む）や地域支援事業に関する知識の無い都道府県職員に対し、制度概要や都道府県の役

割を示す研修 

 保険者機能強化推進事業に係る研修会での講演等（Zoom を用いた研修における講演または保険者機能強化支援

のための動画作成・配布等） 

 都道府県を対象とした地域包括ケアシステムや介護保険制度、地域支援事業に係る研修（特に総合事業につい

て）。地域支援事業全体の評価やデータ分析、PDCA を回す手法に係る研修。データ分析に係る市町村支援を行っ

ている都道府県の事例共有・意見交換（具体的にどのようなデータを用いて、どんな分析を行ったのか等）。伴走支

援先の市町村選定方法や、効果的な手法 

 市町村支援に係る専門的知識・スキルを取得するための人材育成支援 

○伴走支援の実施 

 厚生労働省の都道府県・市町村連携支援の事業による支援 

 地域づくり加速化事業と連携・連動した市町村支援 

 在宅医療介護連携に係る市町村伴走支援 

○専門家の派遣 

 評価指標に詳しいコンサルタントやアドバイザーを派遣してほしい 

 アドバイザー派遣など、市町村を支援する都道府県を支援する事業 

 伴走支援に適したアドバイザー等のリスト提供。市町村や関係者向け研修における講師派遣 

 専門職の派遣グループ等、人材確保に関する支援 

○情報提供 

 他都道府県において行っている市町村支援についての情報提供をしてほしい 

 各指標項目の達成事例（自治体規模別）をまとめた補足資料を作成いただき、市町村支援時にその資料を提示しな

がら「再現性」のある支援を進めていきたい 

 

－ 181 －



 

 

○その他 

 地域分析について、「見える化」システムや各種手引きが提供されているが、地域の実情に応じて分析するスキル

は県も市町村も十分に有しているとは言えないため、地域分析スキルの向上に資する支援を受けたい 

 指標の評価方法等について具体的で細かい指導を受けたい 

 総合事業のデザイン（設計）について、市町村の規模に応じた現実的な検討方法について 

 医療・介護データ（できれば所得状況や家族状況も）の連結解析により、市町村にデータ分析のノウハウがなくても

ハイリスク者の抽出ができるシステムの開発 

 「保険者機能強化支援のための都道府県職員研修」は効果的な保険者支援の手法が学べる良い内容であるから、

庁内への情報共有や新たに異動してきた職員に対して適切な引継ぎができるよう、例えば見える化システム内で動

画掲載（オンデマンド配信）いただくなど、内容を常に閲覧できる状態にしてほしい 
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第７章 実地調査 
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１．調査概要 

（１）目的 

○ 該当状況調査結果及びアンケート調査結果等から、特徴的な性質がみられたなど、詳細な調査が

検証に資すると思われる市町村等を対象にヒアリング調査を実施することで、情報共有や今後の

指標の見直し等に活用することを目的に実施した。 

 

（２）調査概要 

○ 上記目的を達成するため、下記のとおり調査を実施した。 

 

■調査概要 

調査対象、選定⽅法 該当状況調査結果を基に、全国順位の良かった市町村や全国順位の変動が⼤
きい市町村、過年度から現在に⾄るまで全国順位が良い市町村等を対象とし、ア
ンケート調査や⼈⼝規模等を参考に選定した。 

調査⼿法 ・ヒアリング調査（訪問、オンライン） 
回答者 とりまとめ担当者を中⼼に、関連する担当者を対象とした。 

・保険者機能強化推進交付⾦、介護保険保険者努⼒⽀援交付⾦担当者 
・地域⽀援事業担当者など該当状況調査の⾃⼰評価を⾏う関係者 

調査期間 ・令和４年度︓令和５年２〜３⽉ 
・令和５年度︓令和６年２⽉ 

ヒアリング所要時間 ・１時間程度 
主なヒアリング項⽬ 
※網羅的に把握する

のではなく、所要時
間、対象者の所掌
事務に応じて聴取
内容を調整 

① 該当状況調査における⾃⼰評価の状況 
・⾃⼰評価⽅法 

⇒関係者、とりまとめ⽅法、都道府県の関わり、過年度からの変更有無など 
・⾃⼰評価結果の活⽤状況 
・介護保険事業計画との連動 

 
② ⾃⼰評価結果、評価項⽬に対するご意⾒ 
・評価結果に対する所感 
・評価指標の⾒直しによる影響、⾒直しに対するご意⾒ 
・保険者機能を強化するために望ましい評価内容、アウトカムへのお考え 

※令和４年度は評価指標の変更がほぼなかったため継続的な評価や経年⽐較
について、令和５年度は評価指標の⾒直しがあったため評価や結果に対する変
化等を中⼼に聴取した 

 
③ 制度全般に対するご意⾒ 
・交付⾦の活⽤に向けたご意⾒ 
・都道府県による市町村⽀援の状況 
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（３）調査対象 

○ ①～⑥の市町村及び⑦～⑨の都道府県に対して調査を実施した。 

 

■ヒアリング調査対象の選定 
 

 ⽇程 エリア 第１号被保険
者数規模 

調査
⽅法 

主な選定理由 

① 令和５年２⽉ 21 ⽇（⽕） 
9:00〜10:00 

北海道・
東北 

３千⼈未満 オンラ
イン 

・第1号被保険者３千⼈未満の⾃治
体の多くは得点率が低位で推移して
いるなか、令和４年度、令和５年度
と２年連続で推進・⽀援の合計点が
全国上位 

② 令和５年３⽉１⽇（⽔） 
10:30〜12:00 

北海道・
東北 

10 万⼈未満 現地 ・全国上位 
・第８期計画に、健康に⽣活している
⾼齢者に係る⽬標を設定 

・認定率（調整なし）が低下している 
③ 令和５年３⽉７⽇（⽕） 

9:30〜11:00 
関東信越 10 万⼈以上 現地 ・令和４年度の順位から令和５年

度の順位の上昇幅が⼤きい 
④ 令和６年２⽉ 26 ⽇（⽉） 

10:30〜11:30 
北海道・
東北 

１万⼈未満 オンラ
イン 

・令和５年度結果から令和６年度
結果にかけて、全国順位や取組・
体制指標群の得点率が向上 

・取組・体制指標群だけでなく、成果
指標群の得点率も⾼い 

⑤ 令和６年２⽉ 16 ⽇（⾦） 
13:30〜14:30 

東海・北
陸 

３千⼈未満 オンラ
イン 

・令和５年度結果から令和６年度
結果にかけて、全国順位や取組・
体制指標群の得点率が向上 

・取組・体制指標群だけでなく、成果
指標群の得点率も⾼い 

⑥ 令和６年２⽉８⽇（⽊） 
14:00〜15:00 

九州 ５万⼈未満 オンラ
イン 

・令和５年度・令和６年度の総合得
点が継続的に⾼く、また、令和６年
度のⅰ・ⅱ・ⅲの得点率がいずれも⾼
位 

⑦ 令和６年２⽉ 15 ⽇（⽊） 
16:00〜17:00 

北海道・
東北 

― オンラ
イン 

・令和４年度〜令和６年度にかけ
て都道府県得点率が向上している 

・伴⾛⽀援の実施を通して市町村の
現状・課題を把握している 

⑧ 令和６年２⽉ 21 ⽇（⽔） 
10:00〜11:00 

関東信越 ― オンラ
イン 

・管内市町村の体制・取組指標群と
活動指標群の得点状況に差がみら
れる 

・伴⾛⽀援の実施を通して市町村の
現状・課題を把握している 

⑨ 令和６年２⽉ 19 ⽇（⽉） 
10:00〜11:00 

近畿 ― オンラ
イン 

・管内市町村の「体制・取組指標
群」「活動指標群」の得点状況が
⾼位、かつ、安定的 
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２．調査結果 

（１）結果概要 

① 自己評価の体制・方法 

○ 関係者が一堂に会する場や担当者同士で意見交換する機会を設定していた 

○ 実施形式は各市町の実情に応じたものだが、各事業の概要を把握している者や課（係）全体を把

握する立場にある者が評価あるいはとりまとめを行っている点が、一定の共通項と言える 

○ 担当者の評価を見直す（再検討する）プロセスが、より正確な評価につながると言える 

 

 

② 自己評価結果の活用 

○ 継続的に上位に位置する市町村では、事業計画の策定・見直しへの活用、介護保険事業計画の進

捗管理との連動が図られていた 

○ 年度途中の評価になるため、非該当項目については当該年度中の実施に向けて、積極的に取り組

んでいる市もあった 

 

③ 得点率が高い理由 

○ 継続的に上位に位置する市町村では、既存事業が現行指標に合致していたとの認識が共通してい

た（指標の達成のために事業を展開しているわけではなかった） 

○ 上位に位置する市町村では、介護予防など注力している施策運営において、住民や事業所との共

通理解の醸成、意見を施策に反映することを事業展開のベースに据えていた 

○ また、地域包括ケアシステムの構築に向けた全庁的な連携体制をベースにしている市町村もあっ

た 

 

④ 得点率の改善理由 

○ 新規取組の開始、既存取組の充実を理由に得点率が向上した項目もあったが、指標の解釈を深め

たこと、解釈変更を改善理由とする項目が意見としては多かった 

○ 留意点やＱＡ等を踏まえた評価をしやすくなるように、調査票の工夫も必要と言える 

○ また、指標変更が調査実施や指標解釈の負担の一因となっており、特に指標の大幅な見直しとな

った令和６年度指標については前年度からの変遷を整理することが負担だったとの意見が挙げ

られた。今後は、指標の継続性を担保すること、変更する場合には変更点を明示することなどが

必要と言える 

 

⑤ 令和６年度評価指標の見直し 

○ 前年度指標や結果との比較がしづらい点について指摘はあったが、概ね評価のしやすさについて

は肯定的な意見であった 

○ 活動指標群については、評価指標の本来の趣旨に即した評価結果となっているのか、改善を求め

る意見もみられた 

○ 小規模市町村からは、規模別に評価結果を活用する点、また、規模別の評価軸を設ける点につい

て意見が挙げられた 

○ 都道府県指標で用いられている「支援方策」については、指標の趣旨が具体的にイメージできる

ようにＱＡ等で文言を追加すべきとの意見があった。また、市町村支援を進める上で、支援内容

を書面でまとめることが、現場の実際の運用とは合致していないとの指摘もあった 

○ 都道府県指標で得点率の高い項目については、保険者機能として重要な指標であるため、継続的

に評価指標として設定すべきとの意見で共通していた 

 

⑥ その他 

○ 取組の実施有無や参加率の評価よりも、認定率の維持・改善を踏まえた事業展開、ターゲットを

－ 186 －



 

 

絞った事業評価、庁内外の関係機関との連携の深度、取組の多様性・新規性などを評価対象とす

ることが望ましいとする意見がみられた 

○ あわせて、高齢化が進展するなかで認定率を維持・改善することが実際には難しいこと、具体的

な評価方法（データのとり方、要因分析など）が確立できていないなど、施策を展開する上での

エビデンス収集の難しさに関する意見もみられた 

○ 都道府県に求める関わり（支援）としては、指標で求められていることと各市町村の取組が合致

しているのか、解釈や評価の視点を支援してほしいとの意見がみられた。また、自分の市町村（地

域）にとって、指標で求められている取組が「その地域にとって、本当に必要なのか」という視

点で助言がほしいとの意見が挙げられた 

 

（２）調査結果 

○ 結果の詳細は次のとおりであった。 

 

① 北海道・東北地域：第１号被保険者数規模＜３千人未満＞ 

  ※ヒアリング調査は令和４年度事業として実施。そのため、令和５年度時点の情報が中心となる 

概要 
総⼈⼝：３千⼈未満、⾼齢化率：50％以上、要介護認定率：15-20％ 
 
【⾃⼰評価の体制】 

代表

健康推進課
健康係

福祉課
地域包括⽀援係

（地域包括⽀援センター）

⾃⼰評価者

担当者

• 交付⾦の窓⼝
• 広域連合では、主に
給付、推計等のとり
まとめ等を担当

広域連合＆
構成市町村

係の代表

担当者 担当者

100歳体操を担当

①打合せ形式で⾃⼰評価︓各係の代表者が集まり、指標の解釈や留
意点の共通理解を持ったうえで、⾃⼰評価を⾏う

• 既存事業を把握できている代表者が⾃⼰評価を⾏うため、各事業の
担当者に改めて確認等を⾏う必要はない

• 厚労省から公表された結果を共有し、事業内容の⾒直し・対応策の
検討を⾏う

厚労省の公表後、
⾃⼰評価結果を共有

• 担当指標を整理
• 指標解釈の勉強会

 
 

①
⾃
⼰
評
価
⽅
法 

関係者  庁内は関係２課の２係。健康推進課健康係及び地域包括⽀援センターの専⾨職が担当となる 
 広域連合に属しているため、広域連合が評価する指標がある 

とりま
とめ⽅
法 

 関係２課の２係が打合せ形式で、評価の⽬的、留意点の共通理解を図ったうえで、既存事業
が評価項⽬に該当するか１項⽬ずつ確認・評価を⾏っている（所要時間は約３時間） 
 ⽇常的に連携を図っているため、２係の事業概要は相互に事前に把握できている 
 既存事業が評価項⽬に該当するかを確認する形式のため、全体を把握している係の代表者が

評価を⾏う。⾃⼰評価の過程では、特に各事業担当者にフィードバックは⾏う必要性は低い 
都道府  広域連合が評価する項⽬、各構成市町村が評価する項⽬を整理の上、担当分の評価を⾏う。
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県／他
の市町
村との
関わり 

広域連合では、主に介護保険給付や推計等のとりまとめ、給付動向の分析、計画に係る項⽬
を担当する 
 構成市町村が⼀堂に会して勉強会を実施し、指標の解釈や各取組の該当状況を共有・調整し

ている。相互に取組内容と評価指標の該当状況を確認することで、指標の解釈が深まり、得
点の向上につながっている 
 広域連合の交付⾦担当者に、カウンターパートとして相談できる点はメリットである。指標

等の疑問がある場合には広域連合を介すため、都道府県や地⽅厚⽣(⽀)局との直接的な関わ
りはない 

過年度
からの
変更有
無 

 関係課・係の連携が図れるように、平成30年度当初の評価⽅法から変更はない 
 これまでの評価⽅法の経緯を理解してもらうことで、⼈事異動があった場合も２係で⼀堂に

会して評価を⾏う⽅法を継続できている 

②
⾃
⼰
評
価
結
果
の
活
⽤ 

結果の
活⽤状
況 

 厚労省からフィードバックされた結果は、各係内で共有している 
 現在の取組が点数化されることで、更なる課題が明らかになる。事業内容を⾒直し、次回の

対応策につながるように、PDCAサイクルを意識して活⽤している。具体的には、毎年、事
業計画を策定しているため、次年度事業に反映できるようにしている 
 毎年策定する事業計画は、３年毎に策定する介護保険事業計画にも総括して反映できる形式

としており、国が掲げる⽬標を参考に事業内容を検討したり、また、国が設定している指標
や調査結果等に基づき、数値⽬標を設定している。国の⽰す内容をベースに、まちの特徴や
事情を踏まえて事業内容をブラッシュアップしている 

第９期
計画の
策定に
向けた
活⽤ 

 広域連合が取りまとめる介護保険事業計画のなかに、各市町村が重点的に取り組む事項や事
業ごとの取組内容、評価を掲載している 

③
⾃
⼰
評
価
結
果
へ
の
所
感 

全体を
とおし
て 

 評価結果が上位であったことは広報でお知らせし、新聞にも掲載された。新聞のコピーを配
付するなど、住⺠に周知を図ることで、モチベーションアップにもつながったと考えている 

R6 指
標の⾒
直しに
関して
(R5 年
度に追
記) 

 指標の内容が具体化されたことで、該当する事業をイメージしやすくなり、回答の負担感が
軽減するとともに、事業の評価、課題の整理ができるようになった 
 集計結果を受け点数が取れない指標をどのように展開するか担当者で考えるきっかけとなっ

た 

上位と
なった
理由 

 2025年までに地域包括ケアシステムの構築を⽬指すという⽬標が国から打ち出された際、市
としてどのように⽬標を達成するか議論になった 
 市としては、平成29年度頃に２年間にわたり、住まい・保健・福祉の関連部署が⼀堂に会し、

⽉１回の定例会議で相互に進捗状況を確認し、今後の展開を話し合う場を設けた。その際の
関係部署との連携がベースにあり、庁内連携が図られていると考えている 
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 定例会議では、地域包括ケアシステムの構築に向けて、各分野で相互に事業や役割を理解し、
⽬標設定を⾏い、誰が何をするのか役割分担がなされた 
 また、⽣活⽀援体制整備事業のコーディネーターの配置内容、配置後の連携の図り⽅などの

検討においては、社協や地域おこし協⼒隊など、制度的な理解を共通して持ってもらい、協
⼒を得たい外部関係者にも⼀緒に会議に参加してもらった 
 その結果、インセンティブの評価指標に、これまでの既存の取組が該当したものと考えてい

る。ただ、これまでは⽐較することがなかったため、実際に上位になったことについて、担
当者は驚いているのが正直な感想である 
 事業を展開するうえでは、住⺠のモチベーションアップと住⺠の視点が⾮常に重要であると

の気づきがあり、住⺠の意⾒を⼤切にしながら進めてきた 
 具体的には、事業に参加している住⺠へのアンケート、事業の準備・後⽚付け時などの雑談

から、住⺠の意⾒を係内で共有し、形にしていくことを⾃然と意識していくようになった。
住⺠の意⾒を基に事業を形にした場合は、社会福祉⼤会（年１回、社協主催）で⼤々的に発
表してもらうなど、結果の周知を⼯夫した。広く周知・評価することでモチベーションがア
ップし、さらに⾃主組織が⽴ち上がるなど好循環も⽣まれた 
 係同⼠の物理的・⼼理的な距離も近く、「住⺠の●●さんが、▲▲の組織でこんな話をしてい

た」という情報共有ができているため、好循環が⽣まれていると考えている 
 また、事業所の意⾒を基に、各事業所の従事者層まで予算が付きづらい認知症対応の学習会

を事業化した。結果的に、従事者の意識変容、離職率の低下、事業所内の連携強化がみられ、
この取組がインセンティブの指標として当てはまったこともあった 

⾃治体
の施策
／指標
の解釈 

 健康係で10年以上にわたって推進してきた、地区ごとの⾃主組織が運営する「いきいき百歳
体操」によって、健康意識の⾼い⾼齢者が多いことがベースにあることが⼤きい 
 事業への参加を単に促しても“やらされ感”が出て継続しない。何をもって⾃⽴⽀援、介護予

防かを考えた際に、住⺠の⾃主性が⾼まるような働きが重要と考え、住⺠の声を形にして、
意識付けすることを⼤切にしている 
 あわせて、⾏政が⿊⼦に徹するという意識も係内では共通しており、住⺠が主役という形で、

意⾒を吸い上げて事業展開していくことが、⾃⽴⽀援や介護予防につながっていると考えて
いる 
 コロナ禍でも、閉じこもり予防やフレイル予防をどう展開するか考えた際、外で安全に⾏え

る運動としてポールウォーキングに着⽬し、講師とともに地域をまわって広めた。健康意識
の⾼い住⺠によって⾃主組織も⽴ち上がり、現在でも継続されており、住⺠の⼒のすごさを
実感した 
 ⾃⽴⽀援型地域ケア会議では、事業所の関わりもある。総合事業対象者〜要介護２までを対

象に、各分野の専⾨職（近隣市町村の専⾨職にも協⼒を得ている）が集まり、⾃⽴⽀援の視
点でケアプランへの助⾔を受けている。本⼈には、ケアマネジャーを通じて助⾔内容をフィ
ードバックし、本⼈のやる気や気づきにつなげている。ケアマネジャーが継続的にモニタリ
ングを⾏い、モニタリング後も包括とケアマネジャーで話す機会を活⽤して本⼈の状態を確
認している 
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保険者
機能強
化のた
めに望
ましい
評価内
容 

 事業展開においては、住⺠の⼒を意識している。⾏政では知り得ない新しい気づきや住⺠の
⼒がある 
 国が⽰すアウトカムを含む指標は、効果や事業継続・変更の判断材料にもつながっているた

め良い。しかし、認定率の維持・改善も踏まえた事業展開や次年度以降に取り組むべき課題
の設定が必要だが、まだ結果に現れていない状況であり、不⾜していると感じる。⾼齢化率
が⾼い当市としては、後期⾼齢者が元気に住み慣れたまちで⽣活できるようにと考えている
が、なかなか結果が伴うものではない 

④
そ
の
他 

交付⾦
の活⽤ 

 各事業の講師派遣費⽤や事業経費として活⽤している 

指標に
ついて 

 点数だけでは伝えきれない部分がある。記載欄や提出資料を求められることで、事業計画を
⽰せる点が良い 
 R4指標とR5指標で⼤きな変更がなかったため、経年変化を⾒易くなるだろう 

 

② 北海道・東北地域：第１号被保険者数規模＜10万人未満＞ 

  ※ヒアリング調査は令和４年度事業として実施。そのため、令和５年度時点の情報が中心となる 

概要 
総⼈⼝：約25万⼈、⾼齢化率：30-35％、要介護認定率：15-20％ 
 
【⾃⼰評価の体制】 

 
①
⾃
⼰
評
価
⽅
法 

関係者  関係４課、とりまとめは⾼齢者福祉担当課が実施 
とりま
とめ⽅
法 

 ⾼齢者福祉担当課がとりまとめを担当。⾼齢者福祉担当課で、評価の分担を割り振った上で、
各担当者がQ＆Aをみながら評価を実施する 
 １項⽬のなかで、複数係や部局をまたいで評価する必要がある場合には、都度、相互に指標

の解釈を含めて確認を⾏っている。通常業務においても相互に連携して進めているため、評
価のために全体が集まる場は特に設けていない（⼀堂に会する必要性がない） 
 決裁過程で、部課⻑から指摘があった場合には再評価を⾏い、最終的には福祉担当部⻑の決

裁を経て県に提出する 
都道府
県／他

 県に指標の疑義照会を⾏うことはあるが、⾃市で⾏った評価内容に対して指摘を受けたこと
は特にない 
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の市町
村との
関わり 

 県の⽴場では、特に検証⽤のツールも全国結果も無い段階で、市町村からの提出後すぐに管
内市町村のエラー値を判断することは難しいと思われる 
 全国結果の公表後には、技術的助⾔（年１回１⽉頃に介護保険制度全般のヒアリングとして

実施）のなかで、インセンティブ交付⾦の評価結果も扱われる。他市町村の評価結果と⽐較
して、当市の取組が指標に該当するのではないかとの助⾔があり、翌年度に向けた参考とな
っている 

過年度
からの
変更有
無 

 評価⽅法は平成30年度当時から変更していない 
 インセンティブ交付⾦の評価のためだけに、数値を把握することはしていない。項⽬数とし

ては多くないが、通常業務のなかで客観的な数値を把握していない場合には、判断基準が担
当者の主観的なものとなる場合もある 

②⾃⼰評価
結果の活⽤ 

 第８期介護保険事業計画はビジョン達成型の内容として策定し、定量的に評価を⾏い、地域
包括ケア推進協議会に評価結果を説明している 
 令和３年度分の評価からは、６−７⽉に１カ⽉間をかけて、改めてインセンティブ交付⾦の

評価指標で評価し、介護保険事業計画の進捗管理に活⽤している 
 介護保険事業計画の数値⽬標が頭に⼊っていることで、様々な会議や予算要求の裏づけ資料

として活⽤することもある。どのような⽬的の下で各種取組が⾏われ、結果としての現状を
説明できる点がメリットとしてある 
 年度末に再評価することで、翌年度のインセンティブ交付⾦の評価時にすぐに活⽤できるだ

ろうと考えていたが、評価項⽬が毎年変更されるため、メリットにつながらなかった 

③
⾃
⼰
評
価
結
果
へ
の
所

全体を
とおし
て 

 介護予防の取組には注⼒して取り組んでいる。総合事業は早い段階で移⾏し、その際には制
度改正の趣旨として、お世話型の⽀援から⾃⽴⽀援へと⽀援の在り⽅が⾒直されたことを丁
寧に説明した。その点をベースに事業展開していることが⾼評価につながったと捉えている 

R6 指
標の⾒
直しに
関して
(R5 年
度に追
記) 

 分析や改善など、求められている取組の質と市町村の取組が合致しているかわかりづらいも
のもあったが、全体的に評価項⽬の減少やデータ活⽤もあり、調査⾃体は簡素化されたため
負担感は軽減されたと感じた 
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感 保険者
機能強
化のた
めに望
ましい
評価内
容 

 取り組まなければいけないことに取り組むことは当然だが、それ以上に地域の特性に合わせ
た地域独⾃の多様な取組をしている場合により⾼く評価されるような仕組みになると良い。
現⾏の指標では、新規性や多様な取組を評価する指標がない 
※当市では、AIによるケアプラン作成、家族介護者への激励⾦、聴こえの改善による介護予
防事業、⾒守りネットワークの構築、介護⼈材確保のため⽣産性向上のモデル事業などを実
施している 
 合計得点に基づいて交付⾦の配分額が決まり、次の事業展開につなぐ原資となる。交付⾦を新

規事業や既存事業の拡充に活⽤する市町村が評価されるような仕組みもあって良いと考える 
（アウトカムについて） 
 １つの事業で認定率の維持・低減といった結果が導き出されることはなく、様々な要因が複

雑に関係して表れる。数年ではなく、10年単位で施策効果をみていく必要があるのではない
か。現場の肌感覚では、計画３期・９年間ほどで事業⾒直しのタイミングになると感じる 
 ⾼齢者層が戦後に⽣まれた世代へと変わるなか、⾝体状況・健康に対する意識が変容してき

ていると感じる。前期⾼齢者は就労している⼈も多く、⼀定の健康知識も持っている。健康
教室は、⾃分の⽣活にどう落とし込めるのかを伝える必要があるなど、⼀律の内容では参加
者の満⾜度につながらないことが出てきた 

⾃治体
の施策 

 予防事業には注⼒しているため、その取組結果が反映されるように、⾃然体推計だけではな
く、施策効果も踏まえた⽬標値を定めている。⾼齢化の進⾏とともに認定率が⾼くなること
が⾃然だが、施策を講じることで現状維持とすることを⽬標とした 
 実際に、認定率は現状維持できている。複合的な要因があるため、これまでの取組の成果と

直結して判断することは難しいが、事業参加者数などからみれば効果があると捉えている 
 地域包括⽀援センターでは、介護保険サービスありきではなく、交流する場の選択肢として

通いの場等を提⽰している 
 総合事業のサービスCは、利⽤終了後に地域に戻っているのか、介護保険サービス利⽤にな

っているのか、２か⽉時点の状況を確認している。令和４年度からは、サービスCの事業所
と包括が利⽤修了者のところへ⾏き、⽣活状況や⾝体状況を確認するようにした。介護保険
ではなく、通いの場や⾃宅での運動や買い物、散歩など、活動し⾃⽴した⽣活ができている
かどうか確認している。そして⾃⽴した⽣活を継続できるような介護予防モデルの構築に向
けて検討している 

 認定率
が維持
できて
いる理
由（想
定）に
ついて 

 最も効果のある施策が何かという検証はしておらず、要因分析までは難しい 
 85歳以上の認定率は全国平均や中核市同⼠で⽐較した場合も低い。数年前に新規申請の却下

率を調べたところ、全国平均の約半分だったため、審査が厳しいというわけではない。県全
体で３世代同居率が⾼いため、要⽀援など少し⽀援が必要な場合には同居家族がいることで
申請に⾄らないということは可能性としてある 
 しかし、これらだけでは認定率の低さを説明できないため、これまで全市的に取り組んでき

た介護予防の取組が効果を発揮していると考えられる 
 当市では住⺠主体の通いの場（いきいき百歳体操）を展開しており、週１回以上の通いの場

は100か所以上ある 
 実施場所の公⺠館の予約は、毎⽉先着順で⾼齢者⾃⾝が早朝から当番制で並ぶ。⽤意された

場所にただ⾏くのではなく、⾃分たちで場所の確保を含めて⾏っていることは、単なる社会
参加というだけではない、魅⼒的な場所になっていることの表れと⾔える。そこまでしてで
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もやりたい、⾯⽩いという場に住⺠とともに作り上げてきた。元気⾼齢者が多い理由はそこ
にもあると感じている 
 通いの場を始める平成26、27年度のタイミングで各地区に⼊り、今後の⼈⼝構造の変化や介

護保険の⾒通しを住⺠にプレゼンした。そこで、住⺠の意識が「⾃分たちでやらないといけ
ない」と⾃分ごとへと変化したことが⼤きい。⾏政も住⺠の姿が⾒える中でどのような思い
で⽣活しているのかが分かり、介護保険に依存しているところが⾒えた 
 同時期に総合事業の移⾏準備を変更したが、開始にあたり介護保険への依存を解消するため、

⼆次予防事業を廃⽌し、元気あっぷ教室へ作り変えた。事業所には⾃⽴⽀援の理念を説明し、
当市の考えと合わないため実施しないというところもあったが、実際に関係機関や住⺠の声
を聞きながら制度設計できた点がよかった 
 地域コミュニティで地区の様々な組織で役割を持っている⼈、通いの場で運営側から参加者

側になる⼈など、60代・70代・80代が活躍できる展開ができていると感じる 
 地区公⺠館から、地元主体の運営となるコミュニティセンターに移⾏した点も背景としてあ

る。地元から館⻑を選出したり、職員を雇ったり、⾃分たちで事業を考えたりする中で、⾃
主防災組織など⾃然と地域ができあがっていく⾵⼟ができ、⾃分たちで何かやらないといけ
ないという意識のなかで住⺠主体の通いの場がうまくリンクしたと⾔える 
 介護保険事業所も、包括が事業所連絡会等を通じて関係性を築いていることもあり、通いの

場の実施場所として住⺠に活⽤され、地区との関係ができているところが多い。防災の炊き
出し訓練や避難場所などを地区で考えるような⾵⼟になってきている 

④
そ
の
他 

交付⾦
の活⽤ 

 第１号被保険者数が配分額に⼤きく影響するため、事業展開できるだけの財源にならない市
町村もある。交付⾦の使途⽬的に沿った活⽤かどうかも評価⽅法の⼀つとしてあると良いの
ではないか 
 ⼈材確保・育成では、県に総合確保基⾦があるが、市町村は１年前から協議を始めないと使

えないため、難しい⾯がある。インセンティブ交付⾦も⼈材確保に使える仕組みになると良
い 

指標に
ついて 

 ３年間の計画期間では評価しづらい項⽬がある。迅速な事業展開という点では良いが、実施
後に実績を踏まえて⾒直しを図る前に、次期計画のビジョンが出されるため、現場としては
追いつくだけで精⼀杯の⾯もある 
 指標全体の⽅向性が⼤きく変更されることはないだろうが、評価指標の数値を把握するよう

にしても、カウントの仕⽅が変更されることもあり、負担がある 
 地域包括⽀援センターは、実際に地域に出向き、サロンや通いの場で住⺠に対して話をした

り、⽣活⽀援コーディネーターと協働するなど、⼤きな働きをしている。その点がさらに評
価されると良い。また、介護予防教室の効果やケアマネジメントが適切なのか勉強会を開い
て検討しているが、施策が妥当かどうかを測る適切な指標がないのが現状である。評価され
ることでモチベーションアップにつなげられると良い 
 介護⼈材の確保・定着については、市町村が税⾦を投⼊して育成しても、職員が市外に転職

してしまうことはあるため、都道府県の役割ではないかという意⾒は当然ある。ただ、フッ
トワークやフィールドのことを考えると、県で全てに対応することは難しい。当市では国の
交付⾦を得て、モデル的にハラスメント研修や⽣産性向上、⼩中学⽣を対象とした介護の魅
⼒を発信する事業を⾏っている。県が主体となった場合に管内市町村全域に⾏き渡らせるこ
とは難しいと考え、意識的に取り組んでいるため、評価指標の項⽬として継続させてほしい 
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③ 関東信越地域：第１号被保険者数規模＜10万人以上＞ 

  ※ヒアリング調査は令和４年度事業として実施。そのため、令和５年度時点の情報が中心となる 

概要 
総⼈⼝：50万⼈以上、⾼齢化率：25-30％、要介護認定率：15-20％ 
 
【⾃⼰評価の体制】 

介護保険管理課 ⾼齢福祉課地域包括ケア推進課

⾼齢者の社会参加・⽣きが
いづくりを促進する取組み
や、介護や⽀援が必要な状
態になっても、住み慣れた
地域や家庭で安⼼して⽣活
が続けられるよう各種事業
を実施
総合事業のうち、サービス
Bを所掌

健康福祉部

在宅医療介護連携⽀
援センター

健康推進課

⾼齢障害部

介護保険事業課

とりまとめ

①各担当者が
⼀次評価

②各班主査が確
認→課⻑決裁

担当者

各班 主査

総合事業のうち、⼀般介
護予防事業を所掌

総合事業のうち、サービ
スAを所掌

③とりまとめ︓
必要に応じて担
当課と調整

各⾏政区

認定申請の受付窓⼝・認定審査会の開催、⼀般介護予防事業の各区における展開、地域包括⽀援センターの後⽅⽀
援を担う。本庁各課と関わりを有する。
該当状況調査の評価には直接関わらない

担当者

各班 主査

担当者

各班 主査

担当者

各班 主査

担当者

各班 主査

医療・介護・⽣活⽀援などを
⼀体的に提供するための地域
包括ケアシステムの構築に向
け、全庁横断的な体制の整備
及び政策⽴案を推進
地域包括⽀援センター、⽣活
⽀援体制整備事業、地域ケア
会議等を所掌

保険料の決定や介護サービ
スの給付等の事務の総括を
⾏う他、制度に関する広
報・啓発、統計の作成、介
護事業者における⼈材確保
の⽀援等を実施

⾃⼰評価

 
 

①
⾃
⼰
評
価
⽅
法 

関係者  関係者は健康福祉部と⾼齢障害部の５課・在宅医療介護連携⽀援センターで、とりまとめ担
当は介護保険管理課 
 令和４年度の該当状況調査では、住宅部局など健康福祉部以外にも、該当する取組の有無に

ついて照会をかけた 
とりま
とめ⽅
法 

 指標の⼀次評価者を各担当課に振り分け、前年度結果を添付したうえで依頼している 
 各事業の担当者の⼀次評価を各班の主査が確認し、課⻑の決裁を経て、介護保険管理課がと

りまとめる流れとなる 
 複数係・課に関連する項⽬は関係課全てに依頼し、それぞれの評価結果をみたうえで、最終

的に介護保険管理課がとりまとめを⾏う 
 評価にあたって関係者が⼀堂に会する場は特にないが、とりまとめ担当課で評価結果をまと

めた後、該当状況の確認・指標解釈の検討を⾏い、⾒直すべき点があればそれぞれの担当課
と打合せを⾏い、調整を図っている 

都道府
県／他
の市町
村との
関わり 

 ⾃⼰評価の過程では、県の関わりは特になかった 
 ３⽉に全市町村を対象としたオンライン研修会が開催され、管内市町村の該当状況や全国的

な得点傾向を踏まえ、指標の解釈に関する講義があった 

過年度
からの
変更有
無 

 平成30年度から、評価⽅法等の変更は特になし 
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②
⾃
⼰
評
価
結
果
の
活
⽤ 

結果の
活⽤状
況 

 ⼈⼝規模別の平均結果がみられると、参考になる 

第９期
計画の
策定に
向けた
活⽤ 

 国の⽅針、市の⽅針、現場の実際の動きの整合性が図られていなければ、計画との連動は難
しい。国が求めることと実際の動きのバランスをとる際に参考の⼀つになると良い 
 介護保険事業計画への掲載が、該当の判断基準となる項⽬があるのか注視している 
 指標で求められていることを理由に事業を実施するというような、得点を獲ることが⽬的に

ならないようにする必要がある 

③
⾃
⼰
評
価
結
果
へ
の
所
感 

全体を
とおし
て 

 令和４年度から令和５年度にかけて得点率が向上したが、令和４年度は低く評価し過ぎたと
捉えている。令和５年度は調査票のほかにも留意点やQ＆Aを読み込み、該当状況を判断する
時間を確保したことが得点率向上の⼤きな理由と考えている 
 様々な事業を実施しているが、得点率に結び付いていない印象がある 

得点率
が向上
した理
由（指
標別の
具体的
な取組
状況） 

●Ⅱ(5)③通いの場への65歳以上の⽅の参加者数 
 ⽣活⽀援コーディネーターが資源管理を⾏っており、毎年調査を⾏い、平均参加⼈数を確認

している。庁内他部局が所掌する団体も把握対象としたことで、⾏政として把握できる裾野
が広がり、得点率向上につながった 
 コロナ禍で休⽌中の団体もあるが、コーディネーターが活動⽬的や代替⽅法を検討し、地域

の⼈と話し合いながら活動を継続している団体もあった 
 他⽅で、コロナ禍をきっかけに、担い⼿や場所の問題が顕在化し、活動休⽌となった団体も

あった 
●Ⅱ(5)⑥介護予防と保健事業を⼀体的に実施している 
 令和４年度から職員を配置し、開始した。それ以前より、国⺠健康保険、保健事業の担当課

と地域包括⽀援センターが連携し、低栄養に関する事業を実施している 
 地域福祉課、健康保険課（国保担当）、健康⽀援課（保健事業担当）、各区の健康課（実際の

事業運営を担当）等が集まり、当市の介護予防事業について話し合うワーキンググループを
令和３年度から開催している。現状や課題を検討するなかで、各担当課の事業の概要を共有
した。政令市の場合、本庁と各区との意思の統⼀など、連携も⾮常に重要になる 

●Ⅱ(5)⑦関係団体との連携による専⾨職の関与の仕組みが構築されている／Ⅱ(5)⑧社会福祉
法⼈・医療法⼈・NPO・⺠間サービス等と連携した介護予防の取組を実施している 

 医療法⼈に委託している地域包括⽀援センターの場合、コーディネーターが⾃法⼈や圏域内
の医療機関とのネットワークを構築しているため、該当とした 
 ⾃⽴⽀援型地域ケア会議や多職種連携会議において、地域包括⽀援センターと医療職の連携

が図られてきたと捉えている 
●Ⅱ(5)⑩通いの場の参加者の健康状態等の把握・分析により、通いの場の施策検討を⾏ってい
る 
 各⾏政区の保健師が、住⺠から希望のあった場所を中⼼に訪問し、講話や体⼒測定等を⾏っ

てきた。⼀体的実施の開始によりポピュレーションアプローチをすることになり、把握して
いる通いの場（全市内1,000か所超）に⼀体的実施を開始した区の健康課の医療専⾨職が訪問
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している 
 ⽣活⽀援コーディネーターが実施する通いの場の実態把握調査で希望のあったところなど、

優先順位を決めて訪問している 
 コロナ禍や通いの場の参加者のモチベーションの低下・マンネリ化もあるなかで、健康課の

職員が訪問して講話や体⼒測定等を⾏うことによって、取組意義の⾒える化が図られ、住⺠
のモチベーションが上がっているという意⾒を聞いている 
 フレイルチェックリストも⾏っているため、ハイリスク者は個別⽀援につなげるなど、早期

に介⼊⽀援できる効果もあると考えている 
●Ⅱ(5)⑪⾃⽴⽀援・重度化防⽌に取り組む介護サービス事業所に対する評価を実施している 
 実施⾃体はまだだが、県内の近隣⾃治体が集まる会議でインセンティブ交付⾦指標の取組内

容を議題に挙げるなどして近隣市の取組内容を情報収集し、取組⽅法を模索している 
保険者
機能強
化のた
めに望
ましい
評価内
容 

 前向きに取り組もうと思える⽬標や指標が設定されると良い 
 単なる取組の実施/未実施や参加率よりも、ターゲットを絞った予防施策を評価する⽅が良

い。対象者に効果があったのかという観点から、事業評価をすべきである 
 健診で⼝腔機能がハイリスクとなった⽅を対象に、⼝腔ケアに関する事業を紹介するなど、

情報提供の強化を図った。保険者機能強化推進交付⾦の指標は、財政的なインセンティブの
ため、まず実施することが優先される傾向にあるが、市町村がターゲットを設定し、施策展
開や課題解決を図る⽅向にもっていく指標の⽅が良い 
 当市の介護予防事業や⽣活⽀援体制整備事業の⽬的を踏まえれば、認定率や給付費の低下は

アウトカムに位置付けられるだろうと考えている。しかし、認定率や給付費、被保険者数等
は確認しているが、介護予防事業によって認定率が下がるかどうかは判断しづらく、事業単
発で達成できるものではない。⾼齢化率、特に後期⾼齢者数が増加するなかでは、認定率を
下げる効果を⾒ることは難しい。「要介護認定率の維持」「悪化速度が緩やか」などが考えら
れるのではないか 
 ⽣活⽀援コーディネーター側からみると、相談時に介護保険を利⽤せずにインフォーマルサ

ービスで⾃⽴した⽣活が送れている点を評価できると良い。予防につながり、給付費も下が
り、ケアマネジャーの資質向上にもつながる。しかし、ケアプランをチェックできるシステ
ムがなく、ケアマネジャーにも報酬がつかない。また、地域包括⽀援センターも⼿⼀杯で、
予防プランを受けられるところが少ないことも課題である 

⾃治体
の施策
と認定
率が同
規模⾃
治体と
⽐べて
低い理
由（想
定） 

 施策運営としては、市の規模が⼤きいため、各事業を積み上げて地域包括ケアシステムの実
現を⽬指す⽅向にある 
 ⾏政主導のみで全体の予防施策を推進することは難しい。⾼齢者⼈⼝が約25万⼈いるなかで

市直営事業の参加者は数百⼈単位のため、介護予防事業が認定率の低下に本当につながるの
か、疑問は残る 
 通いの場に参加する⾼齢者の要介護認定率が低いのであれば効果があると⾔える。そのため、

⾼齢者のボランティアが体操教室を開催（市内200か所）しているが、その参加者1,000⼈程
度を対象にニーズ調査と同じ項⽬の調査を⾏い、フレイルに関連する項⽬を⽐較する予定で
ある 
 他の政令市と⽐べても通いの場の数は多い。地域とつながろうという意識が⾼いこと、地域

住⺠同⼠で⽀え合う部分が通いの場という形で反映されていると考えると、要介護認定率が
低い要因の⼀つとなっている可能性はある 
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 市内に1,000か所超ある地域の通いの場への参加率やアクセスの良さなどに主眼を置く必要
があると考えている 
 コロナ禍では⼈数制限をして事業を実施したが、同じ参加者が20⼈ほど集まるだけなど、実

施の効果や意味を改めて考える機会となった。直営事業は、ハイリスク者に対して専⾨職が
対応するなど、ターゲットを絞って展開する必要があると考えている 

（地域分析について） 
 KDBによる地域分析と地域資源の両⽅を⾒ながら、地区診断を⾏っている 
 ⾏政区でも給付実績の管理を⾏い、⼀体的実施では地区診断を⾏っている。また、通いの場

等の社会資源を地図上で確認できるサイトも構築している 
 しかし、健診結果を介護予防事業や健康増進事業にどのように反映させるのかを区単位で検

討することは難しい 
 地域包括⽀援センターの圏域ごとに地域関係者、⾃治会等の主要な関係者に、地域包括⽀援

センターが地域に根差した活動ができているか、課題があるのか聞き取りを⾏った。圏域の
広さや都市部と過疎化が進む地区など、市内にも様々な地域性がある。差を埋めるのではな
く、地域性に応じてどのように対応するかを検討している 

④
そ
の
他 

指標に
ついて 

 政令市直営の事業に参加できる⼈数と、規模の⼩さい町の直営事業に参加できる⼈数の割合
は異なるため、参加率や認定率を⽐較すると、政令市は得点が低くなると感じる 
 総合事業のうちサービスCは、利⽤が伸びず、また、他のリハビリのサービスで代替可能な

ため、令和３年度に廃⽌した経緯がある。サービスCの実施が前提の指標については、他の
類似機能を有する取組等でも該当となると良い 
 認知症施策など、国が求めるレベルが毎年度⾼くなっていると感じる。質を⾼める内容は、

⼩規模町村と⽐べてスピード感が異なるため、⼤規模市が得点を取り続けていくことが厳し
い項⽬もある。認知症発症者本⼈と⼀緒に企画するというレベルの⾼い項⽬は、何年か継続
的に取り組めるような位置づけが良い 
 指標同⼠がどのように連動していくべきかを意識して評価している。⽣活⽀援コーディネー

ターの場合、他の業務と連動させる必要があるが、どうすれば課を超えて連動が図られ、該
当項⽬を増やしていけるのか考えている 
 多様なサービスの定義は難しく、数だけで表せるものではない。⺠間企業との連携では様々

な課が関連し、また、⺠間独⾃の内容を⾏政が把握することは難しい。当市としては、総合
事業のサービスよりも、インフォーマルサービスの充実を念頭に置いているが、コーディネ
ーターが連携に寄与したことをどう評価するかが課題である。現在は、通いの場の数やコー
ディネーターが関わった新規創出数、協議体の設置数を把握している。ケアマネジメント⽀
援における評価も考えられるが、単なる実施数の評価に留まる可能性もある 

⽐較す
る市町
村 

 同じ政令市、なかでも⼈⼝規模が類似する市を参考とする。県内であれば中核市や近隣市、
特定分野で先進的な取組をしている市を参考にしている 
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④ 北海道・東北地域：第１号被保険者数規模＜１万人未満＞  

概要 
総⼈⼝：約５万⼈、⾼齢化率：25-30％、要介護認定率：15-20％ 
 
【⾃⼰評価の体制】 

係⻑

福祉課

担当者

地域福祉係 福祉相談係⻑寿⽀援係 介護保険係

担当者
⾃⼰評価者

③とりまとめ︓各担
当の⾃⼰評価結果を
とりまとめ

②⾃⼰評価︓⾃分の
担当箇所を記⼊して
回答

係⻑

係全体を⾒渡す⽴場。
第⼀層⽣活⽀援コー
ディネーター兼務

①担当の振り分け︓
⻑寿⽀援係、介護保
険係の各担当者に項
⽬を振り分け

地域福祉計画、社
会福祉法⼈、⺠⽣
委員・児童委員、
地域⾼齢者の福祉
などを担当

障害者福祉計画・障
害福祉計画、指定医
療機関・指定介護機
関に関すること、⽣
活保護などを担当

地域包括⽀援
センター

第２層⽣活⽀援
コーディネーター

④課内決裁

⾃⼰評価・
とりまとめ

⾃⼰評価者

⽼⼈福祉計画、⾼齢者虐待、在
宅福祉、地域⽀援事業、地域包
括ケア、介護予防などを担当

介護保険事業計画、被保
険者の資格管理、認定、
給付管理、介護サービス
の実施・評価、介護給付
適正化、介護保険事業所
などを担当

（委託）

 
 

①
⾃
⼰
評
価
⽅
法 

関係者  福祉課⻑寿⽀援係が介護予防事業や地域⽀援事業を所掌しており、とりまとめ部⾨となる 
 介護保険係では、介護の認定申請や介護事業を所掌する 
 福祉課の上記２係の各担当が⾃⼰評価を⾏う 

とりま
とめ⽅
法 

 ⻑寿⽀援係の係⻑が保険者機能強化推進交付⾦等の担当（２年⽬）。係全般の業務を⾒渡す⽴
場であり、第⼀層⽣活⽀援コーディネーターを兼務しているほか、地域包括⽀援センター等
との連携なども担当する（地域包括⽀援センターの運営そのものや、地域⽀援事業、⼀般介
護予防事業などは別の担当） 
 ⻑寿⽀援係と介護保険係の各担当者に、前年度分の評価結果、本年度分の調査票を⼀式渡し、

⻑寿⽀援係⻑１名がとりまとめている 
 今取り組んでいる内容をベースに、前年度分の調査から始めた新しい取組や、課題を解決で

きたかに着⽬して担当者が○×を判断している 
 各担当が評価で迷う場合には、とりまとめ担当である⻑寿⽀援係⻑と⼀緒に検討するほか、

回答後、県担当者から疑義照会を受けた分に関しては、改めて検討している 
 ⾃⼰評価にあたり、事業実績を基に評価を⾏うため、関係課・係の担当者が集まって話し合

うような機会はなかった 
都道府
県／他
の市町
村との
関わり 

 記載⽅法が分からない場合には、県担当者に照会している 
 前年度分の評価結果と照らし合わせて疑義照会が⼊るため、県の⽀援は有難いと感じている 
 介護関連の会議等があった場合に、他の市町村の担当者と令和６年度評価指標について⼤き

な変更があった点を話したことはあるが、評価にあたって特に相談などはしていない 

②⾃⼰評価
結果の活⽤ 

 都道府県内での位置づけの確認、⾃分の市町村の取組内容の特徴の確認、前年度からの取組
の進捗状況の確認に活⽤している 

－ 198 －



 

 

 ⾃⼰評価を⾏う⻑寿⽀援係、介護保険係、部課⻑に、回覧で結果を情報共有している 
 本交付⾦は、必ずこれだけの⾦額が配分されるという確証がないため、予算編成が難しい⾯

がある。令和６年度分の結果は前年度よりも評価結果が良く、⼤きく⾦額が下がることはな
かったため、結果を共有したところ安堵した反応だった 
 第９期計画の策定に当たり、第８期計画の検証を⾏った上で今後どのように取り組むのかを

検討する際、取組状況を評価する細かい指標結果は検討材料として活⽤できた 
 １年単位で評価結果が提⽰されるため、３年分の結果としてみたときに、取り組んできたと

ころと、反対に取組の弱いところが分かる。⼈事異動で⻑く同じ事業に携わることができな
いため、毎年度の調査を通じて事業内容について知る機会としても活⽤できると感じている 
 地域包括⽀援センターの機能評価結果については、地域包括⽀援センターの運営協議会があ

るため公表ができる。他⽅で、保険者機能強化推進交付⾦等の評価結果は、既存の会議体が
あるわけではなく、公表する場を設定できていない。仮に公表する場合は、調査項⽬が多く、
また、細かい結果まで公表相⼿が理解できるのか懸念がある。庁内で共有するにしても、福
祉部局でなければ聞き慣れない⾔葉が多いため、福祉課以外の部署への共有は考えづらい 

③
⾃
⼰
評
価
結
果
へ
の
所
感 

全体を
とおし
て 

 評価結果を○にするために取り組んだ訳ではなく、前年度の結果と⽐較しながら評価したた
め、ここまで順位が上がるとは想定していなかった。予防活動やその⽀援を活発化させたこ
とが、結果に結びついたのではないかと考えている 
 また、係内の専⾨職（保健師、理学療法⼠）が介護予防事業として⼀緒に地域に出向いたり、

⽣活⽀援コーディネーターと連携して取り組んでいることが、⾼評価に結びついたのではな
いかと考えている 

⾃治体
の施策 

 係内の専⾨職（保健師、理学療法⼠）や地域包括⽀援センター、⽣活⽀援コーディネーター
が、地域に出向き、⺠⽣委員や区⻑向けに⾃⽴⽀援や予防の視点について説明をしている。
新型コロナウイルス感染症が５類に移⾏したことで、住⺠の通いの場への意識が徐々に⾼ま
り、令和５年度は通いの場の⽴ち上げが多かった。専⾨職が、住⺠の介護予防への意識・気
運の⾼まりの醸成、地域の状況の把握を担い、その情報を施策に反映できるサイクルになっ
ていると考えている。第９期計画には、新たな評価指標として通いの場の⽴ち上げ⽀援事業
教室の参加者数を加え、住⺠の主体的な活動に対し、継続的な⽀援ができる環境にしている 
 来年度から第９期計画が始まる。これまで、⼀般会計と介護特別会計の各事業の連携が弱い

部分があった。今後は、⾼齢者の保健事業と介護予防の⼀体的実施事業を推進し、⼀般会計
で取り組んでいる⾼齢者のサービス事業に関しても、介護予防の視点をさらに強化し実施し
ていきたい 
 元気⾼齢者が利⽤する事業は、介護申請をすると利⽤できなくなるものもあり、⽀援が途切

れがちになるが、地域包括⽀援センター（第２層⽣活⽀援コーディネーターも配置）との連
携を強化しながら、⽀援が継続されるよう、取り組んでいきたい 
 また、地域包括ケアシステムの充実を図るため、地域包括⽀援センターの増員を図る予定 
 市役所職員は専⾨職ではないため、委託先の専⾨職との連携や情報交換は⼤事にしている。

地域包括⽀援センターに配置している第２層⽣活⽀援コーディネーターの経験や知⾒を頼り
にもしている 

④
令

全体  担当として、該当状況調査の実施は本年度が２回⽬だったため、前年度との照らし合わせが
できると考えていた。しかし、調査項⽬・回答様式が⼤きく変更され、どれとどれを照らし
合わせられるのかを検討するところからスタートしたため、前年よりも⼿間と時間がかかっ
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和
６
年
度
指
標
の
⾒
直
し
に
つ
い
て 

た 
 新旧対照表の提供や指標の説明動画などがあると良いが、最終的には⾃分⾃⾝で指標を読み

込んで、記載欄を記⼊していく必要があった 
⾃⼰評
価の難
しい指
標（ア
ンケー
ト） 

≪⽀援Ⅰ７ 多様なサービスの活⽤の推進に向け、実施状況の調査・分析・評価を⾏っている
か。≫ 

≪⽀援Ⅲ１ 地域の医療・介護関係者等が参画する会議において、市町村が所持するデータ等
に基づき、在宅医療・介護連携に関する課題を検討し、対応策が具体化されているか。≫ 

≪⽀援Ⅲ２ 在宅医療と介護の連携の強化・推進に向け、相談⽀援、研修会の開催といった具
体的取組を⾏っているか。≫ 

 いずれの事業も取り組んではいるが、前例踏襲になっているのではないか、PDCAサイクル
をきちんと回せていないのではないか、という思いがある。「分析・評価・改善」というプロ
セスで、どこまでを改善と評価して良いのか判断が難しいため、⾃⼰評価の難しい項⽬とし
て選んだ 
 各市町村で取り組んでいる事業が異なるなか、統⼀的な指標での評価は難しい。都道府県が

指標を作成して評価し、⽀援するとしても、その指標に合致した事業ができているかどうか
で判断されると厳しい。各市の特性を捉えたうえで評価されるのであれば良いが、県内の他
の市町村と横並びで評価されてしまうと、それぞれの地域性に対応できないと感じる。特に
医介連携の評価は難しい 

活動指
標群に
ついて 

 ○×を付ける体制・取組指標群は、調査票を全て確認して評価しているが、活動指標群のよ
うに他の調査から数値を参照して記載する部分は、つながりが分からないところがあった。
通常の業務で取り組んでいることとの結びつきを想定していなかった調査結果や、⾃⾝の所
掌範囲ではないため把握できていなかった介護関係の調査結果があった 
 他⽅で、評価とは関係なく実施された調査結果を反映させる⽅が、実態に近い結果になるよ

うには感じる 
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⑤ 東海・北陸地域：第１号被保険者数規模＜３千人未満＞  

概要 
総⼈⼝：約６千⼈、⾼齢化率：45-50％、要介護認定率：15-20％ 
 
【⾃⼰評価の体制】 

介護保険係

地域包括⽀援センター
（直営）

①分担して⾃⼰評
価︓係内の各担当と
包括、⼀部は健康対
策室に分担し、⾃⼰
評価

健康福祉課

⾃⼰評価・
とりまとめ

介護保険/介護認定/地域
包括⽀援センター

②とりまとめ︓介護
保険係⻑が、担当者
の⾃⼰評価結果を
チェックしとりまと
め

係⻑

担当 保健師

健康対策室
⾃⼰評価者

主任ケアマネジャー

③決裁︓課内で決裁

⾃⼰評価者

福祉係

ケアマネジャー

保健衛⽣/各種検(健）診/予防接
種/⺟⼦⼿帳

保険年⾦係
特定健診/後期⾼齢
者医療/国⺠年⾦/国
⺠健康保険

⽣活保護/児童・⽼
⼈/⺟⼦福祉/⺠⽣
児童援護/⾝体障害
者福祉

⾃⼰評価者

 
 

①
⾃
⼰
評
価
⽅
法 

関係者  健康福祉課のうち、介護保険係、地域包括⽀援センター（直営）のほか、⾼齢者の保健事業
と介護予防の⼀体的実施の関係で健康対策室が評価を⾏っている 
 地域包括⽀援センターは、保健師（正規職員）１名、主任ケアマネジャー（⺠間事業者から

の出向）１名、ケアマネジャー（会計年度任⽤職員）１名の体制となっている 
とりま
とめ⽅
法 

 健康福祉課のなかで、介護保険の給付関係、地域⽀援事業を所掌する介護保険係の係⻑がと
りまとめ担当者（在籍４年⽬）となる 
 介護保険係、地域包括⽀援センター、健康対策室で評価を⾏い、課内決裁のうえで提出して

いる 
 介護保険係で評価しづらい点は、地域包括⽀援センター職員と確認し合いながら評価を⾏っ

ている 
都道府
県／他
の市町
村との
関わり 

 在宅医療・介護連携の領域は、圏域内の近隣市町村の担当者会議のなかで、評価⽅法や評価
内容について相談し合う機会がある 
 コロナ禍以降に評価担当となったため、県主催の対⾯の説明会などはなかったが、毎年、疑

義照会や提出した評価内容の確認などは県から⾏われている 
 県主催の会議もあり、また、圏域に出先機関もあるため、当市の取組を把握したうえで、評

価結果の確認をしてくれていると感じている 
②⾃⼰評価
結果の活⽤ 

 新規事業の検討や既存事業の⾒直しのほか、未実施の項⽬について新規事業等の対応の検討
に活⽤した 
 未実施項⽬の対応の検討は、係内での評価・決裁の過程で、改めて取り組めているかどうか

を確認し、提出後に取り組めるかどうかを検討している。例えば、「公表」が求められている
項⽬については、市のホームページでの公開を検討するなどした 
 ⼈⼝規模が異なるところと結果を⽐較しても意味がないと考えている。⼈⼝規模の⼤きな県

庁所在地の市と同じような取組はできないため、順位は特に気にしていない 
 該当状況調査結果を介護保険事業計画の進捗管理にどのように活⽤すれば良いか分かりづら
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いため、活⽤の流れが分かると良い 
 県からは、全国結果等を図表化した資料が提供されている 

③
⾃
⼰
評
価
結
果
へ
の
所
感 

全体を
とおし
て 

 留意点の解釈もしながら評価指標は⾒ているが、満たしているのかどうか迷いながら評価し
ているのが実態である 

結果の
共有に
ついて 

 該当状況調査で、該当と評価した市町村の取組を情報提供してもらうことは⾮常に有難い。
検討段階で実際の事例を公表することが難しい場合があるのであれば、評価時点の⼀つの参
考例として⾃治体名を特定しない形で情報提供されるだけも良い。評価時に、○をしても良
い視点を様々な事例パターンからみられると良い。現在の留意点は読みづらい部分があるた
め、参考例は別のPPTなどでまとめてもらえると良い 

⾃治体
の施策 

 市内にリハビリ事業所がなく、専⾨職も少ないなか、市内の社会福祉法⼈（特別養護⽼⼈ホ
ームや障害者施設を運営）や隣町の病院、訪問リハの事業所の専⾨職を確保したり、県の専
⾨職派遣事業を活⽤したりしながら、各地区の通いの場に専⾨職を講師として派遣する事業
には⼯夫して取り組んでいる。スポーツインストラクター（運動⼠）も活⽤し、予防事業と
して体を動かす機会を増やそうとしている 

④
令
和
６
年
度
指
標
の
⾒
直
し
に
つ
い
て 

全体  該当状況調査で⾃⼰評価するのは、令和６年度分で４回⽬になるが、これまでで最も○×が
付けやすかった印象がある。項⽬数が減ったこと、また、内容としても○×を付けやすくな
ったと感じている 
 地域資源の多寡や評価の公平性の観点では、被保険者規模に応じた評価軸があっても良いと

感じている。第９期介護保険事業計画を策定するなかで、地域包括ケア「⾒える化」システ
ムでも近隣の同規模保険者と⽐較して現状分析を⾏っている。評価についても、同じような
規模感の⾃治体と同じ項⽬で⽐較することで、他の市町村の取組を参考にできる 
 同じ規模感という意味では、⾼齢者数の規模で良いのではないか 

活動指
標群に
ついて 

 認知症サポーター１⼈あたりの⾼齢者数の指標については、当市に置き換えればサポーター
10⼈と考えると、１⼈あたり290〜300⼈になる。サポーター１⼈あたりの⾼齢者数が少なけ
れば評価が⾼いということになると、得点のためにサポーター数を増やせば良いという感覚
になりそうで、本来の趣旨とは異なる。質や取り組んでいくプロセスを評価される⽅が、取
り組みながら交付⾦が配分されるという形になる。現⾏の指標では、交付⾦のために取り組
むような趣旨が強く出てしまうのではないか 
 市内に⼊院可能な医療施設はなく、訪問看護事業所は１つのみと資源が少ない地域になる。

⼊退院⽀援の実施状況は、元々の地域資源の多寡が地域によって異なるなかで、どのように
評価を考えるのかは難しい 

体制・
取組指
標群に
ついて 

≪推進Ⅰ４ 保険者機能強化推進交付⾦等に係る評価結果を関係者間で共有し、⾃⽴⽀援、重
度化防⽌等に関する施策の遂⾏に活⽤しているか。≫ 

 結果をどう共有して評価し合うのかが分からなかったため、⾃⼰評価の難しい指標として選
択した。得点や順位など数字だけで捉えられてしまうリスクもあるなかで、どのように共有
し、結果をどう施策の遂⾏に活⽤するのかというノウハウもない。課内や係内での共有で⾜
りるのか、外部も含めての共有とするとどのような場が良いのかなど、どのように考えれば
良いのか、評価しづらかった 

④ 交付⾦  交付⾦のための評価にしたくないという担当者としての思いがある⼀⽅で、⾏政としては取
組を頑張った分だけより多く交付⾦が配分されると助かる⾯がある。頑張った分が加算とし
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そ
の
他 

の活⽤ て交付⾦が配分されるのは良い 
 交付⾦を活⽤するために、分かりやすい資料提供があると良い。充当してはいけない事項な

ど条件もあるため、柔軟に充当できるような基準の緩和も検討してほしい 
都道府
県等に
求める
こと 

 可能であれば、評価時点で⾃⼰評価しづらい指標の評価基準を県から⽰してもらえると良い。
例えば、委託包括を評価するような指標が過去には多かったため、直営包括としてどのよう
に評価すれば良いのか評価の視点を知りたかった。○と評価しても⼤丈夫かどうか迷うよう
な曖昧な評価指標があった場合には、細かい説明を受けられると良い 
 また、評価指標で求められている取組が、本当に地域の実情にあったものなのか、そのよう

な視点でも県から助⾔があると良い。例えば、重層的⽀援体制整備事業についても、既に同
様の機能を有する⼩さな地域でも、新たに取り組む必要があるのかなど、地域性に即してい
ない指標もあると感じている 
 認知症関係では、県の伴⾛⽀援として認知症のキャラバンメイトの養成研修を⼀緒に取り組

んだ。県が主導して他の市町村と合同開催することで、⼀つの市町村ではできない規模で開
催できた。このように、市町村に寄り添った⽀援を受けられると良い 
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⑥ 九州地域：第１号被保険者数規模＜５万人未満＞  

概要 
総⼈⼝：約7.5万⼈、⾼齢化率：40-45％、要介護認定率：20-25％ 
 
【⾃⼰評価の体制】 

⾼齢者⽀援課

⾃⼰評価者

①割り振り︓介護
保険係、介護給付
係、包括ケア推進
係の各担当に所掌
の指標を振り分け

健康福祉部

⾃⼰評価者・
とりまとめ

⾼齢者福祉、介護予防・⽣活⽀援サー
ビス、地域包括⽀援センター、在宅医
療・介護連携、⽣活⽀援体制、認知症
総合⽀援等を所管

介護保険給付、介護
サービス事業所の⽀
援、介護給付の適正
化を所管

⾃⼰評価者

②⾃⼰評価︓各係で担当
者が評価

課⻑

包括ケア推進係 介護給付係介護保険係

④決裁︓上⻑が⾏う

打合せ形式で、
係内で評価結果を確認

⾼齢者施策・保健福祉、
介護保険事業、要介護者
等の認定等を所管

担当

③確認︓各担当が
記載したものを確
認し、疑義のある
点を確認

介護予防
担当

認知症
担当

医介連携
担当

 
①
⾃
⼰
評
価
⽅
法 

関係者  ⾃⼰評価は、⾼齢者⽀援課のみで実施している 
 介護保険係がとりまとめを担当し、評価指標を確認して該当する担当者に割り振っている 

とりま
とめ⽅
法 

 各担当者が該当状況を評価し、上⻑の決裁をとって提出する流れとなる 
 とりまとめ担当者（介護保険係）が、各担当者の評価結果を前年度結果と⽐較して確認し、

疑義がある場合には各担当に確認をとっている 
 指標の解釈で不明な点がある場合には、前任者や関係者と相談しているため、介護保険係で

は特に担当者同⼠が集まる機会は設けていない 
 地域⽀援事業の関連指標については、予防、認知症、医介連携と分野が広いため、分野横断

的な視点で評価するために、各担当者が評価した内容を包括ケア推進係内で持ち寄って確認
するプロセスを設けている 

都道府
県／他
の市町
村との
関わり 

 ⾃⼰評価時には、他の市町村の疑義照会結果のほか、情報提供の同意のある市町村分の評価
結果についても共有された。該当するかどうかの判断に迷った場合に、他の市町村分の評価
結果を参考にしている 
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②⾃⼰評価
結果の活⽤ 

 全国順位を公表しても分かりづらいため、県内順位を公表している。また、九州のなかで当
市よりも順位の⾼い市町村がどこかを整理して情報共有している 
 全国的に評価が⾼いことは、当市の取組が良い⽅向に進んでいることだと伝わりやすいため、

関係機関との協議の際に評価結果を活⽤している。特に、地域包括ケアシステムの構築はゴ
ールがなく、数字として結果が出せるわけではないため、取組が前進しているかどうかを検
討する際に活⽤している 
 地域⽀援事業に係る指標の結果については、⾮該当となった項⽬に取り組むべきかどうか振

り返りを⾏い、検討するためのツールとして活⽤している。×とした項⽬を全て○にするこ
とが当市にとって正しいことだとは考えていないが、⼀つの施策の⽅向性、物差しとして検
討材料にしている 
 特に地域⽀援事業は地域の実情に応じて取り組むものであるため、国が⽬指す取組を指標で

確認し、当市の⽬指す⽅向と合致すれば○になるように取り組んでいく考えである。例えば、
関係機関との連携に係る指標で挙げられた例⽰に、当市では連携の視点に⼊っていなかった
機関があった際に、新たに検討を始めたことがあった 

③
⾃
⼰
評
価
結
果
へ
の
所
感 

全体を
とおし
て 

 ⽣活⽀援体制整備の分野は、得点率が低い。当市では⽣活⽀援体制整備事業は難しい事業と
捉えており、結果に表れていると感じた 
 給付適正化の分野は得点率も⾼く、これ以上の充実は難しいため、今後はどうこの⾼い状態

を維持していくかという段階と捉えている。新たな適正化計画の指針に基づいてどのように
取り組んでいくか、検討している 
 介護⼈材の確保は喫緊の課題と考えている。試⾏錯誤しながら取り組んでいるため、評価と

しては該当としているが、有効な取組となっているかどうかという視点では、他の市町村の
取組なども参考にしながら充実させていきたいと考えている 
 毎年度、地域包括ケア「⾒える化」システムを利⽤して、地域の特徴の分析等を⾏っている。

外部有識者等で構成する審議会にも結果の報告等を⾏っているが、外部公表はしていないた
め、指標のうち公表部分は⾮該当になっている。今後、市⺠にいかに分かりやすく公表して
いくかを検討する必要がある 

結果の
共有に
ついて 

 全国結果が⾃治体にフィードバックされた際、当市が⾮該当とした項⽬について、他の市町
村の取組を参考にしたいが、情報がない。当市よりも上位の保険者の介護保険事業計画を確
認しているが、取組内容の記載が必ずしも潤沢ではないため、参考となる情報を提供してほ
しい 

⾃治体
の施策 

 介護保険事業計画に掲載している“軽度者等の推移”などの項⽬（事業対象者、要⽀援・要介
護認定者の変動、新規認定者の傾向など）の統計作業は毎⽉実施している。⼀般介護予防事
業の評価としては、新規認定者と状態悪化した者の推移をみる必要があるだろうと考えて設
定し、平成27年度から継続している。また、地域で頑張っている通いの場関係者（通いの場
の⽀援や住⺠サポーターの養成などに尽⼒している⼈たち）に、取組の効果を⾒える化した
いとの思いがあり、また、⾒える化することで関係者のモチベーションが上がった経緯があ
ったため、継続的なモニタリング項⽬としている 
 年間で改めて整理し、新規認定者や状態が悪化した⼈数の推移を作成し、維持できているの

かどうかなど、地域包括⽀援センター（委託型だが、市と同じ⽴場と認識）、認知症地域推進
委員、⽣活⽀援コーディネーター、市として注⼒している地域ケア会議の参加者などの関係
機関・関係者と共有している 
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 地域の関係者との意識共有・意⾒交換の場としては、地域ケア会議運営推進会議を活⽤して
いる。新規認定者の増加などの明確な要因分析にまでは⾄っていないが、推移に対してそれ
ぞれの⽴場から意⾒交換・議論できる環境づくりができている 

④
令
和
６
年
度
指
標
の
⾒
直
し
に
つ
い
て 

全体に
ついて
い 

 過年度は県に対して、評価指標の疑義照会を⾏ったが、令和６年度分については特に疑義照
会は⾏わなかった 
 評価指標が、保険者機能強化推進交付⾦と介護保険保険者努⼒⽀援交付⾦の２つの機能に分

化したことで、とりまとめ担当者としては分かりやすく、また、割り振りもしやすくなった 
 推進Ⅲ２「地域におけるサービス提供体制の確保や、⾃⽴⽀援・重度化防⽌、介護⼈材確保

に関する施策等の推進に当たって、庁内 ・庁外における関係者との連携体制が確保されてい
るか」は、各係に所掌がまたがるため割り振りとしては難しかった。実際にはそれぞれが回
答し、とりまとめて確認するというプロセスとした 
 ⾃分の担当係の業務が中⼼になるなか、全体を通してまとめるなかで、各係の業務の内容や、

それぞれの組み合わせでできているところが⾒えてくる側⾯もある。対話をしながら、各係
の業務を理解できれば、連携も図られる可能性はある 

活動指
標群に
ついて 

 認知症分野では、認知症サポーターのステップアップ講座の項⽬について得点できていない。
当市では、認知症サポーターは地域の理解者と認識しており、サポーターの養成はしている
が、そのサポーターとは別に実動者として住⺠サポーターを養成している。啓発としてはう
まく取り組めており、別の形でサポーターは養成できている。市町村独⾃の取組を指標化す
ることは難しいかもしれないが、現状としては指標の⽬的に沿った機能を有していても、指
標の定義から外れて評価されていない 

⑤
そ
の
他 

指標に
ついて 

 地域ケア会議は、開催回数という⽬標もあるが、開催にあたって地域包括⽀援センターが尽
⼒している。開催した分だけ意⾒を集約して地域課題をまとめ、発表し、関係機関の意⾒を
さらに集約して次に活かすという流れになるが、現⾏の評価項⽬・配点は多くないため、労
⼒と⾒合っていないように感じる 
 庁内外の関係者との連携については、⼀⽅的な介⼊ではなく、受け⼿の反応がみえる必要が

ある。１対１ではなく、複数の関係者と相互にやり取りできていると、連携が図られたと⾔
えるのではないか 

他市町
村の情
報 

 最近、他の市町村と横の連携を図る場や情報共有する場が少ない 
 他市町村の事例で参考にしたいと思う切り⼝として、当市の場合は「住⺠主体」「協働」が挙

げられる 
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⑦ 北海道・東北 

①該
当状
況調
査に
係る
⽀援 

県 の 体
制 

 ⻑寿社会課の中でインセンティブ交付⾦の指標に関する取組は基本的に完結している。在
宅医療・介護連携に関しては、別の担当課に照会し、とりまとめている 
 市町村の⾃⼰評価結果は、担当課内及び医介連携の担当課と共有している 

⾃ ⼰ 評
価 へ の
⽀援 

 令和３年度以降、市町村の⾃⼰評価時の流れに⼤きな変更はなく、国が⽰す調査期間内で
提出している 
 市町村に対しては、該当状況調査の提出期限を２回に分け、⼀次とりまとめ結果を全市町

村へ共有することで、相互点検及び評価の⾒直しの機会を国への提出前に設けている 
 また、県庁内でも各担当者が市町村の⾃⼰評価結果を確認する機会を設けている 
 各圏域内の近隣市町村において情報共有や意⾒交換する機会がある。その⼀環で把握した

内容を踏まえて、１回⽬のフィードバック時に市町村の評価結果に対して県から照会をか
けることもある 
 東北厚⽣局で開催された研修に参加し、国⽴保健医療科学院の講話を聴くことができて良

かった。また、インセンティブ交付⾦の評価結果を活⽤するツールが提⽰されたため、評
価⼀次締切結果をフィードバックする際に、ツールを活⽤した資料をあわせて共有した 

都 道 府
県 評 価
指 標 の
評価 

 ⻑寿社会課のなかで、⾃⼰評価している 
 建設部⾨や企画部⾨とも連携が図れる部分はあるが、現状では⼀堂に会して話し合うよう

な場は特に設けず、必要に応じて関係各課の担当レベルで意⾒交換を実施している 

②⾃
⼰評
価結
果の
活⽤ 

全 体 を
と お し
て 

 令和３年度当時は、市町村の保険者機能強化推進交付⾦に対する認識は低かったが、数年
が経過し、事業として浸透してきた。この評価結果が全てではないが、保険者によっては
ある程度⽬安として取組を考えているところもある 
 他⽅で、⼩規模市町村は交付⾦の配分額が少額なため、該当状況調査にかける労⼒に⾒合

わないという認識を持っているように感じるところもある。特に村は、意識していない可
能性がある 

結 果 の
共有 

 県独⾃の取組として、管内市町村の順位や偏差値などの評価⼀覧を作成して、市町村に配
付している。国が公表する結果とあわせて確認できるよう、あまり間を置かずに作成して
いる 
 結果の資料は、保険者機能強化推進交付⾦と介護保険保険者努⼒⽀援交付⾦を区分し、そ

れぞれ⽬標Ⅰ〜Ⅲごとに各指標群の点数と偏差値の図表を作成した 
 これまで、市町村からは結果に対する反応は特にない。そのため、翌年の保険者ヒアリン

グでは、この資料を基にヒアリングしている 
 市町村が提出した取組内容（該当する項⽬の根拠資料など）は、フィードバックしていな

い。全国的に得点率の低い項⽬の事例を情報提供する場合、当県の市町村は「事例で⽰さ
れた内容までは取り組めていないから、ずっと○にはできない」という考えになるのでは
ないか。参考事例を踏まえて、取り組んでみようという発想にはならないように感じる 

結 果 の
活⽤ 

 第8期計画の⽬標として、計画期間中に全国平均点まで引き上げるとして、具体的な点数
を定めていた。しかし、本年度は指標が⼤きく変更となってしまい、点数では⽐較ができ
なくなった。第9期計画では全国平均という⾔葉に留め、仮に指標の内容に変更があった
としても対応できるような⽬標として設定する予定である 

③⾒ 市 町 村  指標の変更による市町村の反応はまだ把握していない 
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直し
によ
る影
響、
⾒直
しに
対す
る意
⾒ 

評 価 指
標 

 得点率が下がったA市は、インセンティブ交付⾦に捉われることなく、町独⾃に様々な取
組をしている。R6結果をみると、成果指標群で得点できていなかったようだが、⾃分た
ちの取組がダメだったという捉え⽅はしていないだろうと想定している 
 B市は、管内保険者ヒアリングの際に、⾃分たちの取組を考える際のツールとして評価指

標を活⽤したいとの話を聞いたため、２年連続で得点率が⾼いのだろうと推測している 
 体制・取組指標群と活動指標群を組み合わせて市町村の位置づけをみると、県の⽀援対象

の市町村と近い印象を持った。ただし、⽀援の優先順位が⾼いと思われる市町村があった
としても、特に村の場合は⽀援を受けること⾃体が負担になる可能性もある。また、好事
例・⾃⾛可能に位置づけられている市町村の話を聞いているところでは、課題を抱えてい
るところも多く、実態と乖離している 
 体制・取組指標群及び活動指標群ともに全国平均を下回っている市町村でも、特定テーマ

において先進的に取り組み、好事例の候補になっているところもある。積極的に取り組ん
でいても得点に結びつかないところや、指標を狭義に解釈して⾮該当としている市町村も
あるなど、必ずしも結果と実態は直結していない 

都 道 府
県 評 価
指標 

 成果指標群の得点率が良かったことで、当県の順位が⾼くなったと捉えている。⼀⽅で、
市町村は成果指標群の得点率が良いわけでなく、管内市町村の全国順位も低下傾向にあ
る。市町村の点数の積み上げで都道府県の評価結果が作られる部分が⼤きいと考えていた
ため、令和６年度の結果が良かった理由が分析できていない 

≪都道府県の各指標で⽤いられている「⽀援⽅策」について≫ 
 いずれの項⽬においても、特に分かりづらい点はなかった 
≪得点率の⾼い項⽬≫ 
 認知症、在宅医療・介護連携の領域は全般的に当県では得点できていない。２分野に関し

ては取組が不⾜していると捉えているため、指標云々というところには⾄っていない 
④市
町村
⽀援 

⽀ 援 体
制 

 介護保険チームでは事業計画や保険者機能強化推進交付⾦など全般的な事項を所掌する
なかで、保険者⽀援事業に取り組んでいる。計画の進捗管理の⼀環として、個々の保険者
からテーマを限定せずに介護保険全般について保険者としての困りごとや課題を把握し、
地域の実情にあわせた⽀援に取り組むこととしている 
 別チームでも、県社協に委託して専⾨職を派遣する事業など、地域⽀援事業を中⼼に市町

村⽀援に取り組んでいる 
 ２チーム間の情報共有を⾏い、協働することもあるが、事業としては別建てとしている。

介護保険チームで把握した課題が地域⽀援事業に関する内容だった場合には、別チームの
事業の活⽤を勧める場合もある（地域⽀援事業が課題の場合に全て別チームの事業を活⽤
するといった画⼀的な対応ではない） 

⽀ 援 内
容 

 令和３年度から、県から市町村に声掛けをして、３年間継続的に伴⾛する市町村⽀援を⾏
ってきた。⽀援対象の選定時には、介護保険料の⾼いところ、保険者機能強化推進交付⾦
の評価結果のうち特定の項⽬で得点率の低いところなどに着⽬して声掛けを⾏い、現在は
４保険者を対象に実施している 
 ⽀援アプローチとしては、底上げ型に位置付けられる 
 市、町、村いずれも⼈が不⾜しているという意⾒は聞くが、村の場合は、職員１⼈で介護

保険、⽣活保護、障害福祉などを担うような場合もあり、不⾜の意味合いが異なる。また、
評価結果、体制のほかに、担当者の「やる気」も関係するため、数字だけでは測れない部
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分がある 
 数年間、県と市町村の担当者同⼠で同じ⽬標に向かってこまめにコミュニケーションをと

ってきたことが、現在に結び付いているという思いがある。次年度以降も市町村への伴⾛
⽀援を継続していきたいと考えているが、第９期計画の進捗管理というアプローチで、市
町村と⼀緒に考えていきたい 

⑤その他  毎年実施している管内保険者ヒアリングでは、障害福祉や社会福祉などの福祉部⾨との連
携は可能でも、他部局との連携は図りづらいとの意⾒を聞く 

 

 

⑧ 関東信越：県 

①該
当状
況調
査に
係る
⽀援 

県 の 体
制 

 介護保険・地域包括ケアの担当課が所管している 
 市町村分のとりまとめは同課のうち地域包括ケア担当（地域包括ケア関連を所掌）が担っ

ている 
 都道府県分は同課の介護保険担当（適正化等をメインで所掌）が全庁照会のうえでとりま

とめている。ただし、地域包括ケアに関連する指標は地域包括ケア担当が評価を⾏うこと
になっており、さらに複数課にまたがる指標に関しては、地域包括ケア担当から各課に照
会をかける流れとなる 
 そのほか、住まい、介護⼈材の部署も関連する 

そのほか
の関係機
関 

 令和５年度は、関東信越厚⽣局主催の研修会の⼀テーマとして、保険者機能強化推進交付
⾦が取り上げられ、現地参加で情報交換ができたため良かった。厚労省担当者からの⾏政
説明や質疑応答もあり、役⽴った 
 市町村から地⽅厚⽣局に出向しているケースもあるため、地⽅厚⽣局に保険者機能強化推

進交付⾦の関係でも関わってもらえると市町村にとっても良いのではないか 
⾃ ⼰ 評
価 へ の
⽀援 

 市町村に該当状況調査を配布する際には、指標の中に都道府県の取組によって市町村が⼀
律に該当と評価できる項⽬を情報提供している 
 市町村から提出された評価結果は、添付資料と記載内容が整合しているか⼀つ⼀つ確認し

ている。その過程で、該当と評価しても良い項⽬があれば、市町村に対して随時アドバイ
スなどもしている 
 上記の確認体制は主担当と副担当の３名制で、市町村ごとにチェックしている 

都 道 府
県 分 の
評価 

 会議体を改めて設けることはないが、各担当部署とやり取りをしながら評価している 
 各担当部署の評価結果を地域包括ケア担当で確認し、⾮該当の項⽬で該当に修正できる場

合には、各担当部署と調整を⾏っている 
 介護保険担当も同様に、地域包括ケア担当と相談しながら各課と調整している 

②⾃
⼰評
価結
果の
活⽤ 

市 町 村
の 評 価
結果 

 市町村分の結果は、全体のなかでの位置づけを確認する資料として活⽤している 
 また、毎年度、春から夏にかけて全市町村を訪問して、現状や課題を把握するためのヒア

リングを実施している。令和５年度には、全市町村への訪問ヒアリング時に、各市町村の
保険者機能強化推進交付⾦の評価結果を持参し、結果について意⾒交換の時間を設けた。 
 ヒアリングに参加する職員によって反応は異なるが、課⻑級の数字に対する反応は良い。

他⽅で、現場の担当者の反応は様々で、「結構頑張っているつもりだが、インセンティブ
の項⽬には当てはまらなかった」という意⾒を聞くこともある 
 特に、⽣活⽀援体制整備事業は、独⾃の取組を⾏っている市町村も多いため、評価指標に
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該当するかどうか迷って、⾮該当にしている場合もあるのではないかという印象を受けて
いる 
 フィードバック資料は、国からの情報提供や地域包括ケア「⾒える化」システムから出⼒

して作成した。仮に、県独⾃で作成する場合には、順位だけで市町村を評価できるわけで
はないため、県から市町村に⽰しても良いものかが悩ましい 
 他県との状況⽐較としては、詳細な⽐較はできていないが、総合得点などをみている。同

規模⾃治体を⽐較対象として、例えば、伴⾛⽀援の有無や総合得点の⽐較、各取組の得点
率の⽐較などをした。関東圏域で開催される協議会等で担当者に会った際にお話をした
り、資料提供をお願いしたいと考えている 
 直近では、独⾃の評価指標を積極的に活⽤している県とやり取りをした 

都 道 府
県 の 評
価結果 

 都道府県の評価結果は、庁内で共有している。該当状況調査を１年に１回⾏うことで、各
課がどのような取組をしているのか把握することができる。また、それらが上⼿くマッチ
ングすることで、庁内の横の連携の促進のきっかけにもならないかと考えている 
 来年度に新規事業として⽴ち上げるデータ分析事業のヒントにしている 
 来年度から始まる次期計画の指標として、「⽣活⽀援コーディネーターとともに、協議体

等を活⽤しながら地域の課題を分析・評価している市町村数」を掲げる予定であり、イン
セティブ交付⾦の評価指標を基に設定した 
 また、令和５年度のインセンティブ交付⾦指標にあった地域ケア会議関連の内容を踏ま

え、県でも指標にする予定である。今後、県独⾃に実施している市町村調査に改めて項⽬
を⼊れて把握する予定である 

③⾒
直し
によ
る影
響、
⾒直
しに
対す
る意
⾒ 

市 町 村
評 価 指
標 

 令和5年度と令和6年度の指標を⽐較したときに、市町村の順位や得点率で⼤きく印象が変
わったところはなかった。市町村の状況からみても、特にそれほど乖離はないという印象
である 
 例年、該当状況調査の時期には市町村から多くの質問が寄せられるが、本年度は少ない印

象を受けた。迷う項⽬が少なくなり、分かりやすい評価項⽬になったのではないかと考え
ている 
 A町からは、県との意⾒交換のなかで、同⼀圏域で同じ取組をしている場合があるため、

圏域の市町村でインセンティブ評価をテーマに勉強会を開催してはどうかとの意⾒が挙
げられた。勉強会を通して、各市町村でバラバラになっている評価を揃えて、底上げを図
ろうという趣旨だった。評価指標への意識が⾼まったことが、結果の改善につながってい
る可能性がある 

都 道 府
県 評 価
指標 

 令和６年度指標から配点に占める⼈材の割合が⾼くなったが、⼈材については他の補助⾦
を活⽤して事業を実施しているため、保険者機能強化推進交付⾦を充当していない。住ま
いや介護⼈材の領域は、介護保険担当が調整しているが、積極的な協⼒が得られにくく、
照会もしづらい状況にある 
 また、活動指標群には⼈材に関する項⽬が多く挙げられているが、県の努⼒で成果を得ら

れる事項では必ずしもないと考えている 
≪都道府県の各指標で⽤いられている「⽀援⽅策」について≫ 
 「⽀援⽅策」の定義が分からず、昨年度は疑義照会をした。本県としては、各市町村に対

してオーダーメイド型の伴⾛⽀援を重視してきた。市町村ごとに⽀援する⽅針は異なるた
め、県で統⼀的な⽀援⽅策ということなのかとも感じた。各市町村と⽀援⽅策を調整して
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⼀緒に協議して考え、簡単なワンペーパーとして⽀援内容を記載する形で問題ないか確認
したことがあった 
 このスタンスそのものは、今後も同様の取り扱いにしてほしい。他の都道府県では、しっ

かりとした⽀援⽅策でなければ⾮該当になると捉えている可能性もあるため、ＱＡで補⾜
する形で、もう少し噛み砕いた表現や、例えば「市町村の⽬指す姿」という⽂⾔の⽅がイ
メージできるかもしれない 

≪得点率の⾼い項⽬≫ 
 基本的な事項として取り組むべきことであれば、指標として残しても良いのではないかと

考えている。この指標をみて、都道府県として取り組まなければいけないと判断している
部分もある 
 実務的な話としても、指標が変更されると交付額も変わる可能性があるため、3年間はで

きれば指標は継続してもらえる⽅が良い 
④そ
の他 

交 付 ⾦
の 活 ⽤
に つ い
て 

 地⽅厚⽣局の研修では、交付申請時の使途対象など実務的な話もできて良かった。市町村
は基本的に特別会計に充当しているようで、なかなか有効な活⽤ができていない、活⽤の
仕⽅が分からないという状況もある。実際の活⽤事例に加え、活⽤が進むような実務的な
質疑応答の機会があると良い 
 ＱＡについても、さらに充実が図られると良い 

その他  曖昧な基準については、ＱＡで充実を図ってもらえると良い 
 市町村から、地域包括ケアシステム構築の⽬途が2025年であることから、何らかの基準

や指標はないかとの質問を受けることがある。“保険者機能強化”のため、地域包括ケアシ
ステムとは完全にイコールではないが、地域包括ケアシステムの構築状況や進捗状況を測
るものとして活⽤して良いものか迷う 
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⑨ 近畿：県 

①該
当状
況調
査に
係る
⽀援 

県 の 体
制 

 ⾼齢福祉所管課、健康づくり所管課、リハビリテーション所管課が市町村⽀援を担当
し、⾼齢福祉所管課の総務担当係がインセンティブ評価のとりまとめを担っている 
 コロナ禍前は、保健所が⼩規模市町村の多い圏域で調整する場合もあったが、現在は

⾃⼰評価の過程で関与は求めていない 
市 町 村
の 評 価
と結果 

 厳密に該当状況を評価する市町村もあれば、広義に解釈して該当状況を評価する市町
村もあり、市町村によって評価スタンスが全く異なる 
 特に過去に会計検査で指摘を受けた市町村は、県の想定よりも低い得点になっていた

ことがあった。根拠資料の指摘を受けた市町村では、膨⼤な資料を⽤意し、その資料
に基づいて該当状況を評価していたため、結果的に得点が低くなっていた印象がある 
 実際よりも得点が低いと感じた市町村では、評価指標の留意点を厳密に解釈し、⾮該

当と評価していた 
 評価結果と実際の取組状況の乖離について、市町村を通して⼀般化できる傾向がみら

れるわけではない。県として把握している内容を踏まえて、指標の解釈や該当（ある
いは⾮該当）と評価した理由を確認している 

⾃ ⼰ 評
価 へ の
⽀援 

 市町村から調査票が提出された段階で、⾼齢福祉所管課の各係に展開し、所管する事
業に関係する項⽬のチェックを依頼している。基本的に⾼齢福祉所管課内で確認して
いるが、住宅部局、リハビリテーションセンター等の関係部署にも確認を依頼してい
る 
 県で市町村の取組を把握していて市町村が⾮該当と評価している場合や、明らかに解

釈が誤っている場合に指摘してもらっている 
 関係係・部署の確認と市町村における修正作業を何回か繰り返した上で、とりまとめ

て厚労省に提出している 
 令和６年度評価の確認にあたっては、主担当者と副担当者を置き、管内市町村を半分

ずつ担当した。主担当者と副担当者の間での乖離が出ないよう、最後には主担当者が
全ての市町村の結果をチェックしている 

②⾃
⼰評
価結
果の
活⽤ 

市 町 村
結 果 に
ついて 

 令和４年度に実施した市町村ヒアリングでは、市町村の評価結果を事前に確認し、ヒ
アリングで聞くべきポイントを検討する際に活⽤した。得点の低い領域、よく取り組
めている得点の⾼い領域の両⾯から確認している 
 現⾏の介護保険事業⽀援計画に引き続き、次期計画（令和６年度〜）においても、全

市町村の評点が全国平均を上回ることを、市町村⽀援の評価指標（⽬標）として設定
している 
 第７期計画に市町村⽀援の評価指標として、市町村のアンケート結果（県の⽀援が役

⽴っているかどうか）を設定していたが、担当者の主観的な感想という印象が強く、
より客観的な指標としてインセンティブ評価結果を採⽤した 
 全市町村の評点が全国平均を上回ることは難しく、また、県として特定の何かに取り

組めば市町村の得点が必ず向上するというような指標ではないが、県全体の市町村⽀
援を測るための参考情報と捉えている 
 市町村⽀援の観点で市町村分の評価結果を計画の指標に定めているため、都道府県分

の評価結果は特にこだわって活⽤しているわけではない 
結 果 の  令和６年度結果で前年度と⽐較して得点率の⾼い市町村があるが、アウトカム指標の
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振 り 返
り 

影響によるものと捉えている。恐らく、算定基準年が変わることで、数値が⼤幅に変
動したものと考えている。算定基準年が１年変わることで、順位や評点に⼤きな影響
が出ることを考えると、適切な指標と⾔えるのか検証が必要である 

③⾒
直し
によ
る影
響、
⾒直
しに
対す
る意
⾒ 

市 町 村
評 価 指
標 

 令和6年度の評価結果を、体制・取組指標群と活動指標群を組み合わせて市町村の位
置づけを確認するプロットに落とし込んだ場合、管内市町村の多くが好事例候補・⾃
⾛可能な象限にプロットされ、⾼く評価されている点は県として喜ばしい。しかし、
あくまで市町村の⾃⼰評価という側⾯や、実際に各市町村の担当者と意⾒交換するな
かで⾒聞きしていることを踏まえると、実態とのギャップを感じる 

都 道 府
県 評 価
指標 

≪都道府県の各指標で⽤いられている「⽀援⽅策」について≫ 
 交付⾦の算定基準である以上、紙など形が残るものでの確認となる趣旨は分かるが、

現実の市町村⽀援は何が何でも紙に残すというものではない。ヒアリングで広く聞き
取ったものの中から、現場と調整し、事業の中で進めているようなことが多々ある。
都道府県の⽴場では、市町村⽀援の経過や⽬標を刷り合わせた点を紙として残すこと
は厳しい⾯がある。何かしら該当しそうな根拠資料を毎回探しているが、実際の⽀援
の進め⽅とは合っていない。委託事業を含め、予め⽬指すところを定めて年間スケジ
ュールを組んで進めるものもあるが、⽇常的な業務やセミナーの中で、市町村の声を
取り⼊れるようなものもあり、紙として残しづらいものの⽅が多い 

≪全ての都道府県で得点率の⾼い項⽬≫ 
 全て都道府県として⼤事な指標であり、⼤事な項⽬だからこそ該当するものと評価し

た結果、得点率が⾼くなっているのでは。評価指標としてある⽅が良い⾯もある 
 認知症の評価指標も同様で、ア〜オは全て⼤事な視点である。だからこそ、どの都道

府県も該当と評価して、差が付きにくいのだろう。ただ、これらを落とす代わりに他
に追加すべき項⽬はすぐには思いつかない 

④評
価指
標 

各 指 標
に つ い
て 

 主観的な評価は、担当者によって変動があるため、取り扱いが難しい。もちろん参考
にはするが、実際に、在宅医療・介護連携のアウトカムなどの評価がしづらい。サー
ビス量や連携⾯をレセプト等のデータで評価するところも⼤事であり、同時にそれら
と取組とがつながっているかという部分もみられると良い 

県 の 市
町 村 ⽀
援 の 機
能 と し
て、重要
な点 

 インセンティブ評価結果だけでなく、各分野の国調査が⾏われている。各分野の調査
結果も、各事業の視点でも、総合的な視点でも参考にしている。また、調査の回答だ
けでは、市町村が何に悩んでいるのか具体的なところまでは⾒えてこないため、定期
的なヒアリングを実施し、現状を把握する必要がある 
 また、総合的なアプローチとしては、ターゲットを絞って特定の市町村の⽀援を⾏う

こともあるが、成功事例に限らず各事業において各市町村の取組プロセスを共有する
ことで、市町村が相互に意識し、全体を引き上げるようなアプローチとしている 
 地⽅厚⽣局の研修会で他の都道府県の取組を聞くことがあった。⾒える化システム等

も含め、市町村をしっかりと量的に捉えて、どの市町村にアプローチしていくのか、
県全体としてどこが弱く、重点的に取り組む必要があるのかをしっかり把握すること
を丁寧にされていると感じた 
 令和５年度は、市町村が持っている介護予防・⽇常⽣活圏域ニーズ調査や在宅介護実

態調査等をとりまとめ、その実態を資料にして、研修会で講師から説明をした。研修
会では、グループワークも⾏い、市町村間の情報共有も図った 
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⑤市
町村
⽀援 

⽀ 援 ⽅
針 

 在宅医療・介護連携の領域は、⾃⼰評価結果をみても良い点数だという印象がある。
県でも丁寧にヒアリングを⾏い、そこで把握した困りごととして昨年度は「看取りに
向けた取組に、どうリンクしていくか」が挙げられた。それに対して、「こういうふ
うにしていきましょう」という研修ではなく、「市町村として何を⽬指していくのか」
「⽬指すものがどのような事業につながっていくのか」について、ロジックモデルに
基づいて考える機会として研修と個別⽀援を実施した 
 特徴的な取組としては、在宅医療・介護連携の研修時に、在宅医療・介護連携の担当

者に加え、在宅医療・介護連携コーディネーター、認知症コーディネーター、⽣活⽀
援コーディネーターの３⼈をあわせて呼ぶ点である（市町村によって参加有無は異な
る）。各エリアの状況や現状をよく把握していること、各事業単体では解決しない領
域のため、3コーディネーターを対象に働きかけしている。⾃分の市町村が何を⽬指
して取り組んでいるのか、また、⾃分の担当としてはどういった事業に結びついてい
るのか、担当者同⼠でできることは何かを横断的に考える機会を何年も前から作って
いる。事業創設時に、各市町村を訪問し、3コーディネーターに集まってもらい、個
別に現状を聞いてワークする機会を丁寧に重ねたことで、各市町村に考え⽅が浸透で
きたと考えている。「こういう事業をしましょう」ということではなく、「何を⽬指し、
どのような取組が市町村ごとに必要なのか」につながるようにと考えて実施してい
る。市町村によっては3コーディネーターが定期的に集まって情報交換する機会を設
けるなど発展しており、意識づけや定着が図られている点は⼀つの成果と捉えている 
 県庁OBからアドバイザーのように助⾔をもらいながら、これまでの取組を積み重ね

て今の体制が取れている点も⼤きい 
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参考資料１ 交付金活用事例一覧 
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●令和４年度 事例一覧
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■
令
和
５
年
度
交
付
金
の
活
用
事
例

＜
市
町
村
＞

会
計
等
の
区
分

自
治
体
名

（
広
域
連
合
名
）

第
1
号
被
保
険
者

規
模

事
業
名

事
業
分
類

■
事
業
開
始

年
度
（
西

暦
）

総
事
業
費

事
業
の
対
象

事
業
実
施
に
至
っ
た
背
景
、

ニ
ー
ズ
把
握
の
方
法

事
業
に
取
り
組
ん
だ
具
体
的
な
背
景
（
課
題
意
識
）

事
業
の
内
容

見
込
ん
で
い
る
成
果
（
具
体
的
な
内
容
、
評
価

方
法
、
達
成
年
度
の
目
途
）

一
般

会
計

事
業

山
形

県
山

形
市

1
0
万

人
未

満
聴

こ
え

く
っ

き
り

事
業

既
存

事
業

の
拡

充

/継
続

的
な

事
業

2
0
2
2

4
,1

6
3

●
要

支
援

・
要

介
護

認
定

者
、

総
合

事
業

対
象

者

●
高

齢
者

・
国

内
外

の
研

究
結

果
に

よ

る
（

ラ
ン

セ
ッ

ト
、

老
化

に

よ
る

長
期

縦
断

疫
学

研
究

）

山
形

市
が

目
指

す
健

康
医

療
先

進
都

市
の

確
立

に
向

け
て

、
ヒ

ア
リ

ン
グ

フ
レ

イ
ル

の
予

防
、

早
期

発
見

及
び

早
期

対
応

を
行

う
こ

と
が

、
介

護
予

防
・

認
知

症
予

防
に

つ
な

が
る

こ
と

に
注

目
し

、
事

業
に

取
り

組
む

こ
と

と
な

っ
た

。

①
普

及
啓

発
：

介
護

予
防

教
室

、
啓

発
リ

ー
フ

レ
ッ

ト
の

作
成

➁
早

期
発

見
：

ア
プ

リ
「

み
ん

な
の

聴
脳

力

チ
ェ

ッ
ク

」
を

活
用

③
早

期
対

応
：

補
聴

器
相

談
医

に
よ

る
診

療
、

補
聴

器
の

使
い

方
指

導
及

び
購

入
費

一
部

補
助

（
市

県
民

税
非

課
税

者
等

）

④
フ

ォ
ロ

ー
ア

ッ
プ

：
補

聴
器

相
談

医
に

よ
る

定
期

診
察

、
認

定
補

聴
器

専
門

店
で

の
補

聴
器

の
調

整

⑤
デ

ー
タ

分
析

：
対

象
者

の
聴

こ
え

、
活

動
意

欲
や

行
動

の
変

化
の

調
査

分
析

⑴
～

⑶
に

つ
い

て
調

査
・

分
析

を
行

い
、

更
に

効
果

的
な

事
業

実
施

に
つ

な
げ

て
い

く
。

⑴
「

聴
こ

え
」

が
高

齢
者

の
社

会
参

加
や

認
知

機
能

へ
影

響
を

及
ぼ

し
て

い
る

か
（

R
5
）

、
⑵

チ
ェ

ッ
ク

後
の

受
診

行
動

と
個

人
因

子
の

関
連

（
R

5
-７

）
、

⑶
参

加
者

が
適

切
な

補
聴

器
の

継

続
利

用
に

よ
っ

て
、

社
会

参
加

が
促

進
さ

れ
て

い
る

か
（

R
5
-9

）

一
般

会
計

事
業

茨
城

県
筑

西
市

5
万

人
未

満
高

齢
者

等
買

い
物

支
援

事
業

既
存

事
業

の
拡

充

/継
続

的
な

事
業

2
0
2
2

3
,0

1
9

●
高

齢
者

●
住

民

●
そ

の
他

：
施

設
入

居
者

・
地

域
ケ

ア
会

議
等

に
お

け

る
議

論

・
社

会
動

向

・
事

業
者

か
ら

の
要

望

身
近

な
商

店
の

減
少

や
高

齢
等

に
よ

り
、

食
料

品
等

の
日

常
の

買
い

物
に

不
便

を
抱

え
て

い
る

高
齢

者
を

支
援

す
る

。

日
常

生
活

に
必

要
な

食
料

品
及

び
日

用
雑

貨
品

等
の

購
入

が
困

難
な

市
民

が
多

く
居

住
す

る
地

域
に

お
い

て
、

５
年

以
上

継
続

し
て

移
動

販
売

を
行

う
事

業
者

に
対

し
て

補
助

金
を

交
付

し
、

高
齢

者
等

の
買

物
を

す
る

機
会

及
び

外
出

機
会

の
確

保
を

図
り

、
閉

じ
こ

も
り

予
防

と
新

た
な

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

づ
く

り
に

繋
げ

る
。

日
常

の
買

い
物

に
困

難
を

感
じ

る
高

齢
者

を
支

援
す

る
こ

と
で

、
外

出
機

会
の

確
保

、
閉

じ
こ

も
り

の
防

止
等

、
人

と
人

の
結

び
つ

き
を

維
持

し
、

高
齢

者
の

自
立

支
援

・
介

護
予

防
に

資
す

る
。

一
般

会
計

事
業

埼
玉

県
新

座
市

5
万

人
未

満
地

域
活

動
マ

ッ
プ

等
作

成
業

務
委

託

既
存

事
業

の
拡

充

/継
続

的
な

事
業

2
0
2
1

2
,2

3
1

●
要

支
援

・
要

介
護

認
定

者
、

総
合

事
業

対
象

者

●
高

齢
者

・
地

域
ケ

ア
会

議
等

に
お

け

る
議

論

・
社

会
動

向

・
国

・
都

道
府

県
の

政
策

市
の

介
護

予
防

事
業

へ
の

参
加

に
限

ら
ず

、
地

域
で

の
社

会
参

加
を

促
す

た
め

に
作

成
。

ま
た

、
通

い
の

場
の

見
え

る
化

の
た

め
に

作
成

。

６
５

歳
以

上
が

参
加

で
き

る
市

内
の

団
体

・

サ
ー

ク
ル

等
を

掲
載

し
た

地
図

を
作

成
し

、
配

布
す

る
も

の
。

地
域

活
動

マ
ッ

プ
を

日
常

的
に

使
用

し
て

も
ら

う
こ

と
で

、
元

気
高

齢
者

の
社

会
参

加
の

促
進

や
、

要
支

援
者

の
卒

業
後

の
地

域
で

の
受

け
皿

と
な

る
こ

と
を

見
込

ん
で

い
る

。
ひ

い
て

は
、

介
護

給
付

費
の

抑
制

や
サ

ー
ビ

ス
利

用
期

間
の

短
縮

に
つ

な
が

る
。

一
般

会
計

事
業

東
京

都
北

区
1
0
万

人
未

満

全
高

齢
者

実
態

把
握

調

査
フ

ォ
ロ

ー
ア

ッ
プ

事

業

既
存

事
業

の
拡

充

/継
続

的
な

事
業

2
0
2
2

4
8
,0

0
0

●
要

支
援

・
要

介
護

認
定

者
、

総
合

事
業

対
象

者

●
高

齢
者

●
住

民

●
行

政
・

地
域

包
括

支
援

セ
ン

タ
ー

の
体

制
整

備

・
デ

ー
タ

分
析

結
果

高
齢

化
率

等
の

高
齢

者
の

状
況

は
地

域
に

よ
っ

て
違

い
が

あ
り

、
地

域
特

性
に

合
わ

せ
た

取
組

を
推

進
す

る
こ

と
が

必
要

と
考

え
た

。

高
齢

者
実

態
把

握
調

査
（

要
介

護
認

定
を

受
け

て
い

な
い

高
齢

者
対

象
）

の
結

果
を

日
常

生
活

圏
域

ご
と

に
デ

ー
タ

分
析

し
、

日
常

生
活

圏
域

を
担

当
す

る
地

域
包

括
支

援
セ

ン
タ

ー
と

支
援

機
関

で
地

域
課

題
の

把
握

と
課

題
に

応
じ

た
取

組
を

展
開

す
る

も
の

。

・
内

容
：

（
住

民
主

体
の

）
居

場
所

や
活

動
の

場
、

見
守

り
等

の
地

域
づ

く
り

の
創

出
な

ど
。

・
評

価
方

法
：

創
出

し
た

活
動

等
の

場
の

数
、

新
た

に
活

動
に

参
加

し
た

人
の

数
な

ど
。

・
達

成
年

度
：

未
定

。
評

価
は

、
第

9
期

介
護

保

険
事

業
計

画
の

進
捗

と
合

わ
せ

て
行

っ
て

い

く
。

－ 217 －



会
計
等
の
区
分

自
治
体
名

（
広
域
連
合
名
）

第
1
号
被
保
険
者

規
模

事
業
名

事
業
分
類

■
事
業
開
始

年
度
（
西

暦
）

総
事
業
費

事
業
の
対
象

事
業
実
施
に
至
っ
た
背
景
、

ニ
ー
ズ
把
握
の
方
法

事
業
に
取
り
組
ん
だ
具
体
的
な
背
景
（
課
題
意
識
）

事
業
の
内
容

見
込
ん
で
い
る
成
果
（
具
体
的
な
内
容
、
評
価

方
法
、
達
成
年
度
の
目
途
）

一
般

会
計

事
業

東
京

都
調

布
市

1
0
万

人
未

満
通

い
の

場
ス

タ
ー

ト

ア
ッ

プ
補

助
金

既
存

事
業

の
拡

充

/継
続

的
な

事
業

2
0
2
1

2
,4

0
0

●
そ

の
他

：
常

設
通

い
の

場
を

主
体

的
に

運
営

す
る

住
民

・
団

体
・

企
業

・
社

会
動

向

補
助

金
で

活
動

を
継

続
す

る
や

り
方

の
限

界
。

主
体

的
に

運
営

で
き

る
よ

う
期

限
を

設
け

た
支

援
は

必

要
。

補
助

２
年

間
。

運
営

方
針

，
活

動
内

容
な

ど
詳

細
に

聞
き

，
助

言
支

援
，

情
報

提
供

な
ど

の
実

施

常
設

通
い

の
場

を
中

心
と

し
た

高
齢

者
の

活

躍
，

居
場

所
と

し
て

の
発

展

一
般

会
計

事
業

東
京

都
稲

城
市

5
万

人
未

満
在

宅
医

療
支

援
病

床
確

保
事

業

既
存

事
業

の
拡

充

/継
続

的
な

事
業

2
0
2
1

4
,7

4
5

●
要

支
援

・
要

介
護

認
定

者
、

総
合

事
業

対
象

者
・

専
門

職
ら

の
意

見
・

議
論

入
院

す
る

ま
で

も
な

い
が

在
宅

生
活

を
支

援
す

る
こ

と
が

難
し

い
事

例
（

一
般

的
に

は
「

療
養

病
床

」

「
介

護
医

療
院

」
等

の
一

時
利

用
が

想
定

さ
れ

る
高

齢
者

)を
地

域
で

支
え

る
資

源
が

な
い

た
め

、
住

み
慣

れ
た

地
域

で
在

宅
療

養
す

る
こ

と
が

難
し

い
事

例
は

し
ば

し
ば

あ
る

と
い

う
課

題
を

認
識

し
て

い
た

た

め
。

左
記

の
状

態
像

の
高

齢
者

を
短

期
的

に
入

所
で

き
る

病
床

を
確

保
す

る
も

の
。

当
事

業
が

あ
る

こ
と

で
入

院
治

療
に

よ
る

回
復

に
伴

い
、

再
発

後
の

療
養

生
活

の
見

通
し

が
立

ち
、

安
心

し
て

在
宅

療
養

へ
移

行
で

き
る

と
考

え
て

い
る

。
そ

の
こ

と
で

長
期

入
院

の
減

に
伴

う
入

院
日

数
の

削
減

や
、

介
護

医
療

院
等

へ
の

入
所

者
の

減
少

が
期

待
で

き
る

。
8
5
歳

以
上

人

口
の

急
増

が
見

込
ま

れ
る

た
め

、
今

後
、

急
増

す
る

ニ
ー

ズ
へ

対
応

す
る

も
の

で
あ

り
利

用
実

績
が

評
価

指
標

に
な

る
と

考
え

る
。

一
般

会
計

事
業

長
野

県
箕

輪
町

1
万

人
未

満

み
の

わ
い

き
い

き
ポ

イ

ン
ト

事
業

（
一

般
会

計

に
繰

出
し

一
般

介
護

予

防
事

業
と

し
て

実
施

）

新
規

事
業

/継
続

的
な

事
業

2
0
2
3

2
,8

2
0

●
要

支
援

・
要

介
護

認
定

者
、

総
合

事
業

対
象

者

●
高

齢
者

・
デ

ー
タ

分
析

結
果

・
高

齢
者

の
相

談
窓

口
や

地

域
包

括
支

援
セ

ン
タ

ー
の

相

談
事

例

・
社

会
動

向

コ
ロ

ナ
後

の
高

齢
者

の
社

会
参

加
の

減
少

及
び

フ
レ

イ
ル

の
増

加

社
会

参
加

を
伴

う
、

住
民

主
体

の
サ

ー
ク

ル
活

動
や

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

活
動

に
対

し
て

ポ
イ

ン
ト

を
付

与
し

、
参

加
の

イ
ン

セ
ン

テ
ィ

ブ
と

す
る

も
の

参
加

団
体

1
0
0
団

体
、

参
加

者
約

1
0
0
0
人

（
R

5
.1

2
月

時
点

）
。

団
体

ご
と

に
ア

ン
ケ

ー
ト

を
行

い
、

ポ
イ

ン
ト

事
業

が
参

加
の

イ
ン

セ
ン

テ
ィ

ブ
に

な
っ

た

か
、

活
動

機
会

を
増

や
す

こ
と

に
繋

が
っ

た
か

を
評

価
す

る
。

令
和

6
年

度
ま

で
行

い
、

事
業

評
価

の
結

果
で

継

続
を

決
定

す
る

。

一
般

会
計

事
業

愛
知

県
名

古
屋

市
1
0
万

人
以

上

IC
T

を
活

用
し

た
フ

レ

イ
ル

予
防

・
見

守
り

事

業

既
存

事
業

の
拡

充

/継
続

的
な

事
業

2
0
2
2

9
4
,6

0
4

（
R

4
＋

R
5

（
見

込
）

）

●
そ

の
他

：
4
0
歳

以
上

の

市
民

・
デ

ー
タ

分
析

結
果

・
社

会
動

向

コ
ロ

ナ
禍

で
フ

レ
イ

ル
の

割
合

が
増

え
た

こ
と

か

ら
、

本
事

業
を

実
施

す
る

に
至

っ
た

。

フ
レ

イ
ル

予
防

と
高

齢
者

の
見

守
り

に
資

す
る

ス
マ

ー
ト

フ
ォ

ン
ア

プ
リ

ケ
ー

シ
ョ

ン
を

開
発

し
、

運
用

保
守

を
実

施
す

る
も

の
。

フ
レ

イ
ル

割
合

の
減

少
、

新
規

認
定

発
生

の
抑

制
お

よ
び

給
付

費
の

延
び

の
抑

制

一
般

会
計

事
業

愛
知

県
瀬

戸
市

5
万

人
未

満
高

齢
者

移
動

支
援

推
進

事
業

新
規

事
業

/継
続

的
な

事
業

2
0
2
3

2
,1

5
0

●
要

支
援

・
要

介
護

認
定

者
、

総
合

事
業

対
象

者

●
高

齢
者

・
社

会
動

向

・
国

・
都

道
府

県
の

政
策

高
齢

者
の

生
き

が
い

づ
く

り
及

び
介

護
予

防
と

連
動

し
た

移
動

手
段

の
あ

り
方

を
検

討
し

、
高

齢
者

が
過

度
に

自
家

用
車

に
依

存
し

な
く

て
も

生
活

で
き

る
環

境
の

整
備

や
外

出
機

会
を

創
出

す
る

こ
と

を
目

的
と

し
て

、
「

愛
知

県
高

齢
者

移
動

支
援

推
進

事
業

」
を

令
和

2
年

度
よ

り
令

和
4
年

度
ま

で
の

3
年

間
受

託

し
、

「
瀬

戸
市

高
齢

者
移

動
支

援
推

進
事

業
」

を
実

施
す

る
こ

と
と

し
た

。

ス
ー

パ
ー

の
日

用
品

、
生

活
用

品
等

を
取

り

扱
っ

て
い

る
店

舗
へ

の
買

い
物

等
の

送
迎

支
援

や
、

ボ
ッ

チ
ャ

な
ど

の
地

域
交

流
の

場
へ

の
移

動
支

援
を

実
施

。

・
高

齢
者

の
外

出
機

会
の

創
出

及
び

フ
レ

イ
ル

予
防

・
参

加
者

数

・
達

成
年

度
は

令
和

8
年

度
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会
計
等
の
区
分

自
治
体
名

（
広
域
連
合
名
）

第
1
号
被
保
険
者

規
模

事
業
名

事
業
分
類

■
事
業
開
始

年
度
（
西

暦
）

総
事
業
費

事
業
の
対
象

事
業
実
施
に
至
っ
た
背
景
、

ニ
ー
ズ
把
握
の
方
法

事
業
に
取
り
組
ん
だ
具
体
的
な
背
景
（
課
題
意
識
）

事
業
の
内
容

見
込
ん
で
い
る
成
果
（
具
体
的
な
内
容
、
評
価

方
法
、
達
成
年
度
の
目
途
）

一
般

会
計

事
業

愛
知

県
日

進
市

5
万

人
未

満
高

齢
者

福
祉

推
進

事
業

新
規

事
業

/継
続

的
な

事
業

2
0
2
3

2
,7

4
8

●
要

支
援

・
要

介
護

認
定

者
、

総
合

事
業

対
象

者

●
高

齢
者

●
住

民

・
デ

ー
タ

分
析

結
果

介
護

保
険

事
業

計
画

策
定

に
あ

た
り

実
施

す
る

ニ
ー

ズ
調

査
と

フ
レ

イ
ル

質
問

票
の

デ
ー

タ
を

す
で

に
市

が
保

有
す

る
高

齢
者

健
診

デ
ー

タ
と

突
合

す
る

こ
と

に
よ

り
、

地
域

の
高

齢
者

の
健

康
状

態
像

の
把

握
と

効
果

的
な

事
業

案
内

に
つ

な
げ

た
い

と
考

え
た

。

健
診

デ
ー

タ
を

管
理

す
る

健
康

管
理

シ
ス

テ
ム

に
お

い
て

、
ニ

ー
ズ

調
査

や
フ

レ
イ

ル
質

問

票
、

そ
の

他
社

会
参

加
の

状
況

も
管

理
で

き
る

よ
う

改
修

を
行

い
、

通
い

の
場

へ
の

参
加

に
関

す
る

デ
ー

タ
把

握
の

た
め

の
端

末
等

の
整

備
を

行
う

。

ア
ン

ケ
ー

ト
調

査
結

果
か

ら
介

護
予

防
教

室
対

象
者

抽
出

を
行

い
、

案
内

送
付

を
行

う
こ

と
に

よ
り

、
フ

レ
イ

ル
状

態
と

な
る

前
か

ら
の

予
防

を
意

識
し

た
事

業
展

開
を

見
込

ん
で

い
る

。
教

室
参

加
者

の
人

数
や

状
態

像
、

教
室

参
加

に
よ

る
変

化
な

ど
を

評
価

し
次

年
度

の
事

業
実

施
に

つ
な

げ
る

。

一
般

会
計

事
業

三
重

県
四

日
市

市
1
0
万

人
未

満
介

護
予

防
等

拠
点

施
設

の
開

設

新
規

事
業

/単
年

度
事

業
2
0
2
3

4
,5

0
0

●
要

支
援

・
要

介
護

認
定

者
、

総
合

事
業

対
象

者

●
高

齢
者

●
住

民

・
高

齢
者

の
相

談
窓

口
や

地

域
包

括
支

援
セ

ン
タ

ー
の

相

談
事

例

・
地

域
ケ

ア
会

議
等

に
お

け

る
議

論

介
護

予
防

・
日

常
生

活
支

援
総

合
事

業
の

短
期

集
中

予
防

サ
ー

ビ
ス

に
つ

い
て

、
こ

れ
ま

で
複

数
の

既
存

の
通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

事
業

所
に

付
随

し
て

実
施

し
て

い
た

た
め

十
分

な
受

け
入

れ
枠

が
確

保
で

き
ず

、
地

域
の

「
通

い
の

場
」

に
も

つ
な

が
り

に
く

い
と

い
う

課
題

が
あ

っ
た

新
た

に
開

設
す

る
拠

点
施

設
に

専
任

の
専

門
職

を
配

置
し

、
短

期
集

中
予

防
サ

ー
ビ

ス
を

集
約

し
て

実
施

す
る

と
と

も
に

、
介

護
予

防
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
の

育
成

や
介

護
予

防
の

普
及

啓
発

の
た

め
の

事
業

を
実

施

拠
点

施
設

で
短

期
集

中
予

防
サ

ー
ビ

ス
を

実
施

す
る

こ
と

で
、

受
入

枠
が

拡
大

し
、

生
活

機
能

が
維

持
・

向
上

す
る

高
齢

者
が

増
加

す
る

と
と

も
に

、
地

域
の

「
通

い
の

場
」

へ
つ

な
が

る
高

齢
者

も
増

加
す

る
。

事
業

の
効

果
に

つ
い

て

は
、

利
用

者
個

々
の

体
力

測
定

等
で

改
善

度
を

評
価

す
る

と
と

も
に

、
参

加
者

数
、

修
了

後
に

「
通

い
の

場
」

へ
つ

な
が

っ
た

対
象

者
数

な
ど

で
事

業
全

体
を

評
価

す
る

一
般

会
計

事
業

三
重

県
伊

勢
市

5
万

人
未

満

お
で

か
け

支
援

事
業

（
高

齢
者

タ
ク

シ
ー

の

み
）

新
規

事
業

/継
続

的
な

事
業

2
0
2
3

3
3
,7

3
9

●
そ

の
他

：
7
5
歳

以
上

・
社

会
動

向

バ
ス

に
よ

る
外

出
が

で
き

な
い

人
へ

の
支

援
と

し
て

タ
ク

シ
ー

を
利

用
し

た
支

援
を

実
施

7
5
歳

以
上

の
高

齢
者

を
対

象
に

年
間

一
人

当
た

り
4
0
0
0
円

（
1
0
0
円

券
ま

た
は

5
0
円

券
）

を
交

付
す

る
。

タ
ク

シ
ー

利
用

に
つ

い
て

は
、

一
人

一
乗

車
あ

た
り

３
０

０
円

を
上

限
と

し
利

用
で

き
る

。

日
常

生
活

に
お

け
る

高
齢

者
の

外
出

を
支

援
す

る
こ

と
に

よ
り

社
会

参
加

の
促

進
、

介
護

予

防
、

心
身

の
健

康
の

増
進

を
図

る
。

一
般

会
計

事
業

三
重

県
桑

名
市

5
万

人
未

満
高

齢
者

運
転

免
許

証
自

主
返

納
支

援
事

業

新
規

事
業

/継
続

的
な

事
業

2
0
2
2

2
,1

0
2

●
そ

の
他

：
6
5
歳

以
上

の

高
齢

者

・
社

高
齢

化
社

会
に

よ
る

問

題

近
年

、
全

国
的

に
高

齢
者

に
よ

る
交

通
事

故
が

多
発

し
て

お
り

、
運

転
免

許
を

返
納

す
る

高
齢

者
が

増
加

し
て

い
る

。

運
転

免
許

を
自

主
返

納
し

た
6
5
歳

以
上

の
高

齢

者
に

対
し

て
支

援
を

実
施

す
る

。

運
転

経
歴

証
明

書
の

交
付

を
受

け
た

方
に

対
し

て
は

、
交

付
手

数
料

を
助

成
し

、
ま

た
コ

ミ
ュ

ニ
バ

ス
の

回
数

券
ま

た
は

交
通

系
IC

カ
ー

ド

3
,0

0
0
円

分
を

交
付

す
る

こ
と

で
、

高
齢

者
の

交

通
事

故
減

少
に

寄
与

す
る

。

運
転

免
許

の
自

主
返

納
及

び
公

共
交

通
の

利
用

を
促

進
し

、
高

齢
者

に
よ

る
交

通
事

故
を

防
止

す
る

。

ま
た

地
域

包
括

支
援

セ
ン

タ
ー

と
共

有
し

、
高

齢
者

の
方

の
不

安
や

心
配

事
を

軽
減

す
る

体
制

づ
く

り
を

す
す

め
る

。

一
般

会
計

事
業

三
重

県
鈴

鹿
市

1
0
万

人
未

満
高

齢
者

フ
レ

イ
ル

予
防

対
策

事
業

既
存

事
業

の
拡

充

/単
年

度
事

業
2
0
2
2

9
1
3

●
要

支
援

・
要

介
護

認
定

者
、

総
合

事
業

対
象

者

●
高

齢
者

・
デ

ー
タ

分
析

結
果

フ
レ

イ
ル

予
防

（
介

護
予

防
）

の
事

業
に

関
し

，
高

齢
者

の
取

組
実

施
前

後
の

デ
ー

タ
分

析
が

出
来

て
い

な
か

っ
た

。

高
齢

者
を

中
心

と
す

る
地

域
住

民
が

通
う

地
域

の
サ

ロ
ン

に
お

い
て

，
身

体
機

能
，

認
知

機
能

の
維

持
・

向
上

に
資

す
る

フ
レ

イ
ル

予
防

の
プ

ロ
グ

ラ
ム

を
実

施
し

，
自

宅
で

の
取

組
も

含
め

て
支

援
す

る
。

実
施

前
後

の
身

体
等

の
状

況
を

見
え

る
化

す
る

こ
と

で
高

齢
者

の
健

康
維

持
に

対
す

る
意

識
の

向
上

を
図

る
。

収
集

し
た

デ
ー

タ
を

学
官

連
携

を
行

う
学

術
機

関
に

提
出

し
，

分
析

・
評

価
を

行
う

。

・
本

事
業

の
参

加
人

数
1
0
0
人

以
上

・
事

業
参

加
者

の
う

ち
，

日
常

的
に

フ
レ

イ
ル

予
防

に
取

り
組

ん
だ

人
数

5
0
人

以
上

・
事

業
参

加
者

の
う

ち
，

身
体

機
能

の
維

持
，

向
上

が
図

れ
た

人
数

2
5
人

以
上
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会
計
等
の
区
分

自
治
体
名

（
広
域
連
合
名
）

第
1
号
被
保
険
者

規
模

事
業
名

事
業
分
類

■
事
業
開
始

年
度
（
西

暦
）

総
事
業
費

事
業
の
対
象

事
業
実
施
に
至
っ
た
背
景
、

ニ
ー
ズ
把
握
の
方
法

事
業
に
取
り
組
ん
だ
具
体
的
な
背
景
（
課
題
意
識
）

事
業
の
内
容

見
込
ん
で
い
る
成
果
（
具
体
的
な
内
容
、
評
価

方
法
、
達
成
年
度
の
目
途
）

一
般

会
計

事
業

京
都

府
亀

岡
市

5
万

人
未

満

い
き

い
き

健
幸

ポ
イ

ン

ト
制

度
（

ボ
ラ

ン
テ

ィ

ア
ポ

イ
ン

ト
制

度
）

既
存

事
業

の
拡

充

/継
続

的
な

事
業

2
0
2
2

8
,7

9
0

●
要

支
援

・
要

介
護

認
定

者
、

総
合

事
業

対
象

者

●
高

齢
者

・
デ

ー
タ

分
析

結
果

・
社

会
動

向

・
現

状
の

介
護

予
防

事
業

は
、

専
門

職
が

行
う

高
齢

者
個

人
へ

の
指

導
や

、
体

操
教

室
等

に
よ

る
介

護
予

防
の

取
組

を
推

進
し

て
い

る
が

、
参

加
者

は
高

齢
者

の
一

部
に

留
ま

っ
て

い
る

。

・
調

査
の

結
果

か
ら

、
社

会
参

加
の

促
進

が
高

齢
者

の
幸

福
度

に
繋

が
っ

て
い

る
こ

と
が

分
か

っ
た

。

高
齢

者
が

、
通

い
の

場
等

の
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
を

行
っ

た
場

合
に

ポ
イ

ン
ト

を
付

与
し

、
ポ

イ
ン

ト
換

金
等

の
イ

ン
セ

ン
テ

ィ
ブ

を
提

供
す

る
こ

と
に

よ
り

、
介

護
保

険
制

度
の

被
保

険
者

の
社

会
参

加
を

提
供

す
る

こ
と

に
よ

り
介

護
予

防
に

つ
な

げ
る

。
一

連
の

流
れ

は
全

て
専

用
ア

プ
リ

を
使

っ
て

実
施

す
る

。

・
社

会
参

加
を

促
進

す
る

こ
と

に
よ

る
介

護
予

防
の

促
進

。

・
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
に

よ
っ

て
活

動
の

活
性

化
や

生
き

が
い

づ
く

り
に

繋
が

る
こ

と
で

、
地

域
に

お
け

る
潜

在
的

な
活

動
者

の
掘

り
起

こ
し

。

・
多

く
の

高
齢

者
の

生
活

の
質

が
向

上
し

、
活

発
に

地
域

で
活

動
す

る
こ

と
で

、
高

齢
者

に
か

か
る

様
々

な
必

要
経

費
の

削
減

。

⇒
活

動
者

へ
の

ア
ン

ケ
ー

ト
調

査
や

他
市

と
の

比
較

に
よ

っ
て

評
価

予
定

。
達

成
年

度
は

2
0
3
3

年
度

。

一
般

会
計

事
業

大
阪

府
池

田
市

5
万

人
未

満

池
田

市
社

会
参

加
を

軸

と
し

た
介

護
予

防
プ

ロ

ジ
ェ

ク
ト

既
存

事
業

の
拡

充

/継
続

的
な

事
業

2
0
2
1

9
,9

8
8

●
要

支
援

・
要

介
護

認
定

者
、

総
合

事
業

対
象

者

●
高

齢
者

●
住

民

・
デ

ー
タ

分
析

結
果

・
社

会
動

向

本
市

の
実

施
す

る
介

護
予

防
教

室
に

お
い

て
は

、
参

加
者

の
固

定
化

や
男

性
の

参
加

者
が

少
な

い
な

ど
の

課
題

が
あ

り
、

幅
広

い
介

護
予

防
の

普
及

啓
発

が
十

分
に

図
ら

れ
て

い
な

か
っ

た
。

ま
た

、
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染

症
の

影
響

に
よ

り
、

高
齢

者
の

運
動

量
低

下
や

社
会

活
動

の
減

少
が

生
じ

、
フ

レ
イ

ル
状

態
に

陥
る

こ
と

が
予

測
さ

れ
て

い
た

。

そ
こ

で
、

健
康

維
持

・
増

進
に

関
心

の
低

い
層

を
中

心
と

し
た

介
護

予
防

プ
ロ

グ
ラ

ム
を

実
施

す
る

こ
と

で
、

社
会

参
加

や
介

護
予

防
に

つ
な

が
る

行
動

変
容

を
促

進
し

、
自

身
で

介
護

予
防

に
取

り
組

む
き

っ
か

け
を

作
る

こ
と

を
目

的
に

事
業

を
開

始
し

た
。

健
康

啓
発

の
イ

ベ
ン

ト
で

広
く

参
加

者
を

集

い
、

健
康

に
つ

い
て

の
気

づ
き

の
場

を
提

供
。

体
操

や
趣

味
系

の
講

座
を

全
5
～

6
回

実
施

。
講

座
受

講
後

に
地

域
で

披
露

す
る

場
を

提
供

。

「
気

づ
き

の
場

」
「

学
び

の
場

」
「

活
躍

の

場
」

の
流

れ
で

、
社

会
参

加
や

介
護

予
防

に
つ

な
が

る
行

動
変

容
を

促
し

、
自

身
で

介
護

予
防

に
取

り
組

む
き

っ
か

け
を

つ
く

る
。

企
画

・
運

営
と

し
て

の
参

加
意

向
の

向
上

率
を

参
加

者
ア

ン
ケ

ー
ト

に
て

評
価

し
て

い
る

。

一
般

会
計

事
業

大
阪

府
大

東
市

5
万

人
未

満
ハ

ロ
ー

ラ
イ

ト
事

業
新

規
事

業
/継

続

的
な

事
業

2
0
2
3

4
,6

5
6

●
高

齢
者

・
他

事
業

に
よ

る
ニ

ー
ズ

の

把
握

・
社

会
動

向

独
居

高
齢

者
の

増
加

本
市

に
居

住
し

て
い

る
7
5
歳

以
上

の
一

人
暮

ら

し
の

高
齢

者
は

、
ヤ

マ
ト

運
輸

が
提

供
す

る
下

記
の

①
と

②
を

併
せ

た
見

守
り

サ
ー

ビ
ス

を
無

料
(月

額
1
,0

7
8
円

)で
利

用
可

能
。

①
ハ

ロ
ー

ラ
イ

ト
：

電
源

の
オ

ン
・

オ
フ

を
計

測
し

、
一

定
時

間
動

き
が

な
い

場
合

に
登

録
し

た
家

族
等

に
メ

ー
ル

を
自

動
発

信
す

る
機

能
を

持
っ

た
L

E
D

電
球

②
代

理
訪

問
：

上
記

①
の

異
常

検
知

時
に

家
族

等
が

訪
問

で
き

な
い

場
合

に
、

家
族

等
の

依
頼

に
応

じ
て

、
ヤ

マ
ト

運
輸

の
営

業
所

ス
タ

ッ
フ

が
訪

問
し

、
安

否
確

認

成
果

：
高

齢
者

や
そ

の
家

族
の

安
心

の
確

保
、

Io
T

・
IC

T
技

術
と

民
間

企
業

の
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク

を
用

い
た

サ
ー

ビ
ス

と
自

治
体

サ
ー

ビ
ス

の
連

動
、

他
の

見
守

り
サ

ー
ビ

ス
等

と
の

併
用

に
よ

る
見

守
り

効
果

の
増

大
な

ど
。

評
価

：
委

託
業

者
か

ら
の

サ
ー

ビ
ス

に
関

す
る

デ
ー

タ
提

供
。

達
成

年
度

の
目

途
：

今
年

度
の

デ
ー

タ
を

分
析

し
、

来
年

度
の

実
施

過
程

で
継

続
に

関
し

て
検

討
。

一
般

会
計

事
業

大
阪

府
交

野
市

5
万

人
未

満
頭

の
元

気
度

チ
ェ

ッ
ク

事
業

既
存

事
業

の
拡

充

/継
続

的
な

事
業

2
0
2
1

2
,5

3
0

●
住

民

・
高

齢
者

の
相

談
窓

口
や

地

域
包

括
支

援
セ

ン
タ

ー
の

相

談
事

例

・
他

事
業

に
よ

る
ニ

ー
ズ

の

把
握

・
社

会
動

向

認
知

症
の

早
期

発
見

・
早

期
対

応
に

資
す

る
た

め
認

知
機

能
チ

ェ
ッ

ク
を

通
じ

て
、

認
知

機
能

の

低
下

の
予

防
に

取
り

組
ん

で
も

ら
う

。

予
防

へ
の

取
組

の
重

要
性

や
、

併
せ

て
相

談
窓

口
に

つ
い

て
の

情
報

提
供

を
行

う
。
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会
計
等
の
区
分

自
治
体
名

（
広
域
連
合
名
）

第
1
号
被
保
険
者

規
模

事
業
名

事
業
分
類

■
事
業
開
始

年
度
（
西

暦
）

総
事
業
費

事
業
の
対
象

事
業
実
施
に
至
っ
た
背
景
、

ニ
ー
ズ
把
握
の
方
法

事
業
に
取
り
組
ん
だ
具
体
的
な
背
景
（
課
題
意
識
）

事
業
の
内
容

見
込
ん
で
い
る
成
果
（
具
体
的
な
内
容
、
評
価

方
法
、
達
成
年
度
の
目
途
）

一
般

会
計

事
業

岡
山

県
津

山
市

5
万

人
未

満

農
業

を
活

用
し

た
介

護

予
防

事
業

「
野

菜
づ

く

り
講

座
」

既
存

事
業

の
拡

充

/継
続

的
な

事
業

2
0
2
1

4
4
4

●
要

支
援

・
要

介
護

認
定

者
、

総
合

事
業

対
象

者

●
高

齢
者

・
デ

ー
タ

分
析

結
果

・
他

事
業

に
よ

る
ニ

ー
ズ

の

把
握

地
域

の
通

い
の

場
へ

の
参

加
が

少
な

い
男

性
高

齢
者

を
対

象
に

、
役

割
や

生
き

が
い

の
持

て
る

生
産

性
の

あ
る

居
場

所
を

つ
く

る
こ

と
を

目
的

と
し

て
、

共
同

菜
園

で
の

野
菜

作
り

に
取

り
組

む
。

「
俺

の
野

菜
づ

く
り

講
座

」
を

開
催

し
、

市
内

の
畑

に
お

い
て

講
習

会
（

研
修

講
話

・
実

施
講

習
等

）
を

開
催

。
土

作
り

や
野

菜
の

植
え

付
け

を
行

う
。

月
に

１
回

の
講

座
の

ほ
か

、
参

加
者

が
交

代
で

水
や

り
や

草
取

り
を

行
う

。
収

穫
祭

で
は

児
童

ク
ラ

ブ
の

子
ど

も
た

ち
や

地
域

の
高

齢
者

と
交

流
し

な
が

ら
収

穫
し

た
野

菜
を

使
っ

た
簡

単
な

料
理

を
作

っ
た

。

参
加

者
の

介
護

予
防

事
業

や
地

域
活

動
へ

の
参

加
意

欲
向

上
を

評
価

指
標

と
し

、
講

座
終

了
後

に
参

加
者

か
ら

の
ヒ

ア
リ

ン
グ

で
効

果
を

確
認

し
て

い
る

。

一
般

会
計

事
業

山
口

県
宇

部
市

1
0
万

人
未

満

イ
ン

セ
ン

テ
ィ

ブ
付

健

康
ポ

イ
ン

ト
事

業
（

は

つ
ら

つ
健

幸
ポ

イ
ン

ト
）

既
存

事
業

の
拡

充

/継
続

的
な

事
業

2
0
1
9

1
6
,4

0
6

●
高

齢
者

・
他

事
業

に
よ

る
ニ

ー
ズ

の

把
握

全
国

平
均

を
上

回
る

医
療

費
、

介
護

給
付

費
や

前
期

高
齢

者
の

認
定

率
な

ど
を

要
因

と
す

る
扶

助
費

の
増

大
を

抑
制

す
る

た
め

、
健

康
無

関
心

層
へ

の
ア

プ

ロ
ー

チ
や

成
果

の
見

え
る

化
な

ど
従

前
の

健
康

づ
く

り
・

介
護

予
防

施
策

の
課

題
を

解
決

す
る

た
め

の
事

業
と

し
て

実
施

参
加

者
は

、
IC

T
機

器
を

使
い

、
「

歩
く

こ
と

」

「
測

る
こ

と
」

を
中

心
に

健
康

づ
く

り
に

チ
ャ

レ
ン

ジ
す

る
。

活
動

に
応

じ
て

ポ
イ

ン
ト

が
溜

ま
り

、
景

品
と

交
換

で
き

る
な

ど
、

楽
し

く
、

お
得

に
健

康
づ

く
り

が
で

き
る

。

令
和

６
年

度
ま

で
に

、
参

加
者

の
新

規
認

定
率

の
発

生
率

を
低

減
（

非
参

加
者

と
比

較
し

て
約

６
割

を
目

標
と

す
る

）
し

、
介

護
給

付
費

の
抑

制
に

つ
な

げ
る

。

一
般

会
計

事
業

香
川

県
観

音
寺

市
5
万

人
未

満
移

動
・

外
出

支
援

事
業

既
存

事
業

の
拡

充

/継
続

的
な

事
業

2
0
2
2

1
,6

5
6

●
住

民

●
そ

の
他

：
S

C
、

協
議

体

等
と

連
携

で
き

る
者

・
地

域
ケ

ア
会

議
等

に
お

け

る
議

論

・
第

２
層

協
議

体
の

実
施

し

た
地

域
の

困
り

ご
と

ア
ン

ケ
ー

ト

地
域

ケ
ア

個
別

会
議

か
ら

で
て

き
た

課
題

や
、

第
２

層
協

議
体

が
実

施
し

た
地

域
の

困
り

ご
と

ア
ン

ケ
ー

ト
に

よ
り

、
移

動
や

買
い

物
に

対
す

る
不

安
が

多
く

見
ら

れ
た

。
ま

た
、

免
許

返
納

後
の

高
齢

者
に

対
す

る
介

護
予

防
・

日
常

生
活

支
援

な
ど

の
課

題
か

ら

も
、

本
市

に
お

け
る

地
域

課
題

だ
と

認
識

し
た

た
め

事
業

実
施

に
至

っ
た

。

地
域

住
民

の
互

助
に

よ
る

、
高

齢
者

に
対

す
る

「
移

動
や

外
出

」
の

支
援

に
対

し
て

の
補

助
等

を
実

施
。

①
移

動
外

出
支

援
を

利
用

す
る

方
の

生
活

支
援

だ
け

で
は

な
く

、
利

用
し

地
域

住
民

と
つ

な
が

る
こ

と
に

よ
り

、
気

持
ち

も
明

る
く

な
り

、
前

向
き

に
な

り
元

気
に

な
る

こ
と

。

②
支

援
す

る
方

も
、

役
割

が
で

き
る

こ
と

で
生

き
生

き
と

生
活

で
き

、
周

り
か

ら
頼

ら
れ

る
こ

と
が

生
活

の
張

り
合

い
と

な
り

、
自

身
も

健
康

で
生

活
で

き
る

。

①
と

②
の

輪
が

広
が

れ
ば

、
結

果
的

に
元

気
な

高
齢

者
が

増
え

、
将

来
的

に
は

介
護

給
付

等
の

減
少

を
見

込
ん

で
い

る
。

一
般

会
計

事
業

高
知

県
南

国
市

5
万

人
未

満
フ

レ
イ

ル
予

防
事

業
新

規
事

業
/継

続

的
な

事
業

2
0
2
1

5
,5

4
4

●
住

民
・

社
会

動
向

・
国

・
都

道
府

県
の

政
策

高
齢

者
が

要
支

援
、

要
介

護
状

態
と

な
る

原
因

の
多

く
を

フ
レ

イ
ル

が
占

め
て

い
る

こ
と

。

運
動

、
口

腔
・

栄
養

、
社

会
参

加
を

フ
レ

イ
ル

予
防

の
３

本
柱

と
し

て
東

京
大

学
が

構
築

し
た

フ
レ

イ
ル

チ
ェ

ッ
ク

シ
ー

ト
と

そ
の

運
用

プ
ロ

グ
ラ

ム
を

住
民

で
構

成
さ

れ
る

フ
レ

イ
ル

サ

ポ
ー

タ
ー

が
地

域
の

通
い

の
場

等
で

実
施

し
、

サ
ポ

ー
タ

ー
の

支
援

に
よ

り
フ

レ
イ

ル
チ

ェ
ッ

ク
を

行
っ

た
住

民
自

身
が

自
ら

の
心

身
の

フ
レ

イ
ル

状
態

に
気

付
き

、
介

護
予

防
の

重
要

性
を

意
識

し
て

も
ら

う
取

組
。

自
身

の
心

身
の

状
態

を
意

識
し

て
も

ら
う

こ
と

に
よ

り
、

心
身

状
態

の
悪

化
に

よ
る

要
介

護
状

態
へ

の
進

展
を

抑
制

し
、

健
康

寿
命

の
延

伸
に

つ
な

が
る

こ
と

。
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会
計
等
の
区
分

自
治
体
名

（
広
域
連
合
名
）

第
1
号
被
保
険
者

規
模

事
業
名

事
業
分
類

■
事
業
開
始

年
度
（
西

暦
）

総
事
業
費

事
業
の
対
象

事
業
実
施
に
至
っ
た
背
景
、

ニ
ー
ズ
把
握
の
方
法

事
業
に
取
り
組
ん
だ
具
体
的
な
背
景
（
課
題
意
識
）

事
業
の
内
容

見
込
ん
で
い
る
成
果
（
具
体
的
な
内
容
、
評
価

方
法
、
達
成
年
度
の
目
途
）

一
般

会
計

事
業

福
岡

県
筑

前
町

1
万

人
未

満
介

護
予

防
健

診
既

存
事

業
の

拡
充

/継
続

的
な

事
業

2
0
2
1

1
,2

5
0

●
そ

の
他

：
通

い
の

場
に

参
加

の
高

齢
者

・
社

会
動

向

地
域

に
お

け
る

介
護

予
防

に
関

す
る

知
識

の
普

及
啓

発
を

図
る

と
共

に
、

介
護

予
防

事
業

に
よ

る
支

援
が

必
要

な
高

齢
者

を
把

握
し

、
適

切
な

サ
ー

ビ
ス

に
結

び
付

け
る

こ
と

を
目

的

問
診

票
の

記
入

及
び

体
力

測
定

を
実

施
。

ま

た
、

介
護

予
防

に
関

す
る

講
義

及
び

ス
ト

レ
ッ

チ
や

筋
力

ト
レ

ー
ニ

ン
グ

の
紹

介
。

支
援

が
必

要
な

高
齢

者
を

把
握

し
、

適
切

な

サ
ー

ビ
ス

に
結

び
つ

け
る

こ
と

や
介

護
予

防
に

関
し

て
の

意
識

づ
け

、
健

康
寿

命
の

延
伸

に
繋

が
る

ス
ト

レ
ッ

チ
や

筋
力

ト
レ

ー
ニ

ン
グ

を
覚

え
て

も
ら

う
。

一
般

会
計

事
業

沖
縄

県
北

谷
町

1
万

人
未

満
通

所
型

サ
ー

ビ
ス

Ｃ
事

業
環

境
整

備
事

業

新
規

事
業

/単
年

度
事

業
2
0
2
3

1
,6

4
3

●
高

齢
者

利
用

者
の

健
康

増
進

と
介

護
予

防
及

び
自

動
停

止
装

置
の

機
能

を
備

え
る

こ
と

に
よ

る
事

故
防

止
を

目
的

と
し

た
。

通
所

型
サ

ー
ビ

ス
Ｃ

事
業

に
お

い
て

、
安

心
安

全
に

歩
行

訓
練

を
行

う
た

め
に

、
ベ

ル
ト

自
動

停
止

装
置

付
き

の
ト

レ
ッ

ド
ミ

ル
を

購
入

す

る
。

通
所

型
サ

ー
ビ

ス
C

事
業

の
参

加
者

増

一
般

会
計

事
業

沖
縄

県
本

部
町

1
万

人
未

満

地
域

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

力

向
上

支
援

事
業

、
認

知

症
普

及
啓

発
事

業
、

終

活
支

援
事

業

新
規

事
業

/継
続

的
な

事
業

2
0
2
3

9
4
6

●
要

支
援

・
要

介
護

認
定

者
、

総
合

事
業

対
象

者

●
高

齢
者

●
介

護
を

行
っ

て
い

る
家

族
等

●
住

民

●
医

療
・

介
護

従
事

者

●
行

政
・

地
域

包
括

支
援

セ
ン

タ
ー

の
体

制
整

備

・
デ

ー
タ

分
析

結
果

・
高

齢
者

の
相

談
窓

口
や

地

域
包

括
支

援
セ

ン
タ

ー
の

相

談
事

例

・
社

会
動

向

高
齢

者
人

口
が

今
後

ま
す

ま
す

増
加

し
支

え
手

が
不

足
す

る
中

、
認

知
症

の
理

解
や

介
護

予
防

の
推

進
、

住
民

主
体

の
生

活
支

援
に

よ
る

新
た

な
担

い
手

の
確

保
が

課
題

で
あ

り
、

行
政

・
地

域
包

括
支

援
セ

ン

タ
ー

職
員

の
目

指
す

地
域

の
目

標
の

統
一

化
、

住
民

や
介

護
従

事
者

等
へ

の
普

及
啓

発
の

た
め

本
交

付
金

を
活

用
し

事
業

を
実

施
。

職
員

の
地

域
の

状
況

診
断

、
地

域
課

題
の

分
析

及
び

課
題

解
決

の
た

め
の

施
策

の
構

築
、

実
践

等
を

行
う

能
力

の
向

上
を

目
的

と
し

た
研

修
を

実
施

、
住

民
向

け
の

認
知

症
、

介
護

予
防

、
終

活
支

援
に

関
す

る
講

演
会

を
そ

れ
ぞ

れ
開

催
。

9
期

計
画

期
間

中
に

住
民

主
体

の
生

活
支

援
サ

ポ
ー

ト
事

業
の

開
始

。
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会
計
等
の
区
分

自
治
体
名

（
広
域
連
合
名
）

第
1
号
被
保
険
者

規
模

事
業
名

事
業
分
類

■
事
業
開
始

年
度
（
西

暦
）

総
事
業
費

事
業
の
対
象

事
業
実
施
に
至
っ
た
背
景
、

ニ
ー
ズ
把
握
の
方
法

事
業
に
取
り
組
ん
だ
具
体
的
な
背
景
（
課
題
意
識
）

事
業
の
内
容

見
込
ん
で
い
る
成
果
（
具
体
的
な
内
容
、
評
価

方
法
、
達
成
年
度
の
目
途
）

保
健

福
祉

事
業

栃
木

県
宇

都
宮

市
1
0
万

人
以

上
認

知
症

事
故

救
済

事
業

新
規

事
業

/継
続

的
な

事
業

2
0
2
3

1
1
,9

2
5

●
要

支
援

・
要

介
護

認
定

者
、

総
合

事
業

対
象

者

●
高

齢
者

・
社

会
動

向

認
知

症
の

人
の

数
は

年
々

増
加

し
て

お
り

，
認

知
機

能
の

低
下

に
よ

る
生

活
上

の
不

安
か

ら
，

外
出

や
交

流
の

機
会

を
減

ら
さ

ざ
る

を
得

な
い

実
態

が
あ

る

中
，

本
市

で
は

認
知

症
の

人
が

住
み

慣
れ

た
地

域
で

安
心

し
て

暮
ら

し
続

け
ら

れ
る

「
地

域
共

生
社

会
」

の
実

現
に

向
け

，
認

知
機

能
が

低
下

し
て

も
，

障
壁

を
感

じ
る

こ
と

な
く

，
自

ら
が

希
望

す
る

場
所

に
移

動
で

き
る

環
境

を
形

成
す

る
と

と
も

に
，

地
域

住
民

が
認

知
症

の
人

の
外

出
を

受
容

し
，

穏
や

か
に

見
守

る
こ

と
が

で
き

る
環

境
を

整
備

す
る

必
要

が
あ

る
こ

と
か

ら
，

当
事

業
に

取
り

組
ん

だ
。

保
険

会
社

と
損

害
保

険
契

約
を

締
結

し
，

認
知

症
の

人
が

外
出

先
で

起
こ

し
た

事
故

に
つ

い

て
，

賠
償

責
任

の
有

無
を

問
わ

ず
，

一
定

の
補

償
金

（
給

付
（

見
舞

）
金

・
賠

償
責

任
保

険

金
）

を
事

故
の

被
害

者
へ

支
給

す
る

。

認
知

症
を

原
因

と
す

る
事

故
に

よ
り

損
害

が
発

生
し

た
場

合
に

，
当

事
者

間
の

補
償

を
救

済
す

る
こ

と
で

，
認

知
症

の
方

や
そ

の
家

族
が

住
み

慣
れ

た
地

域
で

安
心

し
て

暮
ら

せ
る

と
と

も

に
，

地
域

で
認

知
症

の
人

の
外

出
を

受
容

し
，

支
え

合
い

，
同

じ
地

域
で

共
に

暮
ら

せ
る

「
地

域
共

生
社

会
」

の
実

現
に

つ
な

が
る

。

保
健

福
祉

事
業

富
山

県
射

水
市

5
万

人
未

満
認

知
機

能
検

診
事

業
既

存
事

業
の

拡
充

/継
続

的
な

事
業

2
0
2
0

2
,2

5
2

●
高

齢
者

●
そ

の
他

：
認

知
症

の
診

断
や

介
護

認
定

を
受

け
て

い
る

方
を

除
く

・
社

会
動

向

・
医

師
会

と
の

協
議

認
知

症
の

予
備

群
と

言
わ

れ
る

M
C

I（
軽

度
認

知
障

害
）

の
方

を
早

期
発

見
し

、
認

知
症

の
発

症
を

遅
ら

せ
る

体
制

整
備

市
内

在
住

の
6
5
歳

以
上

で
物

忘
れ

に
不

安
の

あ

る
方

を
対

象
に

検
診

を
行

う
。

（
既

に
認

知
症

の
診

断
や

治
療

を
受

け
て

い
る

方
及

び
介

護
認

定
を

受
け

て
い

る
方

を
除

く
）

M
C

Iや
認

知
症

の
疑

い
の

あ
る

方
に

は
、

包
括

職
員

が
訪

問
を

行
う

。

M
C

Iや
認

知
症

の
疑

い
の

あ
る

方
を

継
続

し
て

フ
ォ

ロ
ー

し
て

い
く

こ
と

に
よ

り
、

認
知

症
の

発
症

を
遅

ら
せ

る
。

保
健

福
祉

事
業

滋
賀

県
長

浜
市

5
万

人
未

満
訪

問
等

介
護

サ
ー

ビ
ス

確
保

対
策

事
業

既
存

事
業

の
拡

充

/継
続

的
な

事
業

2
0
2
1

8
,1

3
4

●
要

支
援

・
要

介
護

認
定

者
、

総
合

事
業

対
象

者

●
医

療
・

介
護

事
業

者

・
デ

ー
タ

分
析

結
果

・
地

域
ケ

ア
会

議
等

に
お

け

る
議

論

・
社

会
動

向

特
別

地
域

加
算

対
象

地
域

に
は

サ
ー

ビ
ス

事
業

者
が

少
な

い
た

め
近

隣
の

事
業

者
の

支
え

が
必

須
と

な
っ

て
い

る
中

、
訪

問
等

サ
ー

ビ
ス

提
供

の
た

め
の

移
動

時
間

等
に

課
題

が
あ

っ
た

。
そ

こ
に

支
援

が
あ

れ
ば

対
象

地
域

の
サ

ー
ビ

ス
提

供
が

持
続

可
能

と
判

断
し

た
。

特
別

地
域

加
算

対
象

地
域

の
訪

問
等

サ
ー

ビ
ス

を
確

保
し

、
在

宅
生

活
を

支
え

自
立

支
援

・
重

度
化

防
止

を
図

る
た

め
、

サ
ー

ビ
ス

提
供

量
に

応
じ

た
支

援
を

事
業

者
に

行
う

。

在
宅

生
活

を
支

え
自

立
支

援
・

重
度

化
防

止
を

図
る

た
め

、
サ

ー
ビ

ス
を

提
供

す
る

事
業

者
数

を
維

持
す

る

保
健

福
祉

事
業

鳥
取

県
伯

耆
町

1
万

人
未

満
集

落
健

康
運

動
教

室
ま

め
ま

め
ク

ラ
ブ

事
業

既
存

事
業

の
拡

充

/継
続

的
な

事
業

2
0
2
2

2
,6

2
7

●
住

民
・

デ
ー

タ
分

析
結

果

・
社

会
動

向

地
域

包
括

ケ
ア

シ
ス

テ
ム

の
深

化
・

推
進

（
生

活
支

援
体

制
整

備
、

通
い

の
場

の
創

出
）

各
集

落
に

作
業

療
法

士
又

は
健

康
運

動
ア

ド
バ

イ
ザ

ー
と

保
健

師
を

派
遣

し
、

運
動

教
室

を
開

催
す

る
。

高
齢

者
の

健
康

維
持

・
増

進
、

介
護

予
防

、
地

域
住

民
の

交
流

の
機

会
創

出
を

図
る

。

保
健

福
祉

事
業

山
口

県
防

府
市

5
万

人
未

満
元

気
ア

ッ
プ

く
ら

ぶ
既

存
事

業
の

拡
充

/継
続

的
な

事
業

2
0
2
0

1
2
,0

6
4

●
要

支
援

・
要

介
護

認
定

者
、

総
合

事
業

対
象

者

●
高

齢
者

介
護

予
防

の
取

組
を

推
進

す
る

た
め

に
、

住
民

主
体

の
介

護
予

防
グ

ル
ー

プ
と

は
別

に
、

状
態

像
に

関
わ

ら
ず

、
誰

で
も

参
加

し
や

す
い

介
護

予
防

の
場

を
つ

く
る

た
め

に
事

業
を

開
始

し
た

。

事
業

所
主

体
で

の
介

護
予

防
教

室
、

茶
話

会
、

ス
ポ

ー
ツ

や
講

話
、

レ
ク

リ
エ

ー
シ

ョ
ン

等
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会
計
等
の
区
分

自
治
体
名

（
広
域
連
合
名
）

第
1
号
被
保
険
者

規
模

事
業
名

事
業
分
類

■
事
業
開
始

年
度
（
西

暦
）

総
事
業
費

事
業
の
対
象

事
業
実
施
に
至
っ
た
背
景
、

ニ
ー
ズ
把
握
の
方
法

事
業
に
取
り
組
ん
だ
具
体
的
な
背
景
（
課
題
意
識
）

事
業
の
内
容

見
込
ん
で
い
る
成
果
（
具
体
的
な
内
容
、
評
価

方
法
、
達
成
年
度
の
目
途
）

保
健

福
祉

事
業

福
岡

県
大

野
城

市
5
万

人
未

満

あ
ん

し
ん

ま
ど

か
（

高

齢
者

IC
T

見
守

り
）

事

業

新
規

事
業

/継
続

的
な

事
業

2
0
2
3

5
,1

9
0

●
要

支
援

・
要

介
護

認
定

者
、

総
合

事
業

対
象

者

●
高

齢
者

・
デ

ー
タ

分
析

結
果

・
地

域
ケ

ア
会

議
等

に
お

け

る
議

論

・
他

事
業

に
よ

る
ニ

ー
ズ

の

把
握

高
齢

者
の

状
態

ご
と

に
見

守
り

体
制

を
整

理
す

る
中

で
、

元
気

な
高

齢
者

で
あ

っ
て

も
一

人
暮

ら
し

等
に

よ
る

孤
独

死
の

防
止

や
生

活
上

の
不

安
解

消
と

い
う

課
題

や
ニ

ー
ズ

が
あ

る
こ

と
が

わ
か

っ
た

た
め

、
本

事
業

へ
の

取
組

に
至

っ
た

。

本
事

業
は

、
高

齢
化

の
進

行
や

独
居

高
齢

者
の

増
加

に
対

応
す

る
だ

け
で

な
く

、
民

生
委

員
な

ど
地

域
の

支
援

者
の

見
守

り
の

負
担

軽
減

な
ど

に
も

つ
な

が
る

こ
と

か
ら

、
広

く
周

知
を

行
っ

た
う

え
で

事
業

展
開

す
る

こ
と

と
し

た
。

対
象

者
に

人
感

セ
ン

サ
ー

（
※

1
）

と
緊

急
通

報

機
器

（
見

守
り

ケ
ー

タ
イ

）
（

※
2
）

を
貸

与

し
、

IC
T

に
よ

る
見

守
り

や
安

否
確

認
を

行
う

も

の
。

緊
急

時
な

ど
、

必
要

に
応

じ
て

救
急

車
の

要
請

や
警

備
会

社
の

出
動

も
行

う
。

（
※

1
）

人
感

セ
ン

サ
ー

：
 2

4
時

間
セ

ン
サ

ー

が
感

知
し

な
い

場
合

、
コ

ー
ル

セ
ン

タ
ー

に
通

知
。

（
※

2
）

緊
急

通
報

機
器

（
見

守
り

ケ
ー

タ

イ
）

：
 コ

ー
ル

セ
ン

タ
ー

と
の

送
受

信
（

緊
急

通
報

や
普

段
の

健
康

相
談

等
）

見
込

む
成

果
：

 独
居

高
齢

者
世

帯
等

の
生

活
に

お
け

る
不

安
感

の
解

消
及

び
孤

独
死

の
防

止
。

評
価

の
方

法
：

 事
業

利
用

の
前

後
（

利
用

者
向

け
ア

ン
ケ

ー
ト

）
で

、
不

安
や

悩
み

が
軽

減
し

た
と

感
じ

た
人

の
割

合
。

保
健

福
祉

事
業

佐
賀

県
鳥

栖
市

5
万

人
未

満
「

食
」

の
自

立
支

援
事

業

既
存

事
業

の
拡

充

/継
続

的
な

事
業

2
0
0
7

2
2
,1

3
6

●
要

支
援

・
要

介
護

認
定

者
、

総
合

事
業

対
象

者

●
高

齢
者

・
高

齢
者

の
相

談
窓

口
や

地

域
包

括
支

援
セ

ン
タ

ー
の

相

談
事

例

高
齢

者
が

で
き

る
限

り
長

く
在

宅
生

活
を

継
続

す
る

に
は

、
健

康
で

自
立

し
た

生
活

を
送

る
こ

と
を

必
要

と
し

、
そ

の
た

め
に

は
食

事
の

確
保

が
重

要
で

あ
る

と
考

え
て

い
る

た
め

。

市
内

に
住

所
を

有
す

る
在

宅
の

お
お

む
ね

6
5
歳

以
上

の
ひ

と
り

暮
ら

し
等

の
高

齢
者

の
う

ち
食

事
の

調
理

又
は

調
達

が
困

難
な

方
を

対
象

に
1
食

に
つ

き
利

用
者

負
担

4
0
0
円

、
委

託
料

4
2
0
円

で

昼
食

や
夕

食
を

自
宅

ま
で

配
達

し
、

同
時

に
安

否
確

認
を

行
う

。
配

達
可

能
な

食
数

は
利

用
者

の
心

身
や

生
活

の
状

況
に

応
じ

て
決

定
す

る
。

食
関

連
の

サ
ー

ビ
ス

の
利

用
調

整
と

配
食

サ
ー

ビ
ス

を
行

う
こ

と
に

よ
り

、
在

宅
の

高
齢

者
等

が
食

生
活

の
管

理
と

改
善

を
図

り
、

健
康

で
自

立
し

た
生

活
を

送
る

こ
と

を
支

援
し

、
高

齢
者

の
福

祉
の

向
上

に
寄

与
す

る
こ

と
を

目
的

と
す

る

保
健

福
祉

事
業

鹿
児

島
県

奄
美

市
5
万

人
未

満
在

宅
高

齢
者

転
倒

予
防

住
宅

改
修

既
存

事
業

の
拡

充

/継
続

的
な

事
業

2
0
2
0

3
,0

8
7

●
そ

の
他

：
要

支
援

・
要

介
護

認
定

者
を

除
く

高
齢

者

・
高

齢
者

の
相

談
窓

口
や

地

域
包

括
支

援
セ

ン
タ

ー
の

相

談
事

例

地
域

特
性

と
し

て
古

い
作

り
の

家
屋

が
多

い
こ

と
も

あ
り

、
転

倒
・

骨
折

に
よ

る
介

護
認

定
者

が
多

か
っ

た
。

ま
た

、
日

常
的

な
サ

ー
ビ

ス
利

用
の

必
要

は
な

い
が

、
軽

微
な

住
宅

改
修

の
た

め
に

認
定

申
請

に
至

る
ケ

ー
ス

も
多

か
っ

た
こ

と
か

ら
、

事
業

創
設

と

な
っ

た
。

要
支

援
・

要
介

護
の

認
定

を
受

け
て

お
ら

ず
、

受
け

る
予

定
も

な
く

、
過

去
に

介
護

保
険

で
の

住
宅

改
修

利
用

歴
が

な
い

高
齢

者
で

、
5
項

目
の

チ
ェ

ッ
ク

リ
ス

ト
の

う
ち

3
項

目
に

該
当

す
る

者

に
対

し
、

上
限

額
５

万
円

ま
で

の
手

す
り

・
踏

み
台

・
ス

ロ
ー

プ
の

設
置

に
つ

い
て

、
９

割
を

補
助

。

要
支

援
・

要
介

護
認

定
率

の
減

少
、

自
立

期
間

の
延

伸
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会
計
等
の
区
分

自
治
体
名

（
広
域
連
合
名
）

第
1
号
被
保
険
者

規
模

事
業
名

事
業
分
類

■
事
業
開
始

年
度
（
西

暦
）

総
事
業
費

事
業
の
対
象

事
業
実
施
に
至
っ
た
背
景
、

ニ
ー
ズ
把
握
の
方
法

事
業
に
取
り
組
ん
だ
具
体
的
な
背
景
（
課
題
意
識
）

事
業
の
内
容

見
込
ん
で
い
る
成
果
（
具
体
的
な
内
容
、
評
価

方
法
、
達
成
年
度
の
目
途
）

地
域

支
援

事
業

(介
護

予

防
・

日
常

生
活

支
援

総

合
事

業
)

北
海

道
比

布
町

3
千

人
未

満
訪

問
型

サ
ー

ビ
ス

、
通

所
型

サ
ー

ビ
ス

既
存

事
業

の
拡

充

/継
続

的
な

事
業

2
0
1
6

8
,7

9
6

●
要

支
援

・
要

介
護

認
定

者
、

総
合

事
業

対
象

者
・

国
・

都
道

府
県

の
政

策

介
護

保
険

制
度

の
改

正
に

よ
り

、
要

支
援

１
、

２
の

方
の

訪
問

介
護

、
通

所
介

護
の

サ
ー

ビ
ス

が
必

要
と

な
っ

た
。

訪
問

介
護

相
当

、
通

所
介

護
相

当
の

サ
ー

ビ
ス

の
み

。

自
身

の
介

護
予

防
を

目
指

す
シ

ル
バ

ー
リ

ハ
ビ

リ
体

操
指

導
士

の
養

成
に

力
を

入
れ

て
い

る
。

数
年

先
ま

で
健

康
で

活
動

で
き

れ
ば

目
標

達
成

で
あ

り
、

2
0
2
5
年

度
を

目
途

に
評

価
を

行
う

。

地
域

支
援

事
業

(介
護

予

防
・

日
常

生
活

支
援

総

合
事

業
)

北
海

道
下

川
町

3
千

人
未

満
介

護
予

防
・

日
常

生
活

支
援

総
合

事
業

既
存

事
業

の
拡

充

/継
続

的
な

事
業

2
0
1
7

2
,5

0
0

●
要

支
援

・
要

介
護

認
定

者
、

総
合

事
業

対
象

者

●
高

齢
者

●
住

民

・
国

・
都

道
府

県
の

政
策

小
さ

な
規

模
の

町
で

介
護

保
険

で
の

サ
ー

ビ
ス

の
選

択
肢

が
少

な
い

と
い

う
状

況
も

あ
り

な
が

ら
地

域
包

括
ケ

ア
シ

ス
テ

ム
を

実
現

す
る

為
に

自
助

や
互

助
の

部
分

が
大

切
。

そ
の

部
分

を
町

独
自

の
サ

ー
ビ

ス
に

よ
っ

て
強

化
し

、
個

々
の

介
護

予
防

に
繋

げ
る

事
が

必
要

と
な

っ
た

為
総

合
事

業
を

展
開

し
て

町
全

体
の

自
助

や
互

助
の

意
識

を
持

っ
て

も
ら

う
事

と
な

っ

た
。

要
支

援
１

、
２

と
基

本
チ

ェ
ッ

ク
リ

ス
ト

に
て

事
業

対
象

者
と

な
っ

た
方

が
介

護
予

防
ケ

ア
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
を

通
じ

て
必

要
な

通
所

型
、

訪
問

型
の

総
合

事
業

を
選

択
し

て
利

用
出

来
る

。

評
価

は
毎

年
行

わ
れ

る
機

能
強

化
推

進
交

付
金

評
価

指
標

の
調

査
票

を
包

括
職

員
で

評
価

し
、

全
体

的
な

達
成

度
や

問
題

意
識

の
統

一
化

を

図
っ

て
い

る
。

地
域

支
援

事
業

(介
護

予

防
・

日
常

生
活

支
援

総

合
事

業
)

北
海

道
更

別
村

3
千

人
未

満
地

域
支

援
事

業
既

存
事

業
の

拡
充

/継
続

的
な

事
業

2
0
2
1

2
5
,1

5
3

●
要

支
援

・
要

介
護

認
定

者
、

総
合

事
業

対
象

者

●
高

齢
者

●
介

護
を

行
っ

て
い

る
家

族
等

●
住

民

●
医

療
・

介
護

従
事

者

●
行

政
・

地
域

包
括

支
援

セ
ン

タ
ー

の
体

制
整

備

・
地

域
ケ

ア
会

議
等

に
お

け

る
議

論

・
他

事
業

に
よ

る
ニ

ー
ズ

の

把
握

・
社

会
動

向

・
国

・
都

道
府

県
の

政
策

・
多

様
な

サ
ー

ビ
ス

の
創

設

・
自

立
し

た
生

活
を

送
る

た
め

自
ら

の
体

力
、

認
知

力
を

知
る

・
要

介
護

状
態

の
予

防
や

積
極

的
な

身
体

活
動

へ
の

動
機

づ
け

・
医

療
、

介
護

従
事

者
、

包
括

の
体

制
支

援

・
一

般
介

護
予

防
事

業
の

取
組

の
中

で
、

体
力

測
定

・
軽

度
認

知
障

害
検

査
を

実
施

・
生

活
支

援
体

制
整

備
事

業
に

よ
り

、
地

域
で

の
支

え
合

い
や

住
民

主
体

の
活

動
を

推
進

す
る

た
め

の
取

組
を

継
続

・
認

知
症

総
合

支
援

事
業

に
よ

り
、

認
知

症
初

期
集

中
支

援
チ

ー
ム

の
体

制
支

援

・
在

宅
医

療
介

護
連

携
推

進
事

業
に

お
け

る
、

コ
ー

デ
ィ

ネ
ー

タ
ー

の
配

置

保
健

事
業

と
介

護
予

防
の

一
体

化
の

事
業

を
推

進
し

、
認

定
者

数
・

医
療

費
・

介
護

サ
ー

ビ
ス

費
等

に
つ

い
て

デ
ー

タ
に

基
づ

い
た

評
価

を
行

い
、

Ｐ
Ｄ

Ｃ
Ａ

を
回

し
な

が
ら

、
健

康
寿

命
の

延
伸

等
に

つ
な

げ
て

元
気

高
齢

者
を

増
や

し
て

い
き

た
い

。

地
域

支
援

事
業

(介
護

予

防
・

日
常

生
活

支
援

総

合
事

業
)

宮
城

県
白

石
市

5
万

人
未

満
高

齢
者

等
地

域
さ

さ
え

愛
互

助
活

動
支

援
事

業

既
存

事
業

の
拡

充

/継
続

的
な

事
業

2
0
1
1

1
,6

9
3

●
要

支
援

・
要

介
護

認
定

者
、

総
合

事
業

対
象

者

●
高

齢
者

・
他

事
業

に
よ

る
ニ

ー
ズ

の

把
握

・
社

会
動

向

高
齢

者
が

住
み

慣
れ

た
地

域
で

暮
ら

し
続

け
る

た
め

に
、

市
民

相
互

の
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
活

動
を

促
進

す
る

と
と

も
に

、
地

域
の

互
助

活
動

と
し

て
運

営
さ

れ
る

ふ
れ

あ
い

サ
ロ

ン
の

支
援

を
行

い
、

地
域

と
の

ふ
れ

あ
い

が
継

続
的

に
拡

大
し

て
い

く
よ

う
な

地
域

づ
く

り
を

推
進

す
る

。

活
動

援
助

員
を

配
置

し
、

有
償

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

に
よ

る
生

活
支

援
サ

ー
ビ

ス
「

さ
さ

え
愛

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

」
を

支
援

す
る

と
と

も
に

、
地

域
の

互
助

活
動

と
し

て
運

営
さ

れ
る

「
ふ

れ
あ

い
サ

ロ
ン

」
の

充
実

・
拡

大
の

支
援

を
行

っ
て

い

る
。

ま
た

、
介

護
予

防
に

資
す

る
地

域
活

動
組

織
の

育
成

や
そ

の
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
等

の
人

材
育

成
を

行
い

、
社

会
参

加
活

動
を

通
じ

た
介

護
予

防
に

資
す

る
地

域
活

動
の

実
施

を
促

し
て

い

る
。

第
２

層
コ

ー
デ

ィ
ネ

ー
タ

ー
等

と
連

携
し

な
が

ら
地

域
の

実
情

に
合

わ
せ

た
多

様
な

通
い

の
場

を
支

援
し

て
い

く
こ

と
で

、
介

護
予

防
に

資
す

る
週

１
回

以
上

の
通

い
の

場
へ

の
参

加
率

を
、

令
和

８
年

度
ま

で
1
0
.0

％
に

な
る

こ
と

を
見

込
ん

で
い

る
。
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会
計
等
の
区
分

自
治
体
名

（
広
域
連
合
名
）

第
1
号
被
保
険
者

規
模

事
業
名

事
業
分
類

■
事
業
開
始

年
度
（
西

暦
）

総
事
業
費

事
業
の
対
象

事
業
実
施
に
至
っ
た
背
景
、

ニ
ー
ズ
把
握
の
方
法

事
業
に
取
り
組
ん
だ
具
体
的
な
背
景
（
課
題
意
識
）

事
業
の
内
容

見
込
ん
で
い
る
成
果
（
具
体
的
な
内
容
、
評
価

方
法
、
達
成
年
度
の
目
途
）

地
域

支
援

事
業

(介
護

予

防
・

日
常

生
活

支
援

総

合
事

業
)

栃
木

県
さ

く
ら

市
5
万

人
未

満
地

域
介

護
予

防
活

動
支

援
事

業

既
存

事
業

の
拡

充

/継
続

的
な

事
業

2
0
2
3

7
,8

6
9

●
要

支
援

・
要

介
護

認
定

者
、

総
合

事
業

対
象

者

●
高

齢
者

・
地

域
ケ

ア
会

議
等

に
お

け

る
議

論

・
先

進
地

の
取

組

コ
ロ

ナ
禍

の
影

響
に

よ
る

高
齢

者
の

社
会

参
加

の
機

会
の

減
少

対
策

や
、

健
診

受
診

率
が

県
平

均
よ

り
低

い
状

況
の

改
善

の
た

め

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

活
動

・
健

康
づ

く
り

活
動

、
健

康
診

断
、

歯
科

検
診

を
対

象
と

し
た

イ
ン

セ
ン

テ
ィ

ブ
付

与

本
事

業
に

よ
り

高
齢

者
の

健
康

寿
命

の
延

伸
を

図
り

、
要

介
護

認
定

率
の

縮
減

や
総

合
事

業
費

の
縮

減
に

つ
な

げ
て

、
総

合
事

業
の

上
限

超
過

の
解

消
を

図
っ

て
い

る
。

地
域

支
援

事
業

(介
護

予

防
・

日
常

生
活

支
援

総

合
事

業
)

群
馬

県
み

ど
り

市
5
万

人
未

満
介

護
予

防
・

生
活

支
援

サ
ー

ビ
ス

事
業

既
存

事
業

の
拡

充

/継
続

的
な

事
業

2
0
1
7

9
3
,1

3
5

●
要

支
援

・
要

介
護

認
定

者
、

総
合

事
業

対
象

者
・

デ
ー

タ
分

析
結

果

重
度

化
防

止
要

支
援

者
へ

の
介

護
予

防
要

介
護

認
定

者
の

増
加

抑
制

地
域

支
援

事
業

(介
護

予

防
・

日
常

生
活

支
援

総

合
事

業
)

埼
玉

県
ふ

じ
み

野
市

5
万

人
未

満
介

護
予

防
セ

ン
タ

ー
運

営
事

業

既
存

事
業

の
拡

充

/継
続

的
な

事
業

2
0
1
9

4
2
,4

6
5

●
要

支
援

・
要

介
護

認
定

者
、

総
合

事
業

対
象

者

●
高

齢
者

・
デ

ー
タ

分
析

結
果

・
他

事
業

に
よ

る
ニ

ー
ズ

の

把
握

・
社

会
動

向

高
齢

化
の

進
展

に
伴

い
、

介
護

給
付

費
の

増
大

が
見

込
ま

れ
る

た
め

、
介

護
予

防
事

業
の

充
実

を
図

っ

た
。

地
域

に
介

護
予

防
の

拠
点

を
整

備
し

、
各

種
介

護
予

防
事

業
、

多
世

代
交

流
事

業
及

び
相

談
窓

口
の

充
実

を
図

っ
て

い
る

。

介
護

予
防

事
業

対
象

者
把

握
事

業
に

よ
る

分
析

（
は

つ
ら

つ
健

康
チ

ェ
ッ

ク
調

査
票

に
よ

る
調

査
、

専
門

家
に

よ
る

分
析

）
な

ど

地
域

支
援

事
業

(介
護

予

防
・

日
常

生
活

支
援

総

合
事

業
)

東
京

都
青

梅
市

5
万

人
未

満
介

護
予

防
・

日
常

生
活

支
援

総
合

事
業

既
存

事
業

の
拡

充

/継
続

的
な

事
業

2
0
1
7

2
3
3
,8

4
3

●
要

支
援

・
要

介
護

認
定

者
、

総
合

事
業

対
象

者

・
デ

ー
タ

分
析

結
果

・
高

齢
者

の
相

談
窓

口
や

地

域
包

括
支

援
セ

ン
タ

ー
の

相

談
事

例

・
国

・
都

道
府

県
の

政
策

地
域

包
括

ケ
ア

の
推

進
に

向
け

て
、

要
支

援
者

等
の

多
様

な
生

活
支

援
の

ニ
ー

ズ
に

対
応

す
る

た
め

、
通

所
型

・
訪

問
型

サ
ー

ビ
ス

に
加

え
、

住
民

主
体

の
活

動
を

含
め

た
多

様
な

サ
ー

ビ
ス

を
提

供
す

る
こ

と
が

必
要

で
あ

る
た

め
。

要
支

援
1
・

2
ま

た
は

基
本

チ
ェ

ッ
ク

リ
ス

ト
該

当
者

の
う

ち
、

体
力

が
落

ち
て

い
る

等
の

方
に

対
し

て
、

介
護

予
防

ケ
ア

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

を
実

施
し

、
必

要
な

サ
ー

ビ
ス

に
つ

な
げ

る
。

通
い

の
場

の
数

、
元

気
高

齢
者

が
支

え
る

家
事

支
援

サ
ー

ビ
ス

の
担

い
手

養
成

研
修

に
よ

り
養

成
さ

れ
た

お
う

め
生

活
サ

ポ
ー

タ
ー

数
、

第
2
層

協
議

体
の

設
置

数
お

よ
び

協
議

体
開

催
数

、
協

議
体

活
動

の
継

続
状

況
（

第
9
期

各
年

度
ご

と
の

評
価

指
標

設
定

）

地
域

支
援

事
業

(介
護

予

防
・

日
常

生
活

支
援

総

合
事

業
)

新
潟

県
佐

渡
市

5
万

人
未

満
一

般
介

護
予

防
事

業
既

存
事

業
の

拡
充

/継
続

的
な

事
業

不
明

5
1
,9

1
4

●
要

支
援

・
要

介
護

認
定

者
、

総
合

事
業

対
象

者

●
高

齢
者

・
デ

ー
タ

分
析

結
果

・
他

事
業

に
よ

る
ニ

ー
ズ

の

把
握

市
町

村
の

独
自

財
源

で
行

う
事

業
や

地
域

の
互

助
、

民
間

サ
ー

ビ
ス

と
の

役
割

分
担

を
踏

ま
え

、
高

齢
者

を
年

齢
や

心
身

の
状

況
等

に
よ

っ
て

分
け

隔
て

る
こ

と
な

く
、

住
民

主
体

の
通

い
の

場
を

充
実

さ
せ

、
人

と
人

と
の

つ
な

が
り

を
通

じ
て

、
参

加
者

の
通

い
の

場
が

継
続

的
に

拡
大

し
て

い
く

よ
う

な
地

域
づ

く
り

を
目

指
し

て
い

く
た

め
に

実
施

。

フ
レ

イ
ル

予
防

等
の

介
護

予
防

に
資

す
る

基
本

的
な

知
識

の
普

及
啓

発
を

行
う

た
め

に
介

護
予

防
教

室
等

を
実

施
し

て
い

る
。

介
護

予
防

事
業

や
通

い
の

場
等

へ
の

参
加

者
の

拡
大

。

通
い

の
場

等
へ

の
参

加
者

数
に

て
評

価
。

達
成

年
度

は
特

に
設

定
し

て
い

な
い

。
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会
計
等
の
区
分

自
治
体
名

（
広
域
連
合
名
）

第
1
号
被
保
険
者

規
模

事
業
名

事
業
分
類

■
事
業
開
始

年
度
（
西

暦
）

総
事
業
費

事
業
の
対
象

事
業
実
施
に
至
っ
た
背
景
、

ニ
ー
ズ
把
握
の
方
法

事
業
に
取
り
組
ん
だ
具
体
的
な
背
景
（
課
題
意
識
）

事
業
の
内
容

見
込
ん
で
い
る
成
果
（
具
体
的
な
内
容
、
評
価

方
法
、
達
成
年
度
の
目
途
）

地
域

支
援

事
業

(介
護

予

防
・

日
常

生
活

支
援

総

合
事

業
)

新
潟

県
刈

羽
村

3
千

人
未

満
通

所
型

サ
ー

ビ
ス

A
既

存
事

業
の

拡
充

/継
続

的
な

事
業

2
0
1
7

1
4
,3

8
5

●
要

支
援

・
要

介
護

認
定

者
、

総
合

事
業

対
象

者
・

デ
ー

タ
分

析
結

果

今
後

、
高

齢
者

の
増

加
が

見
込

ま
れ

る
中

、
要

支
援

者
等

に
対

し
て

要
介

護
状

態
と

な
る

こ
と

の
予

防
及

び
地

域
に

お
け

る
自

立
し

た
日

常
生

活
の

支
援

を
実

施
す

る
こ

と
に

よ
り

、
高

齢
者

が
健

康
で

生
き

が
い

を
持

ち
生

活
を

送
る

こ
と

が
で

き
る

よ
う

支
援

す
る

た
め

。

・
軽

体
操

（
準

備
体

操
）

・
口

腔
活

動
（

口
腔

体
操

、
口

腔
ケ

ア
、

口
腔

予
防

講
話

）

・
栄

養
講

話
・

身
体

機
能

を
向

上
さ

せ
る

メ

ニ
ュ

ー

・
生

活
機

能
を

向
上

さ
せ

る
メ

ニ
ュ

ー

・
認

知
機

能
の

低
下

予
防

の
た

め
の

メ
ニ

ュ
ー

・
社

会
参

加
（

地
域

の
行

事
、

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

活
動

な
ど

）
に

つ
な

が
る

メ
ニ

ュ
ー

主
観

的
健

康
観

の
改

善
等

。

地
域

支
援

事
業

(介
護

予

防
・

日
常

生
活

支
援

総

合
事

業
)

長
野

県
東

御
市

1
万

人
未

満
通

所
型

サ
ー

ビ
ス

B
型

既
存

事
業

の
拡

充

/継
続

的
な

事
業

2
0
2
2

2
0
0

●
要

支
援

・
要

介
護

認
定

者
、

総
合

事
業

対
象

者

・
地

域
ケ

ア
会

議
等

に
お

け

る
議

論

軽
度

認
定

率
が

上
昇

傾
向

、
重

度
化

が
課

題
住

民
主

体
の

通
所

型
サ

ー
ビ

ス
の

立
ち

上
げ

生
き

が
い

を
も

っ
て

活
動

で
き

る
期

間
を

延
ば

す
（

健
康

寿
命

を
延

ば
す

）
、

介
護

人
材

不
足

対
策

、
重

度
化

率
の

低
下

・
認

定
率

の
抑

制
、

2
0
2
7
年

度

地
域

支
援

事
業

(介
護

予

防
・

日
常

生
活

支
援

総

合
事

業
)

愛
知

県
東

海
市

5
万

人
未

満

健
康

支
援

型
配

食
サ

ー

ビ
ス

、
短

期
集

中
型

配

食
サ

ー
ビ

ス

新
規

事
業

/継
続

的
な

事
業

2
0
2
3

7
6
9

●
高

齢
者

・
デ

ー
タ

分
析

結
果

・
他

事
業

に
よ

る
ニ

ー
ズ

の

把
握

デ
ー

タ
分

析
に

て
低

栄
養

が
増

え
て

い
る

こ
と

。

通
い

の
場

で
の

健
康

教
育

で
食

事
を

提
供

す
る

こ
と

で
具

体
的

に
バ

ラ
ン

ス
や

摂
取

量
を

提
示

で
き

る
。

低
栄

養
の

リ
ス

ク
が

あ
る

者
に

対
し

て
配

食

サ
ー

ビ
ス

を
行

い
栄

養
改

善
を

図
る

。

通
い

の
場

等
で

、
低

栄
養

予
防

、
低

栄
養

傾
向

の
改

善
を

図
る

た
め

、
健

康
教

育
と

バ
ラ

ン
ス

弁
当

を
提

供
。

低
栄

養
の

予
防

・
改

善
と

住
民

主
体

の
通

い
の

場
の

活
性

化
。

健
診

で
の

デ
ー

タ
分

析
、

通
い

の
場

で
の

ア
ン

ケ
ー

ト
の

実
施

。

地
域

支
援

事
業

(介
護

予

防
・

日
常

生
活

支
援

総

合
事

業
)

三
重

県
明

和
町

1
万

人
未

満
一

般
介

護
予

防
事

業
既

存
事

業
の

拡
充

/継
続

的
な

事
業

2
0
1
7

1
0
,5

8
4

●
要

支
援

・
要

介
護

認
定

者
、

総
合

事
業

対
象

者

・
地

域
ケ

ア
会

議
等

に
お

け

る
議

論

地
域

ケ
ア

会
議

か
ら

み
え

て
き

た
地

域
課

題
と

し

て
、

一
般

介
護

予
防

事
業

の
拡

充
が

挙
が

っ
た

た

め
。

一
般

介
護

予
防

事
業

「
筋

力
脳

力
あ

っ
ぷ

教

室
」

に
て

運
動

機
能

向
上

、
栄

養
状

態
、

口
腔

機
能

向
上

の
た

め
の

集
団

指
導

等
を

実
施

。

参
加

者
の

う
ち

、
身

体
機

能
の

維
持

向
上

に
つ

な
が

っ
た

割
合

地
域

支
援

事
業

(介
護

予

防
・

日
常

生
活

支
援

総

合
事

業
)

兵
庫

県
西

脇
市

5
万

人
未

満

一
般

介
護

予
防

事
業

評

価
事

業
、

一
般

介
護

予

防
事

業
把

握
事

業

新
規

事
業

/継
続

的
な

事
業

2
0
2
3

6
,3

7
4

●
高

齢
者

・
デ

ー
タ

分
析

結
果

・
他

事
業

に
よ

る
ニ

ー
ズ

の

把
握

・
社

会
動

向

高
齢

化
率

の
上

昇
に

伴
い

、
見

守
り

や
安

否
確

認
等

が
必

要
な

、
ひ

と
り

暮
ら

し
高

齢
者

や
高

齢
者

の
み

世
帯

が
増

加
し

て
い

る
た

め
。

見
守

り
や

安
否

確
認

等
が

必
要

な
高

齢
者

の
状

況
把

握
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会
計
等
の
区
分

自
治
体
名

（
広
域
連
合
名
）

第
1
号
被
保
険
者

規
模

事
業
名

事
業
分
類

■
事
業
開
始

年
度
（
西

暦
）

総
事
業
費

事
業
の
対
象

事
業
実
施
に
至
っ
た
背
景
、

ニ
ー
ズ
把
握
の
方
法

事
業
に
取
り
組
ん
だ
具
体
的
な
背
景
（
課
題
意
識
）

事
業
の
内
容

見
込
ん
で
い
る
成
果
（
具
体
的
な
内
容
、
評
価

方
法
、
達
成
年
度
の
目
途
）

地
域

支
援

事
業

(介
護

予

防
・

日
常

生
活

支
援

総

合
事

業
)

兵
庫

県
太

子
町

1
万

人
未

満
一

般
介

護
予

防
事

業
既

存
事

業
の

拡
充

/継
続

的
な

事
業

2
0
2
3

1
3
,3

3
7

●
要

支
援

・
要

介
護

認
定

者
、

総
合

事
業

対
象

者

●
高

齢
者

●
住

民

・
高

齢
者

の
相

談
窓

口
や

地

域
包

括
支

援
セ

ン
タ

ー
の

相

談
事

例

・
他

事
業

に
よ

る
ニ

ー
ズ

の

把
握

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
に

よ
る

外
出

活
動

の
自

粛

で
、

高
齢

者
の

体
力

、
運

動
能

力
が

低
下

し
て

い

る
。

通
い

の
場

は
再

開
さ

れ
た

が
、

コ
ロ

ナ
前

の
参

加
率

に
は

及
ん

で
お

ら
ず

、
登

録
者

か
ら

は
「

体
調

や
感

染
の

怖
さ

か
ら

以
前

の
よ

う
に

通
い

づ
ら

い
」

「
自

宅
で

自
分

の
ペ

ー
ス

で
体

操
が

し
た

い
」

「
新

た
な

体
操

が
し

た
い

」
な

ど
の

声
が

あ
っ

た
。

ご
当

地
体

操
を

制
作

し
、

新
た

な
体

操
と

し
て

通
い

の
場

に
提

供
す

る
。

ま
た

映
像

化
し

た
媒

体
を

オ
ン

ラ
イ

ン
配

信
す

る
な

ど
し

、
地

域
住

民
に

広
く

知
ら

れ
、

愛
さ

れ
る

体
操

と
な

る
よ

う
、

体
操

の
根

拠
や

効
果

を
明

確
に

示
し

、
普

及
啓

発
し

て
い

く
。

体
力

の
維

持
・

向
上

を
目

指
す

。
評

価
方

法
に

つ
い

て
は

定
期

的
に

実
施

し
て

い
る

通
い

の
場

で
の

体
力

測
定

の
結

果
を

確
認

。

Ｒ
６

年
度

中
に

Ｉ
Ｃ

Ｔ
の

活
用

支
援

を
し

取
組

を
推

進
し

て
い

く
。

地
域

支
援

事
業

(介
護

予

防
・

日
常

生
活

支
援

総

合
事

業
)

兵
庫

県
香

美
町

1
万

人
未

満
訪

問
型

サ
ー

ビ
ス

C
既

存
事

業
の

拡
充

/継
続

的
な

事
業

2
0
2
2

3
,2

0
0

●
要

支
援

・
要

介
護

認
定

者
、

総
合

事
業

対
象

者

・
高

齢
者

の
相

談
窓

口
や

地

域
包

括
支

援
セ

ン
タ

ー
の

相

談
事

例

令
和

４
年

度
よ

り
実

施
し

て
い

る
事

業
で

あ
る

が
、

導
入

時
期

以
前

に
町

内
の

通
所

リ
ハ

ビ
リ

ス
テ

ー

シ
ョ

ン
が

休
止

に
な

っ
た

こ
と

と
合

わ
せ

て
、

要
介

護
２

～
４

の
認

定
者

数
が

増
加

傾
向

に
あ

り
、

介
護

予
防

事
業

に
つ

い
て

、
重

点
的

・
効

果
的

に
事

業
実

施
し

て
い

く
必

要
が

あ
っ

た
た

め
。

短
期

間
（

３
か

月
～

６
か

月
）

の
集

中
的

な
支

援
に

よ
り

、
改

善
が

見
込

ま
れ

る
方

等
を

対
象

に
、

リ
ハ

ビ
リ

専
門

職
が

自
宅

に
訪

問
し

て
、

運
動

や
Ａ

Ｄ
Ｌ

、
Ｉ

Ａ
Ｄ

Ｌ
改

善
に

向
け

た
相

談
や

指
導

、
調

整
を

行
う

。

個
々

の
身

体
評

価
、

目
標

達
成

の
状

況
。

地
域

支
援

事
業

(介
護

予

防
・

日
常

生
活

支
援

総

合
事

業
)

徳
島

県
小

松
島

市
5
万

人
未

満
脳

ト
レ

ア
プ

リ
を

活
用

し
た

認
知

症
予

防
事

業

新
規

事
業

/継
続

的
な

事
業

2
0
2
3

2
,5

4
7

●
要

支
援

・
要

介
護

認
定

者
、

総
合

事
業

対
象

者

●
高

齢
者

・
社

会
動

向

・
国

・
都

道
府

県
の

政
策

介
護

予
防

教
室

な
ど

の
参

加
者

の
固

定
化

が
課

題
で

あ
っ

た
た

め
、

介
護

予
防

に
関

心
の

薄
い

層
に

、

「
い

か
に

関
心

を
持

っ
て

も
ら

う
か

」
を

テ
ー

マ
に

事
業

設
計

に
取

り
組

ん
で

い
た

と
こ

ろ
、

経
済

産
業

省
主

催
の

自
治

体
の

課
題

と
そ

れ
を

解
決

す
る

手
法

を
提

案
で

き
る

企
業

と
の

マ
ッ

チ
ン

グ
企

画
で

あ
る

「
ガ

バ
メ

ン
ト

・
ピ

ッ
チ

」
に

応
募

し
、

企
業

と
の

マ
ッ

チ
ン

グ
の

結
果

に
よ

る
事

業
推

進
。

個
人

の
ス

マ
ー

ト
フ

ォ
ン

な
ど

を
活

用
し

、
左

記
企

業
が

開
発

し
た

脳
ト

レ
ア

プ
リ

に
6
5
歳

以

上
の

市
民

（
希

望
者

）
が

取
り

組
ん

で
も

ら
う

こ
と

に
よ

り
、

こ
れ

ま
で

通
い

の
場

な
ど

に
参

加
し

た
こ

と
の

な
か

っ
た

高
齢

者
が

、
自

宅
な

ど
で

ゲ
ー

ム
感

覚
で

楽
し

み
な

が
ら

ト
レ

ー
ニ

ン
グ

を
続

け
る

こ
と

が
で

き
る

。
ト

レ
ー

ニ
ン

グ
結

果
な

ど
を

集
計

・
分

析
す

る
こ

と
に

よ
り

今
後

の
事

業
展

開
に

活
用

し
て

い
く

。

・
習

慣
化

さ
れ

た
ト

レ
ー

ニ
ン

グ
に

よ
り

、
認

知
機

能
の

維
持

・
向

上
（

デ
ー

タ
集

計
に

よ
り

効
果

の
可

視
化

）

・
認

知
症

発
症

、
要

介
護

、
要

支
援

認
定

時
期

を
遅

ら
せ

る

・
介

護
予

防
行

動
実

施
者

の
拡

大

地
域

支
援

事
業

(介
護

予

防
・

日
常

生
活

支
援

総

合
事

業
)

佐
賀

県
み

や
き

町
1
万

人
未

満
い

き
い

き
百

歳
体

操
既

存
事

業
の

拡
充

/継
続

的
な

事
業

2
0
1
6

2
,4

4
6

●
住

民

・
デ

ー
タ

分
析

結
果

・
地

域
ケ

ア
会

議
等

に
お

け

る
議

論

・
社

会
動

向

当
町

は
高

齢
化

が
進

み
、

な
か

で
も

後
期

高
齢

者
の

増
加

が
見

込
ま

れ
て

い
る

。
公

助
・

共
助

の
み

で
は

高
齢

者
を

支
え

る
こ

と
が

難
し

く
な

る
こ

と
か

ら
、

元
気

高
齢

者
が

増
え

、
住

民
の

Ｑ
Ｏ

Ｌ
の

維
持

及
び

向
上

を
図

る
た

め
に

、
自

助
・

互
助

を
キ

ー
ワ

ー
ド

に
通

い
の

場
の

一
つ

と
し

て
事

業
化

を
し

た
。

地
区

の
公

民
館

で
の

活
動

を
主

に
、

住
民

主
体

で
運

営
を

行
い

、
体

操
に

よ
る

筋
力

維
持

及
び

増
強

を
図

り
、

住
民

同
士

の
交

流
の

場
と

し
て

事
業

を
行

っ
て

い
る

。

住
民

の
生

活
の

身
近

な
と

こ
ろ

で
開

催
さ

れ
、

生
活

に
必

要
な

筋
力

の
維

持
及

び
増

進
と

、
住

民
同

士
の

交
流

の
場

づ
く

り
に

よ
り

、
住

民
の

孤
立

の
防

止
に

つ
な

が
り

、
ひ

い
て

は
介

護
予

防
に

つ
な

が
る

。
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会
計
等
の
区
分

自
治
体
名

（
広
域
連
合
名
）

第
1
号
被
保
険
者

規
模

事
業
名

事
業
分
類

■
事
業
開
始

年
度
（
西

暦
）

総
事
業
費

事
業
の
対
象

事
業
実
施
に
至
っ
た
背
景
、

ニ
ー
ズ
把
握
の
方
法

事
業
に
取
り
組
ん
だ
具
体
的
な
背
景
（
課
題
意
識
）

事
業
の
内
容

見
込
ん
で
い
る
成
果
（
具
体
的
な
内
容
、
評
価

方
法
、
達
成
年
度
の
目
途
）

地
域

支
援

事
業

(介
護

予

防
・

日
常

生
活

支
援

総

合
事

業
)

長
崎

県
松

浦
市

1
万

人
未

満

集
い

の
場

参
加

促
進

事

業
　

　
介

護
予

防
応

援

ポ
イ

ン
ト

事
業

　
　

介

護
予

防
手

帳
作

成

新
規

事
業

/継
続

的
な

事
業

2
0
2
3

5
,7

2
6

●
要

支
援

・
要

介
護

認
定

者
、

総
合

事
業

対
象

者

●
高

齢
者

・
地

域
ケ

ア
会

議
等

に
お

け

る
議

論

・
他

事
業

に
よ

る
ニ

ー
ズ

の

把
握

・
国

・
都

道
府

県
の

政
策

住
民

主
体

に
よ

る
介

護
予

防
活

動
の

推
進

と
個

人
の

積
極

的
な

活
動

の
促

進
。

介
護

予
防

活
動

に
個

人
で

取
り

組
む

方
に

対

し
、

ポ
イ

ン
ト

付
与

ま
た

介
護

予
防

手
帳

に
目

標
や

目
標

達
成

の
た

め
の

活
動

の
記

録
を

記
入

し
、

健
康

の
自

己
管

理
や

支
援

者
が

確
認

す
る

こ
と

で
、

セ
ル

フ
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
力

を
高

め

る
。

住
民

主
体

の
活

動
で

あ
る

集
い

の
場

の
設

置

数
、

利
用

者
の

増
加

。
自

主
的

に
介

護
予

防
に

取
り

組
む

方
の

増
加

。

地
域

支
援

事
業

(介
護

予

防
・

日
常

生
活

支
援

総

合
事

業
)

熊
本

県
南

阿
蘇

村
1
万

人
未

満

地
域

介
護

予
防

活
動

支

援
事

業
（

通
い

の
場

づ

く
り

）

既
存

事
業

の
拡

充

/継
続

的
な

事
業

2
0
2
0

3
0
,0

0
0

●
要

支
援

・
要

介
護

認
定

者
、

総
合

事
業

対
象

者

●
高

齢
者

・
高

齢
者

の
相

談
窓

口
や

地

域
包

括
支

援
セ

ン
タ

ー
の

相

談
事

例

・
社

会
動

向

介
護

給
付

の
増

加

高
齢

者
の

閉
じ

こ
も

り

地
域

住
民

主
体

で
集

ま
り

介
護

予
防

に
取

り
組

む
こ

と
へ

の
補

助
金

交
付

介
護

給
付

の
減

少

高
齢

者
の

生
き

が
い

づ
く

り
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会
計
等
の
区
分

自
治
体
名

（
広
域
連
合
名
）

第
1
号
被
保
険
者

規
模

事
業
名

事
業
分
類

■
事
業
開
始

年
度
（
西

暦
）

総
事
業
費

事
業
の
対
象

事
業
実
施
に
至
っ
た
背
景
、

ニ
ー
ズ
把
握
の
方
法

事
業
に
取
り
組
ん
だ
具
体
的
な
背
景
（
課
題
意
識
）

事
業
の
内
容

見
込
ん
で
い
る
成
果
（
具
体
的
な
内
容
、
評
価

方
法
、
達
成
年
度
の
目
途
）

地
域

支
援

事
業

(生
活

支

援
体

制
整

備
事

業
)

北
海

道
枝

幸
町

3
千

人
未

満

生
活

支
援

体
制

整
備

事

業
及

び
「

一
緒

に
話

し

合
う

場
」

の
開

催

既
存

事
業

の
拡

充

/継
続

的
な

事
業

2
0
2
3

8
,4

2
7

●
要

支
援

・
要

介
護

認
定

者
、

総
合

事
業

対
象

者

●
高

齢
者

●
介

護
を

行
っ

て
い

る
家

族
等

●
住

民

●
医

療
・

介
護

従
事

者

●
医

療
・

介
護

事
業

者

●
行

政
・

地
域

包
括

支
援

セ
ン

タ
ー

の
体

制
整

備

・
デ

ー
タ

分
析

結
果

・
地

域
ケ

ア
会

議
等

に
お

け

る
議

論

・
他

事
業

に
よ

る
ニ

ー
ズ

の

把
握

・
社

会
動

向

6
5
歳

以
下

の
急

激
な

人
口

減
少

の
な

か
、

医
療

や
介

護
が

必
要

な
8
5
歳

以
上

の
人

口
は

微
増

で
あ

り
、

医

療
、

介
護

ニ
ー

ズ
の

増
大

が
懸

念
さ

れ
る

。
そ

の
た

め
、

介
護

予
防

を
意

識
し

、
健

康
寿

命
延

伸
と

併
せ

て
、

属
性

や
世

代
を

と
わ

ず
、

互
い

に
支

え
合

い
つ

な
が

れ
る

地
域

づ
く

り
の

た
め

の
事

業
展

開
が

必
要

で
あ

る
。

左
記

内
の

現
状

を
住

民
と

共
有

し
、

住
民

自
身

が
自

分
た

ち
で

出
来

る
事

を
考

え
て

行
く

集
ま

り
の

場
を

作
る

。
ま

た
住

民
だ

け
で

は
な

く
、

町
内

の
民

間
企

業
と

も
連

携
を

図
り

、
住

み
慣

れ
た

地
域

で
安

心
し

た
生

活
が

送
れ

る
よ

う
、

つ
な

が
り

支
え

合
う

地
域

づ
く

り
を

行
政

だ
け

で
な

く
様

々
な

人
た

ち
と

考
え

る
。

「
健

康
寿

命
の

延
伸

」
「

主
観

的
健

康
観

・
幸

福
感

の
割

合
の

増
加

」
「

将
来

も
枝

幸
町

で
住

み
続

け
た

い
と

思
う

人
の

割
合

の
増

加
」

「
有

償
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
の

登
録

者
数

の
増

加
」

「
地

域
活

動
へ

の
参

加
意

向
が

あ
る

人
の

割
合

の
増

加
」

地
域

支
援

事
業

(生
活

支

援
体

制
整

備
事

業
)

青
森

県
蓬

田
村

3
千

人
未

満
生

活
支

援
体

制
整

備
事

業

既
存

事
業

の
拡

充

/継
続

的
な

事
業

2
0
2
3

7
,5

1
3

●
要

支
援

・
要

介
護

認
定

者
、

総
合

事
業

対
象

者

●
高

齢
者

・
他

事
業

に
よ

る
ニ

ー
ズ

の

把
握

生
活

支
援

体
制

整
備

事
業

に
よ

り
開

発
さ

れ
た

、
高

齢
者

の
就

労
的

活
動

に
つ

い
て

、
マ

ッ
チ

ン
グ

部
分

を
生

活
支

援
コ

ー
デ

ィ
ネ

ー
タ

ー
(1

名
の

み
配

置
）

が
担

っ
て

い
ま

し
た

が
、

当
該

活
動

件
数

が
増

加
し

た
こ

と
に

よ
っ

て
、

生
活

支
援

コ
ー

デ
ィ

ネ
ー

タ
ー

の
活

動
時

間
の

ほ
と

ん
ど

が
マ

ッ
チ

ン
グ

と
な

っ
て

し
ま

い
、

新
た

な
人

材
発

掘
や

生
活

支
援

体
制

整
備

が
困

難
と

な
っ

て
い

ま
し

た
。

新
た

に
就

労
的

活
動

支
援

コ
ー

デ
ィ

ネ
ー

タ
ー

を
配

置
し

て
、

生
活

支
援

コ
ー

デ
ィ

ネ
ー

タ
ー

と
の

役
割

を
分

割
し

ま
し

た
。

就
労

的
活

動
を

通
じ

て
、

高
齢

者
の

活
躍

の
場

が
増

え
る

こ
と

で
、

元
気

な
ま

ま
長

生
き

で
き

る
高

齢
者

の
増

加
に

つ
な

が
る

と
考

え
て

い
ま

す
。

結
果

、
要

介
護

認
定

率
や

介
護

給
付

費
の

抑
制

に
つ

な
が

る
こ

と
で

、
介

護
保

険
料

の
増

額
を

防
ぐ

こ
と

が
で

き
る

と
期

待
し

て
い

ま

す
。

現
在

、
第

7
期

・
第

8
期

・
第

9
期

と
介

護
保

険
料

を
据

え
置

く
こ

と
が

で
き

て
い

る
状

況
で

す
。

(第
9
期

は
予

定
）
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会
計
等
の
区
分

自
治
体
名

（
広
域
連
合
名
）

第
1
号
被
保
険
者

規
模

事
業
名

事
業
分
類

■
事
業
開
始

年
度
（
西

暦
）

総
事
業
費

事
業
の
対
象

事
業
実
施
に
至
っ
た
背
景
、

ニ
ー
ズ
把
握
の
方
法

事
業
に
取
り
組
ん
だ
具
体
的
な
背
景
（
課
題
意
識
）

事
業
の
内
容

見
込
ん
で
い
る
成
果
（
具
体
的
な
内
容
、
評
価

方
法
、
達
成
年
度
の
目
途
）

地
域

支
援

事
業

(認
知

症

総
合

支
援

事
業

)
青

森
県

三
戸

町
1
万

人
未

満
認

知
症

総
合

支
援

事
業

の
拡

充

既
存

事
業

の
拡

充

/継
続

的
な

事
業

3
,8

7
6

●
要

支
援

・
要

介
護

認
定

者
、

総
合

事
業

対
象

者

●
高

齢
者

●
住

民

●
医

療
・

介
護

従
事

者

●
行

政
・

地
域

包
括

支
援

セ
ン

タ
ー

の
体

制
整

備

・
デ

ー
タ

分
析

結
果

・
高

齢
者

の
相

談
窓

口
や

地

域
包

括
支

援
セ

ン
タ

ー
の

相

談
事

例

・
地

域
ケ

ア
会

議
等

に
お

け

る
議

論

・
他

事
業

に
よ

る
ニ

ー
ズ

の

把
握

・
社

会
動

向

団
塊

の
世

代
が

７
５

歳
以

上
と

な
る

令
和

７
年

度
を

見
据

え
、

「
認

知
症

の
人

の
意

思
が

尊
重

さ
れ

、
で

き
る

限
り

住
み

慣
れ

た
地

域
の

良
い

環
境

で
、

自
分

ら
し

く
暮

ら
し

続
け

る
こ

と
が

で
き

る
社

会
の

実

現
」

を
目

指
す

も
の

。

・
認

知
症

サ
ポ

ー
タ

ー
及

び
キ

ャ
ラ

バ
ン

メ
イ

ト
養

成

・
認

知
症

初
期

集
中

支
援

チ
ー

ム
の

設
置

・
認

知
症

ケ
ア

パ
ス

の
活

用

・
青

森
医

療
・

介
護

手
帳

の
配

付
及

び
活

用

・
認

知
症

地
域

支
援

推
進

員
研

修
修

了
者

の
複

数
配

置

・
認

知
症

専
門

相
談

の
実

施
及

び
普

及
啓

発
活

動 ・
認

知
症

予
防

事
業

・
認

知
症

カ
フ

ェ
の

運
営

及
び

開
催

（
認

知
症

カ
フ

ェ
の

運
営

支
援

を
含

む
。

）

・
若

年
性

認
知

症
の

実
態

調
査

【
拡

充
内

容
】

　
令

和
５

年
度

か
ら

「
高

齢
者

用
集

団
認

知
機

能
検

査
（

フ
ァ

イ
ブ

・
コ

グ
）

」
及

び
「

認
知

症
予

防
運

動
プ

ロ
グ

ラ
ム

（
コ

グ
ニ

サ
イ

ズ
）

」
を

実
施

し
て

い
る

。

認
知

機
能

低
下

の
あ

る
人

の
早

期
発

見
及

び
認

知
症

の
発

症
予

防
に

よ
る

発
症

遅
延

・
高

齢
者

用
集

団
認

知
機

能
検

査
（

フ
ァ

イ
ブ

コ
グ

）
の

受
検

者
数

・
認

知
症

予
防

運
動

プ
ロ

グ
ラ

ム
（

コ
グ

ニ
サ

イ
ズ

）
の

参
加

者
数

地
域

支
援

事
業

(認
知

症

総
合

支
援

事
業

)
岡

山
県

備
前

市
5
万

人
未

満
認

知
症

に
や

さ
し

い
お

店
・

事
業

所
登

録
事

業

新
規

事
業

/継
続

的
な

事
業

2
0
2
3

6

●
要

支
援

・
要

介
護

認
定

者
、

総
合

事
業

対
象

者

●
高

齢
者

●
介

護
を

行
っ

て
い

る
家

族
等

●
住

民

・
高

齢
者

の
相

談
窓

口
や

地

域
包

括
支

援
セ

ン
タ

ー
の

相

談
事

例

・
地

域
ケ

ア
会

議
等

に
お

け

る
議

論

・
他

事
業

に
よ

る
ニ

ー
ズ

の

把
握

・
社

会
動

向

認
知

症
は

誰
も

が
な

り
得

る
可

能
性

が
あ

り
、

多
く

の
人

に
と

っ
て

身
近

な
も

の
と

な
っ

て
い

る
。

認
知

症
を

正
し

く
理

解
し

適
切

な
対

応
の

で
き

る
身

近
な

商
店

や
企

業
、

団
体

を
増

や
し

、
認

知
症

に
な

っ
て

も
住

み
慣

れ
た

地
域

で
安

心
し

て
生

活
で

き
る

地
域

づ
く

り
を

目
指

す
必

要
が

あ
る

。

認
知

症
サ

ポ
ー

タ
ー

養
成

講
座

を
受

講
し

た
店

舗
や

企
業

・
団

体
に

目
印

に
な

る
専

用
ス

テ
ッ

カ
ー

を
配

布
し

、
認

知
症

の
人

が
安

心
し

て
利

用
で

き
る

お
店

・
事

業
所

の
証

と
し

て
登

録
す

る
事

業
。

認
知

症
高

齢
者

と
そ

の
家

族
が

安
心

し
て

地
域

の
見

守
り

の
中

、
住

み
慣

れ
た

地
域

で
生

活
で

き
る

よ
う

支
援

し
て

い
く

。
評

価
方

法
、

達
成

年
度

は
、

利
用

者
数

や
連

絡
会

・
協

議
会

等
で

の
検

討
予

定
。

地
域

支
援

事
業

(認
知

症

総
合

支
援

事
業

)
沖

縄
県

中
城

村
1
万

人
未

満
認

知
症

高
齢

者
見

守
り

事
業

新
規

事
業

/単
年

度
事

業
2
0
2
3

1
4
8

●
要

支
援

・
要

介
護

認
定

者
、

総
合

事
業

対
象

者

●
高

齢
者

・
高

齢
者

の
相

談
窓

口
や

地

域
包

括
支

援
セ

ン
タ

ー
の

相

談
事

例

行
方

不
明

と
な

る
お

そ
れ

が
あ

る
認

知
症

高
齢

者
等

に
関

す
る

情
報

を
あ

ら
か

じ
め

登
録

し
、

関
係

機
関

（
警

察
な

ど
）

と
連

携
し

早
期

発
見

に
繋

げ
て

い
た

が
、

よ
り

体
制

の
充

実
を

図
る

た
め

認
知

症
高

齢
者

等
徘

徊
等

で
行

方
不

明
と

な
る

お
そ

れ
が

あ
る

者
に

対
し

、
見

守
り

シ
ー

ル
を

交
付

す
る

こ
と

で
、

認
知

症
高

齢
者

等
の

早
期

の
発

見
、

保
護

及
び

引
き

渡
し

を
図

る
と

と
も

に
、

介
護

者
等

の
精

神
的

負
担

を
軽

減
す

る
。
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＜
都
道
府
県
＞

都
道
府
県
名
事
業
名

事
業
の
性
質

事
業

開
始

年
度

会
計
等
の
区
分

総
事
業
費
（
千
円
）
支
援
対
象
の
市
町
村

事
業
に
取
り
組
ん
だ
背
景
、
課
題
意
識
を
持
っ
た
き
っ
か
け

事
業
の
内
容

見
込
ん
で
い
る
成
果
（
具
体
的
な
内
容
、

達
成
年
度
の
目
途
）

宮
城

県
市

町
村

デ
ー

タ
の

分
析

・

調
査

事
業

新
規

事
業

/単

年
度

事
業

2
0
2
3

【
介

護
保

険
保

険
者

努
力

支
援

交
付

金
】

・
介

護
予

防
・

日
常

生
活

支
援

総
合

事
業

を
支

援
す

る
事

業

2
,0

0
0

管
内

全
市

町
村

市
町

村
、

地
域

包
括

支
援

セ
ン

タ
ー

職
員

は
、

様
々

な
テ

ー
マ

で
P

D
C

A
サ

イ
ク

ル
に

係
る

研
修

を
実

施
し

て
お

り
、

P
D

C
A

サ
イ

ク
ル

の
必

要
性

に
つ

い
て

一
定

の
認

識
は

あ
る

が
現

状
、

P
D

C
A

サ
イ

ク
ル

に
基

づ
く

事
業

評
価

や
地

域
診

断
の

実
施

状
況

は
十

分
と

は
言

え
ず

、
そ

の
理

由
の

一
つ

が
業

務

過
多

と
い

え
る

。
（

2
0
2
2
年

９
月

1
2
日

、
2
0
2
4
年

度
の

介
護

保
険

制
度

改

正
に

向
け

た
協

議
を

行
っ

て
い

る
社

会
保

障
審

議
会

・
社

会
保

険
部

会
に

お

い
て

、
地

域
包

括
支

援
セ

ン
タ

ー
の

負
担

軽
減

に
関

す
る

議
論

）

市
町

村
を

支
援

す
る

際
に

有
効

な
デ

ー
タ

項
目

の
収

集
・

整
理

と
市

町

村
別

デ
ー

タ
分

析
ツ

ー
ル

の
作

成
。

ツ
ー

ル
使

用
者

は
地

方
公

所
で

あ

る
保

健
福

祉
事

務
所

を
想

定
。

当
該

デ
ー

タ
分

析
ツ

ー
ル

を
使

用
し

、

定
量

的
デ

ー
タ

と
し

て
市

町
村

毎
に

整
理

、
対

象
市

町
村

へ
の

情
報

提

供
を

行
う

と
と

も
に

、
聞

き
取

り
等

に
よ

り
定

性
的

デ
ー

タ
を

収
集

し
、

管
内

の
地

域
分

析
を

行
う

。
そ

の
結

果
を

基
に

、
効

率
的

・
効

果

的
な

市
町

村
支

援
を

実
施

す
る

。

R
5
は

デ
ー

タ
分

析
ツ

ー
ル

の
作

成
が

主
な

事
業

内
容

と
な

っ
て

お
り

、
R

6
は

保
健

福

祉
事

務
所

職
員

を
対

象
と

し
た

ツ
ー

ル
使

用
方

法
研

修
及

び
市

町
村

支
援

の
実

施
を

想
定

。

秋
田

県

生
活

支
援

コ
ー

デ
ィ

ネ
ー

タ
ー

活
動

サ
ポ

ー
ト

事

業
、

情
報

交
換

促
進

事
業

既
存

事
業

の

拡
充

/継
続

的

な
事

業

2
0
1
5

【
介

護
保

険
保

険
者

努
力

支
援

交
付

金
】

・
生

活
支

援
体

制
整

備
事

業
を

支
援

す
る

事
業

1
,8

8
1

管
内

全
市

町
村

S
C

向
け

研
修

は
集

合
型

の
み

で
あ

っ
た

が
、

地
域

に
よ

っ
て

事
業

、
S

C
の

熟
度

に
差

が
あ

り
、

個
別

の
ニ

ー
ズ

に
即

し
た

支
援

と
管

内
の

情
報

交
換

を

促
進

す
る

必
要

が
あ

る
と

思
わ

れ
た

た
め

。

ア
ン

ケ
ー

ト
、

ヒ
ア

リ
ン

グ
を

基
に

S
C

の
オ

ー
ダ

ー
に

即
し

た
研

修
、

視
察

を
コ

ー
デ

ィ
ネ

ー
ト

し
て

実
施

す
る

。
各

地
域

持
ち

回
り

で

簡
単

な
活

動
レ

ポ
ー

ト
を

作
成

し
て

も
ら

い
、

S
C

、
事

務
担

当
者

同

士
で

メ
ー

ル
に

よ
り

情
報

共
有

す
る

。
（

い
ず

れ
も

委
託

事
業

）
（

①

活
動

歴
の

長
い

S
C

に
よ

る
実

践
報

告
と

情
報

交
換

会
、

②
フ

ァ
シ

リ

テ
ー

シ
ョ

ン
、

グ
ラ

フ
ィ

ッ
ク

研
修

会
、

③
地

域
住

民
が

運
営

す
る

「
お

互
い

さ
ま

ス
ー

パ
ー

」
の

見
学

会

S
C

の
活

動
の

活
性

化

秋
田

県

ア
ウ

ト
リ

ー
チ

型
伴

走
支

援
事

業
（

自
立

支
援

型
地

域
ケ

ア
会

議
の

普
及

啓

発
）

既
存

事
業

の

拡
充

/継
続

的

な
事

業

2
0
1
7

【
介

護
保

険
保

険
者

努
力

支
援

交
付

金
】

・
包

括
的

・
継

続
的

ケ
ア

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

支
援

業
務

を
支

援
す

る
事

業

1
,6

4
8

一
部

市
町

村
:市

町
村

ア
ン

ケ
ー

ト
で

課
題

の
提

案
が

あ
っ

た
市

町
村

一
方

的
な

集
合

研
修

は
、

市
町

村
の

ニ
ー

ズ
に

合
っ

て
い

る
の

か
不

確
か

で
、

個
別

の
市

町
村

の
課

題
を

出
発

点
に

支
援

を
行

う
の

が
確

実
と

考
え

ら

れ
た

た
め

。

地
域

ケ
ア

推
進

会
議

の
開

催
な

ど
に

課
題

を
抱

え
る

市
町

村
に

対
し

、

ヒ
ア

リ
ン

グ
に

よ
り

取
組

課
題

を
明

ら
か

に
し

、
市

町
村

担
当

職
員

と

協
働

に
よ

り
、

オ
ー

ダ
ー

メ
イ

ド
で

講
師

派
遣

に
よ

る
支

援
を

行
う

。

（
三

種
町

と
大

仙
市

の
地

域
ケ

ア
推

進
会

議
の

開
催

方
法

の
改

善
に

取

り
組

ん
で

い
る

。
）

福
島

県

介
護

給
付

適
正

化
推

進
特

別
事

業
（

見
え

る
化

地
域

分
析

研
修

）

新
規

事
業

/継

続
的

な
事

業
2
0
2
3

【
保

険
者

機
能

強
化

推
進

交
付

金
】

・
現

状
分

析
、

実
情

把
握

、
地

域
課

題
分

析
、

実
績

評
価

支
援

事
業

2
,2

0
0

管
内

全
市

町
村

課
題

分
析

が
進

ま
ず

、
交

付
金

指
標

の
評

価
に

も
影

響
し

て
い

た
市

町
村

が

散
見

さ
れ

て
い

た
。

分
析

に
有

用
と

さ
れ

る
見

え
る

化
シ

ス
テ

ム
も

、
シ

ス

テ
ム

に
対

す
る

苦
手

意
識

等
か

ら
活

用
が

思
わ

し
く

な
い

状
況

に
あ

っ
た

。

見
え

る
化

シ
ス

テ
ム

の
操

作
か

ら
デ

ー
タ

活
用

に
よ

る
地

域
分

析
ま

で
、

専
門

家
に

よ
る

研
修

を
行

っ
た

。

第
9
期

介
護

保
険

事
業

計
画

策
定

に
あ

た
っ

て
の

活
用

、
各

年
度

に
お

け
る

取
組

の
成

果
確

認
や

見
直

し
へ

の
活

用
。

千
葉

県
介

護
給

付
適

正
化

・
適

切

化
特

別
推

進
事

業

既
存

事
業

の

拡
充

/継
続

的

な
事

業

2
0
1
1

【
保

険
者

機
能

強
化

推
進

交
付

金
】

・
介

護
給

付
適

正
化

事
業

の
推

進
支

援
事

業

3
,3

2
6

一
部

市
町

村
:希

望
市

町
村

当
県

管
内

市
町

村
の

適
正

化
事

業
へ

の
取

組
状

況
は

芳
し

く
な

く
、

特
に

ほ

ぼ
未

実
施

の
保

険
者

の
取

組
の

実
施

を
促

進
す

る
た

め

県
国

保
連

合
会

に
委

託
し

実
施

し
て

い
る

。

保
険

者
の

帳
票

を
分

析
し

、
確

認
方

法
や

実
際

に
過

誤
に

つ
な

げ
る

取

組
み

方
な

ど
を

、
県

担
当

者
及

び
国

保
連

担
当

者
が

当
該

保
険

者
を

訪

問
し

直
接

説
明

す
る

。

介
護

給
付

適
正

化
事

業
へ

の
取

組
の

促

進
・

深
化

－ 232 －



都
道
府
県
名
事
業
名

事
業
の
性
質

事
業

開
始

年
度

会
計
等
の
区
分

総
事
業
費
（
千
円
）
支
援
対
象
の
市
町
村

事
業
に
取
り
組
ん
だ
背
景
、
課
題
意
識
を
持
っ
た
き
っ
か
け

事
業
の
内
容

見
込
ん
で
い
る
成
果
（
具
体
的
な
内
容
、

達
成
年
度
の
目
途
）

山
梨

県
生

活
支

援
体

制
整

備
ア

ド

バ
イ

ザ
ー

派
遣

支
援

事
業

既
存

事
業

の

拡
充

/継
続

的

な
事

業

2
0
2
0

【
介

護
保

険
保

険
者

努
力

支
援

交
付

金
】

・
生

活
支

援
体

制
整

備
事

業
を

支
援

す
る

事
業

1
,0

6
2

一
部

市
町

村
:手

上
げ

に
よ

る

希
望

、
プ

ッ
シ

ュ

各
市

町
村

で
取

り
組

み
状

況
が

異
な

る
こ

と
か

ら
、

市
町

村
の

実
情

に
応

じ

た
ア

ド
バ

イ
ザ

ー
派

遣
を

行
う

こ
と

で
、

実
効

性
の

あ
る

支
援

が
で

き
る

と

考
え

た
。

ま
た

、
長

年
手

上
げ

に
よ

る
希

望
で

支
援

を
行

っ
て

き
た

が
、

支

援
の

顔
ぶ

れ
に

変
化

は
な

く
、

県
と

し
て

も
状

況
を

把
握

で
き

て
い

な
い

状

況
だ

っ
た

こ
と

か
ら

、
手

上
げ

の
な

い
市

町
村

に
つ

い
て

も
同

様
に

、
ア

プ

ロ
ー

チ
す

る
必

要
が

あ
る

と
感

じ
た

た
め

、
プ

ッ
シ

ュ
型

に
よ

る
支

援
を

考

え
た

。

各
市

町
村

へ
専

門
的

知
見

を
も

っ
た

ア
ド

バ
イ

ザ
ー

を
派

遣
（

生
活

支

援
や

移
動

支
援

）

第
９

期
介

護
保

険
事

業
支

援
計

画
期

間
中

に
全

市
町

村
の

状
況

を
把

握
・

分
析

、

フ
ィ

ー
ド

バ
ッ

ク
を

す
る

と
と

も
に

、
分

析
結

果
等

を
も

と
に

、
生

活
支

援
体

制
整

備
事

業
の

他
、

介
護

予
防

、
認

知
症

な
ど

の
テ

ー
マ

を
加

え
た

ア
ド

バ
イ

ザ
ー

派
遣

を
全

市
町

村
で

行
う

予
定

。

愛
知

県
高

齢
者

地
域

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

参
加

促
進

事
業

既
存

事
業

の

拡
充

/継
続

的

な
事

業

2
0
1
9

【
保

険
者

機
能

強
化

推
進

交
付

金
】

・
そ

の
他

市
町

村
の

ニ
ー

ズ
に

応
じ

た
支

援
事

業

3
,9

3
2

管
内

全
市

町
村

参
加

率
が

低
迷

し
て

い
る

通
い

の
場

の
活

性
化

を
図

る
こ

と
に

よ
り

、
市

町

村
に

お
け

る
介

護
予

防
の

取
組

を
推

進
す

る
た

め
。

通
い

の
場

フ
ォ

ー
ラ

ム
及

び
コ

ン
テ

ス
ト

の
開

催
通

い
の

場
の

参
加

率
８

％
（

2
0
2
5
年

）

愛
知

県
認

知
症

地
域

支
援

推
進

員

活
動

強
化

推
進

事
業

費

既
存

事
業

の

拡
充

/継
続

的

な
事

業

2
0
2
1

【
介

護
保

険
保

険
者

努
力

支
援

交
付

金
】

・
認

知
症

総
合

支
援

事
業

を
支

援
す

る
事

業

8
,3

6
0

管
内

全
市

町
村

多
く

の
認

知
症

地
域

支
援

推
進

員
か

ら
人

事
異

動
等

に
よ

り
、

ノ
ウ

ハ
ウ

の

蓄
積

や
事

務
の

効
果

的
な

推
進

が
難

し
い

と
の

指
摘

が
あ

り
、

活
動

強
化

・

支
援

の
た

め
、

オ
ン

ラ
イ

ン
を

活
用

し
た

研
修

シ
ス

テ
ム

の
構

築
を

す
る

こ

と
と

し
た

。

e
ラ

ー
ニ

ン
グ

に
よ

る
オ

ン
ラ

イ
ン

研
修

シ
ス

テ
ム

で
認

知
症

施
策

の

動
向

や
県

内
外

の
好

事
例

な
ど

、
認

知
症

地
域

支
援

推
進

員
の

役
割

に

応
じ

た
コ

ン
テ

ン
ツ

の
充

実
を

図
る

。

e
ラ

ー
ニ

ン
グ

コ
ン

テ
ン

ツ
の

充
実

に
伴

い

認
知

症
地

域
支

援
推

進
員

の
学

習
機

会
が

増
え

、
推

進
員

の
質

の
向

上
が

見
込

ま
れ

る
。

京
都

府
京

都
府

介
護

保
険

P
D

C
A

推
進

強
化

事
業

既
存

事
業

の

拡
充

/継
続

的

な
事

業

2
0
1
8

【
保

険
者

機
能

強
化

推
進

交
付

金
】

・
総

括
的

事
業

1
3
,9

8
2

管
内

全
市

町
村

高
齢

化
が

一
層

進
行

す
る

中
で

、
高

齢
者

の
Q

O
L

と
介

護
保

険
制

度
の

持
続

可
能

性
を

維
持

す
る

た
め

に
は

、
市

町
村

保
険

者
が

地
域

の
課

題
を

分
析

し
、

介
護

保
険

事
業

計
画

に
基

づ
い

て
高

齢
者

の
自

立
支

援
・

重
度

化
防

止

や
介

護
給

付
適

正
化

に
積

極
的

に
取

り
組

む
こ

と
が

重
要

で
あ

り
、

府
内

市

町
村

が
、

分
析

し
た

課
題

に
対

す
る

対
応

策
を

企
画

・
立

案
し

、
効

果
的

な

取
組

と
適

切
な

指
標

を
盛

り
込

ん
だ

第
９

期
介

護
保

険
事

業
計

画
に

基
づ

く

P
D

C
A

サ
イ

ク
ル

を
推

進
で

き
る

よ
う

支
援

を
行

う
。

・
委

託
事

業
者

と
と

も
に

、
市

町
村

計
画

の
策

定
に

つ
い

て
個

別
助

言

指
導

（
２

回
）

・
市

町
村

に
対

す
る

計
画

策
定

・
進

捗
管

理
支

援
研

修
の

実
施

（
２

回
）

・
府

内
市

町
村

が
実

施
し

た
「

介
護

予
防

・
日

常
生

活
圏

域
ニ

ー
ズ

調

査
」

及
び

「
在

宅
介

護
実

態
調

査
」

結
果

の
分

析
、

課
題

抽
出

　
等

第
８

期
介

護
保

険
事

業
計

画
（

R
3
～

R
5
）

の
進

捗
管

理
を

行
う

と
と

も
に

、
各

種
施

策
の

実
施

か
ら

得
ら

れ
た

効
果

や
取

組
課

題
等

を
令

和
５

年
度

に
策

定
す

る
第

９
期

介
護

保
険

事
業

計
画

（
R

6
～

R
8
）

に
反

映

し
、

か
つ

具
体

的
な

指
標

を
用

い
た

計
画

を
策

定
で

き
る

よ
う

支
援

を
行

う
。

京
都

府
地

域
課

題
解

決
型

市
町

村

支
援

事
業

既
存

事
業

の

拡
充

/継
続

的

な
事

業

2
0
2
1

【
介

護
保

険
保

険
者

努
力

支
援

交
付

金
】

・
介

護
予

防
・

日
常

生
活

支
援

総
合

事
業

を
支

援
す

る
事

業

・
生

活
支

援
体

制
整

備
事

業
を

支
援

す
る

事
業

9
,9

0
0

一
部

市
町

村
:総

合
事

業
の

実

施
に

課
題

感
の

あ
る

市
町

村

府
で

生
活

支
援

体
制

整
備

に
係

る
研

修
や

、
保

健
所

職
員

に
よ

る
伴

走
支

援

な
ど

の
市

町
村

支
援

に
取

り
組

ん
で

い
る

が
、

住
民

主
体

の
サ

ー
ビ

ス
提

供

が
進

ん
で

い
る

と
は

言
え

ず
、

市
町

村
に

お
け

る
主

体
的

な
取

組
と

、
ま

ち

づ
く

り
や

地
域

活
動

団
体

等
幅

広
い

専
門

知
識

を
持

つ
ア

ド
バ

イ
ザ

ー
の

存

在
が

必
要

総
合

事
業

の
充

実
に

係
る

個
別

の
市

町
村

課
題

に
対

し
、

支
援

方
策

の

検
討

及
び

伴
走

支
援

を
ア

ド
バ

イ
ザ

ー
と

と
も

に
技

術
的

な
支

援
を

行

う
（

住
民

主
体

の
事

業
・

短
期

集
中

サ
ー

ビ
ス

等
の

立
ち

上
げ

支
援

、

生
活

支
援

コ
ー

デ
ィ

ネ
ー

タ
ー

の
活

動
支

援
な

ど
）

市
町

村
の

課
題

に
応

じ
て

総
合

事
業

の
充

実
・

見
直

し
を

図
る

こ
と

で
、

適
正

な
給

付
を

行
う

と
と

も
に

、
必

要
な

方
に

サ
ー

ビ
ス

提
供

を
行

う
こ

と
の

で
き

る
仕

組
み

を
構

築
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都
道
府
県
名
事
業
名

事
業
の
性
質

事
業

開
始

年
度

会
計
等
の
区
分

総
事
業
費
（
千
円
）
支
援
対
象
の
市
町
村

事
業
に
取
り
組
ん
だ
背
景
、
課
題
意
識
を
持
っ
た
き
っ
か
け

事
業
の
内
容

見
込
ん
で
い
る
成
果
（
具
体
的
な
内
容
、

達
成
年
度
の
目
途
）

大
阪

府
認

知
症

「
予

防
」

発
信

事

業

新
規

事
業

/継

続
的

な
事

業
2
0
2
3

【
介

護
保

険
保

険
者

努
力

支
援

交
付

金
】

・
認

知
症

総
合

支
援

事
業

を
支

援
す

る
事

業

7
,8

7
8

管
内

全
市

町
村

高
齢

者
が

認
知

症
の

手
前

の
段

階
で

あ
る

M
C

I（
軽

度
認

知
障

が
い

）
も

含

む
認

知
機

能
の

低
下

に
早

期
の

段
階

で
気

づ
き

、
将

来
認

知
症

に
な

る
リ

ス

ク
を

低
減

さ
せ

る
取

組
み

が
重

要
で

あ
る

こ
と

か
ら

、
よ

り
効

果
的

な
認

知

症
「

予
防

」
事

業
の

普
及

が
急

務
と

考
え

た
。

M
C

Iの
リ

ス
ク

を
血

液
か

ら
評

価
で

き
る

検
査

を
活

用
し

、
市

町
村

が

行
う

、
認

知
症

へ
の

予
防

効
果

が
期

待
さ

れ
る

運
動

教
室

な
ど

の
事

業

に
つ

い
て

効
果

を
検

証
し

、
よ

り
効

果
的

な
認

知
症

予
防

事
業

を
府

内

市
町

村
に

普
及

・
発

信
す

る
こ

と
で

、
府

民
の

認
知

症
に

な
る

リ
ス

ク

の
低

減
に

繋
げ

る
。

府
民

の
認

知
症

に
な

る
リ

ス
ク

の
低

減

兵
庫

県

官
民

協
働

に
よ

る
「

通
い

の
場

×
協

同
購

入
」

の
推

進

新
規

事
業

/継

続
的

な
事

業
2
0
2
3

【
介

護
保

険
保

険
者

努
力

支
援

交
付

金
】

・
介

護
予

防
・

日
常

生
活

支
援

総
合

事
業

を
支

援
す

る
事

業

5
0
0

管
内

全
市

町
村

・
い

つ
ま

で
も

、
住

み
慣

れ
た

地
域

で
住

ま
い

続
け

る
た

め
に

は
、

生
活

支

援
体

制
の

整
備

が
欠

か
せ

な
い

。

介
護

予
防

に
は

、
社

会
と

の
つ

な
が

り
の

確
保

が
重

要
。

コ
ロ

ナ
禍

で
活

動
の

減
少

、
「

通
い

の
場

」
の

活
動

回
数

や
参

加
人

数
が

減

少
し

て
い

る
ケ

ー
ス

が
あ

る
。

①
 兵

庫
県

が
生

活
協

同
組

合
コ

ー
プ

こ
う

べ
と

連
携

し
、

「
通

い
の

場
」

が
商

品
の

お
届

け
場

所
（

集
合

場
所

）
と

な
る

「
協

同
購

入
」

ス

キ
ー

ム
を

構
築

。

②
 住

民
主

体
の

通
い

の
場

×
協

同
購

入
を

希
望

す
る

市
町

を
支

援

（
既

存
の

通
い

の
場

を
活

用
可

）
。

通
い

の
場

を
よ

り
魅

力
的

に
し

、
新

規
参

加
者

や
参

加
頻

度
の

増
加

、
小

さ
な

役
割

を
担

い
合

う
雰

囲
気

づ
く

り
、

多
世

代
交

流
等

に
寄

与
す

る
。

兵
庫

県

「
シ

ル
バ

ー
人

材
セ

ン

タ
ー

×
介

護
予

防
生

活
支

援
事

業
等

」
の

推
進

新
規

事
業

/継

続
的

な
事

業
2
0
2
3

【
介

護
保

険
保

険
者

努
力

支
援

交
付

金
】

・
介

護
予

防
・

日
常

生
活

支
援

総
合

事
業

を
支

援
す

る
事

業

2
,7

6
2

管
内

全
市

町
村

・
い

つ
ま

で
も

、
住

み
慣

れ
た

地
域

で
住

ま
い

続
け

る
た

め
に

は
、

生
活

支

援
体

制
の

整
備

が
欠

か
せ

な
い

。
後

期
高

齢
者

の
更

な
る

高
齢

化
に

伴
い

、

日
常

の
ゴ

ミ
出

し
、

洗
濯

、
買

い
物

等
の

生
活

支
援

ニ
ー

ズ
の

高
ま

り
（

専

門
的

な
ス

キ
ル

を
必

要
と

し
な

い
ニ

ー
ズ

）
。

・
元

気
高

齢
者

も
増

加
し

、
高

齢
者

が
自

立
を

保
つ

た
め

の
「

居
場

所
の

多

様
化

」
が

必
要

（
体

操
や

サ
ロ

ン
等

、
既

存
の

通
い

の
場

に
参

加
し

な
い

方
）

。
地

域
の

役
に

立
つ

活
動

へ
の

参
加

で
、

生
き

が
い

・
役

割
づ

く
り

に

も
つ

な
が

り
、

継
続

参
加

に
よ

る
介

護
予

防
に

も
効

果
。

・
各

ｼ
ﾙ
ﾊ
ﾞ
ｰ
人

材
ｾ
ﾝ
ﾀ
ｰ
協

会
は

、
家

事
援

助
ｻ
ｰ
ﾋ
ﾞ
ｽ
、

介
護

予
防

生
活

支
援

事

業
、

介
護

保
険

事
業

な
ど

、
広

く
事

業
展

開
を

行
っ

て
る

団
体

も
あ

り
、

介

護
予

防
・

日
常

生
活

支
援

総
合

事
業

の
担

い
手

と
し

て
期

待
。

県
シ

ル
バ

ー
人

材
セ

ン
タ

ー
協

会
に

、
県

の
就

労
的

活
動

支
援

コ
ー

デ
ィ

ネ
ー

タ
ー

を
配

置
。

そ
の

後
、

県
の

就
労

的
活

動
C

O
か

ら
、

市

町
シ

ル
バ

ー
に

対
し

て
、

市
町

の
介

護
予

防
事

業
等

へ
の

参
入

を
促

す
。

ま
た

、
サ

ー
ビ

ス
支

援
の

担
い

手
養

成
や

、
先

行
事

例
の

紹
介

・

シ
ル

バ
ー

人
材

セ
ン

タ
ー

と
行

政
担

当
者

と
の

顔
つ

な
ぎ

を
行

う
情

報

交
換

会
を

開
催

す
る

等
の

事
業

を
実

施
す

る
。

高
齢

者
の

生
活

支
援

及
び

居
場

所
作

り
等

に
か

か
る

事
業

の
促

進
、

多
様

な
主

体
に

よ
る

サ
ー

ビ
ス

事
業

の
推

進

岡
山

県
市

町
村

支
援

ア
ド

バ
イ

ザ
ー

派
遣

事
業

新
規

事
業

/継

続
的

な
事

業
2
0
2
3

【
保

険
者

機
能

強
化

推
進

交
付

金
】

・
現

状
分

析
、

実
情

把
握

、
地

域
課

題
分

析
、

実
績

評
価

支
援

事
業

・
自

立
支

援
・

重
度

化
防

止
等

に
向

け
た

地
域

ケ
ア

会
議

、
介

護
予

防
に

関
す

る
市

町
村

支
援

事
業

・
そ

の
他

市
町

村
の

ニ
ー

ズ
に

応
じ

た
支

援
事

業

【
介

護
保

険
保

険
者

努
力

支
援

交
付

金
】

・
介

護
予

防
・

日
常

生
活

支
援

総
合

事
業

を
支

援
す

る
事

業

2
1
,9

7
4

一
部

市
町

村
:デ

ー
タ

が
整

備

さ
れ

て
い

る
こ

と
等

総
合

事
業

の
見

直
し

等
に

お
い

て
、

単
に

通
い

の
場

の
数

を
増

や
す

等
の

取

り
組

み
で

は
な

く
、

市
町

村
個

別
の

課
題

に
対

し
チ

ー
ム

作
り

を
促

し
な

が

ら
持

続
的

に
取

り
組

む
時

期
で

あ
る

と
考

え
た

た
め

。

市
町

村
個

別
の

課
題

に
対

し
、

約
１

年
間

の
う

ち
定

期
的

に
専

門
家

を

派
遣

し
、

デ
ー

タ
分

析
や

対
話

に
よ

る
課

題
解

決
を

図
る

。

左
記

の
他

、
市

町
村

内
部

に
お

け
る

関
係

者
の

連
携

等
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都
道
府
県
名
事
業
名

事
業
の
性
質

事
業

開
始

年
度

会
計
等
の
区
分

総
事
業
費
（
千
円
）
支
援
対
象
の
市
町
村

事
業
に
取
り
組
ん
だ
背
景
、
課
題
意
識
を
持
っ
た
き
っ
か
け

事
業
の
内
容

見
込
ん
で
い
る
成
果
（
具
体
的
な
内
容
、

達
成
年
度
の
目
途
）

山
口

県
希

望
大

使
等

派
遣

事
業

新
規

事
業

/継

続
的

な
事

業
2
0
2
3

【
介

護
保

険
保

険
者

努
力

支
援

交
付

金
】

・
認

知
症

総
合

支
援

事
業

を
支

援
す

る
事

業

1
,8

5
7

管
内

全
市

町
村

認
知

症
希

望
大

使
「

や
ま

ぐ
ち

希
望

大
使

」
の

制
度

創
設

市
町

や
市

町
が

支
援

す
る

認
知

症
カ

フ
ェ

等
が

実
施

す
る

啓
発

事
業

や

研
修

会
、

ピ
ア

サ
ポ

ー
ト

活
動

に
認

知
症

の
人

を
派

遣
し

、
各

地
域

に

お
け

る
認

知
症

の
人

の
視

点
に

立
っ

た
施

策
の

推
進

と
認

知
症

当
事

者

の
社

会
参

加
の

促
進

を
図

る
。

認
知

症
の

人
本

人
の

人
の

視
点

を
活

か
し

た
地

域
づ

く
り

と
県

民
の

理
解

促
進

山
口

県

オ
レ

ン
ジ

パ
ワ

ー
活

用
促

進
事

業
（

希
望

大
使

メ
ッ

セ
ー

ジ
動

画
等

作
成

）

新
規

事
業

/継

続
的

な
事

業
2
0
2
3

【
介

護
保

険
保

険
者

努
力

支
援

交
付

金
】

・
認

知
症

総
合

支
援

事
業

を
支

援
す

る
事

業

1
,4

1
0

・
認

知
症

希
望

大
使

「
や

ま
ぐ

ち
希

望
大

使
」

の
制

度
創

設

・
本

人
視

点
の

施
策

の
充

実
と

地
域

連
携

の
強

化

認
知

症
の

人
本

人
の

視
点

を
生

か
し

た
セ

ミ
ナ

ー
を

開
催

す
る

と
と

も

に
、

地
域

で
自

分
ら

し
く

生
活

す
る

認
知

症
本

人
「

や
ま

ぐ
ち

希
望

大

使
」

の
イ

ン
タ

ビ
ュ

ー
や

生
活

の
様

子
を

ま
と

め
た

動
画

等
を

作
成

し
、

認
知

症
の

人
本

人
の

人
の

視
点

を
活

か
し

た
施

策
の

充
実

と
地

域

づ
く

り
、

県
民

の
理

解
促

進
を

推
進

す
る

。

認
知

症
の

人
本

人
の

視
点

を
活

か
し

た
施

策
の

充
実

と
地

域
づ

く
り

、
県

民
の

理
解

促
進

香
川

県
チ

ー
ム

オ
レ

ン
ジ

設
立

支

援
事

業

新
規

事
業

/単

年
度

事
業

2
0
2
3

【
介

護
保

険
保

険
者

努
力

支
援

交
付

金
】

・
認

知
症

総
合

支
援

事
業

を
支

援
す

る
事

業
1
,5

0
0

管
内

全
市

町
村

認
知

症
施

策
推

進
大

綱
で

令
和

７
年

度
ま

で
に

全
市

町
村

で
チ

ー
ム

オ
レ

ン

ジ
を

設
置

す
る

こ
と

が
目

標
と

さ
れ

て
い

る
中

で
、

市
町

か
ら

ス
テ

ッ
プ

ア
ッ

プ
講

座
で

使
用

す
る

資
料

に
苦

慮
し

て
い

る
と

の
意

見
が

あ
っ

た
。

多
職

種
で

構
成

さ
れ

た
ワ

ー
キ

ン
グ

グ
ル

ー
プ

を
立

ち
上

げ
、

ス
テ

ッ

プ
ア

ッ
プ

講
座

で
使

用
す

る
資

料
を

検
討

し
、

デ
モ

実
践

を
踏

ま
え

て

作
成

す
る

。

令
和

７
年

度
ま

で
に

全
市

町
で

の
立

上
げ

長
崎

県

災
害

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
の

質
向

上
に

資
す

る
リ

ハ
専

門
職

等
の

育
成

事
業

新
規

事
業

/継

続
的

な
事

業
2
0
2
3

【
保

険
者

機
能

強
化

推
進

交
付

金
】

・
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

専
門

職
等

の
活

用
支

援
事

業

5
3
6

-

令
和

元
年

に
長

崎
JR

A
T

と
災

害
時

の
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

支
援

活
動

に
関

す
る

協
定

を
締

結
し

、
災

害
が

発
生

し
た

場
合

に
お

い
て

災
害

救
助

法
、

災

害
対

策
基

本
法

又
は

長
崎

県
地

域
防

災
計

画
に

基
づ

き
災

害
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー

シ
ョ

ン
支

援
活

動
に

係
る

必
要

な
事

項
を

定
め

て
お

り
、

速
や

か
に

対
応

で

き
る

よ
う

人
材

育
成

が
必

要
。

各
地

域
（

医
療

圏
域

）
ご

と
に

実
践

研
修

を
開

催
し

、
実

際
的

な
訓

練

（
避

難
所

体
験

会
）

を
通

し
て

、
避

難
所

に
お

け
る

支
援

体
制

を
構

築

各
圏

域
に

お
け

る
協

力
機

関
の

組
織

化
及

び
派

遣
ス

タ
ッ

フ
の

育
成

長
崎

県
在

宅
医

療
・

介
護

連
携

体

制
推

進
事

業

既
存

事
業

の

拡
充

/継
続

的

な
事

業

2
0
1
5

【
介

護
保

険
保

険
者

努
力

支
援

交
付

金
】

・
在

宅
医

療
・

介
護

連
携

推
進

事
業

を
支

援
す

る
事

業

6
,1

1
3

管
内

全
市

町
村

団
塊

の
世

代
が

全
て

7
5
歳

以
上

に
な

る
2
0
2
5
年

に
は

、
全

国
で

在
宅

医
療

を

必
要

と
す

る
人

が
約

1
3
0
万

人
に

達
す

る
と

推
計

し
て

お
り

、
本

県
に

お
い

て
も

各
市

町
の

在
宅

医
療

・
介

護
連

携
体

制
の

構
築

を
支

援
す

る
本

事
業

の

ニ
ー

ズ
は

高
い

。

市
町

に
お

け
る

地
域

包
括

ケ
ア

シ
ス

テ
ム

構
築

支
援

の
た

め
、

県
及

び

県
立

保
健

所
、

市
町

、
関

係
職

能
団

体
と

協
働

し
て

在
宅

医
療

・
介

護

連
携

推
進

体
制

を
構

築
す

る
。

医
療

と
介

護
の

両
方

を
必

要
と

す
る

高
齢

者
が

切
れ

目
の

な
い

支
援

を
受

け
ら

れ
る

よ
う

各
市

町
、

関
係

機
関

と
協

働
し

て
在

宅
医

療
・

介
護

連
携

体
制

構
築

を
推

進
す

る
。

大
分

県

地
域

包
括

ケ
ア

シ
ス

テ
ム

構
築

推
進

事
業

（
自

立
支

援
ヘ

ル
パ

ー
実

務
マ

ニ
ュ

ア
ル

）

新
規

事
業

/単

年
度

事
業

2
0
2
3

【
保

険
者

機
能

強
化

推
進

交
付

金
】

・
そ

の
他

市
町

村
の

ニ
ー

ズ
に

応
じ

た
支

援
事

業

4
,2

3
5

管
内

全
市

町
村

訪
問

型
事

業
所

に
お

け
る

自
立

支
援

型
サ

ー
ビ

ス
の

提
供

に
よ

り
、

自
立

支

援
・

重
度

化
防

止
を

図
る

自
立

支
援

型
サ

ー
ビ

ス
の

実
践

に
向

け
運

動
・

栄
養

・
口

腔
・

認
知

症

等
の

具
体

的
な

支
援

法
に

つ
い

て
理

解
を

深
め

る
た

め
、

各
専

門
職

団

体
の

協
力

に
よ

り
事

業
所

職
員

向
け

の
マ

ニ
ュ

ア
ル

を
作

成

マ
ニ

ュ
ア

ル
の

活
用

に
よ

り
各

事
業

所
で

の
人

材
育

成
を

継
続

的
に

実
施
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都
道
府
県
名
事
業
名

事
業
の
性
質

事
業

開
始

年
度

会
計
等
の
区
分

総
事
業
費
（
千
円
）
支
援
対
象
の
市
町
村

事
業
に
取
り
組
ん
だ
背
景
、
課
題
意
識
を
持
っ
た
き
っ
か
け

事
業
の
内
容

見
込
ん
で
い
る
成
果
（
具
体
的
な
内
容
、

達
成
年
度
の
目
途
）

大
分

県

地
域

包
括

ケ
ア

シ
ス

テ
ム

構
築

推
進

事
業

（
移

動
支

援
に

係
る

伴
走

型
支

援
）

新
規

事
業

/継

続
的

な
事

業
2
0
2
3

【
介

護
保

険
保

険
者

努
力

支
援

交
付

金
】

・
介

護
予

防
・

日
常

生
活

支
援

総
合

事
業

を
支

援
す

る
事

業

1
,4

6
2

一
部

市
町

村
：

市
町

村
へ

の

意
向

調
査

と
県

に
よ

る
事

前

ヒ
ア

リ
ン

グ

高
齢

者
の

移
動

支
援

・
送

迎
に

つ
い

て
は

、
ケ

ア
会

議
等

で
課

題
と

し
て

認

識
さ

れ
て

い
る

も
の

の
、

具
体

的
な

対
策

に
つ

な
げ

る
こ

と
が

で
き

て
い

な

い
市

町
村

が
多

く
見

受
け

ら
れ

た
た

め

ス
ー

パ
ー

バ
イ

ザ
ー

の
派

遣
等

に
よ

り
、

地
域

の
実

情
に

合
っ

た
移

動

支
援

の
仕

組
み

の
構

築
を

図
る

。

移
動

支
援

の
仕

組
み

の
構

築

宮
崎

県
介

護
保

険
に

係
る

デ
ー

タ

分
析

・
市

町
村

支
援

業
務

新
規

事
業

/継

続
的

な
事

業
2
0
2
3

【
保

険
者

機
能

強
化

推
進

交
付

金
】

・
現

状
分

析
、

実
情

把
握

、
地

域
課

題
分

析
、

実
績

評
価

支
援

事
業

5
,0

0
0

管
内

全
市

町
村

こ
れ

ま
で

本
県

で
取

り
組

ん
で

き
た

自
立

支
援

型
ケ

ア
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
の

効

果
を

明
ら

か
に

す
る

と
も

に
、

市
町

村
に

よ
る

根
拠

あ
る

施
策

推
進

や
市

町

村
高

齢
者

保
健

福
祉

計
画

の
策

定
を

支
援

し
た

い
と

考
え

た
。

県
及

び
市

町
村

の
介

護
保

険
や

介
護

予
防

の
取

組
等

に
関

す
る

デ
ー

タ

の
収

集
・

分
析

・
課

題
抽

出
を

行
う

。

自
立

支
援

型
ケ

ア
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
や

介
護

予
防

の
取

組
に

係
る

効
果

を
分

析
す

る
こ

と
で

、
市

町
村

の
効

果
的

な
施

策
の

企
画

や
介

護
保

険
事

業
計

画
の

策
定

に
生

か
す

こ
と

が
で

き
る

（
達

成
目

途
：

2
0
2
5
年

度
）

。
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■
令

和
４

年
度

交
付

金
の

活
用

事
例

 

＜
市

町
村

＞

会
計

等
の

区
分

自
治

体
名

（
広

域
連

合
名

）

第
1

号
被

保

険
者

規
模

事
業

名
事

業
分

類
事

業
開

始

年
度

（
西

暦
）

総
事

業
費

事
業

テ
ー

マ
：

複
数

選
択

事
業

の
対

象
事

業
実

施
に

至
っ

た
背

景
、

課
題

意
識

を
持

つ
き

っ
か

け
・

ニ
ー

ズ
把

握
の

方

法
：

複
数

選
択

事
業

の
内

容
見

込
ん

で
い

る
成

果
：

具
体

的
な

内
容

一
般

会
計

事
業

北
海

道
釧

路
市

1
0
万

人
未

満
介

護
人

材
確

保
事

業

新
規

事
業

／

継
続

的
な

事

業

2
0
2
2

2
8
,9

5
4

・
介

護
人

材
確

保
・

定
着

等
に

関
す

る
事

業

・
医

療
・

介
護

従
事

者

・
医

療
・

介
護

事
業

者

・
デ

ー
タ

分
析

結
果

・
そ

の
他

：
人

材
確

保
に

係
る

ア
ン

ケ
ー

ト
の

実
施

①
民

間
人

材
紹

介
会

社
の

活
用

や
外

国
人

材
を

採
用

し
た

際
の

費
用

補

助
②

介
護

施
設

職
員

が
「

初
任

者
研

修
」

又
は

「
実

務
者

研
修

」
を

受

講
し

た
際

の
費

用
補

助
③

ケ
ア

サ
ポ

ー
タ

ー
（

介
護

助
手

）
の

雇
用

に

要
す

る
費

用
補

助
④

職
場

見
学

会
等

の
広

報

採
用

窓
口

の
多

角
化

、
離

職
防

止
、

処
遇

改
善

、
介

護
職

の
負

担
軽

減
、

介
護

職
の

す
そ

野
拡

大
が

図
ら

れ
る

一
般

会
計

事
業

北
海

道
恵

庭
市

5
万

人
未

満
通

い
の

場
活

動
促

進
事

業

既
存

事
業

の

拡
充

／
継

続

的
な

事
業

2
0
2
1

8
,3

9
9

・
社

会
参

加
・

就
労

に
関

す
る

事
業

・
高

齢
者

の
介

護
予

防
・

生
活

支
援

に
関

す
る

事
業

・
要

支
援

・
要

介
護

認
定

者
、

総

合
事

業
対

象
者

・
高

齢
者

（
上

記
を

除
く

）

・
高

齢
者

の
相

談
窓

口
や

地
域

包
括

支

援
セ

ン
タ

ー
の

相
談

事
例

・
他

事
業

に
よ

る
ニ

ー
ズ

の
把

握

「
通

い
の

場
」

の
運

営
に

係
る

費
用

に
対

し
て

の
助

成
、

お
よ

び
利

用

者
が

通
う

た
め

の
手

段
と

し
て

の
交

通
費

の
助

成
や

バ
ス

の
運

行
を

行

う

「
通

い
の

場
」

の
開

設
数

の
維

持
・

増
加

お
よ

び
利

用
者

の
増

加
と

、
利

用
高

齢
者

の
介

護
予

防
効

果

一
般

会
計

事
業

北
海

道
恵

庭
市

5
万

人
未

満
有

償
サ

ー
ビ

ス
事

業

既
存

事
業

の

拡
充

／
継

続

的
な

事
業

2
0
2
1

1
,0

4
1

・
社

会
参

加
・

就
労

に
関

す
る

事
業

・
高

齢
者

の
介

護
予

防
・

生
活

支
援

に
関

す
る

事
業

・
要

支
援

・
要

介
護

認
定

者
、

総

合
事

業
対

象
者

・
高

齢
者

（
上

記
を

除
く

）

・
介

護
を

行
っ

て
い

る
家

族
等

・
住

民

・
高

齢
者

の
相

談
窓

口
や

地
域

包
括

支

援
セ

ン
タ

ー
の

相
談

事
例

・
地

域
ケ

ア
会

議
等

に
お

け
る

議
論

高
齢

者
等

の
市

民
を

対
象

に
、

日
常

生
活

上
の

軽
微

な
困

り
ご

と
を

地

域
住

民
同

士
で

助
け

合
う

有
償

サ
ー

ビ
ス

事
業

を
実

施
す

る
に

あ
た

り
、

両
者

の
マ

ッ
チ

ン
グ

を
行

う

互
助

体
制

の
構

築

一
般

会
計

事
業

岩
手

県
北

上
市

5
万

人
未

満
健

康
福

祉
ポ

イ
ン

ト
制

度

既
存

事
業

の

拡
充

／
継

続

的
な

事
業

2
0
2
1

1
1
,2

3
9

・
高

齢
者

の
介

護
予

防
・

生
活

支
援

に
関

す
る

事
業

・
住

民
・

デ
ー

タ
分

析
結

果

・
地

域
ケ

ア
会

議
等

に
お

け
る

議
論

・
他

事
業

に
よ

る
ニ

ー
ズ

の
把

握

動
機

づ
け

支
援

と
し

て
ス

マ
ー

ト
フ

ォ
ン

ア
プ

リ
を

活
用

し
た

ポ
イ

ン

ト
制

度
を

実
施

。
健

診
、

健
康

教
室

、
介

護
予

防
教

室
、

ス
ポ

ー
ツ

イ

ベ
ン

ト
、

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

活
動

等
へ

の
参

加
者

に
ポ

イ
ン

ト
を

付
与

し
、

貯
め

た
ポ

イ
ン

ト
を

電
子

マ
ネ

ー
と

交
換

健
康

づ
く

り
活

動
と

社
会

参
加

活
動

を
実

践
す

る
市

民
の

増
加

に
よ

る
、

健
康

寿
命

の
延

伸

一
般

会
計

事
業

岩
手

県
金

ヶ
崎

町
1
万

人
未

満
介

護
人

材
確

保
対

策
事

業

既
存

事
業

の

拡
充

／
継

続

的
な

事
業

2
0
1
8

1
,8

6
4

・
介

護
人

材
確

保
・

定
着

等
に

関
す

る
事

業

・
医

療
・

介
護

従
事

者
・

社
会

動
向

町
内

の
介

護
サ

ー
ビ

ス
事

業
所

に
正

職
員

と
し

て
就

職
し

た
者

に
1
0

万
円

を
交

付
。

新
卒

、
転

入
者

に
は

そ
れ

ぞ
れ

３
万

円
の

加
算

あ
り

町
内

の
介

護
サ

ー
ビ

ス
事

業
所

従
業

員
の

確
保

一
般

会
計

事
業

山
形

県
山

形
市

1
0
万

人
未

満
聴

こ
え

く
っ

き
り

事
業

新
規

事
業

／

継
続

的
な

事

業

2
0
2
2

1
,3

4
6

・
高

齢
者

の
介

護
予

防
・

生
活

支
援

に
関

す
る

事
業

・
高

齢
者

（
上

記
を

除
く

）
・

社
会

動
向

介
護

予
防

教
室

や
リ

ー
フ

レ
ッ

ト
に

よ
る

周
知

に
よ

り
、

高
齢

者
へ

聴

力
検

査
に

参
加

し
て

も
ら

い
、

難
聴

の
早

期
発

見
、

早
期

対
応

等
を

図

る

ヒ
ア

リ
ン

グ
フ

レ
イ

ル
の

予
防

や
社

会
的

孤
立

を
防

ぎ
、

介
護

予
防

や
認

知
症

予
防

、
健

康
寿

命
の

延
伸

に
つ

な
げ

る
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会
計

等
の

区
分

自
治

体
名

（
広

域
連

合
名

）

第
1

号
被

保

険
者

規
模

事
業

名
事

業
分

類
事

業
開

始

年
度

（
西

暦
）

総
事

業
費

事
業

テ
ー

マ
：

複
数

選
択

事
業

の
対

象
事

業
実

施
に

至
っ

た
背

景
、

課
題

意
識

を
持

つ
き

っ
か

け
・

ニ
ー

ズ
把

握
の

方

法
：

複
数

選
択

事
業

の
内

容
見

込
ん

で
い

る
成

果
：

具
体

的
な

内
容

一
般

会
計

事
業

埼
玉

県
新

座
市

5
万

人
未

満
に

い
ざ

健
康

塾

新
規

事
業

／

継
続

的
な

事

業

2
0
2
2

1
,7

7
4

・
高

齢
者

の
介

護
予

防
・

生
活

支
援

に
関

す
る

事
業

・
要

支
援

・
要

介
護

認
定

者
、

総

合
事

業
対

象
者

・
高

齢
者

（
上

記
を

除
く

）

・
そ

の
他

：
コ

ロ
ナ

禍
で

も
実

施
で

き

る
参

集
型

の
介

護
予

防
教

室
の

実
施

介
護

予
防

の
重

要
性

を
普

及
啓

発
す

る
た

め
、

感
染

対
策

を
講

じ
た

参

集
型

の
介

護
予

防
教

室
を

圏
域

ご
と

に
分

け
て

実
施

す
る

も
の

介
護

予
防

に
継

続
的

に
取

り
組

む
こ

と
に

よ
る

新
規

認
定

者
数

や
給

付
費

の
抑

制

一
般

会
計

事
業

東
京

都
稲

城
市

5
万

人
未

満
在

宅
医

療
支

援
病

床
確

保
事

業

既
存

事
業

の

拡
充

／
継

続

的
な

事
業

2
0
2
1

4
,7

4
5

・
そ

の
他

：
在

宅
療

養
の

推
進

・
要

支
援

・
要

介
護

認
定

者
、

総

合
事

業
対

象
者

・
高

齢
者

（
上

記
を

除
く

）

・
国

・
都

道
府

県
の

政
策

在
宅

療
養

者
の

急
変

時
や

家
族

が
介

護
に

疲
れ

た
時

等
に

利
用

で
き

る

病
床

を
確

保
し

、
在

宅
療

養
患

者
等

の
セ

ー
フ

テ
ィ

ネ
ッ

ト
を

構
築

す

る
も

の

当
事

業
を

利
用

す
る

、
在

宅
療

養
を

望
む

高
齢

者
の

主
観

的
幸

福
感

の
改

善
、

入
院

医
療

費
の

削
減

に
は

資
す

る
と

見
込

む
も

の
の

、
統

計
的

な
数

値
の

改
善

に
至

る
ほ

ど
の

利
用

は
見

込
ん

で
い

な
い

一
般

会
計

事
業

神
奈

川
県

愛
川

町
5
万

人
未

満

愛
川

町
高

齢
者

日

常
生

活
支

援
事

業

補
助

金
交

付

新
規

事
業

／

継
続

的
な

事

業

2
0
2
2

1
6
0

・
社

会
参

加
・

就
労

に
関

す
る

事
業

・
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
強

化
に

関
す

る
事

業

・
地

域
住

民
の

普
及

啓
発

に
関

す
る

事
業

・
高

齢
者

（
上

記
を

除
く

）

・
住

民

・
デ

ー
タ

分
析

結
果

・
そ

の
他

：
協

議
体

で
行

っ
た

調
査

や

ア
ン

ケ
ー

ト
結

果

町
内

に
在

住
し

て
い

る
高

齢
者

の
日

常
生

活
に

お
け

る
ち

ょ
っ

と
し

た

困
り

ご
と

に
つ

い
て

、
地

域
住

民
相

互
の

支
え

合
い

活
動

に
よ

り
解

決

す
る

こ
と

を
目

的
と

し
た

住
民

主
体

の
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
団

体
で

あ
る

あ

い
ち

ゃ
ん

サ
ー

ビ
ス

セ
ン

タ
ー

の
運

営
を

支
援

地
域

住
民

主
体

・
主

導
の

サ
ー

ビ
ス

提
供

や
元

気
な

高
齢

者
が

積
極

的
に

活
動

し
、

支
え

る
仕

組
み

一
般

会
計

事
業

山
梨

県
中

央
市

1
万

人
未

満
オ

ン
ラ

イ
ン

通
い

の
場

事
業

実
施

新
規

事
業

／

継
続

的
な

事

業

2
0
2
2

9
3
7

・
高

齢
者

の
介

護
予

防
・

生
活

支
援

に
関

す
る

事
業

・
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
強

化
に

関
す

る
事

業

・
分

野
横

断
的

な
地

域
づ

く
り

に
関

す
る

事
業

・
地

域
住

民
の

普
及

啓
発

に
関

す
る

事
業

・
高

齢
者

（
上

記
を

除
く

）

・
住

民

・
地

域
ケ

ア
会

議
等

に
お

け
る

議
論

・
社

会
動

向

・
そ

の
他

：
コ

ロ
ナ

禍
に

お
け

る
通

い

の
場

中
止

リ
ー

ダ
ー

養
成

講
座

を
行

い
、

高
齢

者
が

高
齢

者
の

ス
マ

ー
ト

フ
ォ

ン

の
活

用
を

支
援

し
て

い
く

仕
組

み
を

つ
く

り
、

地
域

の
公

民
館

単
位

で

実
施

す
る

こ
と

で
、

今
ま

で
で

き
て

い
な

か
っ

た
通

い
の

場
の

新
た

な

ツ
ー

ル
と

し
て

い
く

（
基

礎
・

応
用

講
座

を
実

施
）

高
齢

者
が

高
齢

者
の

ス
マ

ー
ト

フ
ォ

ン
の

使
い

方
を

教
え

、
生

き
が

い
を

持
つ

こ
と

が
で

き
る

。
ま

た
、

定
期

的
に

集
ま

る
こ

と
で

今
ま

で
参

加
し

て
い

な

か
っ

た
新

た
な

人
が

通
い

の
場

に
参

加
す

る
よ

う
に

な
る

一
般

会
計

事
業

愛
知

県
名

古
屋

市
1
0
万

人
以

上

IC
T

を
活

用
し

た
フ

レ
イ

ル
予

防
　

見

守
り

事
業

新
規

事
業

／

継
続

的
な

事

業

2
0
2
2

5
1
,0

7
4

・
高

齢
者

の
介

護
予

防
・

生
活

支
援

に
関

す
る

事
業

4
0
歳

以
上

の
市

民
・

デ
ー

タ
分

析
結

果

・
社

会
動

向

フ
レ

イ
ル

予
防

と
高

齢
者

の
見

守
り

に
資

す
る

ス
マ

ー
ト

フ
ォ

ン
ア

プ

リ
ケ

ー
シ

ョ
ン

「
名

古
屋

市
フ

レ
イ

ル
予

防
＆

見
守

り
ア

プ
リ

」
を

開

発
し

、
運

用
保

守
を

実
施

す
る

も
の

。

・
体

操
動

画
、

健
康

コ
ラ

ム
、

通
い

の
場

な
ど

フ
レ

イ
ル

予
防

に
役

立

つ
情

報
を

掲
載

・
フ

レ
イ

ル
予

防
の

活
動

に
応

じ
て

ポ
イ

ン
ト

が
貯

ま
り

、
買

い
物

等

に
利

用
で

き
る

ポ
イ

ン
ト

に
交

換
可

能

・
ス

マ
ホ

か
ら

得
ら

れ
る

日
々

の
健

康
情

報
を

も
と

に
、

健
康

度
合

い

を
判

定
し

、
ア

ド
バ

イ
ス

を
表

示

・
6
5
歳

以
上

の
ア

プ
リ

利
用

者
は

、
歩

数
が

2
4
時

間
以

上
0
歩

の
場

合

な
ど

に
、

予
め

登
録

し
た

家
族

等
に

お
知

ら
せ

が
届

く
機

能
を

利
用

可

能 ・
ダ

ウ
ン

ロ
ー

ド
や

基
本

操
作

な
ど

を
個

別
に

サ
ポ

ー
ト

す
る

会
を

定

期
的

に
開

催

フ
レ

イ
ル

割
合

の
減

少
、

新
規

認
定

発
生

の
抑

制
お

よ
び

給
付

費
の

延
び

の
抑

制
を

見
込

ん
で

い
る

。
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会
計

等
の

区
分

自
治

体
名

（
広

域
連

合
名

）

第
1

号
被

保

険
者

規
模

事
業

名
事

業
分

類
事

業
開

始

年
度

（
西

暦
）

総
事

業
費

事
業

テ
ー

マ
：

複
数

選
択

事
業

の
対

象
事

業
実

施
に

至
っ

た
背

景
、

課
題

意
識

を
持

つ
き

っ
か

け
・

ニ
ー

ズ
把

握
の

方

法
：

複
数

選
択

事
業

の
内

容
見

込
ん

で
い

る
成

果
：

具
体

的
な

内
容

一
般

会
計

事
業

愛
知

県
名

古
屋

市
1
0
万

人
以

上

介
護

予
防

に
資

す

る
通

い
の

場
の

充

実

新
規

事
業

／

継
続

的
な

事

業

2
0
2
2

1
0
,3

8
9

・
社

会
参

加
・

就
労

に
関

す
る

事
業

・
高

齢
者

の
介

護
予

防
・

生
活

支
援

に
関

す
る

事
業

・
地

域
住

民
の

普
及

啓
発

に
関

す
る

事
業

・
要

支
援

・
要

介
護

認
定

者
、

総

合
事

業
対

象
者

・
高

齢
者

（
上

記
を

除
く

）

・
介

護
を

行
っ

て
い

る
家

族
等

・
住

民

・
デ

ー
タ

分
析

結
果

・
社

会
動

向

市
の

社
会

福
祉

協
議

会
に

委
託

し
、

通
い

の
場

へ
の

介
護

予
防

に
関

す

る
情

報
提

供
や

通
い

の
場

の
担

い
手

の
発

掘
・

育
成

、
通

い
の

場
の

活

動
場

所
に

関
す

る
相

談
調

整
を

行
う

通
い

の
場

箇
所

数
の

増
加

、
通

い
の

場
参

加
者

数
の

増
加

、
新

規
認

定
発

生
の

抑
制

お
よ

び
給

付
費

の
伸

び
の

抑
制

一
般

会
計

事
業

愛
知

県
豊

田
市

1
0
万

人
以

上
集

い
の

場
創

出
事

業

既
存

事
業

の

拡
充

／
継

続

的
な

事
業

2
0
2
1

2
,4

0
0

・
社

会
参

加
・

就
労

に
関

す
る

事
業

・
参

加
者

の
う

ち
6
5
歳

以
上

が
過

半
数

を
占

め
る

・
月

に
１

度
以

上
の

頻
度

で
実

施

・
選

出
す

る
事

業
は

、
既

存
教

室
、

新
規

教
室

い
ず

れ
も

可

・
他

事
業

に
よ

る
ニ

ー
ズ

の
把

握
市

と
ス

ポ
ー

ツ
協

会
が

協
定

を
締

結
し

、
各

地
域

ス
ポ

ー
ツ

ク
ラ

ブ
で

高
齢

者
の

自
立

支
援

や
介

護
予

防
重

度
化

防
止

に
資

す
る

事
業

を
選

出

し
、

そ
の

事
業

数
及

び
実

施
頻

度
を

基
に

各
地

域
ス

ポ
ー

ツ
ク

ラ
ブ

へ

実
施

交
付

金
を

ス
ポ

ー
ツ

協
会

を
通

じ
交

付
す

る
。

地
域

ス
ポ

ー
ツ

ク
ラ

ブ
に

対
す

る
資

金
支

援
に

よ

り
、

高
齢

者
の

社
会

参
加

機
会

を
拡

大
し

、
自

立
支

援
と

介
護

予
防

・
重

度
化

防
止

に
つ

な
げ

る
。

一
般

会
計

事
業

愛
知

県
尾

張
旭

市
5
万

人
未

満
高

齢
者

在
宅

福
祉

サ
ー

ビ
ス

事
業

既
存

事
業

の

拡
充

／
継

続

的
な

事
業

2
0
2
2

7
,0

0
0

・
高

齢
者

の
介

護
予

防
・

生
活

支
援

に
関

す
る

事
業

・
要

支
援

・
要

介
護

認
定

者
、

総

合
事

業
対

象
者

・
高

齢
者

（
上

記
を

除
く

）

・
高

齢
者

の
相

談
窓

口
や

地
域

包
括

支

援
セ

ン
タ

ー
の

相
談

事
例

・
社

会
動

向

ひ
と

り
暮

ら
し

の
高

齢
者

等
に

対
し

、
専

用
の

通
報

機
器

を
貸

与
す

る

こ
と

に
よ

っ
て

、
急

病
や

事
故

等
の

緊
急

時
に

適
切

な
対

応
を

図
る

ほ

か
、

日
常

生
活

上
の

相
談

に
応

じ
、

高
齢

者
の

不
安

や
孤

独
感

の
解

消

を
図

る

ひ
と

り
暮

ら
し

の
高

齢
者

が
、

心
身

に
異

常
を

感
じ

た
と

き
に

気
軽

に
相

談
で

き
る

窓
口

が
あ

る
こ

と
に

よ
っ

て
不

安
解

消
や

大
き

な
病

気
等

の
予

防
に

つ
な

が
る

。
ま

た
、

人
感

セ
ン

サ
ー

に
よ

る
見

守
り

が
備

わ
っ

て
い

る
た

め
安

心
し

て
生

活
を

送
る

こ
と

が
で

き
る

一
般

会
計

事
業

三
重

県
伊

勢
市

5
万

人
未

満
高

齢
者

外
出

支
援

モ
デ

ル
事

業

新
規

事
業

／

継
続

的
な

事

業

2
0
2
1

4
,8

6
0

・
高

齢
者

の
介

護
予

防
・

生
活

支
援

に
関

す
る

事
業

・
要

支
援

・
要

介
護

認
定

者
、

総

合
事

業
対

象
者

・
高

齢
者

（
上

記
を

除
く

）

・
高

齢
者

の
相

談
窓

口
や

地
域

包
括

支

援
セ

ン
タ

ー
の

相
談

事
例

・
地

域
ケ

ア
会

議
等

に
お

け
る

議
論

・
他

事
業

に
よ

る
ニ

ー
ズ

の
把

握

地
域

特
性

に
よ

り
既

存
の

公
共

交
通

網
の

利
用

が
難

し
い

地
域

に
お

い

て
、

タ
ク

シ
ー

運
送

料
金

の
一

部
助

成
を

行
う

モ
デ

ル
事

業
を

実
施

し
、

高
齢

者
の

効
果

的
な

外
出

支
援

施
策

の
検

討
を

行
う

月
１

回
以

上
の

外
出

（
通

院
や

買
物

等
）

が
で

き
る

よ
う

に
な

る

一
般

会
計

事
業

三
重

県
伊

勢
市

5
万

人
未

満

電
動

ア
シ

ス
ト

自

転
車

購
入

補
助

事

業

既
存

事
業

の

拡
充

／
継

続

的
な

事
業

2
0
2
1

7
,6

7
4

・
高

齢
者

の
介

護
予

防
・

生
活

支
援

に
関

す
る

事
業

・
住

民

・
そ

の
他

：
市

内
に

住
所

を
有

す

る
6
5
歳

以
上

の
方

、
市

民
税

の
滞

納
の

な
い

方
、

自
転

車
損

害
賠

償

責
任

保
険

等
へ

加
入

し
て

い
る

方
、

市
が

実
施

す
る

「
自

転
車

安

全
利

用
講

習
会

」
を

受
講

し
た

方

・
社

会
動

向
市

内
に

住
所

を
有

す
る

6
5
歳

以
上

の
方

に
電

動
ア

シ
ス

ト
自

転
車

の

購
入

費
用

の
一

部
を

補
助

す
る

（
本

体
購

入
金

額
の

1
/3

（
上

限

3
0
,0

0
0
円

）
）

（
消

費
税

含
む

）
（

千
円

未
満

の
端

数
切

捨
て

）
、

一

人
一

台
限

り

介
護

予
防

の
促

進

一
般

会
計

事
業

三
重

県
鈴

鹿
市

1
0
万

人
未

満

高
齢

者
フ

レ
イ

ル

予
防

対
策

事
業

/地

域
密

着
型

啓
発

事

業

新
規

事
業

／

継
続

的
な

事

業

2
0
2
2

2
,0

0
0

・
高

齢
者

の
介

護
予

防
・

生
活

支
援

に
関

す
る

事
業

・
情

報
分

析
に

関
す

る
事

業

・
要

支
援

・
要

介
護

認
定

者
、

総

合
事

業
対

象
者

・
高

齢
者

（
上

記
を

除
く

）

・
デ

ー
タ

分
析

結
果

高
齢

者
を

中
心

と
す

る
地

域
住

民
が

通
う

地
域

の
サ

ロ
ン

に
お

い
て

、

身
体

機
能

、
認

知
機

能
の

維
持

・
向

上
に

資
す

る
フ

レ
イ

ル
予

防
の

プ

ロ
グ

ラ
ム

を
実

施
し

、
自

宅
で

の
取

り
組

み
も

含
め

て
支

援
す

る
。

実

施
前

後
の

身
体

等
の

状
態

を
見

え
る

化
す

る
こ

と
で

高
齢

者
の

健
康

維

持
に

対
す

る
意

識
の

向
上

を
図

る
。

収
集

し
た

デ
ー

タ
を

学
官

連
携

を

行
う

学
術

機
関

に
提

出
し

、
分

析
・

評
価

を
行

う

・
本

事
業

の
参

加
人

数
1
0
0
人

以
上

・
事

業
参

加
者

の
う

ち
、

日
常

的
に

フ
レ

イ
ル

予
防

に
取

り
組

ん
だ

人
数

5
0
人

以
上

・
事

業
参

加
者

の
う

ち
、

身
体

機
能

の
維

持
、

向
上

が
図

れ
た

人
数

2
5
人

以
上
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会
計

等
の

区
分

自
治

体
名

（
広

域
連

合
名

）

第
1

号
被

保

険
者

規
模

事
業

名
事

業
分

類
事

業
開

始

年
度

（
西

暦
）

総
事

業
費

事
業

テ
ー

マ
：

複
数

選
択

事
業

の
対

象
事

業
実

施
に

至
っ

た
背

景
、

課
題

意
識

を
持

つ
き

っ
か

け
・

ニ
ー

ズ
把

握
の

方

法
：

複
数

選
択

事
業

の
内

容
見

込
ん

で
い

る
成

果
：

具
体

的
な

内
容

一
般

会
計

事
業

京
都

府
亀

岡
市

5
万

人
未

満

亀
岡

市
い

き
い

き

健
幸

ポ
イ

ン
ト

制

度

新
規

事
業

／

継
続

的
な

事

業

8
,7

9
0

・
社

会
参

加
・

就
労

に
関

す
る

事
業

・
高

齢
者

の
介

護
予

防
・

生
活

支
援

に
関

す
る

事
業

・
要

支
援

・
要

介
護

認
定

者
、

総

合
事

業
対

象
者

・
高

齢
者

（
上

記
を

除
く

）

・
社

会
動

向
高

齢
者

が
地

域
に

お
い

て
通

い
の

場
の

運
営

補
助

等
の

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

を
行

っ
た

場
合

に
、

IC
T

を
活

用
し

て
高

齢
者

に
ポ

イ
ン

ト
を

付
与

し
、

こ
の

ポ
イ

ン
ト

の
換

金
等

を
行

う

事
業

実
施

に
よ

り
、

多
く

の
高

齢
者

の
生

活
の

質
が

向
上

し
、

活
発

に
地

域
で

活
動

す
る

こ
と

で
、

介
護

予
防

に
つ

な
が

り
、

高
齢

者
に

か
か

る
様

々
な

必
要

経
費

が
削

減
さ

れ
る

と
推

測
す

る

一
般

会
計

事
業

大
阪

府
豊

中
市

1
0
万

人
以

上

社
会

参
加

促
進

・

介
護

魅
力

発
信

事

業
・

社
会

参
加

促

進
・

介
護

魅
力

発

信
事

業

新
規

事
業

／

継
続

的
な

事

業

2
0
2
1

4
,0

0
0

・
社

会
参

加
・

就
労

に
関

す
る

事
業

・
高

齢
者

の
介

護
予

防
・

生
活

支
援

に
関

す
る

事
業

・
介

護
人

材
確

保
・

定
着

等
に

関
す

る
事

業

・
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
強

化
に

関
す

る
事

業

・
分

野
横

断
的

な
地

域
づ

く
り

に
関

す
る

事
業

・
地

域
住

民
の

普
及

啓
発

に
関

す
る

事
業

・
要

支
援

・
要

介
護

認
定

者
、

総

合
事

業
対

象
者

・
高

齢
者

（
上

記
を

除
く

）

・
介

護
を

行
っ

て
い

る
家

族
等

・
住

民

・
医

療
・

介
護

従
事

者

・
医

療
・

介
護

事
業

者

・
他

事
業

に
よ

る
ニ

ー
ズ

の
把

握

・
社

会
動

向

高
齢

者
の

社
会

参
加

や
多

世
代

交
流

、
介

護
の

魅
力

発
信

を
目

的
に

し

た
イ

ベ
ン

ト
を

実
施

。
行

政
、

介
護

事
業

者
と

の
議

論
を

ベ
ー

ス
（

上

記
参

照
）

に
し

つ
つ

、
学

生
、

企
業

、
市

民
、

市
民

団
体

、
福

祉
関

係

者
な

ど
、

誰
で

も
企

画
段

階
か

ら
参

加
で

き
る

「
オ

ー
プ

ン
型

」
の

実

行
委

員
会

で
事

業
を

練
り

上
げ

て
き

た
。

主
な

コ
ン

テ
ン

ツ
は

、
子

ど

も
に

ま
ち

の
や

さ
し

い
工

夫
な

ど
を

伝
え

る
「

福
祉

教
育

コ
ン

テ
ン

ツ
」

、
高

齢
者

が
若

い
世

代
に

応
談

す
る

「
お

ば
あ

b
a
r」

、
高

齢
者

の
作

品
展

、
川

柳
、

写
真

展
示

、
地

域
包

括
ケ

ア
等

を
テ

ー
マ

に
し

た

「
ト

ー
ク

イ
ベ

ン
ト

」
、

認
知

症
の

徘
徊

訓
練

と
説

明
を

兼
ね

た
「

歩

い
て

オ
ニ

探
し

」
な

ど
。

今
年

度
は

商
店

街
・

地
元

デ
イ

サ
ー

ビ
ス

等

で
実

施
す

る
こ

と
に

よ
り

多
く

の
参

加
者

と
意

識
変

容
が

達
成

で
き

た

社
会

参
加

意
欲

の
向

上
及

び
社

会
参

加
。

ま
た

、
前

述
の

成
果

に
つ

な
げ

る
た

め
の

事
業

認
知

度
の

向
上

及
び

参
加

者
数

の
増

加

一
般

会
計

事
業

大
阪

府
羽

曳
野

市
5
万

人
未

満
い

き
い

き
百

歳
体

操
事

業

既
存

事
業

の

拡
充

／
継

続

的
な

事
業

2
0
2
2

3
,4

0
0

・
高

齢
者

の
介

護
予

防
・

生
活

支
援

に
関

す
る

事
業

・
高

齢
者

（
上

記
を

除
く

）

・
住

民

・
高

齢
者

の
相

談
窓

口
や

地
域

包
括

支

援
セ

ン
タ

ー
の

相
談

事
例

市
民

が
参

加
で

き
る

高
齢

者
の

通
い

の
場

が
継

続
的

に
運

営
が

出
来

る

よ
う

に
備

品
等

の
購

入
費

を
補

助
。

ま
た

、
感

染
拡

大
の

防
止

を
行

い

な
が

ら
活

動
が

出
来

る
よ

う
に

衛
生

物
品

の
購

入
費

を
補

助
し

ま
す

い
き

い
き

百
歳

体
操

を
継

続
し

て
行

う
事

で
フ

レ
イ

ル
予

防
を

行
い

、
要

介
護

状
態

に
な

る
事

を
予

防
す

る
事

。
介

護
給

付
費

を
抑

制
す

る
為

一
般

会
計

事
業

大
阪

府
羽

曳
野

市
5
万

人
未

満
み

ま
も

り
あ

い
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
業

務

新
規

事
業

／

継
続

的
な

事

業

2
0
2
2

7
9
7

・
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
強

化
に

関
す

る
事

業

・
地

域
住

民
の

普
及

啓
発

に
関

す
る

事
業

・
要

支
援

・
要

介
護

認
定

者
、

総

合
事

業
対

象
者

・
高

齢
者

（
上

記
を

除
く

）

・
介

護
を

行
っ

て
い

る
家

族
等

・
住

民

・
高

齢
者

の
相

談
窓

口
や

地
域

包
括

支

援
セ

ン
タ

ー
の

相
談

事
例

ス
マ

ー
ト

フ
ォ

ン
の

捜
索

ア
プ

リ
「

み
ま

も
り

あ
い

ア
プ

リ
」

を
利

用

し
て

、
認

知
症

な
ど

に
よ

り
家

に
帰

れ
な

く
な

っ
た

高
齢

者
の

家
族

等

捜
索

側
と

、
捜

索
協

力
の

意
思

を
示

し
た

ア
プ

リ
を

ダ
ウ

ン
ロ

ー
ド

し

た
協

力
者

を
個

人
情

報
を

守
っ

た
状

態
で

つ
な

ぎ
、

な
る

べ
く

早
く

発

見
・

保
護

に
繋

げ
る

た
め

の
見

守
り

活
動

。
こ

の
活

動
を

導
入

す
る

た

め
の

ス
テ

ッ
カ

ー
等

の
経

費
を

補
助

す
る

認
知

症
な

ど
に

よ
る

一
人

歩
き

高
齢

者
の

早
期

発

見
・

保
護

、
家

族
へ

の
引

継
ぎ

を
ス

ム
ー

ズ
に

行
う

事
や

地
域

住
民

に
よ

る
ゆ

る
や

か
な

見
守

り
活

動

一
般

会
計

事
業

大
阪

府
交

野
市

5
万

人
未

満
頭

の
元

気
度

チ
ェ

ッ
ク

事
業

既
存

事
業

の

拡
充

／
継

続

的
な

事
業

2
0
2
1

2
,4

3
7

・
高

齢
者

の
介

護
予

防
・

生
活

支
援

に
関

す
る

事
業

・
地

域
住

民
の

普
及

啓
発

に
関

す
る

事
業

・
高

齢
者

（
上

記
を

除
く

）

・
そ

の
他

：
4
0
歳

以
上

の
市

民

・
社

会
動

向
電

話
に

よ
る

認
知

機
能

チ
ェ

ッ
ク

に
加

え
、

チ
ェ

ッ
ク

の
結

果
、

軽
度

認
知

障
害

（
M

C
I）

の
恐

れ
が

あ
る

方
へ

の
フ

ォ
ロ

ー
ア

ッ
プ

と
し

て

新
た

に
音

読
教

室
を

開
催

認
知

機
能

低
下

を
早

期
に

発
見

す
る

と
共

に
音

読
を

継
続

す
る

こ
と

で
認

知
症

を
予

防
す

る

－ 240 －



会
計

等
の

区
分

自
治

体
名

（
広

域
連

合
名

）

第
1

号
被

保

険
者

規
模

事
業

名
事

業
分

類
事

業
開

始

年
度

（
西

暦
）

総
事

業
費

事
業

テ
ー

マ
：

複
数

選
択

事
業

の
対

象
事

業
実

施
に

至
っ

た
背

景
、

課
題

意
識

を
持

つ
き

っ
か

け
・

ニ
ー

ズ
把

握
の

方

法
：

複
数

選
択

事
業

の
内

容
見

込
ん

で
い

る
成

果
：

具
体

的
な

内
容

一
般

会
計

事
業

島
根

県
江

津
市

1
万

人
未

満

介
護

予
防

手
帳

/介

護
予

防
ポ

イ
ン

ト

事
業

新
規

事
業

／

継
続

的
な

事

業

2
0
2
1

2
,1

0
0

・
社

会
参

加
・

就
労

に
関

す
る

事
業

・
高

齢
者

の
介

護
予

防
・

生
活

支
援

に
関

す
る

事
業

・
地

域
住

民
の

普
及

啓
発

に
関

す
る

事
業

・
高

齢
者

（
上

記
を

除
く

）
・

デ
ー

タ
分

析
結

果

・
社

会
動

向

・
介

護
予

防
手

帳
を

発
行

・
配

布
（

通
い

の
場

等
に

お
け

る
活

用
を

通

し
た

介
護

予
防

に
関

す
る

正
し

い
知

識
の

普
及

啓
発

）

・
介

護
予

防
ポ

イ
ン

ト
の

運
用

（
介

護
予

防
手

帳
の

浸
透

、
制

度
の

周

知
、

ポ
イ

ン
ト

対
象

活
動

の
認

定
、

賞
品

へ
の

交
換

）

・
介

護
予

防
へ

の
関

心
及

び
セ

ル
フ

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

力
の

向
上

・
医

療
・

介
護

・
地

域
の

連
携

強
化

・
介

護
予

防
活

動
参

加
へ

の
イ

ン
セ

ン
テ

ィ
ブ

付
与

に
よ

る
参

加
意

欲
の

向
上

一
般

会
計

事
業

山
口

県
山

口
市

1
0
万

人
未

満
介

護
人

材
育

成
・

確
保

支
援

事
業

既
存

事
業

の

拡
充

／
継

続

的
な

事
業

2
0
2
1

2
,5

0
0

・
介

護
人

材
確

保
・

定
着

等
に

関
す

る
事

業

・
住

民

・
医

療
・

介
護

従
事

者

・
他

事
業

に
よ

る
ニ

ー
ズ

の
把

握
介

護
福

祉
士

資
格

取
得

促
進

補
助

金
を

実
施

し
、

質
の

高
い

安
定

的
な

介
護

保
険

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
を

行
う

。
中

学
校

で
の

介
護

体
験

授
業

を

実
施

令
和

５
年

度
を

最
終

年
度

と
し

て
お

り
、

そ
れ

ぞ
れ

目
標

を
設

定
し

て
い

る
が

芳
し

く
な

い

一
般

会
計

事
業

高
知

県
南

国
市

5
万

人
未

満

短
期

集
中

予
防

サ
ー

ビ
ス

の
体

制

構
築

支
援

業
務

新
規

事
業

／

継
続

的
な

事

業

2
0
2
2

6
9
0

・
高

齢
者

の
介

護
予

防
・

生
活

支
援

に
関

す
る

事
業

・
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
強

化
に

関
す

る
事

業

・
要

支
援

・
要

介
護

認
定

者
、

総

合
事

業
対

象
者

・
医

療
・

介
護

従
事

者

・
医

療
・

介
護

事
業

者

・
行

政
・

地
域

包
括

支
援

セ
ン

タ
ー

の
体

制
整

備

・
デ

ー
タ

分
析

結
果

・
地

域
ケ

ア
会

議
等

に
お

け
る

議
論

・
社

会
動

向

・
国

・
都

道
府

県
の

政
策

一
旦

、
身

体
機

能
が

低
下

し
、

要
支

援
状

態
と

な
っ

て
も

、
元

の
生

活

に
戻

る
こ

と
の

で
き

る
仕

組
み

（
短

期
集

中
予

防
サ

ー
ビ

ス
の

取
組

）

を
構

築
す

る
こ

と
で

、
要

介
護

状
態

と
な

る
こ

と
の

防
止

と
自

立
支

援

を
図

る

認
定

率
の

減
少

と
要

支
援

認
定

者
の

要
支

援
状

態
か

ら
の

脱
却

。
セ

ル
フ

ケ
ア

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

に
よ

る
健

康
寿

命
の

延
伸

一
般

会
計

事
業

福
岡

県
久

留
米

市
1
0
万

人
未

満

高
齢

者
福

祉
計

画

及
び

介
護

保
険

事

業
計

画
策

定
事

業

新
規

事
業

／

継
続

的
な

事

業

2
0
2
2

7
,5

2
3

・
介

護
給

付
適

正
化

に
関

す
る

事
業

・
情

報
分

析
に

関
す

る
事

業

・
医

療
・

介
護

従
事

者

・
医

療
・

介
護

事
業

者

・
デ

ー
タ

分
析

結
果

・
国

・
都

道
府

県
の

政
策

○
「

年
齢

別
の

新
規

認
定

者
発

生
率

の
他

市
町

村
比

較
」

、
「

属
性

別

の
分

析
に

よ
る

課
題

把
握

」
、

「
要

介
護

2
ま

で
の

軽
度

化
試

算
」

、

「
圏

域
ご

と
の

認
定

率
・

給
付

費
分

析
」

、
「

認
定

調
査

時
の

日
常

動

作
基

準
時

間
分

析
に

よ
る

自
立

支
援

の
あ

り
方

検
討

」
、

「
事

業
所

ご

と
の

維
持

改
善

率
・

悪
化

率
分

析
」

、
「

介
護

認
定

原
因

疾
患

分
析

」

な
ど

の
分

析
を

行
う

○
第

9
期

計
画

に
向

け
た

施
策

検
討

の
資

料
と

す
る

た
め

、
従

前
か

ら

実
施

し
て

い
た

「
介

護
事

業
所

調
査

（
介

護
人

材
実

態
調

査
）

」
の

ほ

か
新

た
に

「
在

宅
生

活
改

善
調

査
」

と
「

居
所

変
更

実
態

調
査

」
を

実

施
す

る

分
析

結
果

を
踏

ま
え

、
「

新
規

認
定

者
の

抑
制

に
向

け
た

施
策

検
討

」
、

「
重

度
化

予
防

に
向

け
た

施
策

検
討

」
、

「
介

護
給

付
費

の
適

正
化

に
向

け
た

施
策

検
討

」
を

行
い

、
市

民
へ

の
周

知
、

事
業

所
へ

の
研

修
会

な
ど

を
実

施
し

、
中

長
期

的
な

給
付

費
の

適
正

化
を

図
る

一
般

会
計

事
業

福
岡

県
福

岡
市

1
0
万

人
以

上
要

介
護

状
態

改
善

等
評

価
事

業

既
存

事
業

の

拡
充

／
継

続

的
な

事
業

2
0
2
2

8
,6

9
2

・
高

齢
者

の
介

護
予

防
・

生
活

支
援

に
関

す
る

事
業

要
介

護
認

定
者

（
在

宅
高

齢
者

）

／
介

護
事

業
者

・
社

会
動

向
要

介
護

状
態

の
改

善
・

維
持

に
取

り
組

む
チ

ー
ム

（
介

護
事

業
所

や
利

用
者

）
を

評
価

し
、

そ
の

取
組

の
成

果
に

対
し

て
表

彰
や

認
証

等
の

イ

ン
セ

ン
テ

ィ
ブ

を
付

与
。

利
用

者
や

介
護

事
業

所
の

重
度

化
防

止
に

対
す

る
意

識
・

意
欲

の
向

上
、

介
護

サ
ー

ビ
ス

の
質

の
向

上
。

達
成

年
度

の
目

途
に

つ
い

て
は

、
特

に
定

め
て

い
な

い
。
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会
計

等
の

区
分

自
治

体
名

（
広

域
連

合
名

）

第
1

号
被

保

険
者

規
模

事
業

名
事

業
分

類
事

業
開

始

年
度

（
西

暦
）

総
事

業
費

事
業

テ
ー

マ
：

複
数

選
択

事
業

の
対

象
事

業
実

施
に

至
っ

た
背

景
、

課
題

意
識

を
持

つ
き

っ
か

け
・

ニ
ー

ズ
把

握
の

方

法
：

複
数

選
択

事
業

の
内

容
見

込
ん

で
い

る
成

果
：

具
体

的
な

内
容

一
般

会
計

事
業

宮
崎

県
高

原
町

1
万

人
未

満
減

塩
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
事

業

新
規

事
業

／

継
続

的
な

事

業

2
0
2
2

3
4
4

・
高

齢
者

の
介

護
予

防
・

生
活

支
援

に
関

す
る

事
業

・
地

域
住

民
の

普
及

啓
発

に
関

す
る

事
業

・
高

齢
者

（
要

支
援

・
要

介
護

認

定
者

、
総

合
事

業
対

象
者

を
除

く
）

・
住

民

・
デ

ー
タ

分
析

結
果

〇
保

健
指

導
ツ

ー
ル

を
活

用
し

た
指

導
。

〇
塩

分
摂

取
量

簡
易

測
定

器
に

よ
る

早
朝

尿
に

含
ま

れ
る

塩
分

量
か

ら

１
日

の
塩

分
量

を
測

定
。

百
歳

体
操

や
健

診
後

の
保

健
指

導
に

お
い

て
、

対
象

者
に

「
か

ら
だ

の
見

え
る

化
」

を
行

う
こ

と
で

、
生

活
習

慣
病

の
見

直
し

・
改

善
等

の
行

動
変

容
を

図
る

一
般

会
計

事
業

沖
縄

県
本

部
町

1
万

人
未

満
健

康
づ

く
り

推
進

事
業

新
規

事
業

／

継
続

的
な

事

業

2
0
2
2

2
5
3

・
高

齢
者

の
介

護
予

防
・

生
活

支
援

に
関

す
る

事
業

・
地

域
住

民
の

普
及

啓
発

に
関

す
る

事
業

・
要

支
援

・
要

介
護

認
定

者
、

総

合
事

業
対

象
者

・
高

齢
者

（
上

記
を

除
く

）

・
高

齢
者

の
相

談
窓

口
や

地
域

包
括

支

援
セ

ン
タ

ー
の

相
談

事
例

・
社

会
動

向

庁
舎

や
各

行
政

区
の

公
民

館
等

で
、

少
人

数
制

の
介

護
予

防
や

認
知

症

に
関

す
る

魅
力

あ
る

健
康

教
室

を
実

施
し

、
フ

レ
イ

ル
予

防
に

取
り

組

む

自
宅

で
も

で
き

る
運

動
を

紹
介

し
た

り
、

地
域

の
通

い
の

場
へ

の
参

加
を

促
し

、
ま

た
、

通
い

の
場

の
立

ち
上

げ
支

援
を

す
る

こ
と

で
地

域
の

中
で

生
き

が

い
・

役
割

を
持

っ
て

生
活

で
き

る
よ

う
な

居
場

所
を

創
出

す
る

一
般

会
計

事
業

沖
縄

県
本

部
町

1
万

人
未

満
認

知
症

予
防

事
業

既
存

事
業

の

拡
充

／
継

続

的
な

事
業

2
0
2
1

4
5
4

・
高

齢
者

の
介

護
予

防
・

生
活

支
援

に
関

す
る

事
業

・
地

域
住

民
の

普
及

啓
発

に
関

す
る

事
業

・
要

支
援

・
要

介
護

認
定

者
、

総

合
事

業
対

象
者

・
高

齢
者

（
上

記
を

除
く

）

・
住

民

・
医

療
・

介
護

従
事

者

・
高

齢
者

の
相

談
窓

口
や

地
域

包
括

支

援
セ

ン
タ

ー
の

相
談

事
例

・
社

会
動

向

・
そ

の
他

：
他

市
町

村
実

績

タ
ブ

レ
ッ

ト
を

活
用

し
Ｍ

Ｃ
Ｉ

（
軽

度
認

知
障

害
）

の
早

期
発

見
や

受

診
・

事
業

参
加

の
促

し
を

行
う

。
ま

た
、

県
内

タ
レ

ン
ト

に
よ

る
認

知

症
講

演
会

を
開

催
す

る
こ

と
で

認
知

症
に

つ
い

て
の

理
解

を
深

め
る

と

と
も

に
、

閉
じ

こ
も

り
が

ち
に

な
っ

て
い

る
高

齢
者

の
外

出
の

機
会

を

創
出

す
る

Ｍ
Ｃ

Ｉ
を

早
期

に
発

見
す

る
こ

と
で

、
運

動
な

ど
の

予
防

的
活

動
を

開
始

し
た

り
、

早
い

段
階

か
ら

医
療

に
繋

げ
る

こ
と

が
で

き
、

認
知

症
の

進
行

を
遅

ら
せ

る
こ

と
が

期
待

で
き

る
。

講
演

会
に

よ
り

認
知

症
当

事
者

や
家

族
に

つ
い

て
理

解
す

る
こ

と
で

認
知

症
に

な
っ

て
も

住
み

慣
れ

た
地

域
で

暮
ら

し
続

け
る

こ
と

が
で

き
る

社
会

実
現

を
目

指
す

一
般

会
計

事
業

沖
縄

県
南

風
原

町
1
万

人
未

満
通

い
の

場
環

境
整

備
強

化
事

業

既
存

事
業

の

拡
充

／
継

続

的
な

事
業

2
0
2
0

6
7
5

・
高

齢
者

の
介

護
予

防
・

生
活

支
援

に
関

す
る

事
業

・
要

支
援

・
要

介
護

認
定

者
、

総

合
事

業
対

象
者

・
高

齢
者

（
上

記
を

除
く

）

・
デ

ー
タ

分
析

結
果

・
高

齢
者

の
相

談
窓

口
や

地
域

包
括

支

援
セ

ン
タ

ー
の

相
談

事
例

・
社

会
動

向

高
齢

者
の

通
い

の
場

で
使

用
す

る
器

具
等

を
購

入
し

、
コ

ロ
ナ

禍
に

お

い
て

も
安

全
に

レ
ク

・
運

動
が

実
施

で
き

る
よ

う
環

境
整

備
を

行
う

通
い

の
場

を
活

用
し

た
介

護
予

防
の

充
実

一
般

会
計

事
業

沖
縄

県
南

風
原

町
1
万

人
未

満
車

い
す

利
用

高
齢

者
移

動
支

援
事

業

新
規

事
業

／

継
続

的
な

事

業

2
0
2
2

2
,3

2
3

・
社

会
参

加
・

就
労

に
関

す
る

事
業

・
要

支
援

・
要

介
護

認
定

者
、

総

合
事

業
対

象
者

・
高

齢
者

（
上

記
を

除
く

）

・
高

齢
者

の
相

談
窓

口
や

地
域

包
括

支

援
セ

ン
タ

ー
の

相
談

事
例

・
地

域
ケ

ア
会

議
等

に
お

け
る

議
論

車
い

す
の

ま
ま

乗
降

で
き

る
車

両
を

整
備

し
、

車
い

す
を

利
用

し
て

い

る
高

齢
者

へ
の

対
応

・
移

動
支

援
等

を
行

う

車
い

す
利

用
高

齢
者

の
支

援
の

充
実
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会
計

等
の

区
分

自
治

体
名

（
広

域
連

合
名

）

第
1

号
被

保

険
者

規
模

事
業

名
事

業
分

類
事

業
開

始

年
度

（
西

暦
）

総
事

業
費

事
業

テ
ー

マ
：

複
数

選
択

事
業

の
対

象
事

業
実

施
に

至
っ

た
背

景
、

課
題

意
識

を
持

つ
き

っ
か

け
・

ニ
ー

ズ
把

握
の

方

法
：

複
数

選
択

事
業

の
内

容
見

込
ん

で
い

る
成

果
：

具
体

的
な

内
容

市
町

村
特

別
給

付
大

阪
府

泉
大

津
市

5
万

人
未

満
認

知
症

検
診

事
業

新
規

事
業

／

継
続

的
な

事

業

2
0
2
2

2
,8

2
5

・
高

齢
者

の
介

護
予

防
・

生
活

支
援

に
関

す
る

事
業

・
高

齢
者

（
上

記
を

除
く

）
・

社
会

動
向

市
内

の
6
5
歳

以
上

の
高

齢
者

を
対

象
に

、
認

知
症

検
診

を
無

料
で

実

施
す

る
。

ま
た

、
健

診
結

果
で

認
知

症
の

疑
い

が
あ

る
と

診
断

さ
れ

た

場
合

は
市

や
包

括
支

援
セ

ン
タ

ー
か

ら
フ

ォ
ロ

ー
が

あ
る

認
知

症
高

齢
者

の
早

期
発

見
・

治
療

に
繋

げ
る

こ
と

で
、

認
知

症
の

予
防

や
改

善
を

図
る

こ
と

が
で

き

る
。

ま
た

、
要

介
護

・
支

援
者

の
軽

減
に

も
繋

が
る

保
健

福
祉

事
業

北
海

道
厚

岸
町

1
万

人
未

満
貯

筋
検

診
事

業

既
存

事
業

の

拡
充

／
継

続

的
な

事
業

2
0
2
1

7
7
6

・
高

齢
者

の
介

護
予

防
・

生
活

支
援

に
関

す
る

事
業

・
要

支
援

・
要

介
護

認
定

者
、

総

合
事

業
対

象
者

・
高

齢
者

（
上

記
を

除
く

）

・
他

事
業

に
よ

る
ニ

ー
ズ

の
把

握
高

齢
者

を
対

象
に

、
定

期
的

（
3
か

月
毎

）
に

身
体

機
能

測
定

と
認

知

機
能

検
査

を
行

い
、

専
門

職
に

よ
る

ア
ド

バ
イ

ス
を

行
う

（
医

療
法

人

社
団

に
委

託
）

新
規

要
介

護
（

支
援

）
認

定
者

の
増

加
を

抑
制

す

る
。

財
源

の
有

効
活

用
に

つ
な

が
る

保
健

福
祉

事
業

秋
田

県
秋

田
市

1
0
万

人
未

満
介

護
予

防
セ

ル
フ

ケ
ア

推
進

事
業

新
規

事
業

／

継
続

的
な

事

業

2
0
2
2

3
6
2

・
高

齢
者

の
介

護
予

防
・

生
活

支
援

に
関

す
る

事
業

・
要

支
援

・
要

介
護

認
定

者
、

総

合
事

業
対

象
者

・
高

齢
者

（
上

記
を

除
く

）

・
高

齢
者

の
相

談
窓

口
や

地
域

包
括

支

援
セ

ン
タ

ー
の

相
談

事
例

・
他

事
業

に
よ

る
ニ

ー
ズ

の
把

握

住
民

が
運

営
す

る
趣

味
活

動
等

の
通

い
の

場
へ

医
療

専
門

職
を

派
遣

し
、

運
動

・
口

腔
・

栄
養

に
つ

い
て

参
加

者
が

介
護

予
防

に
効

果
的

な

セ
ル

フ
ケ

ア
に

関
す

る
知

識
等

を
取

得
す

る
こ

と
を

支
援

す
る

月
２

回
・

５
人

以
上

で
定

期
的

に
開

催
す

る
住

民
運

営
の

通
い

の
場

で
あ

る
こ

と
。

指
導

終
了

後
も

住
民

が
主

体
と

な
っ

て
継

続
す

る
意

思
が

あ
る

こ
と

保
健

福
祉

事
業

秋
田

県
秋

田
市

1
0
万

人
未

満

介
護

予
防

ケ
ア

マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
強

化

推
進

事
業

既
存

事
業

の

拡
充

／
継

続

的
な

事
業

2
0
2
0

1
6
,3

0
4

・
高

齢
者

の
介

護
予

防
・

生
活

支
援

に
関

す
る

事
業

・
情

報
分

析
に

関
す

る
事

業

・
要

支
援

・
要

介
護

認
定

者
、

総

合
事

業
対

象
者

・
行

政
・

地
域

包
括

支
援

セ
ン

タ
ー

の
体

制
整

備

・
他

事
業

に
よ

る
ニ

ー
ズ

の
把

握
１

．
介

護
予

防
・

生
活

支
援

サ
ー

ビ
ス

利
用

者
の

デ
ー

タ
分

析
、

地
域

包
括

支
援

セ
ン

タ
ー

職
員

向
け

の
研

修
等

の
実

施

２
．

リ
ハ

ビ
リ

専
門

職
に

よ
る

、
地

域
包

括
支

援
セ

ン
タ

ー
職

員
の

ア

セ
ス

メ
ン

ト
時

に
お

け
る

利
用

者
宅

へ
の

同
行

訪
問

と
サ

ー
ビ

ス
担

当

者
会

議
で

の
助

言

研
修

等
の

実
施

に
よ

る
、

地
域

包
括

支
援

セ
ン

タ
ー

職
員

の
ケ

ア
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
力

の
向

上

保
健

福
祉

事
業

富
山

県
射

水
市

5
万

人
未

満
認

知
機

能
検

診
事

業

既
存

事
業

の

拡
充

／
継

続

的
な

事
業

2
0
2
0

2
,4

3
8

・
高

齢
者

の
介

護
予

防
・

生
活

支
援

に
関

す
る

事
業

高
齢

者
（

要
支

援
・

要
介

護
認

定

者
・

総
合

事
業

対
象

者
、

認
知

症

の
診

断
を

受
け

て
い

る
方

を
除

く
）

・
社

会
動

向
・

市
内

在
住

の
6
5
歳

以
上

で
物

忘
れ

に
不

安
の

あ
る

方
を

対
象

に
検

診
を

行
う

。
（

既
に

認
知

症
の

診
断

や
治

療
を

受
け

て
い

る
方

及
び

介

護
認

定
を

受
け

て
い

る
方

を
除

く
）

・
M

C
Iや

認
知

症
の

疑
い

の
あ

る
方

に
は

、
地

域
包

括
支

援
セ

ン
タ

ー

職
員

が
訪

問
等

を
行

う
。

・
検

診
機

関
は

、
認

知
症

初
期

集
中

支
援

チ
ー

ム
医

師
が

属
す

る
６

つ

の
医

療
機

関

M
C

Iや
認

知
症

の
疑

い
の

あ
る

方
を

継
続

し
て

フ
ォ

ロ
ー

し
て

い
く

こ
と

に
よ

り
、

認
知

症
の

重
症

化
を

予
防

す
る

。

保
健

福
祉

事
業

石
川

県
能

登
町

1
万

人
未

満

新
人

・
再

就
職

介

護
従

事
者

就
業

支

援
給

付
金

支
給

事

業

既
存

事
業

の

拡
充

／
継

続

的
な

事
業

2
0
2
0

4
,0

0
0

・
介

護
人

材
確

保
・

定
着

等
に

関
す

る
事

業

・
医

療
・

介
護

従
事

者
・

デ
ー

タ
分

析
結

果

・
社

会
動

向

新
た

に
町

内
の

介
護

保
険

施
設

等
に

就
職

す
る

介
護

従
事

者
、

も
し

く

は
再

度
町

内
の

介
護

保
険

施
設

等
に

就
職

す
る

介
護

従
事

者
に

対
し

、

３
年

を
限

度
と

し
て

給
付

金
（

１
年

毎
に

介
護

福
祉

士
等

で
は

２
０

万

円
、

資
格

が
無

い
場

合
に

は
１

０
万

円
）

を
支

給

事
業

開
始

３
年

後
（

令
和

５
年

度
）

以
降

に
そ

の
後

支
給

対
象

者
が

定
住

・
定

着
し

た
か

を
調

査
す

る
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会
計

等
の

区
分

自
治

体
名

（
広

域
連

合
名

）

第
1

号
被

保

険
者

規
模

事
業

名
事

業
分

類
事

業
開

始

年
度

（
西

暦
）

総
事

業
費

事
業

テ
ー

マ
：

複
数

選
択

事
業

の
対

象
事

業
実

施
に

至
っ

た
背

景
、

課
題

意
識

を
持

つ
き

っ
か

け
・

ニ
ー

ズ
把

握
の

方

法
：

複
数

選
択

事
業

の
内

容
見

込
ん

で
い

る
成

果
：

具
体

的
な

内
容

保
健

福
祉

事
業

静
岡

県
牧

之
原

市
5
万

人
未

満
ア

ク
テ

ィ
ブ

シ
ニ

ア
活

躍
支

援
事

業

既
存

事
業

の

拡
充

／
継

続

的
な

事
業

2
0
1
9

1
,5

2
8

・
社

会
参

加
・

就
労

に
関

す
る

事
業

・
介

護
人

材
確

保
・

定
着

等
に

関
す

る
事

業

・
情

報
分

析
に

関
す

る
事

業

・
住

民

・
医

療
・

介
護

事
業

者

・
高

齢
者

（
上

記
を

除
く

）

・
デ

ー
タ

分
析

結
果

・
社

会
動

向

・
そ

の
他

：
前

年
度

ま
で

の
事

業
評

価
、

分
析

結
果

今
後

は
、

事
業

所
向

け
に

介
護

業
務

の
機

能
分

化
の

研
修

、
そ

の
後

の

サ
ポ

ー
ト

を
行

う
。

ま
た

、
こ

れ
ま

で
同

様
に

人
材

の
発

掘
と

し
て

希

望
す

る
市

民
に

対
し

て
研

修
を

実
施

し
、

介
護

従
事

者
の

す
そ

野
を

広

げ
る

介
護

現
場

に
お

け
る

機
能

分
化

等
の

受
入

体
制

整
備

及
び

多
様

な
人

材
の

就
労

を
促

進

保
健

福
祉

事
業

愛
知

県
大

府
市

5
万

人
未

満
コ

グ
ニ

ノ
ー

ト

既
存

事
業

の

拡
充

／
継

続

的
な

事
業

2
0
1
6

1
0
,8

0
8

・
高

齢
者

の
介

護
予

防
・

生
活

支
援

に
関

す
る

事
業

・
そ

の
他

：
認

知
症

予
防

健
診

を

受
診

し
た

方

・
社

会
動

向
日

常
生

活
が

記
録

で
き

る
活

動
記

録
を

配
布

し
、

自
分

自
身

で
記

録
・

デ
ー

タ
読

み
取

り
を

行
い

、
記

録
の

フ
ィ

ー
ド

バ
ッ

ク
を

行
う

自
分

の
活

動
（

身
体

活
動

・
知

的
活

動
・

社
会

活

動
）

に
つ

い
て

、
記

録
・

読
み

取
り

・
フ

ィ
ー

ド

バ
ッ

ク
を

確
認

す
る

こ
と

で
、

よ
り

ア
ク

テ
ィ

ブ
な

生
活

様
式

へ
行

動
変

容
を

し
て

い
く

保
健

福
祉

事
業

愛
知

県
大

府
市

5
万

人
未

満
認

知
症

予
防

健
診

既
存

事
業

の

拡
充

／
継

続

的
な

事
業

2
0
1
6

7
,4

7
0

・
高

齢
者

の
介

護
予

防
・

生
活

支
援

に
関

す
る

事
業

・
そ

の
他

：
7
5
歳

以
上

で
特

定
健

診
を

受
診

し
た

方

・
社

会
動

向
タ

ブ
レ

ッ
ト

を
用

い
た

認
知

機
能

検
査

や
握

力
・

歩
行

計
測

を
行

い
、

認
知

症
の

早
期

発
見

や
フ

レ
イ

ル
予

防
を

行
う

自
身

の
認

知
機

能
を

評
価

し
、

認
知

機
能

の
低

下
に

い
ち

早
く

気
づ

き
、

医
療

へ
繋

が
っ

た
り

、
予

防
す

る
た

め
の

行
動

を
取

る
こ

と
が

で
き

る

保
健

福
祉

事
業

滋
賀

県
長

浜
市

5
万

人
未

満

訪
問

等
介

護
サ

ー

ビ
ス

確
保

対
策

事

業

新
規

事
業

／

継
続

的
な

事

業

2
0
2
1

9
,0

2
2

・
高

齢
者

の
介

護
予

防
・

生
活

支
援

に
関

す
る

事
業

・
介

護
人

材
確

保
・

定
着

等
に

関
す

る
事

業

・
要

支
援

・
要

介
護

認
定

者
、

総

合
事

業
対

象
者

・
医

療
・

介
護

事
業

者

・
デ

ー
タ

分
析

結
果

・
地

域
ケ

ア
会

議
等

に
お

け
る

議
論

・
社

会
動

向

特
別

地
域

加
算

対
象

地
域

の
訪

問
等

サ
ー

ビ
ス

を
確

保
し

、
在

宅
生

活

を
支

え
自

立
支

援
・

重
度

化
防

止
を

図
る

た
め

、
サ

ー
ビ

ス
提

供
量

に

応
じ

た
支

援
を

事
業

者
に

行
う

在
宅

生
活

を
支

え
自

立
支

援
・

重
度

化
防

止
を

図
る

た
め

、
サ

ー
ビ

ス
を

提
供

す
る

事
業

者
数

を
維

持
す

る

保
健

福
祉

事
業

島
根

県
松

江
市

1
0
万

人
未

満
高

齢
者

移
送

活
動

支
援

補
助

金

既
存

事
業

の

拡
充

／
継

続

的
な

事
業

2
0
2
1

2
,4

5
0

・
社

会
参

加
・

就
労

に
関

す
る

事
業

・
高

齢
者

（
上

記
を

除
く

）
・

地
域

ケ
ア

会
議

等
に

お
け

る
議

論
地

域
住

民
に

よ
る

『
通

い
の

場
』

『
買

い
物

』
等

へ
高

齢
者

の
移

動
支

援
活

動
の

経
費

を
補

助
す

る
こ

と
で

、
高

齢
者

の
引

き
こ

も
り

や
孤

立

化
の

防
止

に
よ

る
介

護
予

防
を

図
る

と
と

も
に

、
活

動
を

支
援

す
る

こ

と
で

活
動

に
参

画
す

る
元

気
高

齢
者

の
介

護
予

防
も

図
る

・
『

通
い

の
場

』
、

『
買

い
物

』
等

の
地

域
の

高
齢

者
の

出
か

け
る

機
会

を
増

や
し

、
孤

立
化

、
引

き
こ

も
り

を
防

止
し

、
介

護
予

防
に

つ
な

げ
る

・
元

気
高

齢
者

の
活

躍
の

場
と

し
て

、
移

送
活

動
を

行
う

高
齢

者
の

介
護

予
防

を
図

る
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会
計

等
の

区
分

自
治

体
名

（
広

域
連

合
名

）

第
1

号
被

保

険
者

規
模

事
業

名
事

業
分

類
事

業
開

始

年
度

（
西

暦
）

総
事

業
費

事
業

テ
ー

マ
：

複
数

選
択

事
業

の
対

象
事

業
実

施
に

至
っ

た
背

景
、

課
題

意
識

を
持

つ
き

っ
か

け
・

ニ
ー

ズ
把

握
の

方

法
：

複
数

選
択

事
業

の
内

容
見

込
ん

で
い

る
成

果
：

具
体

的
な

内
容

保
健

福
祉

事
業

島
根

県
松

江
市

1
0
万

人
未

満
通

い
の

場
支

援
事

業

既
存

事
業

の

拡
充

／
継

続

的
な

事
業

2
0
2
0

2
,0

2
5

・
社

会
参

加
・

就
労

に
関

す
る

事
業

・
高

齢
者

（
上

記
を

除
く

）
・

デ
ー

タ
分

析
結

果

・
他

事
業

に
よ

る
ニ

ー
ズ

の
把

握

6
5
歳

以
上

の
シ

ニ
ア

世
代

の
地

域
支

援
・

自
主

グ
ル

ー
プ

活
動

等
を

支
援

す
る

「
シ

ニ
ア

イ
ベ

ン
ト

応
援

交
付

金
」

制
度

を
創

設
す

る
こ

と

に
よ

り
、

グ
ル

ー
プ

活
動

や
シ

ニ
ア

世
代

の
通

い
の

場
の

活
性

化
を

支

援
す

る

介
護

予
防

及
び

重
症

化
予

防
→

健
康

寿
命

の
延

伸
…

前
期

高
齢

者
（

6
5
～

7
4
歳

）
の

参
加

及
び

元
気

な
う

ち
か

ら
の

介
護

予
防

の
取

り
組

み
、

男
性

高
齢

者
の

介
護

予
防

の
取

り
組

み
の

強
化

、
既

存
団

体
の

活
用

に
よ

り
、

自
立

し
た

活
動

の
持

続
・

安
定

保
健

福
祉

事
業

広
島

県
三

原
市

5
万

人
未

満

在
宅

要
援

護
者

仲

間
づ

く
り

育
成

事

業

既
存

事
業

の

拡
充

／
継

続

的
な

事
業

2
0
0
4

6
,5

1
2

・
高

齢
者

の
介

護
予

防
・

生
活

支
援

に
関

す
る

事
業

・
分

野
横

断
的

な
地

域
づ

く
り

に
関

す
る

事
業

・
高

齢
者

・
住

民

・
高

齢
者

の
相

談
窓

口
や

地
域

包
括

支

援
セ

ン
タ

ー
の

相
談

事
例

・
他

事
業

に
よ

る
ニ

ー
ズ

の
把

握

・
町

内
会

等
住

民
自

治
組

織
や

住
民

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

等
と

連
携

し
、

在

宅
要

援
護

者
を

対
象

と
し

た
サ

ロ
ン

活
動

を
行

う

・
サ

ロ
ン

活
動

を
通

し
て

、
在

宅
要

援
護

者
の

孤
立

予
防

や
日

ご
ろ

の

見
守

り
を

行
う

・
災

害
時

及
び

平
常

時
に

お
い

て
、

在
宅

要
援

護
者

が
援

助
を

必
要

と

す
る

場
合

、
地

域
住

民
の

助
け

合
い

に
よ

っ
て

、
課

題
解

決
を

図
る

環

境
づ

く
り

を
進

め
る

・
集

い
の

場
。

見
守

り
体

制
の

構
築

。

・
集

い
の

場
ま

で
来

れ
な

い
参

加
者

の
移

動
支

援
。

保
健

福
祉

事
業

長
崎

県
佐

世
保

市
1
0
万

人
未

満
セ

ル
フ

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

定
着

事
業

新
規

事
業

／

継
続

的
な

事

業

2
0
2
2

3
9
,6

2
4

・
高

齢
者

の
介

護
予

防
・

生
活

支
援

に
関

す
る

事
業

・
介

護
給

付
適

正
化

に
関

す
る

事
業

・
要

支
援

・
要

介
護

認
定

者
、

総

合
事

業
対

象
者

・
行

政
・

地
域

包
括

支
援

セ
ン

タ
ー

の
体

制
整

備

・
デ

ー
タ

分
析

結
果

・
高

齢
者

の
相

談
窓

口
や

地
域

包
括

支

援
セ

ン
タ

ー
の

相
談

事
例

・
地

域
ケ

ア
会

議
等

に
お

け
る

議
論

地
域

ケ
ア

会
議

で
専

門
職

よ
り

受
け

る
こ

と
の

多
い

質
問

項
目

を
様

式

化
し

、
毎

月
の

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

の
際

に
毎

回
聞

き
取

る
こ

と
で

、
高

齢

者
へ

セ
ル

フ
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
の

定
着

を
図

る

介
護

保
険

サ
ー

ビ
ス

卒
業

者
や

介
護

度
の

重
度

化
防

止

保
健

福
祉

事
業

滋
賀

県
東

近
江

市
5
万

人
未

満
介

護
予

防
講

座

新
規

事
業

／

継
続

的
な

事

業

2
0
2
1

1
,0

4
8

・
高

齢
者

の
介

護
予

防
・

生
活

支
援

に
関

す
る

事
業

・
地

域
住

民
の

普
及

啓
発

に
関

す
る

事
業

・
要

支
援

・
要

介
護

認
定

者
、

総

合
事

業
対

象
者

・
高

齢
者

（
上

記
を

除
く

）

・
デ

ー
タ

分
析

結
果

・
高

齢
者

の
相

談
窓

口
や

地
域

包
括

支

援
セ

ン
タ

ー
の

相
談

事
例

・
他

事
業

に
よ

る
ニ

ー
ズ

の
把

握

・
社

会
動

向

要
介

護
の

原
因

と
な

り
う

る
骨

折
等

を
予

防
す

る
た

め
に

、
高

齢
者

の

骨
量

測
定

等
を

し
、

高
齢

者
が

生
活

を
振

り
返

り
、

自
ら

主
体

的
に

介

護
予

防
に

取
り

組
め

る
よ

う
様

々
な

機
会

や
媒

体
、

教
材

を
通

じ
て

学

び
、

定
着

で
き

る
よ

う
に

す
る

高
齢

者
が

要
介

護
状

態
に

な
る

リ
ス

ク
を

少
し

で
も

低
下

さ
せ

、
元

気
な

高
齢

者
を

増
加

さ
せ

る
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会
計

等
の

区
分

自
治

体
名

（
広

域
連

合
名

）

第
1

号
被

保

険
者

規
模

事
業

名
事

業
分

類
事

業
開

始

年
度

（
西

暦
）

総
事

業
費

事
業

テ
ー

マ
：

複
数

選
択

事
業

の
対

象
事

業
実

施
に

至
っ

た
背

景
、

課
題

意
識

を
持

つ
き

っ
か

け
・

ニ
ー

ズ
把

握
の

方

法
：

複
数

選
択

事
業

の
内

容
見

込
ん

で
い

る
成

果
：

具
体

的
な

内
容

地
域

支
援

事
業

(介
護

予
防

・
日

常
生

活
支

援
総

合
事

業
)

北
海

道
北

竜
町

3
千

人
未

満

ま
る

ご
と

元
気

ア
ッ

プ
プ

ロ
グ

ラ

ム
業

務

既
存

事
業

の

拡
充

／
継

続

的
な

事
業

2
0
1
6

2
,3

4
4

・
高

齢
者

の
介

護
予

防
・

生
活

支
援

に
関

す
る

事
業

・
高

齢
者

（
上

記
を

除
く

）
・

地
域

ケ
ア

会
議

等
に

お
け

る
議

論

・
社

会
動

向

・
国

・
都

道
府

県
の

政
策

健
康

運
動

指
導

に
よ

る
運

動
教

室
を

実
施

。
閉

じ
こ

も
り

を
予

防
す

る

と
と

も
に

認
知

症
維

持
向

上
を

図
る

継
続

的
に

参
加

す
る

こ
と

で
外

出
の

機
会

を
作

り
活

動
的

な
生

活
を

送
る

こ
と

が
で

き
る

。
健

康
寿

命
の

延
命

に
つ

な
が

る

地
域

支
援

事
業

(介
護

予
防

・
日

常
生

活
支

援
総

合
事

業
)

茨
城

県
つ

く
ば

市
5
万

人
未

満

介
護

予
防

・
生

活

支
援

サ
ー

ビ
ス

事

業

既
存

事
業

の

拡
充

／
継

続

的
な

事
業

2
3
9
,9

8
0

・
高

齢
者

の
介

護
予

防
・

生
活

支
援

に
関

す
る

事
業

・
要

支
援

・
要

介
護

認
定

者
、

総

合
事

業
対

象
者

・
国

・
都

道
府

県
の

政
策

要
支

援
者

お
よ

び
事

業
対

象
者

が
、

介
護

予
防

・
生

活
支

援
サ

ー
ビ

ス

を
受

け
た

場
合

に
サ

ー
ビ

ス
事

業
費

を
支

給
す

る

要
介

護
状

態
と

な
る

こ
と

の
予

防
、

要
介

護
状

態
等

の
軽

減
、

悪
化

の
防

止
を

図
る

地
域

支
援

事
業

(介
護

予
防

・
日

常
生

活
支

援
総

合
事

業
)

茨
城

県
守

谷
市

5
万

人
未

満

介
護

予
防

・
生

活

支
援

サ
ー

ビ
ス

事

業

既
存

事
業

の

拡
充

／
継

続

的
な

事
業

2
0
1
7

8
0
,6

6
1

・
高

齢
者

の
介

護
予

防
・

生
活

支
援

に
関

す
る

事
業

・
要

支
援

・
要

介
護

認
定

者
、

総

合
事

業
対

象
者

・
国

・
都

道
府

県
の

政
策

従
来

、
介

護
予

防
サ

ー
ビ

ス
と

し
て

提
供

さ
れ

て
い

た
介

護
予

防
訪

問

介
護

及
び

介
護

予
防

通
所

介
護

に
代

わ
り

、
指

定
訪

問
介

護
事

業
所

に

よ
る

訪
問

型
サ

ー
ビ

ス
及

び
指

定
通

所
介

護
事

業
所

に
よ

る
通

所
型

サ
ー

ビ
ス

の
実

施

要
支

援
認

定
者

等
が

、
要

介
護

状
態

等
と

な
る

こ
と

の
予

防
又

は
要

介
護

状
態

等
の

軽
減

も
し

く
は

悪
化

防
止

地
域

支
援

事
業

(介
護

予
防

・
日

常
生

活
支

援
総

合
事

業
)

茨
城

県
守

谷
市

5
万

人
未

満
介

護
予

防
普

及
啓

発
事

業

既
存

事
業

の

拡
充

／
継

続

的
な

事
業

2
0
0
6

2
5
,1

4
6

・
高

齢
者

の
介

護
予

防
・

生
活

支
援

に
関

す
る

事
業

・
地

域
住

民
の

普
及

啓
発

に
関

す
る

事
業

・
要

支
援

・
要

介
護

認
定

者
、

総

合
事

業
対

象
者

・
高

齢
者

（
上

記
を

除
く

）

・
介

護
を

行
っ

て
い

る
家

族
等

・
住

民

・
高

齢
者

の
相

談
窓

口
や

地
域

包
括

支

援
セ

ン
タ

ー
の

相
談

事
例

・
他

事
業

に
よ

る
ニ

ー
ズ

の
把

握

・
国

・
都

道
府

県
の

政
策

①
「

あ
・

し
・

た
大

作
戦

」
と

銘
打

ち
、

あ
る

く
（

身
体

活
動

）
、

し
ゃ

べ
る

（
社

会
参

加
）

、
た

べ
る

（
栄

養
・

口
腔

機
能

）
を

キ
ー

ワ
ー

ド
と

し
て

介
護

予
防

の
普

及
啓

発
事

業
の

実
施

（
市

民
向

け
講

演

会
、

運
動

教
室

、
出

前
講

座
、

作
業

療
法

士
に

よ
る

IC
F

の
実

施
、

栄

養
士

に
よ

る
栄

養
指

導
、

歯
科

衛
生

士
に

よ
る

口
腔

ケ
ア

個
別

指
導

、

市
報

、
H

P
、

リ
ー

フ
レ

ッ
ト

等
に

よ
る

啓
発

等
）

②
介

護
予

防
事

業
対

象
者

に
介

護
予

防
事

業
の

利
用

促
進

③
シ

ル
バ

ー
リ

ハ
ビ

リ
体

操
の

普
及

啓
発

高
齢

者
に

介
護

予
防

の
知

識
を

得
て

も
ら

い
、

介
護

予
防

を
意

識
し

た
生

活
を

送
る

こ
と

で
日

常
生

活
動

作
の

維
持

向
上

地
域

支
援

事
業

(介
護

予
防

・
日

常
生

活
支

援
総

合
事

業
)

茨
城

県
城

里
町

1
万

人
未

満

第
９

期
事

業
計

画

に
係

る
介

護
予

防
・

日
常

生
活

圏

ニ
ー

ズ
調

査
・

実

態
調

査
事

務
委

託

新
規

事
業

／

単
年

度
事

業
2
0
2
2

1
,0

6
7

・
高

齢
者

の
介

護
予

防
・

生
活

支
援

に
関

す
る

事
業

・
要

支
援

・
要

介
護

認
定

者
、

総

合
事

業
対

象
者

・
高

齢
者

（
上

記
を

除
く

）

・
介

護
を

行
っ

て
い

る
家

族
等

・
デ

ー
タ

分
析

結
果

令
和

６
年

度
か

ら
の

高
齢

者
福

祉
計

画
及

び
第

９
期

介
護

保
険

事
業

計

画
を

策
定

す
る

た
め

、
城

里
町

の
高

齢
者

の
ニ

ー
ズ

や
実

態
を

調
査

・

分
析

し
、

こ
れ

か
ら

取
り

組
む

べ
き

課
題

等
を

把
握

し
、

高
齢

者
福

祉

計
画

及
び

第
９

期
介

護
保

険
事

業
計

画
に

課
題

を
反

映
さ

れ
る

こ
と

が

主
な

内
容

高
齢

者
の

ニ
ー

ズ
や

実
態

を
調

査
・

分
析

し
、

こ
れ

か
ら

取
り

組
む

べ
き

地
域

の
抱

え
る

課
題

等
を

把
握

す
る

こ
と

が
出

来
る

地
域

支
援

事
業

(介
護

予
防

・
日

常
生

活
支

援
総

合
事

業
)

茨
城

県
大

子
町

1
万

人
未

満

訪
問

型
サ

ー
ビ

ス
B

事
業

費
（

さ
と

も
）

既
存

事
業

の

拡
充

／
継

続

的
な

事
業

2
0
1
9

1
,4

7
2

・
社

会
参

加
・

就
労

に
関

す
る

事
業

・
高

齢
者

の
介

護
予

防
・

生
活

支
援

に
関

す
る

事
業

・
高

齢
者

（
上

記
を

除
く

）
・

他
事

業
に

よ
る

ニ
ー

ズ
の

把
握

介
護

予
防

・
生

活
支

援
サ

ー
ビ

ス
事

業
と

し
て

、
社

会
福

祉
協

議
会

が

実
施

す
る

在
宅

支
援

サ
ー

ビ
ス

「
さ

と
も

」
に

対
す

る
補

助
金

。
利

用

会
員

（
高

齢
者

等
）

に
対

し
、

協
力

会
員

が
自

宅
に

訪
問

し
お

手
伝

い

す
る

非
営

利
な

有
償

に
よ

る
住

民
参

加
型

サ
ー

ビ
ス

事
業

協
力

会
員

が
お

手
伝

い
す

る
有

償
に

よ
る

住
民

参
加

型
サ

ー
ビ

ス
に

よ
り

、
地

域
の

高
齢

者
の

困
り

ご
と

を
解

消
す

る
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会
計

等
の

区
分

自
治

体
名

（
広

域
連

合
名

）

第
1

号
被

保

険
者

規
模

事
業

名
事

業
分

類
事

業
開

始

年
度

（
西

暦
）

総
事

業
費

事
業

テ
ー

マ
：

複
数

選
択

事
業

の
対

象
事

業
実

施
に

至
っ

た
背

景
、

課
題

意
識

を
持

つ
き

っ
か

け
・

ニ
ー

ズ
把

握
の

方

法
：

複
数

選
択

事
業

の
内

容
見

込
ん

で
い

る
成

果
：

具
体

的
な

内
容

地
域

支
援

事
業

(介
護

予
防

・
日

常
生

活
支

援
総

合
事

業
)

栃
木

県
さ

く
ら

市
5
万

人
未

満
地

域
介

護
予

防
活

動
支

援
事

業

既
存

事
業

の

拡
充

／
継

続

的
な

事
業

7
,8

6
9

・
社

会
参

加
・

就
労

に
関

す
る

事
業

・
高

齢
者

の
介

護
予

防
・

生
活

支
援

に
関

す
る

事
業

・
要

支
援

・
要

介
護

認
定

者
、

総

合
事

業
対

象
者

・
高

齢
者

（
上

記
を

除
く

）

・
地

域
ケ

ア
会

議
等

に
お

け
る

議
論

高
齢

者
の

社
会

参
加

を
促

す
た

め
個

人
へ

の
イ

ン
セ

ン
テ

ィ
ブ

を
付

与

（
参

加
ポ

イ
ン

ト
）

要
介

護
認

定
率

の
低

下
と

そ
れ

に
伴

う
総

合
事

業
や

介
護

給
付

費
の

縮
減

地
域

支
援

事
業

(介
護

予
防

・
日

常
生

活
支

援
総

合
事

業
)

千
葉

県
松

戸
市

1
0
万

人
以

上

グ
リ

ー
ン

ス
ロ

ー

モ
ビ

リ
テ

ィ
地

域

推
進

事
業

新
規

事
業

／

継
続

的
な

事

業

2
0
2
2

3
4
,5

3
0

・
社

会
参

加
・

就
労

に
関

す
る

事
業

・
高

齢
者

の
介

護
予

防
・

生
活

支
援

に
関

す
る

事
業

・
要

支
援

・
要

介
護

認
定

者
、

総

合
事

業
対

象
者

・
高

齢
者

（
上

記
を

除
く

）

・
介

護
を

行
っ

て
い

る
家

族
等

・
住

民

・
デ

ー
タ

分
析

結
果

・
国

・
都

道
府

県
の

政
策

低
速

の
電

動
車

で
あ

る
グ

リ
ー

ン
ス

ロ
ー

モ
ビ

リ
テ

ィ
を

活
用

し
て

地

域
内

の
高

齢
者

の
社

会
参

加
を

促
進

す
る

た
め

の
小

さ
な

移
動

を
中

心

に
、

多
機

能
で

付
加

価
値

の
高

い
車

両
を

活
用

し
、

地
域

内
の

活
性

化

を
図

る

地
域

活
動

や
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
へ

の
参

加
と

い
っ

た
高

齢
者

の
社

会
参

加
を

推
進

し
、

健
康

寿
命

の
延

伸
、

社
会

保
障

費
の

抑
制

地
域

支
援

事
業

(介
護

予
防

・
日

常
生

活
支

援
総

合
事

業
)

千
葉

県
旭

市
5
万

人
未

満
通

所
型

サ
ー

ビ
ス

Ｃ

新
規

事
業

／

継
続

的
な

事

業

2
0
2
2

7
,9

2
0

・
高

齢
者

の
介

護
予

防
・

生
活

支
援

に
関

す
る

事
業

・
要

支
援

・
要

介
護

認
定

者
、

総

合
事

業
対

象
者

・
国

・
都

道
府

県
の

政
策

リ
ハ

ビ
リ

専
門

職
の

所
属

す
る

事
業

所
ま

た
は

公
的

施
設

を
短

期
間

（
週

１
回

３
か

月
、

計
１

２
回

）
利

用
者

が
通

所
し

て
、

自
立

し
た

日

常
生

活
を

送
る

こ
と

が
で

き
る

よ
う

に
個

別
面

談
方

式
で

短
期

集
中

プ

ロ
グ

ラ
ム

を
提

供
す

る

要
支

援
者

等
が

再
自

立
す

る
こ

と
を

支
援

す
る

取
り

組
み

を
推

進
し

て
い

く
こ

と
に

よ
り

、
過

大
と

な
っ

て
い

る
現

行
サ

ー
ビ

ス
の

利
用

を
毎

年
度

低
減

さ
せ

て
い

く

地
域

支
援

事
業

(介
護

予
防

・
日

常
生

活
支

援
総

合
事

業
)

千
葉

県
山

武
市

5
万

人
未

満
転

倒
骨

折
予

防
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト

新
規

事
業

／

継
続

的
な

事

業

2
0
2
1

3
,7

6
5

・
社

会
参

加
・

就
労

に
関

す
る

事
業

・
高

齢
者

の
介

護
予

防
・

生
活

支
援

に
関

す
る

事
業

・
情

報
分

析
に

関
す

る
事

業 ・
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
強

化
に

関
す

る
事

業

・
分

野
横

断
的

な
地

域
づ

く
り

に
関

す
る

事
業

・
地

域
住

民
の

普
及

啓
発

に
関

す
る

事
業

・
要

支
援

・
要

介
護

認
定

者
、

総

合
事

業
対

象
者

・
高

齢
者

（
上

記
を

除
く

）

・
住

民

・
医

療
・

介
護

従
事

者

・
医

療
・

介
護

事
業

者

・
行

政
・

地
域

包
括

支
援

セ
ン

タ
ー

の
体

制
整

備

・
デ

ー
タ

分
析

結
果

・
社

会
動

向

地
域

ハ
ブ

事
業

で
あ

る
生

活
機

能
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
測

定
会

「
わ

た
し

の

健
康

プ
ラ

ス
」

を
中

心
に

、
通

い
の

場
の

形
成

に
繋

が
る

い
き

い
き

わ

く
わ

く
教

室
や

、
シ

ル
バ

ー
人

材
セ

ン
タ

ー
と

連
携

し
た

安
心

安
全

就

労
サ

ー
ベ

イ
等

の
既

存
事

業
を

活
か

し
た

複
数

事
業

を
実

施

社
会

保
障

費
の

適
正

化
、

骨
折

件
数

の
減

少
、

自
己

管
理

で
き

て
い

る
人

の
割

合
の

増
加

、
不

自
由

を
感

じ
る

割
合

の
減

少
、

意
欲

が
あ

る
者

の
割

合
の

増

加
、

地
域

社
会

に
貢

献
し

て
い

る
人

の
割

合
の

増

加
。

達
成

年
度

は
、

第
９

期
事

業
計

画
で

設
定

予
定

地
域

支
援

事
業

(介
護

予
防

・
日

常
生

活
支

援
総

合
事

業
)

東
京

都
渋

谷
区

5
万

人
未

満
認

知
症

予
防

プ
ロ

グ
ラ

ム
事

業

新
規

事
業

／

継
続

的
な

事

業

2
0
2
2

1
,3

7
0
,8

0
4

・
高

齢
者

の
介

護
予

防
・

生
活

支
援

に
関

す
る

事
業

・
地

域
住

民
の

普
及

啓
発

に
関

す
る

事
業

・
そ

の
他

：
認

知
症

検
診

の
結

果

M
C

I(
軽

度
認

知
障

害
)と

判
定

さ

れ
た

人
、

認
知

症
に

関
す

る
備

え

を
必

要
と

す
る

人
等

・
デ

ー
タ

分
析

結
果

・
国

・
都

道
府

県
の

政
策

認
知

機
能

の
維

持
・

改
善

や
認

知
症

に
つ

い
て

の
正

し
い

知
識

の
付

与

を
目

的
と

し
、

認
知

症
予

防
に

効
果

が
あ

る
と

言
わ

れ
る

運
動

、
座

学
、

知
的

活
動

を
組

み
合

わ
せ

た
プ

ロ
グ

ラ
ム

を
実

施
す

る

認
知

症
の

進
行

状
況

に
応

じ
た

支
援

を
実

施
し

、
早

期
発

見
、

早
期

対
応

を
実

施
す

る
。

社
会

参
加

の
機

会
を

創
出

し
、

認
知

機
能

の
維

持
、

改
善

に
取

り
組

む
。

令
和

4
年

度
５

５
人

、
令

和
５

年
度

５
５

人
の

参
加

を
目

指
す
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会
計

等
の

区
分

自
治

体
名

（
広

域
連

合
名

）

第
1

号
被

保

険
者

規
模

事
業

名
事

業
分

類
事

業
開

始

年
度

（
西

暦
）

総
事

業
費

事
業

テ
ー

マ
：

複
数

選
択

事
業

の
対

象
事

業
実

施
に

至
っ

た
背

景
、

課
題

意
識

を
持

つ
き

っ
か

け
・

ニ
ー

ズ
把

握
の

方

法
：

複
数

選
択

事
業

の
内

容
見

込
ん

で
い

る
成

果
：

具
体

的
な

内
容

地
域

支
援

事
業

(介
護

予
防

・
日

常
生

活
支

援
総

合
事

業
)

東
京

都
板

橋
区

1
0
万

人
以

上
住

民
主

体
型

介
護

予
防

事
業

既
存

事
業

の

拡
充

／
継

続

的
な

事
業

2
0
2
1

4
,1

1
3

・
高

齢
者

の
介

護
予

防
・

生
活

支
援

に
関

す
る

事
業

・
要

支
援

・
要

介
護

認
定

者
、

総

合
事

業
対

象
者

・
高

齢
者

（
上

記
を

除
く

）

・
住

民

・
高

齢
者

の
相

談
窓

口
や

地
域

包
括

支

援
セ

ン
タ

ー
の

相
談

事
例

・
国

・
都

道
府

県
の

政
策

・
リ

ハ
職

が
講

師
と

な
っ

て
毎

週
Z

O
O

M
で

行
う

「
オ

ン
ラ

イ
ン

1
0

の
筋

ト
レ

」

・
Z

O
O

M
を

使
え

る
よ

う
に

な
る

こ
と

を
目

指
す

「
Z

O
O

M
体

験
講

座
」

や
「

出
前

Z
O

O
M

講
座

」
な

ど

令
和

4
年

末
ま

で
に

、
Z

O
O

M
に

入
れ

る
方

を
増

や

し
、

グ
ル

ー
プ

内
や

オ
ン

ラ
イ

ン
で

交
流

で
き

る
こ

と
を

目
指

す

地
域

支
援

事
業

(介
護

予
防

・
日

常
生

活
支

援
総

合
事

業
)

東
京

都
江

戸
川

区
1
0
万

人
以

上
口

腔
ケ

ア
健

診

既
存

事
業

の

拡
充

／
継

続

的
な

事
業

2
0
1
8

1
,2

6
4
,2

5
4

・
高

齢
者

の
介

護
予

防
・

生
活

支
援

に
関

す
る

事
業

6
5
歳

以
上

の
江

戸
川

区
民

※
6
5
、

7
0
歳

は
、

原
則

と
し

て
成

人
歯

科
健

診
と

と
も

に
受

診

・
他

事
業

に
よ

る
ニ

ー
ズ

の
把

握
6
5
歳

以
上

の
高

齢
者

を
対

象
に

、
年

1
回

口
腔

機
能

に
係

る
健

診
を

区

内
歯

科
医

療
機

関
（

約
1
8
0
か

所
）

で
実

施
。

当
初

、
成

人
歯

科
健

診

対
象

の
6
5
、

7
0
歳

を
除

外
し

て
い

た
が

、
経

過
の

連
続

性
を

担
保

す

る
た

め
令

和
4
年

度
よ

り
改

め
て

対
象

と
し

、
事

業
拡

充
を

行
っ

て
い

る
。

高
齢

者
全

般
に

お
い

て
、

口
腔

機
能

の
維

持
向

上
に

つ
い

て
継

続
的

に
取

り
組

み
、

意
識

向
上

や
行

動
変

容
を

図
る

こ
と

で
介

護
予

防
や

健
康

寿
命

の
延

伸
、

重
度

化
予

防
等

に
つ

な
げ

て
い

く

地
域

支
援

事
業

(介
護

予
防

・
日

常
生

活
支

援
総

合
事

業
)

東
京

都
青

梅
市

5
万

人
未

満

介
護

予
防

・
生

活

支
援

サ
ー

ビ
ス

事

業
費

既
存

事
業

の

拡
充

／
継

続

的
な

事
業

2
0
1
7

1
,1

0
1

・
高

齢
者

の
介

護
予

防
・

生
活

支
援

に
関

す
る

事
業

・
地

域
住

民
の

普
及

啓
発

に
関

す
る

事
業

・
要

支
援

・
要

介
護

認
定

者
、

総

合
事

業
対

象
者

・
高

齢
者

の
相

談
窓

口
や

地
域

包
括

支

援
セ

ン
タ

ー
の

相
談

事
例

・
地

域
ケ

ア
会

議
等

に
お

け
る

議
論

・
他

事
業

に
よ

る
ニ

ー
ズ

の
把

握

・
国

・
都

道
府

県
の

政
策

要
支

援
、

2
ま

た
は

基
本

チ
ェ

ッ
ク

リ
ス

ト
該

当
者

の
う

ち
体

力
低

下

し
て

い
る

等
の

高
齢

者
に

対
し

て
介

護
予

防
ケ

ア
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
を

実

施
し

、
必

要
な

サ
ー

ビ
ス

に
つ

な
げ

る
こ

と

元
気

高
齢

者
が

担
い

手
と

な
る

生
活

支
援

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
お

よ
び

、
自

立
支

援
を

実
現

す
る

た
め

に
心

身
機

能
の

向
上

に
向

け
た

必
要

な
サ

ー
ビ

ス
お

よ
び

支
援

を
高

齢
者

に
提

供
で

き
る

（
第

８
期

計
画

目

標
）

地
域

支
援

事
業

(介
護

予
防

・
日

常
生

活
支

援
総

合
事

業
)

東
京

都
青

梅
市

5
万

人
未

満
一

般
介

護
予

防
事

業

既
存

事
業

の

拡
充

／
継

続

的
な

事
業

2
0
1
7

5
,1

3
4

・
高

齢
者

の
介

護
予

防
・

生
活

支
援

に
関

す
る

事
業

・
地

域
住

民
の

普
及

啓
発

に
関

す
る

事
業

・
高

齢
者

（
上

記
を

除
く

）
・

高
齢

者
の

相
談

窓
口

や
地

域
包

括
支

援
セ

ン
タ

ー
の

相
談

事
例

・
他

事
業

に
よ

る
ニ

ー
ズ

の
把

握

・
国

・
都

道
府

県
の

政
策

フ
レ

イ
ル

予
防

を
重

点
目

標
と

し
、

疾
病

の
早

期
発

見
、

生
活

習
慣

病

の
改

善
な

ど
生

活
の

質
の

向
上

に
向

け
て

介
護

予
防

教
室

、
介

護
予

防

講
演

会
の

開
催

な
ど

を
行

う
。

ま
た

、
地

域
の

通
い

の
場

へ
の

支
援

な

ど
、

住
民

主
体

の
地

域
活

動
を

推
進

す
る

介
護

予
防

教
室

の
開

催
回

数
：

年
２

回
、

介
護

予
防

教
室

の
年

間
の

受
講

人
数

：
年

延
べ

1
,2

0
0
人

、
介

護
予

防
リ

ー
ダ

ー
に

よ
る

自
主

グ
ル

ー
プ

の
数

：
3
0

か
所

（
第

8
期

計
画

目
標

）

地
域

支
援

事
業

(介
護

予
防

・
日

常
生

活
支

援
総

合
事

業
)

東
京

都
檜

原
村

3
千

人
未

満

移
送

サ
ー

ビ
ス

（
訪

問
型

サ
ー

ビ

ス
D

）

新
規

事
業

／

継
続

的
な

事

業

2
0
2
2

2
4
0

・
高

齢
者

の
介

護
予

防
・

生
活

支
援

に
関

す
る

事
業

・
要

支
援

・
要

介
護

認
定

者
、

総

合
事

業
対

象
者

・
デ

ー
タ

分
析

結
果

自
宅

か
ら

病
院

や
ス

ー
パ

ー
へ

の
移

動
支

援
成

果
は

利
用

さ
れ

る
方

の
満

足
度

で
あ

り
、

即
座

に

評
価

さ
れ

る
も

の
と

考
え

て
い

る
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会
計

等
の

区
分

自
治

体
名

（
広

域
連

合
名

）

第
1

号
被

保

険
者

規
模

事
業

名
事

業
分

類
事

業
開

始

年
度

（
西

暦
）

総
事

業
費

事
業

テ
ー

マ
：

複
数

選
択

事
業

の
対

象
事

業
実

施
に

至
っ

た
背

景
、

課
題

意
識

を
持

つ
き

っ
か

け
・

ニ
ー

ズ
把

握
の

方

法
：

複
数

選
択

事
業

の
内

容
見

込
ん

で
い

る
成

果
：

具
体

的
な

内
容

地
域

支
援

事
業

(介
護

予
防

・
日

常
生

活
支

援
総

合
事

業
)

神
奈

川
県

寒
川

町
5
万

人
未

満
元

気
は

っ
け

ん
広

場

既
存

事
業

の

拡
充

／
継

続

的
な

事
業

2
0
1
7

7
,7

4
4

・
高

齢
者

の
介

護
予

防
・

生
活

支
援

に
関

す
る

事
業

・
高

齢
者

（
上

記
を

除
く

）
・

他
事

業
に

よ
る

ニ
ー

ズ
の

把
握

・
社

会
動

向

週
1
回

指
定

の
場

所
へ

集
合

し
て

行
う

2
時

間
の

介
護

予
防

教
室

。
週

1

回
Z

O
O

M
や

電
話

を
用

い
て

自
宅

で
受

講
で

き
る

介
護

予
防

講
座

参
加

延
べ

人
数

の
増

。
参

加
者

の
主

観
的

な
健

康
状

態
の

改
善

。
体

力
測

定
結

果
の

維
持

・
改

善

地
域

支
援

事
業

(介
護

予
防

・
日

常
生

活
支

援
総

合
事

業
)

新
潟

県
柏

崎
市

5
万

人
未

満
く

ら
し

の
サ

ポ
ー

ト
セ

ン
タ

ー
事

業

既
存

事
業

の

拡
充

／
継

続

的
な

事
業

2
0
1
7

7
1
,2

0
0

・
高

齢
者

の
介

護
予

防
・

生
活

支
援

に
関

す
る

事
業

高
齢

者
（

要
支

援
・

要
介

護
認

定

者
・

総
合

事
業

対
象

者
を

除
く

）

・
高

齢
者

の
相

談
窓

口
や

地
域

包
括

支

援
セ

ン
タ

ー
の

相
談

事
例

・
地

域
ケ

ア
会

議
等

に
お

け
る

議
論

地
域

高
齢

者
が

集
い

、
地

域
交

流
を

通
し

て
筋

力
や

体
力

の
低

下
や

認

知
症

、
閉

じ
こ

も
り

予
防

な
ど

を
実

施
す

る
。

ま
た

、
住

民
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
等

を
育

成
し

、
集

い
の

場
の

支
援

等
を

行
う

。

閉
じ

こ
も

り
や

介
護

予
防

の
推

進
、

地
域

支
え

合
い

活
動

の
推

進
、

高
齢

者
の

社
会

参
加

の
促

進
。

地
域

支
援

事
業

(介
護

予
防

・
日

常
生

活
支

援
総

合
事

業
)

石
川

県
小

松
市

5
万

人
未

満

短
期

集
中

予
防

サ
ー

ビ
ス

の
対

象

者
拡

充

既
存

事
業

の

拡
充

／
継

続

的
な

事
業

2
0
1
6

3
0
4
,8

8
6

・
高

齢
者

の
介

護
予

防
・

生
活

支
援

に
関

す
る

事
業

・
要

支
援

・
要

介
護

認
定

者
、

総

合
事

業
対

象
者

・
デ

ー
タ

分
析

結
果

・
地

域
ケ

ア
会

議
等

に
お

け
る

議
論

フ
レ

イ
ル

チ
ェ

ッ
ク

・
基

本
チ

ェ
ッ

ク
リ

ス
ト

か
ら

の
把

握
者

に
も

対

象
を

拡
大

し
、

原
則

と
し

て
基

準
緩

和
型

サ
ー

ビ
ス

の
前

に
短

期
集

中

予
防

サ
ー

ビ
ス

の
利

用
を

促
し

て
い

る

要
介

護
認

定
者

の
増

加
抑

制
、

改
善

に
よ

る
サ

ー
ビ

ス
利

用
卒

業
者

の
増

加

地
域

支
援

事
業

(介
護

予
防

・
日

常
生

活
支

援
総

合
事

業
)

大
阪

府
茨

木
市

1
0
万

人
未

満
生

活
支

援
サ

ー
ビ

ス
事

業

新
規

事
業

／

継
続

的
な

事

業

2
0
2
2

5
,9

0
6

・
高

齢
者

の
介

護
予

防
・

生
活

支
援

に
関

す
る

事
業

・
要

支
援

・
要

介
護

認
定

者
、

総

合
事

業
対

象
者

・
社

会
動

向

・
国

・
都

道
府

県
の

政
策

栄
養

改
善

が
必

要
な

事
業

対
象

者
・

要
支

援
者

に
対

し
、

バ
ラ

ン
ス

の

と
れ

た
配

食
を

提
供

す
る

栄
養

改
善

の
指

導
等

に
よ

っ
て

高
齢

者
の

身
体

状
態

の
改

善
を

図
り

、
要

介
護

状
態

に
陥

る
こ

と
を

防
ぐ

地
域

支
援

事
業

(介
護

予
防

・
日

常
生

活
支

援
総

合
事

業
)

大
阪

府
茨

木
市

1
0
万

人
未

満

地
域

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
活

動

支
援

事
業

既
存

事
業

の

拡
充

／
継

続

的
な

事
業

2
0
2
1

9
,0

1
1

・
高

齢
者

の
介

護
予

防
・

生
活

支
援

に
関

す
る

事
業

・
要

支
援

・
要

介
護

認
定

者
、

総

合
事

業
対

象
者

・
医

療
・

介
護

従
事

者

・
医

療
・

介
護

事
業

者

・
高

齢
者

の
相

談
窓

口
や

地
域

包
括

支

援
セ

ン
タ

ー
の

相
談

事
例

・
地

域
ケ

ア
会

議
等

に
お

け
る

議
論

・
国

・
都

道
府

県
の

政
策

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
専

門
職

を
長

寿
介

護
課

に
配

置
し

、
地

域
包

括

支
援

セ
ン

タ
ー

等
が

実
施

す
る

ア
セ

ス
メ

ン
ト

に
同

行
訪

問
し

以
下

の

こ
と

を
行

う

・
生

活
機

能
・

環
境

に
応

じ
た

運
動

指
導

、
動

作
指

導
、

環
境

へ
の

助

言
な

ど

・
通

所
型

サ
ー

ビ
ス

Ｃ
（

短
期

集
中

）
利

用
を

前
提

と
し

た
目

標
設

定

・
自

立
支

援
に

向
け

て
最

適
な

サ
ー

ビ
ス

を
提

案

ケ
ア

プ
ラ

ン
作

成
前

の
ア

セ
ス

メ
ン

ト
に

対
す

る
指

導
・

助
言

等
に

よ
り

、
地

域
包

括
支

援
セ

ン
タ

ー
職

員
及

び
ケ

ア
マ

ネ
ジ

ャ
ー

等
の

資
質

が
向

上
す

る
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会
計

等
の

区
分

自
治

体
名

（
広

域
連

合
名

）

第
1

号
被

保

険
者

規
模

事
業

名
事

業
分

類
事

業
開

始

年
度

（
西

暦
）

総
事

業
費

事
業

テ
ー

マ
：

複
数

選
択

事
業

の
対

象
事

業
実

施
に

至
っ

た
背

景
、

課
題

意
識

を
持

つ
き

っ
か

け
・

ニ
ー

ズ
把

握
の

方

法
：

複
数

選
択

事
業

の
内

容
見

込
ん

で
い

る
成

果
：

具
体

的
な

内
容

地
域

支
援

事
業

(介
護

予
防

・
日

常
生

活
支

援
総

合
事

業
)

兵
庫

県
西

脇
市

5
万

人
未

満
健

康
と

く
ら

し
の

調
査

新
規

事
業

／

単
年

度
事

業
2
0
2
2

2
,8

6
4

・
高

齢
者

の
介

護
予

防
・

生
活

支
援

に
関

す
る

事
業

・
高

齢
者

（
上

記
を

除
く

）
・

特
に

な
し

健
康

と
く

ら
し

の
調

査
に

参
加

し
、

地
区

ご
と

の
分

析
や

西
脇

市
の

強

み
と

弱
み

を
明

ら
か

に
し

、
今

後
の

事
業

展
開

を
検

討
し

て
い

く

中
長

期
的

な
介

護
予

防
施

策
の

策
定

地
域

支
援

事
業

(介
護

予
防

・
日

常
生

活
支

援
総

合
事

業
)

和
歌

山
県

高
野

町
3
千

人
未

満
介

護
予

防
事

業

既
存

事
業

の

拡
充

／
継

続

的
な

事
業

2
0
2
1

1
2
,6

8
4

・
高

齢
者

の
介

護
予

防
・

生
活

支
援

に
関

す
る

事
業

・
要

支
援

・
要

介
護

認
定

者
、

総

合
事

業
対

象
者

・
高

齢
者

（
上

記
を

除
く

）

・
住

民

・
地

域
ケ

ア
会

議
等

に
お

け
る

議
論

・
他

事
業

に
よ

る
ニ

ー
ズ

の
把

握

年
度

ご
と

に
2
地

区
を

選
定

し
た

通
い

の
場

に
毎

月
1
回

作
業

療
法

士

を
派

遣
し

、
介

護
予

防
へ

の
意

識
の

向
上

及
び

介
護

予
防

の
訓

練
等

を

行
う

介
護

認
定

率
の

減
少

及
び

高
齢

者
閉

じ
こ

も
り

の
防

止

地
域

支
援

事
業

(介
護

予
防

・
日

常
生

活
支

援
総

合
事

業
)

広
島

県
海

田
町

1
万

人
未

満

高
齢

者
い

き
い

き

活
動

ポ
イ

ン
ト

事

業

既
存

事
業

の

拡
充

／
継

続

的
な

事
業

2
0
2
1

2
9
,6

0
1

・
社

会
参

加
・

就
労

に
関

す
る

事
業

・
高

齢
者

の
介

護
予

防
・

生
活

支
援

に
関

す
る

事
業

・
要

支
援

・
要

介
護

認
定

者
、

総

合
事

業
対

象
者

・
高

齢
者

（
上

記
を

除
く

）

・
そ

の
他

：
近

隣
市

町
（

広
島

市
・

府

中
町

）
と

の
事

業
連

携

高
齢

者
が

参
加

す
る

介
護

予
防

活
動

や
地

域
活

動
に

対
し

て
ポ

イ
ン

ト

を
付

与
し

、
貯

め
た

ポ
イ

ン
ト

に
応

じ
て

奨
励

金
を

支
給

す
る

こ
と

で
、

高
齢

者
の

介
護

予
防

及
び

社
会

参
加

を
推

進
す

る

要
支

援
者

の
認

定
者

数
の

現
状

維
持

、
事

業
の

参
加

率

地
域

支
援

事
業

(介
護

予
防

・
日

常
生

活
支

援
総

合
事

業
)

徳
島

県
鳴

門
市

5
万

人
未

満

通
い

の
場

で
の

栄

養
改

善
教

室
開

催

事
業

新
規

事
業

／

継
続

的
な

事

業

2
0
2
2

6
4
2

・
高

齢
者

の
介

護
予

防
・

生
活

支
援

に
関

す
る

事
業

・
要

支
援

・
要

介
護

認
定

者
、

総

合
事

業
対

象
者

・
高

齢
者

（
上

記
を

除
く

）

・
住

民

・
デ

ー
タ

分
析

結
果

県
栄

養
士

会
と

連
携

し
、

通
い

の
場

で
あ

る
「

い
き

い
き

サ
ロ

ン
」

す

べ
て

に
管

理
栄

養
士

を
派

遣
し

、
栄

養
改

善
に

向
け

た
介

護
予

防
教

室

を
開

催
す

る

フ
レ

イ
ル

予
防

の
推

進

地
域

支
援

事
業

(介
護

予
防

・
日

常
生

活
支

援
総

合
事

業
)

徳
島

県
小

松
島

市
5
万

人
未

満
い

き
い

き
ポ

イ
ン

ト
事

業

既
存

事
業

の

拡
充

／
継

続

的
な

事
業

2
0
2
1

7
3
0

・
高

齢
者

の
介

護
予

防
・

生
活

支
援

に
関

す
る

事
業

・
そ

の
他

：
第

1
号

被
保

険
者

い
き

い
き

百
歳

体
操

な
ど

の
通

い
の

場
に

参
加

す
る

こ
と

で
ポ

イ
ン

ト

を
付

与
し

、
一

定
の

ポ
イ

ン
ト

を
貯

め
た

参
加

者
に

記
念

品
を

贈
呈

す

る
事

業

健
康

な
う

ち
か

ら
主

体
的

に
介

護
予

防
の

取
り

組
み

に
継

続
定

期
に

参
加

し
て

も
ら

う
こ

と
で

、
介

護
が

必
要

な
状

態
と

な
る

こ
と

を
防

止
す

る

地
域

支
援

事
業

(介
護

予
防

・
日

常
生

活
支

援
総

合
事

業
)

佐
賀

県
伊

万
里

市
5
万

人
未

満

介
護

予
防

・
日

常

生
活

支
援

総
合

事

業
地

域
支

え
合

い

事
業

新
規

事
業

／

継
続

的
な

事

業

2
0
2
2

2
,3

0
0

・
社

会
参

加
・

就
労

に
関

す
る

事
業

・
高

齢
者

の
介

護
予

防
・

生
活

支
援

に
関

す
る

事
業

・
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
強

化
に

関
す

る
事

業

・
要

支
援

・
要

介
護

認
定

者
、

総

合
事

業
対

象
者

・
高

齢
者

の
相

談
窓

口
や

地
域

包
括

支

援
セ

ン
タ

ー
の

相
談

事
例

・
社

会
動

向

伊
万

里
市

郊
外

で
あ

る
山

代
町

に
お

い
て

、
ま

ち
づ

く
り

運
営

協
議

会

で
総

合
事

業
の

訪
問

サ
ー

ビ
ス

D
を

立
ち

上
げ

、
要

支
援

者
等

を
対

象

に
移

動
支

援
を

実
施

し
て

い
る

。
市

か
ら

は
立

ち
上

げ
支

援
及

び
運

営

費
と

し
て

補
助

金
を

交
付

し
て

い
る

移
動

支
援

の
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
を

し
て

い
る

高
齢

者
の

介
護

予
防

効
果

、
利

用
者

の
介

護
度

の
進

行
予

防

－ 250 －



会
計

等
の

区
分

自
治

体
名

（
広

域
連

合
名

）

第
1

号
被

保

険
者

規
模

事
業

名
事

業
分

類
事

業
開

始

年
度

（
西

暦
）

総
事

業
費

事
業

テ
ー

マ
：

複
数

選
択

事
業

の
対

象
事

業
実

施
に

至
っ

た
背

景
、

課
題

意
識

を
持

つ
き

っ
か

け
・

ニ
ー

ズ
把

握
の

方

法
：

複
数

選
択

事
業

の
内

容
見

込
ん

で
い

る
成

果
：

具
体

的
な

内
容

地
域

支
援

事
業

(介
護

予
防

・
日

常
生

活
支

援
総

合
事

業
)

宮
崎

県
都

城
市

1
0
万

人
未

満

介
護

予
防

・
生

活

支
援

サ
ー

ビ
ス

事

業
費

既
存

事
業

の

拡
充

／
継

続

的
な

事
業

6
3
0
,0

5
8

・
社

会
参

加
・

就
労

に
関

す
る

事
業

・
高

齢
者

の
介

護
予

防
・

生
活

支
援

に
関

す
る

事
業

・
地

域
住

民
の

普
及

啓
発

に
関

す
る

事
業

・
要

支
援

・
要

介
護

認
定

者
、

総

合
事

業
対

象
者

・
高

齢
者

の
相

談
窓

口
や

地
域

包
括

支

援
セ

ン
タ

ー
の

相
談

事
例

・
国

・
都

道
府

県
の

政
策

生
活

お
た

す
け

サ
ー

ビ
ス

(訪
問

型
サ

ー
ビ

ス
B

)：
住

民
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
が

訪
問

し
、

調
理

、
掃

除
、

ご
み

出
し

、
買

物
等

簡
単

な
日

常
生

活

上
の

援
助

を
行

う

要
介

護
状

態
の

進
行

を
予

防
し

、
介

護
給

付
費

の
抑

制
に

繋
が

る
。

サ
ー

ビ
ス

に
従

事
す

る
地

域
住

民
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
が

増
加

す
る

こ
と

に
よ

り
、

地
域

の
つ

な
が

り
(互

助
)が

強
化

さ
れ

る

地
域

支
援

事
業

(介
護

予
防

・
日

常
生

活
支

援
総

合
事

業
)

鹿
児

島
県

日
置

市
5
万

人
未

満

リ
ハ

ビ
リ

職
と

ケ

ア
マ

ネ
等

と
の

同

行
訪

問

新
規

事
業

／

継
続

的
な

事

業

2
0
2
2

5
8
0

・
高

齢
者

の
介

護
予

防
・

生
活

支
援

に
関

す
る

事
業

・
要

支
援

・
要

介
護

認
定

者
、

総

合
事

業
対

象
者

・
高

齢
者

（
要

支
援

・
要

介
護

認

定
者

・
総

合
事

業
対

象
者

を
除

く
）

・
デ

ー
タ

分
析

結
果

・
そ

の
他

：
総

合
事

業
体

制
づ

く
り

に

係
る

話
合

い

リ
ハ

ビ
リ

専
門

職
と

ケ
ア

マ
ネ

ジ
ャ

ー
等

が
要

支
援

者
・

総
合

事
業

対

象
者

宅
へ

同
行

訪
問

し
、

両
方

の
視

点
で

み
る

こ
と

で
、

セ
ル

フ
ケ

ア

や
自

宅
環

境
の

工
夫

、
地

域
活

動
へ

の
参

加
、

よ
り

状
態

に
合

っ
た

サ
ー

ビ
ス

の
選

択
等

へ
の

支
援

を
行

う
。

ま
た

、
ケ

ー
ス

を
積

み
重

ね

る
こ

と
で

、
総

合
事

業
の

体
制

づ
く

り
検

討
や

他
の

地
域

支
援

事
業

と

の
連

動
を

図
る

。

個
別

支
援

の
充

実
（

状
態

改
善

、
Q

O
L

の
向

上
、

目

標
達

成
）

、
ケ

ア
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
の

向
上

、
総

合
事

業
事

業
所

へ
の

支
援

、
総

合
事

業
や

他
の

事
業

の
充

実
・

連
動

。
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会
計

等
の

区
分

自
治

体
名

（
広

域
連

合
名

）

第
1

号
被

保

険
者

規
模

事
業

名
事

業
分

類
事

業
開

始

年
度

（
西

暦
）

総
事

業
費

事
業

テ
ー

マ
：

複
数

選
択

事
業

の
対

象
事

業
実

施
に

至
っ

た
背

景
、

課
題

意
識

を
持

つ
き

っ
か

け
・

ニ
ー

ズ
把

握
の

方

法
：

複
数

選
択

事
業

の
内

容
見

込
ん

で
い

る
成

果
：

具
体

的
な

内
容

地
域

支
援

事
業

(包
括

的
・

継
続

的
ケ

ア
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
支

援
事

業
)

東
京

都
板

橋
区

1
0
万

人
以

上
高

齢
者

な
ん

で
も

相
談

事
業

新
規

事
業

／

継
続

的
な

事

業

2
0
2
2

5
,9

9
5

・
高

齢
者

の
介

護
予

防
・

生
活

支
援

に
関

す
る

事
業

・
そ

の
他

：
高

齢
者

虐
待

防
止

、
総

合
窓

口
へ

の
連

携

・
要

支
援

・
要

介
護

認
定

者
、

総

合
事

業
対

象
者

・
高

齢
者

（
上

記
を

除
く

）

・
介

護
を

行
っ

て
い

る
家

族
等

・
住

民

・
高

齢
者

の
相

談
窓

口
や

地
域

包
括

支

援
セ

ン
タ

ー
の

相
談

事
例

2
4
時

間
年

間
3
6
5
日

対
応

可
能

な
高

齢
者

向
け

「
高

齢
者

な
ん

で
も

相

談
事

業
」

及
び

「
虐

待
相

談
」

を
行

う
。

専
門

職
を

配
置

し
、

高
齢

者

に
関

す
る

多
様

な
相

談
を

受
け

止
め

る
と

と
も

に
必

要
に

応
じ

て
関

係

機
関

を
案

内
す

る

高
齢

者
の

虐
待

防
止

、
高

齢
者

に
必

要
な

介
護

サ
ー

ビ
ス

制
度

や
機

関
へ

の
提

示

地
域

支
援

事
業

(包
括

的
・

継
続

的
ケ

ア
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
支

援
事

業
)

静
岡

県
吉

田
町

1
万

人
未

満

包
括

支
援

セ
ン

タ
ー

に
お

け
る

相

談
記

録
等

音
声

入

力
シ

ス
テ

ム
導

入

事
業

既
存

事
業

の

拡
充

／
単

年

度
事

業

3
9
,7

3
1

・
高

齢
者

の
介

護
予

防
・

生
活

支
援

に
関

す
る

事
業

・
行

政
・

地
域

包
括

支
援

セ
ン

タ
ー

の
体

制
整

備

・
そ

の
他

：
相

談
記

録
の

入
力

時
間

増

加

包
括

支
援

セ
ン

タ
ー

に
お

け
る

相
談

記
録

等
音

声
入

力
シ

ス
テ

ム
導

入
相

談
記

録
の

入
力

時
間

の
削

減

地
域

支
援

事
業

(包
括

的
・

継
続

的
ケ

ア
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
支

援
事

業
)

大
阪

府
大

東
市

5
万

人
未

満

地
域

包
括

支
援

セ

ン
タ

ー
テ

レ
ビ

電

話
事

業

新
規

事
業

／

継
続

的
な

事

業

2
0
2
2

1
3
5

・
社

会
参

加
・

就
労

に
関

す
る

事
業

・
高

齢
者

の
介

護
予

防
・

生
活

支
援

に
関

す
る

事
業

・
介

護
人

材
確

保
・

定
着

等
に

関
す

る
事

業

・
地

域
住

民
の

普
及

啓
発

に
関

す
る

事
業

・
要

支
援

・
要

介
護

認
定

者
、

総

合
事

業
対

象
者

・
高

齢
者

（
上

記
を

除
く

）

・
介

護
を

行
っ

て
い

る
家

族
等

・
医

療
・

介
護

従
事

者

・
医

療
・

介
護

事
業

者

・
住

民

・
行

政
・

地
域

包
括

支
援

セ
ン

タ
ー

の
体

制
整

備

・
デ

ー
タ

分
析

結
果

・
高

齢
者

の
相

談
窓

口
や

地
域

包
括

支

援
セ

ン
タ

ー
の

相
談

事
例

・
地

域
ケ

ア
会

議
等

に
お

け
る

議
論

・
社

会
動

向

地
域

包
括

支
援

セ
ン

タ
ー

の
５

か
所

あ
る

相
談

窓
口

の
う

ち
４

か
所

を

テ
レ

ビ
電

話
化

し
、

１
か

所
が

集
中

対
応

す
る

こ
と

を
目

指
し

、
令

和

４
年

度
は

１
か

所
を

テ
レ

ビ
電

話
化

。
テ

レ
ビ

電
話

化
す

る
こ

と
で

、

将
来

的
に

は
1
1
か

所
の

窓
口

に
充

実
さ

せ
る

予
定

窓
口

対
応

に
取

ら
れ

て
い

た
４

人
区

が
そ

の
他

の
地

域
包

括
支

援
セ

ン
タ

ー
業

務
に

従
事

す
る

こ
と

に
よ

り
、

様
々

な
事

業
の

充
実

が
図

ら
れ

る

地
域

支
援

事
業

(包
括

的
・

継
続

的
ケ

ア
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
支

援
事

業
)

兵
庫

県
西

宮
市

1
0
万

人
以

上
地

域
包

括
支

援
セ

ン
タ

ー
運

営
事

業

既
存

事
業

の

拡
充

／
継

続

的
な

事
業

2
0
0
6

4
8
1
,7

3
2

・
高

齢
者

の
介

護
予

防
・

生
活

支
援

に
関

す
る

事
業

・
行

政
・

地
域

包
括

支
援

セ
ン

タ
ー

の
体

制
整

備

・
高

齢
者

の
相

談
窓

口
や

地
域

包
括

支

援
セ

ン
タ

ー
の

相
談

事
例

・
国

・
都

道
府

県
の

政
策

国
が

地
域

包
括

支
援

セ
ン

タ
ー

の
機

能
強

化
の

う
ち

、
適

切
な

人
員

体

制
の

確
保

の
観

点
か

ら
、

保
険

者
機

能
強

化
推

進
交

付
金

の
評

価
指

標

の
一

つ
で

あ
げ

ら
れ

た
、

高
齢

者
人

口
1
,5

0
0
人

に
1
名

の
専

門
職

配
置

の
体

制
を

構
築

す
る

令
和

2
年

度
か

ら
段

階
的

に
増

員
を

図
り

、
令

和
5
年

度
中

に
高

齢
者

人
口

1
,5

0
0
人

に
1
名

の
専

門
職

配
置

の
体

制
を

達
成

す
る

。
人

員
体

制
の

強
化

に
よ

り
、

高
齢

者
の

総
合

相
談

支
援

や
要

支
援

者
を

中
心

と
し

た
支

援
、

関
係

事
業

所
や

関
係

機
関

と
の

連
携

等
、

地
域

包
括

支
援

セ
ン

タ
ー

の
機

能
強

化
が

見
込

ま
れ

る

地
域

支
援

事
業

(包
括

的
・

継
続

的
ケ

ア
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
支

援
事

業
)

福
岡

県
粕

屋
町

1
万

人
未

満
ゆ

う
ゆ

う
サ

ロ
ン

口
腔

講
座

既
存

事
業

の

拡
充

／
継

続

的
な

事
業

2
0
2
2

3
6
0

・
高

齢
者

の
介

護
予

防
・

生
活

支
援

に
関

す
る

事
業

・
要

支
援

・
要

介
護

認
定

者
、

総

合
事

業
対

象
者

・
高

齢
者

（
上

記
を

除
く

）

・
そ

の
他

：
対

象
者

変
更

地
域

の
サ

ロ
ン

で
歯

科
衛

生
士

が
口

腔
機

能
や

オ
ー

ラ
ル

フ
レ

イ
ル

に

つ
い

て
講

話
を

行
う

オ
ー

ラ
ル

フ
レ

イ
ル

の
予

防
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会
計

等
の

区
分

自
治

体
名

（
広

域
連

合
名

）

第
1

号
被

保

険
者

規
模

事
業

名
事

業
分

類
事

業
開

始

年
度

（
西

暦
）

総
事

業
費

事
業

テ
ー

マ
：

複
数

選
択

事
業

の
対

象
事

業
実

施
に

至
っ

た
背

景
、

課
題

意
識

を
持

つ
き

っ
か

け
・

ニ
ー

ズ
把

握
の

方

法
：

複
数

選
択

事
業

の
内

容
見

込
ん

で
い

る
成

果
：

具
体

的
な

内
容

地
域

支
援

事
業

(在
宅

医
療

・
介

護
連

携
推

進
事

業
)

北
海

道
更

別
村

3
千

人
未

満
在

宅
医

療
・

介
護

連
携

推
進

事
業

既
存

事
業

の

拡
充

／
継

続

的
な

事
業

2
0
1
6

4
,7

0
0

・
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
強

化
に

関
す

る
事

業

・
地

域
住

民
の

普
及

啓
発

に
関

す
る

事
業

・
介

護
を

行
っ

て
い

る
家

族
等

・
住

民

・
医

療
・

介
護

従
事

者

・
医

療
・

介
護

事
業

者

・
高

齢
者

の
相

談
窓

口
や

地
域

包
括

支

援
セ

ン
タ

ー
の

相
談

事
例

・
地

域
ケ

ア
会

議
等

に
お

け
る

議
論

・
社

会
動

向

・
国

・
都

道
府

県
の

政
策

Ｉ
Ｃ

Ｔ
を

活
用

し
た

医
療

、
介

護
関

係
者

の
連

携
強

化
、

医
科

歯
科

連

携
の

強
化

（
打

合
せ

、
バ

イ
タ

ル
リ

ン
ク

）
、

コ
ー

デ
ィ

ネ
ー

タ
ー

に

よ
る

入
退

院
支

援
、

多
職

種
研

修
会

の
開

催
、

３
町

村
合

同
在

宅
医

療

推
進

フ
ォ

ー
ラ

ム
の

開
催

自
分

の
望

む
場

所
で

の
生

活
を

再
開

で
き

る
高

齢
者

の
増

加
、

医
療

介
護

の
連

携
強

化

地
域

支
援

事
業

(在
宅

医
療

・
介

護
連

携
推

進
事

業
)

兵
庫

県
丹

波
市

5
万

人
未

満
ア

ド
バ

イ
ザ

ー
派

遣
事

業

既
存

事
業

の

拡
充

／
継

続

的
な

事
業

2
0
2
2

2
9
6

・
介

護
給

付
適

正
化

に
関

す
る

事
業

・
介

護
を

行
っ

て
い

る
家

族
等

・
医

療
・

介
護

従
事

者

・
デ

ー
タ

分
析

結
果

住
宅

改
修

に
係

る
保

険
給

付
支

給
申

請
に

際
し

て
、

事
後

又
は

事
前

に

居
宅

を
訪

問
し

、
市

内
介

護
保

険
事

業
所

に
勤

務
す

る
理

学
療

法
士

に

同
行

の
う

え
、

改
修

範
囲

や
内

容
の

妥
当

性
を

評
価

し
た

り
、

特
に

事

後
で

は
利

用
者

の
状

態
像

に
合

っ
た

改
修

に
な

っ
て

い
る

か
を

評
価

シ
ー

ト
を

作
成

し
て

精
査

し
て

い
る

。
合

わ
せ

て
訪

問
時

に
福

祉
用

具

(購
入

分
や

貸
与

分
)の

使
用

状
況

を
確

認
し

、
必

要
性

や
自

立
支

援
に

つ
な

が
っ

て
い

る
か

を
検

証
し

て
い

る

ケ
ア

マ
ネ

ジ
ャ

ー
の

専
門

職
と

の
連

携
に

よ
る

適
切

な
ケ

ア
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
に

伴
う

改
修

範
囲

・
改

修
内

容
の

提
案

。
ケ

ア
マ

ネ
ジ

ャ
ー

の
ス

キ
ル

ア
ッ

プ
に

よ
る

介
護

サ
ー

ビ
ス

の
質

的
向

上
、

達
成

年
度

の
目

途
 2

0
2
5
年

度
（

取
組

開
始

３
年

経
過

後
）

地
域

支
援

事
業

(在
宅

医
療

・
介

護
連

携
推

進
事

業
)

徳
島

県
北

島
町

1
万

人
未

満

介
護

予
防

・
生

活

支
援

サ
ー

ビ
ス

事

業
（

訪
問

型
Ｂ

）

新
規

事
業

／

継
続

的
な

事

業

2
0
2
2

9
6
0

・
高

齢
者

の
介

護
予

防
・

生
活

支
援

に
関

す
る

事
業

・
要

支
援

・
要

介
護

認
定

者
、

総

合
事

業
対

象
者

・
高

齢
者

の
相

談
窓

口
や

地
域

包
括

支

援
セ

ン
タ

ー
の

相
談

事
例

・
地

域
ケ

ア
会

議
等

に
お

け
る

議
論

・
他

事
業

に
よ

る
ニ

ー
ズ

の
把

握

住
民

主
体

に
よ

る
生

活
支

援
サ

ー
ビ

ス
（

総
合

事
業

Ｂ
型

）
ニ

ー
ズ

に
対

応
す

る
た

め
の

多
様

な
サ

ー
ビ

ス
の

必

要
性

と
、

介
護

給
付

費
の

抑
制

地
域

支
援

事
業

(在
宅

医
療

・
介

護
連

携
推

進
事

業
)

佐
賀

県
伊

万
里

市
5
万

人
未

満
在

宅
医

療
・

介
護

連
携

推
進

事
業

既
存

事
業

の

拡
充

／
継

続

的
な

事
業

2
0
1
7

4
,8

1
9

・
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
強

化
に

関
す

る
事

業

・
分

野
横

断
的

な
地

域
づ

く
り

に
関

す
る

事
業

・
地

域
住

民
の

普
及

啓
発

に
関

す
る

事
業

・
住

民

・
医

療
・

介
護

従
事

者

・
社

会
動

向
在

宅
医

療
デ

ー
タ

マ
ッ

プ
の

作
成

、
エ

ン
デ

ィ
ン

グ
シ

ー
ト

「
わ

た
し

の
想

い
」

の
作

成
、

訪
問

看
護

ガ
イ

ド
作

成
、

介
護

保
険

・
A

C
P

普
及

啓
発

の
た

め
の

D
V

D
作

成
、

研
修

会
（

多
職

種
連

携
・

A
C

P
・

在
宅

看
取

り
）

の
開

催

わ
た

し
の

想
い

の
配

布
数
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会
計

等
の

区
分

自
治

体
名

（
広

域
連

合
名

）

第
1

号
被

保

険
者

規
模

事
業

名
事

業
分

類
事

業
開

始

年
度

（
西

暦
）

総
事

業
費

事
業

テ
ー

マ
：

複
数

選
択

事
業

の
対

象
事

業
実

施
に

至
っ

た
背

景
、

課
題

意
識

を
持

つ
き

っ
か

け
・

ニ
ー

ズ
把

握
の

方

法
：

複
数

選
択

事
業

の
内

容
見

込
ん

で
い

る
成

果
：

具
体

的
な

内
容

地
域

支
援

事
業

(生
活

支
援

体
制

整
備

事
業

)
北

海
道

更
別

村
3
千

人
未

満
生

活
支

援
体

制
整

備
事

業

既
存

事
業

の

拡
充

／
継

続

的
な

事
業

2
0
1
6

4
,7

1
2

・
高

齢
者

の
介

護
予

防
・

生
活

支
援

に
関

す
る

事
業

・
要

支
援

・
要

介
護

認
定

者
、

総

合
事

業
対

象
者

・
高

齢
者

（
上

記
を

除
く

）

・
介

護
を

行
っ

て
い

る
家

族
等

・
住

民

・
高

齢
者

の
相

談
窓

口
や

地
域

包
括

支

援
セ

ン
タ

ー
の

相
談

事
例

・
地

域
ケ

ア
会

議
等

に
お

け
る

議
論

・
社

会
動

向

・
国

・
都

道
府

県
の

政
策

介
護

サ
ー

ビ
ス

で
は

担
い

き
れ

な
い

課
題

や
サ

ポ
ー

ト
の

体
制

づ
く

り

の
た

め
の

関
係

性
づ

く
り

（
協

議
体

の
開

催
、

さ
さ

え
愛

カ
レ

ン
ダ

ー

の
発

行
、

自
主

活
動

支
援

、
高

校
生

と
共

同
の

集
ま

り
の

場
）

介
護

サ
ー

ビ
ス

外
の

支
援

、
サ

ポ
ー

ト
体

制
や

居
場

所
づ

く
り

地
域

支
援

事
業

(生
活

支
援

体
制

整
備

事
業

)
千

葉
県

成
田

市
5
万

人
未

満

新
介

護
予

防
教

室

「
人

生
カ

ッ
コ

よ

く
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
」

既
存

事
業

の

拡
充

／
継

続

的
な

事
業

2
0
1
6

3
8
,1

8
4

・
社

会
参

加
・

就
労

に
関

す
る

事
業

・
高

齢
者

の
介

護
予

防
・

生
活

支
援

に
関

す
る

事
業

・
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
強

化
に

関
す

る
事

業

・
分

野
横

断
的

な
地

域
づ

く
り

に
関

す
る

事
業

・
地

域
住

民
の

普
及

啓
発

に
関

す
る

事
業

・
要

支
援

・
要

介
護

認
定

者
、

総

合
事

業
対

象
者

・
高

齢
者

（
上

記
を

除
く

）

・
介

護
を

行
っ

て
い

る
家

族
等

・
住

民

・
行

政
・

地
域

包
括

支
援

セ
ン

タ
ー

の
体

制
整

備

・
高

齢
者

の
相

談
窓

口
や

地
域

包
括

支

援
セ

ン
タ

ー
の

相
談

事
例

・
地

域
ケ

ア
会

議
等

に
お

け
る

議
論

・
社

会
動

向

・
国

・
都

道
府

県
の

政
策

各
日

常
生

活
圏

域
に

生
活

支
援

コ
ー

デ
ィ

ネ
ー

タ
ー

を
配

置
し

、
地

域

ニ
ー

ズ
の

把
握

や
高

齢
者

の
居

場
所

づ
く

り
、

買
い

物
支

援
な

ど
の

地

域
の

支
え

合
い

を
推

進
す

る
と

と
も

に
、

協
議

体
を

設
置

し
、

多
様

な

サ
ー

ビ
ス

提
供

主
体

間
の

連
携

強
化

や
生

活
支

援
サ

ー
ビ

ス
構

築
に

取

り
組

む

移
動

ス
ー

パ
ー

の
販

売
場

所
の

拡
大

や
、

介
護

支
援

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

の
活

動
や

高
齢

者
の

居
場

所
、

通
い

の
場

の
担

い
手

づ
く

り
な

ど
を

推
進

す
る

と
と

も

に
、

百
歳

体
操

に
取

り
組

む
団

体
を

令
和

7
年

度
を

目
途

に
1
1
0
団

体
と

す
る

。
ま

た
、

多
様

な
生

活
支

援
サ

ー
ビ

ス
の

構
築

を
図

る

地
域

支
援

事
業

(生
活

支
援

体
制

整
備

事
業

)
千

葉
県

習
志

野
市

5
万

人
未

満
生

活
支

援
体

制
整

備
事

業

既
存

事
業

の

拡
充

／
継

続

的
な

事
業

2
0
1
5

3
3
,3

3
5

・
社

会
参

加
・

就
労

に
関

す
る

事
業

・
高

齢
者

の
介

護
予

防
・

生
活

支
援

に
関

す
る

事
業

・
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
強

化
に

関
す

る
事

業

・
要

支
援

・
要

介
護

認
定

者
、

総

合
事

業
対

象
者

・
高

齢
者

（
上

記
を

除
く

）

・
介

護
を

行
っ

て
い

る
家

族
等

・
住

民

・
医

療
・

介
護

従
事

者

・
医

療
・

介
護

事
業

者

・
高

齢
者

の
相

談
窓

口
や

地
域

包
括

支

援
セ

ン
タ

ー
の

相
談

事
例

・
社

会
動

向

・
国

・
都

道
府

県
の

政
策

日
常

生
活

圏
域

に
協

議
体

を
設

置
し

、
生

活
支

援
の

あ
り

方
に

つ
い

て

住
民

等
と

協
議

を
進

め
る

と
と

も
に

、
生

活
支

援
コ

ー
デ

ィ
ネ

ー
タ

ー

を
配

置
す

る
こ

と
で

、
生

活
支

援
サ

ー
ビ

ス
提

供
主

体
間

の
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
を

構
築

し
、

生
活

支
援

体
制

の
整

備
を

図
る

地
域

に
お

け
る

「
生

活
支

援
」

と
「

介
護

予
防

」
の

体
制

整
備

を
す

る
こ

と
に

よ
り

、
高

齢
者

が
施

設
で

は
な

く
在

宅
で

生
活

を
継

続
す

る
こ

と
が

で
き

る
よ

う
に

な
っ

た
結

果
、

介
護

給
付

費
の

削
減

を
期

待
す

る
こ

と
が

で
き

る
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会
計

等
の

区
分

自
治

体
名

（
広

域
連

合
名

）

第
1

号
被

保

険
者

規
模

事
業

名
事

業
分

類
事

業
開

始

年
度

（
西

暦
）

総
事

業
費

事
業

テ
ー

マ
：

複
数

選
択

事
業

の
対

象
事

業
実

施
に

至
っ

た
背

景
、

課
題

意
識

を
持

つ
き

っ
か

け
・

ニ
ー

ズ
把

握
の

方

法
：

複
数

選
択

事
業

の
内

容
見

込
ん

で
い

る
成

果
：

具
体

的
な

内
容

地
域

支
援

事
業

(認
知

症
総

合
支

援
事

業
)

北
海

道
上

砂
川

町
3
千

人
未

満
認

知
症

対
応

力
学

習
会

事
業

既
存

事
業

の

拡
充

／
継

続

的
な

事
業

2
0
1
8

1
7
,0

6
8

・
介

護
人

材
確

保
・

定
着

等
に

関
す

る
事

業

・
医

療
・

介
護

従
事

者

・
医

療
・

介
護

事
業

者

・
高

齢
者

の
相

談
窓

口
や

地
域

包
括

支

援
セ

ン
タ

ー
の

相
談

事
例

・
地

域
ケ

ア
会

議
等

に
お

け
る

議
論

・
他

事
業

に
よ

る
ニ

ー
ズ

の
把

握

①
認

知
症

の
基

礎
知

識
の

習
得

②
認

知
症

高
齢

者
の

対
応

方
法

③
実

際

事
業

所
で

関
わ

り
の

あ
っ

た
事

例
を

基
に

対
応

の
イ

メ
ー

ジ
づ

く
り

④

リ
ー

ダ
ー

と
し

て
の

困
り

事
⑤

従
事

者
と

し
て

の
困

り
事

⑥
認

知
症

高

齢
者

の
対

応
を

通
じ

て
医

療
と

介
護

の
連

携
の

必
要

性
に

つ
い

て
等

グ

ル
ー

プ
ワ

ー
ク

を
交

え
て

実
施

一
部

事
業

所
に

お
い

て
は

、
介

護
離

職
者

が
減

少
し

事
業

所
内

の
連

携
が

図
れ

る
よ

う
に

な
っ

た

地
域

支
援

事
業

(認
知

症
総

合
支

援
事

業
)

千
葉

県
習

志
野

市
5
万

人
未

満
認

知
症

支
援

推
進

事
業

既
存

事
業

の

拡
充

／
継

続

的
な

事
業

2
0
1
5

3
9
,3

7
0

・
地

域
住

民
の

普
及

啓
発

に
関

す
る

事
業

・
要

支
援

・
要

介
護

認
定

者
、

総

合
事

業
対

象
者

・
高

齢
者

（
上

記
を

除
く

）

・
介

護
を

行
っ

て
い

る
家

族
等

・
住

民

・
医

療
・

介
護

従
事

者

・
医

療
・

介
護

事
業

者

・
デ

ー
タ

分
析

結
果

・
高

齢
者

の
相

談
窓

口
や

地
域

包
括

支

援
セ

ン
タ

ー
の

相
談

事
例

・
社

会
動

向

認
知

症
地

域
支

援
推

進
員

を
配

置
し

、
認

知
症

ケ
ア

パ
ス

の
作

成
等

に

よ
る

普
及

・
啓

発
、

認
知

症
家

族
交

流
会

の
支

援
や

、
初

期
集

中
チ

ー

ム
を

は
じ

め
と

し
た

、
医

療
・

介
護

及
び

生
活

支
援

を
行

う
サ

ー
ビ

ス

が
連

携
し

た
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
を

形
成

し
、

支
援

体
制

を
構

築
す

る

認
知

症
に

な
っ

て
も

住
み

慣
れ

た
地

域
で

生
活

す
る

た
め

に
、

支
援

体
制

を
構

築
し

、
令

和
7
年

度
ま

で

に
チ

ー
ム

オ
レ

ン
ジ

の
発

足
を

目
指

す

地
域

支
援

事
業

(認
知

症
総

合
支

援
事

業
)

東
京

都
江

戸
川

区
1
0
万

人
以

上
若

年
性

認
知

症
伴

走
型

支
援

事
業

既
存

事
業

の

拡
充

／
継

続

的
な

事
業

2
0
2
2

1
0
2
,8

2
6

・
社

会
参

加
・

就
労

に
関

す
る

事
業

・
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
強

化
に

関
す

る
事

業

・
要

支
援

・
要

介
護

認
定

者
、

総

合
事

業
対

象
者

・
高

齢
者

（
上

記
を

除
く

）

・
介

護
を

行
っ

て
い

る
家

族
等

・
住

民

・
高

齢
者

の
相

談
窓

口
や

地
域

包
括

支

援
セ

ン
タ

ー
の

相
談

事
例

・
他

事
業

に
よ

る
ニ

ー
ズ

の
把

握

・
国

・
都

道
府

県
の

政
策

１
．

若
年

性
認

知
症

相
談

支
援

事
業

２
．

若
年

性
認

知
症

就
労

継
続

体
制

整
備

支
援

事
業

１
．

若
年

性
認

知
症

相
談

支
援

事
業

若
年

性
認

知
症

支
援

に
精

通
し

た
認

知
症

地
域

支
援

推
進

員
を

地
域

包
括

支
援

セ
ン

タ
ー

に
配

置
し

、
若

年
性

認
知

症
の

人
及

び
そ

の
家

族
の

状
況

や
環

境
に

応
じ

、
生

活
相

談
や

居
場

所
づ

く
り

、
就

労
に

係
る

相
談

な
ど

を
受

け
、

必
要

な
支

援
に

つ
な

げ
る

２
．

若
年

性
認

知
症

就
労

継
続

体
制

整
備

支
援

事
業

若
年

性
認

知
症

と
診

断
さ

れ
た

6
5
歳

未
満

の
江

戸
川

区
民

を
雇

用
す

る
法

人
又

は
事

業
所

に
、

本
人

の
雇

用
を

継
続

す
る

た
め

の
体

制
整

備
費

用
の

一
部

を
助

成
す

る

－ 255 －



会
計

等
の

区
分

自
治

体
名

（
広

域
連

合
名

）

第
1

号
被

保

険
者

規
模

事
業

名
事

業
分

類
事

業
開

始

年
度

（
西

暦
）

総
事

業
費

事
業

テ
ー

マ
：

複
数

選
択

事
業

の
対

象
事

業
実

施
に

至
っ

た
背

景
、

課
題

意
識

を
持

つ
き

っ
か

け
・

ニ
ー

ズ
把

握
の

方

法
：

複
数

選
択

事
業

の
内

容
見

込
ん

で
い

る
成

果
：

具
体

的
な

内
容

そ
の

他
（

地
域

支
援

事
業

の
種

類
に

つ
い

て
無

回
答

）

兵
庫

県
丹

波
市

5
万

人
未

満

地
域

包
括

支
援

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

整

備
推

進
事

業

新
規

事
業

／

継
続

的
な

事

業

7
3
4

・
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
強

化
に

関
す

る
事

業

・
医

療
・

介
護

事
業

者

・
行

政
・

地
域

包
括

支
援

セ
ン

タ
ー

の
体

制
整

備

・
他

事
業

に
よ

る
ニ

ー
ズ

の
把

握

・
社

会
動

向

ス
マ

ホ
や

タ
ブ

レ
ッ

ト
で

利
用

で
き

る
ラ

イ
ン

機
能

を
活

か
し

た
業

務

用
ア

プ
リ

を
導

入
し

、
介

護
保

険
事

業
所

間
の

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

を
構

築

す
る

こ
と

で
、

場
所

を
問

わ
ず

に
チ

ャ
ッ

ト
形

式
の

オ
ン

ラ
イ

ン
相

談

や
利

用
者

や
家

族
と

、
サ

ー
ビ

ス
提

供
事

業
所

等
と

の
ビ

デ
オ

通
話

、

各
種

デ
ー

タ
の

伝
送

を
可

能
と

す
る

も
の

従
来

の
紙

ベ
ー

ス
で

の
情

報
の

や
り

と
り

や
居

宅
・

介
護

サ
ー

ビ
ス

提
供

事
業

所
の

事
務

的
訪

問
回

数
の

減
少

に
よ

り
、

本
来

必
要

と
す

る
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
に

要
す

る
時

間
の

確
保

に
つ

な
が

り
、

サ
ー

ビ
ス

の
質

的
向

上
が

期
待

で
き

る

そ
の

他
（

地
域

支
援

事
業

の
種

類
に

つ
い

て
無

回
答

）

奈
良

県
香

芝
市

5
万

人
未

満
地

域
ケ

ア
会

議

既
存

事
業

の

拡
充

／
継

続

的
な

事
業

2
0
1
7

4
3
0

・
高

齢
者

の
介

護
予

防
・

生
活

支
援

に
関

す
る

事
業

・
要

支
援

・
要

介
護

認
定

者
、

総

合
事

業
対

象
者

・
医

療
・

介
護

従
事

者

・
行

政
・

地
域

包
括

支
援

セ
ン

タ
ー

の
体

制
整

備

・
地

域
ケ

ア
会

議
等

に
お

け
る

議
論

要
支

援
認

定
者

の
自

立
支

援
に

向
け

た
、

ケ
ア

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

の
見

直

し
等

を
専

門
職

で
検

討
す

る
「

自
立

支
援

型
地

域
ケ

ア
会

議
」

要
支

援
認

定
者

の
自

立
支

援
が

促
さ

れ
る

、
自

立
支

援
の

ケ
ア

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

が
実

施
で

き
る

、
抽

出
さ

れ
た

地
域

課
題

・
行

政
課

題
か

ら
の

施
策

展
開
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＜
都
道
府
県
＞

都
道
府
県
名

事
業
名

事
業
分
類

事
業
の

開
始
年

度

会
計
等
の
区
分

総
事
業
費

（
千
円
）

支
援
対
象
の
市
町
村

事
業
に
取
り
組
ん
だ
背
景
、
課
題
意
識
を
持
っ
た

き
っ
か
け

事
業
内
容

見
込
ん
で
い
る
成
果
：
具
体
的
な
内
容

青
森

県
高

齢
者

の
フ

レ
イ

ル
予

防

推
進

事
業

新
規

事
業

／
継

続
的

な
事

業
2
0
2
2

【
保

険
者

機
能

強
化

推
進

交
付

金
】

・
そ

の
他

市
町

村
の

ニ
ー

ズ
に

応
じ

た
支

援
事

業

【
介

護
保

険
保

険
者

努
力

支
援

交
付

金
】

・
介

護
予

防
・

日
常

生
活

支
援

総
合

事
業

を
支

援
す

る
事

業

1
8
,9

8
2

管
内

全
市

町
村

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
感

染
症

の
影

響
下

で
外

出

自
粛

、
医

療
機

関
の

受
診

控
え

等
に

よ
り

高
齢

者

の
フ

レ
イ

ル
が

深
刻

化
す

る
こ

と
が

危
惧

さ
れ

た

こ
と

フ
レ

イ
ル

予
防

に
関

す
る

テ
レ

ビ
Ｃ

Ｍ
の

制
作

・
放

映
、

カ
レ

ン

ダ
ー

配
付

、
こ

れ
ら

媒
体

の
市

町
村

健
診

等
の

場
で

の
活

用
に

よ
る

啓
発

、
連

携
協

定
企

業
に

よ
る

栄
養

改
善

啓
発

等
（

※
ほ

か
に

つ
ど

い
の

場
充

実
に

係
る

既
存

事
業

の
組

替
あ

り
）

フ
レ

イ
ル

予
防

の
認

知
度

向
上

、
つ

ど
い

の
場

の
増

加
・

活
動

内
容

の
充

実

岩
手

県
地

域
包

括
ケ

ア
シ

ス
テ

ム

基
盤

確
立

事
業

既
存

事
業

の
拡

充
／

継
続

的
な

事
業

2
0
1
4

【
保

険
者

機
能

強
化

推
進

交
付

金
】

・
自

立
支

援
・

重
度

化
防

止
等

に
向

け
た

地
域

ケ
ア

会
議

、
介

護
予

防
に

関
す

る
市

町
村

支
援

事
業

・
生

活
支

援
体

制
整

備
の

推
進

事
業

・
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

専
門

職
等

の
活

用
支

援
事

業

2
1
,9

3
5

一
部

市
町

村
：

ア
ド

バ

イ
ザ

ー
派

遣
希

望
の

あ

る
市

町
村

広
大

で
人

口
密

度
の

薄
い

県
土

に
お

い
て

、
高

齢

化
に

よ
り

運
転

で
き

な
く

な
る

住
民

が
増

え
て

い

く
こ

と
か

ら
、

地
域

住
民

に
よ

る
移

動
支

援
の

必

要
性

が
増

し
て

い
る

た
め

移
動

支
援

に
関

す
る

ア
ド

バ
イ

ザ
ー

の
派

遣
開

始
（

こ
の

ほ
か

、
別

財
源

（
基

金
）

で
移

動
支

援
に

関
す

る
研

修
会

を
新

規
開

催
）

移
動

支
援

の
実

施
を

考
え

て
い

る
市

町
村

に
対

し
、

道
路

運
送

法
等

の
制

度
や

具
体

的
な

事
例

紹
介

等
の

ア
ド

バ
イ

ス
を

行
い

、
円

滑
な

導
入

を
支

援

山
形

県

伴
走

型
支

援
に

よ
る

介
護

予
防

・
生

活
支

援
推

進
事

業

新
規

事
業

／
継

続
的

な
事

業
2
0
2
2

【
介

護
保

険
保

険
者

努
力

支
援

交
付

金
】

・
生

活
支

援
体

制
整

備
事

業
を

支
援

す
る

事
業

1
,7

1
5

一
部

市
町

村
：

2
市

町

村
程

度

生
活

支
援

体
制

整
備

に
つ

い
て

、
市

町
村

の
課

題

等
が

様
々

で
あ

る
こ

と
か

ら
、

県
に

よ
る

伴
走

型

支
援

を
実

施
し

、
個

別
課

題
の

解
決

を
図

る
も

の

生
活

支
援

体
制

整
備

に
係

る
市

町
村

の
課

題
に

応
じ

て
、

ア
ド

バ
イ

ザ
ー

を
派

遣
し

、
市

町
村

へ
の

伴
走

型
支

援
を

行
う

も
の

今
年

度
実

施
し

た
市

町
村

で
は

、
協

議
体

が
機

能
し

て
い

な
い

と
の

課
題

が
あ

っ
た

こ
と

か
ら

、
協

議
体

等
に

係
る

勉
強

会
を

開
催

栃
木

県

介
護

給
付

適
正

化
推

進
事

業
（

ケ
ア

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

力
向

上
研

修
）

新
規

事
業

／
継

続
的

な
事

業

【
保

険
者

機
能

強
化

推
進

交
付

金
】

・
介

護
給

付
適

正
化

事
業

の
推

進
支

援
事

業

3
0
0

管
内

全
市

町
村

特
に

、
ケ

ア
プ

ラ
ン

点
検

に
つ

い
て

、
各

市
町

で

実
施

さ
れ

て
い

る
が

、
市

町
職

員
が

ケ
ア

マ
ネ

ジ

メ
ン

ト
を

学
ぶ

機
会

が
な

く
、

ケ
ア

マ
ネ

と
の

ス

キ
ル

の
差

が
あ

る
た

め
、

ケ
ア

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

力

の
向

上
が

必
要

と
考

え
た

ケ
ア

プ
ラ

ン
点

検
の

目
的

、
ケ

ア
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
の

プ
ロ

セ
ス

の
理

解
、

ケ
ア

プ
ラ

ン
点

検
の

ポ
イ

ン
ト

を
テ

ー
マ

に
し

た
研

修
会

の
実

施

自
立

支
援

に
資

す
る

ケ
ア

プ
ラ

ン
の

作
成

、
介

護
給

付
費

の
削

減

栃
木

県
多

世
代

交
流

型
介

護
予

防

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

事
業

既
存

事
業

の
拡

充
／

継
続

的
な

事
業

2
0
2
0

【
介

護
保

険
保

険
者

努
力

支
援

交
付

金
】

・
介

護
予

防
・

日
常

生
活

支
援

総
合

事
業

を
支

援
す

る
事

業

1
0
,9

8
4

管
内

全
市

町
村

各
市

町
が

設
置

し
て

い
る

通
い

の
場

等
に

お
い

て

は
、

参
加

者
の

固
定

化
や

フ
レ

イ
ル

状
態

に
気

づ

か
ず

重
度

化
す

る
高

齢
者

が
い

る
等

の
課

題
が

あ

り
、

市
町

で
は

そ
の

対
応

に
苦

慮
し

て
い

る
。

一

方
、

少
子

高
齢

化
社

会
に

お
い

て
は

、
子

ど
も

の

存
在

は
地

域
の

希
望

で
あ

り
、

個
々

人
の

行
動

変

容
の

大
き

な
原

動
力

と
も

な
っ

て
い

る
。

そ
こ

で
、

幅
広

い
年

代
を

対
象

に
介

護
（

フ
レ

イ

ル
）

予
防

の
普

及
啓

発
等

を
実

施
す

る
こ

と
に

よ

り
、

若
年

層
も

含
め

た
地

域
全

体
で

の
介

護
予

防

へ
の

関
心

向
上

を
図

る
。

○
高

齢
者

だ
け

の
問

題
と

い
う

意
識

や
暗

い
イ

メ
ー

ジ
を

払
拭

す
る

よ
う

な
、

若
い

世
代

も
楽

し
め

る
「

ウ
ィ

ズ
ま

ご
ダ

ン
ス

」
を

開
発

し
、

通
い

の
場

等
で

の
活

用
を

通
じ

て
県

内
へ

展
開

。

○
併

せ
て

、
通

い
の

場
に

な
じ

み
の

な
い

人
や

若
い

世
代

に
も

啓
発

を
す

る
た

め
、

キ
ャ

ン
ペ

ー
ン

の
実

施
や

介
護

（
フ

レ
イ

ル
）

予
防

に
つ

い
て

の
新

聞
広

告
、

テ
レ

ビ
番

組
放

送
及

び
パ

ン
フ

レ
ッ

ト
等

の
作

成
・

配
布

を
実

施
。

○
若

い
世

代
か

ら
の

声
か

け
に

よ
る

高
齢

者
の

介
護

予
防

、
フ

レ
イ

ル
予

防
の

推
進

○
地

域
全

体
で

介
護

予
防

に
関

心
を

持
ち

、
我

が
事

と
し

て
考

え
る

き
っ

か
け

づ
く

り

○
介

護
予

防
・

認
知

症
予

防
を

包
含

す
る

生
活

支
援

体
制

整
備

に
資

す
る

意
識

の
醸

成
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都
道
府
県
名

事
業
名

事
業
分
類

事
業
の

開
始
年

度

会
計
等
の
区
分

総
事
業
費

（
千
円
）

支
援
対
象
の
市
町
村

事
業
に
取
り
組
ん
だ
背
景
、
課
題
意
識
を
持
っ
た

き
っ
か
け

事
業
内
容

見
込
ん
で
い
る
成
果
：
具
体
的
な
内
容

新
潟

県

介
護

予
防

ア
ド

バ
イ

ザ
ー

及
び

助
言

者
派

遣
事

業
、

介
護

予
防

・
生

活
支

援

サ
ー

ビ
ス

強
化

支
援

事
業

既
存

事
業

の
拡

充
／

2
0
2
0

【
保

険
者

機
能

強
化

推
進

交
付

金
】

・
自

立
支

援
・

重
度

化
防

止
等

に
向

け
た

地
域

ケ
ア

会
議

、
介

護
予

防
に

関
す

る
市

町
村

支
援

事
業

【
介

護
保

険
保

険
者

努
力

支
援

交
付

金
】

・
介

護
予

防
・

日
常

生
活

支
援

総
合

事
業

を
支

援
す

る
事

業

9
,0

7
5

管
内

全
市

町
村

多
く

の
市

町
村

に
お

い
て

、
利

用
者

の
生

活
目

標

達
成

に
つ

な
が

る
効

果
的

な
サ

ー
ビ

ス
提

供
が

な

さ
れ

て
お

ら
ず

、
生

活
機

能
の

改
善

が
見

込
ま

れ

る
利

用
者

を
改

善
に

つ
な

げ
ら

れ
な

い
課

題
が

あ

る

県
外

先
進

地
に

お
い

て
効

果
を

あ
げ

て
い

る
総

合
事

業
通

所
C

型
の

サ
ー

ビ
ス

事
業

所
に

お
け

る
ノ

ウ
ハ

ウ
を

県
内

市
町

村
に

普
及

す
る

サ
ー

ビ
ス

の
利

用
対

象
者

の
見

た
て

、
必

要
な

支
援

の
判

断
、

提
供

プ
ロ

グ
ラ

ム
の

ブ
ラ

ッ
シ

ュ
ア

ッ
プ

な
ど

、
総

合
事

業
全

体
が

効
果

的
に

循
環

し
て

い
く

よ
う

に
す

る
（

R
5
）

新
潟

県
地

域
資

源
デ

ー
タ

分
析

市

町
村

支
援

事
業

既
存

事
業

の
拡

充
／

継
続

的
な

事
業

2
0
2
0

【
介

護
保

険
保

険
者

努
力

支
援

交
付

金
】

・
在

宅
医

療
・

介
護

連
携

推
進

事
業

を
支

援
す

る
事

業

6
,4

4
7

管
内

全
市

町
村

介
護

保
険

制
度

の
見

直
し

に
関

す
る

意
見

（
令

和

元
年

1
2
月

）
を

踏
ま

え
、

介
護

保
険

事
業

計
画

に

よ
り

市
町

村
の

切
れ

目
の

な
い

在
宅

医
療

・
介

護

連
携

の
提

供
体

制
の

整
備

を
す

る
た

め
の

技
術

的

支
援

等
と

し
て

、
「

必
要

な
デ

ー
タ

の
分

析
・

活

用
支

援
」

が
県

の
役

割
と

し
て

求
め

ら
れ

て
い

る

在
宅

医
療

・
介

護
に

関
す

る
レ

セ
プ

ト
デ

ー
タ

を
収

集
・

集
計

し
、

市
町

村
向

け
に

地
域

の
資

源
量

の
把

握
、

課
題

抽
出

等
が

可
能

と
な

る
よ

う
デ

ー
タ

の
見

え
る

化
ツ

ー
ル

を
作

成
し

、
デ

ー
タ

活
用

等
に

関
す

る
研

修
会

や
フ

ォ
ロ

ー
ア

ッ
プ

を
実

施
す

る

各
市

町
村

が
デ

ー
タ

活
用

に
よ

る
地

域
実

態
の

分
析

や
事

業
評

価
を

行
う

こ
と

で
P

D
C

A
に

基
づ

く
事

業
展

開
の

強
化

を
図

る
（

R
5
）

富
山

県

地
域

包
括

ケ
ア

シ
ス

テ
ム

総
合

的
伴

走
支

援
展

開
事

業

新
規

事
業

／
継

続
的

な
事

業
2
0
2
2

【
保

険
者

機
能

強
化

推
進

交
付

金
】

・
現

状
分

析
、

実
情

把
握

、
地

域
課

題
分

析
、

実
績

評
価

支
援

事
業

・
自

立
支

援
・

重
度

化
防

止
等

に
向

け
た

地
域

ケ
ア

会
議

、
介

護
予

防
に

関
す

る
市

町
村

支
援

事
業

・
生

活
支

援
体

制
整

備
の

推
進

事
業

・
そ

の
他

市
町

村
の

ニ
ー

ズ
に

応
じ

た
支

援
事

業

3
,0

0
0

一
部

市
町

村
：

市
町

村

の
手

挙
げ

県
内

の
全

市
町

村
で

介
護

予
防

・
日

常
生

活
自

立

支
援

総
合

事
業

に
取

り
組

ん
で

い
る

が
、

住
民

主

体
の

サ
ー

ビ
ス

B
や

サ
ー

ビ
ス

D
（

移
動

支
援

）
が

少
な

い
な

ど
、

各
種

サ
ー

ビ
ス

の
十

分
な

展
開

が

さ
れ

て
い

な
い

①
総

合
事

業
の

発
展

的
な

展
開

を
希

望
す

る
市

町
村

に
対

し
、

専
門

的
知

識
を

有
す

る
ア

ド
バ

イ
ザ

ー
に

よ
る

個
別

支
援

を
実

施

②
有

識
者

に
よ

る
市

町
村

向
け

研
修

の
実

施

左
記

の
と

お
り

富
山

県
認

知
症

に
や

さ
し

い
地

域

づ
く

り
推

進
事

業

新
規

事
業

／
継

続
的

な
事

業
2
0
2
2

【
介

護
保

険
保

険
者

努
力

支
援

交
付

金
】

・
認

知
症

総
合

支
援

事
業

を
支

援
す

る
事

業

3
,0

0
0

管
内

全
市

町
村

・
認

知
症

高
齢

者
の

徘
徊

に
よ

る
行

方
不

明
の

増

加 ・
コ

ロ
ナ

禍
の

影
響

に
よ

る
認

知
機

能
低

下
の

懸

念 ・
S

O
S

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

を
知

ら
ず

市
町

村
に

お
い

て
登

録
が

増
え

な
い

現
状

・
認

知
症

サ
ポ

ー
タ

―
の

更
な

る
活

躍
へ

の
支

援

企
業

や
市

町
村

と
タ

イ
ア

ッ
プ

し
、

認
知

症
サ

ポ
ー

タ
ー

を
対

象
に

見
守

り
に

必
要

と
な

る
知

識
や

対
応

方
法

、
行

方
不

明
時

の
捜

索
の

仕
組

み
を

知
る

機
会

を
提

供
す

る
た

め
に

、
認

知
症

啓
発

イ
ベ

ン
ト

を
開

催

・
S

O
S

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

登
録

者
の

増
加

・
認

知
症

サ
ポ

ー
タ

ー
の

活
躍

推
進

石
川

県
介

護
予

防
支

援
事

業

既
存

事
業

の
拡

充
／

継
続

的
な

事
業

2
0
2
1

【
介

護
保

険
保

険
者

努
力

支
援

交
付

金
】

・
介

護
予

防
・

日
常

生
活

支
援

総
合

事
業

を
支

援
す

る
事

業

4
9
5

一
部

市
町

村
：

公
募

オ
ー

ラ
ル

フ
レ

イ
ル

予
防

事
業

を
通

い
の

場
に

お

い
て

モ
デ

ル
実

施
し

、
そ

の
成

果
を

全
市

町
に

報

告
し

横
展

開
す

る
た

め
、

令
和

4
年

度
に

お
い

て
、

前
年

度
の

1
市

町
か

ら
拡

大
実

施

県
歯

科
医

師
会

、
県

栄
養

士
会

と
連

携
し

、
高

齢
者

の
通

い
の

場
へ

出
向

き
、

口
腔

・
栄

養
チ

ェ
ッ

ク
、

講
話

（
栄

養
・

口
腔

）
、

口
腔

体
操

の
紹

介
な

ど
を

行
い

、
一

定
期

間
後

に
効

果
を

測
定

住
民

が
主

体
と

な
っ

て
継

続
し

て
取

り
組

め
る

よ
う

、
歯

科
医

師
、

栄
養

士
等

の
オ

ー
ラ

ル
フ

レ
イ

ル
に

関
係

す
る

専
門

職
が

連
携

し
て

支
援

す
る

こ
と

で
、

「
口

腔
と

栄
養

ケ
ア

」
の

取
組

を
よ

り
効

果
的

に
普

及

－ 258 －



都
道
府
県
名

事
業
名

事
業
分
類

事
業
の

開
始
年

度

会
計
等
の
区
分

総
事
業
費

（
千
円
）

支
援
対
象
の
市
町
村

事
業
に
取
り
組
ん
だ
背
景
、
課
題
意
識
を
持
っ
た

き
っ
か
け

事
業
内
容

見
込
ん
で
い
る
成
果
：
具
体
的
な
内
容

福
井

県
ふ

く
い

型
フ

レ
イ

ル
予

防

プ
ロ

グ
ラ

ム
の

推
進

既
存

事
業

の
拡

充
／

継
続

的
な

事
業

2
0
1
7

【
介

護
保

険
保

険
者

努
力

支
援

交
付

金
】

・
介

護
予

防
・

日
常

生
活

支
援

総
合

事
業

を
支

援
す

る
事

業

3
,4

8
5

管
内

全
市

町
村

フ
レ

イ
ル

チ
ェ

ッ
ク

に
お

い
て

、
個

人
ご

と
の

チ
ェ

ッ
ク

デ
ー

タ
の

蓄
積

が
さ

れ
て

お
ら

ず
、

前

年
比

較
や

地
域

平
均

比
較

な
ど

の
フ

レ
イ

ル
予

防

の
改

善
効

果
が

把
握

で
き

な
か

っ
た

た
め

県
内

の
学

術
機

関
等

と
連

携
し

、
フ

レ
イ

ル
チ

ェ
ッ

ク
デ

ー
タ

を
解

析
し

、
個

人
ご

と
の

経
年

記
録

や
標

準
モ

デ
ル

と
の

比
較

、
予

防
改

善
策

を
提

示
す

る
こ

と
で

県
民

に
フ

レ
イ

ル
予

防
の

た
め

の
行

動
変

容
を

促
す

 本
フ

レ
イ

ル
予

防
プ

ロ
グ

ラ
ム

の
目

的
は

、
自

身
の

今
置

か
れ

て
い

る
健

康
状

態
を

知
り

、
意

識
や

行
動

を
変

え
て

い
く

こ
と

で
あ

る
。

令
和

4
年

度
の

デ
ー

タ
で

は
、

福
井

県
内

の
元

気
高

齢
者

（
高

齢
者

数
か

ら
要

介
護

認
定

者
数

を
差

し
引

い
た

人
口

）
の

う
ち

8
.3

％
し

か

状
態

を
確

認
で

き
て

お
ら

ず
、

多
く

の
フ

レ
イ

ル
者

、
プ

レ
フ

レ
イ

ル
者

が
フ

レ
イ

ル
チ

ェ
ッ

ク
に

参
加

し
て

い
な

い
状

況
で

あ
る

。
今

後
も

啓
蒙

活
動

や
参

加
し

や
す

い
シ

ス
テ

ム
作

り
等

を
よ

り
一

層

行
っ

て
い

く
必

要
が

あ
る

。

フ
レ

イ
ル

チ
ェ

ッ
ク

の
デ

ー
タ

解
析

に
つ

い
て

は
、

令
和

4
年

度
か

ら
県

作
業

療
法

士
会

に
委

託
し

、
デ

ー
タ

解
析

チ
ー

ム
が

発
足

さ
れ

た
。

モ
デ

ル
市

町
に

お
い

て
は

、
個

人
の

生
き

甲
斐

や
価

値
観

な
ど

を
計

る
、

県
作

業
療

法
士

会
考

案
の

『
付

加
調

査
』

の
追

加
や

、
個

人
ご

と
の

経
年

記
録

や
標

準
モ

デ
ル

と
の

比
較

、
デ

ー
タ

解
析

結
果

を
基

に
し

た
予

防
改

善
策

の
提

示
、

介
護

認
定

デ
ー

タ
と

の
突

合

は
、

令
和

５
年

度
以

降
の

解
析

を
目

標
と

し
て

い
る

。

今
後

も
県

作
業

療
法

士
会

等
と

協
働

し
、

市
町

や
参

加
者

個
人

ご
と

の
デ

ー
タ

の
蓄

積
・

解
析

を
行

い
、

改
善

策
を

個
人

へ
フ

ィ
ー

ド

バ
ッ

ク
す

る
こ

と
に

よ
り

、
介

護
予

防
効

果
の

検
証

を
進

め
て

い

く
。

山
梨

県
地

域
包

括
ケ

ア
シ

ス
テ

ム

強
化

支
援

事
業

新
規

事
業

／
継

続
的

な
事

業
2
0
2
0

【
保

険
者

機
能

強
化

推
進

交
付

金
】

総
括

的
事

業

4
,9

6
7

管
内

全
市

町
村

高
齢

者
の

暮
ら

し
や

地
域

の
あ

り
方

の
多

様
化

に

よ
り

、
今

後
、

高
齢

者
の

地
域

生
活

機
能

が
弱

ま

る
こ

と
が

予
想

さ
れ

、
市

町
村

自
ら

将
来

目
指

す

地
域

を
デ

ザ
イ

ン
し

、
そ

の
実

現
に

向
け

て
逆

算

し
て

取
組

を
進

め
て

い
け

る
ノ

ウ
ハ

ウ
の

取
得

や

実
践

に
向

け
た

体
制

の
構

築
の

た
め

の
支

援
が

必

要
と

考
え

た
た

め

・
地

域
包

括
ケ

ア
シ

ス
テ

ム
の

専
門

家
に

よ
る

個
別

訪
問

支
援

・
年

間
５

回
程

度
の

現
地

訪
問

（
オ

ン
ラ

イ
ン

）
に

よ
る

レ
ク

チ
ャ

ー
や

ヒ
ア

リ
ン

グ
を

中
心

に
実

施

・
地

域
支

援
事

業
を

中
心

に
現

状
把

握
、

課
題

の
掘

り
起

こ
し

、
各

種
社

会
資

源
の

連
携

等
に

つ
い

て
確

認
し

、
将

来
を

見
据

え
た

ま
ち

づ
く

り
に

つ
い

て
考

え
、

今
後

取
り

組
む

べ
き

ロ
ー

ド
マ

ッ
プ

を
描

け
る

よ
う

支
援

市
町

村
自

ら
将

来
目

指
す

地
域

を
デ

ザ
イ

ン
し

、
そ

の
実

現
に

向
け

て
逆

算
し

て
取

組
を

進
め

て
い

け
る

ノ
ウ

ハ
ウ

の
取

得
や

実
践

に
向

け
た

体
制

の
構

築
（

～
2
0
2
5
年

）

長
野

県
住

民
主

体
の

通
い

の
場

等

立
ち

上
げ

支
援

事
業

既
存

事
業

の
拡

充
／

継
続

的
な

事
業

2
0
2
2

【
保

険
者

機
能

強
化

推
進

交
付

金
】

・
自

立
支

援
・

重
度

化
防

止
等

に
向

け
た

地
域

ケ
ア

会
議

、
介

護
予

防
に

関
す

る
市

町
村

支
援

事
業

1
,5

6
6

一
部

市
町

村
：

支
援

の

要
望

の
あ

っ
た

市
町

村

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
感

染
症

の
影

響
に

よ
り

、

高
齢

者
の

健
康

に
対

す
る

悪
影

響
が

懸
念

さ
れ

る

中
、

フ
レ

イ
ル

対
策

・
介

護
予

防
対

策
と

し
て

通

い
の

場
等

の
人

の
つ

な
が

り
を

も
つ

こ
と

が
効

果

的
で

あ
り

、
支

援
が

必
要

と
考

え
た

た
め

通
い

の
場

未
実

施
の

市
町

村
ま

た
は

介
護

予
防

の
さ

ら
な

る
充

実
を

図
り

た
い

市
町

村
へ

ア
ド

バ
イ

ザ
ー

を
派

遣
し

、
市

町
村

の
体

制
整

備
・

事
業

実
施

を
支

援
す

る

-
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都
道
府
県
名

事
業
名

事
業
分
類

事
業
の

開
始
年

度

会
計
等
の
区
分

総
事
業
費

（
千
円
）

支
援
対
象
の
市
町
村

事
業
に
取
り
組
ん
だ
背
景
、
課
題
意
識
を
持
っ
た

き
っ
か
け

事
業
内
容

見
込
ん
で
い
る
成
果
：
具
体
的
な
内
容

愛
知

県
介

護
保

険
地

域
分

析
支

援

事
業

既
存

事
業

の
拡

充
／

継
続

的
な

事
業

2
0
2
1

【
保

険
者

機
能

強
化

推
進

交
付

金
】

現
状

分
析

、
実

情
把

握
、

地
域

課
題

分

析
、

実
績

評
価

支
援

事
業

1
2
,2

4
4

・
①

基
礎

分
析

資
料

の

作
成

、
②

介
護

保
険

地

域
分

析
研

修
会

：
管

内

全
市

町
村

・
③

ア
ド

バ
イ

ザ
ー

派

遣
：

手
挙

げ
し

た
保

険

者
の

中
か

ら
県

が
選

定

令
和

３
年

度
時

点
で

過
半

数
の

保
険

者
が

「
平

常

業
務

が
多

忙
で

あ
り

、
効

果
的

な
地

域
分

析
を

行

う
こ

と
が

で
き

て
い

な
い

」
と

回
答

し
て

お
り

、

管
内

保
険

者
間

で
地

域
分

析
の

取
組

に
差

が
生

じ

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

た
た

め
。

①
基

礎
分

析
資

料
の

作
成

保
険

者
が

地
域

課
題

の
解

決
に

向
け

た
施

策
検

討
が

で
き

る
よ

う
、

管
内

保
険

者
の

介
護

保
険

に
係

る
詳

細
デ

ー
タ

を
整

理
の

上
、

介
護

保
険

料
に

与
え

る
要

因
、

認
定

率
、

介
護

保
険

サ
ー

ビ
ス

に
関

す
る

保
険

者
の

特
徴

を
分

析
し

、
そ

の
結

果
を

保
険

者
へ

提
示

す
る

。

②
介

護
保

険
地

域
分

析
研

修
会

の
開

催

管
内

保
険

者
の

担
当

職
員

を
対

象
に

、
デ

ー
タ

等
を

活
用

し
た

自
ら

の
地

域
の

課
題

分
析

及
び

分
析

結
果

を
踏

ま
え

た
施

策
立

案
を

行
う

に
当

た
っ

て
の

基
礎

的
な

知
識

・
手

段
等

の
修

得
を

目
的

と
し

た
研

修
会

を
開

催
す

る
。

③
デ

ー
タ

分
析

・
課

題
抽

出
・

施
策

提
案

に
係

る
ア

ド
バ

イ
ザ

ー
派

遣 愛
知

県
が

選
定

し
た

保
険

者
を

対
象

に
、

保
険

者
個

別
の

状
況

を
踏

ま
え

た
デ

ー
タ

分
析

手
法

の
提

示
や

分
析

結
果

か
ら

見
え

る
施

策
の

方
向

性
に

つ
い

て
助

言
を

行
う

、
伴

走
的

な
支

援
を

実
施

す
る

。

各
保

険
者

が
、

各
種

デ
ー

タ
や

ア
ン

ケ
ー

ト
調

査
の

結
果

等
か

ら
地

域
の

特
徴

を
分

析
し

課
題

を
抽

出
す

る
こ

と
が

で
き

る
よ

う
に

な
る

と
と

も
に

、
地

域
課

題
に

対
応

し
た

自
立

支
援

・
重

度
化

防
止

等
に

向
け

た
施

策
を

企
画

・
立

案
し

、
第

９
期

介
護

保
険

事
業

計
画

に
記

載
し

た
上

で
取

組
を

推
進

す
る

こ
と

を
目

指
す

。

愛
知

県
認

知
症

地
域

支
援

推
進

活

動
強

化
推

進
事

業

既
存

事
業

の
拡

充
／

継
続

的
な

事
業

2
0
2
1

【
介

護
保

険
保

険
者

努
力

支
援

交
付

金
】

・
認

知
症

総
合

支
援

事
業

を
支

援
す

る
事

業

7
,9

1
4

管
内

全
市

町
村

多
く

の
認

知
症

地
域

支
援

推
進

員
が

包
括

に
兼

務

配
置

さ
れ

て
お

り
、

人
事

異
動

等
に

よ
り

ノ
ウ

ハ

ウ
の

蓄
積

や
事

務
の

効
果

的
な

推
進

が
難

し
い

と

の
指

摘
が

あ
り

、
認

知
症

地
域

支
援

推
進

員
の

活

動
強

化
、

活
動

支
援

の
た

め
、

オ
ン

ラ
イ

ン
を

活

用
し

た
参

加
し

や
す

い
研

修
シ

ス
テ

ム
の

構
築

を

す
る

こ
と

と
し

た

令
和

３
年

度
に

立
ち

上
げ

た
e
ラ

ー
ニ

ン
グ

に
よ

る
オ

ン
ラ

イ
ン

研
修

シ
ス

テ
ム

で
認

知
症

施
策

の
動

向
や

県
内

外
の

好
事

例
な

ど
、

認
知

症
地

域
支

援
推

進
員

の
役

割
に

応
じ

た
コ

ン
テ

ン
ツ

の
充

実
を

図
る

と
と

も
に

、
市

町
村

職
員

と
認

知
症

地
域

支
援

推
進

員
の

連
携

構
築

に
向

け
た

合
同

研
修

会
を

開
催

す
る

e
ラ

ー
ニ

ン
グ

コ
ン

テ
ン

ツ
の

充
実

に
伴

い
認

知
症

地
域

支
援

推
進

員
の

学
習

機
会

が
増

え
、

推
進

員
の

質
の

向
上

が
見

込
ま

れ
る

。
合

同
研

修
会

を
と

お
し

て
市

町
村

職
員

と
認

知
症

地
域

支
援

推
進

員
で

事
業

目
的

等
の

共
有

が
行

え
る
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都
道
府
県
名

事
業
名

事
業
分
類

事
業
の

開
始
年

度

会
計
等
の
区
分

総
事
業
費

（
千
円
）

支
援
対
象
の
市
町
村

事
業
に
取
り
組
ん
だ
背
景
、
課
題
意
識
を
持
っ
た

き
っ
か
け

事
業
内
容

見
込
ん
で
い
る
成
果
：
具
体
的
な
内
容

京
都

府
地

域
課

題
解

決
型

市
町

村

支
援

事
業

既
存

事
業

の
拡

充
／

継
続

的
な

事
業

2
0
2
1

【
介

護
保

険
保

険
者

努
力

支
援

交
付

金
】

・
介

護
予

防
・

日
常

生
活

支
援

総
合

事
業

を
支

援
す

る
事

業

・
生

活
支

援
体

制
整

備
事

業
を

支
援

す
る

事
業

9
,8

5
1

一
部

市
町

村
：

総
合

事

業
の

実
施

に
課

題
感

の

あ
る

市
町

村

府
で

生
活

支
援

体
制

整
備

に
係

る
研

修
や

、
保

健

所
職

員
に

よ
る

伴
走

支
援

な
ど

の
市

町
村

支
援

に

取
り

組
ん

で
い

る
が

、
住

民
主

体
の

サ
ー

ビ
ス

提

供
が

進
ん

で
い

る
と

は
言

え
ず

、
市

町
村

に
お

け

る
主

体
的

な
取

組
と

、
ま

ち
づ

く
り

や
地

域
活

動

団
体

等
幅

広
い

専
門

知
識

を
持

つ
ア

ド
バ

イ
ザ

ー

の
助

言
を

得
て

、
市

町
村

が
主

体
的

に
地

域
づ

く

り
に

取
り

組
め

る
よ

う
支

援
し

て
い

く
必

要
が

あ

る
。

総
合

事
業

の
充

実
に

係
る

個
別

の
市

町
村

課
題

に
対

し
、

支
援

方
策

の
検

討
及

び
伴

走
支

援
を

ア
ド

バ
イ

ザ
ー

と
と

も
に

技
術

的
な

支
援

を
行

う
（

住
民

主
体

の
事

業
・

短
期

集
中

サ
ー

ビ
ス

等
の

立
ち

上
げ

支
援

、
生

活
支

援
コ

ー
デ

ィ
ネ

ー
タ

ー
の

活
動

支
援

な
ど

）
。

市
町

村
の

課
題

に
応

じ
て

総
合

事
業

の
充

実
・

見
直

し
を

図
る

こ
と

で
、

市
町

村
が

主
体

的
に

地
域

づ
く

り
に

取
り

組
む

と
と

も
に

、
適

正
な

給
付

や
、

必
要

な
方

に
サ

ー
ビ

ス
提

供
を

行
う

こ
と

の
で

き
る

仕
組

み
を

構
築

す
る

。

ま
た

、
伴

走
支

援
の

過
程

を
通

じ
、

府
に

よ
る

市
町

村
支

援
の

ノ
ウ

ハ
ウ

の
蓄

積
を

図
る

。

大
阪

府
介

護
予

防
ケ

ア
マ

ネ
ジ

メ

ン
ト

Ｉ
Ｃ

Ｔ
化

促
進

事
業

新
規

事
業

／
継

続
的

な
事

業
2
0
2
2

【
保

険
者

機
能

強
化

推
進

交
付

金
】

・
自

立
支

援
・

重
度

化
防

止
等

に
向

け
た

地
域

ケ
ア

会
議

、
介

護
予

防
に

関
す

る
市

町
村

支
援

事
業

【
介

護
保

険
保

険
者

努
力

支
援

交
付

金
】

・
介

護
予

防
・

日
常

生
活

支
援

総
合

事
業

を
支

援
す

る
事

業
1
2
,1

4
6

一
部

市
町

村
：

過
年

度

の
介

護
予

防
に

係
る

支

援
先

か
ら

手
上

げ
方

式

で
選

定

介
護

予
防

ケ
ア

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

に
か

か
る

ア
セ

ス

メ
ン

ト
が

不
十

分
で

あ
り

自
立

支
援

に
つ

な
が

り

に
く

い
事

例
が

散
見

さ
れ

た
た

め
、

IC
T

ツ
ー

ル
を

用
い

て
ア

セ
ス

メ
ン

ト
能

力
の

向
上

や
ケ

ア
プ

ラ

ン
の

平
準

化
を

図
る

必
要

性
が

あ
っ

た

介
護

予
防

ケ
ア

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

に
お

け
る

ア
セ

ス
メ

ン
ト

に
Ｉ

Ｃ
Ｔ

を
活

用
す

る
こ

と
で

、
高

齢
者

が
抱

え
る

生
活

行
為

の
課

題
分

析
及

び
目

標
設

定
を

適
切

に
行

い
、

利
用

者
の

自
立

支
援

に
資

す
る

効
果

的
な

ケ
ア

プ
ラ

ン
の

作
成

を
支

援
す

る

-

兵
庫

県

「
シ

ル
バ

ー
人

材
セ

ン

タ
ー

×
介

護
予

防
生

活
支

援
事

業
等

」
の

推
進

新
規

事
業

／
単

年
度

事
業

2
0
2
3

【
介

護
保

険
保

険
者

努
力

支
援

交
付

金
】

・
介

護
予

防
・

日
常

生
活

支
援

総
合

事
業

を
支

援
す

る
事

業

2
,7

6
2

管
内

全
市

町
村

・
い

つ
ま

で
も

、
住

み
慣

れ
た

地
域

で
住

ま
い

続

け
る

た
め

に
は

、
生

活
支

援
体

制
の

整
備

が
欠

か

せ
な

い
。

更
な

る
高

齢
化

に
伴

い
、

こ
れ

ま
で

以

上
に

日
常

の
ゴ

ミ
出

し
、

買
い

物
等

の
生

活
支

援

ニ
ー

ズ
の

増
加

が
見

込
ま

れ
る

。

・
一

方
、

元
気

高
齢

者
が

増
加

し
、

高
齢

者
が

自

立
を

保
つ

た
め

の
「

居
場

所
の

多
様

化
」

が
必

要

（
体

操
や

サ
ロ

ン
等

、
既

存
の

通
い

の
場

に
参

加

し
な

い
方

）
。

地
域

の
役

に
立

つ
活

動
へ

の
参

加

で
、

生
き

が
い

・
役

割
づ

く
り

に
も

つ
な

が
り

、

継
続

参
加

に
よ

る
介

護
予

防
に

も
効

果
を

期
待

。

・
各

シ
ル

バ
ー

人
材

セ
ン

タ
ー

の
中

に
は

、
家

事

援
助

サ
ー

ビ
ス

、
介

護
予

防
生

活
支

援
事

業
、

介

護
保

険
事

業
な

ど
、

広
く

事
業

展
開

を
行

っ
て

い

る
団

体
も

あ
り

、
介

護
予

防
・

生
活

支
援

サ
ー

ビ

ス
事

業
の

担
い

手
と

し
て

期
待

。

県
シ

ル
バ

ー
人

材
セ

ン
タ

ー
協

会
に

、
県

の
就

労
的

活
動

支
援

コ
ー

デ
ィ

ネ
ー

タ
ー

を
配

置
。

そ
の

後
、

就
労

的
活

動
コ

ー
デ

ィ
ネ

ー

タ
ー

か
ら

、
市

町
シ

ル
バ

ー
人

材
セ

ン
タ

ー
に

対
し

て
、

市
町

の
介

護
予

防
事

業
等

へ
の

参
入

を
支

援
す

る
。

ま
た

、
サ

ー
ビ

ス
支

援
の

担
い

手
養

成
や

、
先

行
事

例
の

情
報

発
信

、
シ

ル
バ

ー
人

材
セ

ン

タ
ー

と
行

政
担

当
者

と
の

顔
つ

な
ぎ

を
行

う
情

報
交

換
会

を
開

催
す

る
等

の
事

業
を

実
施

す
る

。

高
齢

者
の

生
活

支
援

及
び

居
場

所
作

り
等

に
か

か
る

事
業

の
促

進
、

多
様

な
主

体
に

よ
る

サ
ー

ビ
ス

事
業

の
推

進
。
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都
道
府
県
名

事
業
名

事
業
分
類

事
業
の

開
始
年

度

会
計
等
の
区
分

総
事
業
費

（
千
円
）

支
援
対
象
の
市
町
村

事
業
に
取
り
組
ん
だ
背
景
、
課
題
意
識
を
持
っ
た

き
っ
か
け

事
業
内
容

見
込
ん
で
い
る
成
果
：
具
体
的
な
内
容

広
島

県

地
域

づ
く

り
に

よ
る

介
護

予
防

推
進

事
業

推
進

の
た

め
の

研
修

ツ
ー

ル
作

成
事

業

既
存

事
業

の
拡

充
／

継
続

的
な

事
業

2
0
1
8

【
保

険
者

機
能

強
化

推
進

交
付

金
】

・
自

立
支

援
・

重
度

化
防

止
等

に
向

け
た

地
域

ケ
ア

会
議

、
介

護
予

防
に

関
す

る
市

町
村

支
援

事
業

1
,8

4
8

管
内

全
市

町
村

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
感

染
症

等
に

よ
り

、
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

専
門

職
が

指
導

等
に

出
向

け
な

い
場

合
や

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
専

門
職

が
慢

性
的

に
不

足
し

て
い

る
地

域
等

で
、

市
町

職
員

や
地

域
包

括
支

援
セ

ン
タ

ー
、

住
民

自
身

が
運

動
の

正
し

い
方

法
を

確
認

で
き

る
ツ

ー
ル

（
D

V
D

）
を

作
成

す
る

-

広
島

県

デ
ー

タ
分

析
に

基
づ

く
地

域
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
支

援
事

業

既
存

事
業

の
拡

充
／

継
続

的
な

事
業

【
介

護
保

険
保

険
者

努
力

支
援

交
付

金
】

・
在

宅
医

療
・

介
護

連
携

推
進

事
業

を
支

援
す

る
事

業

3
,4

4
4

管
内

全
市

町
村

市
町

で
は

、
K

D
B

デ
ー

タ
を

活
用

し
た

地
域

づ
く

り
が

進
ん

で
い

な
い

た
め

、
大

学
と

連
携

し
て

市

町
に

デ
ー

タ
を

読
み

解
く

力
を

つ
け

て
も

ら
う

市
町

が
K

D
B

デ
ー

タ
を

分
析

・
活

用
で

き
る

よ
う

に
、

分
析

ツ
ー

ル

を
作

成
し

、
活

用
で

き
る

よ
う

個
別

支
援

を
実

施
す

る

地
域

診
断

・
地

域
分

析
に

基
づ

き
、

地
域

特
有

の
課

題
解

決
を

行
う

高
知

県
利

用
者

デ
ー

タ
管

理
シ

ス

テ
ム

構
築

委
託

料

新
規

事
業

／
単

年
度

事
業

2
0
2
2

【
保

険
者

機
能

強
化

推
進

交
付

金
】

・
生

活
支

援
体

制
整

備
の

推
進

事
業

7
,7

3
1

管
内

全
市

町
村

既
存

の
デ

ー
タ

管
理

ソ
フ

ト
で

は
、

県
内

5
6
箇

所

あ
る

あ
っ

た
か

ふ
れ

あ
い

セ
ン

タ
ー

の
実

績
を

集

計
す

る
機

能
が

つ
い

て
い

な
か

っ
た

た
め

、
せ

っ

か
く

拠
点

毎
に

実
績

を
入

力
し

て
も

、
市

町
村

や

県
の

施
策

に
反

映
し

づ
ら

か
っ

た

デ
ー

タ
集

計
や

市
町

村
を

越
え

た
実

績
デ

ー
タ

の
共

有
が

可
能

な
機

能
を

付
加

し
た

、
新

た
な

あ
っ

た
か

ふ
れ

あ
い

セ
ン

タ
ー

利
用

者

デ
ー

タ
管

理
ソ

フ
ト

の
構

築
を

行
う

・
あ

っ
た

か
ふ

れ
あ

い
セ

ン
タ

ー
整

備
箇

所
数

（
拠

点
・

サ
テ

ラ
イ

ト
）

：
Ｒ

５
年

度
　

3
5
0
箇

所
（

6
0
・

2
9
0
）

・
あ

っ
た

か
ふ

れ
あ

い
セ

ン
タ

ー
拠

点
に

お
け

る
拡

充
機

能
（

介
護

予
防

）
の

実
施

箇
所

数
：

Ｒ
５

年
度

　
全

拠
点

佐
賀

県
認

知
症

の
正

し
い

理
解

促

進
事

業

既
存

事
業

の
拡

充
／

継
続

的
な

事
業

2
0
2
1

【
保

険
者

機
能

強
化

推
進

交
付

金
】

・
そ

の
他

市
町

村
の

ニ
ー

ズ
に

応
じ

た
支

援
事

業

1
,4

0
0

管
内

全
市

町
村

認
知

症
ケ

ア
の

専
門

職
や

支
援

の
場

が
多

く
な

る

一
方

、
そ

の
存

在
が

広
く

浸
透

し
て

い
な

い
た

め

認
知

症
の

人
や

そ
の

家
族

を
地

域
で

支
え

る
専

門
職

や
地

域
活

動
等

に
携

わ
る

方
々

の
思

い
や

支
援

内
容

を
分

か
り

や
す

く
紹

介
す

る
パ

ン
フ

レ
ッ

ト
を

作
成

す
る

「
市

町
に

お
け

る
認

知
症

高
齢

者
支

援
の

取
り

組
み

や
認

知
症

理
解

促
進

に
向

け
た

普
及

啓
発

活
動

」
の

支
援
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都
道
府
県
名

事
業
名

事
業
分
類

事
業
の

開
始
年

度

会
計
等
の
区
分

総
事
業
費

（
千
円
）

支
援
対
象
の
市
町
村

事
業
に
取
り
組
ん
だ
背
景
、
課
題
意
識
を
持
っ
た

き
っ
か
け

事
業
内
容

見
込
ん
で
い
る
成
果
：
具
体
的
な
内
容

大
分

県
住

民
参

加
型

介
護

予
防

継

続
支

援
事

業

既
存

事
業

の
拡

充
／

継
続

的
な

事
業

2
0
2
0

【
介

護
保

険
保

険
者

努
力

支
援

交
付

金
】

・
介

護
予

防
・

日
常

生
活

支
援

総
合

事
業

を
支

援
す

る
事

業

9
,3

7
4

管
内

全
市

町
村

・
こ

れ
ま

で
、

自
助

・
互

助
に

よ
る

地
域

住
民

を

主
体

と
し

た
介

護
予

防
活

動
を

推
進

し
て

き
た

が
、

活
動

内
容

の
固

定
化

、
中

断
者

の
出

現
等

に

よ
り

、
通

い
の

場
（

高
齢

者
サ

ロ
ン

）
参

加
率

が

減
少

傾
向

と
な

っ
て

い
る

・
ま

た
、

コ
ロ

ナ
禍

の
な

か
、

高
齢

者
が

集
ま

る

従
来

の
方

法
で

は
介

護
予

防
活

動
の

継
続

が
難

し

く
、

通
い

の
場

（
高

齢
者

サ
ロ

ン
）

に
つ

い
て

は
、

第
7
波

到
来

に
よ

り
約

5
割

の
通

い
の

場
が

活

動
自

粛
。

感
染

状
況

が
落

ち
着

い
て

い
る

時
期

で

も
、

約
3
～

4
割

の
活

動
自

粛
の

状
況

と
な

っ
て

い

た
り

、
活

動
再

開
が

で
き

て
い

な
い

通
い

の
場

も

あ
る

・
高

齢
者

の
活

動
量

低
下

に
伴

い
、

生
活

機
能

や

認
知

機
能

の
低

下
、

フ
レ

イ
ル

高
齢

者
の

増
加

が

懸
念

さ
れ

て
い

る

・
コ

ロ
ナ

禍
以

前
は

、
各

市
町

村
で

通
い

の
場

リ
ー

ダ
ー

向
け

研
修

会
や

後
継

者
育

成
の

研
修

会

の
実

施
が

で
き

て
い

た
が

、
コ

ロ
ナ

禍
で

開
催

が

困
難

な
状

況
が

継
続

し
て

い
る

・
住

民
参

画
型

介
護

予
防

継
続

支
援

事
業

：
介

護
予

防
、

か
つ

要
介

護
状

態
に

な
っ

て
も

そ
の

悪
化

を
防

止
・

改
善

に
よ

り
、

高
齢

者
が

“地
域

”で
健

康
で

自
立

し
た

日
常

生
活

を
営

め
る

地
域

体
制

が
で

き

る ・
オ

ン
ラ

イ
ン

通
い

の
場

推
進

事
業

：
様

々
な

社
会

状
況

に
お

い
て

も
、

地
域

の
仲

間
と

の
つ

な
が

り
や

交
流

を
維

持
し

な
が

ら
体

操
等

の
活

動
を

継
続

す
る

こ
と

で
、

生
活

機
能

を
維

持
・

向
上

で
き

る

通
い

の
場

参
加

率
の

増
加
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